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１．日程第２．議案第１号 名寄市保育所に関する利用者負担額を定める条例の制定に

……………………………………………………………………………ついて ２４８

…………………………………………………………○市民福祉常任委員長報告（日根野正敏委員長） ２４８

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２４９

１．日程第３．議案第２４号 平成２７年度名寄市一般会計予算ないし議案第３３号

………………………………………………………平成２７年度名寄市水道事業会計予算 ２４９

…………………………………………………………○予算審査特別委員長報告（日根野正敏委員長） ２４９

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２５０

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２５０

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２５０

１．日程第４．議案第３９号 名寄市子ども・子育て支援事業計画を定めることについ

………………………………………………………………………………て ２５０

………………………………………………………………………………………○質疑（山田典幸議員） ２５１

………………………………………………………………………………………○質疑（高橋伸典議員） ２５５

………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２５８

………………………………………………………………………………………○質疑（東 千春議員） ２５９

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２６２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２６２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２６２

１．日程第５．議案第４１号 名寄市介護保険条例等の一部改正について

議案第４２号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画を

…………………………………………………………定めることについて ２６２

………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２６２

………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２７０

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７１

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２７２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２７２



１．日程第６．議案第４３号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

……………………………………………………………………定について ２７２

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２７２

…………………………………………………………………………………○補足説明（小川教育部長） ２７２

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７２

………………………………………………１．日程第７．議案第４４号 名寄市副市長の選任について ２７３

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２７３

………………………………………………………………………………………………………○原案同意 ２７３

……………………………１．日程第８．議案第４５号 名寄市みんなを結ぶ手話条例の制定について ２７３

……………………………………………………………………………○提案理由説明（熊谷吉正議員） ２７３

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７４

１．日程第９．議案第４６号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

議案第４７号 名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部

改正について

………………………………議案第４８号 名寄市議会会議規則の一部改正について ２７４

……………………………………………………………………………○提案理由説明（佐藤 靖議員） ２７５

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７５

１．日程第１０．意見書案第１号 農協関係法制度の見直しに関する意見書

……………………………意見書案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書 ２７５

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７５

…………………………１．日程第１１．報告第２号 例月現金出納検査報告、定期監査報告について ２７５

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２７５

………………………………………………１．日程第１２．閉会中継続審査（調査）の申し出について ２７５

………………………………………………………………………………………○継続審査（調査）決定 ２７５

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２７６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２７６

………………………………………………………………………………………１．佐々木副市長退任挨拶 ２７６

…………………………………………………………………………１．橋本総務部次長、副市長就任挨拶 ２７６

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２７７

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２７７

………………………………………………………………………………………１．竹中憲之議員退任挨拶 ２７７

……………………………………………………………………………………１．佐藤 勝副議長退任挨拶 ２７７

……………………………………………………………………………………１．日根野正敏議員退任挨拶 ２７８

………………………………………………………………………………………１．山口祐司議員退任挨拶 ２７８

…………………………………………………………………………………………………１．加藤市長挨拶 ２７９

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ２８０

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 ２８１



……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ２８８
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平成２７年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２７年２月２５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２６年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について

日程第４ 平成２６年第４回定例会付託議案第３

号 名寄市地域包括支援センターが包

括的支援事業を実施するために必要な

ものに関する基準を定める条例の制定

について

平成２６年第４回定例会付託議案第４

号 名寄市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条

例の制定について

日程第５ 平成２６年第４回定例会付託議案第８

号 名寄市民文化センター条例の一部

改正について

平成２６年第４回定例会付託議案第９

号 名寄市多目的研修センター条例の

一部改正について

日程第６ 平成２７年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第７ 議案第１号 名寄市保育所に関する利

用者負担額を定める条例の制定につい

て

日程第８ 議案第２号 名寄市行政手続条例の一

部改正について

日程第９ 議案第３号 名寄市個人情報保護条例

の一部改正について

日程第10 議案第４号 名寄市職員定数条例の一

部改正について

日程第11 議案第５号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第12 議案第６号 名寄市高齢者自立支援事

業条例等の一部改正について

日程第13 議案第７号 名寄市介護保険条例等の

一部改正について

日程第14 議案第８号 名寄市ふうれん望湖台自

然公園条例の一部改正について

日程第15 議案第９号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第16 議案第１０号 名寄市立学校設置条例

の一部改正について

日程第17 議案第１１号 名寄市木材需要拡大セ

ンター条例の廃止について

日程第18 議案第１２号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び介護保険事業計画を定め

ることについて

日程第19 議案第１３号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第20 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第21 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第22 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第５号）

日程第23 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第24 議案第１８号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

日程第25 議案第１９号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第26 議案第２０号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 議案第２１号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第28 議案第２２号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第２３号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第２４号 平成２７年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２７号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２８号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２９号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３０号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３１号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３２号 平成２７年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３３号 平成２７年度名寄市水

道事業会計予算

日程第31 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第32 議案第３５号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第33 議案第３６号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第34 議案第３７号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第35 議案第３８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第36 報告第１号 名寄市土地開発公社の解

散及び清算結了について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２６年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について

日程第４ 平成２６年第４回定例会付託議案第３

号 名寄市地域包括支援センターが包

括的支援事業を実施するために必要な

ものに関する基準を定める条例の制定

について

平成２６年第４回定例会付託議案第４

号 名寄市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条

例の制定について

日程第５ 平成２６年第４回定例会付託議案第８

号 名寄市民文化センター条例の一部

改正について

平成２６年第４回定例会付託議案第９

号 名寄市多目的研修センター条例の

一部改正について

日程第６ 平成２７年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第７ 議案第１号 名寄市保育所に関する利

用者負担額を定める条例の制定につい

て

日程第８ 議案第２号 名寄市行政手続条例の一
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平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号

部改正について

日程第９ 議案第３号 名寄市個人情報保護条例

の一部改正について

日程第10 議案第４号 名寄市職員定数条例の一

部改正について

日程第11 議案第５号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第12 議案第６号 名寄市高齢者自立支援事

業条例等の一部改正について

日程第13 議案第７号 名寄市介護保険条例等の

一部改正について

日程第14 議案第８号 名寄市ふうれん望湖台自

然公園条例の一部改正について

日程第15 議案第９号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第16 議案第１０号 名寄市立学校設置条例

の一部改正について

日程第17 議案第１１号 名寄市木材需要拡大セ

ンター条例の廃止について

日程第18 議案第１２号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び介護保険事業計画を定め

ることについて

日程第19 議案第１３号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第20 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第８号）

日程第21 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第４

号）

日程第22 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第５号）

日程第23 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第24 議案第１８号 平成２６年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第25 議案第１９号 平成２６年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第26 議案第２０号 平成２６年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

２号）

日程第27 議案第２１号 平成２６年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第28 議案第２２号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第２３号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第２４号 平成２７年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２７号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２８号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２９号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３０号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３１号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３２号 平成２７年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３３号 平成２７年度名寄市水

道事業会計予算

日程第31 議案第３４号 名寄市教育委員会委員

の任命について

日程第32 議案第３５号 名寄市職員の給与に関

する条例等の一部改正について

日程第33 議案第３６号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第34 議案第３７号 特別職の職員の給与の
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支給特例に関する条例の制定について

日程第35 議案第３８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第36 報告第１号 名寄市土地開発公社の解

散及び清算結了について

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２７

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１６番、植松正一議員から欠席の

届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１２番 佐々木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２０日まで

の２４日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

０日までの２４日間と決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 平成２６年

第４回定例会付託議案第１号 名寄市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員） おはよ

うございます。議長から御指名をいただきました

ので、平成２６年第４回定例会付託議案第１号

名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定について、当総務

文教常任委員会にて審査した経過と結果を御報告

いたします。

当委員会は、平成２６年１２月２２日、平成２

７年１月１５日、１月２６日と３日にわたり、小

川教育部長を初め担当職員の同席を求め、開催い

たしました。

最初に、担当部局から本条例の趣旨と設置目的

について、この放課後児童健全育成事業は小学校

に就学している児童で、その保護者が労働等によ

り昼間家庭にいない者に授業の終了後に児童厚生

施設等の施設を利用して適切な遊びと生活の場を

与えてその健全な育成を図る事業とする。平成２

４年に公布された子ども・子育て関連３法により

児童福祉法が改正され、同法３４条の８の２第１

項により放課後児童健全育成事業の設備及び運営

について４月３０日に公布された政令で定める基

準により市町村が条例で基準を定めることとなり、

本条例の制定を行うものである説明を受けました。

委員からの主な質問では、対応する日程につい

ての質問に対しては、現在名寄市南児童クラブの

利用者は４０人以上になっているために平成２８

年３月３１日まで名寄市独自に５０人を基準とし

ているが、南小学校敷地内に平成２８年４月１日

から新たに開所する予定の施設は４０人とし、国

の基準どおりにできるとの答弁がありました。

次に、現在の各施設の利用者数についての質問

に対しては、現在市内に４施設あり、定員につい

ては南児童クラブは９０人の定員、風連児童クラ

ブについては５０人、コロポックルは７０人、ど

ろんこはうすが４０人となっている。そのうち実

際の利用人数は、南児童クラブは現在７４人、風

連児童クラブは現在３６人、コロポックルは現在

４４人、どろんこはうすは１１月現在４０人の登

録となっていると答弁がありました。

次の質問として、第６条の３項と４項で運営内

容を適切に説明する、みずから評価を行い、その

結果を公表するとあるが、現在どのように行って

いるのか、また今後はどのようになっていくのか。
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第１３条で虐待の禁止とあるが、現場ではどのよ

うな処置がされているのか。第１８条で苦情への

対応とあるが、具体的にどのような処置が講じら

れているのか。第２項では、必要な改善を行わな

ければいけないとあるが、行った結果について改

めて報告、評価等があるのかについての質問に対

して、第６条についてはそれぞれの事業所にある

運営委員会の中で事業について説明をしていくこ

とを現在も行っており、今後も委員会の中で公表

していく。第１３条については、事業所内でそれ

ぞれ留意しながら父母会や運営委員会で対応につ

いて明らかにしている。第１８条については、そ

れぞれの事業所で父母会から苦情が出るが、事業

所内で適切な対応をしていただき、事業所の運営

委員会の中でも対応について公表しながら進めて

いくことになる。市からも事業所に対して説明を

していく。また、保護者、運営側それぞれがお互

いに理解できるようにコミュニケーションをとっ

ていく努力が必要になると考えられる。職員研修、

行政と事業所のコミュニケーションを大切にして

保護者に伝えていく方法を模索していくことしか

ないと考えているとの答弁がありました。

以上、質問事項を含め、各委員から本条例に対

する意見を集約したところ、統一した意見を得る

ことができましたので、討議、討論を省略し、採

決したところ、全会一致で原案どおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

以上をもちまして平成２６年第４回定例会にて

当総務文教常任委員会に付託されました議案第１

号 名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について審査

の経過と結果を御報告申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今委員長のほうから御

報告いただきました。熱心な御審議をしていただ

いたかと思うのですが、ちょっと聞き逃したかも

しれませんので、確認をさせていただきたいと思

うのですが、今回南小学校に新設される児童クラ

ブ、４０人定員というふうに今報告いただいたか

なと思うのですが、現在南小学校の児童クラブを

利用している児童の皆さん方７４名ということで

したけれども、そういったたくさんの方々の希望

している皆さんに今後どのように対処、対応して

いくのか、そういったところの議論といいますか、

委員からの質問等々、また理事者側からの説明が

あったかどうかお知らせをいただいて、内容につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 駒津委員長。

〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員） ただい

ま御質問いただきました人数の関係でございます

けれども、壇上で御報告させていただいたのは利

用者が４０人を超える施設があるということで、

平成２８年３月３１日、南小学校の建設が終わっ

た時点の４月１日から５０人の経過措置を設ける

というふうに御報告をさせていただきました。

あと、先ほど後段御質問ありました部分につい

ては、委員会としては質問または説明がございま

せんでしたので、この場では申し上げられません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成２６年第４回定例会付託議案第１号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）



－7－

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成２６年第４回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 平成２６年

第４回定例会付託議案第３号 名寄市地域包括支

援センターが包括的支援事業を実施するために必

要なものに関する基準を定める条例の制定につい

て、平成２６年第４回定例会付託議案第４号 名

寄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の制定について、以上２件を一括議題といたしま

す。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員） 議長

より指名をいただきましたので、平成２６年第４

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第３号 名寄市地域包括支援センターが包括

的支援事業を実施するために必要なものに関する

基準を定める条例の制定について及び議案第４号

名寄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例の制定について、関連がありますので、一括

して御報告申し上げます。

委員会は、昨年１２月２２日、年が明けて本年

１月１５日の２回にわたり、田邊健康福祉部長を

初め担当職員の出席を求め、本条例の内容につい

て詳細な説明を受けた後、慎重に審査を行いまし

た。

付託された議案第３号は、提案理由の説明にも

ありましたようにいわゆる第３次一括法成立によ

り介護保険法の改正がなされ、地域包括支援セン

ターの包括的支援事業を実施するために必要なも

のに関する基準について市町村に条例委任された

ことに伴い制定するものです。議案第４号につき

ましても指定介護予防支援の人員及び支援事業の

運営、介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等について市町村の条例に委任されたこ

とに伴い制定するものです。両条例ともに共通し

て国に沿うべき基準と参酌すべき基準があり、参

酌すべき基準については名寄市地域包括支援セン

ター運営協議会にて意見を求め、パブリックコメ

ントは適用除外としたものです。

１回目の委員会で委員から出されました議案第

３号及び議案第４号の主な質疑では、参酌すべき

基準を国の基準に合わせたところの考え方につい

て説明をの質疑では、第３号については国の基準

を超えたものはない。第４号については、一部国

の基準を超えて文書保存年限を２年から５年にし

たところと暴力団の排除という内容を載せた。参

酌した内容は、地域包括支援センターの運営協議

会での協議をしていただいた。地域密着型サービ

ス事業の内容については、第２次地方分権一括法

に基づいて条例化している経緯もあり、そのとき

の文書年限を５年にすることとした。この後にで

きた名寄市暴力団排除条例の内容を加えた経緯も

あり、同じ扱いにしたとの答弁がありました。

直近の名寄市の第１号被保険者の数とパブリッ

クコメントを省略し、それにかわるものとして運

営協議会との判断があるが、議論の経過、また来

年から要介護３以上しか入所できなくなり、それ

以下は市町村の事業に大きくシフトするが、その

ことにより入所希望の待機者の変化や条例を制定

することにより在宅介護が中心になるので、名寄

市の状況に当てはめた場合に安心、安全の役割に

変化が出るのかの質疑では、第１号被保険者数は

八千六百数十人、運営協議会の経過については１

０人中９人が出席された。１１月の会議の中では、

施行月日の確認等だけで意見等はなかった。特養

への入所に関しては、当初社会保障審議会で審議

されたように原則は要介護３以上となっているが、

要介護１の方でも認知症がある場合や知的障害、

平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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虐待などの事情から特例入所が認められる形にな

っている。地域包括支援センターでは、特例入所

の内容について今後十分把握していかなければな

らないと考えているとの答弁がありました。

特例入所は難しい現実が出てくると思うので、

国の入所基準以下の人たちへの市独自の対応は柔

軟な幅を持たす必要があると思うが、その基本的

な課題とそうした場合の現状は特養の待機者に数

字的にどのような変化が出てくるのか、また運営

協議会は実際に行政側から見て介護の経験だとか

介護にかかわった専門的な人がどのぐらい入って

いるのかの質疑では、市独自の基準では国の基準

があるので、それを超えることは難しいと考えて

いるが、検討していきたい。委員会は、医師会、

保健推進委員会、老人クラブ、介護サービス事業

者、民生委員の各代表者で構成しているとの答弁

がありました。

待機者の関係で来年度以降見通しの変化につい

てはの質疑では、入所優先度指針が平成１５年度

からでき、介護度や家族の状況等を勘案して順番

を決めている。ただ、要介護１、２の方は現状で

も多くないと承知しているので、大きな変化はな

いと考えるとの答弁がありました。

次の審査は、平成２７年１月１５日に行うこと

を決め、１回目の審査を終了しました。

２回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、議案第３号、４号に共通して自立した

日常生活を営むことができるようにとあるが、自

立の促進を促しているととれるが、考え方はの質

疑では、介護サービスだけでなく、地域、家族、

公的機関等、多様な生活を支えるサービスを活用

して自宅での生活が営めるように支援をしていく

との答弁がありました。

議案第３号、４条（１）では保健師、その他こ

れに準ずる者とある、（２）では社会福祉士、そ

のほかこれに準ずる者とある、それぞれの準ずる

者とは何かの質疑では、保健師に準ずる者では高

齢者支援の経験のある看護師、社会福祉士に準ず

る者では高齢者支援の経験が３年以上ある社会福

祉主事のこととの答弁がありました。

議案第４号の基本方針で住民による自発的な活

動によるサービスを含めた地域におけるさまざま

な取り組みを行う者などとの連携に努めなければ

ならないとあるが、現在でも地域の方や民生委員

の方に多くの負担をかけているが、今後どのよう

に連携を進めるのかとの質疑では、地域で行って

いる見守りや民生委員の方々には何かあったら連

絡いただくなど連携を図っていきたいとの答弁が

ありました。

議案第３号、４号の要資格者の人員配置につい

て名寄市の場合どのようになっているのかの質疑

では、保健師３名、社会福祉士５名、主任介護支

援専門員３名、介護支援専門員１名で十分な人員

配置基準となっているとの答弁がありました。

４月以降指定介護や人員配置について大きな課

題はないという理解でよいのかとの質疑では、職

員の数は充足されている。また、４月以降の介護

保険の大幅な改定に備え、準備を整えている。市

民に迷惑がかからないように事業を推進していく

との答弁がありました。

以上、付託議案第３号 名寄市地域包括支援セ

ンターが包括的支援事業を実施するために必要な

ものに関する基準を定める条例の制定について及

び付託議案第４号 名寄市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例の制定については、採決の

結果、原案どおり可決すべきものと決しました。

以上、報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） これより、平成２６年

第４回定例会付託議案第３号外１件について委員

長報告に対する一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。
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お諮りいたします。平成２６年第４回定例会付

託議案第３号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成２６年第４回定例会付託議案第３号は委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成２６年第４回定例会付託議案第３

号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２６年第４回定例会付

託議案第４号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成２６年第４回定例会付託議案第４号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成２６年第４回定例会付託議案第４

号は委員長報告のとおり可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 平成２６年

第４回定例会付託議案第８号 名寄市民文化セン

ター条例の一部改正について、平成２６年第４回

定例会付託議案第９号 名寄市多目的研修センタ

ー条例の一部改正について、以上２件を一括議題

といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員） 平成２

６年第４回定例会付託議案第８号 名寄市民文化

センター条例の一部改正について並びに付託議案

第９号 名寄市多目的研修センター条例の一部改

正について、当総務文教常任委員会にて審査した

経過と結果を御報告いたします。

当委員会は、平成２６年１２月２２日、平成２

７年１月１５日、１月２６日と３日間にわたり、

小川教育部長を初め担当職員の出席を求めて開催

いたしました。

担当部局から付託議案第８号 名寄市民文化セ

ンター条例の一部改正について提示されたのは、

設置目的の項目に文化、芸術を追加、位置の項目

に地番を追加、（仮称）市民ホールで行う事業を

企画する委員会を定義する。別表において現在の

名寄多目的研修センターの諸室及び新施設の諸室

を位置づけし、使用料を定義、冷暖房を備えた諸

室冷房料を設定、新施設のホール部分には正式名

称を大ホールとし、愛称をＥＮ―ＲＡＹとした。

続いて、第９号 名寄市多目的研修センター条

例の一部改正について提示されたのは、名称及び

位置の項目から名寄市名寄多目的研修センターを

削除し、名寄市智恵文多目的センターのみの条例

とする。名寄多目的センター運営委員会を廃止し

て現在の公民館運営審議会、名寄市民文化センタ

ー運営委員会と兼任する。農村地域住民の福祉の

向上を図り、もって農業生産性の増進と生活文化

の向上に資する設置の目的は今後も引き継ぎ、当

該諸室をこの目的で使用する場合は使用料及び冷

暖房料は無料とする。

以上、２つの改正案の説明を受け、さらに今回

の改正案により従来の名寄市民文化センター、名

寄市多目的研修センター、新施設の（仮称）市民

ホールを統一した条例で管理することが説明され

ました。

委員からの主な質問として、（仮称）市民ホー

ル使用料の算出方法で、これは原価法に基づいて

原価と対象外を分けているのか、また管理事務で

月額１０万 ０００円となっているが、受益者負

担が管理者にも適用されるのか、公平公正な負担
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という点で相互理解が得られるのかについての質

問には、原価については名寄市で公共施設のトー

タルでの基準がないことで今回独自に設定し、公

共施設の事業見直し検討部会で事務局会議、あわ

せて原価の考え方についても部会の会議の中で庁

内議論を経ているが、施設の運営がまだ始まって

いないので、実際のコストがわからない状況でも

あり、基本設計の中で算出したランニングコスト

等を使用している。今後実績が正確にとれる３年

程度をめどに料金の見直しも出てくるものと想定

している。今回については、市民ホールの料金設

定に当たっての考え方で、これからの指針として

捉えている。冷暖房料については、期間を設定し、

この期間以外でも使用した場合この額を適用する。

管理事務室では、月額のところで１日 ４００円

という基礎数値を使って料金が算出されている。

管理業者本来の業務と委託業者業務両方を同じ事

務室でやっていくので、業務割合を正確には出せ

ないが、それぞれ５０％を委託業者から負担して

いただくと答弁がありました。

追加資料として、類似規模の施設で近隣の使用

料等の資料請求と開館後の利用予定の内容につい

て資料の請求がありましたので、委員会として採

択し、請求をいたしました。

続いて、委員からの質問として、建設年次や席

数等、他の市町と比較すれば使用料金は高くない

が、従来の市民会館ホールとの値段と比較すると

高いので、市民会館の利用団体との話し合いにつ

いての質問では、市民ホールの計画、平成２３年

から平成２６年度までということで行っていて、

基本設計に入る前、入ってからとかなりの回数を

市民会館、文化センターの利用団体、またはそれ

に限らず市民説明会等々を行ってきて、その中で

もちろん市民会館の利用団体から料金が余り高く

なると使いづらい意見もあり、これについては詳

細を定めていく規則の中で減免規定をどう決めて

いくかという議論になり、維持管理費、開館日数

等から料金の設定の方法を明らかにするといった

ことで今回料金を設定をしている。今回設定した

部分については、市民にも説明できる金額設定だ

と考えている。市民会館、現状の施設と比較する

と５倍程度になるが、これだけの建設コスト、税

を投じながらつくってきた経過もあり、１つには

同等規模の施設と比較して遜色のないもの、一定

程度市の財産として市民ホールでの事業をする方

に貸すには一定程度の負担はいただく、そういう

点で同規模の設定とし、このような料金となった。

実運営の中では、関係団体については減免措置を

行いながら運用して安価に利用していただくこと

を考えていると答弁がありました。

次の質問として、近隣ではいろいろと魅力ある

ものが開催されていて利用料金の安い場所が判断

基準にもなるが、主催、共催、後援等を併用して

いく形で対応していくことで利用料金の算出方法

での性質別受益者負担割合の考え方として、公費、

受益者、５０対５０とあるが、部局内での議論経

過についての質問では、後援等については内容に

よって共催という形で相談に応じ、後援にとどめ

たりすることはあるが、名寄の団体については同

じような扱いをしていけるものと考えている。性

質別受益者負担割合の考え方は、名寄市において

は公益施設の料金算出の考え方が定められていな

い中で新たな施設の料金を設定する状況がありま

した。この５０対５０の評価については、庁内の

行革推進会議の全体の使用料等を検討する会議で

今後の見通しが待たれる市全体の料金体系の中で

どうつながるかということで考えてみて、この料

金設定を進めてきた。その中で原案の考え方の説

明をし、庁内の了解を得ていると答弁がありまし

た。

次の質問として、補助事業で稼働率、利用率の

報告については所轄官庁に毎年報告する義務があ

るのか、それに基づく指導は受けないということ

でよいのかという質問に対して、都市再生整備計

画については平成２０年度に策定して計画期間は

平成２７年度まで、当初市民ホールについては利
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用率ではなくて利用人数で計画を上げているとい

うことで、平成２０年の段階で市民会館、市民文

化センターの人数を合計して７万人、これを平成

２７年の完成後の計画を８万人という数値を出し

ている。完成後については、当初平成２６年度開

館予定だったので、平成２７年度に数字を報告す

ることになっているが、開館がおくれたので、平

成２８年の数字を使うことになると考えられ、そ

のほかについては会計検査等が入った段階で開館

後の利用率等が検査対象として挙げられることに

なるかもしれないという答弁がありました。

各委員からの主な意見として、文化振興条例の

趣旨を積極的に生かしながら、より多くの市民に

利用いただくことを大前提とし、いろいろな制度

を利活用しながら柔軟に対応していくことを希望

したいという意見がありました。

以上、各委員からの質問、意見を含め、第４回

定例会で付託されました議案第８号 名寄市民文

化センター条例の一部改正について各委員から本

条例に対する意見を集約したところ、統一した意

見を得ることができましたので、討議、討論を省

略し、採決したところ、全会一致で原案どおり可

決すべきものと決定をいたしました。

引き続き、同第４回定例会で付託されました議

案第９号 名寄市多目的研修センター条例の一部

改正について各委員から本条例に対する意見を集

約したところ、統一した意見を得ることができま

したので、討議、討論を省略し、採決したところ、

全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。

以上をもちまして平成２６年第４回定例会にお

いて当総務文教常任委員会に付託されました議案

第８号 名寄市民文化センター条例の一部改正に

ついて並びに一括付託されました付託議案第９号

名寄市多目的研修センター条例の一部改正につ

いて審査の経過と結果を御報告申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、平成２６年

第４回定例会付託議案第８号外１件について委員

長報告に対する一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） ８号の文化センター条

例の一部改正の中で使用料の件について、ちょっ

と確認をさせていただきたいと思います。

今回提案された料金のところで、ほかの施設利

用料には消費税が転嫁されているわけで、８％、

昨年４月に上がったときになったのですけれども、

これが転嫁された部分の料金なのか、そして今後

増税されていくとなると、それがまた賦課されて

いくのかというとこら辺の議論があったのか、説

明があったのかの部分についてお知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 駒津喜一委員長。

〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員） 委員会

におきましては、消費税の関係については質問が

ありませんでしたけれども、提示されました資料

の中で消費税が含まれた料金設定が表になって明

示されました。今後の消費税の対応については、

まだ税の確定がされておりませんので、この部分

については説明もありませんでしたので、省略を

させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。平成２６年第４回定例会付

託議案第８号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

平成２６年第４回定例会付託議案第８号を委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。
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（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、平成２６年第４回定例会付託議案第８

号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２６年第４回定例会付

託議案第９号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、平成２６年第４回定例会付託議案第９

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３７分

再開 午前１０時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第６ これより平成２７年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２７年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。平

成２７年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

私が、市長として２期目の任を担わせていただ

いてから１０カ月が過ぎました。

この間、多くの市民の皆様や企業、関係機関・

団体などから御意見をいただきながら、様々な政

策課題に正面から取り組んでまいりました。

今後におきましても、市民の皆様の思いをしっ

かりと受け止め、市と民間との連携、市民との対

話、さらには、近隣市町村との連携により、地域

を挙げてのまちづくりを進めてまいります。

さて、我が国では、主要先進国では類を見ない

早さで人口減少・超高齢社会を迎え、数多くの地

域で若年人口の減少により地域経済の活力が奪わ

れ、人口流出に拍車がかかる悪循環に陥っていま

す。

このような中、国におきましては、人口減少の

抑制や東京一極集中の是正など構造的な課題に取

り組むため、昨年「まち・ひと・しごと創生法」

を施行するとともに、１２月には、人口減少を克

服し、将来にわたって活力ある日本社会を実現す

るための、今後５カ年の政府の施策の方向性を示

す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定す

るなど、課題解決に向けた取組を本格化させてい

ます。

国は、今回の補正予算で、各自治体の自由な事

業設計を認める交付金を創設したところであり、

今後は、地方創生に対するそれぞれの地域の本気

度が試されるものと考えています。

本市といたしましても、今月９日に、「名寄市

まち・ひと・しごと創生本部」を設置し、本年中

の地方創生総合戦略の策定を決定したところです。

まずは、人口の現状や将来人口について分析を

行った上で、今後目指すべき将来の方向と人口の

将来展望を提示する人口ビジョンを策定してまい

ります。

このビジョンや国・道の総合戦略を踏まえると

ともに、外部検討組織の設置や懇談会の実施など

多様な手法により市民の皆様の御意見も伺いなが

ら、官民が一体となって、本市の実情に応じた地

方創生の取組を進めてまいります。

人口の減少・超高齢化は大きな課題ではありま

すが、本市が有する様々な資源や優位性を最大限

に活かしながら、将来にわたって自律的で持続的

な地域社会を創生できるよう、全力で取り組んで

まいりますので、一層の御理解と御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「民間会社的発想での行財政運営」

についてです。
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これまでも民間の発想を持って行政サービスの

質の向上と効率的な行政運営に努めてきましたが、

今後においても、市民が主役であり顧客であると

いう意識をより一層徹底し、市民目線での住民サ

ービスを提供するとともに、職員一人ひとりがコ

スト意識を持ちつつ、新しいことにチャレンジで

きるよう、職員の資質の向上を図りながら、市民

から信頼される行財政運営に努めてまいります。

二点目は、「さらなる市民参加とよりわかりや

すい行政運営・情報公開」についてです。

「名寄市自治基本条例」においては、まちづく

りの主体は市民であり、主体的、能動的にまちづ

くりに参加することが大切であるとしています。

この間、本条例に基づき、審議会委員の公募や

パブリック・コメントの実施などにより市民意見

の反映に努めるとともに、様々な媒体を活用した

情報発信や、まちづくり懇談会などによる市民と

の情報共有により、市民参加の推進を図ってきて

いるところです。

本年は、次期総合計画や地方創生総合戦略の策

定に取り組む年であります。

これらの計画は、本市が今後目指すべき姿を示

すものとなりますことから、多くの市民の皆様に

計画づくりに参画していただき、その声を十分に

聴きながら、明るく元気なまちづくりを進めてま

いります。

三点目は、「地域の宝・財産・特色に徹底的に

こだわったスケールの大きなまちづくり」につい

てです。

本市には、四季折々の美しい自然や先人達が残

してくれた素晴らしい施設など、有形無形の財産

が豊富にあります。

昨年は、市立総合病院の精神科病棟の改築やヘ

リポートの設置、また、市立大学の保健福祉学部

の再編・社会保育学科の設置や図書館整備の取組

など、その財産にさらに磨きをかけてまいりまし

た。

加えて、本年は、本市の新たな財産となる（仮

称）市民ホールもオープンいたします。

このような魅力ある施設はもとより、ひまわり

やもち米、アスパラガスといった豊かな自然から

の恵みも最大限に活かして、名寄だからこそでき

る、まちづくりを進めてまいります。

私は、この三つの基本的な考え方のもと、地域

の活性化を図るため、本市の魅力や情報を国内外

に広く発信するとともに、総合計画を施策の基本

としながら、市民の皆様との協働により、効果的、

効率的な市政の運営に全力を傾けてまいります。

平成２７年度の予算編成

次に、平成２７年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２７年度予算編成の基本方針は、「経

済の好循環」を確かなものとし、全国津々浦々に

まで景気回復の実感を行き渡らせること、また、

若者が将来に夢や希望を持つことができる、魅力

あふれる「まちづくり、ひとづくり、しごとづく

り」を進めることにより、元気で豊かな地方の創

生に全力を挙げること、さらに強い経済の実現に

よる税収の増加などと、聖域なき徹底的な歳出削

減を一層加速させることにより、経済再生が財政

健全化を促し、財政健全化の進展が経済再生の進

展に寄与するという好循環を作り出すという基本

的な考え方のもとに、昨年１２月２７日に閣議決

定されました。

地方財政対策については、地方創生に取り組む

ために必要な経費として１兆円が地方財政計画の

歳出に計上されました。地方交付税等の一般財源

総額については、この地方創生のための財源など

を上乗せし、平成２６年度の水準から１兆 ００

０億円増額され、さらに臨時財政対策債の発行を

抑制し、一般財源の質の改善を図るものとなりま

した。地方財政計画の規模は、東日本大震災を除

く通常収支分で、前年度比 ３パーセント増の約

８５兆 ７００億円となりました。また、一般財

源総額では前年度比 ０パーセント増の６１兆

４８５億円となりました。
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このうち地方交付税は、前年度比 ８パーセン

ト減の１６兆 ５４８億円となりました。また、

「（仮称）まち・ひと・しごと創生事業費」が地

方財政計画に計上されたことから、従前の地域の

元気創造事業費に加え「（仮称）人口減少等特別

対策事業費」が新設されました。他にも市町村合

併による行政区域の広域化を反映した算定方法の

設定などにより、地方の実情に一定の配慮がなさ

れたものとなっております。

こうした中、本市の平成２７年度各会計予算は、

将来を見据えた健全な財政を維持しつつ、新名寄

市総合計画後期計画の具現化に取り組むことなど

の基本的な考え方のもと、また、平成２６年度に

おける地方創生先行型の補正予算とあいまって、

今後の地方創生における施策展開も考慮し、編成

をいたしました。

主な事業については、ハードでは北斗・新北斗

公営住宅建設事業、市営住宅環境整備事業、名寄

南小学校校舎・屋内運動場等改築事業、風連中央

小学校校舎・屋内運動場等改築事業、大学図書館

建設事業などを、また、ソフトでは市民の主体的

な健康づくりを促進し、自分に合った取組を支援

する健康マイレージ事業、子育て支援に関する情

報を専門的に提供できる子育てコンシェルジュを

配置する利用者支援事業、（仮称）市民ホールの

オープンにより、名寄市の文化芸術振興の活性化

を図るため舞台芸術劇場補助金の拡充などの事業

を盛り込みました。

一般会計の予算案は、前年度比 ６パーセント

増の２３２億 ６３３万１千円となりました。

また、７つの特別会計予算案は前年度比 ４パ

ーセント増の８５億 ９３６万５千円、企業会計

予算案は前年度比１ ９パーセント減の１２４億

０４９万２千円、全会計の総額では前年度比

４パーセント減の４４２億 ６１８万８千円とな

りました。

財源調整として、財政調整基金で４億 ９８１

万５千円の取崩しを、また、老朽化した施設設備

の更新などに係る事業の財源として、公共施設整

備基金で１億 ４８０万円の取崩しを計上しまし

たが、今後の起債償還等の義務的経費に備え、減

債基金などの積み立てを行い、将来の財政健全化

を視野に入れた予算を編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

市民主体のまちづくりの推進

はじめに、市民主体のまちづくりの推進につい

て申し上げます。

本市の最高規範である自治基本条例については、

施行後５年目を迎えることから、市民アンケート

を実施するなどして市民意識や社会状況の変化な

どに考慮しながら点検作業を行っているところで

す。

今後、公募委員などで構成する有識者会議の御

意見も伺いながら、検討を進めてまいります。

また、この検討の過程を通じて、改めて市民の

皆様の条例に対する理解を深めてまいりたいと考

えております。

次に、第２次総合計画の策定について申し上げ

ます。

現在推進中の第１次総合計画の期間が平成２８

年度までとなっていることから、平成２７年度か

ら、第２次総合計画の策定作業に着手してまいり

ます。策定にあたっては、第１次総合計画の検証

を行うとともに、経済や社会インフラなどの現状

分析を踏まえ、本市の特性と課題の抽出を行った

上で、総合計画策定審議会における議論をはじめ、

市民と行政との協働により、次期総合計画の策定

を進めてまいります。

次に、合併１０周年記念事業について申し上げ

ます。

平成２７年度は、旧風連町、旧名寄市の合併か

ら１０年目を迎えることから、記念式典や記念フ

ォーラムを開催するとともに、新しいカントリー

サインのデザインを公募するなど、さらなる地域
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の融和と一体感の醸成に向けた事業を展開してま

いります。

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

町内会については、協働のまちづくりを進める

上で最も重要な組織であると考えており、これま

でも財政的・人的支援や加入促進に向けた啓発な

ど積極的な支援に努めてまいりました。

しかしながら、近年、未加入者の増加や役員の

担い手不足など様々な課題が生じてきていること

から、次期総合計画の策定に向けて、町内会連合

会との連携のもと、御意見を伺いながら、これら

の課題解消に向けた行政支援のあり方について検

討するとともに、地域連絡協議会の活動も助長し

ながら、地域コミュニティの活性化を図ってまい

ります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

これまでも、名寄市男女共同参画推進計画に基

づき、固定的な性別役割分担意識の解消や社会制

度・慣行の見直しを進めるための事業を推進して

きていますが、市民意識の一層の高揚を図るため、

男女共同参画の推進に関する条例を制定すること

としたところであり、平成２８年度の施行を目指

し、外部委員会の御意見も伺いながら検討を進め

てまいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

円滑な市民サービスの提供のため、平成２７年

度も引き続き情報システム機器の更新整備を進め、

電算システムの安定稼働と適切な管理に努めてま

いります。

また、市内５施設に設置のライブカメラ機器を

更新し、より鮮明な映像を提供するとともに、各

種情報端末機器での閲覧に対応した映像表示ソフ

トに更新し、情報発信に努めてまいります。

交流活動の推進

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイから交換学生の受入を予定

し、また、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市か

らは訪問団を迎えることとなっており、これまで

育んできた交流の絆をさらに深められるよう支援

してまいります。

さらに、台湾との交流では、高校生の教育旅行

の受入を行うなど、国際感覚豊かな青少年の育成

や交流人口の拡大に努めてまいります。

国内交流については、東京都杉並区、山形県鶴

岡市藤島との交流において、子どもを含めた人的

交流や特産品販売など、さらに充実した交流とな

るよう推進してまいります。

ふるさと会については、本市からの情報発信と

相互の情報交流に努めるほか、側面からの支援を

通じて人的・経済的交流を図るとともに、会員の

拡大を支援するなど、活動の充実に向けて連携を

強化してまいります。

なお、東京なよろ会では、８月にふるさと名寄

を訪問する３０周年記念事業を計画していること

から、より一層の充実に向け支援を行ってまいり

ます。

交流居住の推進については、本市の魅力や生活

環境の良さを知っていただくことを目的とした

「お試し移住住宅」２棟の利用が好調なことから、

さらに、外溝を整備することにより住環境を向上

させ、道内外のより多くの方々に本市での移住体

験をしていただけるよう取組を進めてまいります。

また、地域おこし協力隊については、現在、新

規就農を目指している方４人を委嘱し、風連地域

において農業研修や地域貢献に従事していただい

ているところです。

平成２７年度においても、さらなる人材の確保、

育成と定住の促進に努めてまいります。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。
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天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」については、「住んで

よし訪れてよしの天塩川王国」を実現するため、

地域づくり人材に資する研修会や、首都圏での移

住フェアへの出展などのほか、天塩川エリアの木

工作家が地域材を使って製作する木製マグカップ

「天塩川ククサ」を天塩川ブランドとして発信す

るなど、北海道遺産である天塩川を軸とした広域

連携と交流人口の拡大に努めてまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

毎年３月に「新・名寄市行財政改革推進計画

（後期実施計画）」を改訂し、推進項目の見直し

や追加を行っています。

今後も、「簡素で効率的な行政運営」、「健全

な財政運営」、「市民と協働の行政運営」の三つ

の基本方針とその具体的推進項目に基づき、行財

政改革を推進してまいります。

また、組織のスリム化に伴って職員の人材育成

が急務であることから、「新・名寄市人材育成基

本方針」に基づき、職員研修の充実と人事管理制

度の確立などに取り組んでいるところであります。

特に職員の意識改革や資質向上のため、昨年６月

に制度化した道外先進地における自主研修に対す

る支援策の活用を促進するとともに、平成２７年

度においても（財）地域活性化センター、北海道

経済産業局、北海道への職員派遣を継続してまい

ります。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”

健康の保持増進

次に、健康の保持増進について申し上げます。

全ての市民がともに支え合い、健やかで心豊か

に生活できる活力ある社会をつくっていくために、

高齢化の進展や疾病構造の変化を踏まえ、健康寿

命の延伸と健康格差の縮小を実現することが重要

となっています。

名寄市健康増進計画「健康なよろ２１」に基づ

き、生活習慣病の発症と重症化の予防を徹底し、

乳幼児期から高齢期まで生涯を通じた健康づくり

を推進してまいります。

また、平成２７年度から市民の主体的な健康づ

くりを促進するため、各種検診の受診や日々の生

活習慣の改善などの健康メニューに取り組む人を

応援する「なよろ健康マイレージ事業」をスター

トし、市民の健康に対する関心や健康づくりへの

意欲の向上を図ってまいります。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談を通して、妊娠期から乳幼児期まで切

れ目ない支援体制の充実を図り、安心して子ども

を産み育てる環境づくりに努めてまいります。

感染症予防については、予防に関する正しい知

識の普及啓発や予防接種の充実を図り、感染症予

防の推進に努めてまいります。

地域医療の充実

次に、地域医療の充実について申し上げます。

市立総合病院については、平成２７年度の診療

体制は、新たに旭川医科大学から救急科及び小児

科に常勤医師を派遣いただける予定となっており、

さらに充実した診療体制が可能となる見込みです。

また、初期臨床研修医については、マッチング

システムで決定された５人の１年次研修医を採用

する予定です。

救命救急センターについては、現在、名寄保健

所など関係機関との協議を進めており、平成２７

年度中にできるだけ早く取得できるよう、引き続

き、準備を進めてまいります。

病院経営を安定的に運営していくためには、看

護師などの医療スタッフの確保が必要不可欠です。

以前から要望のあった２４時間保育に対応し、人

材の確保、離職防止及び復職支援を推進するため、

院内保育所改築事業に取り組みます。

今後も道北第３次保健医療福祉圏の地方センタ

ー病院として、医師・看護師をはじめとする医療

スタッフの人材確保に努めるとともに、圏域内の

限られた医療資源を最大限に活用して、引き続き

地域の病院や診療所と連携し、診療・看護体制の
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充実を図ってまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援については、「子育て応援事業」や

「親子お出かけバスツアー」を継続するとともに、

昨年８月診療分から乳幼児医療給付事業の独自拡

大を図り、子育て家庭を支援する環境づくりを進

めてまいりました。

また、木材需要拡大センターを改修し、子育て

支援センターとして利活用するための準備を進め、

子育て環境のさらなる向上に努めてまいります。

平成２７年度からの子育て支援事業計画である

「名寄市子ども・子育て支援事業計画」について

は、昨年度末に「名寄市子ども・子育て会議」か

ら地域の子育てニーズを踏まえた答申をいただい

たところであり、今後、計画に盛り込まれた事業

の実効性の確保に努めてまいります。

幼児教育・保育については、子ども・子育て支

援法が本年４月から施行されることとなっており、

多様なニーズに対応し、きめ細かな事業を官民一

体となって進めてまいります。

障がい児福祉の充実については、平成２７年度

からのサービス利用に必要となる「サービス等利

用計画」作成のため、「相談支援事業所」を設置

しており、発達の遅れや障がいのある児童とその

家族が、身近な地域において適切な計画相談・支

援が受けられる環境づくりを進めてまいります。

また、児童虐待などについては、個々のケース

に応じて関係機関と連携を図り、迅速かつ適切な

対応に努めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

少子高齢化・核家族化の急速な進行や、地域住

民の生活形態などの変化が進む中で、誰もが安心

して地域で暮らせるよう「名寄市地域福祉計画」

に掲げた取組を進めてまいります。

生活困窮者自立支援事業については、生活保護

に至る前の自立支援強化を図るため、市内関係機

関と連携のもと、「自立相談支援事業」と「住居

確保給付金事業」を新たに実施し、自立に向けた

支援を行ってまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

本市の高齢者福祉や介護保険事業の基礎となる

「名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画」は平成２７年度から３カ年が計画期

間となっており、高齢者福祉の拡大、充実と併せ

て、団塊の世代が７５歳を迎える平成３７年度に

向けて、まちぐるみで支えあう仕組みである「地

域包括ケアシステム」の構築に向けた取組を進め

てまいります。

また、名寄市地域見守りネットワーク事業につ

いては、平成２６年度に生活関連事業者の拡充を

行っており、今後も協力事業者の連携強化と拡充

に取り組んでまいります。

さらに、認知症の方やその家族の応援者である

認知症サポーターの養成はもとより、昨年１２月

にエーザイ株式会社と締結した「認知症対策・地

域包括ケアの推進に関する包括連携協定」を有効

に活用しながら、認知症の早期診断、早期対応の

取組を進めてまいります。

施設関係については、利用されている方の安全

・安心の確保や利便性の向上を図るため、特別養

護老人ホーム清峰園の老朽化したピット内給湯管

改修工事、デイサービスセンター楽々館及び友遊

館の送迎用車両の更新を行ってまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

住み慣れた地域で安心かつ快適な生活を営める

「自立と共生の地域社会づくり」を目指し、平成

２６年度に策定した「第４期名寄市障がい福祉実

施計画」の円滑な実施に向け、関係福祉団体など

との協働のもと事業を推進してまいります。

また、市内の障がい者の福祉施設や関係機関で

構成されている「名寄市障害者自立支援協議会」
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の取組についても、毎月行われている専門部会で、

地域の課題などの議論を深め、障がいのある方々

が生活しやすい環境づくりに、引き続き努めてま

いります。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会の形成には、

市民や事業者がごみの発生抑制と減量化や資源化

を図るなど、廃棄物の適正な処理が必要であるこ

とから、分別指導や資源集団回収事業のほか、古

着、廃食用油の拠点回収や小型家電リサイクルを

推進し、持続可能な社会の実現に努めてまいりま

す。

広域最終処分場の建設については、防衛省の補

助メニューの事業を活用して、最終処分場実施調

査設計業務及び浸出水処理施設建設工事に着手し

てまいります。

消防

次に、消防について申し上げます。

住宅防火対策については、住宅火災による死者

の７割が高齢者であることから、一般住宅や高齢

者世帯の防火訪問を強化するとともに、消防団、

防火クラブなどと協力して、住宅用火災警報器の

設置と適切な維持管理に向けた啓発を行い、火災

による死者の発生抑止に努めてまいります。

消防・防災体制については、老朽化した消火栓

の更新を行い、地域の安全・安心の確保に努めて

まいります。

また、化学消防自動車については、大規模災害

への出動にも対応するため、緊急消防援助隊の規

格による車両更新を行い、装備の充実を進めてま

いります。

防災対策の充実

次に、防災対策の充実について申し上げます。

平時における市民の安全・安心の確保について

は、地域防災計画に基づき、市民の災害に対する

意識を高めるとともに、自主防災組織の育成及び

防災訓練を実施します。

防災情報及び知識に関する住民周知及び災害発

生時の対応については、全国的な自然災害の例か

ら、行政だけでの対応が困難であることから、各

関係機関の連携を強化し取組を進めてまいります。

また、法改正を受けた地域防災計画の見直しを

地域防災会議に諮り、災害時の対応の仕組みを見

直すとともに、ハザードマップについても内容の

見直しを行います。

水防に関しては、ここ数年の局地的豪雨に備え

るため、水防活動に伴う資機材について整備を図

り、防災・減災対策に取り組んでまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

昨年は交通事故により３人の尊い命が犠牲とな

りました。

こうした痛ましい事故の再発防止に向け、市民

一人ひとりが交通安全ルールや、思いやりのある

交通マナーを遵守されるよう、関係機関・団体な

どと緊密に連携しながら、市民の交通安全意識の

高揚を図ってまいります。

また、児童・高齢者を対象とした交通安全教室

への参加促進や、高齢者への夜光反射材の配布な

ど、交通事故の根絶に向け幅広い運動を展開して

まいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

本市では、不審者による声かけや、つきまとい

など、子どもや女性を狙った事案が報告されてい

ます。

さらには自動車盗難、万引き、車上狙いなどの

窃盗犯罪や暴行、傷害などの事件も起きており、

これらは平穏な市民生活を著しく脅かすものです。

市民がこうした事件や事故に巻き込まれぬよう、

地域住民や関係機関・団体との連携のもと、犯罪

防止に向けた適切な情報提供を行い、市民の安全

・安心の確保に努めてまいります。
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消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費生活セ

ミナーの開催や出前講座による啓発活動及び関係

団体などへの迅速な情報提供を引き続き進めてま

いります。

また、広範化、複雑化する消費生活相談への対

応に向け、消費生活相談員の資質の向上を図り、

迅速な対応と適切な相談業務に努めてまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１０戸の建設、新北斗団地１棟４戸の住戸

全面改善、６棟２１戸の公営住宅の解体及び平成

２８年度着手予定の実施設計を行ってまいります。

長寿命化型改善工事については、ノースタウン

なよろ団地２棟３０戸の改修工事を実施するほか、

平成２８年度着手予定の風舞団地の実施設計を行

ってまいります。

また、耐震改修促進計画の策定を行うとともに、

地震から生命と財産を守るため耐震診断、耐震改

修に対する補助制度や相談窓口の活用について、

広く市民に周知してまいります。

都市環境の整備

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、長寿命化計画に基づき公

園の老朽化した遊具などの改修を行い、安全・安

心な遊び場や憩いの場を確保してまいります。

また、「主要施設案内標識整備事業」として、

市内６カ所に大型案内標識を設置し、市民や来訪

者に対し、駅前交流プラザ「よろーな」や市立天

文台きたすばる、市民文化センターなどへの適切

な車両誘導を図り、交通機能の向上や、街中の賑

わいづくりを図ってまいります。

さらには、「ひと・ほし・環境にやさしい灯り

事業」として、昨年に引き続き、市街地街路灯の

一部及び通学路の防犯灯のＬＥＤ化により、歩行

者の安全・安心の確保と管理コストの抑制を図る

とともに、なよろ市立天文台をはじめ天体観測環

境の改善に努めてまいります。

上水道・簡易水道の整備

次に、上水道・簡易水道の整備について申し上

げます。

水道事業については、利用者に安全な水を安定

供給するために、緑丘浄水場導水管の更新と、老

朽管更新事業として７路線の老朽管を更新するほ

か、配水管網整備事業として３路線を整備してま

いります。

併せて漏水調査を継続することにより、有収率

の向上を図ってまいります。

また、簡易水道統合整備事業については、昨年

度に引き続き、名寄・風連間の送水管布設に着手

してまいります。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道・個別排水の整備について申し上

げます。

下水道事業については、平成２７年度、名寄下

水終末処理場における沈砂池機械設備の更新及び

雨水管渠豊栄川３号幹線の整備に着手してまいり

ます。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境向上のため、合併浄化槽１２基の

設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路の整備について申し上げます。

継続路線では、昭和通をはじめ西４条仲通のほ

か４路線の整備を行う予定です。

新規路線では、南３丁目通の道路改良舗装工事

に着手し、舗装率向上に努めてまいります。

また、舗装路面の老朽化が進む幹線道路の２次

改築として東５号線、風連東８号北線の舗装改築

工事に着手し、安全で円滑な交通の確保に努めて

まいります。

橋梁については、長寿命化計画に基づき平成３

６年度までの１０年間で修繕を計画している２６

橋のうち、「七線橋」１橋の修繕、６橋の実施設
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計を行い、利用者の安全・安心の確保と快適な道

路サービスの提供に努めてまいります。

総合交通体系

次に、総合交通体系について申し上げます。

「なよろコミュニティバス」については、昨年

１２月に冬季間のダイヤの遅れを解消するための

見直しを行うとともに、携帯型のミニ時刻表を配

布するなど、より利便性の高いバス路線となるよ

う改善に努めてまいりました。

平成２７年度は、国の交付金を活用した実証運

行の最終年度となることから、これまでの利用実

績や市民意見などをもとに検証を行い、この検証

結果を踏まえ、本市の交通体系のあり方について

検討してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、雪を活かし雪に強いまちづくりの推進に

ついて申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境の確保や

生産活動を維持するために、車道４５０キロメー

トルの実施を予定しており、排雪については、道

路幅員確保と交通安全対策のための幹線道路及び

生活道路の排雪延長１４６キロメートルの実施を

予定しております。

また、スリップ事故防止対策として、危険箇所

への砂の散布を行ってまいります。

さらに、効率的で効果的な除排雪体制とするた

めに除排雪作業の近隣市町村との比較分析・研究

を進めるとともに、市道・私道除排雪助成事業、

排雪ダンプ助成の継続及び積上除雪や雪堆積場の

確保など除排雪水準の向上に努めてまいります。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

農業・農村は、食料の安定供給はもとより、国

土や自然環境の保全など多面的機能を有し、国民

の暮らしにとって重要な役割を担っています。

全国的には農業従事者の高齢化、耕作放棄地の

拡大などの課題があり、国は構造改革をさらに加

速化するため、「農林水産業・地域の活力創造プ

ラン」により農地中間管理機構新設などの改革を

行ったところです。

現在は、「食料・農業・農村振興計画」の見直

しが行われており、本年３月に国の基本方針が決

定されることとなっております。

本市においても農家戸数は減少傾向にあり、優

良農地の確保と耕作放棄地の解消が必要不可欠と

なっており、国の制度内容を十分検討し、関係機

関・団体と連携を深め、生産者との話し合いを通

じて、名寄らしい農業・農村の姿を見据え、特性

を活かした担い手育成支援策や産地づくりを推進

してまいります。

また、商工業者と連携を図り、名寄産農産物・

加工品のブランド化、６次産業化の推進・東アジ

アへの輸出に向けて取り組むほか、有害鳥獣によ

る農作物被害への対策などを講じながら農業政策

を展開してまいります。

さらには、地域産業の競争力強化を目的とした

「農産物ブランド確立事業」を新たに展開し、も

ち米文化の創生、地域ブランドの確立、実需者と

の連携強化に向け、関係機関や団体をはじめ、食

や流通の分野などで御活躍されている方のアドバ

イスもいただきながら、取組を進めてまいります。

これら施策推進の基本となる「新名寄市農業・

農村振興計画」の後期実施計画は４年目を迎えて

おり、農業・農村を取り巻く環境の変化により、

国の基本方針が見直されることを踏まえ、地域の

特性と財産を生かした持続可能な農業を目指して、

第２次「名寄市農業・農村振興計画」の策定に向

けて、生産者・関係機関の意見集約や調査などを

行ってまいります。

また、現在関係国との交渉が進められている

「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）」については、

農業を基幹産業とする本市にとっては大きな影響

が予想されていることから、的確な情報収集に努

め、北海道をはじめ関係機関・団体との連携のも

と対応してまいります。
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食育の推進については、第２次「名寄市食育推

進計画」に基づき、市民、地域、行政、関係機関

・団体の連携により、情報提供や安全で安心な農

産物の地産地消を推進してまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２７年産米の配分については、前年比９

９パーセントの１万 ８３６トンとなり、内訳で

は、もち米１万 ３８８トン、うるち米 ４４８

トンとなりましたが、国においては、さらに、自

主的な生産調整に向けた取組を求めていることか

ら、関係団体と連携し、本市の取組を検討してま

いります。

経営所得安定対策制度については、平成２７年

度一部見直しとなりましたが、継続した取組が行

われることから、産地交付金の有効活用など、関

係機関・団体と協力し、農家経営の安定に努めて

まいります。

また、「人と農地の問題」の解決は、国の農業

政策の基本となっていることから、「人・農地プ

ラン」のさらなる充実に向けて、農業者の皆様と

の連携のもと取組を進めてまいります。

次に、「中山間地域等直接支払交付金事業」及

び「多面的機能支払交付金事業」について申し上

げます。

中山間地域等直接支払交付金は、名寄及び風連

地域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不

利地における営農の継続と集落での共同活動が行

われており、第４期対策の初年度となる平成２７

年度は、前対策と同水準の交付額を予定していま

す。

多面的機能支払交付金は、昨年１０月に「農地

・水保全管理支払交付金事業」から制度移行され、

農地維持及び資源向上取組支援として９活動組織

に１億 ２３５万円、施設の長寿命化を取り組む

８活動組織に １６６万円がそれぞれ交付される

見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

農業技術の開発研究及び実用化と普及促進に向

けた指導体制を確立するため、関係機関・団体・

農業者が連携し、高い技術に根ざした体質の強い

農業づくりを目指します。

そのため、引き続き営農技術指導体制の確立、

地域適応試験及び実証試験圃の設置、土壌診断な

どに取り組み、地域農業を支えるための活動を行

ってまいります。

また、薬用植物振興については、平成２７年度

は栽培試験中のカノコソウが本格的な出荷を迎え

ることから、名寄市薬用植物研究会や関係機関・

団体と連携して良質な生産物の出荷に向けて取組

を進めてまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、昨年同様実施時期を

早め、引き続き被害防止に努めるとともに、アラ

イグマ対策についても駆除に向けて関係機関・団

体と連携し取り組んでまいります。

ヒグマ対策については、広報なよろなどによる

市民への注意喚起はもとより、予防と安全対策の

周知を図ってまいります。

また、ヒグマの生態状況を含め対応策に関する

情報収集を行い、出没箇所への看板設置など、住

民への危険周知を図るとともに、警察などの関係

機関や団体との連携のもと、住民の安全・安心の

確保に努めてまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

飼料穀物や配合飼料などの生産資材価格の高止

まりにより、酪農・畜産経営は依然として厳しい

状況にあります。

このため、飼料の自給率や生産性の向上を図る

ため、関係機関や団体と連携し、経営安定に向け

た取組を進めてまいります。

名寄市立食肉センターについては、現在、１日

５０頭から６０頭のと畜を行っています。

今後とも、施設の衛生管理の向上と作業環境の

改善を図り、安全で安心な食肉の提供と併せ、畜

産振興による地域経済の活性化、雇用拡大に努め

てまいります。
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次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定

を図るため、農業生産基盤の整備、保全事業を推

進してまいります。

国営事業では、「国営施設機能保全事業」風連

地区として、引き続き御料ダム、風連ダム、日進

頭首工の補修及び機器更新、幹線用水路の施設補

修が平成３３年度まで実施されます。

道営事業では、「道営基幹水利施設ストックマ

ネジメント事業」忠烈布地区として、忠烈布ダム

の洪水吐きの長寿命化対策事業が平成２８年度ま

で実施されます。

「道営経営体育成基盤整備事業」では、引き続

き名寄東地区並びに風連東第１地区の区画整理、

暗渠排水、用排水路などの基盤整備が実施されま

す。また、新規に風連東第２地区として区画整理、

暗渠排水、用排水路などの基盤整備が実施されま

す。

本市の事業では、「農道整備事業」中名寄７線

沢地区の整備を進めており、平成２７年度の完了

を予定しています。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業の情勢は、木材の価格は回復傾向

が見られるものの、依然、厳しい状況が続いてい

る中、カラマツをはじめ、トドマツなどの人工林

は、主伐期を迎えており、道産材の安定供給に対

応できる状況になっています。

森林は、地球温暖化防止など多面的機能を持つ

貴重な財産であり、資源の循環利用の確立により、

今後も健全な育成を図るため、市有林の計画的な

間伐と併せて主伐、再造林を進めてまいります。

また、民有林についても、名寄市森林整備計画

の基本方針に基づき、関係団体との連携のもと森

林経営計画を推進するとともに、国・道の助成制

度を活用し、低コスト化森林施業に向けた取組に

よる森林の整備を図ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業の振興について申し上げます。

名寄市中小企業振興条例及び同施行規則の見直

しについては、関係機関との連携のもと本市の将

来の商工業のあり方を見据え、空き店舗対策とし

て、今まで補助対象としていない、他地域から本

市で新たに起業を希望する方の支援や、商工業後

継者を育成する制度の新設など、市内中小企業事

業者数の確保に資する施策を検討するとともに、

各商店街組合との議論を行い、有効な施策の構築

を進めてまいります。

条例の改正にあたっては、「市」「経済団体」

「中小企業者」の役割や経済循環の中で協力が不

可欠な「市民」の理解など、先進的な取組事例を

参考としながら検討を進めてまいります。

また、国における地方創生に向けた平成２６年

度補正予算に係る事業として、プレミアム付き商

品券の発行に向け、関係機関と連携し準備作業を

進めています。

本事業は、地域の消費喚起と生活支援を目的と

するものであり、本市にとって、どのような地域

商品券を発行することが、より事業効果を上げる

ことができるかについて、慎重に協議を行ってま

いります。

駅前交流プラザ「よろーな」については、本年

４月から「ＮＰＯなよろ観光まちづくり協会」を

指定管理者とした、新たな体制として運営します。

さらなるサービス向上や、中心市街地の賑わい

創出に向け、指定管理者との連携のもと取組を進

めてまいります。

雇用の安定

次に、雇用の安定について申し上げます。

労働関係については、昨年１２月末におけるハ

ローワークなよろ管内の労働市場の状況として、

月間有効求人倍率が １１倍で、前年同月比で

１７ポイント増、３９カ月連続して前年同月を上

回っています。

職業別では、建設技術、運転業務、看護師・福
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祉関連で人材不足が続いている一方で、一般事務、

軽作業員関連の職が不足しており、求人と求職の

ミスマッチが生じています。

市内建設業関係者から、特殊技能労務者の高齢

化や若年後継者不足が深刻な問題になっていると

の声もいただいており、また、福祉や介護職場に

おいても、慢性的な人材不足による既存従事者の

労働負担増加など、各関係事業者から切実な要望

をいただいているところです。

人材確保策の一つとして、大学・高校などの卒

業生確保に向けた関係機関、学校関係者などによ

る議論の場の設置に向けて検討してまいります。

観光の振興

次に、観光の振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計

画では、平成２７年度から２年間を「収穫期」と

して定めており、観光入込客数を平成２２年度か

ら２５パーセント増加させることを目標として掲

げています。

具体的には、昨年発行された「絶景」をテーマ

とした２冊の書籍に、本市智恵文地区のひまわり

が大きく掲載されるなど、交流人口の拡大が期待

される「ひまわり観光」の推進、Ｂ―１グランプ

リ全国大会出展を果たした「なよろ煮込みジンギ

スカン」によるさらなる情報発信、近隣市町村と

の広域連携による教育旅行受入の推進など、名寄

市観光交流振興協議会を中心に取組を進めてまい

ります。

スキー場及び温泉・宿泊施設の老朽化に伴う改

修・拡張などについては、安全・安心な施設運営

のため、計画的な補修・整備などを行うとともに、

昨年策定した日進地区再整備基本構想で、早期着

手が必要とされた温浴施設などについて調査を進

めてまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

高等学校教育の振興

次に、高等学校教育の振興について申し上げま

す。

少子化などの影響で生徒数が減少し、定員割れ

が続いている市内の高等学校において、地域人材

の確保や地域産業の活性化、大学との連携などの

視点から、間口維持や学校再編のあり方などが課

題となっています。

このため、「名寄市内高等学校在り方検討会

議」を設置し、市内の地域産業や大学など、地域

の実態・要望を踏まえた、今後の高等学校のあり

方について、関係者から意見を聞きながら検討を

進めてまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

昨年の第４回定例会において、保健福祉学部の

再編・社会保育学科設置計画について御理解を賜

りましたことに改めてお礼を申し上げます。

大学の経営・運営については、限られた財源を

有効に活用して財政負担を縮小できるよう最大の

努力を払い、大学を支えて本市のまちづくりにつ

なげてまいりたいと考えています。

平成２８年４月の社会保育学科開設に向けて平

成２７年度は、文部科学省をはじめ所轄官庁への

届出、教職課程認定申請など具体的な準備作業と

学生募集、施設改修などを進めてまいります。

教育と学術研究の中心となる大学図書館の整備

については、平成２６年度に完了した実施設計に

基づき本体工事に着手してまいります。

また、道北地域研究所と地域交流センターの組

織統合を進め、子育て支援、保健医療、福祉の分

野で地域社会を支える地域連携や地域貢献を推進

し、道北地域における知の拠点となる取組を進め

てまいります。

保健福祉学部の再編・社会保育学科の設置によ

り高等教育機関として教育環境の充実を図り、ケ

アの未来をひらき、小さくてもきらりと光る大学

づくりに努めてまいります。

地域文化の継承と創造

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ
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ます。

（仮称）市民ホールについては、本年５月の開

館に向けて建設工事を進めています。

開館後は、「文化・芸術の拠点」として、また

「市民のコミュニティの醸成の場」として利用し

やすく、かつ効率的な管理運営に努めてまいりま

す。

生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成２８年度からの開催が内定している「ＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアス

キー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会

（ノルディック種目）」については、関係団体と

の連携のもと受入の準備に着手いたします。

また、各種大会の開催を機に、さらなる合宿誘

致の推進を図るとともに、合宿する選手や指導者

の皆様と交流する機会を設け、市民のスポーツ振

興を図ってまいります。

青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

放課後児童クラブの適正配置では、特に東小学

校区への設置について検討を進めてまいりますが、

設置するまでの間は通所への安全対策について配

慮してまいります。

また、南児童クラブについては、新たな専用施

設の平成２８年４月開設に向け準備を進めてまい

ります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２７年度の市政

執行方針といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、平成２７年度教

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） Ⅰ はじめに

平成２７年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げます。

現在、国においては、第２期教育振興基本計画

を策定し、「自立」「協働」「創造」の３つの理

念の実現に向けて、生涯学習社会の構築を目指す

とともに、社会を生き抜く力の養成や未来への飛

躍を実現する人材の養成、学びのセーフティネッ

トの構築など、教育行政の基本的方向性を示し、

教育改革を着実に進めております。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画を策定し、「自立」と「共生」の基本理念の

実現に向けて、社会で活きる実践的な力の育成や

豊かな心と健やかな体の育成など、重視すべき基

本目標を掲げ、具体的な教育施策の推進に努めて

おります。

名寄市教育委員会では、このような国や道の動

向を踏まえ、新名寄市総合計画後期基本計画の主

旨を受け止め、「心豊かな人と文化を育むまちづ

くり」を教育・文化・スポーツ分野における基本

目標として関係部局や関係機関、団体等との連携

を図り、市民の期待と信頼に応える教育行政を推

進してまいります。

以下、平成２７年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。

新年度の学校教育については、平成２７年度名

寄市学校教育推進計画に基づき、学習指導要領の

理念である「生きる力」を育てるために、学校と

家庭、地域が一体となった教育活動の推進を目指

し、次の５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

全国学力・学習状況調査における本市の児童生

徒の傾向を踏まえ、確かな学力の育成に努めてま
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いります。

このため、教育改善プロジェクト委員会の取組

を一層充実してまいります。具体的には、児童生

徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、道教委の

チャレンジテストの効果的な活用、学習規律の徹

底、言語活動の充実、習熟の程度に応じた指導の

工夫改善、ＩＣＴの活用を含む日常授業の改善、

家庭学習の充実を図ってまいります。

また、児童生徒の学習意欲や主体的に学習に取

り組む態度を育むため、天文台や学生支援員等の

地域の教育資源を積極的に活用してまいります。

「学校力向上に関する総合実践事業」では、実

践指定校の名寄小学校と近隣実践校である４つの

小学校及び４つの中学校が連携して、基礎学力保

障の取組などを一層進めてまいります。

このほか、平成２６年度から、道教委の「ほっ

かいどう学力向上推進事業」の拠点校に名寄中学

校が指定され、３か年計画で学力向上の取組を進

めております。

今後も、教育改善プロジェクト委員会の取組と

道教委の指定事業である「学校力向上に関する総

合実践事業」や「ほっかいどう学力向上推進事

業」を連動させながら市内の小中学校が一体とな

った学力向上の取組を推進してまいります。

国際理解教育につきましては、外国人英語指導

助手や外国語指導講師を配置して効率的な派遣方

法を工夫したり、小学校外国語活動については、

各種研修会への参加や名寄市教育研究所の研究班

活動などを通して教員の指導力向上と授業改善に

努めてまいります。

キャリア教育につきましては、児童生徒に望ま

しい勤労観や職業観を育てるため、社会見学や職

場体験活動等を効果的に推進してまいります。ま

た、児童生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や

目標の実現に向かって学び続けることができるよ

う教育相談や進路指導等の充実に努めてまいりま

す。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成につきましては、規範意識や公

正な判断力、自他の生命を尊重する心などを育て

ることが大切なことから、道徳教育については、

道徳の時間を要として、豊かな体験を取り入れた

り、家庭や地域社会との連携を図りながら学校の

教育活動全体を通じて推進してまいります。

また、道徳教育推進教師を中心とした校内体制

を確立するとともに、地域の先人や文化等を題材

とした教材の効果的な活用により道徳の時間の指

導の改善に努めてまいります。

新年度は、児童生徒の豊かな情操を養うため、

学校の文化的行事等で市民文化センター大ホール

ＥＮ―ＲＡＹ（エンレイ）の積極的な活用を促し

てまいります。

読書活動については、小学校数校に学校司書を

先行的に配置し、子どもたちが読書に親しむこと

ができる環境を整えたり、学校図書館を活用した

教育活動を支援してまいります。

生徒指導については、教師と児童生徒との信頼

関係を基盤として指導体制を充実させ、家庭や地

域社会及び関係機関等と緊密に連携して進めてま

いります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて取組を強化してまいります。また、「名

寄市小中学校いじめ防止サミット」については継

続してまいります。

なお、「いじめの問題の実態把握及びその対応

状況等調査」、不登校や非行等については「児童

生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調

査」を実施し、早期発見、早期解消に努めるとと

もに、中学校３校に配置しております心の教室相

談員による教育相談の実施や、教育相談センター
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の教育推進アドバイザー、教育専門相談員等との

連携により対応してまいります。

携帯電話などの利用による問題行動、薬物乱用

などについては、生徒指導連絡協議会や関係機関、

家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成につきましては、日常的に運

動に親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさ

せることが大切なことから、縄跳びなど各学校の

特色を生かした体力づくりの「１校１実践」の取

組や「早寝、早起き、朝ごはん」運動等の充実に

努めてまいります。

また、スキーやカーリングなど地域の教育資源

を生かした活動や、チームチャレンジなど地域行

事への積極的な参加を促進してまいります。

新年度は、全国体力・運動能力、運動習慣等調

査における本市の児童生徒の傾向を踏まえ、体育

の授業の工夫改善を図るなど体力向上の取組を推

進してまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校栄養教諭が各学校で行う栄養・給食・マナ

ー等の食に関する指導では、児童生徒に食の重要

性や望ましい食習慣を身に付けさせるとともに、

地産地消を含めた指導の充実に努めてまいります。

また、学校内での指導だけではなく、家庭に配

られる献立表、給食だより「いただきたいむ」や

インターネットでの情報発信などを通して、保護

者等を含めた食育の推進が図られるよう取り組ん

でまいります。

近年、食の安全性が大きな社会問題となってい

るため、地域や関係団体との連携を図り、食材の

調達は可能な限り地元の農畜産物を活用するなど、

地産地消の推進に努めてまいります。

毎年行われています、名寄市立大学の給食経営

管理実習学生の受け入れや、栄養学科学生への講

義など、引き続き大学との連携を図ってまいりま

す。

学校給食センターは改築後２３年を経過してお

り、施設や調理機器が老朽化していることから、

施設整備を今年も年次的に且つ効果的に進め、安

全・安心で美味しい学校給食の提供に努めてまい

ります。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るため、名寄市立大学との協定によるティー

チング・アシスタント事業を有効に活用したり、

特別支援教育学習支援員を増員するとともに、名

寄市立大学や小中学校の専門的知識を有する教員

で構成する特別支援教育専門家チームによる巡回

教育相談の充実に努めてまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、名寄市の特別

支援教育について共通理解を図り、効果的な取組

を進めるため学校等の管理職や転入職員対象の研

修会を実施したり、幼稚園や保育所、学校、関係

機関等との情報交流の促進に努めてまいります。

また、個別の支援計画「すくらむ」の普及促進を

図るため、学校等における啓発活動を充実すると

ともに、様式や内容等の改善に向けて検討を進め

てまいります。

（４）安全・安心な教育環境の整備

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

校区ごとに組織しています安心会議など、地域

住民や関係機関と連携を図りながら、交通安全指

導や安全マップを活用した指導を行い、児童生徒

の通学路の安全確保に努める他、「地域１１０番

の家」の協力や登下校時の見守りなどを通して不

審者への対応を行うなど、地域ぐるみで安全・安

心な教育環境づくりに努めてまいります。

市内小学校の再編に関連した、名寄南小学校の

校舎等の改築につきましては、平成２６年度から

本体工事に着工していますが、引き続き平成２８

年４月の供用開始に向けて工事を進めてまいりま

す。併せて名寄西小学校の増築工事も実施してま

いります。また、風連中央小学校の校舎等の改築
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に向け、検討委員会などを組織し基本設計を実施

してまいります。

平成２７年度末をもって閉校する豊西小学校と

東風連小学校については、学校や地域要望を聞き

入れながら円滑な移行について配慮してまいりま

す。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育研究所の研究班活動、教育改善

プロジェクト委員会による全小中学校共同で行う

研修会や中堅教職員のマネジメント力を高める研

修会などを通して進めてまいります。さらに、学

校力向上に関する総合実践事業や教育改善プロジ

ェクト委員会の取組を全小中学校に効果的に波及

させる観点から、名寄市教育研究大会や名寄市教

育研究集会の内容を見直してまいります。

また、服務規律の保持については、教職員一人

一人が使命感や倫理観を持って職務を遂行できる

よう、道教委からの各種通知や服務規律ハンドブ

ック等を活用して校内研修を進めてまいります。

学校評価につきましては、各学校が重点目標の

達成状況等について評価する自己評価と、保護者

や地域住民等が学校の自己評価の結果について評

価する学校関係者評価を実施、公表して学校運営

の改善に生かしてまいります。また、学校評価の

重点目標と学校職員評価の自己目標を関連させる

などして、円滑な学校運営を推進してまいります。

学校間の連携につきましては、児童生徒の交流は

もとより、指導内容や指導方法等についても十分

に連携を図るよう進めてまいります。また、智恵

文小学校、智恵文中学校における一貫教育の実現

に向けては、小中一貫教育に関する研修や教育課

程の編成等の取組を支援してまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

新年度の社会教育については、平成２７年度名

寄市社会教育の重点に基づき、市民の皆様が生き

がいのある人生を送ることができる生涯学習社会

の実現を目指して、次の５つの重点的な取組を進

めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます。

新年度の市民講座では、生活課題や地域課題な

ど市民の学習ニーズの把握に努めながら、道民カ

レッジと連携した講座も併せて実施してまいりま

す。

また、新たなグループやサークルの組織化及び

活性化を図るための支援事業「ジャックの豆事

業」の奨励、更には、既存団体への支援及び協力

等を行いながら、市民が自主的な学習に取り組め

るよう努めてまいります。

風連地区においては、中心交流施設である「ふ

うれん地域交流センター」を有効利用して、地域

振興を推進するとともに、風連公民館を活用した

生涯学習事業の円滑な推進に努めてまいります。

市立名寄図書館については、知の情報の拠点と

して、市民の皆様が、必要な図書資料の収集や利

用がしやすい環境整備に努めてまいります。更に

は、レファレンス機能を向上させたり、名寄市立

大学や他の公共図書館との連携による図書資料等

の情報を充実させることにより、幅広い世代への

読書機会の提供に努めてまいります。

子どもたちが、本と触れ合う機会を増やすため、

本の選定に役立つ情報の提供や、読み聞かせのボ

ランティア団体と連携し図書館での事業内容の充

実に取り組んでまいります。

各小中学校での読書活動の支援として、北海道

立図書館が実施しております市町村支援事業の活

用を検討したり、読書意欲を高めるためにブック

トークなどの事業を推進し、子どもと本の結び付

きを一層強くするよう努めてまいります。
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なよろ市立天文台は、オープンから５年を経過

する中、名寄市の地の利を生かした天文観察や情

報の発信を行い、利用者の拡大に努めてまいりま

した。

新年度におきましても、天文台の施設設備や移

動式天文台車を活用した理科教育や総合的な学習

の時間、体験学習の場として利用していただける

よう学校と連携を図り、天文学習の支援に努めて

まいります。

東京都杉並区とインターネット回線等を利用し

て、天文に関する情報発信や講演会の中継などの

交流事業に取り組んでまいります。

北海道大学との連携については、学校教育に活

用できる教材の作成や新たな天文観測・研究分野

に取り組んでまいります。

平成２３年度から実施しております「小学生に

よる小惑星発見プロジェクト」は、児童の宇宙に

対する夢を育てております。平成２６年度からは、

新たに北海道大学ピリカ望遠鏡を利用した新天体

発見体験にも取り組んでおりますが、幅広い年齢

層にも利用していただけるよう努めてまいります。

国立天文台石垣島天文台との交流事業では、星

空による地域交流はもとより、南北の地理を生か

した共同観測等を実施できるよう努めてまいりま

す。

また、好評となっている「きたすばる星と音楽

の集い実行委員会」による星祭りや音楽イベント

を更に充実し、より多くの市民や全国の方々に利

用していただけるよう情報発信に努めてまいりま

す。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

新年度におきましても、優れた芸術文化を鑑賞

する機会の提供として、芸術文化鑑賞バスツアー

を実施するとともに、招聘事業につきましては、

引き続き実行委員会などを組織しながら取り組む

こととします。また、芸術文化を体験・発表する

場として、市民文化祭と連動させながら生涯学習

フェスティバルを開催いたします。

新たに名寄市文化芸術振興条例が制定されたこ

とに基づき、芸術・文化の継承、地域文化の創造

と振興を図るための事業に取り組んでまいります。

（仮称）市民ホール整備事業については、平成

２７年５月の開館を目指して建設工事を進めてお

ります。開館後は、「文化・芸術の拠点」として、

また「市民のコミュニティの醸成の場」として、

市民や利用される団体等の御意見も伺いながら、

利用しやすく、効率的な管理運営方法の検討と運

営体制の整備に取り組みます。また、名寄市全体

の文化芸術振興を図るため、引き続き見識者を文

化芸術アドバイザーとして委嘱いたします。

名寄市北国博物館については、開館から２０年

目を迎え、年間約１ ０００人の市内外の皆様に

利用いただいております。

新年度は、ＳＬキマロキ編成排雪列車が展示保

存４０年を迎えます。名寄市が鉄道とともに発展

してきた歴史を伝えるシンボルとして、キマロキ

に関する資料や写真、道北地域の鉄道の歴史等を

紹介するため記念展を開催します。また、６月に

は実行委員会が開催を予定しています記念事業の

「キマロキまつり」を支援をしてまいります。

戦後７０年にあたり、平成２３年に作製した名

寄市在住者の戦争体験を語る映像、パネル、戦時

中の資料や写真で紹介する企画展や、開館２０周

年記念事業等を開催してまいります。

学校教育との連携では、総合的な学習の時間、

社会科、理科の調べ学習や体験学習の教育資源と

しての活用などに対する支援、協力をしてまいり

ます。

文化財については、昨年、名寄公園が北の造園

遺産に認定されました。自生するミズナラ林は市

の指定文化財でもあり、今後も市民の憩いの場所

である名寄公園を大切に保存して行くために、公

園の成り立ちを広く紹介するなど、文化財に対す

る理解を深める取組を行ってまいります。
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（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着を支援するた

めに、親子のコミュニケーションや子どもの発達

課題を踏まえた家庭教育支援講座を実施してまい

ります。また、北海道教育委員会が行っている

「家庭教育サポート企業制度」につきましては、

今後も市内企業等への啓発を行ってまいります。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成３２年（西暦２０２０年）に東京オリンピ

ックが開催されることに伴い、国内全体でスポー

ツに対する関心が高まっています。また、「市民

のスポーツ環境・意識調査」においても、スポー

ツや運動の必要性と継続性、機会や場の創出の大

切さが指摘されておりますことから、新年度も引

き続き市民皆スポーツを目指して、スポーツ施設

の整備や改修などに努めてまいります。

第６３回を迎える憲法記念ロードレースは、市

内はもとより市外からも多くの方が参加いただけ

るよう、実施内容の改善を行ってきました。また、

一流選手による実技指導等のセミナーやアスリー

トとの交流事業、スポーツ推進委員等によるニュ

ースポーツの出前講座などを引き続き実施し、ス

ポーツ人口の拡大や技術の向上を図っていきます。

更に、体育協会、地域スポーツクラブなどと協力

して、スポーツ団体の充実や指導者の育成・確保、

各種スポーツ大会の支援などにも努めてまいりま

す。

平成２８年度からの開催が内定している「ＪＯ

Ｃジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアス

キー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会

（ノルディック種目）」につきましては、関係諸

団体とも協議を行い、受入れの準備に着手いたし

ます。また、各種大会の開催を機に、更に合宿誘

致の推進を図るとともに、合宿する選手や指導者

の皆様と交流する機会を設けスポーツの推進に繋

げてまいります。

風連地区では、風連球場のトイレを男女のプラ

イバシーに配慮した構造に改修するとともに、老

朽化した本部屋根を改修し利用者が安全に安心し

て利用できるように努めます。また、各施設にお

いても利用しやすい施設を目指し、利用団体と協

力して整備や改修に努め、スポーツ振興を推進し

てまいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

新年度も子どもたちが自然の中で学ぶ野外体験

学習事業「へっちゃランド」、友好交流都市であ

る東京都杉並区の子どもたちとの「都会っ子交

流」、更には、平成２４年度から始まりました杉

並区の小学生との冬季の自然体験交流事業を引き

続き実施いたします。また、子ども会育成連合会

などと協力して、様々な体験事業や育成者研修等

の事業に取り組み、青少年の健全育成や育成環境

の整備に努めてまいります。

平成２８年からの「名寄市成人式」につきまし

ては、新たに完成する市民文化センター大ホール

ＥＮ―ＲＡＹ（エンレイ）に会場を移して実施し

てまいります。

名寄市児童センター、風連児童会館については、

自由来館型の施設として、子どもたちが遊びやス

ポーツ、各種行事や体験活動を通して健康を増進

し、情操を豊かにするよう、また、安全安心な居

場所となるよう施設運営の充実に努めてまいりま

す。

放課後児童クラブについては、保護者の仕事と

子育ての両立を支援するとともに、放課後におけ

る児童の安全安心な居場所として施設運営の充実

や環境整備を図り、児童の健全育成に努めてまい

ります。また、施設の適正配置では、特に東小学

校区への設置について検討を進めてまいりますが、

設置するまでの間は通所への安全対策について配

慮してまいります。

公設の風連児童クラブでは、隣接する風連児童
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会館を効果的に利用しながら運営を行ってまいり

ます。南児童クラブについては、名寄南小学校の

校舎改築に伴い、空き教室利用から新たな専用施

設を建設し、平成２８年４月開設に向け準備を進

めてまいります。民間学童保育所に対しては、子

どもたちの安全安心な居場所となるよう環境整備、

運営に対して必要な支援をしてまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が子どもたちの健全な育成に大き

な影響を及ぼすことから、各町内会からの推薦指

導員と共に巡視活動を行い、関係機関等から様々

な情報を収集し、共有化を図りながら、青少年の

問題行動の未然防止や適切な指導を行ってまいり

ます。また、市内小・中・高等学校・関係機関と

の協力で青少年表彰、青少年健全育成標語の取組

を実施し、青少年健全育成の啓発に努めてまいり

ます。

教育相談センターのハートダイヤルについては、

児童生徒や保護者等からの悩みについて、教育専

門相談員が電話と面接で相談に応じたり、ひきこ

もりの解消や日中相談できない方のために夜間相

談日を設けて対応してまいります。相談内容によ

り学校との連携が必要となりますので、各小中学

校とのきめ細やかな情報交換に努めてまいります。

適応指導教室については、不登校の児童生徒の

心情や悩みを受け止め、学校復帰と自立に向けた

支援を行ってまいります。不登校は本人だけの問

題ではなく、学校や家庭を含む様々な要因が複雑

に絡み合って生じる傾向にあります。教育推進ア

ドバイザーを中心に学校や関係機関との連携に努

め、相談体制の充実を図ってまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

本事業は、平成２４年度から、小学４年生から

中学３年生までを対象に児童センター、市民文化

センター、ふうれん地域交流センターを会場にし

て本格実施してまいりました。

これまで、子どもたちの「自ら学び自ら考える

力」を育むなど所期の目的を達成し大きな成果を

上げてきたところです。新年度も、地域の教育経

験者などを生かし、自学自習の充実やテーマ学習

の工夫を図り、子どもたちにとって有意義な教室

となるよう努めてまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２７年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

名寄市立大学を抱える教育都市であり、将来の地

域を支える人材を育てる大きな役割と責任を担っ

ております。

この自覚のもと、推進してまいりました児童生

徒に「生きる力」を育む取組が実を結び、平成２

６年度は、風連中学校の確かな学力の定着を図る

学習指導が高い評価を得て、上川管内教育実践表

彰の栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に、

学校、家庭、地域社会との連携を深めながら、本

市の教育の振興と発展に誠心誠意努力してまいり

ます。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で平成２７年度市

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第７ 議案第１号 名寄市保育所に関する

利用者負担額を定める条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市保育

所に関する利用者負担額を定める条例の制定につ
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いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２７年４月１日から子ども・子育

て支援法が施行されることに伴い、保育所の利用

者負担額の徴収根拠であった児童福祉法第５６条

第３項が改正をされ、保育所における利用者負担

額の徴収根拠法令がなくなることから、利用者負

担額を徴収するため、名寄市保育所の利用者負担

額及び徴収根拠となる条例を制定しようとするも

のであります。

また、名寄市保育の実施に関する条例で規定を

していた保育に欠ける要件については、児童福祉

法第２４条第１項の改正により子ども・子育て支

援法施行規則で規定をされていることから、当該

条例を廃止をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第１号は、市民福祉常任委員会に付託をい

たします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託しました議

案第１号については、３月１９日までに審査を終

了するように期限をつけることにいたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

議案第１号については、３月１９日までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定をいたし

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第２号

名寄市行政手続条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市行政

手続条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本案は、国の行政不服審査制度において公平性

の向上、使いやすさの向上及び国民救済手段の充

実、拡大の３つの観点から時代に即した見直しを

行い、行政不服審査法関連３法が平成２６年６月

に成立、公布をされました。これら制度改正のう

ち国民救済手段の充実、拡充については、行政手

続法において行政指導をする際の根拠提示の義務

化、行政指導の中止等の求め及び法令違反につい

て行政に対して処分等の求めの３点が新た規定を

されましたので、同法との整合を図るために本条

例を改正をしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第３号

名寄市個人情報保護条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市個人

情報保護条例の一部改正について、提案の理由を
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申し上げます。

平成２６年５月に災害対策基本法が一部改正を

され、避難行動要支援者名簿の作成が自治体に義

務づけられました。これを受けて平成２７年３月

末までに名簿作成を行うに当たり、これまでの名

寄市災害時要援護者支援事業実施要綱に基づき実

施をしてまいりました手挙げ方式による災害時要

援護者の登録者の取り扱いに関し、避難行動要支

援者登録に速やかに移行をさせるものであり、特

に平常時の名簿情報の外部提供に関してこれまで

同様の取り扱いを可能とするものであります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第４

号 名寄市職員定数条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 名寄市職員

定数条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、国民健康保険特別会計に属する職員に

ついて保険事業勘定で国保税の収納率向上を目的

として１人を増員をするとともに、直診勘定では

名寄市風連国民健康保険診療所における在宅医療

を中心とした地域医療の充実等に伴い患者数が増

加をしていることから看護師１人を増員をし、現

行１５人を１７人に改正をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第５

号 名寄市基金条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市基金

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

１点目は、文化センター大ホール建設基金の名

称及び設置の目的の変更について申し上げます。

平成２５年度から本格的に着工され、平成２６年

度末において名寄市民文化センター大ホールＥＮ

―ＲＡＹが完成をいたします。市民待望の大ホー

ルであり、この間市民の皆様方より多大な御寄附
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をいただいております。これらの寄附金につきま

しては、文化センター大ホール建設基金に積み立

て備品や設備などの財源としてきたところであり

ますが、この大ホール完成に伴いまして施設設備

の整備のほかに大ホールの運営に要する経費にも

使用できるようにするとともに、名称も文化セン

ター大ホール基金としようとするものであります。

２点目は、土地開発基金の廃止について申し上

げます。土地開発基金は、平成３年度に計画的な

公共投資のための公有地先行取得に要する経費に

充てることを目的として設置をされました。しか

しながら、近年は著しい地価の高騰などが減少し、

公有地の先行取得を目的として創設をされました

名寄市土地開発公社においてもその役割を終え、

解散及び清算手続に入っております。これらの状

況から、土地開発基金におきましてもその役割を

終えたものと判断をし、廃止をしようとするもの

であります。

３点目は、地域の元気臨時交付金基金の廃止に

ついて申し上げます。地域の元気臨時交付金基金

は、平成２５年度に国の日本経済再生に向けた緊

急経済対策により交付をされた地域の元気臨時交

付金により、平成２６年度に実施をする事業の財

源として積み立てたものであります。地域の元気

臨時交付金基金は、平成２６年度中に全ての残高

を実施計画における地域の元気交付金事業に充当

するということとなっております。このため残高

が消滅し、これをもって当該事業も終了するため、

地域の元気臨時交付金基金の廃止を行うものであ

ります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第６

号 名寄市高齢者自立支援事業条例等の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市高齢

者自立支援事業条例等の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、本条例第２条第１項第８号に規定をす

る除雪サービス等助成事業について、利用者が支

払う除雪契約金額の調査を行った結果、契約金額

に一定の上昇が見られたため、助成額についても

所要の増額を図り、利用者負担の適正化に努める

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第７

号 名寄市介護保険条例等の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 名寄市介護

保険条例等の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本案は、介護保険法第１１７条第１項の規定に

基づき名寄市第６期介護保険事業計画を定め、平

成２７年度から平成２９年度までにおける介護保

険料額を定めるため、また改正介護保険法附則第

１４条に規定をする介護予防・日常生活支援総合

事業等に関する経過措置について定めるために名

寄市介護保険条例等の一部を改正をしようとする

ものでございます。

第１号被保険者の保険料につきましては、高齢

者人口及び要介護、要支援認定者の増加に伴う介

護サービス給付費の増加が見込まれるため、保険

料額の上昇は避けられない状況ですが、国の基準

の９段階の所得による負担段階を細分化をし、所

得に応じた保険料負担をいただくことにより基準

額の上昇を抑え、低所得者層への負担軽減を図る

こととしております。

介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経

過措置につきましては、介護予防及び生活支援の

体制整備の必要性などから、事業開始を平成２９

年４月１日に延期するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第７号は、市民福祉常任委員会に付託をい

たします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託しました議

案第７号については、３月１９日までに審査を終

了するよう期限をつけることといたしたいと思い

ます。御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

議案第７号については、３月１９日までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定をいたし

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第８

号 名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 名寄市ふう

れん望湖台自然公園条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、次年度にふうれん望湖台センターハウ

ス及びセンターハウス周辺施設を取り壊す予定で

あるため、テニスコートについて用途廃止をする

とともに、今年度の利用を休止したパークゴルフ

場について用途廃止をいたしたく、同条例を改正

をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異
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議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第９

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 名寄市手数

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、長期にわたり良好な状態で使用するた

めの措置が講じられた優良な住宅である長期優良

住宅を認定をする事務に関して、住宅の品質確保

の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度

の改正に伴い、住宅性能評価書を活用した場合の

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料を定めよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

０号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 名寄市立

学校設置条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

豊西小学校においては、名寄市街地区統廃合検

討委員会の中で名寄南小学校と名寄西小学校に分

割統合をし、名寄南小学校を改築、名寄西小学校

を増築することで協議が調ってございます。また、

東風連小学校については、児童数の減少などから

学校の維持が困難な状況となり、閉校することで

地域との協議が調ったことから、両校とも平成２

７年度末をもって閉校することで手続を進めるた

め、本条例から当該２校を削除しようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

この採決は、地方自治法第２４４条の２第２項

の規定及び議会の議決に付すべき重要な公の施設

の利用及び廃止に関する条例第３条の規定により、

出席議員の３分の２以上の同意を必要とする特別

多数議決となります。また、特別多数議決の場合、

議長も出席議員となり、表決権を持ちますので、

御了承願います。

お諮りいたします。議案第１０号は原案のとお
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り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

１号 名寄市木材需要拡大センター条例の廃止に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 名寄市木

材需要拡大センター条例の廃止について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市木材需要拡大センターは、これまで木と

親しむ木育等の場として森林文化の啓蒙、普及に

活用してまいりました。しかし、今年度北海道か

ら本市に移管をされたトムテ文化の森も木育を初

め、地域材の利用の情報発信の場として活用して

おり、名寄市内に類似をした施設が２カ所あるこ

とから、用途をトムテ文化の森に集約をし、森林

の機能やその役割及び森林、林業に関する情報発

信、森林文化の学びの場として活用をしてまいり

ます。さらに、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律による処分の制限を受ける期間に

ついても制限期間の２４年を経過し、用途変更が

可能になったことから、施設の新たな利活用の庁

内検討を行い、子育て支援関連施設に用途を変え

て利用することといたしました。また、町内会活

動の場として利用していた町内会には、２階部分

の利用を可能とすることで了解が得られたことか

ら、本条例を廃止しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

２号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保

険事業計画を定めることについてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 名寄市高

齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画を定

めることについて、提案の理由を申し上げます。

本計画は、老人福祉法第２０条の８及び介護保

険法第１１７条第１項の規定に基づき、平成２７

年度から平成２９年度までの３年間を計画期間と

して策定をしようとするものであります。

計画の策定に当たりましては、名寄市保健医療

福祉推進協議会に諮問をし、２０歳以上の市民

６００人を対象に行った計画策定の基礎資料とな

るアンケート調査の結果をもとに、名寄市保健医

療福祉推進協議会の専門部会であります保健医療

・高齢者合同部会で協議を重ね、平成２６年１２

月１５日に答申をいただいたところでございます。

当該答申をもとに、パブリックコメント手続を経

て名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画及び介護

保険事業計画の最終案が整いましたので、名寄市

議会基本条例第１０条の規定に基づき議会の議決

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第１２号については、質疑から採決までの

議事を３月２０日に延期したいと思いますが、御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号については質疑から採決

までの議事を３月２０日に延期することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

３号 上川教育研修センター組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 上川教育

研修センター組合規約の変更について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律が平成２６年６月２０

日に公布をされ、平成２７年４月１日から施行さ

れることに伴い、名寄市も組織団体となっている

上川教育研修センター組合の規約の変更について

地方自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決

を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１

４号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う事業費や人件費などの調整が主なものでありま

して、歳入歳出それぞれ７億 ０１０万 ０００

円を減額をして、予算総額を２２５億 ４１１万

０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして一般管理事業費のうち名寄庁

舎一般管理事業費で備品購入費９３０万円の追加

は、昨年末に故障した名寄庁舎の電話交換設備の

更新を図ろうとするものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金

７８８万 ０００円の減額は、名寄市立総合病院

に係る交付税の算定において精神科病床数による

特別交付税が日割り計算となり、大きく削減をさ

れたため、臨時的に一般会計からの繰出金を ０

００万円追加をし、繰出金の調整をしようとする

ものでございます。同じく４款衛生費におきまし

て病院運営事業費で備荒資金組合超過納付負担金

（東病院分）で ５７８万円の追加は、名寄東病

院における将来の安定的な病院運営に備え、負担

金の超過納付を行おうとするものでございます。

６款農林業費におきまして農業の担い手支援事

業費で青年就農給付金３００万円の追加は、平成

２６年度における国の経済対策により平成２７年
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度の給付対象者を前倒し実施することとなったた

め、対象者分の予算を追加をしようとするもので

ございます。

８款土木費におきまして街路維持管理事業費で

需用費８８３万 ０００円の追加は、主に街路灯

に係る電気料の増に対応し予算を追加しようとす

るものであります。

１０款教育費におきまして基金積立金として文

化センター大ホール建設基金積立金２１０万 ０

００円の追加は、基金の利子調整のほか、市民の

皆様からいただきました寄附金５件を積み立てし

ようとするものであります。寄附における御意向

に沿いまして、今後取り崩して財源化をしてまい

ります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１月末の収

納状況等から判断をして市税、使用料及び手数料

などで必要な調整を行いました。

１１款地方交付税におきまして普通交付税で８

７０万 ０００円の追加は、国の地方への経済対

策の一つとして平成２６年７月の普通交付税本算

定から調整分として削減された金額を復元をし、

いわゆる調整戻しの実施による予算を計上しよう

とするものであります。

１９款繰入金では、財政調整基金の繰入金を減

額をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第２表、継続費補正につきましては、北

斗・新北斗公営住宅建設事業４棟目ほか２件の予

算を変更しようとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、選管事務所用プレハブ借上料ほか６件の追加

をし、冷湿害等営農支援事業利子補給補助金のほ

か２件で期間の延長に係る変更をしようとするも

のであります。

次に、第４表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い町内会活動支援事業ほか３３件

を変更しようとするものであります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業費忠烈布地区ほか３件を繰り越ししよう

とするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から申し上げます。議案第１４号

の３８、３９ページをお開きください。３款民生

費、１項７目障害者福祉費の障害者福祉一般行政

経費でグループホーム整備事業補助金３７５万円

の追加は、名寄市内の２つの事業所からの整備に

係る補助申請に対応し予算を計上しようとするも

のであります。同じく３款民生費、１項７目障害

者福祉費の介護給付事業費で ４９１万円の追加

は、就労継続支援や共同生活援助に対する給付費

の増により、予算を追加計上しようとするもので

ございます。本事業に係る歳入であります国及び

北海道の負担金につきましても、それぞれ障害者

福祉費負担金として予算を計上してございます。

続きまして、６２、６３ページをお開きくださ

い。１０款教育費、１項２目事務局費で名寄市教

育振興補助金８２万円の追加につきましては、本

年度のスポーツ少年団や部活動の遠征増に伴いま

して、かかる補助金を追加しようとするものでご

ざいます。

７０ページ、７１ページをお開きください。同

じく１０款教育費、６項２目青少年育成費の学童

保育所運営事業費で保育緊急確保事業費補助金１

５６万円の追加につきましては、国の子ども・子

育て支援新制度を活用しまして市内民間学童保育
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所におきます従業者の処遇改善を実施しようとす

るものでございます。

７４ページ、７５ページをお開きください。１

１款災害復旧費、１項１目公共土木施設災害復旧

費で公共土木施設災害復旧事業費 ２２０万 ０

００円の減額につきましては、昨年度８月の大雨

災害による災害復旧事業の額の確定及び繰り越し

への処理や事業間の経費移動に伴いまして予算を

調整しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１８、１９

ページをお開きください。１８款寄附金 １４２

万 ０００円の追加につきましては、既に予算化

されたものを除きまして２月９日までに寄附採納

されました一般寄附金、ふるさと納税寄附金等を

予算計上するものでありまして、寄附者の御意向

に沿いまして地域振興基金に４０万 ０００円、

地域福祉基金に１２万 ０００円をそれぞれ積み

立てるほか、先ほど市長が申し上げましたけれど

も、文化センター大ホール建設基金に寄附金とし

ていただきました２２４万 ０００円から利子調

整としまして１３万 ０００円を差し引いた残り

の２１０万 ０００円を積み立てようとするもの

でございます。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

５号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２６

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして保険

給付費の伸びによる追加及び年度末における事業

見込みによる事業費の調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ １９０万 ０００円を追加をし、

予算総額を３４億 ５８４万 ０００円に、直診

勘定におきまして診療収入などが増額になったこ

とから一般会計繰入金の減額など費目間の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２１９万 ０

００円を減額をし、総額を１億 ８３８万 ００

０円にしようとするものであります。

補正の主なものについて保険事業勘定の歳出か

ら申し上げます。１款総務費では人件費を中心に

総額３７８万円を減額をし、２款保険給付費では

一般被保険者療養給付費の増大により総額 ８２

７万 ０００円を追加をし、６款介護納付金では

納付金の額の確定により１６万 ０００円を減額

をし、７款共同事業拠出金では拠出額の確定によ

り １６８万 ０００円を減額をし、８款保健事

業費では決算見込みによる減額及び肺炎球菌ワク

チン助成の追加などで総額８１万 ０００円を減

額しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。２款国庫支出金では各種補助金の確定に伴い

総額２１０万 ０００円を減額をし、３款療養給

付費等交付金では変更決定額の通知に伴い ２１

５万 ０００円を減額をし、４款前期高齢者交付

金では交付金の確定に伴い２９万 ０００円を減
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額をし、５款道支出金では各種補助金の確定に伴

い総額２１０万 ０００円を減額し、６款共同事

業交付金では交付額の確定により ８５６万 ０

００円を追加をし、８款繰入金では保険基盤安定

繰入金及びその他一般会計繰入金で総額５３９万

０００円を追加をし、９款繰越金では前年度繰

越金の最終補正額として ４５９万 ０００円を

追加しようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では人件費等で１９２万 ０００円、

２款医業費では医療用器械器具費等で６２万 ０

００円をそれぞれ減額をし、３款施設整備費では

医療機器等の備品購入費で３６万円を追加しよう

とするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で １４４万

０００円、２款使用料及び手数料では１０万 ０

００円、４款繰入金の事業勘定繰入金では６万

０００円をそれぞれ追加をし、３款道支出金では

電源立地地域対策交付金で１３万 ０００円、４

款繰入金の一般会計繰入金では ２５２万 ００

０円、５款諸収入では１１５万円を減額をし、調

整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第１

６号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２６

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ２３７万 ０００円を追加し、予

算総額を２３億 ９２１万 ０００円に、サービ

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

１７万 ０００円を減額をし、予算総額を２億２

６６万 ０００円に、サービス事業勘定・風連に

おきまして歳入歳出それぞれ６万 ０００円を追

加をし、予算総額を ３９４万 ０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費におきまして要介護、

要支援認定者の増加に伴う各種介護サービス給付

費の増加により ７１０万 ０００円を追加しよ

うとするものであります。

保険事業勘定の歳入におきましては、保険給付

費の増加に伴い、４款国庫支出金を ２９４万

０００円、５款支払基金交付金を ９４６万 ０

００円、６款道支出金を １５４万 ０００円追

加をしようとするものであります。

また、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連におきましては、それぞれ人件費に

係る追加及び減額を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第１

７号 平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２６

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、主に年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ ４６２

万 ０００円を減額をし、予算総額を１１億 ９

０２万 ０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費におきまして下水道管理運営事務費

で上水道事業会計負担金 ８３２万 ０００円の

追加は、メーター検針等に係る経費の増額に伴う

水道事業会計への負担金を追加しようとするもの

であります。

２款公債費におきまして長期債償還元金に３９

０万 ０００円を追加し、３款諸支出金におきま

しては消費税で３８８万円を減額しようとするも

のであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では下水道事業受益者負担金に３７８

万 ０００円を、４款繰入金で６１７万 ０００

円をそれぞれ追加をし、２款使用料及び手数料で

は使用料等の減少により ３８３万 ０００円を、

３款国庫支出金では事業費の確定により８２６万

円を、６款市債では事業費の確定により ２５０

万円をそれぞれ減額をし、収支の調整を図ろうと

するものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第１

８号 平成２６年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２６

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ６５４万 ０
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００円を減額し、予算総額を ０８７万 ０００

円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により６４

４万 ０００円を、３款諸支出金では消費税で１

０万円をそれぞれ減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では５４万 ０００円を、４款諸収入では消費税

の確定等により２８万 ０００円をそれぞれ追加

をし、１款分担金及び負担金では５８万 ０００

円を、２款使用料及び手数料では１５９万 ００

０円を、５款市債では５２０万円をそれぞれ減額

をし、収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第１

９号 平成２６年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成２６

年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ４８９万 ０

００円を減額をし、予算総額を１億 ０３１万

０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う調整により４

８９万 ０００円を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料で１６万 ０００円

を追加し、給水工事手数料で１万 ０００円を減

額しようとするものであります。

２款国庫支出金では国庫補助金で ０００円減

額をし、３款繰入金では一般会計繰入金で５３万

０００円を減額し、５款市債では簡易水道事業

債で４５０万円を減額して収支の調整を図ろうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され
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ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 議案第２

０号 平成２６年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号 平成２６

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ９７万 ００

０円を減額し、予算総額を ８９３万 ０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、事業費の確定により９７万 ０００円を減

額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

で９７万 ０００円減額をし、収支の調整を図ろ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２７ 議案第２

１号 平成２６年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２１号 平成２６

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ６５万 ００

０円を減額し、予算総額を３億 ８８３万 ００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、後期高齢者医療事務費として事業の決算見

込みにより総額６５万 ０００円を減額しようと

するものであります。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、歳出減に伴い６５万 ０００円を減額しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２８ 議案第２

２号 平成２６年度名寄市病院事業会計補正予算
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（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 平成２６

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、地方公営企業法第３３条

第２項の規定に基づき定める取得する重要な資産

の設定、各種業務委託について債務負担行為の設

定及び継続費の補正をしようとするものでござい

ます。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院患者数の減少により入院収益で６億 ２０２万

０００円を、外来患者数の減少により外来収益

で ８０５万 ０００円をそれぞれ減額をし、他

会計負担金では救急医療確保に要する経費等で

４８２万 ０００円を追加しようとするものであ

ります。

次に、医業外収益におきまして他会計負担金で

精神科病棟運営に要する経費等で ７７０万 ０

００円を減額し、長期前受金戻入では ２２２万

０００円を追加しようとするものでございます。

次に、特別利益におきまして過年度の入院診療

報酬調定等で ９２４万 ０００円を、退職手当

支給率の改定による退職給付手当引当金繰入額の

戻入等で２億 ５６０万 ０００円をそれぞれ追

加をし、収益の総額を９３億 ０１３万 ０００

円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で市立病院において看護師等の採用が予定を下回

ったことなどにより１億 ０９７万 ０００円を、

経費では東病院指定管理料等の減少により ９８

９万 ０００円をそれぞれ減額しようとするもの

でございます。

次に、医業外費用におきまして支払利息及び企

業債取扱諸費で利率見直し方式にて借り入れた企

業債利息の減少で ２５５万円を減額しようとす

るものであります。

次に、特別損失におきまして法定福利費引当金

繰入額で ７０６万 ０００円を減額し、費用の

総額を１２０億 ２２３万 ０００円にしようと

するものであります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債で精神科病棟改築

事業における外構工事が竣工をし、工事費が確定

をしたこと等により９６０万円を、負担金では建

設改良に要する経費で９５２万 ０００円をそれ

ぞれ減額をし、総額を９億４４万 ０００円にし

ようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費で外来改修工

事、精神科病棟改築事業等で ４５４万 ０００

円を減額をし、総額を１２億５６３万 ０００円

にしようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填をするものでござい

ます。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で ６８５万

０００円を追加し、総額を９億 ００５万 ００

０円にしようとするものであります。

次に、継続費の補正について申し上げます。精

神科病棟改築事業に関し設定をした継続費におい

て旧精神科病棟の解体工事及び駐車場等外構工事

で ０１９万 ０００円を減額し、総額を２９億

７９４万 ０００円にしようとするものでござ

います。

次に、重要な資産の取得の設定について申し上

げます。経年劣化により更新が必要となった超音

波画像診断装置を設定をするものであります。

次に、各種業務委託に係る債務負担行為につい

て申し上げます。市立病院巡回警備業務の委託に

ついて、期間及び限度額を設定をしようとするも
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のであります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２９ 議案第２

３号 平成２６年度名寄市水道事業会計補正予算

（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 平成２６

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、主に給水収益の ３９６万

０００円の減額やその他営業収益の ２９１万

０００円の増額により９１９万 ０００円を追加

をし、総額を６億 ２９９万 ０００円にしよう

とするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で ７３１万 ０００円を

減額をし、総額を７億 ０５６万 ０００円にし

ようとするものでございます。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では８８６万 ０００

円を減額をし、総額を３億 ５０４万 ０００円

に、また４款資本的支出では １４５万円を減額

をし、総額を５億 １３３万 ０００円にしよう

とするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３０ 議案第２

４号 平成２７年度名寄市一般会計予算、議案第

２５号 平成２７年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２６号 平成２７年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２７号 平成２７年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２８号

平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２９号 平成２７年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算、議案第３０号 平成

２７年度名寄市食肉センター事業特別会計予算、

議案第３１号 平成２７年度名寄市後期高齢者医

療特別会計予算、議案第３２号 平成２７年度名
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寄市病院事業会計予算、議案第３３号 平成２７

年度名寄市水道事業会計予算、以上１０件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２４号 平成２７

年度名寄市一般会計予算及び議案第２５号から議

案第３３号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２６年１０月３１日付市

長訓令に基づき、将来を見据えた健全な財政を維

持しつつ、新名寄市総合計画後期計画の具現化に

取り組むことなど、大きく５項目の方針に沿って

予算を編成をいたしました。

一般会計予算案は、前年度比 ６％増の２３２

億 ６３３万 ０００円となりました。名寄南小

学校校舎・屋内運動場改築事業や大学図書館建設

事業等の大型事業を計上をしたほか、健康マイレ

ージ事業、子育てコンシェルジュを活用した利用

者支援事業、芸術文化振興補助金等のソフト事業

を計上したところであります。また、収支不足を

補う財政調整基金の取り崩し額は４億 ９８１万

０００円を計上してございます。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

７年度国民健康保険特別会計外６特別会計の予算

総額は、前年度比 ３％増の８５億 ９３６万

０００円となっております。増減の大きなものは、

介護保険事業特別会計のサービス事業勘定で電気

料や委託料の増による指定管理委託料の増や老朽

設備の改修予算計上などの影響によりサービス事

業勘定・名寄分で３ ４％、風連分２ ３％、そ

れぞれ増となりました。簡易水道事業特別会計で

は、平成２６年度に浄水場基幹改良工事を計上を

していたため、この事業終了により前年度比６

９％の減となりました。また、公設地方卸売市場

会計につきましては、平成２６年度をもちまして

会計廃止となります。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

１ ９％減の１２４億 ０４９万 ０００円とな

りました。企業会計においては、病院事業会計で

平成２６年度では企業会計基準の改正による特別

損失を計上をしていましたが、これがなくなった

こと、加えて名寄市立総合病院の院内改修工事や

精神科棟改築に係る外構工事や旧病棟解体工事等

の終了により１ ０％減の１１１億 ０３２万

０００円、水道事業会計では病院事業会計同様に

平成２６年度では企業会計基準の改正による特別

損失を計上しておりましたが、これがなくなった

ことにより ７％減の１２億 ０１７万 ０００

円となりました。

以上によりまして、平成２７年度全会計の予算

総額は前年度比 ４％減の４４２億 ６１８万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議をくださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２４号外９件については、本会議質疑を

省略し、全議員をもって構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思

いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号外９件については、全議

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３１ 議案第３

４号 名寄市教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 名寄市教

育委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

名寄市教育委員であります髙橋雅樹氏が本年５

月１５日をもって任期満了となりますが、本件は

同委員を再度教育委員に任命をいたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１

項の規定に基づき議会の同意を求めるものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は同意することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３２ 議案第３

５号 名寄市職員の給与に関する条例等の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３５号 名寄市職

員の給与に関する条例等の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度人事院勧告に基づく給与

制度の総合的見直しとして教育職給料表の改正を

行おうとするものです。また、行政職給料表の適

用者に対する給与制度の見直しを平成２７年１月

１日から施行しておりますが、現給保障に対する

規定の一部を改正して適用しようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３３ 議案第３

６号 工事請負契約の変更についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３６号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

（仮称）市民ホール整備事業の建築主体工事に

つきましては、平成２５年９月２日に岩倉・盛永

・大野特定建設工事共同企業体と契約をし、現在

施工中であり、平成２６年１２月１９日には１３

億 ５１９万 ６００円で契約変更の議決をいた

だいたところでございます。本件は、発注以後の

労務費等の変動に伴う物価上昇分に対応をするた

め、契約書の第２５条第６項のインフレスライド

を適用し、契約金額に ４２８万 ０８０円を加
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え、１４億 ９４７万 ６８０円で当該企業体と

契約変更を締結しようとするものであります。

以上、名寄市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３４ 議案第３

７号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条

例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３７号 特別職の

職員の給与の支給特例に関する条例の制定につい

て、提案の理由を申し上げます。

さきの議案で契約変更の議決をいただきました

（仮称）市民ホール整備事業につきましては、平

成２５年９月２日の議決後速やかに工事着手をし、

本年５月のオープンに向けて工事を進めてきたと

ころでございます。地質調査については、文化セ

ンター建設時のデータを活用して効率的に実施を

いたしましたが、建設場所に関する情報収集の不

足もあり、工事施工中に軟弱地盤が見つかったこ

とから、その対応とそれに伴う冬期施工の実施や

工期の変更などに迫られ、結果として工事費用の

増加を招くこととなりました。市民待望の施設建

設に当たり、この間関係者を初め市民の皆様に大

きな不安と心配をおかけをしましたことに対し、

執行責任者として私と名寄庁舎担当副市長の給与

の減額措置を提案をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３５ 議案第３

８号 名寄市議会基本条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 議案第３８号 名寄市

議会基本条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本条例は、平成２１年４月から施行され、市民

の意思を的確に反映させる議会運営の基本姿勢を

明らかにするとともに、議員間の議論の活発化、

議会の政策立案活動における市民参加の推進、市
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政の推進にかかわる市長を初め執行機関との緊張

関係の保持など、議会及び議員の活動原則を盛り

込み、これまで活動を行ってきているところであ

ります。今回少子化の急速な進行や都市部を中心

とした待機児童の増加など、家庭や地域の子育て

をめぐる環境の変化から、国は平成２４年８月に

子ども・子育て支援法を初めとする子ども・子育

て関連３法を成立させ、同法に基づく子ども・子

育て支援新制度を平成２７年度から本格スタート

させるに際し、市区町村に質の高い幼児期の学校

教育、保育及び地域子ども・子育て支援事業の提

供を図るために子ども・子育て支援事業計画の策

定を求め、名寄市でも２７年度から５年間の計画

策定に取り組んでいるところであります。

以上のことから、市議会といたしましても本条

例の第１０条、議決事項の定めで執行機関ととも

に責任を担いながら計画的かつ透明性の高い市政

運営に努めなければならないと定めており、本計

画を法第９６条第２項の規定に基づく議決事件と

することが必要と判断し、本条例第１０条に追加

するとともに、第８号に定める次世代育成支援行

動計画については子ども・子育て支援事業計画が

従来の計画を包含するとともに、平成２７年３月

３１日をもって終了することから、同日をもって

削除するため一部を改正するものであります。

また、文言及び掲載順についても今回の改正に

あわせ、訂正するものでありますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３６ 報告第１

号 名寄市土地開発公社の解散及び清算結了につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 名寄市土地

開発公社の解散及び清算結了について御報告を申

し上げます。

平成２６年度の事業報告につきましては、議案

書のとおりでございます。昨年７月２５日第２回

理事会で公社解散が議決をされ、清算人の選任を

行い、１２月１５日に清算人会議を開催し、清算

結了を承認をされたところでございます。清算人

会議において承認をされた残余財産の額は５０２

万 ６６４円であり、名寄市が出資をした５００

万円が返却をされ、出資金を差し引いた残額２万

６６４円は名寄市に帰属をされたものでありま

す。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

により御報告を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第１号

について質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日２月２６日から３月９

日までの１２日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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よって、あす２月２６日から３月９日までの１

２日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時２０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐々木 寿

署名議員 熊 谷 吉 正

平成２７年２月２５日（水曜日）第１回３月定例会・第１号
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平成２７年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年３月１０日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

２０１５年度市政執行方針とまちづくりについ

て外４件を、奥村英俊議員。

〇７番（奥村英俊議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、市民連合

・凛風会を代表して質問申し上げたいというふう

に思います。

一年の計は元旦にありといいますが、これは物

事を始めるに当たっては最初にきちんとした計画

を立てるのが大切だということであり、名寄市に

とっては今回の第１回定例会の市政執行方針がそ

れに当たるものだというふうに思います。そうい

う観点で幾つかの項目について質問し、議論を深

めていきたいというふうに思います。

まず、１つ目の項目として、２０１５年度執行

方針とまちづくりについて伺います。昨年地方創

生の理念等を定めたまち・ひと・しごと創生法案

と活性化に取り組む地方自治体を国が一体的に支

援する地域再生法の一部を改正する法律案の地方

創生関連２法案が可決成立して以降、加藤市長は

さまざまな場面で地方創生に期待をするという発

言をされていますが、具体的に市長が期待する点

は何かについてお伺いします。

次に、市政推進の基本的な考え方として民間会

社的発想での行政運営についてですが、これまで

も民間の発想を持って行政サービスの質の向上と

効率的な行政運営に努めてきたとありますが、具

体的にはどういう取り組みのことを言っているの

か、説明をお願いいたします。

また、本市が有するさまざまな資源や優位性を

最大限に生かしながら将来にわたって自律的で持

続的な地域社会を創生できるよう、地域の宝、財

産、特色に徹底的にこだわったスケールの大きな

まちづくりを進めるとしていますが、具体的には

何をどう活用または生かすのかについてお伺いい

たします。

次に、平成２７年度予算編成にかかわって、詳

細な議論は予算審査特別委員会がありますので、

そちらに委ねますが、地方創生の交付金は自由度

の高い交付金とのイメージがあります。２７年度

以降の財政に与える今後の影響について、また法

人税減税の影響など、歳入確保の動向についてお

伺いいたします。

次に、市民と行政の協働についてですが、新名

寄市総合計画、また１次後期基本計画も仕上げの

時期に入りましたが、第２次総合計画の策定に向

けた今後の大まかな作業日程と計画自体は全市民

でつくり上げるということにはなるでしょうが、

市長自身の第２次計画への思いをお伺いしたいと

いうふうに思います。

次に、コミュニティー活動の推進についてです

が、町内会をまちづくりを進める上で最も重要な

組織と位置づけて、未加入者の増加や役員の担い

手不足などさまざまな課題解消に向けた支援のあ

り方を検討していくとしていますが、市の考え方

についてお伺いいたします。

また、住民の自治権確立を展望するとき地域連

絡協議会のあり方と位置づけをどういうふうに考

えているのか、これについてもお伺いいたします。

既に町内会同士の一定の連携や取り組みが進んで



－53－

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

いるところもありますので、モデル地区として地

域自治区を展望した取り組みを進めるお考えはな

いかについてお伺いをします。

次に、防災対策の充実について、まず法改正に

よる新たな取り組みというふうにありますけれど

も、それについて何かお伺いをいたします。

また、近年の自然環境の変化と昨年起きました

実際の災害から皆さんが緊急性の高い課題である

と認識していることと思いますが、住民周知及び

災害発生時の対応について各関係機関の連携を強

化し、取り組みを進めるとしていますが、具体的

にどうしていくのかお伺いします。

次に、都市宣言についてですが、年度当初の市

政執行方針では４本ある都市宣言、安全・安心都

市宣言、教育都市宣言、健康都市宣言、そして非

核平和都市宣言について宣言の具現化を念頭にそ

れぞれ触れるべきではないかというふうに考えま

すが、いかがでしょうか。それぞれに係る施策に

ついては、その時々によっても触れられています

けれども、今回は非核平和都市宣言の関係につい

て触れられていません。とりわけことしは戦後７

０年の節目の年であり、これまでも具体的な取り

組みを進めている状況もありますから、改めてこ

としの取り組みと宣言の内容の尊重についての考

えをお伺いいたします。

次に、保健医療福祉行政について伺います。ま

ず、健康の保持増進についてですが、名寄市の平

均寿命と健康寿命との差は男性が ２４年、女性

が ８５年で全国や全道に比べ短くなっています

が、健康寿命を延ばし、平均寿命との差を一層縮

めるためのこれからの取り組みについてお伺いい

たします。

また、２７年度から取り組むなよろ健康マイレ

ージ事業の果たす役割についてあわせてお伺いい

たします。

次に、名寄市立総合病院の経営の安定と今後の

課題についてお伺いします。平成２５年、赤字決

算、２６年も赤字の決算が見込まれる状況であり、

市立病院の経営は大学とともに財政的なことも含

めた名寄市の大きな柱であるというふうに思いま

す。赤字体質の脱却が急務というふうに考えます

が、その対応策についてお伺いいたします。

また、収益の中心は医師だというふうに考えま

す。設置者として、働いていただいています医師

に対して収益向上の協力を求めるべきだというふ

うに考えますが、その対応についてお伺いをいた

します。

次に、救命救急センターについてお伺いします。

救命救急センターは、名寄市民だけではなく道北

地域全体が期待するものです。開設に向けた協議、

準備を進めているということですが、どの程度進

んでいる状況なのかをお伺いします。

また、おおむねの開設の時期についてもお知ら

せいただきたいというふうに思います。

設置された場合、収益、財政の影響と開始後の

安定的な運営の考え方についてお伺いをいたしま

す。

次に、地域福祉の推進について伺いますが、本

年４月施行の生活保護に至る前の自立支援強化を

図るため実施することとしました生活困窮者自立

支援事業について、一部報道では当市は事業を実

施しないというふうになっていたというふうに思

いますが、改めて当市の実施の内容と実施の方法

についてお伺いいたします。

一方、福祉の現場では生活保護の申請、開始が

増加している状況にあると聞いています。生活保

護を受給されている方に対しては、マンパワーに

よるきめ細かな支援、援助、指導によって自立の

方向性が促されたり、安心した生活を送ることが

できるというふうに考えます。想定のケースとケ

ースワーカーの配置基準に関係しますが、生活保

護担当のケースワーカーの増員をすべきというふ

うに考えますが、それについてのお考えをお伺い

いたします。

次に、経済建設行政について伺いますが、基幹

産業の農業とＴＰＰについて、政府はＴＰＰ交渉
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の妥結時期が４月以降にずれ込むとの見通しを明

らかにしましたが、豚肉、牛肉で譲歩、米国産の

主食米の輸入を拡大するなどが報じられ、農家の

皆さんは大変大きな不安を訴えています。名寄市

においては、議会での意見書も含めてＴＰＰ交渉

に係る衆参両院農林水産委員会決議の遵守ととも

に、決議が遵守できない場合はＴＰＰ交渉から脱

退することを求めていますが、改めて名寄市の考

えと今後の取り組みについて伺います。

次に、中心市街地のにぎわい創出について伺い

ます。駅前交流プラザよろーなは、開設以来中心

市街地のにぎわい創出の中心施設と言われてきま

したが、これまでの中心市街地のにぎわい創出の

議論についてお伺いいたします。

また、当然施設の指定管理者選考の過程で提案

を受けていることとは思いますが、この４月から

指定管理者としたＮＰＯなよろ観光まちづくり協

会からの中心市街地のにぎわい創出の提案内容に

ついてもお伺いいたします。

この中心市街地のにぎわい創出については、Ｎ

ＰＯなよろ観光まちづくり協会を中心とし、地元

商店会などとの民間の力で進めるべきと考えます

し、その上で必要な事業費や運営費についても財

政の支援をすべきと思いますが、それについての

考えをお伺いいたします。

次に、観光の振興についてですが、名寄市観光

振興計画では平成２７年度から２年間を収穫期と

して定めて観光入り込み客数を平成２２年度から

２５％増加させることを目標として掲げています。

これまでの状況と目標達成のめどについて、大ま

かな感触も含めてお伺いをいたします。

また、市政執行方針ではＢ―１グランプリ全国

大会出展について触れていますが、その目的や意

味についてお伺いいたします。

最後に、教育行政についてお伺いいたします。

まず、小中一貫教育について、全国的に小中一貫

教育の取り組みの契機として、小学校から中学校

への進学において新しい環境での学習や生活へ移

行する段階で不登校など生徒指導上の諸問題につ

ながっていく事態など、いわゆる中１ギャップに

直面をし、小学校から中学校へ接続を円滑化する

必要性を認識し、取り組み始めたケースなどが見

られますが、智恵文地区での取り組みの目的と期

待する成果、そして地域住民の思いはどこにある

のかについてお伺いいたします。

智恵文地区は、モデルケースとしての取り組み

ですが、全国的にも小中連携、一貫教育の効果に

ついては既に取り組みを進めている市町村におい

てはほぼ全ての市町村において成果が認められて

います。具体例として、中学生の不登校出現率の

減少、市町村または都道府県独自の学習到達度調

査、全国学力・学習状況調査における平均正答率

の上昇、児童生徒の規範意識の向上、異年齢集団

での活動による自尊感情の高まり、教職員の児童

生徒理解や指導法改善意欲の高まりなど、意識面

の変化といった結果が得られていると聞きますが、

名寄市としては全市での取り組みについてどうい

うお考えなのか、また可能かどうかお伺いをいた

します。

次に、名寄市立大学の今後の課題と展望につい

て伺います。保健福祉学部の再編、社会保育学科

設置の方針を確立し、取り組みが進められていま

すが、改めて大学が目指すもの、知の拠点につい

てお伺いいたします。

また、地域に信頼される大学が運営の基本と考

えますが、教員を中心とした大学の職員力の向上

が重要であり、設置者として一層の努力を提言す

べきと考えますが、市長のお考えをお伺いいたし

ます。

次に、地域文化の創造について伺いますが、

（仮称）市民ホールの開館に当たって文化芸術の

拠点、市民のコミュニティーの醸成の場について

わかりやすく説明をお願いいたします。

また、開館後の運営、音楽や舞台芸術などのメ

ーン事業の方向性についてもお伺いいたします。

次に、生涯スポーツの振興について伺います。
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２０２０年の東京オリンピックが決定し、札幌市

が１９７２年以来２度目の冬季五輪開催に向け、

２０２６年の冬季五輪の開催都市に立候補するこ

とを表明しました。これらに伴いスポーツに対す

る関心が高まっているとし、執行方針では市民の

スポーツ環境・意識調査でのスポーツや運動の必

要性と継続性、機会や場の創出の大切さの指摘か

らスポーツ施設の整備や改修をうたっていますが、

具体的な取り組みについて伺います。

また、スポーツ施設の整備や改修という点では、

日進地区の再整備とも関連すると考えますが、全

体構想、スポーツ施設整備についてお伺いします。

さらに、スポーツ振興は、既に取り組みが進め

られている合宿誘致の取り組みとも関連があると

考えます。これまでの取り組みと成果、今後の展

望についてお伺いをし、壇上からの質問を終わり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。奥

村議員から大項目５点にわたっての御質問いただ

きました。教育行政以外に係るところをまず私か

ら答弁をさせていただきます。

大項目１、２０１５年度市政執行方針とまちづ

くりについて、小項目１、新年度執行方針と基本

姿勢に関しまして、まず地方創生について申し上

げます。我が国においては、主要先進国では類を

見ない早さで人口減少、超高齢化社会を迎えてお

り、数多くの地方において若年人口の減少により

地域経済の活力が奪われ、人口流出に拍車がかか

る悪循環に陥っております。このような中、国で

は人口減少の抑制、東京への一極集中の是正など

構造的な課題に取り組むために昨年まち・ひと・

しごと創生法と地域再生法の一部改正法のいわゆ

る地方創生関連２法を施行するとともに、１２月

には人口の現状と将来の姿を示す長期ビジョンや

将来にわたって活力ある日本社会を実現するため

の５カ年計画である総合戦略を策定をするなど、

課題解決に向けた取り組みを本格化してきており

ます。さらに、地方の取り組みに対しましては、

いわゆるビッグデータでありますけれども、地域

経済分析システムによる情報支援、小規模市町村

へ国家公務員等を派遣する地方創生人材支援制度

や相談窓口となる地方創生コンシェルジュの選任

による人的支援、地方創生の先行的な取り組みを

支援をする新たな交付金や地方財政措置などの財

政的支援により、多様で切れ目のない支援を行う

こととしております。今後地方においては、自主

性、主体性を発揮をし、地域の実情に沿った地域

性のある地方創生、この取り組みが進められてい

くといったことが求められることになりますこと

から、私といたしましてはこれらの国の支援を活

用するとともに、本市が有するさまざまな資源、

優位性を最大限に生かしながら将来にわたって自

律的、持続的な地域社会を創生できるよう全力で

取り組んでまいります。

次に、民間会社的発想での行財政運営について

であります。私は、民間出身の市長として市の仕

事は住民の幸せをつくることであると考えており、

職員全員が市民は顧客であり、そして市民が主役

であるという意識を共有をし、親切で丁寧な住民

サービスを行うとともに、コスト意識を持つこと

に加えて本市の魅力を十分に発信することが重要

であると考えておりますことから、この間行政サ

ービスの質の向上、行財政の健全化、名寄市の魅

力の発信に取り組んでまいりました。まず、行政

サービスの質の向上といたしましては、広報やホ

ームページ、フェイスブックなど多様な媒体によ

る情報発信や市長室開放事業の実施、総合案内窓

口の設置などにより市民と行政との情報共有、市

民参加を推し進めるとともに、職員の人事交流の

活性化や職員研修の充実に取り組み、より丁寧で

市民に身近な市役所づくりに努めてまいりました。

次に、行財政の健全化でありますけれども、職員

配置の適正化、組織機構の見直し、使用料、手数

料や負担金、補助金の見直しに加え、有利な財源

の確保などの行財政改革を推進をすることにより
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－56－

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

将来の財政運営についても一定の備えを行ってき

たところであります。また、名寄市の魅力の発信

といたしましては、観光振興計画に基づく事業の

推進を初め、台湾との交流の推進、モチ米など農

産物のブランド化の推進、名寄観光大使、名寄ふ

るさと大使の任命など、トップセールスを含めて

本市の魅力を積極的に発信をしてまいりました。

今後とも市民から信頼をされる行財政運営に努め

てまいります。

次に、地域の宝、財産、特色に徹底的にこだわ

ったスケールの大きなまちづくりについてであり

ます。本市には、自然が育み、先人たちが築き、

残してくれた有形無形のすばらしい財産が豊富に

あり、作付面積日本一のモチ米や国内最大級の望

遠鏡を有する天文台、雪質日本一のスキー場など、

国内外に誇れる地域資源であると考えております。

今後もこれらの魅力を最大限に発信をし、杉並区

や台湾などとのネットワークを形成をしながら海

外への特産品輸出の推進や交流人口の拡大などに

積極的に取り組み、地域振興と市民が地域に誇り

を持つことのできる明るく元気なまちづくりを進

めてまいります。

予算編成と今後の財政展望について。地方の人

口減少問題、ひいては消滅自治体が発生するので

はという議論が呼び水となり、地方創生による地

域の活性化が国の施策として出てまいりました。

まち・ひと・しごと創生法の成立によりまして、

市町村版のまち・ひと・しごとの創生総合戦略、

通称で地方版総合戦略の策定に努めることとされ、

またこの地方版総合戦略における取り組みの事例

の紹介なども国により示されているところであり

ます。地方創生の実効的な取り組みに向けて全国

知事会を初めとする地方六団体からは、従来の各

省ごとの細かい補助金を寄せ集めたものではなく

て、自由度の高い包括的なまち・ひと・しごと創

生推進交付金、仮称でありますけれども、この創

設が要望をされているところでありますけれども、

実現はされておりません。現時点では、平成２６

年度の国の補正予算による地域活性化・地域住民

生活等緊急支援交付金のうち、地方創生先行型と

いうことで名寄市は ７５９万円の内示があり、

補正予算を予定してございます。また、平成２７

年度の地方財政計画では地方創生に必要な歳出と

してまち・ひと・しごと創生事業費、これも仮称

でありますけれども、これを創設をし、１兆円を

計上をしてございます。この財源は、半分が既存

の歳出の振りかえでありまして、残り半分が新規

財源を捻出したものであるとされております。地

方創生の財源については、今後の議論経過を注意

深く検証してまいりますけれども、自由度の高い

財源が望まれるところでございます。税制改革で

ありますが、平成２６年１０月において地方自治

体の財政力格差の縮小を図るため法人住民税法人

税割の税率の引き下げがございました。 ６％の

引き下げとなりましたが、この部分は直接国税に

振りかわり、これがそのまま地方交付税の原資と

なります。法人の税負担は変更ありませんが、財

政力の弱い地方の財源を確保する制度改正となり

ました。また、平成２７年度では交付税の原資と

なる法定率の変更もございました。法定率を法人

税で ９％下げて、かわりに所得税で １％上げ

るものでありまして、今後想定をされる法人税の

実効税率引き下げを見込み、法人税は交付税の原

資として安定的なものではなく、所得税を原資と

して優先をしたとの判断に立ったと理解をしてい

ます。

次に、大項目２、市民と行政の協働についての

小項目１、第２次総合計画の策定について申し上

げます。現在の新名寄市総合計画については、平

成２８年度までの計画となっていることから、平

成２７年度から第２次総合計画の策定に着手をす

ることとしてございます。策定に当たりましては、

４月から将来人口推計や各政策分野における他自

治体との比較などの基礎調査を行うとともに、現

行計画の推進状況についても検証を行い、これら

の調査や検証結果などをもとに外部委員で構成を
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する策定審議会において２年間にわたり議論を重

ねていただいた上で計画の素案を取りまとめたい

と考えております。私は、この第２次総合計画の

策定に当たりましては多くの市民の皆様に計画を

意識し、参画をしていただくこと、また市民にと

ってわかりやすい計画となることが最も大切であ

るというふうに考えております。そのために策定

審議会における議論はもとより、懇談会あるいは

タウンミーティングとか、多様な手法で市民との

対話を重ねていくとともに、積極的な情報発信に

も努めるほか、計画内容をより理解をしていただ

くための工夫も努めてまいりたいと考えておりま

す。

大項目２、小項目２のコミュニティー活動の推

進についてでございます。町内会につきましては、

住みよい地域社会を築き、協働のまちづくりを進

めるための最も重要な基本的組織であると考えて

おりますが、近年の少子高齢化や価値観の多様化

などによる地域の連帯感の低下などから役員の担

い手不足、あるいは行事参加者の固定化、加入率

の低下などの課題が生じているものと認識をして

おります。本市といたしましては、これまでも町

内会自治活動交付金や町内会館建設費等補助金な

どの財政的支援のほか、未加入者の増加に対する

支援として本市職員はもとより、転入者あるいは

市立大学新入生への加入促進も行うなど、町内会

に対する積極的な支援に努めてきております。

また、地域連絡協議会につきましては、単一町

内会では解決できない課題について連携をして対

応する組織として設置をしており、地域自治区を

展望する組織の一つとして位置づけ、その活動を

支援をしているところでございます。地域自治区

等については、その組織の体制づくりなど解決し

なければならない課題もありますことから、第２

次総合計画の策定に向けて町内会連合会とも連携

をしながら、各町内会から直接御意見をお聞きを

するなど、町内会に係る課題の解消に向けた行政

支援のあり方とあわせて地域自治のあり方につい

ても検討してまいりたいと考えております。

小項目３、防災対策の充実についてであります。

法改正による新たな取り組みということで、この

法改正とは平成２５年の災害基本法の改正であり

まして、この改正は東日本大震災の課題を解決す

べき項目の改正や我が国で今後発生が予想される

災害対策の充実や強化についての項について改正

をされたところであります。代表的な改正項目で

ありますけれども、避難行動要支援者名簿の作成、

避難所の定義の見直し、避難勧告等の基準の設定、

平常時の取り組み等の東日本大震災の課題を踏ま

えた新たな考え方などについて改正がなされたと

ころであります。

災害時の対応の見直しとしては、避難勧告等の

基準を名寄市においても設定をいたしますので、

その運用に当たって市の防災体制も各種基準、気

象情報に合わせた動きと判断ができるように体制

を整えていくことであります。基準運用の一例と

いたしましては、昨年の広島市の土砂災害、この

反省から土砂災害警報情報が発表されてから避難

勧告を発表するというような基準を土砂災害防止

法の改正で設けられたことから、そのような体制

を規定化し、整えていくことなどであり、昨年名

寄市において８月の大雨の際は既にそのような避

難勧告の取り扱いをしておりましたので、今回改

めて規定化をし、その体制についても地域防災計

画に定めようとするものでございます。このよう

な基準の運用を行うに当たりましては、簡単に申

し上げますと、各種気象情報等の発表や水防法の

洪水警報等の発令に合わせて体制を整えていくと

いうことになり、防災体制の明確化を図るという

ことであります。これらの内容は、３月末の名寄

市防災会議で決定をしていくことになります。最

近の自然災害の規模の激化からも行政の対応能力

を超えてきているということもありまして、関係

機関の連携の上、行政のできることと自助、共助

で取り組むべきことについて住民と対話をすると

いう試みも既に始まっておりますので、これらの
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活用も検討をしてまいります。また、これに伴い

住民、町内会においても防災知識の向上や実際の

避難行動について考えていかなくてはなりません。

本年１月開催をいたしました緊急告知ラジオの配

布説明会では、旭川地方気象台から土砂災害専門

の気象官に名寄市内の全町内会を対象に防災の講

演をしていただいたことは関係機関との連携の取

り組みの一つでございます。これからは、防災に

ついては自治体だけでなく、このような形の住民

との対話が多くなるというふうに考えております。

小項目４、都市宣言について申し上げます。本

市では、非核三原則を堅持をしていくということ

が世界唯一の被爆国である我が国の責務であり、

人類共通の願いである戦争のない世界の実現、核

兵器廃絶、さらには幸せな市民生活を守るという

決意のもと平成１９年３月に非核平和都市宣言を

制定をし、憲法記念ロードレースや戦没者追悼式、

平和音楽大行進の実施、広島、長崎両市が主催を

する平和首長会議への加盟、名寄戦没者追悼式や

全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレンの吹

鳴を行っております。

御質問いただきました非核平和都市宣言の具現

化を念頭に市政執行方針で触れるべきではないか

という問い合わせでありますが、執行方針は総合

計画の施策の体系に基づき整理をしておりますが、

全ての取り組みを示すということは困難でありま

して、非核平和の取り組みについて触れておりま

せんが、宣言の趣旨にのっとり取り組みを進める

ことはもとより必要と考えております。市では、

平和推進事業として取り組んでいるさまざまな事

業について、当該事業の実施時期に合わせて名寄

市広報等により市民に情報発信をしているところ

でありますが、今後の市政執行方針、さらには行

政報告を含めて必要に応じて触れてまいりたいと

考えております。

また、ことしは戦後７０年の節目の年というこ

とであります。本市では、この節目の年に当たり、

先ほど申し上げた取り組みを継続実施をするとと

もに、新たに日本非核宣言自治体協議会に入会を

することといたしました。この日本非核宣言自治

体協議会は、世界の恒久平和の実現に寄与するた

め非核宣言をした自治体が互いに手を結び合い、

努力をするということが設立の趣旨でありまして、

パネルの貸し出しなどさまざまな事業を行ってお

りますので、これらの事業の活用等により民間団

体への支援、連携も含めてその取り組みが広がる

ものと考えております。本市といたしましては、

今後ともこの非核平和都市宣言の精神にのっとり

民間団体が行う平和推進事業と協調を図る中で核

兵器の廃絶、恒久平和の実現を全市民共通の願い

として事業に取り組んでまいります。

次に、大項目３、保健医療福祉行政について、

初めに健康の保持増進について申し上げます。急

速な高齢化や生活習慣の変化に伴い生活習慣病は

年々増加をし、脳血管疾患や認知症などから介護

を必要とする人もふえ続けており、医療費抑制や

介護予防の視点からも高齢になっても介護をしな

い健康寿命を延ばすことを目的とした健康づくり

対策が重要な課題となっております。厚生労働省

は、２０１４年版の厚生労働白書で伸び続ける高

齢者の医療や介護の費用を抑えるためには健康上

の問題で日常生活が制限されることのない健康寿

命を延ばすことが重要だということで、今後も生

活習慣病の予防などに重点的に取り組む必要があ

ると方針を打ち出しております。平成２５年の健

康寿命の全国平均は、男性が７ １９年、女性が

７ ２１年、平成２２年と比較して延伸をしてお

りまして、なおかつ平均寿命との差も縮小をして

きております。本市における健康づくり事業につ

きましては、名寄市健康増進計画健康なよろ２１

第２次を策定をし、市民一人一人が自分の健康は

自分で守ることを基本とし、生活習慣病の発症予

防と重症化予防に重点を置いて生涯を通じた健康

づくりができるよう事業の推進を図ることとして

おります。生活習慣病は、バランスのとれた食生

活、そして適度な運動を取り入れるなど生活習慣
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を見直すことで予防が可能と言われております。

そのため、特定健診及びがん検診においては対象

年齢を引き下げて３０歳からとし、若年から健診

を受診する習慣を持ってもらえるよう早期からの

動機づけに取り組んでまいります。また、特定健

診やがん検診を中心に各地域の中における健康教

室、健康相談、年々参加者が増加をしております

冬の健康づくりに向けた健康体操教室の実施など、

さまざまな機会を利用し、地域、団体と連携を図

りながら生活習慣病予防に重点を置いた事業の展

開を進めてまいります。

さらに、名寄市全体の健康増進を図っていくた

めの取り組みとして、市民一人一人が健康づくり

に関心を持っていただけるよう、平成２７年度か

ら各種検診の受診や日々の生活習慣の改善などの

健康メニューに取り組む人を応援をするなよろ健

康マイレージをスタートいたします。事業の目的

として、１つに健康的な生活習慣を送るための動

機づけを行うこと、２つに健康づくりをきっかけ

としたマイレージ対象事業参加者の拡大を図ると

いうこと、３つに健康を中心とした行動の継続、

そして定着化、これを図るというものでございま

す。４月１日現在で１８歳以上で名寄市に在住を

している方を対象といたしまして、各種検診、が

ん検診の受診、個人の健康目標の設定と実行、体

操教室、講演会等対象事業の参加、この３つの項

目をクリアをすることによりマイレージの達成と

なり、達成者には達成賞を贈呈をして年度末には

抽せん会も開催をするなど、参加をする楽しさを

知ってもらい、健康づくりに対する価値観を高め

ていただくこととしております。あわせて、従来

から実施をしておりますなよろ健康あるキング、

これを通年化をするなど、広く健康の意識啓発に

努めてまいります。

次に、病院経営の安定と今後の課題について申

し上げます。議員御指摘のように、平成２５年度

は３億 １００万円の赤字決算で、平成２６年度

についても厳しい決算見通しとなっております。

平成２６年度の４月から１月までの１０カ月間の

収益の状況は、前年度と比較をして ３００万円

ほど下回っております。これは、検査等を入院か

ら外来へ移行をしていることなどにより外来では

伸びているものの、診療報酬の改定、５階西病棟

の一時休床などにより入院収益の減少が大きく影

響しております。また、消費税のアップにより診

療材料等が上昇し、費用のほうにも影響しており

ます。お尋ねの収支改善の対応策として収支確保

策では、これまでも取り組んでいる査定減対策の

強化、ＤＰＣの適正なコーディング、後発医薬品

の使用率の上昇によるＤＰＣの係数アップなど、

また費用の削減では業務の見直しによる時間外の

削減、光熱水費、消耗品費等の経常経費の削減な

どのほか、全職員によるアンケートも実施をし、

業務改善などに取り組んでおります。

収益確保についての医師のモチベーション向上

についてであります。収益確保の中心は医師であ

り、医師のやる気、モチベーションの向上は大変

大きいというふうに思います。医師のやる気を引

き出す一つの方法として、平成２３年度から診療

業績手当の創設、時間外手当の支給などの対策を

実施をしておりまして、一定の効果があるものと

いうふうに認識をしております。また、毎年年度

末に院長、事務部長と各診療科代表者との面談を

実施をしており、その中で稼働額の状況や改善事

項などを伝えるとともに、各診療科からの要望な

ども聞き入れて病院運営の参考としております。

また、さらに平成２８年度からは医師も含めた全

職員に対する人事評価が始まり、平成２７年度は

制度の構築を図る必要がありますので、医師のや

る気を引き出す人事評価となるよう病院当局と協

議を進めてまいりたいと考えております。

次に、救命救急センターについてでございます。

救命救急センターにつきましては、昨年８月に名

寄保健所に対して事業計画書を提出をし、１０月

末の北海道保健福祉部の現地調査を経て、本年２

月の上川北部保健医療福祉圏連絡推進協議会で救
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命救急センターの選定を受けたところであります。

今後は、隣接をする２次医療圏、いわゆる上川中

部、留萌、宗谷、この同意を経て北海道の総合保

健医療協議会、通称総医協、こちらに意見照会を

して総医協の同意、了承後に北海道から救命救急

センターの設置要請があり、その後市立病院から

運営承諾書を提出をし、救命救急センターとして

の運営が開始をされるという流れになります。

運営開始の見通しについてでありますが、平成

２７年度の上半期の開始を目指して現在医師、看

護師等の人材確保に努めているところであります。

救命救急センター設置後の影響等につきまして

は、設置予定の救命救急センターは１０床以上２

０床未満の専用病床を要する地域救命救急センタ

ーでありまして、ベッド数は１２床予定をしてお

ります。設置後の収益についてでありますが、年

間ベースで医業収益で ０００万円、特別交付税

による措置が、これは平成２６年度ベースで１億

６９０万円で、合計１億 ０００万円程度の増

収が期待をできますが、一方で医師、看護師等の

人件費は増加をしますので、全体での効果額はこ

こからさらに減少をすることとなります。また、

開始後の安定した運営には、第１に医師、看護師

等の安定した人材確保で、次に当院で受け入れた

救急患者が医療処置を施し、急性期を脱した後に

院内の地域包括ケア病棟を含めた回復期、慢性期

等の病院への転院がスムーズにいくように医療機

関相互の役割分担が必要となってくることでござ

います。いずれにいたしましても、道北３次医療

福祉圏の地方センター病院にふさわしい救命救急

センターとなるようにあらゆる努力をしてまいり

たいと考えております。

小項目４、地域福祉の推進について。本年４月

から生活困窮者自立支援制度が実施をされ、全国

の福祉事務所設置自治体が実施主体となり、生活

困窮者の自立に向け、本人の状況に応じた自立支

援事業を実施をすることとされました。本市では、

事業初年度は必須事業の自立相談支援事業の充実

を図り、包括的かつ継続的な支援を実施をするた

めに庁内連携会議を設置をし、さらには相談実施

機関等との協議を実施をしてその準備を進めてお

ります。また、離職により住宅を失った方または

そのおそれが高い方で、一定の所得等の要件はあ

りますが、有期で家賃を給付をする住居確保給付

金事業を実施をしてまいります。道内各市におけ

る生活困窮者自立支援事業の個別事業では、３５

市中２２市がいわゆる必須事業のみの取り組みと

なっております。任意事業については、比較的人

口規模が大きく保護率が高い自治体が取り組む傾

向となっております。本市は、保護率が都市部で

は全道で一番低い状況にありますが、本制度の趣

旨や事業内容の市民への周知や、さらには町内会、

民生委員児童委員との連携を図りながら、さまざ

まな相談窓口や地域での見守り等による積極的な

調査を実施をしまして対象者の把握と選択事業の

ニーズ分析を実施をしてまいります。

次に、生活保護ケースワーカーの増員について

でありますが、本市における生活保護の相談、申

請、開始件数、昨年度の相談８２件、申請２６件、

開始２７件に対しまして、本年度は２月末現在で

すけれども、相談９８件、申請３６件、開始３３

件と増加をしている状況です。生活保護法は、最

低限度の生活を保障するとともに、自立を助長す

ることを目的としておりまして、本市においても

一般就労による経済的自立だけではなくて、日常

生活の自立や社会生活の自立に向けて面接から自

立に至るまできめ細かい支援を行っております。

ケースワーカー１人当たりの保護世帯数は、８０

世帯が標準数となっておりまして、本市において

はケースワーカー１人当たり７６世帯担当してお

ります。現在のところケースワーカーの増員は考

えてはおりませんが、保護世帯数の状況によって

は今後を見据えた対応が必要と考えております。

大項目４、経済建設行政についてであります。

小項目１、基幹産業の農業とＴＰＰについてであ

りますが、環太平洋経済連携協定につきましては
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日米閣僚会合の時期が模索をされる中で早期妥結

に向けた各国政府、業界団体の動きも活発化をし

てきております。交渉内容は、詳細に開示をされ

ていない状況でありますけれども、一部品目につ

いて譲歩をめぐる報道もあって生産者や農業団体

には不安も広がっております。今後の展開によっ

ては、本市農業に大きな影響を及ぼすため、市議

会での反対決議、意見書が採択をされたとおり名

寄市としてはこれまで同様に反対の姿勢を貫いて

まいります。国会における決議が遵守され、基幹

産業である農業と市内の経済を守るためにも北海

道やＪＡ等の各種機関、団体と連携をした活動を

展開をしてまいります。

小項目２、中心市街地のにぎわい創出について

であります。初めに、これまでの中心市街地のに

ぎわい創出に係る議論につきましては、一昨年４

月のオープン以来よろーなを中心市街地の中核施

設と位置づけ、周辺商店街へのにぎわい創出など、

観光協会、商工会議所等と協議をさせていただき

ながら、にぎわいにつながるよう取り組んでまい

りました。具体的には、観光協会へのにぎわい創

出事業委託のほか、よろーなで開催をされるイベ

ントにおいて周辺商店街での購入の動機づけを促

す事業などを行ってまいりましたが、恒常的な商

店街の活性化につながる取り組みにはなっていな

いのが現状であります。しかしながら、よろーな

を中心としたにぎわいづくりは、周辺商店街の積

極的な企画発案協力なくして効果的な取り組みと

はなりませんので、指定管理者及び関係機関との

連携により周辺商店街の皆様からも御意見を伺う

など取り組みを進めてまいります。

次に、指定管理者に選定をしたＮＰＯなよろ観

光まちづくり協会からの提案内容についてお答え

をいたします。駅前交流プラザよろーなの指定管

理者選定に係る事業計画の中には、施設管理、利

用者へのサービスの充実に加え、よろーな館内に

おけるにぎわいづくり、周辺商店街との連携に係

る取り組み内容について提案をいただきました。

指定管理者となるＮＰＯなよろ観光まちづくり協

会には、オープン時からよろーな館内におけるに

ぎわいづくりを委託をし、これまでに市内の各種

団体等と連携をし、ダンスショーや秋の収穫祭、

クリスマスイベント、子供縁日などを開催をして

おります。この実績を踏まえ、館内のにぎわいづ

くりについてはこれまで連携をしてきた団体や個

人の輪をさらに広げ、商店街連合会とも連携をし、

新たな企画で屋外、屋上を加えたにぎわい創出事

業を展開をする計画としております。また、周辺

商店街との連携による取り組みについては、よろ

ーなが中心市街地の拠点施設であることを再認識

をした上で周辺商店街を常に意識をしたイベント

企画を検討し、どのように人が流れて、それによ

って商店街との連携が可能であるかについて商工

会議所、周辺商店街との協議の場を持ち、商店街

のにぎわいづくりに貢献できるよう努力をしてい

く旨の提案をいただいております。

次に、観光協会を中心とした民間の力によるに

ぎわい創出事業費などへの財政支援についてお答

えをいたします。具体的なにぎわいづくりの事業

内容については、指定管理者であるＮＰＯなよろ

観光まちづくり協会が今後関係機関等との協議を

踏まえ、取り組むこととなりますが、本市として

も積極的に協議に参加をし、検討してまいりたい

と考えております。また、中心市街地のにぎわい

創出が奥村議員が言われる民間の力が主となって

取り組むべきであるとした考え方については、市

としても同じでありまして、オープンから２年後

に中心市街地のにぎわい創出事業も含めて指定管

理方式を導入することとしたものでございます。

したがいまして、周辺商店街との連携事業を含め

た指定管理に係る予算措置を予定をしております

が、新たに周辺商店街等が中心となってにぎわい

事業に取り組む場合については現在の中小企業振

興条例の中でも街なかにぎわい事業等の支援制度

がありますことから、これらの目的等に沿った事

業内容を検討し、活用していただきたいと考えて
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おります。

小項目３、観光の振興について申し上げます。

平成２４年度にスタートいたしました名寄市観光

振興計画でありますが、４年目の平成２７年度か

ら２年間を収穫期と定めておりまして、観光入り

込み客数を平成２２年度から２５％増加をさせる

ことを目標に掲げております。当市の観光入り込

み客数は、現時点での公表数値としては平成２２

年度が約５８万 ０００人、２３年度が６０万

０００人、２４年度が５３万 ０００人、２５年

度が３９万 ０００人と推移をしております。道

の駅、道立サンピラーパーク、天文台といった主

要観光交流施設が観光振興計画策定前にオープン

をしたことなどから、映画「星守る犬」が全国公

開をされた平成２３年度には平成２２年度比で

４％増加をしたものの、その後平成２４年度には

９％、平成２５年度３ １％とそれぞれ減少して

いるものと推測をしておりますが、この統計のと

り方や連続性など若干精度に欠ける部分もありま

して、今後さらなる精査を要する可能性があると

認識をしております。このようになかなか厳しい

状況ではありますけれども、昨年発行されました

絶景をテーマとした２冊の書籍に当市智恵文地区

のひまわりが大きく掲載をされるなど、今後の交

流人口拡大が期待をされるひまわり観光、Ｂ―１

グランプリ全国大会出展を果たしたご当地グルメ、

なよろ煮込みジンギスカンによるさらなる発信、

近隣市町村との広域連携による教育旅行の受け入

れの推進などにより、今後２年間で目標を達成で

きるよう努めてまいります。

煮込みジンギスカンについてのお話がありまし

た。名寄の知名度向上を図るための宣伝ツールと

してなよろ煮込みジンギスカンを活用し、さまざ

まなＰＲ活動を行っている第７４６なよろ煮込み

ジンギス艦隊は、市内でジンギスカンにかかわる

食材提供店、外食産業事業者、その他関係機関で

構成をし、オール名寄体制でまちおこしに取り組

んでおります。Ｂ―１グランプリは、一般社団法

人Ｂ級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会、

通称愛Ｂリーグが主催をする全国規模のまちおこ

しイベントでありまして、愛Ｂリーグ本部加盟団

体である約６０のまちおこし団体しか出展をする

ことができませんが、ジンギス艦隊のこれまでの

活動実績が認められ、本年度から本部加盟団体に

昇格し、昨年１０月、初めて福島県郡山市で開催

をされました全国大会Ｂ―１グランプリｉｎ郡山

に出場することができました。Ｂ―１グランプリ

ｉｎ郡山では、各まちづくり団体がさまざまな趣

向を凝らして各自治体の地域のＰＲ合戦が行われ、

ジンギス艦隊はあすぱＬＯＶＥを初め市民ボラン

ティア、ニチロ畜産株式会社の社員など３９名で

参加をし、１万部のパンフレットの配布、さらに

はテレビを初めとするマスメディアでの紹介など、

名寄市の知名度向上に大きく貢献をしていただい

たところであります。官民一体のまちおこし団体

であるジンギス艦隊にとって愛Ｂリーグ本部加盟

団体として認められること、またこのような全国

規模のまちおこしイベントに出展をして名寄をＰ

Ｒできることは、ボランティアで参画をしている

メンバーのモチベーション向上と一体感の醸成に

大きく寄与しております。また、当市に工場を持

つニチロ畜産株式会社が平成２５年１０月になよ

ろ煮込みジンギスカンを商品化いたしましたが、

愛Ｂリーグの本部加盟団体になったことでＢ―１

グランプリ公認商品として認定をされまして、本

年２月から商品パッケージにＢ―１グランプリの

ロゴマークも使用することができ、今後さらなる

売り上げ向上、そして名寄の知名度向上が期待を

できるところであります。今後も継続をしてＢ―

１グランプリに出展をし、より一層名寄の知名度

向上、そしてまちおこしを官民一体のオール名寄

体制で取り組んでまいります。

大項目５、教育行政の中で小項目２の名寄市立

大学の今後の課題と展望について私から答弁をい

たします。ケアの未来を開くという名寄市立大学

の理念を具体的に申し上げますと、保健、医療、
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福祉の連携と協働、地域社会の教育的活用と地域

貢献と言えます。また、これらを大学の目標に置

きかえますと、地域社会を支える保健、医療、福

祉の分野で活躍をできる専門職の養成、大学の知

的資源や教育研究の成果を地域に還元をし、大学

を中心としたまちづくりを進めること、市民への

生涯学習の場を提供すること、特に地域の保健、

医療、福祉の専門職に対する生涯学習の場を提供

し、連携、協働を進めることとなります。大学は、

学部再編により栄養、看護、社会福祉、そして社

会保育の４つの学科構成となることにより、学科

間連携と切磋琢磨によって新しい知見の獲得と技

術の開発が可能となり、ケアにかかわる質の高い

専門職養成を目指すことができるものとしており

ます。また、道北地域研究所と地域交流センター

の組織統合を進めることとしておりますので、地

域との連携、協働による課題解決を探り、地域貢

献を進めていくことが可能になると考えておりま

す。本年２月１０日及び１２日に開催をいたしま

した名寄市立大学の未来を語り合う市民説明会で

は、さきに申し上げました大学の理念に基づいた

大学の使命と目指す方向及び大学が担う地域貢献

の姿を説明をさせていただきました。具体的に申

し上げますと、質の高いケアの専門職養成を使命

とし、人材の地域貢献、研究の地域貢献、教育の

地域貢献による地域からケアの未来を開く名寄市

立大学を目指していくことを説明をしてまいりま

した。また、道北地域研究所と地域交流センター

の組織統合を進めて地域振興、ケア開発、地域交

流、この３つの視点から道北定住圏域における住

民生活の安定、安心の確保への貢献を目指すこと

としております。私は、大学には市民の皆様にお

示しをした姿を追求するために総力を結集してほ

しいと考えておりますし、もちろんこの姿の実現

に向けては市の組織や関係機関、市民との連携、

協働の実現と大学として総合力の向上に努めてい

ただくよう求めてまいりたいと考えております。

以上、私からの壇上の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私のほうからは、大項

目５の教育行政について、小項目１の小中一貫教

育についてお答えいたします。

議員御指摘のように、中１ギャップを初めその

他のさまざまな教育上の課題に対し、小中学校の

円滑な接続を図るため全国各地で小中連携、一貫

教育が推進されるようになりました。その取り組

みの主な成果としては、不登校の出現率の減少、

学力の向上、児童生徒の規範意識の向上、教職員

の指導方法改善の意欲の高まりなどが報告されて

いるところでございます。また、今後国では（仮

称）小中一貫教育学校の制度化を目指すとのこと

でありますから、当市におきましても小中一貫教

育に関する調査研究を進めていく必要があり、本

市のそれぞれの学校や地域の実情、要望等を踏ま

えた上で小中一貫教育が実施できる地域を指定し

て取り組みを進めてまいりたいと考えたところで

ございます。智恵文小学校と智恵文中学校につき

ましては、従前より地域の人、物、自然を生かし

た特色ある教育活動に取り組み、子供たちの生き

る力の育成に大きな成果を上げてきているところ

であります。また、運動会、体育祭を合同で実施

したり、小学校と中学校のＰＴＡ組織を一体化し

たりするなど、小中連携や学校と地域の連携が進

んでいると認識しております。さらに、智恵文地

区の学校は、小規模の小学校１校と中学校１校で

あり、一層連携を深めるための条件が整っている

ことから、将来小中一貫教育を推進する素地は十

分にできていると考えております。また、智恵文

地区の住民の皆様方からいただいております要望

書の中では、小学校、中学校においては単に併置

にするのではなく、義務教育９年間を見通した小

中一貫教育とし、さらなる子供たちの成長を促し

たい旨の要望が上がっております。このように小

中一貫教育に関する国の動向や教育委員会として

の考え、また智恵文地区の皆様の要望やこれまで

の智恵文小学校、智恵文中学校の地域に根差した
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教育活動の推進状況などを総合的に捉え、智恵文

地区において本市の小中一貫教育のモデル的な取

り組みを進めることにいたしました。智恵文小学

校、智恵文中学校には、これまでの小中連携の取

り組みの成果と課題を踏まえ、生きる力を確実に

身につけさせるために地域や小規模の特性を生か

しながら義務教育９年間を見通した教育目標の設

定と教育課程の編成、９年間を見通した学習規律、

生活規律、ノート指導などの指導方法、小中学校

の教員の指導力を互いに効果的に生かす指導体制

のあり方等について研究を進めていただきたいと

思います。また、その取り組みの成果を他の学校

や地域に還流し、他の地区における小中連携の取

り組み等の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。そのため教育委員会としては、小中一貫教

育の先進校、先進地域の情報収集や教員の研修派

遣、９年間を通じた教育課程の編成に係る指導助

言等の支援を行ってまいりたいと考えております。

次に、市内の全小中学校での一貫教育の取り組

みの方向性についてお答えいたします。各地で小

中連携、一貫教育が進む中、本市におきましても

４つの中学校区を単位として小中連携を推進し、

小中合同の行事、小学６年生の中学校体験入学、

中学校教員による小学校への出前授業、参観日の

授業参観交流等の取り組みを通して小中学校の円

滑な接続を図っております。本市で取り組んでい

る小中連携は、小中学校が互いに情報交換、交流

することを通じ、小学校教育から中学校教育への

円滑な接続を目指すさまざまな教育のことでござ

います。これは、小中学校がそれぞれの児童生徒

の学習や生活の実態について共通理解を図る場を

設定したり、互いの行事等で交流したりするなど、

双方にとって教育効果が期待できるところから部

分的に行うことができます。また、小中一貫教育

は、小中学校が９年間を通じた教育課程を編成し、

それに基づき行う系統的な教育のことであります。

したがいまして、小中学校が教育目標や教育課程

をともにつくり上げる取り組みや双方の教員の指

導体制や施設設備の活用に関する条件整備などが

必要となり、小中連携と比べて導入に当たっては

検討を要する課題が多くあります。例えば教育課

程の編成では、地域において育てたい子供像につ

いて関係者が議論し、それを実現するための一貫

した教育課程を小中学校が協働して編成すること

が必要であります。その際に義務教育においては

全国どこの学校に行っても同じ教育が受けられる

ことを担保すべきであり、小中学校段階で転校す

る児童生徒が一定数おりますことから、一貫教育

実践校と通常の小中学校で教育内容が大きく異な

ることがないように工夫する必要があります。教

員の指導体制や施設設備の活用に関する条件整備

では、小中学校の教員が指導のあり方について共

通認識を持った上で乗り入れ指導を行い、小学校

高学年から教科担任制を一部導入して指導したり、

小学校から進学した生徒を見守りながら指導した

りする取り組みが大切であります。しかし、乗り

入れ指導の実施により教員の負担が増加するので、

日常業務のあり方を見直し、効率化させる必要が

あります。また、校地、校舎が離れた場所にある

小中学校、または隣接していても小中学校が異な

る校舎である場合には、乗り入れ指導等の実施や

それに関する教員同士の研修、打ち合わせなどに

校舎間の移動にかかる多くの時間を用いることに

なります。そのほか校地、校舎が離れた場所にあ

る小中学校では、合同行事等を行う場合には児童

生徒の交通手段を確保し、移動ルートの安全に配

慮する必要が出てまいります。このように小中一

貫教育の推進に当たってはさまざまな制約や課題

があります。本市の場合、例えば名寄東中学校に

は４つの小学校から子供たちが入学してまいりま

すので、一貫した教育課程の編成や校舎間の移動

などにおいて多くの課題が出てまいります。した

がいまして、当面は智恵文地区で小中一貫教育の

取り組みを進め、その成果を各地区の学校で共有

することを通して小中連携の取り組み等の一層の

充実を図ってまいりたいと考えております。
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続きまして、小項目３、地域文化の創造につい

てお答えいたします。市民文化センター大ホール

ＥＮ―ＲＡＹは、市民待望の施設として市民がす

ぐれた文化芸術に触れる機会の充実とより主体的、

創造的に文化芸術活動が行える環境の整備を目的

に事業を進めてまいりました。文化芸術の拠点、

市民コミュニティー醸成の場との表現は、事業の

基本設計段階からの方針であり、変わらずに示し

てきたキーワードであります。まず、文化芸術の

拠点とは、市民会館大ホールの役割を受け継ぐ施

設として市民文化センターと一体的に運用するこ

とにより、市の施設の中で最も整備された設備と

機能を生かしてすぐれた文化芸術の鑑賞や創造の

場となる事業を展開するこれまでにない新たな拠

点を目指しているものであります。そのためには、

貸し館のためだけの施設とならないよう、文化芸

術にかかわる情報と市民のニーズを把握し、地域

に合った振興策を推進する総合プロデューサー的

な人材を配置し、幅広い自主企画事業を実施する

ことで活力ある文化ホールとしていきたいと考え

ております。また、文化芸術を理解し、実践する

ことのできる事業協力者やマナーを理解した鑑賞

者の育成についても取り組んでいきたいと考えて

おります。さらに、次世代を見据え、幼少期から

文化芸術に触れる機会を設け、心の豊かさを醸成

する施策も検討してまいります。次に、市民のコ

ミュニティー醸成の場とは、現代の公共ホールに

は地域コミュニティーの創造と再生を通じて地域

の発展を支える機能も求められており、施設を活

用し、地域に一歩踏み出した事業を創出すること

でさまざまな世代の市民が集い、憩い、触れ合う

場所とすることを目指しているものであります。

そのためには、文化芸術の拠点としての活動基盤

としながら、施設に集う人々によるにぎわいの創

出やさらなる相乗効果を発揮するため、近隣の団

体や関係機関、道内の類似規模施設とも共同制作

や巡回公演等の事業を展開してまいりたいと考え

ております。また、市民参加型事業や貸し館事業

などにより、企画、出演、観覧などの多くの方々

の利用を促し、文化芸術を中心とした新たなコミ

ュニティーが形成されていくことを期待している

ところでございます。

次に、開館後の運営の方向性とメーン事業につ

いてであります。運営の方向性として最も基本と

なるのは、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

の趣旨を酌み取り、新たに制定いたしました名寄

市文化芸術振興条例に則した運営を行うことと考

えているところでございます。劇場法の趣旨は、

文化施設の機能が十分に発揮され、地方において

も多様な実演芸術に触れる機会を提供することで

あり、条例では市民全体の多彩な文化芸術活動を

支えることにあります。この基本的な考えのもと

で、１つ目は市民や団体の活動支援、技術者や演

奏家を育てる活動、２つ目には多くの市民がすぐ

れた文化芸術に触れるための見せる活動、３つ目

には地域の伝統的な芸能を継承、発見する活動、

４つ目には創造、発表の場として新しい個性を創

造する活動、最後５つ目にはホールの役割として

の社会的包摂とアウトリーチ活動、この５つの視

点を大切にした運用を目指しております。大ホー

ルで実施される主な事業は、自主事業と貸し館事

業に大別されますが、どちらの事業においても

（仮称）市民ホール整備事業の中で設計されてき

た音楽を中心とした多目的に利用できる施設とし

ての特徴を生かした事業が展開されると考えてお

ります。メーンとなる事業について具体的に申し

上げますと、６４７席の座席と整備される備品や

設備の面から音楽や演劇などの分野が中心になる

と考えております。５月９日の開館記念式典を皮

切りに、５月１７日に開催の名寄市民で第九を歌

う会、９月１３日に開催予定の名寄市民劇など各

実行委員会が主催される提携事業や６月５日に開

館記念事業として開催する札幌交響楽団、小山実

稚恵特別演奏会などの準備を進めているところで

ございます。

続いて、小項目４の生涯スポーツの振興につい
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てお答えいたします。教育行政執行方針におきま

しては、平成３２年に東京オリンピック、パラリ

ンピックが開催されることに伴い国内全体でスポ

ーツに対する関心が高まっていることと平成２４

年１２月にまとめた市民のスポーツ環境・意識調

査においてもスポーツや運動の必要性と継続性、

機会や場の創出の大切さが指摘されておりますこ

とから、引き続き市民皆スポーツを目指してスポ

ーツ施設の整備や改修など環境整備に努めること

をお示ししております。市内の施設における近年

の主な改修整備につきましては、平成２４年度に

名寄市テニスコートの表面改修、平成２５年度に

名寄Ｂ＆Ｇ海洋センターのボイラー更新、名寄市

営球場の観覧席修繕と塗装及びバックスクリーン

の塗装、平成２６年度にピヤシリシャンツェのリ

フトワイヤ交換と８月５日の大雨災害によるリフ

ト運転室及び人工芝等の復旧となっております。

その他、スポーツセンターのトレーニング室に配

備の各種機器を随時更新してきております。今後

の予定といたしましては、平成２７年度にピヤシ

リシャンツェのリフト滑車軸組の交換、風連球場

のトイレの更新、平成２８年度には南小学校にス

ケートリンクを移転する準備を進めているところ

でございます。

日進地区の再整備基本構想につきましては、平

成４年に策定されましたピヤシリヘルシーゾーン

構想基本計画に基づき進められてきた各種事業に

ついて、道立サンピラーパークの整備やスキー場

の利用低迷、温浴施設の老朽化などから利用状況

が変化していることを背景に見直しを行うことを

主眼として策定されたものとなっております。構

想では、スキー場エリアと健康の森道立公園エリ

アの２つのエリアに分けて行い、各エリア内にあ

るスキー場や陸上競技場などのスポーツ施設につ

いて改修整備の必要性などを示しておりますが、

市全体のスポーツ施設整備や社会教育中期計画と

の関連及び必要度や優先度などの点で整理ができ

ておりません。したがいまして、現時点でお示し

できる施設整備計画には至っておりませんので、

御理解をお願いしたいと思います。

次に、合宿誘致のこれまでの取り組みと成果、

今後の展望についてお答えをしたいと思います。

合宿の誘致の取り組みにつきましては、交流人口

の拡大、情報発信やＰＲ活動、スポーツの振興な

どの担当が分かれており、庁内で関係する部署の

連携により合宿受け入れ庁内検討会議を設置して

協議を行い、取り組んでおります。今年度は、一

般財団法人地域活性化センターの補助金を一部活

用して取り組んでまいりました。７月には合宿ア

ドバイザーを招聘し、現在のスポーツ施設等の評

価や今後の合宿受け入れの方向性に関する有効な

アドバイスをいただき、観光交流振興協議会交流

部会も参加して意見交換を実施いたしました。８

月にはアドバイザーの助言により、２０１５世界

女子カーリング選手権札幌大会や２０１７冬季ア

ジア札幌大会に向けた海外チームへ誘致活動を行

い、１１月には北海道知事杯カーリング大会に参

加する形で韓国女子ジュニアカーリングの２チー

ム１２名が合宿し、１月にはミニ合宿モニターツ

アーにアルペンスキー１チーム１２名を、北海道

ジュニアカーリング名寄合宿には１４チーム７４

名を招致いたしました。また、今後名寄市で開催

が見込まれますジュニアオリンピック大会、全国

中学校体育大会に向けて、ことしの開催地であり

ます新潟県、青森県や秋田県で運営体制、合宿等

の受け入れ態勢等の現地調査と合宿誘致のＰＲ活

動を行ってまいりました。成果といたしましては、

今回合宿で来ていただいた選手やコーチから競技

施設や宿泊施設等の改善点や要望などについてア

ンケートの調査を行い、宿泊施設に対する要望な

どが出されました。その中でアドバイザーからは、

冬季のスポーツ施設を活用し、恵まれた環境など

を生かしたスポーツの合宿誘致が有効との意見を

いただきました。また、北海道ジュニアカーリン

グ名寄合宿に合わせて名寄市利雪親雪推進市民委

員会が主体となり、名寄地域スポーツフォーラム
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が開催され、スポーツの振興、選手の育成、合宿

誘致に関してさまざまな角度から多くの意見や提

言があり、市民の関心も高まりました。海外チー

ムへの誘致活動を行った結果では、世界女子カー

リング選手権札幌大会に向けた事前練習のために

現在本市においてロシアチームが合宿していると

ころでございます。今回の取り組みでは、関係団

体や民間施設の協力をいただき、誘致活動の中で

新たな市とのつながりができたことも成果であり

ました。今後の展望といたしましては、今後名寄

市で開催される全国中学校体育大会、スキー大会

やジュニアオリンピック大会、そのほかに２０１

７冬季アジア札幌大会や２０１８冬季オリンピッ

ク平昌大会などの開催を機にスキー、ジャンプ、

カーリング種目に特化した合宿誘致が有効と考え

ております。また、名寄の地域の恵まれた環境や

施設の優位性を生かした合宿、大会誘致を進める

ことにより交流人口が拡大され、地域への経済効

果をもたらし、まちの活性化が図られると考えま

す。そのためには、競技団体や体育協会、宿泊施

設などの関連する皆さんと行政が連携して役割分

担を明確にするなど、オール名寄体制で取り組む

組織を再構築し、合宿を推進してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） ありがとうございまし

た。ちょっと項目が多くて大変だったというふう

に思いますけれども、もしかしたら私の聞き漏ら

しかもしれませんが、お答えをいただいていない

点がちょっとあったかというふうに思いますので、

それについて先にお伺いをしたいというふうに思

います。

コミュニティー活動の推進の中で、質問項目で

は町内会同士の連携が進んでいたりするところが

あるので、地域自治区を展望しながらモデル地区

の取り組み、その考えについてということで一応

質問項目挙げていたと思うのですけれども、それ

について回答があったかどうか、その分について

のお答えをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域連絡協議会のあり方

と地域自治区等の展望ということで、その中で先

行地区についてモデル地区での選定をというお問

い合わせ、答弁漏れていたかもしれません。申し

わけございません。

少しお話をさせていただきましたけれども、地

域自治区についてはその組織の体制づくり等にい

ろいろと解決すべき課題も多くあるというふうに

認識をしておりまして、これらについては今後の

第２次総合計画の策定が新年度からスタートして

いくと、その中で議論をしていく、そのことの議

論の中でもこのモデル地区のあり方については検

討していきたいというふうに考えております。平

成２５年度からこの地域連絡協議会の活動をより

積極的に行っていただきたいという、そんな思い

も、あるいは町内会同士の連携もということで、

この地域連絡協議会の活動交付金を一部改正をし

まして上限を引き上げる等の措置をさせていただ

きましたが、今年度平成２６年度についても例え

ばきょう東地区の皆さんたくさん来ていただいて

いますが、非常に東地区あたりは活発な事業に取

り組んでいただいています。防災訓練であります

とか盆踊り、あるいはお餅つき、先般のスノーラ

ンタンフェスティバルと、地域連絡協議会の活動

交付金の拡大によってこうした活動が助長された

ことも一部あるのかなというふうにうれしく思う

ところであります。いずれにいたしましても、こ

のことについてはしっかりとまた総合計画の中で

非常に大事な問題でありますので、議論をしてい

きたいと、その中でモデル地区ということも検討

の中に当然加えさせていただきたいということで

ございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） せっかく今お答えいた

だきましたこの点について、市長からもありまし
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たように東地区では既にいろんな取り組み、町内

会ごとの連携も含めて進んでいます。ただ、課題

にもあったように役員の担い手、あるいは財政的

な裏づけというのがそういう意味ではまだまだ不

十分、そういう点を今後の第２次の総合計画の中

で議論をしていくということでありますけれども、

一定解決そういう意味で事前にできる分もあるか

というふうに思います。計画できなければ取り組

めないということでもないというふうに思います

ので、モデル的な事業については全体、一遍に地

域自治区確立をしていきますというよりは、１つ

ずつ地域調整していくということも手法としては

あるかというふうに思いますので、そういう意味

ではできるところから進めていくというのもぜひ

お考えをいただきたいというふうに思います。

それでは、最初のほうに戻りまして、地方創生

にかかわって少し質問させていただきたいという

ふうに思います。地方創生の関係で具体的に市長

が期待する点については何かということでお伺い

をしたというふうに思います。例えば答弁の中に

もありました国からの情報の支援だったり、人的

支援だったり、財政的支援だったりということで

の支援策が打ち出されてきているというふうに思

います。特に市長がそれらの中で期待するものと

いうか、があれば市長のお考えをちょっとお聞き

したいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の地方創生は、ざっ

くりと言うと地域ならではの戦略を策定し、それ

に国が呼応する形で新型交付金で応援すると、こ

ういう形になっているのだというふうに思います。

そういう意味では、財政面での期待もするところ

でありますけれども、もう一つ、私はこれいつも

お話ししているのですけれども、この機会にしっ

かりと具体的な目標を市民みんなで共有をしてこ

ういう方向に行くのだという、みんなでまちづく

りを活気づけていく一つの大きなきっかけにして

いきたいというふうに考えているところでありま

す。そのために、時間はないので、なかなか十分

な議論できるかわかりませんけれども、当然本部

を立ち上げましたので、そこでしっかりとしたデ

ータに基づいたたたき台をつくって市民の皆さん

とよくすり合わせをしながら、できるだけ早急に、

しかし非常にこの地域ならではの夢が持てる戦略

をつくっていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） まず、戦略づくりとい

うことが必要だということで、それに向けての本

部が立ち上げをされたというふうに思います。市

長から今ありましたように、市民の皆さんと一緒

にやっていくのだということでありますから、そ

ういう意味では取り組む段階で少し市側が足を使

ってというか、とりわけ懇談会なり、そういった

ことを少し多目に、時間がないということではあ

りましたけれども、やる中で直接市民の皆さんの

声を聞く、あるいは考え方を共有するということ

がその中ではできるというふうに思いますので、

そういった取り組みをぜひ進めていただきたいと

いうふうに思いますけれども、この間パブリック

コメントなり、そういった取り組みはされていま

すけれども、直接の対話の中でいろんなことが進

んでいくというふうにはなっていないのかなとい

うふうに思っていますので、その辺について市長

の考えがあればお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ぜひともしっかりと市民

の皆さんと対話と連携をもって進めていきたいと

いうふうに思います。一方で、この創生戦略はス

ピード感も国に求められていまして、非常に大変

だなというふうにも思います。できる限り早急に

我々としてもしっかりとたたき台をつくって、市

民の皆さんにお示しをして議論をして対話をして

いくということをやっていくということに尽きる

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。
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〇７番（奥村英俊議員） さらに、本市が有する

さまざまな資源や優位性を最大限に生かしながら

ということで、将来にわたっての自律的で持続的

な地域社会を創造できる取り組みというふうにお

っしゃっていますけれども、具体的に例えばこう

いうことだというか、想定がもしあるとすれば、

あるいは国のほうのメニューというか、導きや何

かも出ている部分もあるというふうに思いますけ

れども、そういった想定がもしあるとすればお聞

きしたいというふうに思いますけれども、具体的

にはどうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでずっと言い続け

てきていることです。例えばまずは大学の問題で

ありましょう。全国で８６の公立大学の中でも一

番北にあって、そして所在自治体としては一番人

口の少ない名寄市だということでありまして、こ

の大学があるという財産は地域にとって非常に大

きなことであると、これを今年度一部４年制化も

含めた大学の改革を行うわけでありますけれども、

これに呼応する形でよりこの大学が地域に、名寄

市だけでなくて広域的に地域に貢献ができるよう

に地方創生のまさに核となってもらいたいという

ふうに願っておりますし、病院だとか、あるいは

冬、雪、冬季スポーツ、自衛隊、名寄ならではの

名寄でしか持ち得ないさまざまな財産があります。

これを有機的に生かしていくことで、ほかの地域

には描き得ないすばらしい戦略がつくれていける

というふうに考えているところであります。しか

し、具体的には市民の皆さんとしっかりと議論し

ながら進めていくことになろうかなというふうに

思います。また、加えて地方創生は子育て支援だ

とか、若者定住、雇用の関係だとか、そうしたこ

ともありますから、そうしたきめ細かい定住促進

や子育て支援の政策もこの中に織り込んでいくこ

とになっていくのだろうというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今市長から少し具体的

な部分も出されました。そういったことを市民の

皆さんに訴えながら、言われたようにみんなでつ

くり上げていく、戦略をつくり上げていくという

ことが必要だというふうに思います。あわせて、

やはり総合計画との整合性、そういったことも考

えていかなければならない分あるというふうに思

いますので、そういう意味では期待することもあ

りますけれども、少し検証も含めて慎重な対応も

含めて名寄版の総合戦略を進めていただくよう求

めておきたいというふうに思います。

次に、市政運営の根幹にかかわる点について少

しお伺いをしたいというふうに思います。市長の

答弁の中で私自身もなかなかぴんとこない分ある

のですけれども、民間会社的発想で取り組んだ点

というのがあったというふうに思います。具体的

にこれについては民間的発想でやったよというの

があれば、先ほども行政サービスの向上であった

り、健全化であったりということで例も挙げられ

ましたけれども、例えばこういう取り組みという

のがいわゆる民間的な発想だよということを少し

説明いただければというふうに思いますけれども、

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 答弁させていただいたと

おりなのでありますが、行政サービスの向上、あ

るいは行財政の健全化、名寄市の魅力の発信とい

うことで、こうしたことを民間的発想で行ってき

たと、こういうことであります。サービスの質の

向上ということで先ほどもお話ししたとおり、常

に職員の皆さんには市民は顧客であると、それと

市民が主役であると、こういう意識を共有しよう

と、そのことでしっかりとした公共サービスをし

っかりと市民の皆さんに提供し、市民の皆さんも

そのことによって協働のまちづくりの一員として

行政に信頼感を持ちながら、さらにまちづくり推

進をしていくのだと、そういう心がけをしっかり

持っていこうと、そんな話をしていますし、行財

政の健全化については先ほどもお話ししたとおり
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でありまして、これまでもあらゆるコスト意識、

さらにはさまざまな有利な財源等に配慮をしなが

ら進めてきたつもりでありますし、名寄市の魅力

発信ということで行政ではなかなか持ち得ない営

業という発想を組織の中の名称にも取り入れて市

民みんなでこの名寄市を営業していこうと、そう

いうことも常々お話をし、これに向けて取り組ん

でいるところであります。よろしゅうございまし

ょうか。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） もう少し例えばこれが

民間的発想になるのだよということもお知らせを

いただければよくわかるかなというふうに思った

のですけれども、ちょっとそういう答弁ではない

ので、あれですけれども、行政のいろんな取り組

みからすると民間的発想ということが本当に、で

やっているよというふうに説明ができているのか

なというか、そういうふうにちょっと思います。

具体的な情報発信の関係や何かも含めて、別に民

間の発想ではなくてもやれるというか、やってい

ることでありますし、殊さらそういうふうに言わ

なくてもいいのかなというふうに思います。例え

ば民間的な発想ということでいうと、昨年市のほ

うの協力もいただきまして、名寄岩関の１００年

の生誕記念事業やらせていただきました。実行委

員会という形でつくらせて、私もその一員として

事務局を担わせていただきましたけれども、多く

の市民の皆さんの御協力をいただいて取り組みが

できました。もちろん名寄岩関の魅力であったり、

あるいは財産ということになるというふうに思い

ますけれども、そういったものを活用させていた

だきました。さらに、実はそれに少し磨きをかけ

た分もあったというふうに思います。親族の方と

の新たな連絡、コンタクトもとれたりしましたし、

名寄においでいただいたり、そういったこともで

きました。そういった取り組み、また昔の人が名

寄岩の型をつくって煎餅をつくっていました。そ

れを民間の方、お菓子屋さんに御協力いただいて

復活をしてみたり、そういった取り組みができま

した。そういった取り組み自体がそういう意味で

は民間的な発想でできたものだというふうに思っ

ています。９月２７日メーンでいろんな事業取り

組みさせていただきました。本当に皆さんにも来

ていただいて大変ありがたく思っているところで

すけれども、実はその後も名寄岩関の関係では、

市長御存じかというふうに思いますけれども、名

寄の食材なんかを使ったちゃんこ鍋を取り組んで

いこうというか、そういった流れになって、まだ

少し具体的になってくるには時間もかかるようで

ありますけれども、既に名寄岩関ゆかりの相撲部

屋のところとのコンタクトもとれたりしながら、

そういった事業が進もうとしています。そういっ

たことが民間的な発想の例だというふうに思って

いるのですけれども、先ほど言いましたように行

政側として殊さら職員に民間的発想を押しつける

必要は何もないというふうに、市長がふだんから

やっていることがもしかしたら民間的な発想でや

られていることだというふうにも思いますし、そ

ういったことで行政運営するのであれば問題はな

いというか、そういうことかと思いますけれども、

市民の皆さんとやはり信頼関係をいかに持って行

政運営をするかということが一番大事であって、

そのことをしっかりしていただきたい、するべき

だというふうに思いますので、そのことについて

申し上げておきたいというふうに思います。

それから、先ほど、今の答弁の中でも市民は顧

客ですよというふうな言葉ありました。市民が主

役であるということについては、これは従前から

もそういう考え方、対応しているというふうに思

いますし、理解できますけれども、市民が顧客だ

ということであるとすると少し意味が違うのでな

いかというふうに思っています。言葉の意味から

すると、余り適切な表現ではないのではないかと

いうふうに思いますけれども、市長は顧客の意味

というのはどういうふうなことで市民の皆さんを
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顧客というふうに言っているのか、ちょっとその

辺の説明をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） いろんな方から、学者さ

んも含めて行政サービスは究極のサービス業であ

るというお話ありまして、常に私もそういう言葉

使わせていただいています。市民の皆さんがこの

役所に来ていろんなサービスを受ける、さまざま

な場面で公共サービスを受けると、そういう意味

では我々職員はそうした行政サービスを提供する

という意味で、市民の皆さんにそういう立場でお

客様という感覚を持って接すると、当たり前のこ

とだというふうに思います。その奉仕やサービス

の中で市民の皆さんも意識を高めて、我々も市民

の一員としてしっかりとまちづくりに参画をして

いくと、その信頼関係の醸成の中から協働のまち

づくりが昇華をしていくと、そういうことなのだ

ろうというふうに思っています。そのことを常に

いつもお話をしていますし、市民に対して我々の

市の役所という組織は１つしかないので、民間み

たいに２つ、３つあるところではありませんから、

そうした意味ではしっかりと横柄にならずに市民

の皆さんの立場に立ったサービスを心がけるよう

に私も努めておりますし、職員の皆さんにも事あ

るごとにそういったお話はさせていただいている

ということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） お客様だという感覚で

すよという、そういう言い方だとすれば、そうい

う意味では理解できる分もあるのですけれども、

職員全員が市民は顧客だよということ、感覚とい

うのと顧客というのとでは単なる言葉のあれでは

なくて、中身も随分違うのではないかというふう

に思うのです。顧客という意味を調べていくと、

潜在的に購買の意思や能力のある人、ひいきにし

てくれるお客であったり、お金もうけするために

何らかのものを提供してくれる人というふうな、

そういったところにいってしまうのです。だから、

こういった公の文書の中で顧客という形での市民

の皆さんの捉え方というのは適切ではないのでは

ないかというふうに思うのです。名寄市の自治基

本条例の中にも第２条の中で「市民とは、市内に

居住する者、市内で働き、若しくは市内の学校で

学ぶ者又は市内においてその他の様々な活動を行

う者若しくは団体をいう」、それから地方自治法

の中でも第２章で「住民は、法律の定めるところ

により、その属する普通地方公共団体の役務の提

供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任

する義務を負う」ということで規定されていて、

公平、平等に対応も受ける、義務も果たすという

ふうになっていると思うのです。顧客、お客さん

ということだとすると、先ほどもあったように一

部該当しない人が出てくる、気持ち、そういう考

え方でいきましょうということであれば、そこに

分け隔てがないよということではそうかもしれま

せんけれども、文言でこういうふうに出てくると、

市側からの文言として出てくると、そういう意味

では市民目線でもちょっとないというふうに思い

ますし、私は顧客だったりお客さんではなくて、

やっぱり市民の人はパートナーではないかという

ふうに思うのです。そういうふうな言い方すべき

だというふうに思うし、ある人からいうと会社に

例えれば社員というか、一緒に事業をやっていく

職員というのもいますけれども、市民の皆さんも

そこに一緒に属して事業を行っていく、その中で

例えば苦楽をともにするというのは変かもしれま

せんけれども、そういったことをしていく、そう

いった立場にいるのであって、顧客という意味と

はちょっと違うのではないかというふうに思うの

ですけれども、その辺についてどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 公共サービスを受けると

いう観点からすると、市の職員から見て市民の皆

さんはお客様であると、全く問題ないと思います。

その中でもう一つ、協働のまちづくりの市民は一

員であるということもしっかりと理解をするとい
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うこと、これは当たり前のことでありまして、そ

うした市民の皆さんと我々職員との関係の中から

信頼が生まれ、協働のまちづくりがさらに昇華を

していくという説明を先ほどからさせていただい

ているところであります。憲法１５条には、公務

員は全体の奉仕者ということをうたっております。

そういう意味では、そうした奉仕の精神を持って

我々は常に職務に邁進していかなければならない

のでないかというふうに思うところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 市長が今言いました公

務員は国民の奉仕者だということからすると、顧

客という言い方は全く上から目線になっているだ

けで、ちょっとやっぱり市長が言っている中身に

ついては理解ができません。年度当初の執行方針

でありますから、ここについては少し、これまで

も顧客というふうな言い方はされていないのでは

ないかというふうに思います。今回改めてそうい

う形で出てきた、それは何か意図があるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平成２６年５月の所信表

明でも民間会社的発想での行政運営と、私は市の

仕事は市民の幸せをつくることであると考えてお

り、職員全体に市民は顧客であり、市民が主役で

あるという意識を共有し、親切で丁寧な住民サー

ビスを行うとともに、コスト意識と現場重視の姿

勢の徹底を図りますというふうに申し上げている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 顧客という考え、市長

変えないようでありますけれども、そういう意味

では市民の皆さんに対して公平公正であるという

ことについては当然のことだというふうに思いま

すけれども、それについて確認をしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当然であります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） それでは次に、地域の

宝、財産、特色へのこだわりということについて

少しお伺いをしたいというふうに思います。

本市には自然が育み、先人が築いてくれた有形

無形のすばらしい財産が豊富にあるという、そう

いった認識だというふうに思いますけれども、こ

の財産や資源というのは、それの活用、利用する

ということはいいことだというふうに思いますけ

れども、単に活用、利用だけでなくて、やっぱり

実際財産磨くということが大事だというふうに思

います。先ほどちょっと例も挙げましたけれども、

そういう形でしていくべきで、利用、活用するの

には少しふだんからの手入れというか、そういう

ことも必要だというふうに思います。名寄は、自

然が豊かということだったかというふうに思いま

すけれども、とりわけ自然については守り育てる

ということも必要ではないかというふうに思いま

す。ひとつ森をそういう意味でつくるということ

もしてもいいのではないかというふうに思います

けれども、例えば市民植樹の日みたいな、そうい

うのを設けたりしながら市民全体で取り組みを進

めるということもあるかというふうに思いますけ

れども、そういったことについてどういうふうに

お考えかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでも民間団体の皆

さんと協力をしながら、毎年智恵文の北山でした

か、植樹祭をしておりますし、また２年前か３年

前ぐらいからでしたか、健康の森で子供たちに課

外授業的な形の中で植樹を、苗になる前の種の段

階からそうしたことを取り組んでいこうというよ

うな施策も行われていると。風連地区においては、

長くずっと続けられている子供たちの事業もある

ということでありますので、こうした木に親しむ、

自然を大切にするという活動はこれまでも継続的

あるいは発展的に行ってきているというふうに思

いますけれども、さらにいろんな御意見も聞きな

がら、こうした意識の醸成は大切だというふうに
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思いますので、やっていきたいというふうに思い

ます。

きのうでしたか、市民の有志の方から健康の森

を中心とした自然の何年間かの記録をまとめた映

像を寄贈していただきまして、これを各小学校や

中学校にお配りをしてほしいということで、私も

見させていただきましたけれども、あらゆる森や

いろんなところに動物やいろんな珍しい生き物の

映像が映し出されていてすばらしいなと思いまし

た。こうしたことを子供たちにまた見せて自然に

も興味を持っていただいて、そうしたことを慈し

み、育む精神も養っていきたいというふうに考え

ているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 市長からもそういった

お考えをお伺いできました。引き続いて具体的な

取り組みや何かも含めて提案もさせていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いを

したいと思います。

最後に、観光の関係で少しお伺いをしたいとい

うふうに思います。観光振興計画ということで質

問をしました。今収穫期ということで、２８年末

では平成２２年から２５％増というふうな目標を

立てています。ただ、２５年度の入り込みでいく

と３９万 ０００人ということで大幅に減った状

況です。いろんな状況あると思いますけれども、

これを目標に近づけるということにするというこ

とだと３４万人ぐらいふやさなければならない、

倍とは言いませんけれども、そういった数字にな

ってしまいます。そういう意味では、先ほどの答

弁の中でも何とか目標達成に向けてということで

ありましたけれども、ちょっとやっぱり厳しい状

況だというふうに思います。そういう意味では、

観光振興計画自体の目標の見直しも含めてもう一

度きちっとした検証をすべきだというふうに思い

ます。例えば目標達成への戦略プロセスの検証、

ステップワンの住民参加の体制づくりということ

すらちょっとできていないのではないかというふ

うに考えるところであります。この間もありまし

たけれども、煮込みジンギスカンについてはなか

なかまだ十分に、浸透しているというふうにも思

ってはいるかもしれませんけれども、実際にはそ

ういうふうになっていないと思いますので、こう

いった取り組みの不十分さも含めてもう一度振興

計画に照らし合わせて点検をした上で目標の見直

し、そういったことをすべきというふうに思いま

すけれども、それについての考えをお伺いをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの答弁でもお話し

しましたけれども、やっぱり連続性という観点で

統計のとり方非常に精度が欠けているなというふ

うに思っていまして、統計のとり方にもちょっと

問題があったなというふうに思っています。その

ことも含めて、入り込み数自体がどうであったか

ということをもう一度改めて検証しなければなら

ぬなというふうに思っています。それぞれの施設

の中でのしっかりとした一定の基準に基づいた積

み上げ数字になっているのかということをしっか

りと検証し、今後の観光振興計画のまた基礎デー

タしっかりと持ちながら目標設定をしていきたい

というふうに思っています。既に１１月にまちの

中に新しいホテル棟がオープンをし、現在ももう

一棟新館のホテルが着工するということで、決し

てこの地域の宿泊も含めた交流人口はそんなに大

きく落ち込んでいるというふうには思っていませ

んで、流れとしてはこれから、今回のカーリング

の合宿等もありましたけれども、スポーツ施設の

振興、あるいは新年度からは市民ホールもオープ

ンするということで、このことに対してのたくさ

んの交流人口の拡大も大きく見込めるのではない

かというふうに思っています。あらゆる角度から

また観光振興計画をしっかりと検証しながら、よ

りみんなが目標をしっかりと実効性の高いという

か、みんながそこに向かって目標を目指せるよう

なしっかりとした計画の見直しをしていきたいと
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いうふうに考えているところでありますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市政推進の基本的な考え方について外５件を、

東千春議員。

〇２０番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、市政クラブを代表して質問い

たします。

加藤市政の２期目も順調に推移をしており、特

に財政の健全化が進む一方で、市立病院の医療の

高度化、大学の４年制による体制の強化、さらに

は交流人口による経済効果や芸術文化の華が開く、

市民には夢を抱くことができるまちづくりが進め

られているのではないかと思います。これらの取

り組みが具体的に、そしてより強固なものになる

ように、また将来を見据えたまちづくりの観点か

ら大項目６点についてお伺いをいたします。

行政の現場の仕事としては、正確な事務を行う

ことが最も重要でありますけれども、近年は柔軟

な発想を行政運営に取り入れることも求められて

おります。この両者に対してどのようなことを心

がけておられるのか、お知らせいただきたいと思

います。

また、窓口業務や交流人口への適切な対応から

ホスピタリティー教育の充実を図ってはいかがか

と思いますが、考えをお知らせいただきたいと思

います。

２点目、市長は常々２０年後、３０年後を視野

に入れたまちづくりを目指したい旨の発言をされ

ており、この考え方をより具現化することが望ま

しいのではないかと思います。総合計画議論の年

に当たり、まちの将来ビジョンについてもあわせ

て議論されてはいかがかと思いますが、考え方を

お知らせください。

３点目、名寄にはさまざまな財産があり、近年

は観光分野にも活路が出てまいりました。これら

をさらに生かすためには、それぞれの公共施設や

民間企業や団体が持つ財産間の有機的な連携を深

めていくことが必要だと思います。その一つとし

て、名寄の特性を生かした交流人口を求めるとき

に名寄である必然性やこれらをつなぐストーリー

が必要ではないかと考えますが、考え方をお知ら

せください。

大項目の２番目、国が進める地方創生は地方の

活性化を目指すものであり、名寄市もこれにチャ

レンジをすることを予定しておりますが、今後の

組織体制やスケジュールと方向性について考え方

をお知らせください。

２点目、ことしは合併１０年の年に当たります。

この間それぞれのよい点は残しながらも、一体感

のあるまちづくりを目指してまいりました。これ

までの取り組みの評価と今後の考え方についてお

知らせください。また、記念事業等についてもお

知らせをいただければと思います。

３点目、名寄市ではさまざまな防災対策を行っ

ておりますが、市民は地震対策については関心が

低い一方で、水害対策には危機感を持っているの

ではないかと思います。特に河川に近い住民は、

ハザードマップを意識しながら万が一の心備えを

していることと思います。そこで、特に水害のお

それの高い地域の町内会を重点地域と位置づけて

行政も入り、防災計画と避難計画をつくることが

望ましいのではないかと思いますが、考え方をお

知らせください。

大項目の３点目、高齢者が末永く地域の中で生

活できるためには健康寿命の長寿化が必要です。

町内会や地域の中で健康体操などがより盛んに行

われる環境の整備と指導が必要ではないかと思い

ますが、考え方をお知らせください。
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２点目、行政と地域がつながる最も重要なかけ

橋になるのは保健師の地域での活動ではないかと

思います。保健師、技術の専門家とともに地域密

着を目指し、地区担当制を検討してはいかがかと

思いますが、考え方をお知らせください。

３点目、長年の課題となっておりました医療職

給与表の整備を行ったことを評価をしたいと思い

ます。今後の給与及び関係する部署の給与総額の

影響についてお知らせをいただきたいと思います。

また、新卒看護師等への想定される影響について

もお知らせください。

４点目、現在看護師の配置は７対１を基本にし

ておりますけれども、勤務の状況や実質的な必要

性と診療報酬を考え、現状の体制でのメリット、

デメリットと総合的な評価についてお知らせをい

ただきたいと思います。

大項目の４点目、名寄市及び公共施設での物品

発注で市内事業者利用に関する基本的な考えと現

状についてお知らせをいただきたいと思います。

２点目、名寄市内での雇用のマッチングを考え

たときに市内で就職を目指す割合の高い名寄産業

高校との連携及び就職につながる資格取得等の支

援を考える必要があるのではないかと思います。

また、間口が削減されてしまえば、そもそも人材

の輩出ができない可能性があり、それらの対策に

ついて考え方をお知らせいただきたいと思います。

３点目、名寄市が発注する工事はなるべく多く

の市内の業者、技能者に手がけてもらいたいと思

いますが、大きなものは人数の確保が難しく、請

け負うことができない例があると聞いております。

将来に向けた技能者の維持確保、地元企業の育成

の観点から、地元で働けるための支援の考え方に

ついてお知らせをいただきたいと思います。

４点目、工事受注業者では工事の将来展望が見

えなくては人を雇用したくても控えることにもな

りかねません。そこで、修繕や建てかえを含む工

事の発注の展望を示すことが望ましいのではない

かと思いますが、考え方をお知らせいただきたい

と思います。

大項目の５点目、ごみ処理の中間処理施設の耐

用年限が近づいております。現在精密機能検査を

行っておりますが、中間処理に係るランニングコ

ストなどの費用、処理品目による最終処分場への

影響、ごみに関する名寄市民の生活などについて

総合的な見地から今後のあり方を検討する時期が

来ているのではないかと思いますが、考え方をお

知らせいただきたいと思います。

２点目、調和のとれた町並み形成は２０年、３

０年よりもっと長い年数がかかるかもしれません

が、未来に目指したい町並みの姿を市民とともに

考え、示すことは有意義なのではないかと思いま

すが、考え方をお知らせいただきたいと思います。

あわせて、公共施設の色調やデザインも一定の

考え方が必要ではないかと思いますが、考え方を

お伺いをいたします。

６点目、名寄大学の４年制化が決まり、手続も

進んでいることと思います。４年制に必要な教員

の確保について、その計画と現在の教員の研究成

果の状況とレベルアップについて考え方をお知ら

せいただきたいと思います。

２点目、子供たちが日本人としての誇りを持ち、

立派な社会人として育つためには道徳教育と戦前、

戦中、戦後を中心とする近現代史を正しく学ぶこ

とが大切ではないかと思います。日本人は、古く

から弱い者いじめをするな、ひきょうなことはす

るな、おてんとうさまは見ているなどと言われな

がら育ち、それは自然と道徳心として心に残って

おり、あすで４年目を迎える東日本大震災の際に

も冷静に対応する国民性につながっていったので

はないかと思いますが、現在学校で行われている

道徳教育についての現状についてお伺いをいたし

ます。

また、第２次世界大戦の時代を中心とする歴史

を正確に教えることが大切だと思いますが、近現

代史教育の現状についてもお伺いをいたします。

３点目、市民期待の市民文化センター大ホール
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のオープンが近づいてまいりましたが、管理体制

及び事業運営方針と体制についてお伺いをいたし

ます。

また、近隣のホールとの連携も必要ではないか

と思いますが、あわせてお答えをいただきたいと

思います。

４点目、公共文化ホールの役割は芸術性の高い

プログラムとともに福祉行政と位置づけるコミュ

ニティープログラムの両者が両輪となった運営が

望ましいと言われております。芸術文化の提供に

おいてホールに足を運べない市民を排除すること

なく社会的包摂の高い社会づくりの観点、あるい

は子供たちの教育のために公共ホールの役割とし

てアウトリーチの取り組みが必要ではないかと考

えますが、お考えをお伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東議員から大項目６点に

わたっての御質問いただきました。教育行政以外

に係るところをまず私から答弁をさせていただき

ます。

大項目１、市政推進の基本的な考え方、小項目

１、民間会社的な発想とホスピタリティーについ

てであります。正確な事務処理は、行政運営の最

も基本となる部分であり、市民の信頼を得るため

に不可欠であることから、コンプライアンスの徹

底による適正な業務遂行を常に心がけているとこ

ろであります。また、住民ニーズが高度化、複雑

化をし、少子高齢化や高度情報化が急速に進む中

で地方自治体を取り巻く環境は日々変化をしてき

ていることから、地域特性を生かし、市民ニーズ

と社会経済情勢等に対応した柔軟な発想による行

政運営も重要であり、正確な事務処理がこれを下

支えをしていくということになろうかと思います。

このため職場においては、職員研修や日常の業務

を通じてのトレーニングや提案制度、自主研修、

職員派遣などに取り組み、職員の資質向上を図っ

てきているところであります。また、地域におい

ては、職員はみずから積極的に市民活動や町内会

活動等に参加をし、常に市民の視点に立って行政

需要の把握に努めることが重要であり、市民との

ネットワークづくりによる協働のまちづくりを進

めてまいります。

窓口業務や交流人口への適切な対応からホスピ

タリティー教育の充実が必要との御指摘につきま

しては、平成２３年４月からは総合案内、平成２

４年４月に健康福祉部内に相談窓口をそれぞれ設

置をしており、来庁者に対する挨拶の励行や電話

対応、さらには職員倫理や接遇マナー研修を開催

をするなど、住民サービスの向上に向けて引き続

き職員の資質向上を図ってまいります。交流人口

に対する対応といたしましては、ホームページや

パンフレットの外国語表記を行っており、平成２

５年度からの台湾との交流において国際交流推進

員を配置をして通訳や音訳を行うほかに、市民向

けの講習会を実施をしていきます。

次に、小項目２の総合計画と将来ビジョンにつ

いてであります。現在の新名寄市総合計画の期間

が平成２８年度までとなっていることから、２７

年度から２年間をかけての第２次総合計画の策定

を進めることとしております。来年度は、地方創

生の取り組みの一つとして人口減の現状、将来人

口について分析を行った上で２０６０年までを対

象期間として目指すべき将来の方向と人口の将来

展望を提示をする人口ビジョン、これを策定する

こととしているところであります。第２次総合計

画につきましては、この人口ビジョンで示される

人口の将来展望を踏まえて人口が減少していく中

で持続可能な地域社会の構築を念頭に置いて策定

をしてまいりたいと考えておりまして、総合計画

策定審議会初め、まちづくり懇談会、タウンミー

ティングなどにより十分に市民議論を行いながら

本市が目指すべき将来像を描いてまいりたいと考

えております。

交流人口拡大の視点に立ったまちづくりを目的

の一つとして掲げている名寄市観光振興計画にお
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きまして、目的を達成するためのステップとして

地域資源の点のストーリーを有機的に結びつけ、

１つの線のストーリーに構築できるよう取り組む

こととしております。これまで当市の貴重な地域

資源である天文台、北国博物館、独立行政法人医

薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研

究部、健康の森、住友ゴム名寄テストコース、こ

うした公共施設、民間企業が持つ施設等を市民モ

ニターツアーや台湾からの教育旅行受け入れの際

などで積極的に活用してまいりました。ただ、天

文台きたすばるで木原秀雄先生の私設天文台時代

からの歴史や過程、薬用植物資源研究センターが

当市に存在をする意義など、ストーリーを説明す

る機会がまだ十分とは言えないと認識をしている

ところであります。名寄市観光振興計画策定４年

目を迎える新年度は、その検証、見直し作業を進

めていく中で地域資源の歴史、過程などを整理、

把握をし、名寄である必然性、またこれをつなぐ

ストーリーを構築、発信ができるように名寄市観

光交流振興協議会において検討したいと考えてお

ります。

大項目２、主な事業と協働のまちづくり、小項

目１、地方創生への対応について申し上げます。

国においては、急速に進展をする人口減少と少子

高齢化に歯どめをかけるべく昨年まち・ひと・し

ごと創生法を施行するとともに、総合戦略を策定

するなど課題解決に向けた取り組みを本格化させ

ており、本市といたしましても地方創生の取り組

みを全庁的に推進をするため先月９日に名寄市ま

ち・ひと・しごと創生本部を設置をし、本年中の

名寄版総合戦略の策定を決定をしたところでござ

います。今後人口ビジョンを策定した上で、住民

代表はもとより、産業界、教育機関、金融機関、

労働団体などで構成をする外部策定審議会や懇談

会の実施など多様な手法により市民の皆様の御意

見も伺いながら総合戦略を策定をするということ

にしておりまして、雇用の創出や交流人口の拡大、

子育て支援の充実、あるいは市町村間連携に加え

て市立大学の機能強化など、官民が一体となって

本市の実情に沿った実効性のある地方創生の取り

組みを進めてまいります。

次に、小項目２、合併の評価と１０周年記念に

ついてであります。平成１８年３月２７日に新名

寄市が誕生してから来年度で１０年目を迎えるこ

ととなります。この間合併協議会において策定を

されました新市建設計画を踏まえて策定をした新

名寄市総合計画に基づき、市立総合病院精神科病

棟の改築及びヘリポートの設置、風連国保診療所

など風連本町地区の再開発、道の駅や（仮称）市

民ホールの整備など市民の安全、安心や経済の活

性化、教育文化などの向上を図るとともに、農産

物のブランド化の推進など地域財産を生かしたま

ちづくりを進めてまいりました。また、本市の最

高規範となる自治基本条例を制定をし、市民と行

政との協働による市民主体のまちづくりについて

も推進をするなど、それぞれの地域の歴史や特性

を大切にしながら市政運営に努めてきたところで

あり、明るく元気なまちづくりに一定の成果があ

らわれてきているものと認識をしております。一

方で、一部の民間団体が統一には至っていない状

況にあることや地域の自治区についても地域連絡

協議会の活動を促進をしているところでありまし

て、その取り組みは道半ばであるものと受けとめ

ておりますことから、今後第１次総合計画の検証

を行う中で残された課題についても整理をし、そ

の結果を踏まえて第２次の総合計画を策定してま

いりたいと考えております。

また、来年度につきましては、合併１０周年記

念事業といたしまして記念式典、また記念フォー

ラムの開催、新たなカントリーサインの公募や北

国博物館での記念展を初めとする各種冠事業を実

施をし、地域の融和、一体感をより深めるための

取り組みを展開をしてまいりたいと考えておりま

す。

小項目３、防災対策の充実についてお答えをい

たします。議員御指摘のとおり、洪水については
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最近の全国的な局地的豪雨の状況や自然災害の規

模を見ても非常に被害が大きくなっております。

北海道においても昨年９月１１日には石狩、空知、

後志地方に特別警報が発表されて広島市の土砂災

害時に発生をしたバックビルディング現象が発生

をし、また礼文島では総雨量１６０ミリのゲリラ

豪雨による被害は記憶に新しいところであります。

このことから、本市においても今後の大雨には十

分な警戒が必要と認識をしているところでありま

す。現在国の避難勧告等の判断・伝達マニュアル

作成ガイドラインに基づいて洪水と土砂について

避難勧告の基準を設けるよう作業を進めていると

ころでありまして、今月末に開催の名寄市防災会

議で決定を予定してございます。この基準の中で

は、避難勧告の対象となる地区のうち浸水の深い

地区について情報伝達重点エリアとして位置づけ

をすることも既に検討しておりまして、浸水の深

い地域、特に浸水区域の外に出る水平避難しか命

を守れないこうした地域に対しては対策を強化を

するように考えております。また、避難計画につ

きましては、避難に係る全体計画を用意をしなが

ら、各地域における個別計画についても災害対策

基本法に規定をされています。災害対策基本法で

は、避難に関して一人一人の命を守る責任は最終

的には個人にあると、こうした考え方に立ってい

ることから、その考え方に基づいて進めていくと

ともに、名寄市防災会議では関係機関等からそれ

ぞれ専門の御意見をいただきたいと考えておりま

す。自主防災組織につきましてでありますが、立

ち上げと同時に機能性が発揮をされなければなり

ませんので、市のスタンスとしては組織の設立の

推奨にあわせてあくまでも自発的な芽が育つよう

促す必要があると考えております。また、自主防

災組織の普及が拡大されるまでの間の対応につき

ましては、最近の自然災害の激化によって行政の

対応能力を超えるということもあり、関係機関連

携の上、行政のできること、自助、共助で取り組

むべきことについて住民と話し合う試みの活用な

ど、防災に対する知識の普及啓蒙も推進をしなが

ら、同時に自主防災組織の育成推進を進めてまい

ります。

次に、大項目３、安心して健やかに暮らせるま

ちづくりについて、初めに市民の健康管理と健康

寿命の長寿化について申し上げます。急速な高齢

化や生活習慣の変化に伴い生活習慣病は年々増加

をし、脳血管疾患や認知症などから介護を必要と

する人もふえ続けており、医療費抑制や介護予防

の視点からも高齢になっても介護を必要としない

健康寿命を延ばすことを目的とした健康づくり対

策が重要な課題となっております。本市における

健康づくり、体力づくりとして保健センターでは、

特定健診を受診をした男性を対象とした運動教室

や保健推進委員による冬期健康体操教室を実施を

し、運動教室前後の数値的な改善、冬期健康体操

教室では事業の定着化と参加者が年々増加をして

おりまして、一定の成果がございました。地区健

康相談にあわせて実施をする健康教室では、みん

なの体操やロコモ体操の普及活動を行い、若い世

代からの運動習慣をつけることにより要介護や寝

たきりにならないための取り組みを行っておりま

す。また、高齢者への介護予防を担当している地

域包括支援センターでは、生活機能が低下をして

いる高齢者向けの体操として嚥下と呼吸器、運動

器の機能を向上させることを目的として市内リハ

ビリ専門職が考案をした嚥呼体操を地域包括支援

センター保健師等が指導をし、また自主的に継続

をしていくことの大切さの啓発もあわせて実施を

してきてございます。さらに、毎年介護予防サポ

ーター養成講座を開催をし、身近な場所で介護予

防活動ができるように人材を養成しているところ

です。本年度実施をいたしました高齢者保健医療

福祉計画に係るアンケートの中で健康づくりに対

する調査を行いましたが、施設の整備等の要望が

一番多く、次に一緒に運動する仲間づくりとなっ

ておりまして、健康や運動のきっかけづくりが強

く求められている結果となりました。平成２７年
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度からなよろ健康マイレージを実施をいたします

が、幅広い年齢の方々が楽しく取り組みやすいも

のとなるよう対象メニューの検討を行ってまいり

ます。市内の各町内会や団体において健康づくり

事業として体操、運動教室、軽スポーツなどの自

主的な活動も盛んに行われておりますが、継続的

な取り組みとしていくためには指導者の育成が大

変重要であることから、今後においても市民の健

康増進に向けた健康運動教室は地域包括支援セン

ターの介護予防事業活動と横断的な連携を図りな

がら、町内会や各団体に対する働きかけや先進的

な取り組みを紹介するなど、地域の自主的な活動

の広がりを助長するための取り組みを推進をして

まいります。

小項目２の保健師の地区担当制についてでござ

います。これまで地域における保健師の保健活動

は、地域保健法及び地域保健対策の推進に関する

基本的な指針、これに基づいて実施をし、保健部

門の保健師は地域保健対策の主要な担い手として

重要な役割を果たしてきておりますけれども、特

定健診、特定保健指導制度の導入、介護保険法の

改正など保健師をめぐる状況が大きく変化をして

きたことに伴い地域指針が大幅に改正をされ、多

様化、高度化する住民ニーズへの対応、健康増進

法に基づく健康日本２１では健康寿命の延伸や健

康格差の縮小の目標を達成するために新たな方向

性が盛り込まれたことなどから、保健、医療、福

祉、介護等の各分野及び関係機関、住民との連携

及び協働がますます重要となってきております。

当市においては、保健師の計画的な人材確保と資

質向上を図りながら、保健センター及びふうれん

健康センターを活動の拠点とし、保健事業を展開

しておりまして、保健師の活動においては業務担

当制により成人と母子に分けて業務を実施、職員

間、地域、各関係機関と連携をしながら市民の健

康づくりに取り組んできております。現在保健セ

ンターにおいては、地域指針等の見直しや社会環

境の変化に伴い、これまでの活動に加えて保健活

動を効果的に展開するため総合的な健康施策に積

極的にかかわる必要があることから、健康課題を

業務ごとではなく個人、世帯や地域全体から捉え、

対応していくために業務担当制の一部を残しつつ

も、平成２７年度から地区担当制を導入すること

で準備を進めているところでございます。

次に、小項目３、市立病院の給与表整備による

影響などでございます。看護師、医療技術職への

医療職給与表の導入につきましては、前島市長時

代から長年の懸案事項でありました。昨年８月に

職員組合と一定の合意を得まして、看護職を対象

とする医療看護職給与表を導入をし、平成２７年

度の採用者から適用する予定でございます。お尋

ねの影響額について、初めに初任給の引き上げに

よる影響額から申し上げます。短大３卒を例にと

りますと、現行行政職の初任給１８万 ５００円

を医療看護職の導入により２０万 ２００円、１

万 ７００円アップに引き上げました。平成２７

年度当初の新規採用者は、現在のところ９名を予

定をしており、採用者それぞれ年齢や学歴が異な

ることから、影響額は概算になりますけれども、

短大３卒１人当たりの影響額が基本給、手当等で

年間２４万円程度と試算をしておりますので、９

名では法定福利費を含めて２８０万円程度と思わ

れます。また、医療看護職給料表は、行政職給料

表に比べて若年者の給与水準が高くなる傾向にご

ざいますので、先般１０１名の看護職員を対象に

給料表の変更の有無を含めた説明会を開催をいた

しました。その結果、対象者のうち３４名が平成

２７年度から医療看護職給与表への変更を希望し

ましたので、現在その手続を進めているところで

あります。次に、在職者の影響額でありますけれ

ども、これは勤続年数等により異なりますので、

正確な推計は困難ですけれども、変更希望者は全

て採用６年までの職員であることから、１人当た

り平均２０万円、年間における全体の影響額は法

定福利費を含めて８８０万円程度と想定をしてご

ざいます。このように初任給引き上げと在職者の
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医療職給与表へ移行により、平成２７年度で １

６０万円程度影響があり、今後１０年間は給与水

準は上昇いたしますけれども、一方で行政職職員

と同様に医師を除く病院職員についても給与の総

合的な見直しを実施をしておりますので、全体と

しての影響額はさらに少ない金額となろうかと思

います。

次に、今後の看護師確保の影響についてであり

ますが、平成２７年度に入りますと名寄市立大学

を初めとして看護大学、専門学校への学校訪問を

実施をいたします。訪問時には、教育研修体系の

充実や救命救急センターの取得予定などとあわせ

て初任給の引き上げについても積極的にＰＲをし、

看護師確保につなげてまいりたいと考えておりま

す。

次に、看護師の勤務状況と体制についてでござ

います。市立病院の一般病棟の看護師配置は、平

成２５年８月から看護基準７対１を取得して現在

に至っているということであります。７対１看護

基準というのは、患者さん７人に対して看護師１

人を配置をするということであります。平成２５

年度の１人当たり平均入院患者数２１６人であり

ますので、最近の患者数の推移を考えると現行の

７対１看護基準の維持は十分に可能であります。

しかしながら、産休、育休、病欠、育児短時間勤

務者の増加などにより病棟での夜勤の可能看護師

の確保が困難になってきているのが現状でありま

して、これは７対１であっても１０対１であって

も同じことと言えます。また、７対１を維持して

いく上での新たな課題は、昨年の診療報酬改定で

医療、看護必要度の基準が改正をされまして重症

度の判定基準が上がったということであります。

対応策といたしまして、２月に正式に施設基準を

取得をいたしました地域包括ケア病棟を有効に活

用しながら、７対１看護基準の要件である重症度

１５％以上、これをクリアし、今後も看護基準７

対１を維持していきたいというふうに考えていま

す。いずれにいたしましても、看護師不足は続い

ておりますので、初任給の引き上げ、学資金制度

の充実、市立大学との連携、教育研修体系の充実

など、今後もさまざまな対策を実施をしながら看

護師確保に努めていくとともに、業務改善などを

実施をし、現在勤めている職員の離職防止策につ

いても積極的に実施をしてまいります。

４番、商工業の振興について、１、物品発注の

考え方と状況についてであります。物品発注に関

しましては、名寄市が行う契約は地方自治法、地

方自治法施行令、名寄市契約規則などの法令に基

づき執行をしてございます。自治体の行う契約は、

公平性、透明性を保ち、適正な契約手続の遂行が

求められます。議員お尋ねの物品発注においても

同様でありまして、業者を指名し、入札を行うい

わゆる指名競争入札の執行においても適正な手続

が求められるところでございます。購入先の業者

の指名選考については、名寄市指名競争入札参加

者指名基準において規定をしておりまして、官公

需についての中小企業者の受注の確保に関する法

律第７条に基づき契約の適正な確保ができる範囲

において名寄市競争入札参加資格を有する市内業

者を優先的に指名をしております。地元の資材や

雇用者の活用による地域経済の活性化、また市内

業者の健全な育成に資するため市内業者優先とし

た発注を進めておりますが、特殊な物品など地元

で調達不可能な事例は市外業者への発注となるケ

ースもございます。

小項目２、市内事業所等の人材確保、産業高校

についてお答えをいたします。人材確保対策の一

つとして、市内建設業関係者から特殊技能労務者

の高齢化と若年後継者が不足をしているといった

問題点に対応するため、今年度から新規学卒者及

び就業して３年以内の若年就業者に対して土木及

び測量に係る技術講習の支援として上川北部地域

人材開発センターと連携を図り、地域人材確保事

業を実施をし、来年度も継続していくことにして

おります。御質問いただきました人材育成及び確

保策としての産業高校に焦点を当てた対策につい
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てでありますが、名寄産業高校につきましては貴

重な技術者を養成、輩出をする本市にとって貴重

な資源であると私どもは位置づけておりまして、

建設技術者と同様に慢性的な人材不足が問題とな

っている介護、福祉に関する人材確保の面におい

ても上川北部地域人材開発センターが実施をして

おります介護職員初任者研修を名寄産業高校生活

文化科の生徒が在学中に受講することができるよ

う学校側と協議をされていると、その報告も受け

てございます。また、市内の経済や雇用情勢、生

徒数の推移や進路状況等を調査分析をし、今後の

名寄市内の高等学校のあり方について検討する会

議も先月設置をされまして、将来を担う人材確保

の動向について具体的な検討も行われることから、

今後さらに学校と自治体が連携をし、在学中の学

生の資格取得支援など人材育成、確保に効果的な

取り組みをしている先進的事例など調査をしなが

ら、有効な対策を打ち出せるよう関係機関など含

めて検討してまいります。

小項目３、技能者の公共工事参加についてであ

ります。公共工事の発注につきましては、日ごろ

よりでき得る限り地元業者へ受注機会をふやし、

かつ年間を通しての事業の平準化と雇用の確保等

に配慮しているところであります。また、公共工

事に求められる規模、工期、工種等の条件により

必要な技能者数が変わるほか、必要な技能者が地

元にいない場合も考えられます。市としても工事

規模の大小により広く各種技能者にも仕事の機会

があるものと考えており、さらには国や北海道レ

ベルでの安定的、継続的な公共事業の確保が必要

であるとは認識をしております。しかしながら、

市内の現状として職種によっては技能者の高齢化

に伴う人材不足や後継者不足もあることから、地

元企業においては国や北海道における後継者育成

制度や助成制度創設などの施策を望んでおり、本

市として地元企業や技術者に対する支援制度の拡

充を上部機関に要望をするとともに、将来を見据

えた技術者の人材育成、確保に関し取り組むべき

方策等について中小企業振興条例及び同条例の施

行規則の見直し作業の中で検討してまいりたいと

考えております。

小項目４、工事発注の将来展望についてであり

ます。現在市の最上位計画である新名寄市総合計

画で５つの基本目標に基づき各分野の公共事業の

概要が示されておりまして、計画に基づく整備予

定事業につきましては毎年度財政事情、交付金の

有無、優先度、緊急度などさまざまな状況を考慮

して所管ごとにローリング作業を行い、事業年度

が決定をされていると、こういったことから長期

的な整備の見通しの概要を最初から示すというの

は難しいものと判断しています。また、予算化さ

れる事業につきましては、毎年４月に事業者説明

会を開催をし、事業者の皆さんには内容を公表し、

一定の御理解を得ていると判断をしておりますが、

今後におきましても地元の雇用を第一に市民にわ

かりやすい事業の公表に心がけてまいりたいと考

えております。

大項目５、環境と町並みについて、小項目１、

ごみ処理と今後の対応についてであります。ごみ

の中間処理施設は、平成５年より缶、瓶施設、平

成１２年よりペットボトル施設、平成１３年より

プラスチック容器包装類の施設、平成１５年より

炭化センターが稼働しているということでござい

ます。とりわけ炭化センターは、約１５億 ００

０万円の建設費で、１日の稼働時間は１６時間、

処理能力２０トンで、外熱式ロータリーキルン炉

で生ごみ等を加熱し、炭化物として高炉用のガス

抑制剤として再利用する循環型社会にふさわしい

道内で初めての炭化システムであります。また、

ダイオキシン類防止対策にすぐれ、汚水や排水も

無放流式で処理水を場外に排出をしないなど、公

害防止と環境に十分配慮した施設となっておりま

す。ごみの中間処理のランニングコスト、平成２

５年度決算で一般廃棄物収集等業務での約 ７０

０万円、古紙類収集等業務で約 ２００万円、炭

化センターごみ処理負担金で約２億 ５００万円
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を含む約４億 ６００万円となっております。炭

化センターの稼働から１２年が経過をし、修繕等

行いながら運転をしてきておりますが、平成２６

年度に精密機能検査の委託を行い、現在は委託業

者が結果をまとめているところであります。今後

のあり方ですが、炭化センターは当市と美深町、

下川町、音威子府村の１市２町１村の広域で構成

をされている名寄地区衛生施設事務組合が運営を

しております。同組合は、平成３０年４月供用開

始に向けて広域一般廃棄物最終処分場の建設途中

でありますため、完成後の平成３０年４月以降に

ならないと正式な検討をするのは難しいと思いま

すが、中間処理の方法によっては収集体制も大き

く変わる可能性もあることや精密機能検査の結果

を受けて炭化センターの改築、あるいは更新も含

めた総体的な検討を上川北部地域ごみ処理広域化

対策協議会名寄ブロック幹事会での担当者レベル

では課題にのせて検討を進めていきたいと考えて

おります。

小項目２、町並み形成と公共施設の色彩につい

てであります。初めに、町並み形成についてであ

りますが、町並みを形成する要素として建築物や

街路のほかにさまざまな景観要素が含まれており

ます。議員が言われているように、調和のとれた

町並み形成には長期的な視点で取り組まなければ

ならないものと考えておりますが、そのためには

市民合意や市独自のガイドラインなどを定めてお

かなくてはならないため、他市の状況調査をしな

がら総合計画に基づいて市民との協働で地域の町

並みづくりについて議論をしてまいります。

公共施設の色彩につきましては、地域との調和

が大事な要素であると考えておりますが、建物の

用途、目的、建設場所などの諸条件により求めら

れている要素が変化をすることから、一定の色彩

基準を定めることが現状としては難しいものと考

えております。今後予定されている公共施設の整

備に関しましては、周辺環境や町並みに配慮した

設計に心がけるとともに、色彩やデザイン等につ

きましては関係所管課との議論を踏まえ、市民に

長く愛着を持って利用をしてもらえるような施設

づくりに努めてまいりたいと考えております。

大項目６、教育行政についての小項目１の名寄

市立大学社会保育学科教員確保、充実については

私のほうからお話をいたします。新たに開設をし

ようとする社会保育学科の教員組織の編制につき

ましては、大学の理念、教育の目的、学位の授与

方針や教育課程の編成方針などを理解した上で社

会保育学科の人材養成の目的、方針を達成をする

ために必要かつ十分な教員組織の整備を図ること

としております。第１に、取得可能となる資格及

び免許等の人材養成に係る関係法令にのっとった

専任教員を配置をすること、第２に教育目標や人

材養成の目的の達成と保育の社会科を対象とする

新たな学問領域に対応する教育、研究に必要な専

任教員を配置をすること、第３に大学の理念に沿

って学科間の連携、協働による効果的な教員の配

置を行うことの３つが教員組織編制の柱となりま

す。したがいまして、現行の短期大学部の教員８

名に加えて、幼稚園教諭及び特別支援学校教諭の

養成に係る教員配置として新たに５名、保育士養

成及び保育の社会科を対象とする新たな学問領域

に対応するため新たに１名、合わせて６名の増員

を図り、１４名で教員組織の編制を計画をしてお

ります。社会保育学科の開設に係る教員の確保に

つきましては、昨年の９月に学長、副学長、保健

福祉学部長、短期大学部長、教務部長、事務局長

により構成をする新規採用に関する教員の選考委

員会を設置をして教員確保の実務を進めておりま

して、おおむね確保の見通しがつきつつございま

す。教員の研究成果などの現状については、毎年

名寄市立大学紀要が発行され、教員の研究成果な

どの公表を行ってきており、ここ数年は論文の投

稿件数がふえる傾向にございます。また、学内に

おける競争的な研究費の配分による特別枠支援に

よる研究活動が各年度平均で１５件ほどの取り組

みがあり、毎年度学内において全教員が参加をす
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る成果報告会が行われ、研究活動の向上が図られ

ております。あわせて、授業内容や方法の改善を

図るための組織的活動を行うため、学内にＦＤ・

ＩＲ委員会を設置をし、新任教員の研修、教員の

研究活動の推進、授業内容や方法の改善などに取

り組んでおり、教員一人一人の力量を高める取り

組みが進められております。今後も教員の研究活

動の推進と力量を高める研修等の取り組みを支援

をしてまいります。

以上、私からの壇上の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは、大項目６の

教育行政について、小項目２の道徳教育と近現代

史の教育についてお答えいたします。

学校における道徳教育は、児童生徒に豊かな心

を育み、人間としての生き方の自覚を促し、道徳

性を育成することを狙いとする教育活動であり、

社会の変化に主体的に対応して生きていくことが

できる人間を育成する上で重要な役割を担ってお

ります。道徳教育は、道徳の時間をかなめとして

各教科、外国語活動、総合的な学習の時間及び特

別活動のそれぞれの特質に応じて行うとともに、

あらゆる教育活動を通じて適切に行われなくては

なりません。とりわけ道徳の時間は、各教育活動

における道徳教育のかなめとしてそれを補充し、

深化し、統合する役割を果たします。例えば児童

生徒は、学校の諸活動の中で勤勉、努力、思いや

り、親切など多様な道徳的価値について感じたり

考えたりしますが、その全てについて考える機会

があるとは限りません。道徳の時間は、このよう

に学校の諸活動で考える機会を得られにくい道徳

的価値などについて補充する役割があります。ま

た、体験の中では道徳的価値の意味などについて

必ずしもじっくりと考え、深めることができてい

るとは限りません。道徳の時間は、このように道

徳的価値の意味やそれと自己とのかかわりについ

て一層考えを深化させる役割を担っております。

さらに、多様な道徳的体験をしていたとしても、

それぞれが持つ道徳的価値の相互の関連や自己と

のかかわりにおいての全体的なつながりなどにつ

いて考えないままに過ごしてしまうことがありま

す。道徳の時間は、それらを統合して児童生徒に

新たな感じ方や考え方を生み出すというような役

割も担っております。このように道徳の時間をか

なめとして学校の教育活動全体を通じて行う道徳

教育の内容は、児童生徒の道徳性を４つの視点か

ら捉えて整理されております。４つの視点の１つ

目は自分自身に関すること、２つ目は他の人との

かかわりに関すること、３つ目は自然や崇高なも

のとのかかわりに関すること、そして４つ目は集

団や社会とのかかわりに関することであります。

道徳の時間においては、こうした視点について児

童生徒一人一人が道徳的価値の自覚や生き方につ

いての考えを深め、道徳的実践力を主体的に身に

つけるよう授業を行っております。また、授業の

時数についてでありますが、週当たり１単位時間、

年間では小学校の１年生が３４単位時間、その他

の学年と中学校が３５単位時間実施することにな

っております。指導については、主として学級担

任が行うものでありますが、校長や教頭などの参

加、他の教師との協力的な指導などを工夫して道

徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実する

ことが大切でございます。このほか、道徳教育推

進教師には次のような役割があります。道徳の時

間の指導計画の作成に関すること、名作、古典な

どの読み物でありますとか郷土資料、映像ソフト

などの道徳用の教材の整備、充実、活用に関する

こと、そして道徳の時間の授業公開など家庭や地

域社会との連携に関すること、これらの役割を持

っております。校長のリーダーシップのもと、道

徳教育推進教師がその役割を十分に果たして全教

師の参画、協力を得て道徳教育を円滑に推進する

ことが大切と考えております。人間は、本来人間

としてよりよく生きたいという願いを持っており

ます。この願いの実現を目指して生きようとする

ところに道徳が成立いたします。道徳教育とは、

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号



－84－

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

人間が本来持っているこのような願いやよりよい

生き方を求め、実践する人間の育成を目指し、そ

の基盤となる道徳性を養う教育活動でございます。

また、道徳は、人と人との関係の中で望ましい生

き方をあらわしております。例えば礼儀や感謝、

思いやりなどは、互いに人格を尊重しようとする

ことから生まれる望ましい生き方のあらわれであ

ります。人は、こうした心のきずなを深め、人間

愛の精神に支えられて強く生きながら人格の形成

を図ることができるのであります。教育委員会と

いたしましては、各学校にこのような道徳教育の

意義について改めて全教職員が共通認識を深め、

全校体制で道徳教育を推進し、子供たちを健やか

に育むようお願いしてまいります。

次に、近現代史の学習の現状についてお答えい

たします。今日学校教育においては、２１世紀を

切り開く心豊かでたくましい日本人を育成するた

め、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参

画し、その発展に寄与する態度などを育てること

が求められております。そのため社会科におきま

しては、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情

を深め、国際社会に生きる平和で民主的な国家社

会の形成者として必要な公民的な資質を養うこと

が目標となっております。とりわけ中学校の社会

科の歴史的分野においては、我が国の歴史の大き

な流れを世界の歴史を背景に各時代の特色を踏ま

えて理解させ、それを通して我が国の伝統と文化

の特色を広い視野に立って考えさせるとともに、

我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての

自覚を育てることが重要でございます。近代の日

本と世界の学習では、１９世紀ごろから２０世紀

前半までの歴史を扱っております。この時期の我

が国は、欧米諸国のアジアへの進出など複雑な国

際情勢の中で開国し、急速な近代化を進めて近代

国家の仕組みを整え、その後常にアジア諸国や欧

米諸国と密接なかかわりを持ってきたことを理解

できるようにすることであります。例えば経済の

世界的な混乱と社会問題の発生、昭和初期から第

２次世界大戦の終結までの我が国の政治外交の動

き、中国などアジア諸国との関係、欧米諸国の動

き、戦時下の国民生活などを通して軍部の台頭か

ら戦争までの経過と大戦が人類全体に惨禍を及ぼ

したことを理解できるようにすることであります。

具体的には、我が国が多くの国々、とりわけアジ

ア諸国の人々に対して多大な損害を与えたこと、

各地への空襲、沖縄戦、広島、長崎への原子爆弾

の投下など我が国の国民が大きな戦禍を受けたこ

となどから、大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたこ

とを理解させ、国際協調と国際平和の実現に努め

ることが大切であることに気づかせる指導を行っ

ております。また、現代の日本と世界の学習では、

第２次世界大戦から冷戦の終結ごろまでの歴史を

扱っております。この時期の我が国は、第２次世

界大戦後の混乱の中から民主的な文化国家を目指

して再建と独立の道を歩み、冷戦などの世界の動

きとのかかわりの中で経済や科学技術の急速な発

展をなし遂げたことを理解できるようにすること

が大切であります。例えば高度経済成長、国際社

会とのかかわり、冷戦の終結などを通して我が国

の経済や科学技術が急速に発展して国民の生活が

向上し、国際社会において我が国の役割が大きく

なったことを理解できるようにすることでありま

す。具体的には、高度経済成長や沖縄返還、日中

国交正常化、石油危機、冷戦の終結の内容と現在

の自分たちの生活との深いつながりや現代日本と

世界の動きに関心を持たせるよう工夫し、国際協

調の平和外交の推進や開発途上国への援助などに

着目させて国際社会において我が国の役割が大き

くなったことを理解させ、公民的分野の学習に向

けた課題意識を持たせる指導を行っております。

教育委員会といたしましては、子供たちに我が国

と郷土の現状と歴史を正しく理解させ、伝統と文

化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を

愛する態度や外国の文化の理解を通じて他国を尊

重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を育

てるため、今後とも各学校が指導方法や指導体制
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の工夫改善に努めたり、校内研修の充実が図られ

るよう支援してまいりたいと考えております。

続きまして、小項目の３、文化センターホール

の管理、事業運営体制と近隣ホールとの連携につ

いてお答えいたします。まず、大ホールの管理に

ついて申し上げます。大ホールＥＮ―ＲＡＹを含

む新築施設につきましては、さきに議決いただい

た市民文化センター条例ほかの改正により既存の

施設と一体で管理することといたしました。施設

の管理業務に関しては、以前からお示ししており

ますとおり一部の業務を株式会社エフエムなよろ

と業務委託契約を締結して進めております。本年

１月から３月までは、開設準備業務委託として市

民ホール通信の発行、専用ホームページやソーシ

ャル・ネットワーキング・サービスの作成に係る

広報宣伝業務、ボランティア組織の設立と研修、

友の会組織の設立に係る関連組織構築業務、音響、

照明、舞台機構の運用を習得するための外部研修、

施設運営、企画立案に係る職員研修業務を既に実

施しており、今後は舞台関係や諸室関係の備品、

研修、補助事業を実施していく予定でございます。

新年度からは、新たな業務委託契約を締結して新

施設を日常から御利用される方々に対する案内や

利用予約業務、各種事業でのチケット販売管理や

設備運用業務等を追加し、利便性を高めていくこ

ととしております。設備や備品等の管理につきま

しては、これまで同様に行政事務として教育委員

会で行うこととしております。大ホールで行う事

業の予定としましては、５月９日の開館記念式典

を皮切りに、５月１７日に開催の名寄市で第九を

歌う会、９月１３日に開催予定の名寄市民劇など

各実行委員会が主催される提携事業や６月５日に

開館記念事業として開催する札幌交響楽団、小山

実稚恵特別演奏会、１０月初旬に開催予定の演劇、

海流座「アンデルセン・絵のない絵本」など市が

主催する自主事業のほか、北海道知事旗争奪全道

民謡決勝大会や北海道女性大会など大型の貸し館

事業が準備されているところでございます。大ホ

ール開館以降に市が主催する自主事業の企画につ

きましては、市民や団体などからの御要望も考慮

しながら市民文化センター条例に定めた事業企画

委員会に沿って計画的に進めてまいりたいと考え

ております。

近隣のホールとの連携につきましては、既に民

間組織であるアンダンテの会が中心となって開催

されている北の星座音楽祭などにおいて近隣自治

体をつなげた事業も行われているなど、積極的な

連携が求められております。このように近隣の各

ホールは長年の事業実績も高く、経験豊富な人材

も多くおられることから、職員や委託事業者のス

タッフも含めて一から学ばせていただく姿勢で連

携、協議の輪に参画させていただきたいと考えて

おります。そのほかに、これまでの市民会館大ホ

ールではなし得なかった広域の公共ホール間での

事業連携を目的として、平成２７年度から公益社

団法人全国公立文化施設協会に加盟しまして、北

海道支部である北海道公立文化施設協議会の御協

力をいただきたいと考えております。また、類似

の任意団体などにも加盟することを検討し、公演

事業の共同招聘の実現にも取り組みたいと考えて

いるところでございます。

続きまして、小項目４の芸術文化のアウトリー

チについてお答えいたします。アウトリーチとは、

外に手を伸ばすという意味で、広くは施設内外を

問わず行われる普及活動、狭くは施設外で行われ

る普及活動を指すとされております。全国的には、

１９７０年代初めから始まった美術館が学校など

にコレクションを出前する移動美術館が初期の代

表的な事例でありますが、こうした鑑賞型の出前

事業に対して、９０年代後半から主に取り組まれ

ておりますのは音楽、演劇、ダンスなどを通じて

創造体験やアーティストとの交流を行うワークシ

ョップ型の事業となっております。公立の文化施

設がアウトリーチ活動を行う意義といたしまして

は、１つには地域や市民との新たなつながりと公

共性、２つには観客の開拓や育成、３つ目には子
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供や青少年に対する成果、４つ目にはアーティス

トや芸術団体にとっての新しい役割、５つ目には

文化施設内部や行政組織に対する効果などの５つ

に整理されるとの考え方があり、主として子供や

青少年に対する成果を目的に実施し続けることが

結果的にその他のアウトリーチを行う意義にもつ

ながっていくとされております。アウトリーチは、

子供たちの教育の観点からはみずからが表現し、

他者と一緒に１つのものをつくり上げることで子

供たちのコミュニケーション能力、創造力の開発

において極めて有効なツールになると考えられる

ことから、近年市内で開催されている事業の多く

でもこうしたアウトリーチ事業が取り組まれてお

り、その意義を踏まえて今後大ホールで行う各種

の事業においても同様に組み込んでいきたいと考

えております。芸術文化事業を実施していく上で

の社会的包摂の考え方は、さまざまな要因からホ

ールなどで行われる事業に足を運ぶことができな

い方々に対してどのように鑑賞機会や体験機会を

提供していくかが重要な課題であると認識してお

ります。現在準備している事業の中では、実情や

御要望などを含め十分な情報収集ができていない

状況にありますが、今後企画していく事業の中で

アウトリーチの意義も踏まえた取り組みを検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） それぞれ御丁寧に答

弁をいただきました。それでは、時間の許す限り

再質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。

今回の質問の中で何点か総合計画より長いスパ

ンでまちづくりを考えていってはいかがかという

質問をさせていただきましたので、まずその辺の

ところから再質問をさせていただこうかなという

ふうに思います。まず、一番最初の２番目の将来

ビジョンについて市長にお伺いをいたしました。

総合計画をこれからつくるのは、名寄市の１０年

間どういうまちづくりをしていくかということに

は大変重要なことだろうというふうに思っており

ますが、市長が常々おっしゃられております１０

年、２０年後のまちはこういうまちにしたいのだ

ということをもう少し市民にわかりやすく説明す

るといいましょうか、市長と市民が語り合ってそ

ういうものを示してはいかがかなというふうに思

います。総合計画というのは、理事者は余りかか

わらないで市民の皆さんに主体的につくっていた

だくのが総合計画なのですけれども、今までそう

いう発想ってなかったのでないかと思うのです、

歴代市長さんというのは。それより長いスパンで、

なかったわけではないのかもしれないけれども、

余り明言される方はいなかったかもしれない、も

っと先を見越したまちづくりをしたいというふう

な方は少なかったかもしれない、私はそれはいい

ことだろうなというふうに思っておりまして、そ

こを少し具現化していただいてもいいのかなとい

う考えの中からある程度市長が２０年後はこうい

うまちがどうだろうかとか、何かそういうことを

少し示していただく中でいろんな方と、市民の皆

さんと話し合いをして、これは条例の縛りだとか

法律の縛りはありませんけれども、こういう社会

を目指したいのだというものが１つあったほうが

市民の何となく目標になるといいましょうか、い

いのではないのかなというふうに思うのですけれ

ども、そこら辺再度市長の考え方についてお伺い

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ありがとうございます。

地方創生の取り組みということで今もお話を述べ

させていただきましたけれども、今回は人口統計

をしっかりと分析をしていく中で２０６０年まで

の人口を見据えて将来展望を提示をする人口ビジ

ョンの策定をするということでありまして、まさ

にその中でより長期を見通したまちづくりをどう

していくのかということをみんなで議論をし合う
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いい機会になろうかなというふうに思っていると

ころであります。私なりのいろんな考えもありま

すけれども、ぜひそれは市民の皆さんといろんな

角度から議論させていただく中で一定の方向を示

していけるのが一番いいのかなというふうに思い

ます。それ以上に私が一番大事だと思うのは、や

っぱり市民の皆さんがそれぞれこのまちにもっと

もっと関心を持っていただいて、この地域をどう

していくのかということを主体的に考えていく、

ロングスパンでまちづくりを考えていく、そのき

っかけとして市民の活性化を促していくと、この

ことがまさに大事なのかなというふうに思ってい

まして、あらゆる機会を捉まえてさまざまな角度

からいろんな分野の方やいろんな世代の方と議論

をしてまいりたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 市長の思いはありな

がらも、なかなかそれをすぱっと言えるというの

は選挙のときぐらいしか余りないわけでして、実

際の行政運営の中に入ってしまうと総合計画だと

か、そういったものもほとんど市民にお願いをす

るような形になってしまうわけで、そこら辺もう

少し市長が意見を述べられるような、思いを具現

化できるような、そういう仕組みもあってもいい

のかなというふうに思いましたので、ちょっと発

言をさせていただきました。今後何かの機会があ

れば、そういった取り組みもお願いをしたいと思

いますし、地方創生の２０６０年、これ人口統計

を踏まえながらの計画ということで、まさに人口

の推計をしながらどういうまちに将来したいのか

という、そこら辺はやっぱり総合計画より長いも

の何かあってもいいのかなというふうに思います

ので、今後何かの機会があったらよろしくお願い

したいなというふうに思います。

もう一点は、大項目の５番目の２番目に町並み

についてもお尋ねをいたしまして、お答えをいた

だきました。調和のとれた町並みに対しては、市

民合意が必要であるということ、あるいは何らか

のガイドラインを持ってやれるかもしれないねと

いうふうなお答えをいただいたところであります

けれども、北海道には本州の歴史あるまちのよう

に古い建物だとか歴史的な建造物というのが非常

に少ないわけで、そういうこともありながら景観

に対する考え方というのが本州よりやっぱりちょ

っと薄いのかなという感じがしております。しか

しながら、雪国の美しさというのもこれから将来

に向けて逆に言えば新しくつくり出す美しさもひ

ょっとしたらあるのかもしれないです。そういっ

た観点から、これもひょっとしたら３０年かかる

か５０年かかるか、そのころに多分私ももうこの

世にいないのだろうけれども、そういったことを

考えながらまちづくりをしていくというのも私は

政治家のロマンなのかなというふうにも実は思っ

ておりまして、見える成果と見えない成果があっ

てもいいなと。いなくなった後にあんなこと昔の

人がやっていて、それが何となく今こういう形に

なりつつあるな、そういうことがあってもいいの

かなというふうに思ったものですから、ちょっと

発言をさせていただきました。ガイドラインをつ

くるとかというのは、なかなか難しいことだろう

なというふうに思います。特に色彩だとか芸術だ

とか、そういったことにある程度知識の持った方、

あるいは都市空間に対する知識のある方、そうい

った方が本当は中にいていただいて物を考えてい

くというのがいいのかなというふうに思っており

まして、例えば一つの例として北海道大学の大学

院に都市空間のデザインを研究するところがたし

かあったと思いますので、そういったところのモ

デル地域に指定を求めて何らかのまちづくり全体

をデザインをしていくということもおもしろいの

ではないのかなというふうに思うのですけれども、

ちょっと考えをお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 景観や町並みというのは、

地域の皆さんがこのまちに誇りを持ってというと
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ころで非常に重要な要素であるのではないかとい

う認識を持っております。北海道は、本州と違っ

て非常に歴史の浅い文化だということであります。

一方で、本州とは違う積雪寒冷という、そうした

気象風土も相まってこの地域の建物や空間という

のはどうあっていくべきかというのは、また本州

とは違ったアプローチや考え方が当然求められて

いくのでしょうし、必要なのだろうというふうに

思います。その中でそうしたことを踏まえながら

どう都市をデザインしていくかというのは、いろ

んな切り口はあるかと思いますけれども、今議員

がお話しいただいた都市空間デザイナーというか、

そうした学問的な見地からも検証していったらど

うかということもひとつ参考にさせていただきな

がら、これもぜひとも次の総合計画の一つの議題

として市民の皆さんに投げかけをし、議論をして

いきたいというふうに思うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

したいなと思います。前向きな答弁、感謝したい

なというふうに思います。これは、特にそんなに

お金がかかる話ではないと思うのです。例えば将

来壁を塗りかえるときにこの色を使ったらこれだ

け補助をするよとかという地域もあるみたいです

けれども、これはガイドラインをつくって皆さん

でこういうふうなまちづくりしましょうといった

ら、ほとんどゼロ予算でできるようなことかなと

いうふうにも思いますので、ぜひお願いをしたい

なというふうに思います。

町並みを考えるときにもう一点、もうちょっと

短期的な視点からできることとして、最近まちの

中でも個人の庭先で多くの方がガーデニングを行

い始めております。こういったところが少し連な

っていくような形になる、あるいは拠点になって

いくガーデニングをされているようなところがふ

えていけば、これもひょっとすると例えば地方か

らお客さんが来たときの何となく雰囲気的なおも

てなしになるだとか、あるいは地元で生活をして

いる皆さんの何となく心の安らぎになるだとか、

そういったことにもつながっていくのではないの

かなというふうに思います。これは、ちょっと当

初の目的の総合計画より長いスパンではないかも

しれませんけれども、こういったきれいなまちづ

くりというのも一方で少し目指してみてもいいの

かなというふうに思うのですけれども、そこら辺

についてもお考えがありましたらお伺いしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全国あるいは北海道内に

おいてもガーデニング、あるいは花を生かしたま

ちづくりというようなことで取り組んでいる自治

体もあるというふうに承知をしているところであ

ります。ガーデニングをするということは、好き

な方がやるということはすごいことであるし、す

ごいことというか、自然なことかもしれませんけ

れども、それを強制していくということになるの

はなかなか難しいのかもしれませんが、それを何

か促していくということでまちの空間を美しく見

せる、町並みをきれいなものにしていくという考

え方は可能性としてはあるのかなというふうに思

うところであります。議員から御指摘をいただき

ましたので、そうした手法等についても他市等の

事例もよく研究、検討してみたいというふうに思

うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） どうもよろしくお願

いしたいと思います。

３点目は、４の４番目に工事発注の将来展望に

ついてもお伺いしましたけれども、これについて

は細かにお示しをすることはやっぱり難しいので

はないかという答弁をいただきました。４番目の

商工業の振興についての４番目の工事発注の将来

展望についてでございます。ことしの１月によろ

ーなで行われたセミナーで、北海道における公共

施設マネジメントの現状と意義という講演会を聞

かせていただいた中で、この中でも将来の人口推
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計を加味をしながら将来の建物の維持管理も含め

て仕事の発注の平準化を目指しながら、それをや

ることによって将来の施設の統合ということも視

野に入ってくるので、だから少し将来の建物の形

が見えやすくなってくるのだというお話をお伺い

したのかなというふうに思います。そういった中

で細かくこの年度についてはこの事業をやるとい

うふうな示し方ではないかもしれません。大体こ

こら辺のところにはこういうものがあるというふ

うな示し方だとか、そういうことをもしできると

すれば行政側にもメリットがあるかもしれないし、

例えば５年間の中でこれだけの建設金額でなるべ

く抑えたいのであれば、どことどこの施設を統合

する必要があるであるとか、何かそういう発想も

できてくるのかもしれないし、行政側のメリット

もあるし、受ける側のメリットもあるのではない

のかなというふうに思うのですけれども、そこら

辺に対してもう一度考え方をお伺いをしたいなと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさに今総務省からも求

められておりますけれども、公共施設等の維持管

理計画というのを策定をすることを義務づけされ

ていると、こういうことでありまして、平成２７

年度中にこれを策定、名寄市でもするということ

にしております。まさにこれ上から地図を見てい

く中で公共施設をどう再配置や統廃合、長寿命化

をしていくのかということを議論していくという

計画でございまして、一定のそうした見通しは出

てくるのかなと。ただ、一方でこれは財源との問

題も出てくるということですから、そのスパンを

きちっきちっと明確に、後になればなるほどそれ

を示していくことはなかなか困難になっていくの

だろうというふうに思いますし、その都度、その

都度によって有利な財源が出てくるだとか、そう

したことによってその順番も入れかわってくると

か、あるいは中身が変わってくると、こういうこ

とも出てくるのかもしれませんが、一定の方向性

をこの管理計画の中でお示しをしていくことはで

きるし、それをしていかなければならないという

ふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 義務であれば、実施

していただけるということなのだろうなというふ

うに思いますけれども、そこら辺を計画を立てて、

それを例えば受注をされるような皆さんに対して

公表できるのかどうなのかわかりませんけれども、

もしできるようであったら公表して将来の受注側

の見通し、あるいはこれだけ仕事があるのだった

ら１人ぐらい雇ってもいいかなと思う業者さんも

ひょっとしたら出てくるかもしれませんので、も

し公表ができるようであればすっと公表していた

だければありがたいなというふうに思います。

それでは、ここからはなるべく順番に沿ってお

伺いをしていきたいというふうに思います。まず、

１の１のホスピタリティー、こういったことに対

して質問をさせていただきました。この中の特に

ホスピタリティーについてちょっとお伺いをした

いなというふうにも思いますけれども、近年は市

長の政策もありまして、先ほど交流人口、名寄に

流入する観光客の人数でしたか、お伺いしました。

何か減っているようにお伺いしまして、いっとき

の「星守る犬」だとか、そういった影響もあるの

かもしれませんけれども、かつての時代からはイ

メージが変わったなというふうに思っております。

天文台を初めとして、ひまわりだとか、そういっ

たことを求めながら名寄に訪れる方がふえてきて

いるなというのは、私は若干実感をしているなと

いうふうに思っております。そういった中でホテ

ルのサンピラー温泉のいろいろ問題もありまして、

そういったところの改修、あるいは新しくできる

ホール、そういったところで例えばお客さんが来

たときの接遇のやり方、気持ちの持ち方、そうい

ったことをやはりもう一度しっかりと持って流入

客、交流人口に備えてはいかがかなと。それは、

職員の皆さんだけではなくて、そういった指定管
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理を受ける皆さん、あるいはひょっとしたらホー

ルの運営だったらボランティアの皆さんもそうか

もしれません。そういった皆さんが一度ちゃんと

ホスピタリティーだとか接遇だとか、そういった

ことをしっかりと学んで、そういった中から交流

人口を求めていくということが必要なのでないか

なというふうに思っております。といいますのは、

やっぱり交流人口を求めていくというのは最終的

には私は人数ではなくて経済効果だろうなという

ふうに思っています。そこには、やっぱり我々側

もしっかりした気持ちを持って、これをやがては

ちゃんと経済効果に結びつけていくのだという思

いの中から笑顔が出てきたりだとか、そういうこ

ともひょっとしたらあるかもしれません。そうい

ったことも含めてやっぱり受け入れる姿勢、態勢

を学んでいくということが必要かなというふうに

思いますので、この件に関して考え方をお伺いし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人口減少問題が叫ばれる

中で地域が外から来ていただく交流人口、あるい

は移住していただける方だとか、また大学生みた

いに定着していただく方もいるけれども、４年た

って出ていかれる方、こういう外からの方たちを

いかに喜んで受け入れて、そしておもてなしの心

を持つということ、あるいはそうした方たちを寛

容に受け入れていくということが、その心の持ち

方が地域のこれからの浮沈にかかわってくるぐら

い私は大事な問題だというふうに思います。そう

いう意味では、市民みんな挙げてそうした方たち

をおもてなしをする、歓迎する気持ちを醸成して

いくということが大事だと思います。そのために

は、当然研修も必要だし、数を重ねていくことで

市民の皆さんがそういったことに喜びを感じてい

ただける機会をつくっていくことも大事なのでは

ないかというふうに思います。

名寄市の観光振興計画の中で掲げている交流人

口の拡大を推進する組織でございます名寄市観光

交流振興協議会がございます。これは、名寄市、

あるいは観光まちづくり協会、風連まちづくり観

光、商工会議所、商工会、観光ボランティア、旅

館業組合、これらから構成をされるホスピタリテ

ィー部会というのを設置をしてございまして、こ

の部会ではおもてなしの心を持って市民に接し、

来訪者を温かく受け入れることを目的にさまざま

な取り組みを進めているということでございます。

こうした取り組みをさらに推し進めていくという

ことはもちろんでありますけれども、部会員はも

とより、協議会全体としてホスピタリティーの大

切さというものをしっかりと認識をし、また市民

皆さんにも伝播をしていくということをこれから

もやっていかなければならないという考え方でご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 市長は、もとは、今

もそうかもしれませんが、ホテルを経営されてい

ますので、そういった接遇だとかというのはよく

理解されているかもしれませんけれども、一般の

方というのは案外わかっていない部分が多いと思

います。改めて学んでいくということもやはり必

要かなというふうに思いますので、ぜひそういっ

た取り組みをよろしくお願いしたいなというふう

に思います。

それでは次、大項目１の３番目についてお伺い

をしたいと思います。先ほど市長からの答弁でも

こういったストーリーを設けてどうして名寄に来

ていただく必然性をつくっていかなくてはいけな

いというふうな答弁をいただきまして、これは全

くそのとおりだなというふうに思っておりまして、

これもどこかの、メモをちょっとできていません

けれども、どこかのところで検討していただくと

いうような答弁をいただいたかなというふうに思

います。どうしてそういうふうに思ったかといい

ますと、ある大手広告代理店の方と話す機会があ

りまして、名寄にお越しになった際に名寄のまち

の中のことをいろいろお話をして説明をして、そ



－91－

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

うするとなるほどね、こうやってすごい要素、そ

れこそ財産っていっぱいあるのだねという話が、

ではこれを利用してどうやったら名寄にお客さん

が来てもらえるようになりましょうかねというふ

うな話をしたら、やはり何で名寄に来なくてはい

けないのかという理由づけが１つ、それともう一

つはそのストーリーが必要だよねというお話をそ

の方からお伺いをしました。なるほどなと思いま

したけれども、やはり私どもではなかなかそうい

うストーリーというのはできないかもしれません。

だから、そういったときにはある程度専門家の皆

さんに相談するということも、これまた先ほどの

景観ではありませんけれども、必要、早道かもし

れません。そういった取り組みについてちょっと

お考えがあればお知らせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど名寄市観光交流振

興協議会の中でこうしたことについてはぜひさら

に議論を深めて検討していきたいというお話をさ

せていただきました。これまでもこれに類似をす

るさまざまな取り組みを専門的なコンサルタント

の方だとか通じてやってきている経過もあります

けれども、なかなか実になっているもの、実にな

っていないものもあるのかなというふうにも思う

ところであります。専門的な見地のところからの

アドバイスも当然いただくということは継続しな

がらやっていくというふうに思いますけれども、

まさに今このストーリーなんていうのは総合戦略

を策定していく過程の中で具現化していく大きな

チャンスなのかなというふうにも思っているとこ

ろでありまして、ここは私なりの思いもあるし、

しっかりとまたたたき台をつくりながら市民の皆

さんともより協議をして魅力的な地域づくり、そ

して場合によってはストーリーを構築することに

よってのそうした交流人口の拡大ということもぜ

ひとも視野に入れた戦略を策定をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） よろしくお願いした

いと思います。

それでは、次へ移らせていただきたいと思いま

す。大項目の２の２番目の合併の評価について答

弁をいただきまして、この間さまざまな事業を行

い、あるいは農業のブランド化ということも進ん

できたというふうな答弁をいただきまして、まこ

とにそのとおりだなというふうに思っております。

この間の実績を踏まえつつも、地域の団体の統一

にはまだ若干至っていない部分はあるということ

でありますけれども、これは余り無理をして力づ

くでやるのもちょっと難しい、ここまできてとな

ると難しい部分かなというふうにも思いますので、

ある程度促進、促しながら見守るということも必

要なのかなというふうにも思っております。この

間合併をすることによって財政も潤ってきたのか

なというふうにも思っております。そういった効

果と、効果については結構です。今後算定がえが

減少していくという傾向にあるわけですけれども、

そこら辺が若干総務省の考え方の中で緩和された

というふうに伺っておりますけれども、そこら辺

の状況についてお知らせをいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私と久保副市長も合

併連携市町村会議ということで、総務省のほうに

合併してまちが寂れてしまっては合併した意味が

ないですよねと。国策として平成の大合併をした

のですけれども、そういう中で地域の要望活動も

一定の成果を上げたものとして、合併算定がえで

６億 ７００万円ほど平成３３年から減るという

ものが３割程度の削減で、平均的に３割程度で済

むのでないかと。だから、そこら辺でいうと２億

円から２億 ０００万円程度の削減で済むような

情報を得ています。ただ、これはあくまでも平均

値でありますので、合併した市町村の数であると

か、合併市町村の面積によって消防の機能である
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とか、ごみ収集の機能であるとか、こういうもの

に対して一定の国が合併して寂れなくて、合併し

てもちゃんと住民サービスを提供できるような財

政支援、いわゆる地方交付税措置はどの程度のも

のなのかということがこの間の要望活動も含めて

明確に示されたものだなというふうに考えていま

す。先ほど東議員が言われましたように、合併し

てからできるだけ住民サービスを減らさないよう

な形をどうできるかという部分でイの一番にやっ

てきたのは、組織のスリム化という形で職員のと

ころで多少削減をしながら、その分の財政効果を

しっかり備蓄をしてきたということでありまして、

それと連動する形で国の支援が少し削られるもの

が緩やかになってきたということで、その辺は先

ほど加藤市長も言っていましたけれども、２０年

先を見据えたまちづくりという面で見ると、合併

して一方的に交付税が削減されてまちが疲弊する

ということについては一定の配慮がされたので、

これから名寄も市立病院の機能であったり、大学

の機能であったり、それから自衛隊駐屯地も含め

て若い人方がまちの中にいっぱいいるということ

が名寄にとっての特色あるまちづくりができるも

のかなというふうに考えておりまして、この辺は

しっかり国の制度で保障された財源を生かしたま

ちづくりというのは第２次総合計画の大きなテー

マになるのではないかなというふうに考えていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） よかったなと思いま

す。６億 ０００万円という大きな数字、それに

向けて財政の健全化を図ってきたわけなのですけ

れども、これが３割程度で済むというのは合併自

治体においては大きなニュースだったなというふ

うに思います。これに甘んずることなく、無駄遣

いをしないで節約をしながら健全運営に努めてい

ただきたいなというふうに思っております。

それでは、次に進めさせていただきたいと思い

ます。大項目の３の１の健康寿命の長寿化と地域

担当制について、あわせてちょっとお伺いをした

いなというふうに思います。地域担当制を平成２

７年度から導入をしていただけるということで、

ありがたいなというふうに思っております。やは

り地域の皆さんは、なじみの顔の方が来ていただ

くと何となく安心して親近感があると、何となく

すぐ電話かけられるというふうな認識を持ってい

るようでありますので、こういった取り組みを進

める中で地域とのつながりをぜひ深めていただき

たいなというふうに思っております。こういった

中でいろんな町内の高齢者の皆さんと話をする機

会があるのですけれども、町内会単位で運動をさ

れている町内会もあるけれども、やはりできてい

ない町内会がまだ結構多いと、何かきっかけがあ

ればできるのだけれどもねというところで終わっ

ている町内会とかが案外まだ多いのではないのか

なというふうに思っております。こういったこと

から地区の担当の保健師さんがこれから生まれる

わけですから、ひょっとしたらそういった部分も

促進していくのかなというふうに思っております

けれども、そこら辺についての地域担当制とそう

いった健康寿命の長寿化、運動の促進ということ

について考えがあればお知らせをいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 保健師の地区担

当制でありますけれども、今議員からも御紹介が

ございましたけれども、平成２７年から導入させ

ていただきたいと今準備を進めさせていただいて

おります。この制度のメリットといたしましては、

地区の全体像、また健康問題の把握が可能となる

ということ、また地区の健康課題や実態に沿った

保健活動ができると、また住民との距離が近く、

また地域との連携、協働活動も築きやすいという

ような利点がございます。それで、現在考えてお

りますのは、地区を４つに分けたいと考えており

まして、民生委員連絡協議会が５つ地区がござい

ますが、そこの東と風連地区を一緒にいたしまし
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て、残り３つ、南、西、北ですか、の３つと、あ

と東地区と風連地区をあわせた全部で４つの地区

に分けまして、それぞれ２名ずつ保健師を配置い

たしまして、そこの各地区をさらにまた２つに分

けまして、それぞれこの地区はこの保健師だと、

今おっしゃったような顔の見える、この地区は私

ですということで住民皆さんにわかっていただけ

るような形でそこの担当ということで考えており

ます。

健康寿命の部分でもお話ございました、健康づ

くりについて。ちょうど先月、２月末ですが、つ

いにと申しますか、名寄市の高齢化率も３０％を

超えました。国の社会保障・人口問題研究所の試

算によりますと、平成３２年に６５歳以上の高齢

者のピークを名寄市は迎える、また平成３７年、

今から１０年後ですが、団塊の世代の皆さんが全

て７５歳以上ということになられますので、医療、

介護を必要とされる方がさらに増加されるという

ことが見込まれております。その意味におきまし

ても健康寿命を延ばしていく、自分のことは自分

でできるような期間を延ばしていく、この取り組

みがますます重要と考えております。それで、各

種町内会での健康づくりの取り組み、先ほども市

長からも申し上げましたが、みんなの体操ですと

か、筋肉のロコモ体操ですとか、あと保健推進委

員の方がやっていただいていますリズム体操です

とか、地域包括支援センターの嚥呼体操、また週

１回の健康づくりの体操教室を福祉センターで実

施をさせていただいております。今後につきまし

ては、これらの継続をしていくためには一定程度

の指導者の方の養成も必要と考えておりますので、

地域包括支援センターによります介護予防サポー

ターの養成をますます盛んに行っていかせていた

だいたり、また保健推進委員の方の健康づくりに

対する活動ですとか、健康体操の取り組みなどに

ついての研修もさせていただきたいと考えており

ます。また、さらには平成２７年度からなよろ健

康マイレージ事業を推進させていただきまして、

１８歳以上の方、若い段階から健康づくりの取り

組みのきっかけづくりを推進してまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） 来年度から少しずつ

前進していくのかなというふうな明かりが見える

ような答弁をいただきまして、ありがとうござい

ます。保健師さんは、そういった健康の管理だと

かというのはプロですけれども、事運動というこ

とになると本当のプロではないというふうに伺っ

ております。それは、やっぱり体を動かすことを

助けるプロの方がいらっしゃるというふうにも伺

っておりますので、そういう方もできれば保健セ

ンターの中に本当はいていただいて保健師さんと

一緒に地域を回るというふうな取り組みがもし行

っていただけるようなことがあれば進むなという

感じがしておりますけれども、今後の課題として

よろしくお願いしたいなというふうに思います。

次行かせていただきたいと思います。９分です

ので、市や公共施設からの物品発注についてなの

ですけれども、特に名寄市内の業者さんで扱えな

いものを地方の業者さんから購入をしているとい

うふうな答弁をいただきましたけれども、そこら

辺が本当にどういうふうになっているのか、ちょ

っと規格を変えればこれは名寄で買えるよねとい

うようなものはないのかどうなのか、そういった

ことも今後一度全体的な調査をしていただいて、

なるべく地元企業の育成という観点から地元の業

者さんを使っていただきたいなというふうに思い

ますけれども、このことに対しては求めておきた

いと思います。ぜひ実態、本当にそういうふうに

なっているのか調査をしていただければありがた

いなというふうに思います。

５番目の１のごみ処理についてお伺いをしたい

なというふうに思います。いろいろ答弁をいただ

きまして、その中でリサイクルについても御答弁

をいただきました。そして、炭化センターの状況

についてもお伺いをいたしました。これは、ダイ
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オキシン類の規制ということから焼却施設が使え

なくなる、そういったことから最終処分場に全部

埋め立てなのかどうなのか、いや、そうではなく

てやはり何らかの中間処理をしようということで

炭化をしようということに、正直言って苦肉の選

択だったような気がします。炭化処理ということ

の選択をいたしました。こういったことの中から、

焼却をしていた時代と比べると処理品目、処理の

量がやっぱり大幅に減っているなというふうに思

います。その分最終処分場に行ってみるとたくさ

ん、例えばこれが焼却であればそっちのほうで中

間処理ができるなというものがいっぱいあります。

その分早く最終処分場が埋まってしまうというわ

けであります。さらには、分別がなかなか炭化と

いうのは難しくて、新しく転入される方あるいは

高齢者はなかなか理解がしづらいかもしれません。

名寄は転勤族の方が比較的多い中で、本当はわか

りやすい分別、単純な分別、こういったことが市

民生活の中では過ごしやすいのかなというふうに

も思っております。それにしても今精密機能検査

を行っている最中でありますので、その結果を見

ながらではありますけれども、そういった市民生

活をしっかりと視野に入れた将来の中間処理のあ

り方、それに伴うごみの総体的な処理のあり方、

今最終処分場建設の最中でありますから、外に向

けてこういうことを話をすることはできないのか

もしれませんけれども、やっぱりこういう議論の

準備ということは少しずつしておいたほうがいい

のかなというふうに思いますけれども、その点に

ついて再度お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどの物品発注の

関係なのですけれども、これについては地元発注

の関係については最大限の努力をしています。そ

れから、学校とか大学の関係では一部特殊なもの

がありまして、それから市外から買うということ

の理解をしている先生方も過去にはいらっしゃっ

たことあるのですけれども、そこは大学、小中学

校についてしっかり周知もさせていただいて可能

な限り地元発注に心がけておりますので、御理解

を賜りたいと思います。

それから、中間処理施設の関係なのですけれど

も、当時平成１４年１２月で焼却場がダイオキシ

ン対策で不可になりました。そのときにいろんな

議論をさせていただきまして、焼却するとダイオ

キシンが出る、当時の技術でいうと２４時間稼働

しないとダイオキシンの発生を防げないというこ

とと、それにかわるものとして小規模な焼却にか

わる炭化ごみということで大都市部のほうで大き

なレストランであるとか、そういうところであり

まして、究極の選択として広域で処理をして対応

するということで決めたのが今の炭化処理です。

この処理につきましては、その後技術革新もあり

まして、焼却しても２４時間稼働の焼却をしなく

てもダイオキシンが発生しないような状況になり

ましたけれども、ごみ施設の耐用年数そのものが

イニシャルで１５年は少なくてももつと、そこに

若干手を加えると２０年、２５年もつというよう

な状況の中で今現在炭化施設を有効活用している

状態であります。ただ、焼却施設から比べると炉

の大規模修繕というか、炉の改修も含めて相当お

金もかかるということも含めて次なるところは、

先ほど東議員がおっしゃいましたように分別のし

やすさも含めて最終処分場の延命策を図ることも

含めて一番課題になっているのは木質系のごみで

す。木質系のごみについては、破砕機を使ってか

なり細かく砕かない限りは入れることが難しい、

結果として最終処分場のほうに回っていく、その

処分場についても相当大きなお金がかかると、こ

ういう状況でありますので、先ほど市長が申しま

したように機能検査をしっかりやって費用対効果

も含めて、それから今後、転勤族の多いまちであ

るがゆえにほかの市ではほとんど焼却でやってい

るものを名寄市は炭化処理方式を採用していると

いうこともありますので、この辺につきましては

余り表でなかなか検討できませんけれども、内部
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では広域の中で首長会議があったり、副市町村長

会議、担当レベルの課長会議もありますので、こ

の辺についてはしっかりおくれることなく対応し

てまいりたいと思っています。時間的なスケジュ

ールでいいますと、基本計画をつくったり、基本

設計、実施設計、工事期間でいうと２年、３年と

考えますと、決して今から検討することは早過ぎ

るわけでもないのでありまして、しっかり性能検

査を踏まえた後早目早目の検討については心がけ

てまいりたいと考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） ぜひよろしくお願い

したいと思います。

時間がないので、最後市民ホールの体制とアウ

トリーチについてあわせてお伺いをしたいなとい

うふうに思います。市民ホールにつきましては、

これの運営体制についてはプロデューサー的な人

を置くとか、そういった答弁をいただきました。

自主事業を行う場合には、１年以上前から計画を

立てて発注というか、内々の約束というふうな形

になっておりますので、２７年度になったらすぐ

作業を始めないと２８年には間に合わないのかな

というふうに思いますので、そこら辺適切な素早

い運営、それと判断をする仕組みづくりをお願い

をしたいなというふうに思っております。

それと、アウトリーチについても前向きな答弁

をいただきまして、ありがとうございました。こ

れは、福祉の観点からという部分もございまして、

あるいは芸術文化ということからも考えて、名寄

大学は当然あそこは福祉を学ぶところでもあり、

児童学科というのは音楽を学ぶところでもあり、

今度講堂もできるわけでありますから、そういっ

た大学とのコラボレーションといいますか、そう

いったこともひょっとしたら視野に入るかもしれ

ません。これらについても若干答えをいただいて、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今市民ホールの１つ

目としては、事業を企画するに当たって１年前以

上から検討が必要ではないかという話がありまし

た。まさに議員おっしゃられるとおり、いろいろ

事業を企画するに当たっては当然出演してもらう

方のスケジュールもありますし、文化庁なりの補

助金の申請等いろいろなことがありますので、１

０カ月ぐらい前からきちんと事業を組み立ててい

く、そういったことが必要だというふうに思って

います。ただ、ちょっと２７年度につきましては

今のホールの建設含めて、そちらに集中していま

して、なかなか事業が組み立てられなかったとい

うのがありますけれども、２８年、２９年、３０

年、そういった中ではしっかりとした事業を組み

立てる体制をつくりながら進めていきたいという

ふうに考えていますので、御理解をお願いいたし

ます。

今アウトリーチの関係で話がありました。当然

ホールの活用で音楽や演劇の鑑賞だけでなくて外

に出向いて、ホールにもちょっと足を運べない方

々にもどうやってそういった提供の場を与えるか

という部分も含めて今後具体的に考えていきたい

というふうに思っていますし、当然その中では大

学なり、そういった施設も含めて活用もできるか

というふうに思っていますので、福祉団体等々も

含めて連携をしながら今後進めてまいりたいとい

うふうに考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

新名寄市の１０年を振り返って外５件を、山口

祐司議員。

〇１７番（山口祐司議員） 皆様、お疲れさまで
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ございます。議長より御指名をいただきましたの

で、通告に従いまして、新緑風会を代表いたしま

して質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１番目、新名寄市１０年

を振り返ってと題して質問をいたします。新名寄

市が誕生して早いもので１０年を迎えます。合併

後名寄市立天文台、風連地区市街地再開発事業、

駅前交流プラザよろーななどが整備され、現在市

民ホールＥＮ―ＲＡＹが５月のオープンを目指し

て建設が進められております。合併特例債も市民

生活向上に向けて有効に支消され、その消費率が

９割とのことであります。道内ほとんどの自治体

は、札幌市などを除き、名寄市を初め人口の減少

傾向が進んでおります。合併後も財政状況は厳し

い中にあっても、立派に整備された公共施設を多

くの市民の皆様が愛着を持って大切に有効利活用

されてきました。かかる公共施設の価値観を高め

ていくためにも、これからは若者の人材育成やま

ちづくり事業に一人でも多くの市民の皆さんが各

種事業に積極的に参画していく意識の醸成を図っ

ていくことが重要と考えます。合併１０年を振り

返って市民の皆様もいろいろな思いがあると推察

をするところでありますが、改めて市長としての

この１０年をどう評価されているのかお聞かせを

いただきたいと思います。

また、今後の未来に向けてまちづくりをどう進

展させていかれるのか、展望をお聞かせいただき

たいと思います。

大項目の２つ目、市民直結の施設維持管理につ

いてでございます。まず、公共施設の維持管理に

ついて、２０１３年、北海道新聞が全道１７９市

町村を対象に行った公共施設の老朽化に関するア

ンケート結果を公表しましたが、その結果７割に

及ぶ市町村が安全性や維持管理に対して懸念を示

したとされております。厳しい財政状況は合併後

も変わらず、人口減に伴い普通交付税も今後は減

額を余儀なくされる状況ではと考えます。市内各

所に及ぶ新旧の公共施設、市民生活を守るために

より安全にどう維持管理されるのか、長寿命化計

画については市長の市政執行方針にも一部述べら

れておりましたが、改めて現状をお聞かせいただ

きたいと思います。

また、先月本市で開催されました定住自立圏セ

ミナーで施設整備につき釧路市の計画を事例とし

て安全確保、将来世代負担の抑制などについて行

政課題が論議されたようでありますが、名寄市と

して維持管理に係る課題をどのように捉えておら

れるのかお尋ねをいたしたいと思います。

次に、安全な冬を過ごすための除排雪対策につ

いてでございます。名寄市では、御承知のとおり

昨年１２月３日から４日にかけて大雪に見舞われ、

特に３日の２４時間降雪量が７３センチと１２月

としては史上最多を記録したところであります。

さて、除排雪業界においてでありますが、長年

続いた公共工事削減の影響で建設業界で働く人が

減り、除排雪機械を操作するオペレーターの減少

と高齢化が進んでいるため、このままでは将来に

わたっての除排雪体制を維持するのが難しくなる

のではとの懸念もあるようです。市民との協働で

総合的な除雪体制を確立するとしておりますが、

多雪年対応として特に市街地における住宅密集地

の場合を考えますと、時代に合った雪に取り組む

体制を改めて考えていくことも大切だと思います。

ある自治体では、住宅街独自で住民に組織化を図

り、市民、行政との協働で運動を続けているとこ

ろもあるようでございます。従来の排雪ダンプ助

成のほか、現状に合った方策などの見直しを図る

考え方についてお伺いをいたします。

次に、田んぼダムでの水位調整についてであり

ます。昨年８月上旬の豪雨により名寄市内の畑、

水田等に多くの被害が出ましたが、その際てしお

がわ土地改良区より田んぼダム、すなわち水田１

枚１枚の落水口を閉めるよう連絡がありました。

田んぼダムとは、豪雨の際一端水田に雨水をため、

雨が小康状態になり、排水の水位が下がってから

落水することで下流域の被害を最小限に抑える効
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果があるといいます。行政側としても、今後の豪

雨対応として水田農家に対して改良区やＪＡと連

携し、連絡体制を整えておくことが農地の被害は

もとより、市街地、住宅街の減災につながるもの

と考えますが、見解をお伺いいたします。

大項目の３番目、市民経済の安定と産業振興に

ついてであります。１点目、道の駅なよろから町

中への誘導策についてですが、名寄市の南の玄関

口として道の駅なよろは連日多くの来場者が訪れ、

全道でも指折りの道の駅としてにぎわっています。

また、名寄産の農産物はもとより、市内の特産品

など充実した品ぞろえで来場者を満足させている

施設であり、まさに名寄市の観光拠点であると言

っても過言ではないと言えます。そこで、道の駅

なよろが観光拠点という観点からお聞きをいたし

ます。道の駅なよろには市内はもとより、市外よ

り多くの観光客が訪れますが、この観光客の皆様

を道の駅から町中への誘導策についてどのように

考えておられるのかお伺いをいたします。

次に、名寄市の移住、定住対策の状況について

ですが、昨年度旧風連高校教員住宅を改修整備し

た２棟のお試し住宅が好評で、利用いただいた方

の中には実際に名寄に移住された例もあったとの

ことですが、現在名寄市への移住、定住の状況は

どうなのかお聞かせいただきたいと思います。

また、移住希望者に対する説明の状況、移住促

進に当たってどのような課題を持っておられるの

かお聞かせいただきたいと思います。

次に、若者の雇用安定と都市流出を防ぐために

ですが、日本創成会議の提言では若者が結婚、子

育てしやすい目安として年収５００万円のモデル

を目指した雇用、生活の安定を掲げていることは

御承知のことと思います。北海道も昨年夏に有識

者会議を設置して、１つ目に仕事と家庭の両立支

援、２つ目に未婚化、晩婚化対策、３つ目に若者

の雇用安定化、４つ目に道外への転出対策、５つ

目に札幌一極集中への対応などを検討課題として

取り組みの指針を年度内にまとめるとしています。

地方の人口減少の最大の要因は、若者の大都市へ

の流出が主因とされており、それを引きとめるに

は地域の資源を生かした新産業の創出や地方企業

への就職支援などが必要不可欠としております。

市長も地方創生は大きなチャンスとして捉え、年

内には総合戦略策定、２８年度以降の総合計画に

反映するとともに、新年度早々に外部策定審議会

を立ち上げるなど、今後のスケジュールを公表さ

れたところであります。今後２０年から３０年後

複数の自治体が消滅するのではとの指摘もされて

おり、実態として道内の人口は一昨年全都道府県

最多の２万 ０００人が減少したとも言われてお

り、名寄市や根室市と同規模のまちが１つ消滅し

たことになります。こうした悪循環の中で各自治

体がどう生き残っていくか、もし予想どおりとす

れば大きな問題であります。これらに打ちかつた

めには、名寄市が持つ多くの生産可能資産を有効

に活用するなどの創意工夫を凝らしてぜひこの難

題に立ち向かっていただきたいと思います。市長

の見解をお聞かせください。

次に、ふえる空き家対応についてでございます。

全道的にも社会問題化している空き家対策は、個

人財産の問題でもあり、各自治体においてもその

取り組みは苦慮しているものと思われます。こと

しの冬は、現在のところ例年になく少雪年の状況

にありますが、例年は屋根の雪おろしをしていな

い空き家が倒壊の危機にさらされたり、その数は

年々増加傾向にあります。夏は、雑草が伸び、蚊

などの虫が大量に発生したり、小動物のすみかに

なったりと近隣住民からの苦情相談も多いと聞か

されます。また、景観上や防犯の観点からも何ら

かの対応が行政的にも必要な時期に来ていると思

われます。郊外地区においても高齢化及び離農等

で空き家はふえている状況にあります。所有者に

撤去などを求める条例を施行している自治体もあ

るようですが、それにいたしましても所有者が費

用を負担しなければならず、これら対策もスムー

ズに進んでいないと言われております。今日まで
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本件につきましては何人もの同僚議員からも取り

上げられておりますが、担当部署での空き家に係

る相談状況、行政指導状況及び所有者の確認状況

などを含めてその対応は現在どのようになってい

るのかお伺いをいたします。

次に、名寄市の未利用財産についてですが、名

寄市は財政の健全化の確保を掲げ、その中で市税

などの徴収率の向上と遊休地などの処分実施を挙

げていますが、単に財産を保有、維持するだけで

も保険料、管理業務経費などが必要となりますが、

これら未利用財産の管理、処分の状況と課題をど

う捉えておられるのかお聞かせをいただきたいと

思います。

大項目の４番目でございます農業振興について、

まず初めに６次産業化の取り組みと現状について

お伺いをいたします。６次産業化は、農産物生産

の１次産業プラス食品加工、製造の２次産業プラ

ス流通、販売、さらに観光の３次産業を組み合わ

せ、多角的または多業種との連携によって高い付

加価値や新たな食と農の連携ビジネスを創出して

いく新しい産業であります。６次産業化法が平成

２３年３月１日に施行され、国も６次産業化を推

進し、支援のための交付金もあり、各地で広がり

を見せていると聞きます。名寄市においては、ふ

うれん特産館が既に実践し、成功の上、営業を行

っています。全国的にも北海道が事業計画認定業

者数が１位であるとのことですが、本市における

これらの取り組み、展望についてお伺いをいたし

ます。

次に、農地集積の現状と担い手対策ですが、名

寄市においても団塊の世代が移譲、離農のピーク

を迎えていますが、担い手や農業後継者の育成は

喫緊の課題であり、この農家の子弟を中心とした

土地利用型の農業を継承しやすい体制に整備する

ことが重要と考えますが、名寄市の農業経営者の

年齢構成の現状と賃貸、売買等に関する今後の見

通しと集積はどうあるべきと考えておられるかお

聞かせをいただきたいと思います。

次に、食品加工の企業誘致の考え方についてで

すが、企業誘致につきましては加藤市長も就任以

降トップセールスとして努力をされていることと

思いますが、優良、新鮮な農産物を豊富に生産、

供給できる名寄市としてこれを優位性として生か

せるような食品加工の企業に的を絞った誘致はで

きないものか、現状をお聞かせいただきたいと思

います。

次に、ファームコントラクターの取り組みにつ

いてであります。近年地域の中核を担っていた団

塊世代を初めとする大規模農業者の離農が徐々に

目立ち、農地の流動化がより深刻化する中で高齢

化や規模拡大による労働力不足により作付作物の

偏重など、健全な営農体系が保てない農業者がふ

えてきており、離農や耕作放棄地の発生が懸念を

されております。特に繁忙期だけに限定したパー

ト雇用従業者の確保も難しい状況にあると言われ、

部分的な作業委託においても受け手となっていた

中核的な農家の規模拡大が進み、他の引き受けが

困難な状況になっているとのことであります。こ

のことから、農作業の時期的な労働負担の軽減や

労働力不足による過重労働の軽減を図るためにも

農商工連携による新たな制度やコントラクター組

織等の設置が必要と考えますが、いかがでしょう

か。

大項目５番目、薬物乱用防止教育の考え方につ

いてですが、現在覚醒剤、大麻、それに加えて危

険ドラッグなどの乱用が大きな社会問題となって

おりますが、薬物乱用依存を未然に防ぐためには

思春期、青年期に行う予防教育が非常に重要と言

われております。思春期、青年期はまだ脳が発達

していない時期ですが、中でも判断や意思の決定

をつかさどる前頭前野の部分は未完成であり、若

者の危険な行動や薬物の乱用はこの脳の部分と深

い関係があるということです。今全国各地で多発

傾向にある状況を踏まえて、現在の教育現場での

対応と考え方をお聞かせいただきたいと思います。

大項目の６番目に、市内防犯カメラの現状と対
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策についてですが、防犯カメラについてはこれに

より多くの事件、事故が解決されるなど、地域の

安全確保と犯罪の未然防止に大変効果があります。

一方で、プライバシーへの配慮や画像の適正管理

についての課題などもありますが、治安対策を早

期に対応することが望ましいと考えます。そこで、

お伺いをいたしますが、現在名寄市内の公共的な

場所での防犯カメラの設置状況はどのようになっ

ているのかお聞かせをいただきたいと思います。

また、児童生徒の通学路安全確保や高齢者の見

守りなどの観点から、安全、安心なまちづくりの

ため人通りの多い中心商店街や学校、公共施設な

ど市民が多く利用する場所での設置の必要性が求

められると思いますが、設置についての考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 山口議員から大項目６点

にわたりまして御質問をいただきました。教育行

政以外に係るところをまず私から御答弁をさせて

いただきます。

大項目１、新名寄市の１０年を振り返って、小

項目１、現在までの評価と未来についてでござい

ます。合併当時の旧名寄市と旧風連町の財政は、

国が進める構造改革により、多くの小規模自治体

と同様老朽化した公共施設の改修や新規事業への

取り組みも困難となるなど非常に厳しい状況にあ

り、このため新市の誕生による地方交付税の算定

がえや有利債の活用、組織のスリム化などによる

市財政の健全化や新規事業の推進による市民福祉

の向上、また地方分権に対応できる行政組織の確

立を図る必要性から合併の道を選択したものと承

知をしております。新市においては、健全な財政

運営を基調としつつ、市民の安全、安心や経済の

活性化、教育文化などの向上を図るための整備を

行うとともに、地域の財産を生かしたまちづくり

を進めるほか、自治基本条例を制定をし、市民が

主体のまちづくりを推進をするなど一定の成果が

あったものと認識をしておりますが、一方でそれ

ぞれが１００年を超える歴史を持つ自治体同士の

合併であったことから、これまでの期間では解決

できず、今後に残された課題もあるものと受けと

めております。現在我が国が人口減少、超高齢化

社会を迎える中、数多くの地域で若年人口の減少

により地域経済の活力が奪われ、人口流出に拍車

がかかる悪循環に陥っております。私といたしま

しては、本市が有するさまざまな資源や優位性を

最大限に生かしながら、将来にわたって自立的で

持続的な地域社会を構築できるよう、市民、行政

が一体となった地域を挙げてのまちづくりに全力

で取り組んでまいります。

大項目２、市民直結の施設維持管理について、

小項目１、長寿命化計画の現状についてお答えを

いたします。長寿命化計画につきましては、建設

水道部各所管課において管理をしている施設等で

策定をしてございます。初めに、公営住宅事業で

すが、平成２２年度に名寄市公営住宅等長寿命化

計画を１０年計画で策定をしてございますが、こ

の間国及び地方における財政難を背景に既存公営

住宅を長期間有効活用する方法として予防保全的

な維持管理を重視をし、少ない費用で長寿命化を

図っているところであります。また、市内１５団

地の長寿命化計画の具体的手法として、建てかえ、

長寿命化改善、個別修繕、用途廃止を団地別に適

切に対応して維持管理費の削減に努めてまいりた

いと考えておりますので、御理解を願います。

次に、道路事業についてでありますが、全国的

に社会インフラの総点検を速やかに実施をするこ

とが求められている中、近隣市町村や観光地へ連

絡をする交通量の多い路線や国道、道道をつなぐ

路線について平成２５年で約２１キロを、平成２

７年度の予定で約６７キロの路面性状調査を完了

をいたします。その調査結果から、修繕計画に沿

って早急に修繕が必要な路線を見きわめて計画的

に舗装改築を進めてまいりたいと考えております。
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なお、平成２６年度につきましては、風連東風連

線と風連２１線の舗装改築を終えているところで

あります。

次に、橋梁事業でありますが、市民や利用者の

生活と暮らしを守るための安全、安心の確保、老

朽化した橋梁の修繕に伴う莫大な費用を軽減する

ことを目的に従来の事後的な修繕から予防的な修

繕へ転換する必要があることから、平成２１年度

から平成２４年度までの４カ年において橋梁遠望

目視点検を行い、その点検結果から平成２５年度

に名寄市橋梁長寿命化修繕計画の策定を終えたと

ころでございます。この計画に沿って特に修繕が

必要な橋梁について修繕工事を進めてまいりたい

と考えております。

次に、公園事業につきましては、現在供用開始

から３０年以上経過をする公園が約６７％、１０

年後には約８９％に達し、公園施設の老朽化が著

しいことから、快適で安全な公園利用の確保が難

しい現状を踏まえ、平成２２年度に名寄市公園長

寿命化修繕計画を策定をいたしました。その計画

に沿って平成２３年度から平成３２年度までの１

０カ年で公園施設の遊具等の更新を進めてまいり

たいと考えております。平成２６年度現在では、

サンピラーパーク駐車場、大学公園の更新を完了

し、平成２８年度までに浅江島公園、名寄公園、

風連西町公園の更新を完了する予定でございます。

また、平成２７年度からは町内会や地区ごとにあ

る街区公園を更新してまいりたいと考えておりま

す。

次に、下水道について申し上げます。下水道管

路施設長寿命化基本計画につきましては、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づ

き２０年を経過をした補助対象路線が該当となり、

名寄処理区では平成２３年度から分流汚水管渠地

区３００ヘクタール、管渠６０キロメートルと合

流管渠を平成２６年度までの４カ年でカメラ調査

を実施をし、管渠内の状況を把握をして修繕が必

要か、または新設管にするのか基礎調査を行い、

平成２８年度から平成３２年度までの計画を作成

をし、実施をいたします。なお、風連処理区につ

きましては、２０年が経過をしていないため対象

外となっております。処理場については、平成２

２年度から平成２３年度に長寿命化基本計画を策

定し、機械、電気の情報システム電子化を実施を

いたしました。平成２４年度は、長寿命化策定業

務を実施をし、名寄、風連両処理場の機械、電気

設備９８３資産のうち耐用年数の ７倍を超過し

た９０資産の健全度を調査し、７７資産を長寿命

化による改築とし、平成２５年度から平成２９年

度までの計画で実施をしております。

小項目２の維持管理に係る課題についてであり

ます。去る１月１９日に開催をされました北・北

海道中央圏域定住自立圏セミナーにおける大きな

テーマは、人口減少社会の中でどのように公共施

設をマネジメント、管理運営をしていくかといっ

たものでございました。講演の中では、釧路市の

事例を参考として議論をされたものでありますが、

名寄市にとっても同様の課題があるものと認識を

しております。人口減につきましては、今後地方

版総合戦略の策定を平成２７年に予定をしており

ますので、その中で現状や課題について議論して

いくことになりますが、名寄市においても人口減

少は避けられない状況と考えております。将来に

おいて人口が減る中、どのように施設を管理運営

をしていくのか、今持っている機能を維持をしな

がら総合的に維持管理経費を含めた施設のライフ

サイクルコストを削減をし、将来世代に過剰な負

担をかけないことが求められております。名寄市

においても建物以外の道路などのインフラも含め

た公共施設等総合管理計画を策定をし、この喫緊

の課題に対応する必要があり、他の計画策定と整

合性を図りながら、あるべき公共施設のマネジメ

ントについて検討してまいりたいと考えておりま

す。

小項目３、安全な冬を過ごすための除排雪対策

についてお答えをいたします。安全な冬を過ごす
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ための除排雪対策について、これまでも道路幅員

確保のための積み上げ除雪や交差点の見通し確保

で巻き込み部分の除去や切り崩しから、さらに手

前部分から広範囲に排雪しての安全性の向上など、

さまざまな手法を取り入れてまいりました。現状

の対策としては、通常の降雪での除排雪体制はお

おむね確立をしており、昨年１２月の大雪に対し

ても交通の確保を目的とした対応はできたと考え

ております。課題としては、オペレーターの確保

と育成、除雪機械の老朽化に対応した更新などに

ついて検討を進め、今後人口が減少の傾向にあり

ますが、除雪延長は比例して減少はしないことか

ら、現状の体制について維持確保を図っていくこ

とが必要と考えております。市民との協働による

総合的な除排雪体制ということで、市で行う生活

道路排雪は一定の基準で実施をし、平成２５年度

から取り入れた積み上げ除雪による路線ごとの幅

員の確保と交差点排雪については今後も検証しな

がら継続をしてまいりますが、町内会が自主的に

行う除排雪体制について他市町村の取り組みを調

査をし、名寄市に合った支援方法を調査研究をし

てまいります。

田んぼダムでの水位調整についてであります。

田んぼダムの取り組みにおける効果につきまして

は、非常に大きいものがあると考えております。

水田に貯留をしております水位を１０センチ上げ

ることにより、ヘクタール当たり１トンの流出水

をコントロールできるということになりまして、

名寄市内の水張り面積約 ５００ヘクタールで実

施をした場合には ５００トンもの雨水の急激な

流出を緩和できるという計算になります。昨年８

月の大雨被害の際も田んぼダムの取り組みが地域

の自発的な実施により被害を最小限に食いとめる

ことができました。名寄市内のみの取り組みにと

どまらず、上流域の多寄町への取り組みを要請を

し、市町村域を超えて取り組んだということも大

きな減災力を発揮することができた要因でした。

田んぼダムの取り組みについては、多面的機能支

払交付金の交付要件にも盛り込まれておりまして、

水田地域の全ての活動組織で取り組まれることと

なっております。今後においては、その役割と効

果について農村部のみならず市街地を含めた広報、

啓蒙活動を展開をし、市民全体の理解を深めてい

くこととあわせててしおがわ土地改良区等と連携

を図り、防災、減災力の強化に努めてまいります。

大項目３、市民経済の安定と産業振興について、

小項目１、道の駅から町中への誘導策についてで

あります。道の駅もち米の里☆なよろは、道路利

用者だけでなく市民にも利用される施設として浸

透しているとともに、顧客満足度も高く、本市の

観光拠点としての地位を確立しておりますが、道

の駅はモチ米にこだわった特産品を初め、名寄産

の安全、安心な農産物等を豊富に取りそろえてい

る一方で、観光情報等を発信するスペースが不足

をしている課題を抱えております。現在道の駅で

は、なよろ市立天文台きたすばる、名寄ピヤシリ

スキー場のパンフレット等が配置をされているほ

か、北海道立サンピラーパークやなよろ健康の森

のポスター等にも掲示をされております。また、

来客数が大幅に増加をする夏にはひまわり畑を多

くの観光客が訪れるよう、民間事業者の協力を得

てひまわり畑３カ所の開花状況がわかる掲示板を

施設内に設置をし、回遊性と滞在性の向上に努め

ております。今後は、指定管理者はもちろんのこ

と、なよろ観光まちづくり協会や風連まちづくり

観光と連携をし、道の駅を訪れる市外の利用者が

より一層市内の周遊観光に波及をするように地域

の旬な情報の提供や周辺地域を含めた観光情報の

提供等について検討をしてまいります。

小項目２、名寄の移住、定住対策の状況につい

てであります。名寄市では、これまでも新規就農

を初め市外からの移住者は多数おりましたが、平

成１８年度に北海道移住促進協議会に加入後当市

においても正式に移住窓口を設置をし、平成２４

年度に官民一体となってオール名寄で移住対策に

取り組むための名寄市移住促進協議会と庁内関係



－102－

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号

部署により移住対策に関して協議をする名寄市移

住対策庁内検討会議を設置をして実質的な取り組

みを進めてまいりました。移住促進協議会での提

案を受け、庁内検討会議で協議をした結果、旧風

連高校の空き教員住宅を改修して移住体験住宅、

名寄市お試し移住住宅を整備をすることとなり、

平成２５年７月から運用を開始をいたしました。

初年度は、９月までに利用希望者が重なるなど好

調で、そのうち１件は正式な移住に結びついたこ

となどから、平成２６年度には隣接するもう一棟

整備をし、同年７月から２棟体制となりました。

その結果、平成２５年度に夏期のみ３件だった利

用が平成２６年度には夏期６件となり、課題であ

った冬期間も３件の御利用がございました。さら

に、新年度の利用希望も１１月まで既に９件の問

い合わせを受けてございます。移住希望者に対す

る説明については、お電話や来庁された方に対し

ては移住促進協議会と庁内検討会議での協議を経

て作成をした移住希望者向けパンフレットをもと

に営業戦略課担当職員が丁寧に対応をするほか、

毎年首都圏で開催をされる移住フェアでは例年２

０件弱の相談を受けますけれども、十分な説明を

していることもあり、１件当たりにかかる時間が

年々ふえている状況もございます。お試し移住住

宅の利用者には退去時にアンケートをとっており、

その回答と首都圏での移住フェアでの相談内容に

よると、子育て世代などの比較的若い世代では仕

事があるかということや子育て環境が判断材料に

なり、また比較的高齢の方の場合は寒く雪深い名

寄市での冬の生活に不安があるといった傾向が見

られます。また、当市において移住してこられる

方に対する優遇制度が特段設けられておらず、移

住者向けの優遇策を有する他の自治体と比較した

場合、優位性に欠けることも課題の一つであると

思われます。移住後については、今のところ目立

った問題は聞いてございませんが、冬の落雪や雪

はねなどに御苦労されているという声もあるよう

であります。空き教員住宅を活用したお試し移住

住宅のさらなる提供についてでありますが、先ほ

ど御答弁しましたとおり現在運用している２棟は

郊外型の移住体験住宅として利用が好調です。一

方、今後は地方創生に基づく地方版総合戦略にお

ける協議なども踏まえ、市街地における移住体験

住宅の可能性や空き家の移住者向け活用などにつ

いて移住促進協議会と庁内検討会議の場で検討し

ていきたいと考えております。

小項目３、若者の雇用安定と都市流出を防ぐた

めについてでございます。新規高校卒業者の就職

状況でありますけれども、ハローワークなよろ管

内の状況を見ますと平成２５年度就職希望者１４

９人、そのうち管内での就職希望者が８７人、全

体の約６割が地元での就職を希望しています。一

方で、管内の求人数は１６７人と管内の求人倍率

は ９２倍ということでありました。その結果、

管内の就職率は１００％となっております。また、

今年度は本年１月末現在で就職希望者数が１７７

人、管内での就職希望者数が１０５人と昨年度同

様に約６割が地元での就職を希望しており、管内

の求人数が２２８人であることから、求人倍率は

１７倍、就職内定者は１００人、管内就職内定

率は９ ２％となり、管内の求職数と求人数の状

況を見ても人材が不足をしているということがわ

かります。若者の雇用対策の現状については、若

手の人材育成、確保対策として市内建設業関係者

から出されている特殊技能労務者の高齢化と若年

後継者の不足に対応するために、新規学卒者を含

む就業３年以内の若者に対して技術講習支援とし

て上川北部人材開発センターと連携を図り、地域

人材確保事業に取り組んでいるところです。また、

平成２８年４月の施行に向けて商工業に係る支援

制度の見直し作業を行ってまいりますが、先般開

催をいたしました名寄市介護・福祉人材確保推進

懇談会において、慢性的な福祉関係の人材不足を

改善をするためには市内の若い人材確保に努める

ことも重要であるが、少子化等の問題もあり、そ

れらの対策だけでは問題点の解決を見出すことは
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できず、市外から人材を確保する視点も必要とい

う意見も出されました。そこで、問題となるのが

賃金面において特に住居手当等の支給がなければ

人材確保は非常に困難な状況となり、支援策の検

討について切実な御意見をいただいたところであ

ります。過去には名寄で働こう奨励補助などの支

援制度もありまして、市外からの人材確保策とし

て名寄での就職へのきっかけづくりに視点を当て

た施策もありましたので、現状とそれらの改善策

について関係機関と検討してまいります。

小項目４、ふえる空き家対応についてでありま

す。近年少子高齢化や過疎化の進展によって全国

規模で空き家問題が深刻化していることから、そ

れぞれの市町村において空き家の条例化が進めら

れてまいりました。こうした中で防災や治安確保

の徹底を図るため、国において空き家対策に係る

法整備を行うことの必要性について議論をされて

きたところでございます。昨年１１月の臨時国会

におきまして空き家等対策の推進に関する特別措

置法が成立をいたしまして、本年２月２６日、同

法が一部施行され、国土交通大臣及び総務大臣に

より空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するための基本指針が告示されたところでご

ざいます。本市における適正に管理をされていな

い空き家等に係る苦情相談は、毎年数件寄せられ

ております。雑草が生い茂っていることによる害

虫の発生、景観上や防犯上の問題、特に冬期間に

おいては積雪による倒壊のおそれ、通行人や近隣

住宅へ不安を与えるなど、その対応に苦慮してい

るところであります。本来適正な管理は所有者み

ずからが行うことが基本であると考えております

が、近隣住民の生活環境を著しく損なうなど緊急

を要する案件については市から空き家等の所有者

に直接面談をして指導対応をしております。また、

所有者が地方にいる場合は、電話あるいは文書等

で指導要請をしております。こうした空き家等の

問題の対策について、このたび国は特別措置法に

より基本方針を示しており、今後その施策に沿っ

た必要な措置を講じてまいりたいと考えておりま

す。

小項目５、名寄市の未利用財産についてであり

ます。名寄市の未利用財産は、市の普通財産とし

て管理をしている遊休財産として、建物について

は旧西風連小学校校舎や旧教職員住宅を含めて７

件、土地については区画の大きな ０００平方メ

ートル以上で１３カ所、約１３万 ０００平方メ

ートル、宅地用として９区画、約 ８００平方メ

ートルとなっております。建物の維持管理につい

ては、火災保険のほか、冬には直営での雪おろし

作業等を行っておりますが、一方で風連日進や東

風連、新生町にございます旧教職員住宅は地域お

こし協力隊やちょっと暮らし用のお試し住宅など

として貸し出しを行ってございます。なお、使用

に耐えない老朽化した建物については適宜取り壊

し等を行ってまいります。土地の維持管理につい

ては、大規模地の草刈り等は直営や建設業協会各

社の社会貢献や業務委託などにより、また小規模

地は直営で草刈り等管理を行っております。財産

の処分については、合併後の平成１８年度から今

日までに建物では１件、１０４万円、土地につい

ては２５件、４７室、面積５万 ０００平方メー

トル、売買価格１億 ４００万円となっておりま

す。このほかにも平成２５年度から旧風連中学校

跡地を太陽光発電所用地として貸し付けをしてい

るほか、法務局用地や３条６丁目にありましたビ

ル、商業街跡地の貸し付け等も行っております。

また、財産の処分等を進めるために昨年２月から

広報、ホームページにより遊休地を公開をしてき

ており、個人や業者からの問い合わせがふえてき

ておりますが、条件が合わず、契約には至ってい

ないのが現状でございます。引き続き売り払い可

能な遊休地情報を公開し、公募、公売を進めてま

いります。

大項目４、農業振興について、小項目１、６次

産業化の取り組みと現状についてであります。現

在名寄市内における農産物の付加価値化として加
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工、販売まで手がけている生産者の方は、モチ米

の加工、販売を初めに、農村女性グループによる

地場野菜等を活用し、みそ、漬物の販売、名寄の

ひまわり油、生産者によるトマトジュースの生産、

販売等が取り組まれてございます。さらには、ワ

イン用ブドウの生産によるワイン醸造の取り組み

が行われているところであります。これらの地元

農産物を生産者みずからが６次産業化に向けた取

り組みを促進をするためには、生産、加工技術、

経営、マーケティング等多様な技術と知識が必要

となります。名寄市では、各種農業団体や農業者

グループが名寄市農業研修・販売促進活動支援等

を活用して消費者の動向等を直接把握できるよう

支援措置を講じているほか、生産者への情報提供

に努めているところであります。６次産業化への

取り組みでは、名寄産農産物のブランド化も重要

であり、産地として生産量を初め、安全、安心で

高品質の安定供給、実需者、消費者ニーズを的確

に捉え、需要に応じた名寄産の農畜産物を安定生

産をし、名寄ブランドの確立に向けて取り組んで

まいります。

続いて、小項目２、農地集積の現状と担い手対

策についてであります。農業経営者の年齢構成は、

平成２６年７月現在での農家戸数が６５７戸、そ

のうち後継者のいる農業者が１２３戸であり、率

として１ ７％となっております。また、６５歳

以上の農業者は２４０戸となっており、率で３

５％となっており、そのうち後継者のいる農業者

は１ ７％となっております。このことからも農

業者の高齢化と担い手不足が深刻な状況となって

おります。農地の総面積については、平成２年度

以降の推移を見ますと多少の減少はありますが、

現在まで１万ヘクタール前後で推移をしてきてお

りまして、１戸当たりの耕地面積は平成２１年で

はおおむね１ １ヘクタールとなっております。

また、認定農業者等の中核的な農業者への農地集

積率は８ ６％となっており、１戸当たりの耕地

面積は２ ３ヘクタールとなっております。最近

の名寄市の農地のあっせん状況でありますが、平

成２３年度が売買４３件、面積１４ ２９ヘクタ

ール、賃貸は７９件、面積１９ ２９ヘクタール、

平成２４年度は売買が７７件、３０ ９３ヘクタ

ール、賃貸は７９件、面積５２ ８０ヘクタール、

平成２５年度が売買５５件、２０ ８１ヘクター

ル、賃貸は７６件、４０ ０６ヘクタールとなっ

ております。この状況から、農業者の高齢化や担

い手不足などを背景に経営規模の縮小や離農によ

り農地の流動化が進んでおりますが、農地の中に

は引き受け手のない農地が増加をし、耕作放棄地

となることが懸念をされておりまして、今後農地

の集積、担い手対策は大きな課題となっておりま

す。国の重要な施策として位置づけられている人

・農地プランでありますが、土地利用型農業にお

いては今後数年のうちに高齢化等により、多くの

農業者のリタイアが見込まれることから、地域の

合意形成を図りながら中心的経営体に農地がスム

ーズに集積をされるよう取り組みを進めておりま

す。また、関係機関で構成をする名寄市農業振興

対策協議会では各専門部会を設置をし、農村振興

部会では耕作放棄地や遊休農地の実態調査、人・

農地プラン検討会では今年度から導入をした農業

推進アドバイザーによる出し手に対する聞き取り

調査による検討等を行い、プランの充実が図られ

るよう進めております。今後も地域別懇談会等を

行う中から関係機関、団体を初め生産者の皆様、

特に今後中心的経営体を担う若い生産者の意見を

反映をさせてまいります。今後の担い手対策では、

新規就農者への対策、後継者対策、花嫁、花婿対

策を一体的に検討していく必要があると考えてお

りますので、農業者を初め関係機関、団体とも協

議を行いながら取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

小項目３、食品加工の企業誘致の考え方でござ

います。企業誘致につきましては、この間名寄市

企業立地促進条例の一部改正を行う等、産業の振

興、雇用の拡大が図られることを目的に各種ＰＲ
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活動に努めているところであります。食品加工に

絞っての取り組みといたしましては、平成２６年

度においては企業訪問を初め、北海道経済産業局

への職員派遣を通じての情報収集を行う中で会社

訪問や農産物の提供などを生産団体の御協力をい

ただきながら行ってきたところであります。名寄

産農産物は、安全、安心な農産物が作付をされて

おり、日本一の作付面積を誇るモチ米を初めとし

て、アスパラ、スイートコーン、カボチャ、バレ

イショ等、名寄産ブランドとして高い評価をいた

だいており、その優位性を生かしたＰＲ活動を含

めて関係機関、団体が有する情報を活用しながら

取り組みを行ってまいります。

小項目４、ファームコントラクターの取り組み

についてであります。ＪＡ道北なよろでは、担い

手の高齢化に対応した労働力の確保とゆとりある

農業経営の実現のために個人の経営を支援をする

農業支援システムの構築と普及、定着を目的に名

寄市ファームサポート協議会を設立をし、農作業

の受委託の取り組みを進めているところです。平

成２５年度では、ＪＡや営農組合等３２団体が受

託先となり、水稲、小麦、ソバ、アスパラ等の作

物を中心として、耕起、刈り取り、播種、防除、

代かき、田植え等幅広い作業で活用がされており

まして、受託面積で ５９ ７９ヘクタールの実

績がございました。名寄市でも個人経営を支援を

する組織の育成や農作業受委託による農業支援シ

ステムを通じて農業者の高齢化や経営規模拡大、

複合化による労働力不足の解消及び生産コストの

削減を図るために受託組織が行う農作業受委託に

対して支援を行い、農業支援システムの定着を促

進をしております。近年離農による担い手不足や

農地の集積が進み、経営面積が拡大をしている中

で労働力不足の改善が急務となっておりますので、

関係機関、ＪＡと協議をしながら対策を進めてま

いりたいと考えております。

大項目６、市内防犯カメラの現状と対策につい

て答弁をさせていただきます。複雑多様化する現

代において市民生活を脅かす予期せぬ事件、事故

等が全国で発生をしております。特に子供や女性

などは、犯罪被害に遭いやすく、時には凶悪な犯

罪の被害者となるなど凄惨な事件が報道をされて

おります。北海道警察では、凶悪な犯罪につなが

るおそれのある子供や女性に対する声かけやつき

まといなど前兆事案の行為者に対し、検挙等の届

け受理状況を公表してございます。これによりま

すと、平成２６年における前兆事案の届け出受理

数は ２８７件、前年比３０７件、１ ３％の増

加となっております。被害対象別で見ると、９１

５件と約３０％が子供、残りが女性で ３７２件

であります。本市の声かけ事案の届け出受理数は、

平成２４年１０件、平成２５年２７件、平成２６

年１４件という状況であります。声かけ事案が発

生をした場合、警察からの情報提供により直ちに

市ホームページに案件を登載し、メール情報配信

サービスを活用し、市民に周知をしております。

また、庁用車の青色回転灯装着車による防犯パト

ロールを職員に依頼をしております。こうした犯

罪などに対し抑止効果の発揮が期待されるものが

防犯カメラでありますが、現在市内において道路、

公園といった公共空間への設置はございません。

ただし、公共施設に設置をしている箇所は、把握

をしているもので２０施設５６台設置をしており

まして、主な施設では市内４校の小学校に各１台、

北国博物館に７台、市立病院に２２台、よろーな

に４台などであります。道路や公園などでの女性、

子供の犯罪被害の防止対策として防犯カメラの設

置が有効であると思われますが、市民のプライバ

シー権を侵害するリスクや設置、運用にコストが

かかるといった問題もありまして、幅広い市民の

理解を得ることが必要であります。また、町内会

など地域や関係機関との連携も不可欠であります

ので、防犯対策についてさまざまな角度から研究

をしてまいりたいと考えております。

以上、私から壇上の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。
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〇教育長（小野浩一君） 大項目５の薬物乱用防

止教育の考え方についてお答えいたします。

内閣総理大臣を本部長とする薬物乱用対策推進

本部において、平成２４年度の大麻事犯の検挙者

の約５割が未成年及び２０歳代の若者であり、青

少年を中心に薬物乱用の状況をうかがえることが

指摘され、極めて危惧する状況が続いております。

平成２２年に道教委が道内の ８６０人の中学生

を対象に行った薬物に関する意識調査によります

と、薬物の使用を勧められた経験があると回答し

た割合が約１％、薬物の使用について気持ちよく

なれる気がすると回答した割合が約７％、薬物を

使用することを誰かに誘われたとき誘った相手が

誰であろうと断ると回答した割合が８６％である

ことがわかりました。このことは、中学生に薬物

の危険性についての正しい認識が欠けていること

や薬物に対する警戒心が薄れていることを示して

おり、極めて憂慮すべき事態であります。こうし

たアンケートの結果からも見られるように、薬物

乱用者の多くは最初に薬物を乱用した時期が青少

年期であるとされていることや青少年期は依存性

のある薬物を使用するきっかけが起こりやすい時

期であることに鑑み、小学生や中学生の時期から

薬物乱用防止に関する指導を行う必要があります。

このため学校においては、児童生徒の発達段階を

踏まえ、体育の保健領域を中心に道徳や特別活動

など学校の教育活動全体を通して薬物に関する正

しい知識と薬物乱用が健康に及ぼす影響等を理解

させることや薬物を乱用しないモラルを育てるこ

と、薬物の乱用を避ける判断力や行動力を育てる

ことが重要であります。これまでも本市の各学校

では道徳や特別活動において自他の生命を尊重す

ること、社会の秩序や決まりを守ること、心身の

健全な発達や健康の保持増進に努めることなど、

薬物乱用の防止につながる指導を行ってきており

ます。また、体育の保健領域では、小学校ではシ

ンナー等の有機溶剤を取り上げ、１回の乱用でも

死に至る場合があることや心身の健康に深刻な影

響を及ぼすことなどを指導しております。中学校

では、大麻や覚醒剤を取り上げ、摂取によって幻

覚を伴った激しい錯乱状態等を引き起こすことや

さまざまな障害が起きることなどを指導しており

ます。このほか、児童生徒に薬物の危険性等につ

いてより具体的に理解させるため、名寄保健所や

名寄警察署と連携を図り、市内の全小中学校で薬

物乱用防止教室を実施しております。また、薬物

乱用の防止については、学校のみならず家庭や地

域が一体となって取り組んでいくことが重要であ

るため、厚生労働省作成の小学校６年生の保護者

用啓発読本「薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」子

どもたちを薬物乱用から守るために」であります

とか、道教委作成の中学校の保護者向けリーフレ

ット「薬物乱用から子どもたちを守るために」な

どを活用して家庭や地域に対する啓発活動を推進

しております。児童生徒にかかわる薬物乱用防止

は、予断を許さない状況であることから、教育委

員会といたしましては各学校における保健の学習

において児童生徒の実態を踏まえて薬物の乱用防

止にかかわる指導の工夫改善に一層努めることや

各学校で実施している薬物乱用防止教室に保護者

や地域住民の積極的な参加を促すような取り組み

を進めていただくようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 大変どうもありがと

うございました。何点か再質問させていただきた

いというふうに思います。

まず最初に、新名寄市１０年を振り返ってとい

うことで市長から御答弁をいただいたわけであり

ますけれども、１０年といいますと早いようであ

っという間だったような気もしますけれども、こ

の１０年間各種事業を積極的に進めてこられたわ

けなのですけれども、合併後の一つ一つの事業に

対しての功罪といいますか、いいところ、悪いと

ころという、そういう１０年間の検証というもの

をされるおつもりがあるのかないのか、ちょっと
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お聞きをしたいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 次年度２７年度からまさ

に２次計画を策定していくという作業を２カ年間

かけてということでスタートしていくわけであり

まして、この中で当然１期目の総合計画を改めて

検証していくという作業を行っていくというふう

に思います。１期目の総合計画、当然合併してか

らの計画だということでありますので、まさにこ

れがそうした意味での検証になると、そのことの

結果を踏まえてまた次の計画の策定をしていくと

いうことになるというふうに認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。確かに総合計画策定に向けてやはりその検証

結果を踏まえて次の段階に行かなければいけない

という作業というのは当然わかるわけなのですけ

れども、ただ思いますのは一つ一つの事業の中で、

２つの自治体が合併してこの新名寄市ができたわ

けですから、そのことに対しての検証ということ

をやはり市民の皆さんにも伝えるべきなのではな

いかなというふうに思うのです。総合計画策定の

段階でそれはしていくよとは言うのですが、ただ

一つの節目としてその１０年はどうだったのだと

いうことをやっぱり市民の皆さんに知っていただ

くことが大切なのではないかなというふうに思い

ますし、その検証結果を見て総合計画もそうです

けれども、次のまちづくりの部分につなげていく

という、今までの１０年を振り返るという意味の

部分というのは必要な部分ではないかなと思うの

です。そのことについてちょっともう一度答弁を

お願いしたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 施設等の功罪ということ

だけでなくて、合併したことがどうだったのかと

いうことの総括をしていくということなのでしょ

うか。まさにそうしたことをこの１０年の節目に

見直そうということで、見直そうというか、ひと

つ今までの歩みを振り返りつつ、これからの歩み

をしていくという過程のもとに今回合併１０周年

に当たっての記念式典も開催をするだとか、その

ためのフォーラムを開催したりだとか、そうした

イベントやそれにまつわる市民に対しての周知等

を行う中で当然そうした議論、検証も出てくるの

でないかというふうに思っているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。風連町と名寄市というのは対等合併で成立し

た合併ということは、市民の皆さん皆知っている

部分ではあるのですが、ただ風連地域的にいいま

すと、大きなまちと小さなまちとの合併というこ

とで旧風連の住民的に見ますと、もう一度検証を

求めるという声というのがちょっと多いものです

から、やはりもう一度そういう部分でその１０年

を振り返るということが大切なのかなという意味

でちょっとお聞きをしたまででございます。よろ

しくどうぞお願いいたします。

２つ目ですが、次に長寿命化計画の問題なので

すけれども、橋にしても道路にしても市民生活に

全て直結する部分なわけなのですけれども、先ほ

ど平成２５年度に橋梁の長寿命化改善計画の策定

を終えたという話なのですけれども、橋梁の長寿

命化計画についてその進捗状況というのですか、

そういうものはどういうふうになっているのかお

聞かせをいただきたいと思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 平成２５年に計

画を策定をしたということで、具体的に２５年以

降ということで事業実施するわけなのですが、２

６年については御承知のとおり名寄公園なり遊具

等の整備をしております。２７年についても市長

が先ほどお答えしたような状況で進めさせていた

だくということでございます。ただ、街区公園に

ついては少し、今回２７年から始めてということ

でありますけれども、街区公園についても２７年
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からという計画で進めるようになっています。も

う少し詳細なというようなことでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 今公園の話も出まし

たけれども、公園の更新という形で先ほどおっし

ゃっていましたけれども、中身的に公園の更新と

いうのはどういうようなことをおっしゃるのか、

遊具ですとか、全体的に更新するということなの

でしょうか、ちょっとその中身を教えていただき

たいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 基本的には、今

街区公園初めそれぞれの公園内に設置をされてい

ます遊具、あるいは橋でありますとか、木橋であ

りますとか、そういった遊具等の修繕、改修を進

めていくということでございます。全体計画につ

いては、それぞれ単年、前年なりの現場なりを確

認はさせていただいてどういうふうに進めていく

かという、それぞれの公園をどういうふうに進め

ていくかということについては前年には計画は出

したいと思っていますけれども、基本的にはそれ

ぞれの公園の供用開始をした古い順というのを基

本にしながらも、現場の遊具等の老朽化等を判断

をしながら進めてさせていただくという考え方で

あります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。

次に、建設関係ですけれども、除排雪の関係で

ちょっとまたお聞きをしたいのですが、先ほど言

いましたように建設関係のオペレーターの問題で

すとか、そういう部分で建設関係の方々がかなり

苦慮している部分というのは話は聞くわけなので

すけれども、そういう現状というのは役所の部分

ではお聞きになっていないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） オペレーターの

皆さんの高齢化につきましては、それぞれ除雪に

かかわる風連、そして名寄の業者の皆さんからも

要望が上がってきております。年齢的には現役で

７０歳の方もいらっしゃいますし、やはり若年の

若い方がなかなか早朝からの作業になるというこ

ともありまして、非常に労働条件も厳しいという

ようなことがあるということで定着がしにくいの

かなというふうに考えています。そういうオペレ

ーターの皆さんの高齢化の状況については、私ど

もお聞きをしています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 先ほどもちょっと申

し上げましたけれども、やはりそういう現実とい

うのは見えてきている段階なのですけれども、オ

ペレーターというのは来年なったから除雪体制が

すぐできるということにはならないと思いますの

で、早目の対応というのが必要なのかなというふ

うに思います。

それから、先ほど言いましたように町内会組織

での除雪体制といいますか、そういう部分に関し

ても今からそういうものの試験的な形でやってい

ただくような体制というのも必要かなというふう

に思いますし、どうしても人材不足という部分は

今後出てくるのではないかなと思いますけれども、

その辺いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今山口議員のほ

うからありましたように、まさに人材不足といい

ますか、高齢化といいますか、例えば町内会でい

ろいろな除排雪等の活動、取り組みを進めていた

だくにしても、やはりその地域のリーダーの方を

中心に役員の方が中心になるのかなというふうに

も思ってございます。その意味では、今の現状の

町内会の年齢構成といいますか、そういったとこ

ろも大変影響はあるのかなというふうに感じてい

ます。それで、なかなか私どもが直接例えばオペ

レーターですとか、あるいは町内会の活動につい
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て若い方をというような取り組みについて、現実

にまだまだ町内会の皆さんとかのお話もしてござ

いませんし、これからということでありますので、

その辺改めて私どももしっかりと研究をしながら

進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。

続きまして、田んぼダムの水位調整のことにつ

いて先ほど御答弁いただいたわけなのですけれど

も、多面的交付要件という、そういう補助金の対

象にもなっているということなのだろうとは思う

のですが、集中豪雨でやはりこの効果というのは

先ほど市長が言われましたようにかなりの効果が

あるというふうに思っています。それで、ただ思

いますのは、私も農家なので、去年の状況を言い

ますと、改良区からの電話は来るのですけれども、

来るといいますか、連絡網みたいな感じで田んぼ

の水をとめてくださいというような形で来るので

すが、ただやはり昼間、あの時間帯にいない農家

さんもいますし、そういうことを知らない農家さ

んもいるのです。ですから、もっと水田農家さん

にそういうものを周知して、改良区もそうですし、

農協ですとか行政の取り組みという部分をもっと

農家さんに周知徹底する部分が必要ではないかな

というふうに思うわけなのですけれども、その辺

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ８月の２回の集中豪雨の

際に田んぼダムの事例が先ほどもお話ししたとお

り好事例として、今回まちづくり懇談会初め農業

振興対策協議会やさまざまなそうした機関、団体

の中でもう既にかなり議論されてきております。

今後これをいかにそれぞれの活動組織ごと、ある

いは土地改良区のエリアごとに浸透させていくか

ということをまさに議論していくということにな

ろうかと思います。一方で、その指示命令系統は

どうしていくのかという、そういったことだとか、

これは今後また土地改良区さんやさまざまな機関、

団体と連携をして議員おっしゃられるようにそう

した昼間の問題だとか、細かなところも含めて連

絡調整をどうしていくのかということを今後再度

しっかりと詰めて次のというか、２７年シーズン

に抜かりのないように備えていきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。本当にまさに連絡体制といいますか、事前説

明だったり、そういうものというのは必要になっ

てくると思いますので、よろしくお願いをしたい

というふうに思っています。

それでは次、道の駅の関係なのですけれども、

あれだけの集客力があって、そのお客様をどうや

って町中に流していくかという、そういう部分と

いうのは本当にもったいないというふうに思うの

です。ですから、もっともっと道の駅を活用して

といいますか、そういう部分で商店なり、あと観

光施設なりという部分に人を移動させることが本

当に大事なのではないかなというふうに思います。

全道でもまれに見るぐらいの集客といいますか、

集める施設でありますので、やり方といいますか、

スタンプラリーですとか、そういう方法もあるで

しょうし、今後本当にそういう部分でもっともっ

と中身的に考えていただいて名寄市内に人を流し

ていただくことがいいのかなというふうに、よろ

しくどうぞお願いをいたしたいと思います。

空き家対応の部分でちょっとお聞きをしたいの

ですけれども、空き家の実態といいますか、行政

側から見て数といいますか、そういう把握をされ

ているのかどうなのかお聞きをしたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 名寄市の空き家の状

況でございますけれども、昨年度町内会長に空き

家のアンケートを実施しておりまして、住宅の総

数が１万７９０戸のうち共同住宅、寄宿舎等の６
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５１戸を除いた専用住宅１万１３９戸に対しまし

て空き家の戸数が３５７戸、空き家率で ５％、

管理不全と思われる家屋が８６戸で ８％であり

ます。

数は以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） この調査というのは、

毎年行われているものなのか、それとも何年かご

とに行われているものなのか、その辺はいかがな

のでしょう。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども答弁したの

ですけれども、一昨年初めてアンケート調査を行

ったということでございます。それまではデータ

というものがございませんでした。それで、現在

法律が施行になった、昨年１１月に空き家に対す

る特措法が施行になったものですから、それを受

けまして具体的な計画をつくるために空き家の実

態を把握する必要があるということで現地調査を

現在やっている最中です。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 空き家も景観上本当

に非常に、夏場というのは空き家というのは余り

よくわからないのですけれども、冬になると特に

出入り口が雪に埋まっていたりとか、屋根雪がそ

のままになっているということで、冬になってこ

の家が空き家だったのだなという、随分周り近所

を見ましてもこんなに空き家が多かったのだなと

いうような部分がございますので、そういう部分

で空き家の把握というのも大切なのだなというふ

うに思いますけれども、空き家の再利用といいま

すか、そういう部分の考えというのは、個人住宅

ですから、なかなか難しい部分はあろうかなとい

うふうには思うのですけれども、先ほどの移住の

関係でもそうですけれども、そういうものを把握

しておけば移住されてきた方にも改修をして使っ

ていただくというようなことにもなろうかなとい

うふうに思いますけれども、そういう部分のお考

えはないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全国的に空き家問題が叫

ばれている中で空き家を有効に活用して移住促進

だとか、あるいはお試し的な交流人口だとか、そ

うしたことに使えないのかという議論が出ている

と、こういうことは承知をしております。移住促

進協議会では、空き家を持っている方もそこに加

盟をして、そこに登録をしてそうしたあっせんが

できるというような仕組みになっておりますけれ

ども、なかなか登録も余りふえていないというよ

うな現状であります。一方で、今の不動産の状況

をお聞きをすると、一軒家の住宅のニーズという

のは非常に高くて、こうしたところは不動産屋さ

んではほとんど今あきがないというか、物件がな

いような状況だということであります。その中で

空き家がたくさん多いというのはどういうような

状況なのかと、恐らくもう入れないという空き家

もあるのでしょうし、一方で例えば大事なものが

そこにあってほかの方たちがなかなか入るのを拒

むというか、そういうような空き家も結構実態と

してあるのではないかなというふうに思っていま

す。いずれにしても、空き家の今対策が国挙げて

施行されている中で名寄市としてもこの問題をし

っかりと現地把握調査をしながら、空き家に対し

ては十分な管理をしていただくということがまず

基本であって、その上でそうした利活用が可能だ

ということであれば、そうした広報もしながら移

住促進協議会だとか、そうしたことで有効に活用

できる施策、さらには修繕等のそうした施策の推

進がどうなのかということは、これはまさに今後

の地方創生戦略の中の移住の人口の拡大の一つの

ツールにもなり得るということもあるでしょうか

ら、そんなことも含めて総合的に政策を検討、研

究をしてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。空き家になっていてもやはり荷物がそのまま
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になっていたりとかという、そういう条件もある

のでしょうし、いろいろな部分があるのかなとい

うふうに思いますけれども、この件に関してもま

たよろしくどうぞお願いをしたいというふうに思

います。

次に、６次産業化の取り組みについてお伺いを

したいというふうに思いますけれども、６次産業

化といいましても非常に難しい部分があろうかと

は思うのですけれども、先ほど言いましたように

北海道はかなり６次産業化が全国的には進んでい

るほうだということが言われているようなのです

けれども、先ほども消費者の動向を直接把握でき

るような支援措置を講じていきたいというような

お話、情報提供に努めていきたいというようなお

話があったわけなのですけれども、その情報提供

にしてもどういう形なのでしょう。農家個々があ

る程度の組織を持った段階でそういう説明をする

のか、それとも農家全体的に６次産業化というも

のはこうなのですよという説明といいますか、何

かを始めようと思ったときに情報の提供ですとか、

そういうものの支援の措置というものを行政とし

てするのか、それ以前にもっと農家全体を対象と

して６次産業化の部分を情報提供というか、進め

ていくような体制なのか、その辺の今の状況とい

うのですか、名寄市としての６次産業化に対する

状況というのはどういうふうに捉えているという

のか、どの辺まで進めようとしているのかという

のをお聞きしたいのです。農家全体に対して進め

ようとしておられるのか、その辺ちょっと、難し

いですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ６次産業化の関係で

すね。今名寄市内での私どもの情報提供というこ

とでは、ある程度一定のこういうことをやりたい

という方の意見集約なり、そういう御要望あった

場合にこういう支援措置があるとか、そういった

部分でお手伝いをさせていただいております。た

だ、６次産業の場合、当然国の支援を受けるにも

一定の制約ございます。なかなか１戸でそれを完

結するということになると莫大な投資ということ

にもなってきますので、やっぱり何戸かの農家さ

んが御一緒にそれに取り組んでいくということに

なるのかなというふうに思っています。そういっ

た意味では、まず名寄産では優良な農作物、アス

パラも含めて多種多様ありますけれども、そうい

ったものの評価、大変評価の多いものがあります

ので、その安定生産がまずあって、その中で生産

者同士でこういった部分で工夫できないかという

ことで、そういった御意見、ＪＡさんを含めて私

どもにお寄せいただければそういった支援措置な

ども含めて検討をさせていただいてございますけ

れども、毎年名寄市の農業の施策の概要などにつ

いて各戸に配布させていただいていますので、そ

ういった中で少し６次産業化の部分、ファンドだ

とかいろんな取り組み、国の支援ありますので、

そこらもちょっと広報、情報提供させていただけ

ればというふうに思っていますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。農家から見ますと、６次産業化というのは難

しいものだ、確かに難しいのでしょうけれども、

そういう頭になってしまっていますので、もっと

入りやすいような形で中身を知らせてほしいので

す。そういう行政としての前向きな形で進めても

らえれば、これだけの農産物豊富にあるわけです

から、そういう部分でもっと違う、今まで感じて

いなかった人もそういうことで進んでみようかと

いう、一歩踏み出そうかという、そういう気持ち

になるようなことも考えられますので、その辺本

当にもっと細かく説明をしていただければなとい

うふうに思います。いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 農商工連携、ある意味で

は企業経営の分野に入ってくるので、そこはやっ

ぱり農家さんや団体のアイデアや、そこがまずベ
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ースにあって、やる気があって支援をしていくと

いう体制でないと、なかなかそこは行政がどうぞ、

どうぞというふうにあっせんをしてやっていくも

のなのかどうなのかということは、そこは一線を

引かなければならぬ部分あると思います。一方で、

名寄市で今年度から経済産業省に１人職員を派遣

しておりまして、ここがたまたま農商工連携課と

いう課でありまして、まさに今６次化を進めてい

る課でありまして、相当いろんな情報が入ってき

ておりまして、実際にそうしたやる気のある企業

さんや農家さんに既に複数件の２６年度も補助事

業の採択をしていただいているということもござ

います。我々も決してアンテナを張っていないわ

けではなくて、そうした中で情報提供もさせてい

ただいていますが、まずはではこういうことだか

らやってみようということの意識を醸成し、その

ことも我々もしていかなければならないでしょう

けれども、今こうした農商工連携関連の予算に関

しては非常にいろんなメニューがありますので、

挑戦をする気持ちがあればいろんなマッチングが

できる可能性はあるというふうに思っております

ので、ぜひそこは積極的にいろんな方たちに挑戦

をしていただきたいものだというふうに思うとこ

ろでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。本当にこれだけ豊かな農地と農作物がある地

域ですから、そういうことで市長言われたように

農商工連携もそうですし、何とかうまいというか、

いい方向に進んでいけるような道筋といいますか、

そういうものを示していただくような部分も必要

かなというふうに思っていますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

先ほども企業誘致のお話もありましたけれども、

食品関係の企業誘致はどうなのでしょうかという

話しさせていただきましたけれども、それもやは

り６次産業化に向けての部分ともつながってくる

かなというふうにも思いますけれども、産業の活

性化といいますか、企業が入ってくることによっ

て雇用の部分ですとか、地元の食品関係の企業が

入ってくるとそういう部分で地域がやっぱり活性

化していく部分、本当の近道ではないかなという

ふうに思っていますので、地域のものを使ってそ

こで企業を起こされてやっていくというのは、特

産館の例をとっても地元の方々をあれだけ使って

やっていられるという部分ありますので、そうい

う部分でもっともっと食品、農業が基幹産業であ

りますし、そういうものを基本とした今後の名寄

市の進め方といいますか、そういうものを土台に

置いてやっぱり進めていただきたいなという考え

でちょっと物申させてもらいました。よろしくお

願いします。

それから、今度は担い手の問題にちょっと行き

たいと思いますけれども、後継者対策というのは

花嫁、花婿対策も一体に検討していくと先ほどの

答弁にもありましたけれども、まさに本当に担い

手対策というのはパートナーの対策までやっぱり

進まないことにはならないというふうに思うわけ

なのですけれども、名寄市のそういう後継者、花

嫁、花婿対策の現状というのはどういうふうにな

っているのか、ちょっとお聞かせをいただきたい

と思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議

時間を延長いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 名寄市において担い

手の花嫁、パートナー対策の現状についてちょっ

と御説明させていただきます。

本市の基幹産業である農業を維持発展していく

ためには、農業後継者の育成とパートナー対策が

喫緊な課題だというふうに認識をしてございます。

本市では、市と農業委員会、ＪＡなど１０団体で

名寄市農業後継者対策協議会を設置しておりまし

て、農業後継者のパートナー対策を進めてござい
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ます。具体的には、農業青年の独身女性との出会

いの場を提供することを目的に、２６年度では７

月に地元農家における農作業体験を通じた交流を

実施して男性７名が参加いただきまして、１１月

には下川町と合同で旭川市へ出向く形でパーティ

ー形式での女性との交流機会などを設けさせてい

ただいております。名寄からは男性５名が参加し

てございますけれども、簡単に成果が上がるとい

う状況ではなく、地道な活動を続けていくしかな

いものと考えてございます。今後は、より参加し

やすいものとするために農業後継者の年齢を分け

た企画を設定するとか、参加女性の不安を払拭す

るために農家に嫁いだ女性との交流機会を設ける

など、工夫をしながら出会いの場の提供に努めて

まいりたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 何年か前までは花嫁

対策、花婿対策という結構表向きに出ていた部分

があったというふうに思うのですけれども、ここ

近年なかなかそういうことをやっているのかやっ

ていないのかわからないような状況というのがあ

るのかなというふうに思っています。担い手対策

の部分というのは、本当に農家に若い人がいない

わけではないのです。いるのですけれども、結婚

されない、していないです。やはり結婚して子供

を育てて農地をふやしていくという、そういう力

という部分が出てくる部分というのはあると思う

のです。ですから、後継者対策イコール、後継者、

担い手対策というのはやはり結婚対策というか、

そういう部分までも踏み込んでいかないとこれか

ら農地というのは本当に守っていけないのかなと

いうふうに思います。一人ではやっぱりできない

です。先ほどコントラクターの話もありましたけ

れども、それはそれとして、やはり結婚して子供

をつくって張り合いを持って農業をやっていく、

面積をふやしていくのだという、そういうものが

ないとこの名寄の農地というのは守っていけない

のかなというふうに思っています。ですから、そ

ういう花嫁対策、花婿対策という部分をもっと時

代に合ったといいますか、今までのやり方ではや

っぱりだめだと思うのです。有識者というか、そ

れに対してもっと新たな視点というか、そういう

部分で取り組まないといけないのではないかなと

いうふうに思います。これは、タブーみたいな感

覚になってしまっているのですけれども、もっと

表に向けてやっぱり花嫁対策というのはしていく

べきだというふうに思うのですけれども、その辺

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 花嫁対策、重要な問題だ

と思います。議員がおっしゃるとおりに、昔の集

団お見合い的な、そうした状況から今は随分環境

も、出会い方だとか、またそうした若い方たちの

考え方も変わってきていて、なかなかやっぱり昔

の状況、同じやり方では難しいということも理解

をするところであります。この説明の以外にもカ

ップリングパーティーだとか、結婚相談センター

さんと連携をしてさまざまな事業を行っていただ

いて、あるいは今最近では民間団体の街コン的な

事業も行っているだとか、花嫁対策とぼんと銘打

ってはいないかもしれませんけれども、いろんな

角度からさせていただいているというところであ

りますけれども、議員おっしゃるように今テレビ

でも結構ああいうやり方で女性の方たちが地方に

来てお見合いをしていくなんていう、ああいうや

り方もあったりだとか、いろんな手法があるのか

なというふうに思います。いろんな角度からあら

ゆる研究、検討を重ねてよりそうしたマッチング

ができるようにその仕掛け、あるいは場合によっ

ては制度設計だとかも検討してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。これは、本当に農家に限ったことではありま
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せんで、商業の方も工業も結婚をなかなかされな

いというのが今の時代なのかなとは思いますけれ

ども、そういう部分でやっぱり表向きといいます

か、もっと踏み込んだ形で進めていただければな

というふうに思っています。

続きまして、防犯カメラの件でお伺いをしたい

と思いますけれども、今御答弁いただいて市内に

道路ですとか、そういうところにはないのだとい

うお話でした。公共施設で２０施設５６台という

お話なのですけれども、これは名寄市的には、ほ

かの市町村もこういう状況なのでしょうか。この

近隣市町村というのは、防犯カメラの台数という

のはこんなものなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほど答弁させてい

ただいたとおり、２０施設に５６台ということで

台数的には多いのですけれども、主に屋内に設置

をされておりまして、さらには記録機能のないい

わゆる監視カメラ、モニターというのですか、そ

ういうものがほとんどになっております。

ほかの自治体ですとか、そういうところで設置

されていないかというような問い合わせだと思う

のですけれども、管内でいえば富良野で一部、駅

の裏の通路のところに設置している以外について

は、例えば市町村で防犯カメラを設置していると

いう実態は現状ではないのです。設置の進まない

理由としましては、１つには結構費用がかかると

いうことです。あと、ランニングコストもかかり

ますし、一番の問題は設置の場所、これをどこに

設置するのかというのが考えてみるとなかなか難

しい問題になってくるので、そのあたりが一番の

ネックになっているのかなと。あと、メンテナン

スのための人材の確保ですとか、費用対効果など

の問題もあります。さらに、公共の場にそういう

カメラを設置することによりまして肖像権ですと

かプライバシー、この辺の関連の議論が起こるこ

とがあるということで一度警察等々に照会をした

ところ、しっかりとした運用の手引、さらにはガ

イドラインが必要ではないかというようなお答え

をいただいております。

それと、防犯カメラの件は以上なのですけれど

も、ちょっと先ほどの答弁で一部訂正をさせてい

ただきたいと思います。町内会のアンケートによ

りまして空き家のデータがあったということで、

それは昨年度のアンケートのデータ、以前にはな

かったということでお答えをしたのですが、実は

平成２１年度から平成２３年度にかけまして老朽

家屋の解体補助というのが北海道のほうの緊急雇

用の促進事業でございまして、そのときに空き家

を調査している、アンケートをとっているという

実態がございましたので、訂正をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） ありがとうございま

す。これは、市内なし、富良野に１カ所あるとい

う話ですけれども、これは名寄市ではつけていな

いけれども、警察、公安でしょうか、そういう形

での設置というのは把握はされていないのですか。

警察ですとか、そういうのはつけていないのでし

ょうか。これは、聞いてもわからないかな。そう

いうものはないのですか。いや、ごめんなさい。

本当に今の時代こういうことなのかという、ちょ

っとびっくりしてしまうのです。道路ですとか、

繁華街ですとか、もっとあってもいいのではない

かなと思っていたのですけれども、余りにもなし

ということが不思議な感じがします。それで、道

内がそういう状況ということは、道なりの補助金

あたりというのはないのですか、これは。その辺

調べたことはないですか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 設置に対する補助と

いうことでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇市民部長（三島裕二君） そういう制度はない

というふうに承知をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員、質問の趣旨
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を明確にして質問してください、ちょっとわかり

ませんので。

山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） 済みません。申しわ

けないです。ただ、思うのは、これだけの３万人

の人口がいながら、防犯体制の部分ではやっぱり

カメラというのは私必要ではないかなというふう

に思うのです、繁華街ですとか人通りの多いとこ

ろとかという部分では。だから、道がそういうも

のに対しての補助金をつけないのか、ある県では

補助金を出している県がありますので、そういう

部分でやはり道に対してそういうものを求めてい

くとか、補助金これ必要ではないですかという、

そういうことも今後必要になってくるのではない

かなというふうに思いますけれども、その辺いか

がですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 昨今全国的にも非常に痛

ましい事件、事案が発生をしているということで

ありますとか、市内においても年明けてからも結

構不審者情報もあったりということでありまして、

議員がおっしゃるように監視カメラの必要性とい

うことは十分理解するところでありますが、今部

長がお話ししたとおり少し検討しなければならな

い課題もあると、こういうことでありまして、警

察署だとか関係機関ともぜひここ協議をさせてい

ただく中で、当然有利な財源とかも探っていかな

ければなりませんけれども、より効果的で効率的

な設置ができるのかどうなのかということをぜひ

研究をしてまいりたいというふうに考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山口議員。

〇１７番（山口祐司議員） やはり今の時代ちょ

っとこういう部分というのはどうなのかなという

ふうに思いますので、そういう部分で働きかけを

何とかしていただければなというふうに思います

ので、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに

思います。

これで私の質問は終わりたいというふうに思い

ます。今回この質問が私の議員としての最後の質

問になるということでありますけれども、加藤市

長には今後財政的にも本当に厳しい市政運営とい

う部分はまだまだ続くのではないかなというふう

に思いますけれども、名寄市の将来に向けた環境

づくりに今後とも御尽力いただきますように願っ

て私の最後の質問を終わりたいと思いますので、

大変どうもありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山口祐司議員の

質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 駒 津 喜 一

平成２７年３月１０日（火曜日）第１回３月定例会・第２号
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開議 平成２７年３月１１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 塩 田 昌 彦 議員

６番 佐 藤 靖 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

教育委員会改変について外３件を、川村幸栄議

員。

〇１番（川村幸栄議員） おはようございます。

まず最初に、東日本大震災と福島原発事故から４

年が経過いたしました。改めて犠牲となられた方

々に哀悼の意を表すとともに、被災された皆さん

にお見舞いを申し上げたいと思います。

それでは、通告順に従いまして、質問をさせて

いただきます。１点目、教育委員会改変について

伺います。２０１１年の大津市いじめ自殺隠蔽に

よって国民的批判が起こりました。教育委員会そ

のものの廃止に向かう動きもありましたが、廃止

に対して広範な人々から反対され、廃止は見送ら

れ、制度を残した上で首長の関与等を強める教育

委員会関連法案が強行されました。そこで、より

よい教育委員会を築くために伺いたいと思います。

改正法では、１つ、首長任命の新教育長、２つ、

首長の教育大綱制定権、３つ、総合教育会議の３

つの新しい仕組みが加わりました。教育委員会が

制度的には残されましたけれども、形骸化させず

に住民の悩みや要求を吸い上げて活動する住民の

自治の機関として改革、活性化させることや教育

委員会の独立性、自主性を生かすことが望まれる

ところです。子供を中心に据えた教育行政を求め

るところですが、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

２つに、道徳教育のあり方について伺います。

道徳の教科化は、昨年１０月、中央教育審議会で

いじめ問題への対応などを理由に打ち出されまし

た。道徳でいじめ対策に疑問、道徳の教科化でい

じめ解決できないと教育関係者などから疑問や危

惧する声が上がっていますし、また保護者の間か

らは小学校１、２年生から愛国心が盛り込まれて

いることへの不安の声も聞かれているところであ

ります。そこで、１つ目に道徳の教科化について

教育委員会の考えをお伺いしたいと思います。

２つ目に、学校、家庭、地域社会との連携を深

めた教育の振興について伺います。教育行政執行

方針の最後で述べられていますが、これまで以上

に学校、家庭、地域社会との連携を深めながらと

あります。山形県では、地域の皆さんの思いを寄

せて少人数学級実現の運動が起こり、２００２年

度から小学校全学年を３年間で２１から３３人の

少人数学級編制にするというさんさんプランを導

入しています。いじめの発生件数が３５人以下学

級以外の県より少なくなったり、不登校児童の出

現率が年々減少している、このような効果があら

われています。学校、家庭、地域社会との連携を

深めた教育こそがいじめをなくしていくことにつ

ながると考えますが、お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

大項目３つ目、地域福祉の推進強化をお伺いし

たいと思います。１つに、生活困窮者等の実態調

査と把握を求めるものです。行政執行方針では、

生活困窮者自立支援事業、自立相談支援事業や住

宅確保給付金事業、自立に向けた支援を行うとあ

ります。支援を行うためには、どのような状態に

あるのか実態を調査し、実態把握が必要です。生

活困窮者といえば、独居高齢者や高齢夫婦世帯、
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ひとり親世帯、特に母子家庭、そして成人のひき

こもりなど支援を待っている方々が多いのではな

いでしょうか。実態調査等では、社会福祉協議会

が行っているところもあるように聞いています。

名寄では、名寄大学の地域からケアの未来を開く、

この力に依拠したいと思います。地域の町内会や

民生委員さんの情報も大きいかと思います。こう

いった皆さんのお力もかりながら実態調査を進め

るお考えはあるのかないのか、どのように進める

のかお聞かせをいただきたいと思います。

４点目、高齢者無料バス券を。コミュニティバ

スの運行については、視察先の事例も紹介しなが

ら幾度か路線、料金等の提案をさせていただいて

きたところですが、実証運行も平成２７年度で終

わり、本市の交通体系のあり方について検討され

るとの執行方針が示されました。そこで、１つ目

に高齢者の皆さん方の移動手段への支援を求める

ものであります。年配者の方から前のように無料

バス券があれば助かる、こんな声が多く寄せられ

ています。お考えをお聞かせください。

２つ目に、バス路線について伺います。この間

バス路線については、多くの御意見や御要望等あ

ったかと思いますけれども、再度北斗団地内の停

留所設置のお考えお聞かせいただきたいと思いま

す。また、大学方面から名寄駅方面への便があり

ません。大学生の意向調査等必要ではないかと考

えますが、お考えをお聞かせをいただきたいと思

います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） おはようございます。

ただいま川村議員からは、大項目で４点にわたり

御質問をいただきました。大項目１及び２につき

ましては私のほうから、大項目３及び４につきま

しては健康福祉部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

最初に、大項目１の教育委員会改変について、

小項目１のよりよい教育委員会を築くためににつ

きましてお答えいたします。このたび地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、

本年４月１日から施行されることになりました。

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性、安

定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の

明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団

体の長との連携強化、地方に対する国の関与の見

直しなどの観点から行われたところでございます。

具体的には、教育行政の責任を明確にするため教

育委員長と教育長を一体化した新たな責任者、新

教育長を置く、新教育長は首長が議会の同意を得

て直接任命、罷免する、新教育長は教育委員会の

会務を総理し、教育委員会を代表し、任期を３年

とする、ただし教育委員長の任務と任期は現在の

教育長の任期終了までは継続するとしたこと、ま

た総合教育会議を設置し、大綱を策定するために

首長と教育委員会により構成される総合教育会議

を首長が設置し、その会議を首長が招集する、首

長は総合教育会議において教育委員会と協議し、

教育の振興に関する施策の大綱を策定することと

したこと、さらには国の地方公共団体への関与の

見直しとしていじめによる自殺の防止等、児童生

徒等の生命または身体への被害の拡大または発生

を防止する緊急の必要がある場合に文部科学大臣

が教育委員会に対して指示できるようにしたこと

などであります。これらは、首長が民意を代表す

る立場であることや教育委員会の所管事項に関す

る予算の編成、執行や条例提案などの権限を有し

ていること、また近年の教育行政においては福祉

や地域振興などの一般行政との連携が必要になっ

てきていることなどから、地域住民の意向をより

一層反映させる仕組みと地方公共団体における教

育と文化の振興に関する施策の総合的な推進を図

ることを目的として改正されたものと考えている

ところでございます。

大項目２の道徳教育のあり方について、小項目

１の道徳の教科化についてお答えいたします。道
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徳教育を通じて育成される道徳性は、豊かな心だ

けではなく、確かな学力や健やかな体の基盤とも

なり、児童生徒の生きる力を育むものであります。

その意味で道徳教育は、本来学校教育の中核とし

て位置づけられるべきものでありますが、学校の

教育目標に即して充実した指導を重ね、成果を上

げている取り組みがある一方で、例えば道徳教育

のかなめである道徳の時間においてその特質を生

かした授業が行われていない場合があることなど、

多くの課題が指摘されているところであります。

また、児童生徒がいじめ問題などに主体的に対処

することのできる実効性ある力を育成していく上

で道徳教育も大きな役割を果たすことが強く求め

られております。このような認識のもと文部科学

省では、教育再生実行会議における平成２５年２

月の第１次提言を踏まえ、道徳教育の充実に関す

る懇談会を設置し、道徳の特性を踏まえた新たな

枠組みによる教科化のあり方など、道徳教育の改

善、充実方策について幅広く検討を行い、昨年２

月に中央教育審議会に諮問いたしました。中央教

育審議会では、専門的な検討を重ね、昨年の１０

月、道徳に係る教育課程の改善等についての答申

を行いました。この答申を受けて本年２月に文部

科学省は、学習指導要領の一部改正案を公表して

いるところでございます。改正案では、道徳教育

の充実を図るために道徳の時間を特別の教科、道

徳として新たに位置づけ、その目標、内容、教材、

指導方法、評価等について見直しております。目

標では、自己の生き方を考え、主体的な判断力の

もとに行動し、自立した人間として他者とともに

よりよく生きるための基礎となる道徳性を養うこ

ととしております。内容については、１つは自分

自身に関すること、２つ目は人とのかかわりに関

すること、３つ目は集団や社会とのかかわりに関

すること、４つ目は生命や自然、崇高なものとの

かかわりに関することの４つの視点の意義を明確

にするとともに、小中学生の発達段階に応じて例

えば自分自身に関することでは善悪の判断、自立、

自由と責任、人とのかかわりに関することでは親

切、思いやりなどのキーワードを示しております。

また、生命倫理や情報モラルといった現代的課題

の扱いを充実しているところでございます。教材

については、検定教科書を使うことになりますが、

生命の尊厳、各地域に根差した郷土資料、情報化

への対応等の現代的な課題などを題材とした多様

な教材をあわせて併用することを重視しておりま

す。指導方法につきましては、児童生徒が多様な

感じ方や考え方をする中で考えを深め、判断し、

表現する力を育むことができるよう問題解決的な

学習等を取り入れるなどの工夫を求めております。

また、評価については、道徳性は極めて多様な児

童生徒の人格全体にかかわるものであることから、

児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を

継続的に把握し、指導に生かすよう努め、数値に

よる評価は行わないとしているところでございま

す。その他、道徳科の授業公開、家庭や地域との

連携の強化なども示されております。今後文部科

学省は、本年３月末に学習指導要領の一部を改正

する告示をし、平成２７年度から改正後の学習指

導要領の内容による授業を可能とし、小学校は平

成３０年度から、中学校は平成３１年度から検定

教科書を使った道徳の授業を実施する予定として

いるところでございます。

次に、学校、家庭、地域社会との連携を深めた

教育の振興についてお答えいたします。議員御指

摘のように、児童生徒に確かな学力、豊かな心、

健やかな体など生きる力を育てることやいじめや

不登校等の問題を解消するためには、学校と家庭

や地域社会が連携して取り組むことが極めて重要

であると考えております。例えば児童生徒に基本

的な生活習慣を身につけさせるためには、学校と

家庭が連携して日常の生活の中で繰り返し指導す

ることが大切であります。また、豊かな心を育て

るためには、地域社会の中でボランティア活動や

自然体験活動などに実践的に取り組ませることも

大切であります。現代的課題である情報モラルに
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ついても、学校と家庭が一体となって携帯電話等

のフィルタリングの取り組みや使用上のルールづ

くりなどを進める必要があります。また、学力向

上や体力向上の取り組みにつきましても家庭と協

力し、早寝早起き朝ごはんの取り組みやテレビゲ

ームをする時間、携帯電話などを使う時間を少な

くする取り組みなどを通して生活のリズムを整え、

子供が集中して学習できる環境づくりやスポーツ

以外にも家の手伝いを勧めるなど、日常の運動習

慣等の改善を図る取り組みを進めることが大切で

あります。このため教育委員会では、昨年名寄市

家庭教育資料改訂版「子どものよりよい育ちのた

めに家庭で取り組む７つのポイント」を作成しま

して、各学校を通して家庭に配付したところであ

ります。この資料では、１つ目には朝食を食べる

習慣、２つ目には節度ある生活習慣、３つ目には

家庭で学習する習慣、４つ目、読書に親しむ習慣、

５つ目、運動する習慣、６つ目、自尊感情を育む

こと、７つ目、いじめは絶対許されないと教える

こと、この７点について本市の児童生徒の学習や

生活の状況をお知らせし、家庭で取り組む際のポ

イントを示しているところであります。教育委員

会といたしましては、このような資料を活用しな

がら各学校では児童生徒の実態に応じたより具体

的な取り組みを行っていただき、児童生徒を健や

かに育てていきますよう家庭や地域の皆様に御協

力をお願いしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の地域福祉の推進強化を、初めに小項目１の

生活困窮者等の実態調査と把握について申し上げ

ます。

生活困窮者自立支援法が本年４月に施行され、

生活困窮者自立支援制度が始まります。この制度

は、さまざまな事情により生活を営むのが困難に

なっている方などに生活保護に至る前にそれぞれ

の状況に合ったサポートをすることで自立に向か

っていただけるよう支援を行います。本市におき

ましては、平成２７年度は自立相談支援事業と住

居確保給付金の支給事業を実施するために現在相

談実施機関や協力関係機関との協議を進めており

ます。相談の業務は、名寄市社会福祉協議会へ業

務委託し、相談を通じて一人一人の生活上の問題

や悩みを確認、整理します。次に、本人の意思を

確認しながら、一緒にプランを作成し、プランに

沿った支援を継続的に実施します。また、住居確

保給付金の支給事業については、離職により住宅

を失った方やそのおそれが高い方に対して、所得

制限はありますが、有期で家賃を給付するもので

す。仕事のこと、お金のこと、生活のこと、健康

のことなどさまざまな困難や悩みを抱えている方

々を把握するために市の納税相談窓口や地域包括

支援センターの総合相談窓口、ひとり親家庭、障

害のある方、生活困窮の方の総合相談窓口を初め、

関係機関の相談窓口の消費生活相談、法律相談、

社協の心配事相談窓口や市内に４カ所ある障害者

の相談支援事業所などとの連携を強化して本制度

につないでいただくことが必要となります。さら

には、障害に関する訪問相談、高齢世帯への訪問

相談、保健、健診の訪問相談、子育て支援に関す

る訪問相談などを通じて各家庭が抱えている困り

事や悩み事の把握に努めてまいります。新制度が

始まる４月からは、市の各部署が把握している情

報を持ち寄り、庁内連携会議を開催することによ

り困り事や悩み事の情報の共有化と支援の検討を

進めてまいります。さらには、外部の関係機関で

あります名寄公共職業安定所、名寄保健所、名寄

市社会福祉協議会、名寄市民生委員児童委員連絡

協議会などで構成される自立支援ネットワーク会

議を開催し、連携を強化しながら庁内連携会議や

自立支援ネットワーク会議を通じて複合的な課題

を抱えた個人や家族に寄り添いながら利用できる

制度へつなげる体制の構築に努めてまいります。

また、相談窓口や新制度の周知につきましては、

広報やホームページへの掲載、チラシの作成、Ａ
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ｉｒてっしによる制度周知の放送やなよろ福祉相

談ガイド改訂版の発行を行うことにより広く市民

の方への周知を図ってまいります。今後民生委員

児童委員、町内会、保健推進委員などへの説明を

行い、さらなる連携を図るとともに、地域見守り

ネットワークや町内会ネットワーク事業を通じて

の対象者の見守りや発見が重要であると考えてお

りますので、さらなるネットワークの構築を進め

ながら今後も継続した対象者の把握や情報収集に

取り組んでまいります。

次に、大項目４の高齢者無料バス券を、小項目

１の高齢者の移動手段への支援について申し上げ

ます。高齢者に対する交通費助成は、平成４年度

から平成１７年度まで旧名寄市において名寄市高

齢者交通費助成事業として市内の路線バスや鉄道

路線に対して実施されておりましたが、交通機関

を利用できない地区もあり、制度上に公平さを欠

くことが市民から御指摘をいただき、平成１７年

度末をもって廃止した経過がございます。福祉施

策によります高齢者の移動手段の支援につきまし

ては、重度障害者ハイヤー料金助成事業において

身体障害者手帳１級、２級と３級の一部と療育手

帳Ａをお持ちの方を対象に実施しておりまして、

昨年度の実績では７９１人の対象者に対し４８０

人の方に交付し、うち６５歳以上の方は３６７人

でありました。また、臥床した状況などにより一

般の交通機関を利用することが困難な方に対して

は、通院等の際にリフトつきワゴン車で送迎する

外出支援サービスを市内全域で実施しております。

高齢者の無料バス券については、交通機関を利用

できない地区の方との公平性を担保できないため

実施は困難と考えておりますが、平成２７年度で

コミュニティバスの実証運行が終了となることか

ら、利用負担のあり方も含めて今後さまざまな検

証が必要となるものと考えております。

次に、小項目２のバス路線について申し上げま

す。平成２４年７月にコミュニティバス実証運行

事業を開始する以前は、市街地を循環する３路線

全てが時計回りで運行しておりましたが、実証を

行うに当たり有識者やバス事業者等で構成する名

寄市地域公共交通活性化協議会においてより効果

的、経済的でわかりやすい路線について検討を行

っていただいた結果、両方向回りの運行とした場

合は一方向と比べバスの台数を倍にふやす必要が

あるため経済的に難しく、また冬期間は積雪のた

めバスのすれ違いが困難となることから、コミュ

ニティバス路線につきましては一方向のみの運行

とするとともに、他の市内循環バス路線とは逆方

向の反時計回りで運行することで利便性について

も確保しようとしたものでありますので、御理解

願います。また、新たなバス停の設置につきまし

ては、さまざまな地区の方から御意見、御要望が

ございますが、北斗団地、大橋区方面につきまし

ては平成２７年６月に北斗団地付近にて市道工事

の予定があり、工期に合わせてバス路線の大橋区

への迂回が必要となるため、その間臨時のバス停

を設置し、利用状況についての調査を行う予定で

あります。なお、コミュニティバス実証運行事業

につきましては平成２７年度で終了するため、こ

の間の利用実績や公共施設との接続、また地域公

共交通活性化協議会を初め、大学生を含め市民意

見も踏まえながら効果的、効率的な市内循環バス

の運行について検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。再質問等させていただきたいと思い

ます。

まず、教育委員会改変、また道徳教育のあり方

について再度御質問をさせていただきたいと思い

ます。教育委員会がなくなってしまうのではない

か、当初そんな不安もあったところでありますけ

れども、先ほどもお話ししましたように制度が残

っているといったとこら辺は、私たちはよりよい

教育委員会を地域の皆さんとともにつくっていき

たい、その思いを大きくしているところでありま
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す。それで、教育委員会本来の役割は何だったの

かということと、また教育委員会制度が戦後なぜ

できたのか、ここのところを議論していくことが

必要かなというふうに思っています。役割という

ところでは、１９４８年、戦後制定された教育委

員会法なのですが、教職員の配置でありますとか、

学校の設置や教科書、教材や教具、給食の実施、

公民館や図書館など教育条件の整備が本来の役割

というふうに私は押さえています。そして、教育

への政治支配を許さないためにも教育委員会が教

育の自由と自主性を守る本来の役割を果たすこと

が重要だというふうに考えています。また、なぜ

できたのかというところでいいますと、昨年４月

に文科省の委員会の中での答弁があります。教育

委員会制度発足のときの３つの根本方針、１つが

中央集権でなく地方分権であること、２つに民意

の反映を大事にすること、３つに一般行政からの

独立、このことは改正が行われても変わらないと

いうことが文科省からの答弁で出されています。

この点についてお考えを聞かせていただければと

思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘のとおり、我

が国の教育行政、特筆すべき教育委員会制度、こ

れが昭和２３年に発足しているところでございま

して、ただいま６５年を経過したというところで

ございます。今御指摘にありましたように、私も

この制度につきましては新憲法下のもとで民主化

と地方分権化、そして民意の反映、そして教育の

自主独立を柱とする新しい教育制度として発足し

たものと、そういう認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） そういった中で私たち

日本共産党は、昨年４月、教育委員会の改革と活

性化のための提案をさせていただいています。何

点かあるのですけれども、主に教育委員会が直接

住民の要求をつかみ、行政チェックをする、また

２つに教育委員会が活動するための条件整備、政

治介入から教育の自由と自主性を守る、憲法と子

どもの権利条約を生かすなどを提案をさせていた

だいているところであります。これらのことは、

実は私この法律の一部を改正するに当たっての文

科省の初等中等教育局長の名で出されている通知

の中でも細かく指摘がされているなというふうに

思っています。例えば地域の皆さんの民意を十分

に反映させるというところでは、教育委員会の現

状に関する調査の調査項目となっている学校や教

育委員会事務局に寄せられた意見の教育委員会会

議における紹介やアンケートの実施、公聴会や意

見交換会の開催、所管施設の訪問等の取り組みが

有効であることから、これらの機会を積極的に設

ける必要があると、このように書かれているわけ

です。留意事項が本当に細部にわたって書かれて

います。こういった部分も含めて、私は本当によ

りよい教育委員会にしていく方向性が見えてくる

なというふうに思っています。また、教育委員会

の今回の取り組みの中では３つの新しい仕組みが

加わったわけですけれども、その中で新教育長に

対する提言、また教育大綱制定権、また総合教育

会議に対してのいろいろな留意点についても事細

かに出されているわけですが、例えばその意思決

定は教育長及び委員による会議において多数決で

決められるのだということ、また大綱の定義では

地域の実情に応じて大綱を策定していく、首長の

権限ではないというようなことであるとか、総合

教育会議は地方自治法上の附属機関には当たらな

いと、このように記載がされているところであり

ます。この点について教育長のお考え等お聞かせ

いただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 議員も御承知のことと

思いますけれども、教育委員会制度は戦後発足し

て以来何回か制度改正を経て現在に至っておりま

すけれども、その意義や役割、これは不変なもの

と考えております。まず、教育に求められる要件

としては、今御指摘にもありましたけれども、政
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治的中立性の確保でありますとか、継続性、安定

性の確保、そして地域住民の意向の反映というこ

とになっておりますし、また教育行政に求められ

るものといたしましても首長からの独立性、合議

制、住民による意思決定、いわゆるレイマンコン

トロールが不可欠となっているという認識をして

いるところでございます。今回の制度改正におき

ましては、政治的中立性の確保、特に首長からの

独立性が危惧されることから、さまざまな意見が

出されたところでございますけれども、教育委員

会は引き続き執行機関として教育行政をつかさど

るということになっておりますし、総合教育会議

におきましても首長と教育委員会が協議、調整は

尽くしますけれども、最終的な執行権限は教育委

員会にあるということになっていることなど、現

状の教育行政の中立性や独立性はしっかりと担保

されていると、そういう認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） やはり教育の主人公は

子供たちということで、子供たちを中心に据えた

教育行政進めていっていただきたいし、また地域

住民として一緒によりよい教育委員会を築くため

に知恵も出し合いながら進めていきたい、そんな

ことを思っているところであります。

続いて、道徳教育ですが、かかわっているのか

なというふうに思っています。道徳の教科化、非

常に疑問や危惧する、また不安の声が寄せられて

いるところであります。先ほど御答弁いただいた

中にも生きる力をつけるということでありました

けれども、私は基本的人権の尊重、このところが

弱いように感じています。子供の権利条例の制定

を求めてきましたけれども、この子供の権利条例

を基本に据えた教育が進められることが望ましい

というふうに強く思っているところであります。

先ほどの御答弁の中で今回新指導要領の中で実施

が小学校で２０１８年度、中学校で２０１９年と

いうふうにおっしゃって、ただ全部またはその一

部が２０１５年度から前倒しで実施ができると、

そういう可能性があるとしながらというふうに御

答弁にもあったかなというふうに思っています。

その場合、今文科省が作成した教材「私たちの道

徳」、これが使用されていくのかなというふうに

思っています。国が作成し、検定も経ていない教

材が事実上の教科書として使われることになりか

ねないという不安があります。指導要領の改訂、

専門家による検定を行うのが通例ですけれども、

文科省はその過程を経ずに策定をし、いじめ対策

は喫緊の課題なので、通常とは別のレールに沿っ

て進めてきたというふうに言っているわけですけ

れども、これでは道徳の教科化は国が定めた基準

でつくられた検定教科書を使って教え、国の定め

た観点で子供たちを評価するというものになると

言わなければならないのかというふうに私は思っ

ているのですが、この点についてお考えをお聞か

せいただければと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） ちょっと今私聞き損じ

たのですけれども、今年度から道徳の教科書を使

って進めるということですか。

（「私たちの道徳」と呼ぶ者あり）

〇教育長（小野浩一君） 「私たちの道徳」、あ

れは教科書でありませんので。

（「失礼しました。「私たちの道徳」を使ってと

いうことになるかというふうに思っているんです

が」と呼ぶ者あり）

〇教育長（小野浩一君） それは今も現在使って

おりますし、教科書としては平成３０年、３１年

から小学校、中学校それぞれ実施ということにな

ります。当然それまではこれまで使ってきており

ます副読本であります「私たちの道徳」、これを

副読本として使っていくことについては変わりは

ないと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ちょっと言葉足らずで

済みません。その教材が事実上の教科書として使

われるのではないかという不安があるということ
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でありました。それをずっと使っていくのだとい

うふうに、前倒しでするというふうになればそう

いうふうになるのかなということで、それで不安

が残るということであります。

また、もう一つは、評価は数値ではなくて記述

式で行うというふうに言われているのですが、具

体的な方法は今年度中に決めるというふうなお話

を聞いているのですが、先日テレビでも特集がさ

れていました。この中で授業を行った先生、また

その授業を見ていた先生方の中から評価すること

が本当に難しいと困惑の様子が見られたところだ

ったのですけれども、この部分について教育長は

どのようにお考えかお聞かせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） このたびの答申で原則

として学級担任が担当して、評価は数値の評価で

はなくて記述評価として、そしてその上で特別の

教科ということにしたところでございます。道徳

というのは、心の教育であります。このことから、

数値による評価のあり方については非常に私も危

惧して問題であるというふうにして考えていたと

ころですが、今回数値による評価ではなくて記述

式が採用されたということは私としては当然であ

り、また望ましいことだと、そんなふうに考えて

いるところでございます。道徳教育における評価

につきましては、指導を通じてあらわれる子供た

ちの道徳性、思いやりがあるだとか、いろんな道

徳性がありますけれども、そういう道徳性の変容

を指導の狙いや内容に即して把握していくもの、

これが評価と言われるものであります。したがい

まして、子供たちがみずからの成長を実感して道

徳性の向上につなげていけるような評価であるこ

とも大事ですし、またそれをもとにして先生方が

きちっと子供たちを捉えて指導の改善に取り組む

よう充実していくことが私は非常に大切なことか

なということで、道徳の評価というのはほかの教

科の評価とも基本的に考え方は同じですので、御

理解をいただきたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今教育長がおっしゃっ

たように、心の教科、心の中に点数をつけるとい

うのは非常に難しいことだというふうに私も思っ

ています。ある教職員の方なのですけれども、や

はり基本的人権尊重の視点が大事であると。自分

も含め全ての人間に個人の尊厳があります。そう

いう人間同士が互いを大切にし合いながらどう生

きていくか、そんな民主主義の視点からの自主的

な道徳教育を進めていきたい、こんなふうにおっ

しゃっています。私は、全く同感であります。そ

んな中でいじめをなくすために、いじめ問題解決

のために道徳の教科化を設定された、このことに

非常に憤慨しているという方がいらっしゃいます。

いじめ問題に取り組むＮＰＯ法人の理事なのです

が、検定教科書を使って同じ方向に子供たちを向

かわせるための一つのアイテムにされないか心配

です。過去の戦争の誤りと反省を曖昧にしようと

いう動きの中で愛国心が強調されるのは、とても

危険だと感じている、こんなふうなお話が出され

ています。先ほど山形県のさんさんプラン御紹介

させていただきましたけれども、少人数学級を実

践したところでは保健室の利用の減少、読書量の

増加が県教育委員会の実施で明らかになったと、

また現場の先生方からは基礎的な学力がついてい

ると、通塾率、塾に通う率が全国的にも低い、だ

けれども学力は学校でつけられるということで教

師の皆さんの自信にもなっていると、こんなふう

に述べられています。ですから、道徳の教科化、

違う形にいじめ問題がされていくことに危惧を感

じている方々もいらっしゃる。やはりいじめ問題、

地域の皆さんと知恵を出し合いながらどう解決す

るか、していくか、そういった部分が非常に大事

なのではないかな、そこが学校、家庭、地域社会

との連携を深めた教育、ここのところの重みがあ

るのではないかというふうに私は考えているとこ

ろであります。その部分についてもう一度お考え



－126－

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

をお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今御指摘いただきまし

た道徳の教科化によっていじめの問題が解決でき

るのかどうかということもその中に含まれていた

のではないかなと思いますけれども、その御指摘

についてですが、子供たちにいじめはいかなる理

由があっても行ってはならないという、そういう

気持ちや態度を育むために道徳教育の果たす役割

は私は極めて重要であると考えております。ただ、

道徳の時間が教科化されることによっていじめの

問題がすぐ解決されるということは、これはあり

得ないと考えております。道徳の教科化は、私は

大事だと思っておりますけれども、道徳の教科化

を通してこれまで以上に道徳の時間の指導、これ

を充実させるとともに、日ごろから子供たちの小

さなサインを見落とすことなく子供たちの悩みや

問題行動に迅速かつ適切に対応する生徒指導、こ

れも大事だと思っております。今お話ありました

一番大事なのはやっぱり家庭や地域社会との連携

を図る取り組みということは、私も非常に大事で

あると。このような３つの取り組みが相まって、

その結果いじめというのは解消されていくのでな

いだろうかという、そういう認識でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私も道徳教育を全く否

定するものではありません。教科化として、その

ことが先ほどお知らせしたようにいろんな形で使

われるのではないかという、この不安が大きいと

いうふうに私も思っているところであります。や

っぱりみんなで力を合わせて地域の子供たち守り

たい、そんな思いを申し上げたいと思います。

３つ目の地域福祉の推進強化に移らせていただ

きたいと思います。先ほど部長のほうから生活困

窮されている皆さん方の実態をどう把握していく

のか、またそういうことをどのように市民に知ら

せていくのか、事細かくお知らせをいただいたの

かなというふうに思うのですが、把握し、見守っ

ていくということなのですけれども、全国的に見

るとやはりいろいろな調査を行いながら、そこで

困窮者の方々の実態が見えてくる、どういったこ

とを望んでいるのか、社会的な問題も含めて、地

域的な問題も含めて見えてくるということがある

のかなというふうに思います。先ほども言ったよ

うに、地域の町内会であるとか民生委員さん、非

常にいろんな情報をお持ちでいらっしゃいますけ

れども、庁内の会議、ネットワーク会議を開くと

いう、庁内連携会議ですか、ということではあり

ますけれども、やはりもっと専門的な形での調査、

こういうことが必要だというふうに思っています。

調査でいうと、個人情報等ありますので、細心の

注意が必要だというふうに思うのですが、この部

分でもやはり専門家の方のお力をおかりするとい

ったとこら辺では細心の注意を払う、どういった

部分で注意をしていけばいいのか、またどういっ

た形で生活のお困り事がわかるように聞き出すこ

とができるのか、そんな知恵もやはり専門家が必

要ではないかなというふうに考えているのですが、

もう一度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員からおっ

しゃられました対象者の方の把握ということで、

調査の方法について御提言いただきました。当市

といたしましては、相談窓口の門戸を広く広げた

いというふうに考えておりまして、対象となる方

は潜在されているということでありますので、高

齢者の方ですとか障害者の方、またひとり親家庭

の方、また若年、若い方で失業されているような

方などさまざま困難や悩み事を抱えていらっしゃ

るということでありますので、社協に設けさせて

いただきます相談窓口につきましてはどんな悩み

でも結構ですという部分、また対象者も限定せず

に行ってまいりたいと思います。そういう中でそ

の悩みをお聞きする中で今後自立した生活ができ

るような御支援をさせていただきたいと思ってお

ります。また、議員おっしゃいました専門的な見



－127－

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

地からの調査ということでありますが、なかなか

市として生活困窮に対する実態調査、アンケート

等を行うことは個人情報の部面からも難しいとこ

ろあると存じますが、民生委員さん等を通じなが

ら、本当に連携をとりながら調査をしていきたい

と思いますし、また市立大学がございますので、

社会福祉学科の学生を初め、生活困窮ということ

を研究にしていらっしゃる先生が３人いらっしゃ

いますので、その先生たちともまたいろいろ協議

等させていただきながら、どんなことで調査等、

研究等をしていただけるのかを含めまして今後の

課題とさせていただきたいと思います。学長も常

々名寄市を研究のフィールドにしなさいと各先生

たちにも言っておられますので、そういったとこ

ろも含めまして今後とも名寄市立大学との連携を

図ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほどちょっとお話し

しました成人のひきこもりというとこら辺でいう

と、精神疾患を抱えている方もあると専門家の方

のお話ではあります。そういうふうになると、な

かなか相談窓口に出てこれないという実態がある

のかなというふうに思いますので、今御紹介があ

ったように名寄大学の専門の先生方のお知恵等し

っかりおかりしながら十分な把握をしていただい

て支援を考えていただきたい、強く求めたいと思

います。

最後になりますが、高齢者への無料バス券、公

平性を欠くというふうなことでした。利用される

方、利用されない方ということなのですけれども、

今本当にコミュニティバスのかわいらしいバスで

すから、広く市民にも知られるようになって利用

者は非常に多くなっているなというふうに思って

います。また、高齢者の方々、運転免許証を返還

したりということでは、本当に地域のバスが必要

になってきています。無料バス券あればと、こん

な声が多くなるのも当然かというふうに思ってい

ます。利用負担のあり方も検討の課題になってき

てというような先ほどの御答弁でありました。ワ

ンコインバス、１００円バスの実例も視察先の事

例も紹介させていただいて求めてきたところであ

りますが、この点についてもう一度お考えをお聞

かせいただきたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今コミュニティバス

についての御提言も含めていただいたかというふ

うに思っています。先ほどの答弁にありましたよ

うに、２４年７月から実証を進めてきたというこ

とで、この間も利用者の声、さらにはアンケート

含めて、あるいは地域にも入っていろいろと声を

聞かせていただいて今日の形があるということで

御理解いただければと思います。最終的には、向

こう２７年が実証最終年というふうになります。

２８年度以降については、バス事業者が主体的に

取り組まなければいけないと思っておりますので、

２７年度については最終的な検証をしっかりやり

たいというふうに思っています。その視点として

は、当然利用のよりしやすいということで、先ほ

どありました特定地区へのバス停の設置なんかも

あると思いますし、今言われましたように利用料

金なんかの関係もあると思います。利用性の向上

の一方で、先ほどあったような公平性ですとか他

の視点もありますので、それらも含めて総合的な

検証を来年度、次年度やらせていただきまして２

８年度に備えたいと思っておりますので、ぜひ御

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

社会的企業と障害者雇用について、上松直美議

員。

〇８番（上松直美議員） おはようございます。

議長より御指名いただきましたので、さきの通告

に従いまして、本定例会において社会的企業、ソ

ーシャルファームと障害者の雇用について質問し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。
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障害者の雇用は、一般就労と福祉的就労に二元

化されている中、ごくわずかな障害者は法定雇用

率の関係で一般企業に一般就労できている現状は

言うまでもありません。障害者の雇用の促進等に

関する法律で福祉から雇用への推進５カ年計画な

ど国の政策で障害者の就労による自立、生活の向

上を目指した福祉と雇用の連携が講じられてきま

した。しかしながら、社会福祉施設等が障害者の

雇用を受け続け、利用者への工賃支給のための生

産活動、一般就労への技能訓練、就労移行支援を

行うことは依然として難しい状況にあります。ま

た、障害者の一般就労は社会性や技能習得が求め

られ、限られた利用者だけになっております。社

会福祉施設等が高等養護学校の受け入れ先、離職

した障害者を安定的に一般就労移行支援と就労支

援継続事業を実施していくには、社会的コスト面、

許容スペック等さまざまな課題もあることは否め

ないことであります。そして、社会福祉施設等で

の就労は受け身的な利用者であり、個々の適性や

主体的な労働としての生活につながりづらい現状

も否めません。そこで、福祉的就労でも一般就労

でもない第３の雇用の場として社会的企業、ソー

シャルファームが注目されています。企業的経営

手法を用い、障害者、就労困難者のための仕事を

生み出し、支援つき雇用の機会を提供し、社会的

な目的を達成することを理念に国からの給付、補

助金等を最小限にとどめ、自立と共生のオープン

ケアの精神で健常者とともに働き、市場価値のあ

る製品、サービスを創出することにより運営され

る社会的な企業がソーシャルファームであります。

そして、今障害者の自立と就労はさまざまな課題

を抱えて、国、道、行政の施策で守られていると

ころでありますが、厳しい財政状況の中、さまざ

まなサービスに影響を受け、ますます自助努力に

よる経営手腕を問われている中、社会福祉施設等、

授産施設、小規模作業所は経営安定を余儀なくさ

れています。その中で一般就労と福祉的就労の中

間的な役割を担う社会的企業をどのように育てて

いくかがまさにキーポイントになるのではないで

しょうか。さまざまな角度から考察し、社会的企

業、ソーシャルファームの可能性をどのように具

現化できるかをスピード感を持って障害者支援協

議会等で検討していただきたいと思います。

以上の観点から、１点目に地域における障害者

雇用の現状について、２点目にソーシャルファー

ムにおける社会貢献、役割等について、３点目に

地域資源の活用と可能性について、最後４点目に

ワークライフバランス、仕事と生活の調和による

障害者就労について、以上について福祉行政の立

場からどのように捉えておられるかお聞かせくだ

さい。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 上松議員からは、

社会的企業、ソーシャルファームと障害者雇用に

ついて御質問をいただきました。初めに、小項目

１の地域における障害者雇用の現状について申し

上げます。

現在市内には、障害者が会社への就職を目指し

て就労訓練を行うための福祉サービスの事業所が

７カ所あります。ここ数年の間に障害者の福祉サ

ービス事業所数は、増加しております。就労支援

サービスについては、就労移行支援事業、就労継

続支援Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業がありま

す。就労移行支援事業は、会社に就職するための

就労の訓練をする福祉サービスで、利用期間はお

おむね２年と定められておりますので、一般就労

に近い状態の障害者の方が利用をしております。

現在市内には就労移行支援事業所が１カ所あり、

公園の管理業務、除雪作業などの作業が行われて

おります。次に、就労継続支援事業は、同じよう

に就労の訓練をする福祉サービスですが、今すぐ

会社で働くことはできない状態の障害者の方が利

用をしております。この就労継続支援事業には、

雇用契約を結んで利用するＡ型と雇用契約を結ば

ないで利用するＢ型の２種類がありますが、現在
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市内にはＡ型の事業所が２カ所あり、お弁当の製

造販売、ギョーザの販売などの作業が行われてお

ります。また、Ｂ型の事業所は４カ所あり、チー

ズやヨーグルトの製造販売、市役所内の食堂の運

営、蜂蜜の瓶詰め作業、パンの製造販売などの作

業が行われております。また、福祉サービス以外

の一般就労として会社で働いている障害者の方は、

名寄公共職業安定所から公表された平成２６年６

月１日現在の企業における障害者の雇用状況の調

査結果では、名寄公共職業安定所管内の従業員５

０名以上の企業は３０社あり、この企業で雇用さ

れている障害者の人数は身体障害者が６１名、知

的障害者が３６名、精神障害者が５名の合計１０

２名となっております。実雇用率は ６２％で、

法定雇用率 ０％を上回り、さらには全道平均の

９０％、全国平均の ８２％を大きく上回って

おり、名寄管内の実雇用率は道内でも２番目に高

い数字となっている状況であります。この調査は、

従業員数５０名以上の企業を対象にした調査です

が、市内では従業員数５０名未満の企業約２０社

でも障害者の雇用が行われている状況があります

ので、他の市町村と比較いたしますと障害者の雇

用状況は高い状況にあると考えております。

次に、小項目２のソーシャルファームによる社

会貢献について申し上げます。ソーシャルファー

ムとは、社会的課題の解決を目的として収益事業

に取り組むソーシャルエンタープライズの一種で

あり、障害のある人や労働市場で不利な立場にあ

る人々のために授産施設や作業所ではなく民間分

野での労働機会を創出するという目的で始まり、

１９８０年代にヨーロッパ各地に広がった組織体

であります。ソーシャルファームの定義は、１つ

目には障害のある人または労働市場において不利

益な立場にある人々の雇用を創出するためのビジ

ネスであること、２つ目には社会的な任務を遂行

するために市場志向の商品の製造及びサービスを

提供するビジネスであること、３つ目には従業員

の多くが障害者など労働市場で不利な条件を抱え

ている人々により構成されていること、４つ目に

は全ての従業員に対し各自の生産能力にかかわら

ず仕事に応じた賃金や給与が市場の相場によって

支払われること、５つ目には障害のある従業員と

障害のない従業員との機会均等等が保障され、全

ての従業員が同等の権利及び義務を有することと

されております。日本では、障害者の働く場とし

て福祉制度に基づく福祉施設と一般企業の２種類

がありますが、ソーシャルファームは福祉的な雇

用でもなく一般雇用でもないその中間に位置する

第３の雇用と言われております。ソーシャルファ

ームのメリットとしては、福祉でも一般でもない

障害者雇用の場をふやせることや障害者の特性に

適応した作業システムや作業環境を構築すること

ができ、生活できる賃金を障害者にもたらすこと

ができることなどが挙げられ、また障害者が仕事

を通じて社会と接することで社会参加の促進が達

成されると言われております。ソーシャルファー

ムは、障害者を含めた多様性のある人々が働くこ

とのできる協働型のシステムとして一人一人の障

害に合わせた多様な作業工程を生み出して一般企

業では採算がとりがたい、むしろ人手をかけるこ

とによって良品質の商品を生産し、付加価値を高

めながら多くの労働力を抱えることが可能となり、

多様性が認められる考え方でありますので、新た

な障害者の雇用の場としては有効な方策であると

考えておりますが、事業収益の確保、必要な施設

設備の整備、販路、市場の開拓、商品、サービス

開発などの課題もあることから、今後名寄市障害

者自立支援協議会就労支援部会において調査研究

してまいりたいと考えております。

次に、小項目３の地域資源の活用と可能性につ

いて申し上げます。ソーシャルファームに適した

産業分野として、作業の成果を日々体感でき、個

人の生活に近いリサイクル関係や清掃、クリーニ

ングや農業関係など環境や食にかかわること、日

常生活に密着したサービス業などが適していると

考えられております。現在市内の就労支援の福祉
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施設では、さまざまな取り組みが行われておりま

す。１つ目は、特産品を使った製品づくりであり

ます。名寄市の夏の風物詩でもありますひまわり

を使ったひまわり油が商品開発されていますが、

この製造過程の中の瓶のラベル張りにつきまして

は市内の福祉施設が作業を行っております。また、

名寄産のカボチャなどの農産物を使った加工品の

作成に取り組んでいる市内の福祉施設もあり、地

元の特産品を使用した製品づくりが行われており

ます。２つ目は、農業との連携です。近年農業と

福祉の連携であります農福連携という言葉がよく

聞かれるようになっており、本市も農業が盛んな

地域でありますので、１次産業との連携、特に農

業との連携は非常に有効な手段だと思われます。

畑で作物を育てている福祉施設や市内の農家へ収

穫の手伝いに行っている福祉施設もあり、農家側

の人手が足りない部分と福祉施設側の人とコミュ

ニケーションをとるのが得意ではない障害者など

をうまくマッチングすることができれば、お互い

にメリットが生まれますので、非常によい取り組

みだと思われます。３つ目は、市の委託業務です。

現在名寄公園の管理業務や大橋にあります炭化セ

ンターでの空き缶、空き瓶などの分別作業、総合

福祉センター内の清掃業務を市内の福祉施設に業

務委託しております。平成２５年４月には障害者

優先調達推進法も施行され、国や地方公共団体等

が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達

を推進するよう求められたところであります。今

後も地域資源を有効に活用し、障害者の就労の場

の確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目４のワークライフバランスによる

障害者就労について申し上げます。内閣府では、

仕事と生活の調和、ワークライフバランスレポー

ト２０１３が作成され、企業と働く者、国、国民、

地方公共団体等の取り組みを紹介し、今後に向け

た課題では多様で柔軟な働き方を可能にする環境

の整備が必要であるとされております。また、企

業がワークライフバランスに取り組む目的として

は、社員が働きながらでも仕事以外の責任や要望

を果たせる環境を提供することにより能力を最大

限発揮し、社会に貢献することが目的とされてお

ります。障害者を雇用している職場においても仕

事と生活を共存させながら、持っている能力をフ

ルに発揮し、それぞれが望む人生を送ることがと

ても重要であると考えております。障害者の方々

が長く安定して会社で働くためには、生活面が安

定していることが必要だと言われておりますので、

就労面の支援だけではなく生活面の支援も重要と

なります。グループホームや福祉サービスなどの

社会資源を有効に活用していただき、日常生活が

より豊かなものになるようにしていただきたいと

考えております。また、障害者の方が会社を離職

する理由は、いわゆる人間関係が主な理由とされ

ており、気軽に相談できるような体制も必要とな

ります。市内には就労に関する相談窓口として、

市が委託をしている名寄みどりの郷、相談支援セ

ンターそうだん屋、相談支援センター陽だまりと

いう相談支援事業所が３カ所あり、さらには北海

道の事業であります道北障害者就業・生活支援セ

ンターいきぬきという就労や就労にかかわる生活

面への支援を行う専門機関があります。また、名

寄市障害者自立支援協議会の相談支援・権利擁護

部会でもさまざまな支援活動に取り組んでおり、

いろいろな相談について対応することができる体

制が整備されつつあると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございまし

た。

まず最初に、地域における障害者の雇用の現状

ということで報告、答弁ありました。障害者の就

労支援を行う事業所の数は、ここ数年増加傾向に

あるというふうに伺いました。この増加傾向にあ

る要因というのは、どういうような要因がそこに

あるのか、そこについてまず１点目にお伺いした

いと思います。

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員おっしゃ

いましたように、市内に障害者の雇用の場がふえ

てきているということでございます。その要因は、

大きく分けて３点ほどあると考えております。１

つ目の要因につきましては、就労支援を行う福祉

施設の数がふえてきているということであります。

平成２１年には市内の福祉施設の数は３カ所であ

りましたが、その後新しい福祉施設ができ、現在

は７カ所となっております。福祉施設の定員では、

５０名の定員がふえたことになります。また、２

つ目の要因は、グループホームの数がふえている

ということであります。現在市内には障害者のグ

ループホームが１４カ所ありますが、今月中にさ

らに２カ所開設予定となっており、全部で１６カ

所ということになります。本市が取り組んでおり

ます障害者グループホーム整備事業を利用され、

また各福祉施設の努力もあり、毎年２棟ずつのペ

ースでグループホームが増強しているというよう

な状況であります。グループホームを生活の場に

して、そこから働きに行くという生活を送ること

になりますので、雇用の場が必要となり、福祉的

就労の定員がふえているというふうに考えており

ます。また、３つ目の要因といたしましては、一

般の会社に就職する障害者の数がふえているとい

うことであります。障害者の就労支援が充実して

いくことで一般企業への就職に挑戦する障害者の

方がふえてきております。名寄市障害者自立支援

協議会の就労支援部会で市内の企業の就職の状況

を調べたところ、１年間で約４０名の障害者の方

が名寄市内の会社に就職していることがわかりま

した。市内には障害者を複数名雇用している会社

もありますが、新たに障害者を雇用した会社もあ

りますので、このことは地元企業の方の障害者雇

用に対する御理解、また認識の高さによるものと

考えております。また、市内の就労支援事業所で

はジョブコーチ養成研修を受講した職員の方が多

数おりますので、障害者が一般の職場で働くこと

や職場定着につながっているものと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございまし

た。障害者のグループホームがふえる、施設がふ

える、その要因はまさに私が思うのは障害者の数

がまず名寄市内にふえている現実もあると。とい

うことは、環境整備が整ってこのまちに障害者が

雇用を求めているという現実なのです。そこをし

っかりと数で認識しながら、もっとよりよい整備

とか一歩進んだ福祉というのは何だということが

求められているのではないかと。先ほどいろんな

状況の中で一般就労の数がふえているのもそのま

さに集約的な出来事だと思うのです。その中で一

般就労がいっぱいあるということは、逆にその下

にＡ、その下にＢという、そういう人たちもいっ

ぱいいるという、そこの中にも飽和状態になる可

能性もあり、その流れをうまくやるためにどうい

ったことが大事なのかということが問われている

と思うのですけれども、その点についてはどのよ

うな認識をお持ちでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほどの答弁で

も申し上げましたけれども、当市におきましては

Ａ型、Ｂ型の継続支援事業所がふえているという

ことで、そこに地方からも集まっていただく障害

者の方もいらっしゃるということでありますし、

なおかつ今も申し上げましたが、一般就労がこの

ようにふえているということも大変重要な点だと

考えております。一般就労については、大方の一

般就労できる障害者の方が既に勤められていると

いう可能性もありまして、ここの一般就労が今後

ますますふえていくという状況にはないかもしれ

ません。ただ、今後法改正等により少し法定雇用

率等も上がっていく場合は、またそこには雇用し

ていただけるような状況も生まれてくるかと思い

ますが、今後ともまず福祉的就労で仕事の動機づ

けを行いながら、一般就労に何とか結びついてい
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くような、地元企業の方々にも御協力をいただき

ながらそのような施策を進めてまいりたいと考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

まさにそういうことだと思います。就労継続支援

事業所というＡ型というのありますけれども、Ａ

型の現状というのはやはり人的配置、報酬単価は

Ｂ型と全く同じ状況の中で生産的な活動を収益を

上げるためにやらなければ安定的な経営、運営が

できない、そういった課題を含めて持っておりま

す。ですから、Ｂ型からＡ型になるということは

なかなか厳しいハードルがあり、そしてＡ型も全

国平均でいけばＢ型の１５％ぐらいの割合である

と、現実に。そういうことは、逆にＡ型というの

はすごく厳しい状況の中で今運営しているという

のも現実だと思います。そして、その下にＢ型の

就労継続支援事業があります。これは、まさに障

害の重い人たちがＢ型に入ると思います。その現

状としても、まずとりあえずはＢ型に入っておい

て、それからＡ型、そして一般就労と、そういう

一つの流れがあって、このＢ型に対してもまさに

全国の調査とかアンケートを見ると飽和状態の中

でどうしても流れが悪くなっている、やっぱり一

般就労の流れというよりもＢからＡの流れ、いろ

んな流れが一つのＢ型の中の許容スペックを超え

てまさにあっぷあっぷ状態の施設ができる、そし

てそのかわりまた行政の力で１つ、２つと施設を

ふやす、そのことが逆に財政を圧迫し、自立支援

にはなるのだけれども、でも社会保障の増大につ

ながり、そこにすごくネックというか、すごく重

大な問題がそこに発生していると思います。その

点で一般就労というものが最終的な手段ではなく、

やはりＢ型の人たちがいかにしていい方向づけを

しながら生活して自立できる環境づくりがまさに

そこに出てくると思います。だから、先ほどから

言われたように、答弁の中にもあるようにソーシ

ャルファームというのが財政的なものをどうやっ

てカバーリングできるかという可能性がすごく大

きいと。いわゆる補助金に委ねるのではなくて、

自分たちが社会的活動をしながら一つの企業を持

ち、ただもうかることというのではなくて、環境

に優しくていろんなことに対して社会的な立場で

社会貢献をする、そこにいいものをつくって売る、

そして長くやる、最終的な目的は一般就労ではな

くて、そういった流れをしっかりとつくる方向性

を１番、２番として考えていくべきだと思います。

その点について１点だけちょっと手短にお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃい

ますように、ことしの介護報酬改定も据え置きと

いうことで実質担当者としては値下げなのかなと

いうところもありますので、そのような状況にお

いて各施設におかれましては大変厳しい環境の中

で一生懸命頑張っていただいているというふうに

認識しております。そこを大事にしながら一般就

労につなげていくという部分で議員おっしゃいま

したような、その間にある中間的な就労というこ

との御提言いただいておりますので、そこも確か

に必要な施設に今後なっていくのかなというふう

には考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） わかりました。

次に移りたいと思います。２番目に、障害者の

雇用促進等に関する法律の一部改正というのが２

８年４月に予定されております。その中で障害者

の法定雇用率がどのように変化し、どういう方向

性に向かっていくかについて少し教えてもらいた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 障害者雇用促進

に関する法律が改正をされまして、法定雇用率の

算定基礎に精神障害者を加えるということになり

ました。これまでの算定基礎は、身体障害者と知
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的障害者だけでありましたけれども、今後はこれ

に精神障害者が加わるということになります。法

定雇用率につきましては、平成２５年４月１日か

ら民間企業では ８％から２％に引き上げとなっ

ておりますが、平成３０年４月１日からは、５年

間の経過措置期間はありますけれども、精神障害

者も算定基礎に加えることとなりますので、５年

ごとに法定雇用率は今まで改正されてきておりま

すが、ちょうどその５年後にさらに法定雇用率も

引き上げになるのではないかと考えているところ

であります。先ほどの答弁でも申し上げましたが、

名寄の公共職業安定所管内の実雇用率につきまし

ては全国平均や全道平均を大きく上回っていると

いうこともありますし、このような改正を見越し

ながら今後研究を進めてまいりたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 国の法律とかいろんな

ものが変わっていく、情報アンテナをしっかりと

開いて、今環境整備はある程度整っている名寄市

でございますけれども、その中でもっとよりよい

ものができるということでこれからもよろしくお

願いいたします。

続きまして、３点目に名寄市障害者自立支援協

議会就労支援部会の取り組みと現状についてお知

らせをお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄市障害者自

立支援協議会につきましては、平成２５年４月か

ら障害者総合支援法の改正によりましてその自立

支援協議会の中に障害者御本人や、また御家族の

方も委員として参画をしていただき、なおかつま

た協議会に権利擁護・相談支援部会と就労支援部

会の２つの専門部会を設置させていただいたとこ

ろであります。就労支援部会につきましては、障

害者の就労支援にかかわっている市内の福祉施設、

関係機関、高等養護学校などの１１機関が月に１

度程度集まりまして障害者の雇用の促進や環境の

整備について話し合いをしていただいております。

昨年度就労支援部会の中で障害者の方が会社に就

職するまでの流れについて協議をしたところ、２

つの取り組みをすることが効果的であるという結

論に達しましたので、そのことに取り組んでいる

状況であります。１つ目は、就労の準備の取り組

みであります。就職の準備活動として、会社への

就職を目指す障害者の方を対象にした講座として

仕事講座を開催しております。昨年は、実際に一

般企業で働いている障害者、当事者の方のお話を

聞き、シンポジウムを開催して就労意欲の向上や

不安を解決する取り組みを行ってきております。

また、今年度は北海道障害者職業センター旭川支

所の職業カウンセラーの職員の方を講師に迎えま

して働くための準備について学びました。２つ目

は、就職後のアフターフォローの取り組みであり

ます。長く安定して働くには、就職後のアフター

フォローが重要となってきますが、会社に就職を

している障害者の方を対象にしたジョブカフェと

いう取り組みを行っております。このジョブカフ

ェとは、会社で働く障害者の方が集まり、仕事の

苦労話や休日の過ごし方などを交流する取り組み

なのでありますけれども、同じ立場の仲間と話を

することでまたあすからの働く意欲が出てくるよ

うであります。就労支援部会での話題の中では、

企業も巻き込んだ活動をしていきたい等との意見

も出ておりますので、今後も市内の福祉施設や関

係機関などと連携をし、会社で働くことを希望す

る障害者の方々の就労支援の充実を図ってまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございまし

た。障害者自立支援協議会というのが結構機能を

しっかりと持って、いろんな人の意見を取り入れ

ながら名寄市は取り組んでいるということはすば

らしいことだと思いますので、今後ともこの協議

会を土台に先進的なことを積極的に取り組んでも

らいたいと思います。
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そして、４点目、また違うほうに移りたいと思

います。福祉と１次産業のコラボというか、農業

と福祉、農業と何々、いろんなそういうコンビネ

ーションによって新しい分野というか、今までで

きていなかったことがそういうところからできる

可能性というものが先ほどの説明にもあったよう

にさまざまな検討とかいろんな各省庁のメニュー

にもあると思います。そこをしっかりとアンテナ

を張りながら、今ある資源をどのように、人的資

源と自然とか農地、いろんなものがあると思いま

す。そこをどうやって有効利用していくかという

ことだと思いますので、その件について積極的な

取り組みと今後のアンテナをしっかり張った政策

につながるものをしっかりとやってほしいと思い

ます。その件ちょっと一言二言お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員からも御提

言がありましたので、直接ソーシャルファームに

おける補助金等について国等の施策、補助の状況

等、各省庁調べてみたのですが、直接的な補助は

今のところないようでございます。そもそもソー

シャルファームというのは、そのような国からの

補助金を受けずに民間企業として収益上げてやっ

ていくということが建前でありますので、なかな

かそこはないということでありますけれども、た

だ障害者施策としてはまた農福連携の関係ですと

かさまざまな制度もありますので、そういった制

度をいろいろ活用しながら今後とも障害者福祉の

施策を進めてまいりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） そのとおりだと思いま

す。直接的な今国の制度とか、そういうものはソ

ーシャルファームに向けてはないですけれども、

間接的なものはいっぱいありますので、そこをし

っかりといろんな社会的企業をこれからやりたい

人とか集まってやる、そういったコンサルティン

グ的な役割も行政が担っていくのではないかと思

いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

次に移ります。第４期障害者福祉実施計画の基

本方針で福祉施設から一般就労への移行が掲げら

れております。その中で第３の雇用の場としてソ

ーシャルファームの名寄市における現状と可能性

について、市長のほうから答弁をよろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来障害者就労につ

いてのさまざまな御提言をいただいております。

多様な方々が地域でそれぞれの役割を持って生き

生きとそこの地域で暮らしていくと、このことが

力強いまちづくりにつながっていくというふうに

思っておりまして、この可能性を追求していくと

いうのは非常に大事なことだというふうに認識を

しております。今年度第４期名寄市障害者福祉実

施計画策定をいたしまして、計画推進の基本方針

として就労についてはまさに今お話あった福祉施

設から一般就労への移行ということを掲げており

まして、具体的には福祉的就労の取り組みを強化

をすることともう一つは障害者雇用の推進を図る

こと、この２点について取り組んでいるというこ

とであります。１つ目の福祉的就労の取り組みを

強化すること、これは先ほど来部長からもお話あ

るとおり名寄市は旭川の次にこの道北では障害者

の福祉施設の数が多い状況であります。また、就

労支援に関する関係機関も一通りそろっていると

いう状況でありまして、就労支援に非常に取り組

みやすい環境を有しているということであろうと

思います。市内の各福祉施設、若い職員の力をう

まく生かして積極的に新規事業に取り組んでいた

だいているところが多くなってきておりまして、

今後福祉施設から一般就労への移行が進んでいく

ことが期待できるなと思っています。２つ目、障

害者の雇用の推進を図ることということで、これ

も先ほどお話出ておりますけれども、市内のＮＰ

Ｏ法人なよろ地方職親会、こちらが全国では５番

目の厚生労働省認可で、いわゆるジョブコーチ養

成、これを市立大学と連携をして行っていると。
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これを毎年継続しておりまして、このおかげもあ

ってジョブコーチのノウハウを学んだ職員が名寄

市を中心に地域でふえて地域の就労支援の専門性

が高まってきている状況だというふうに理解をし

ているところでございます。よろしいでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございまし

た。ジョブコーチの養成とか、いろんなことで大

学との連携とか、さまざまなところとの連携によ

って先進的なことを名寄市はやっているというふ

うに私も理解しますし、そこでいま一歩中間的な

雇用の場にある一般就労まで行く間の第３の雇用

としてソーシャルファームの位置づけは大きなも

のだと思っています。その中で昨年の２６年１１

月２９日、職親会の主催におきましてひと・しご

とフォーラム、これは名寄市長もパネリストとし

て参加してもらった経緯があると思いますけれど

も、この中ですばらしい事例等もあります。農事

組合法人、農業法人の共働学舎新得農場の宮嶋代

表が講演を実施しました。その中で、全国的に注

目されるようなソーシャルファームをやはりこの

道北の地から名寄市が中心となっていろんな方と

の連携の中でやるということが、まさに障害者が

自立する意味ですごく大きなものになると。補助

金を一つの財源として運営しているから、脱却す

ることがまず障害者の自立につながるし、そこに

一般就労の就労者の雇用も生まれてくる、また就

労弱者の雇用も含めて全ての雇用がそこに生まれ

て何十人とか、そういう大きなものに発展する可

能性がある、そこは社会的企業の役割をしっかり

と行政がリーダーシップをとってやる時期がもう

まさに来ているのではないかと、そういう動きが

ありますので、ソーシャルファーム、ただいいね

というだけではなくて、可能性をしっかりと模索

しながら実行できることは実行し、制度改革とか、

いろんな意味で国等に求めるべきところは求めて

いって新しい形の障害者福祉のまちづくりをお願

いしたいと思います。最後その点について市長の

ほうから。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 新得町の共働学舎の宮嶋

さんは、私も大変尊敬する方でありまして、今回

御縁があって名寄に来ていただいて基調講演とそ

の後のパネルディスカッションもしていただいた

ところでありますけれども、まさに宮嶋さんの取

り組みはソーシャルファームそのものの考え方の

企業と、半分ぐらいの方が障害を持っている方、

六十数名社員がいると言っていましたか、運営補

助金は一切いただかずに商品のチーズだとかのブ

ランド化に成功して、その付加価値の中で企業経

営をされているということで本当にすばらしい取

り組みだというふうに思っています。宮嶋さんも

そういう熱い気持ちがあってまずは立ち上がって、

そこに地域が応援していったという、そんな経過

があるのだというふうに思っています。先ほど来

からお話しさせていただいているとおり、この名

寄市は、この地域はそういう雰囲気がまさに今若

い方たちを中心に出てきつつあるなというふうに

感じているところでありまして、当然今回このし

ごとフォーラムにも北海道農政事務所の所長もお

越しいただきまして、農福連携に関するさまざま

な事例や補助金やいろんな仕組み等も御提言をい

ただいたところでありますけれども、我々として

もそうした情報をしっかりと確認をしながら皆さ

んにお伝えをしていくと、そうしたことはしっか

りとやっていきたいというふうに思いますし、さ

らに今推し進めているあらゆる連携、あるいは事

業を進めていく中で地域の雰囲気を醸成していく、

そのことで新たなまたソーシャルファーム的な企

業家が育っていただける環境づくりをこれからも

していきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

ソーシャルファーム、本当にすごくすばらしい取

り組みになると確信しています。オープンケアの

精神とノーマライゼーション、インクルージョン
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という社会的包摂の理念が一つの形になって第３

の雇用の場としてドイツでもホテルを経営したり、

インターネットの販売等で成功しています。それ

はなぜ成功しているかというと、やはり国の制度

に支えられている部分があるからだと聞いていま

す。まさにそういったいろんな問題もあると思い

ますけれども、自治体ができる積極的な取り組み

を今後ともに生きる、ともに働くという理念に基

づいてよろしくお願いいたします。

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で上松直美議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地方創生戦略の推進について外２件を、高橋伸

典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいりたいというふうに思います。

まず、大きい項目１番目、地方創生の戦略の推

進についてお伺いいたします。我が国の人口は、

減少局面に入っております。また、若者の地方か

らの流出と東京への一極集中が進み、首都圏への

人口の集中度は諸外国に比べ圧倒的に高くなって

おります。このままでは人口減少を契機に消費市

場の縮小や人手不足による産業の衰退などが引き

起こる可能性があり、地域のさまざまな社会の基

盤を維持することも困難な状況に至ってしまいま

す。このような状況を踏まえ、政府は昨年１１月

成立したまち・ひと・しごと創生法に基づき、日

本全国の人口減少の展望を示した長期ビジョンと

地方創生のための今後５年間の総合戦略を昨年１

２月２７日に閣議決定をいたしました。さらに、

都道府県や市町村には２０１５年度までに地域の

実情を踏まえた地方版総合戦略の策定が努力義務

として課せられております。まち・ひと・しごと

創生法の主な目的として、少子高齢化の進展に的

確に対応し、人口の減少に歯どめをかけるととも

に、東京への人口の過度の集中を是正する、第１

条とすると記されております。その上で国民が出

産や育児に前向きになれるような制度の整備が必

要であり、地域における雇用の創出、国と地方自

治体の連携などが基本理念として掲げられており

ます。この地方創生の鍵は、地方が自立につなが

るよう地域の資源を生かし、責任を持って戦略を

推進することができるかどうかだと言えます。し

かし、自治体によっては計画策定のためのノウハ

ウや人材が不足しているところが少なくありませ

ん。政府は、戦略づくりを支援するため国家公務

員、大学研究者などを派遣する制度を設けること

としております。また、地域の実情をよく知るＮ

ＰＯ法人や民間団体との連携も必要となってきて

おります。まち・ひと・しごとを創生する戦略を

立てるために、人材の確保について理事者の御見

解をお願いいたします。

今回名寄市も名寄市まち・ひと・しごと創生本

部を設置し、戦略の策定を決定いたしましたが、

今回は他自治体では消防、公共交通網、地域振興、

介護、医療体制、防災対策、子育て等々について

自治体が効率的な連携ができれば、基礎自治体と

して引き続き安定した機能の発揮ができると周辺

市町村との連携のあり方についても言っておりま

す。理事者の御見解をお願いをいたします。

地域しごと支援事業で各地域での必要とする人

材を大都市から人材の掘り起こしや情報提供をし、

定着を促す運営を行っておりますが、本市として

地方移住の推進について現状と今後についての理

事者の御見解をお願いいたします。

平成２６年５月の某新聞社が出しました女性が

半減、道北３３市町と創成会議の人口減少問題検

討分科会のデータやまち・ひと・しごと創生で女

性が安心して出産や子育てができる施策が必要で
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あるというふうに考えております。名寄市として

も結婚、出産、子育て、教育の環境整備の現状と

今後についての理事者の御見解をお願いいたしま

す。

名寄は、アスパラ、また日本一のモチ米の産地、

ひまわり等々、全国に打って出るためのすばらし

い産業があります。この地域産業の競争力強化や

企業誘致への取り組みについての理事者の御見解

をお願いいたします。

大きい項目の２番目、なよろコミュニティバス

の運行についてお尋ねをいたします。平成２４年

から緊急雇用創出推進事業を活用しながら実証運

行実験を行い、高齢者が日常生活に欠かせない買

い物や通院など移動に困らない交通体系の利便性

や効率性の高い公共交通サービスの提供を行って

きました。来年度には実証運行が終了いたします。

なよろコミュニティバスの実証運行のこれまでの

検証と今後の対応策の理事者の御見解をお願いい

たします。

また、高齢者が日常生活に欠かせない買い物や

通院などの移動に困らない交通体系の利便や効率

性の高い公共交通を行っていると言われておりま

すが、やはり高齢化も高くなっているため、自家

用車も高齢が進む中で交通事故等々の問題が起き

るため免許を返納せざるを得ない高齢者がふえて

おります。そのため買い物、通院、会合などに公

共交通を利用しなければならないという思いがあ

り、今名寄の交通弱者が、また買い物弱者がふえ

てきているそうであります。この点について理事

者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目３点目、冬の道路の安全対策につい

てお尋ねをいたします。ある市民から冬の安全対

策で道路のマンホールの穴が１０センチほどあり、

段差ができ、車での交通の際大変危ないとの連絡

がありました。雪の降らない日中は穴がわかるの

でいいのですが、雪が降る日、また夜間のとき穴

の位置が全くわからず危険だというふうに声が届

いております。市としてのこれからの安全対策に

ついてのお考えをお知らせいただきたいというふ

うに思います。

以上をもちまして壇上での質問を終わらせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１及び２につきましては私のほうか

ら、大項目の３につきましては建設水道部長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、大項目の１、地方創生戦略の推進に

ついて申し上げます。初めに、小項目１、まち・

ひと・しごとを創生する戦略を立てるための人材

確保についてでありますが、地方創生の取り組み

を進める上で専門的な知識を有する人材を確保す

ることは大きな効果があるものと考えております

ことから、本市といたしましては国の地方創生人

材支援制度を活用した人材の派遣を希望している

ところであります。しかしながら、全国で１４４

の市町村が本制度の活用を希望しておりまして、

本市に人材が派遣されるか定かではない状況にあ

りますけれども、本市が派遣市町村とならなかっ

た場合におきましても国においては先月北海道に

関係がある国の職員等が地方創生の窓口となりま

す地方創生コンシェルジュを選任しているほか、

いわゆるビッグデータでありますが、産業や観光、

人に関する地域経済分析システムを開発、提供す

ることとしており、また道におきましても市町村

の総合戦略策定を支援するため新年度から各振興

局に幹部職員を配置すると伺っておりますことか

ら、このような国や道の人的支援も受けながら総

合戦略の策定を進めてまいりたいと考えておりま

す。また、地方創生を効果的、効率的に推進する

ためには市民や関係団体、民間事業者などの参加、

協力が重要でありますことから、総合戦略の策定

に当たりましても行政だけではなく、市民代表は

もとより、産業界や教育機関、金融機関、労働団
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体などの御意見もいただきながら官民が一体とな

った取り組みを進めるとともに、市議会におきま

しても十分御議論をいただき、議会と市が車の両

輪となって本市の地方創生を推進してまいりたい

と考えております。

次に、小項目の２、周辺市町村との連携のあり

方について申し上げます。国におきましては、地

方創生の推進に当たりまして雇用の創出や交流人

口の拡大、子育て支援の充実に加えまして地域間

の広域連携を積極的に推進することも必要として

おり、本市といたしましても地方の人口減少や少

子高齢化が急速に進展する中、各自治体それぞれ

がフルセットの都市機能を確保することが困難と

想定されますことから、周辺市町村と連携した取

り組みを進める必要があると考えております。本

市におきましては、これまでも北・北海道中央圏

域定住自立圏の複眼型中心市として市立総合病院

を核とした第２次救急医療事業や市立大学からの

講師派遣、消費生活センターの広域化や廃棄物処

理施設の広域利用の推進など、構成町村と連携し

た施策の推進に努めてきているところであります

が、今後の地方創生の推進に当たりましても定住

自立圏としての取り組みを基本とし、各施策を一

層推進するとともに、新たな市町村間連携の可能

性についても模索してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目の３、地方移住の推進についての

現状と今後について申し上げます。名寄市では、

これまでも新規就農を初め市外からの移住者は多

数おりましたが、平成１８年度に北海道移住促進

協議会に加入後当市におきましても正式に移住窓

口を設置し、平成２４年度に官民一体となってオ

ール名寄で移住対策に取り組むための名寄市移住

促進協議会と庁内関係部署により移住対策に関し

て協議を行う名寄市移住対策庁内検討会議を設置

しまして、実質的な取り組みを進めてまいりまし

た。移住促進協議会での提案を受け、庁内検討会

議で協議をした結果、旧風連高校の空き教員住宅

を改修して移住体験住宅、名寄市お試し移住住宅

を整備することとなり、平成２５年７月から運用

を開始しました。初年度は、９月までに利用希望

者が重なるなど好調でありまして、そのうち１件

は正式な移住に結びついたことなどから、平成２

６年度には隣接するもう一棟を整備しまして、同

年７月から２棟体制となったところであります。

その結果、平成２５年度には夏期のみ３件だった

利用が平成２６年度には夏期６件となり、課題で

あった冬期におきましても３件の利用がございま

した。さらに、新年度の利用希望も１１月まで既

に９件の問い合わせを受けているところでありま

す。移住促進の取り組みとしては、このほかに毎

年首都圏で開催されます移住フェアに出展をしま

して、移住に関心がある方々に対して当市へ移住

いただけるようＰＲをしてございます。最近では、

相談に来るほとんどの方が移住体験住宅の有無を

重視しておりまして、お試し移住住宅を整備した

ことは当市のブースへの相談者の確保にも大きく

寄与しているところでございます。移住は、観光

のように一度訪れてみるといったものではなく、

人生における大きな決断を伴うことから、お試し

移住住宅の利用が移住するような成果がすぐにあ

らわれるものではございませんが、今後は地方創

生に基づく地方版総合戦略における協議なども踏

まえまして、市街地における移住体験住宅の可能

性や空き家の移住者向けの活用などにつきまして

移住促進協議会と庁内検討会議の場で検討するな

ど、地道に取り組みを継続してまいります。

次に、小項目の４、結婚、出産、子育て、教育

の環境整備の現状について申し上げます。初めに、

結婚支援につきましては、結婚推進を目的として

いるボランティア団体であります名寄市結婚相談

センターが消費生活センター事務所を拠点に活動

をしてございます。名寄市結婚相談センターは、

各界から代表する１４名の相談員が毎週金曜日午

後１時から３時まで交代で結婚希望者の相談を受

け付けております。ただし、第１金曜日だけは、
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夜に例会を行ってございますので、午後５時半か

ら７時までの相談受け付けとなっております。平

成２６年４月現在結婚希望者３７名の登録を得て

おりますので、結婚の御縁につながるように活動

しているところでございます。そのほか、年１回

男女各３５名、定員７０名でカップリングパーテ

ィーを行っており、今年度は１１組のカップルが

誕生しておりますが、その後につきましては当事

者からの報告を義務づけておりませんので、結婚

に結びついたかにつきましてはわかっていないの

が現状であります。次に、出産、子育てに関しま

して、名寄地区は地域的な特徴として転勤者が多

く、母子健康手帳交付時の転勤者の割合が５割を

占め、子育てに関する相談相手が少ないなど育児

の孤立化しやすい状況にあります。また、風連地

区では出生数が少ないことから、同月齢の子供や

親同士の交流が持ちにくい状況にもございます。

保健センターでは、妊娠が判明した時点から母子

手帳の交付、妊娠一般健康診査の案内、赤ちゃん

が生まれたらこんにちは赤ちゃん訪問として生後

４カ月までに全戸を訪問し、各健診や予防接種の

案内や相談を行い、それぞれで発育、発達、栄養、

育児、保健、歯科等相談を実施しております。ま

た、もぐもぐ離乳食教室、のびのび親子教室、ち

びっこひろば、親子ふれあいひろばを開催し、成

長期に対応した事業を実施し、親子の交流を図る

場をつくりながら相談に当たっております。こど

も未来課においては、親子の居場所づくりとして

子育て支援センター事業の運営、名寄市独自の発

想で始まりました誕生餅助成事業、多世代交流を

行い、親子がいろいろな市民と触れ合う親子お出

かけバスツアーなど行っておりますが、今回名寄

市子ども・子育て支援事業計画策定に当たり実施

をしましたニーズ調査から届いた子育て世代の声

をさらに取り込み、安心して子供を産み育てるこ

とができる環境づくりに取り組んでまいります。

また、教育での環境整備につきましては、子供た

ちの安全、安心な居場所となる活動拠点を設け、

勉強やスポーツ、文化活動などの取り組みにより

みずから学ぶ姿勢を高め、学習習慣の定着を図る

ため放課後子ども教室を開設しております。また、

小学校において困り感のある子供への対応や学習

規律の定着を図るため、特別支援教育学習支援員

を６校に配置してございます。

次に、小項目の５、地域産業の競争力強化につ

きまして、農産物ブランド確立事業においてモチ

米を初めとする農産物のＰＲと消費拡大を目的に

市内外の情報発信はもとより、実需者や海外展開

を見据えた事業に取り組んでおります。具体的に

は、モチ米文化の創生事業、地域ブランドの確立

事業、実需者との連携拡大事業の３本の事業から

構成し、モチ米文化の創生事業では作付面積日本

一であるモチ米のＰＲと餅食文化の普及を行い、

これまでのもっともち米プロジェクト事業とあわ

せ、より強く取り組みを進めるとともに、内外に

情報を発信してまいります。本年は、モチ米マイ

スター、スポーツ用補助食品のデビューを予定し

ているほか、現行の毎月１０日、モチ米の日キャ

ンペーンも引き続き行う予定であります。地域ブ

ランドの確立事業は、国内はもとより海外展開も

見据え、産地表示制度を創設し、安全、安心な農

産物をＰＲするとともに、北海道名寄産として産

地ブランドを確立するものであります。対象品目

は、モチ米やアスパラ、スイートコーンを想定し

ております。実需者との連携拡大事業は、モチ米

を初めとする農産物の加工業者の社員をお呼びし、

農業体験など地域資源を生かした社員研修を行い

ます。産地と実需企業がより強く結びつくと同時

に、企業の研修受け入れを新たなビジネスモデル

として事業を構築するものであります。

続きまして、企業誘致についてでありますが、

本市では昨年６月に名寄市企業立地促進条例を一

部改正し、助成の対象となる施設の範囲を拡大す

るとともに、助成の要件を変更しました。条例改

正後は、工場等の立地について問い合わせもあり

ましたが、誘致活動の総合力をさらに高めていく
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必要があると考え、企業の担当者に本市での企業

立地に係る支援制度はもちろんのこと、本市の優

位性などを説明できるよう提案書を作成しました。

この提案書は、市長みずからがトップセールスを

行う際に使用するとともに、本市を訪れていただ

いた企業にも使用できますので、今後は積極的に

本市の支援制度を情報発信し、地域資源を有効的

に活用できる産業への誘致活動を展開してまいり

ます。また、ＩＴ企業の誘致や市外の専門的人材

を活用した地域活性化のためには、空き家の活用

など居住、滞在に関する受け入れ態勢の構築が必

要となりますので、今後研究してまいります。

続きまして、大項目の２、なよろコミュニティ

バスの運行について、小項目の１、実証運行の検

証と今後の対応策について申し上げます。本市に

おきましては、今後の超高齢社会を見据え、より

利便性の高い市街地バス路線を計画するため、平

成２４年７月からコミュニティバス実証運行事業

を開始しており、この間名寄市地域公共交通活性

化協議会の意見を踏まえながら必要な改善を図っ

てきたところであります。改善内容について申し

上げますと、日中便数が少なくなることによる利

便性の課題につきましては平成２５年４月に２０

便から２３便へ３便増便いたしました。また、バ

スの乗り継ぎに関する課題につきましては、平成

２５年１２月から東西区間を直通する東西回りの

運行を開始しております。さらに、今年度につき

ましては冬期間の恒常的なバス時刻のおくれを解

消するため所要時間の見直しを行い、より信頼性

の高い時刻での運行を行えるよう対策を行ったと

ころ、これらの改善の効果もあり、利用者が伸び

ているところであります。コミュニティバス実証

運行事業につきましては、平成２７年度で終了す

ることとなりますことから、今後利用実績や公共

施設との接続、また地域公共交通活性化協議会初

め市民意見も踏まえながら効果的、効率的な市内

循環バスの運行について検討してまいります。

次に、小項目の２、交通弱者、買い物弱者の利

便性について申し上げます。ただいま申し上げま

したとおり、平成２７年度でコミュニティバス実

証運行事業を終了し、検証を行うこととしており

ますことから、それぞれの地域におけるさらなる

公共交通の確保につきましては市内循環バス路線

の見直しとあわせて、デマンド型交通やハイヤー

など複数の交通手段による効率的、効果的なサー

ビスの提供の可能性も視野に入れながら今後検討

してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、冬の道路の安全対策について、小項目１、

鋳鉄製マンホールふたの安全対策についてお答え

いたします。

冬の道路においてマンホールの箇所で段差がで

きるのは、下水道を流れる生活排水の暖気によっ

て鋳鉄製のふたが温められ、その上の雪が解け、

段差ができるということでございます。これによ

り車両事故の原因となるため、これまで対策とい

たしまして要因である生活排水の熱を遮断するた

めに断熱ぶたを設置してまいりました。設置状況

といたしましては、市全体でマンホール ５２４

基に対して ０７６基の設置をしており、率とし

まして３ ５％となっております。また、そのほ

かに段差周辺の雪を削ることにより段差を緩和さ

せたり、穴になった箇所を応急的に雪で埋めるな

どの対応を行ってきたところでございます。今シ

ーズンにつきましては、１２月の大雪による積雪

や年明け以降の除雪出動基準に満たない降雪が多

く、除雪回数が少なかったことが原因で例年以上

にマンホールふたとの段差が大きくなったものと

思われるところでございます。今後の対応としま

しては、日常パトロールや除雪作業の中で圧雪路

面を削るなどの対応を基本とし、毎年大きな段差

となる頻度の高いところにつきましては断熱ぶた

による対策を実施してまいりたいと考えておりま

す。
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以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。

まず、地方創生は、今月名寄市としても対策本

部が決定したということと、また国としても出し

たばかりですから、ほとんど見えてこないという

のが現状かなと思うのですけれども、その部分も

含めて今回の地方創生はことしじゅうに政策をつ

くり上げて出さなければいけないという部分もあ

りまして、今回質問させていただきました。市長

を先頭に、理事者も含め、議会全体が一緒になっ

て、住民とともに５０年、６０年見据えて人口減

少をどれだけ食いとめ、名寄を発展させるかとい

う部分の質問になると思います。わからない部分

もあると思いますし、私からの注文もあると思い

ますし、総務省から出ている各地方はこういうふ

うにやっているという部分のお話もちょっとさせ

ていただきながら話を進めていきたいというふう

に思います。今回は、東京の一極集中を是正し、

日本全体が元気になれる政策をつくるという部分

の地方創生法であります。何とかこの部分で地方

創生先行型の ７００億円の中に入って、まち・

ひと・しごとの名寄版をつくっていち早く進める

ことが必要というふうに私も考えておりますし、

その意味でもきのう加藤市長がまち・ひと・しご

と創生総合戦略名寄版に向けて財政面、また具体

的な目標を市民と共有してしっかりとつくり上げ

るというふうに言われていましたので、しっかり

とそれに伴って頑張っていただきたいなというふ

うに思います。

まず、１番目の人材確保についてちょっとお伺

いいたします。先ほど地方創生人材支援制度につ

いてお答えがありました。１４４市町村がこの人

材を必要としている、本当に見えない部分、人口

減少社会の総務省から出ている部分見てもいろん

な項目があってなかなか追求できないなという部

分もあるのですけれども、一つ一ついいものにつ

くり上げていかなければいけないというふうに思

っております。先ほど１４４市町村には全部に、

５年以上１５年未満の国家公務員のやる気のある

方が人材として、市長の補佐として派遣されると

いう部分で地方創生人材支援制度というのができ

たのですけれども、先ほどの話ではひょっとした

ら来ないのではないのかという懸念もあるという

お話をされていました。その部分で今北海道にい

る国家公務員のコンシェルジュをつくったり、上

川総合振興局としては道幹部を各市町村に派遣す

るという部分を言われていたのですけれども、や

はりこういう部分というのは派遣してもらったほ

うが得だというふうに思うのですけれども、こち

らからの要請というのは一方通行になってしまう

のか、それともこれを見ると国とのマッチングが

合えばそこに投入するという部分が載っているの

ですけれども、そういう部分の考えがあればちょ

っとお聞かせいただきたいなというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 正式名称が地方創生人材

支援制度、最初日本版シティーマネジャー制度と

いう話をしていたと思うのですけれども、途中で

名前が変わったということで、１２月に我々とし

ても北海道を通じて国のほうに要請をさせていた

だき、ホームページでもその中身については内閣

府のところで出ているのだと思いますが、倍率が

１０倍以上だということで、我々としては国家公

務員の人材が欲しいということで要請をしていた

のですけれども、なかなかマッチングが難しいと

いう今の状況だというふうにお聞きをしていると

ころであります。基本的にはやる気のある方、あ

れを見て私はここのまちに行きたい、自治体に行

きたいという手挙げ方式が基本だというふうに聞

いております。その中で調整をしてマッチングを

してということなのだというふうにお聞きをして

いますが、今のところはまだ正式な返事は来てい

ませんけれども、難しいのでないかなというふう
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に返事をいただいているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。国家

公務員では難しいという中で、大学研究者だとか

民間人材も含まれていると思うのですけれども、

これは大学、民間人材、国家公務員来なかったら

このどっちかでもいいよという部分にはならない

のか。これでは、国家公務員や大学研究者、民間

人材を含めた派遣を地域に応じた処方箋づくりに

派遣すると書いてあるのですけれども、名寄市と

しては国家公務員がいいから、大学関係者だとか

民間人材はどうなのかなという部分なのでしょう

か、そこら辺ちょっともしあれば。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回手挙げをさせていた

だいたのは、１つに大学の問題があります。地方

創生の中で地域の大学を活性化強化、再編強化を

していくという流れがあるという中で大学をどう

していくのかというのは非常に大きなテーマだと

いうふうになっているというお話がありましたの

で、そこはカウンターパートである総務省の人材

がもしいればより綿密なこれからの展開が見えて

くるのかなという思いもありましたので、そうい

うところに限定をして今回手挙げをさせていただ

いたということなのですけれども、なかなか今の

ところそうしたふさわしいというか、マッチング

する人材がおらないということだということです。

地方創生戦略全体をつくっていく中では、今お話

をさせていただいたとおり地方創生コンシェルジ

ュだとか、それぞれの振興局にもそうした専門家

を配置をすると。さらには大学だとか、我々総務

省にも非常にいろんな方の今パイプ持っています

ので、そこについて全く心配はしておりませんで、

そこをつくっていくということではもちろん庁内

でもしっかりとやっていくのでしょうけれども、

いろんなアドバイスをしていただける人脈も持っ

ていますので、そうした方たちのお知恵もしっか

りとかりながら前に進んでいきたいというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。人材

がなかなか来られなければ、ビッグデータがある

という部分もありますし、ここの部分は石破地方

創生担当大臣もビッグデータを提供することによ

って人、金、物がどう流れているかしっかりわか

るというビッグデータになっているというふうに

言っておりますので、この必要なデータはこれか

らもとっていただきたいなというふうに思います。

次に、周辺の連携についてちょっとお伺いをい

たします。先ほど定住自立圏、名寄は本当に定住

自立圏の部分でしか連携は無理なのかなという、

私もそういうふうに思っておりましたけれども、

その中でも今現状先ほど言った救急医療、消費者

協会だとか、廃棄物だとか、医療やっているので

すけれども、ここに出ている連携の部分ではその

医療等々はあるのですけれども、公共交通機関、

または福祉の部分、そして地域の交流、防災対策、

そして産業振興、移住、交流、圏域の活性化に向

けた取り組みもというふうに出されています。ま

だ立ち上げたばかりですから、どうのこうのとは

言えないのですけれども、この部分の連携という

のはどういうふうな部分に、今考えがあるとすれ

ば、どういう方向性にいけるのかなという部分が

あればちょっとお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど定住自立圏の

連携の関係について、幾つか具体的な例を挙げて

説明をさせていただいたところであります。現状

の定住自立圏の中でも議員が今言いましたような

交通、福祉等についても連携は進めているという

ことでありまして、例えば公共交通でいきますと

高速交通体系の関係でまさに圏域こぞって名寄市

までの高速の開通について要望するというような、

そういった取り組みも今現在進めているところあ

りますし、あるいは福祉においても介護ですとか、
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あるいは障害の程度の認定審査会等については広

域で取り組ませていただいている部分もあります。

そのように各分野にわたって今現在も広域的な取

り組みは進めているということでありますので、

また新たな課題等については定住自立圏の会議が

毎年ありますので、その中でまたテーブルに上げ

て個別に協議を進めてまいりたい、そのような考

え方をしていますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

その中で１点だけちょっと、福祉や何かの部分

で言われる、地域地域でいろんな部分あるのです

けれども、介護保険料だとか公共施設の使い道で

すか、圏域でいろんな部分、文化センターはＡ地

域の文化センターをこれから使用していこうだと

か、あと介護施設はこの地域のものを使っていこ

うだとか、図書館はＣ市のものを使っていこうだ

とか、そういう広域連携も書かれているみたいな

のですけれども、これからのお話ですから、私も

どうのこうのは言えないのですけれども、やっぱ

り今施設の老朽化を含めて進めていた中ではそう

いう連携も入ってこざるを得ないのかなと。各市

町村がこれから生き延びていく意味でもそういう

連携も含めてやっていかなければいけないのでは

ないかなと思うのですけれども、いかがなもので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 個別の課題について

は、なかなか申し上げることはできませんけれど

も、例えば公共施設の管内における相互の利用等

については定住自立圏のスタート時期からも話が

されてきているところでありますけれども、使用

料の関係ですとか、あるいは北海道は非常に市町

村間の距離があることもあってなかなか話が進ん

でいないというのが現状ではありますけれども、

それぞれ各自治体でも既に整備してきた施設等の

かなり年数がたってきているというのもあります

し、今回の地方創生のテーマであります人口減少

というところもそれぞれの自治体抱えている部分

でありますので、施設を賢く使うという意味にお

いて今後についてはやはり連携できるところは連

携も含めて検討していかなければいけないのでは

ないかなと思います。ただ、現段階で具体的に協

議しているテーマがあるかというと、そこについ

ては今後になると思いますので、ぜひその部分に

ついては御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ぜひそのようにお願

いいたします。

下の今回地方の移住推進についてもちょっとお

話をいただきたいのですけれども、この移住とい

うのは地域の仕事支援という部分で出ております。

必要に応じて人を地元に、名寄市に引っ張ってく

る、そして地域の仕事をしていただく、その部分

をどう人を寄せていくかという戦略みたいなので

す。その部分で、ある島根県の例を出させていた

だきます。そこは、出身地のＵターンの方々、ま

たは都市部のＩターンの方々への支援を行ってい

るのです。しまね暮らし推進課によると、Ｕター

ン者が右肩上がりで増加していると。２０１３年

度５７５人、仕事、住まい、生活の情報やさまざ

まな支援策を通じて定住につなげておりますと。

民間で出資しているふるさと島根定住財団が行政

とタッグを組んで連携し、Ｉ、Ｕターンの総合サ

イトくらしまねっとというのをつくって定住情報

だとかの発信、定住のアドバイス、Ｕ、Ｉターン

のフェアだとか、インターンシップを行って定住

を果たすための重要な職業支援もその中で進めら

れているみたいなのです。１年以上産業の体験だ

とか研修、就労開始時には県独自の支援を受けて

いる、農業を半日やって介護の仕事を半日やる、

また農業を半日やって地元の企業の仕事を兼業で

やって自分がどういう仕事にマッチできるかとい

うのをユニークにやっているというのです。地域
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しごと支援事業で地域が必要とする人材を大都市

から寄せている、先ほど移住の部分で部長が言わ

れたのですけれども、名寄には２つのあれがあっ

て、昨年ですか、１人名寄に定住された方がいる

のですけれども、私も定住に向けては移住されて

遊びに来ていただく方も大事だというふうに思う

のです。夏場遊びに来ていただいて、寒い冬は向

こうに家を持っていますから戻ってもらう、また

こっちに夏は来てもらうだとか、２世帯でも全然

オーケーだと思うのです。よそのところも本当に

定住ではなく、そういう形で向こうにも家持って

いてもらってこっちにも家持ってもらう、そして

住みよいときに来てもらうという方法のこともや

られているそうなのです。名寄は、私は悪いと言

うわけでないのですけれども、地方創生を進める

中には名寄に来てある程度仕事をしてもらって名

寄にお金を落としていただけるような方もつくら

なければいけないし、きっとこれからの人口減少

に伴って先ほど言ったように産業が衰退すると言

われています。今の名寄の産業を衰退させないた

めにも、地方からこういう仕事がありますよと来

てもらう方法が必要だと思うのです。それがやっ

ぱり地方創生の一番重要な施策というふうに考え

ますし、東京一極集中ではなく、全日本を元気に

暮らせるまちにしなければいけないという部分で

は移住、定住は大変重要だと考えるのですけれど

も、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 移住のほうにつ

きましては、私ども経済部の所管でございまして、

今高橋議員のほうからも言われました島根県の例

も非常に有効な、まだまだ私ども足元にも及ばな

いようなスケールでやられているということで参

考にさせていただきたいというふうに思っていま

すけれども、言われましたシーズンステイ、いわ

ゆる季節、冬場はこちらが厳しい状況であるので、

夏場にこちらに来てするといったような、この間

２棟のお試し住宅に来ていただいて最後にアンケ

ートいただくのですけれども、そういった部分の

御意見も、希望されている方も当然たくさんいら

っしゃいまして、そういった部分の方にも御相談

を申し上げてそういった移住の仕方もありますの

で、ぜひ名寄市へといったこともお話もお聞きを

しております。なかなかこの地方創生の部分、東

京への一極集中を是正するという意味では非常に

私どもとしても有効に活用できる内容だというふ

うに考えておりますので、他の自治体の例も参考

にしながらぜひ有効な手段を今後考えてまいりた

いというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。

定住は、大変厳しいというふうに思っています。

徳島の本当に田舎の町なのですけれども、徳島の

中央に位置する神山町という町なのです。ここは、

自然の豊かさを求めてＩＴ企業が進出してくると

ころなのです。空き家を改修して全家に光回線を

開通させます。約６年間で子供を含めて１５０人

が引っ越してきました。多くが３０歳前後、ＩＴ

企業の社員、ウエブデザイナー、クリエーターな

ど多くの方々がこの地に来ている、２１８地区あ

って７３地区で５１１人がふえたというのです。

これ１カ月前、２カ月前にテレビで出ました。ど

うやって引っ越してきたかといったら、ＩＴ企業

の方がパソコンだけ持ってきているのです。奥さ

んも子供も来ます。生活用品も持ってくるのです

けれども、仕事の部分はパソコンだけなのです。

そして、会社とはパソコンで朝連絡をし合って、

仕事はその町の改修した空き家で仕事する。こう

やって言っていますけれども、多くの自治体は対

策をとっているけれども、なかなか効果が見えな

いケースがある、地域の魅力を打ち出すことがで

きないところに人が集まっている、人を呼び込む

ためにいかに知恵を出すかが課題だ、乳幼児医療

だとかいろんな部分を打ち出すのですけれども、

行かないところには行かないのです。でも、こう
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いうたかが何千人の町、本当に村です。テレビで

見たら、田園の田んぼの家がぽつぽつ建っている

ところに人が行って仕事をして、そこで子供たち

と奥さんが生活をしているのです。だから、先ほ

ど移住に向けて何かの資料をつくられたと言いま

すけれども、それはそういう企業だとか、これか

らどういう運動をするというか、部分で使ってい

かれるのか。先ほど市長がいろんな会社に訪問し

たときに使うと言われたのですけれども、有効な

施策の製品だと私は思うのですけれども、やはり

こういう部分でも人は持ってこられるのだという、

本当に住みよさランキングの上位の名寄ですから、

教育も医療も福祉も充実しているところにこうい

う方々というのは私は重要な施策ではないかなと

思うのですけれども、何か御意見があればちょっ

と。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 移住をどう考えていくか、

定住をどう促していくかというのは、これからの

地方自治体にとって大変大きな課題であるという

ことを認識をしております。先ほど来２地域、あ

るいは季節の定住ということのお話もありました。

端的な例では、例えば北海道でもニセコあたりは

冬の間海外の方がコンドミニアムつくって長期滞

在をして、夏の間はそこをうまく一般の方に貸し

出しをして通年の不動産投資をしていくと。名寄

市においても冬大変有効な資源があって、宿泊施

設も比較的今期は相当逼迫をしているというお話

も聞いておりますし、夏場においてはこの間杉並

区の門元さんという国土交通省から出向されてい

る方の講演もいただきましたが、夏場にそうした

避暑をする、あるいはお仕事で夏場だけという、

そういうニーズもあるようなお話も聞いておりま

す。名寄市においてもなかなか働く人材も不足し

ているという中で、そうしたマッチングだとか、

通期にわたっていろんな方たちが定住をしていっ

ていただいて総体での人口を確保していくという

方策いろいろあるというふうに思います。貴重な

御提言もいただきました。名寄市においては、こ

の移住をど真ん中で今やっているＪＯＩＮ、移住

・交流推進機構というところに職員を２年間派遣

をし、さらにまた２年間来年度から派遣をすると

いうことであります。このＪＯＩＮという機構が

さらにこれから移住の窓口として大きな力を発揮

していくということになっておりまして、ここの

情報もいろんな形でいただけるものと思うし、そ

の中からいろんな人材や人も誘致できるのでない

かなというふうに思います。先ほど神山町さんの

例をお聞きしましたけれども、一方で神山町さん

はお話を聞くとそういう新しい方と古くからいる

地域住民とのいろんな摩擦も実は起きていて、そ

うしたことが非常に大きな問題になっていると、

そんな話も聞くのです。大事なことは、そうした

外から来る皆さんをしっかりと我々は受け入れて

いくのという、その覚悟も職員だけでなくて市民

みんなが持っていくということが大事なことなの

かなというふうに思うところなのです。そんなこ

とで地方創生戦略というのを我々策定していくの

だけれども、これは市民みんながこの方向に向か

っていこうということを共有していきながら前に

進んでいくということが何よりも大事なのではな

いかなというふうに思うところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 本当にそうだと思い

ます。ぜひその部分しっかりとよろしくお願いし

ます。

次に、子育てについての部分をちょっとお伺い

します。今回の地方創生の中で座長である岩手県

の元知事の増田さんがこう言われています。人口

減少にどう対処するかという視点からいうと、若

い女性が働きやすい社会づくりは当然として、地

方は女は出しゃばるなという古い考えの人がまだ

まだたくさんいる、そうしたところまで踏み込ん

で変えていかなければ地方創生をやる意味がない

と言われておりますというふうに言われています。

これからの地方創生、人口減少に伴い、女性が本
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当に安心して出産できる、安心して子育てできる、

安心して教育が受けられる、安心して生活できる

名寄市をつくるのがこの地方創生の一番の目的だ

と思っています。そういった部分でフィンランド

の切れ目ない家庭支援、ネウボラという部分がご

ざいます。日本でも東京、または横浜、名古屋、

文京区、和光市、名張市もつくられてきておりま

す。ネウボラというのは、赤ちゃんから高齢者ま

で一人一人を平等に扱い、大事にする国フィンラ

ンドから生まれた。赤ちゃんも国から歓迎されて

いる気がすると親が言えるのは、長期かつ総合的

に育児支援を提供できるネウボラがあるからだと

いうことなのです。妊娠がわかったとき日本では

まず足を運ぶのは病院である。その後母子手帳を

もらいに自治体の役所、母親学級があれば保健セ

ンター、必要に応じてさまざまな機関に足を運ぶ

のが普通だろうが、このネウボラは出産が決まる

とそのネウボラの施設に行きます。子供が生まれ

るまで十数回、そしてそのときにお医者さんだと

か歯科医も何回か会って、１回当たり３０分から

１時間、いろんな両親も含めた相談体制をつくっ

ているそうなのです。私もこのネウボラの記事を

見まして、ある東京大学の御婦人の方が、名前も

言えませんので、東京大学の女性の方が、済みま

せん、日本の子育て支援策が見習いたい要素が詰

まっているけれども、フィンランドでも初めから

こうだったわけではないわけで、フィンランドだ

からできて日本では無理なはずはない、日本でも

学べるところをどんどん学んで子育てにしっかり

対応してほしいそうなのです。名寄は、本当に子

育てのまちですから、子供ができてから１４回の

部分を見ていただいたり、いろんな施策あります。

しかし、安心できる子育て方針を打つ部分でもこ

のネウボラをやっていただいたほうが安心できる

子育てのまちになるのではないかなというふうに

思うのですけれども、部長、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ネウボラにつき

ましては、高橋議員から御紹介を以前いただいて

おりましたので、少し調べさせてはいただいてお

ります。国が示しております総合戦略の主な施策

の中にも子育て世代の包括支援センターの設置と

いうものがありまして、まさにこれがネウボラに

当たるものではないかというふうに考えておりま

す。私が調べたところによりますと、ネウボラと

はフィンランド語でアドバイスの場所を意味する

ようでありまして、妊娠期から就学前にかけての

子供、また家庭を対象とする支援制度でありまし

て、かかりつけネウボラ保健師を中心といたしま

して産前産後、子育ての切れ目のない支援のため

のワンストップの地域拠点ということであります。

御紹介ありました東京の文京区版ネウボラ事業と

いうことで、文京区でも行うようなお話は聞いて

おりますが、母子保健コーディネーターを配置さ

れると。これは保健師さんであります。妊娠、出

産、子育てにわたる切れ目のない支援をしていく

ということであります。現在本市におきましては、

１０月に開館を予定しております地域子育て支援

センター、これは旧親林館を改築して実施する計

画を立てておりまして、このセンターの中で専門

に相談を受ける子育てコンシェルジュを配置をい

たしまして、さまざまな子育ての悩み等をお伺い

していきたいと考えております。また、先ほども

申し上げましたけれども、保健センターでも妊娠

してからずっとそれぞれの年代に付き添って支援

をさせていただいておりますので、今後ともそれ

を続けてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 時間もありませんの

で、まずマンホールはしっかりと安全対策を持っ

てやっていただきたいというふうに思います。

最後に、デマンド交通をやらせていただきます。

今回なよろコミュニティバスの部分なのですけれ

ども、ある方から買い物に行くのに大変だと、先

ほど言ったように車をなくして買い物に行くのに

バスに乗るところが距離があるというふうに言わ
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れて今回質問させていただきました。ある地図、

名寄市の地図にバス停から５００メーター離れた

ところに丸をつけました。５００メーター行くの

は、買い物して、８０歳、９０歳は本当に大変か

なと思います。それで、２５０メーターつけまし

た。これだけ黄色い部分の障害の出る部分があり

ます。この地域というのは、見たら昔新興住宅街

で家を建てた方々等々、やっぱり住んでいる方々

が高齢者が多いものですから、この部分の対策を

しっかりお願いします。これの対策でやっぱりデ

マンドを活用したほうがいいのでないかなと思う

のですけれども、その見解をいただいて終わらせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） コミュニティバスの

関係について御質問いただきました。これについ

て、先ほどの答弁で申し上げましたように２７年

が実証の最後の年に当たりますので、今議員の言

われました利便性をさらに高めるという視点の検

討については改めてまたさせていただきたいと思

います。ただし、公共交通いろいろありますけれ

ども、それぞれにメリットとデメリットがあって、

路線バスについてはやはりタクシーと違いまして

なかなかドア・ツー・ドアというのでしょうか、

近くまで行けないという制約もあるということに

ついてはぜひお含みをいただきながら次年度の検

証について、さらには２８年度に向けての取り組

みについて見ていただきたいなというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、デマンドについてですけれども、デマ

ンドについてはエリアを決めて乗せるところとお

ろすところについては定点で決めるということに

なっていまして、現状のデマンドでいくと郡部に

ついて風連地区から共和、曙にかけて乗るところ

のエリアを設けておりますけれども、市内につい

てはおりるところだけということで設定している

ものですから、現段階では市街地での対応につい

ては少し困難かなと思っていますので、そこも含

めて御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

冬の市民の安全対策について外３件を、高野美

枝子議員。

〇２番（高野美枝子議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

冒頭に、本日の午後２時４６分、東日本大震災

が起こってから４年目を迎えます。いまだ先が見

えない福島原発、いまだに２３万人が避難をし、

仮設住宅で暮らす８万人を超える方たちの心情を

思うときせつない思いでいっぱいでございます。

たくさんの亡くなられた皆様に心より哀悼の念を

申し上げ、質問に入らせていただきます。

今冬この地域では、例年にない少ない積雪でご

ざいました。道東の異常とも言える気象状況が報

道されております。道路が寸断されたり、停電が

続く非常に恐ろしい昨今の気象状況でございます。

昨日からも停電等、悪天候になっているところが

ございます。いつこの地域がそのような状況にな

ってもおかしくない異常気象が続いております。

そんな中で１点目は、冬の市民の安全対策につい

てお尋ねいたします。まず最初に、先月２月４日

に行われました名寄市で初めてという防災訓練の

検証についてお伺いいたします。また、この訓練

を今後どのように生かしていくのか、お考えを伺

います。

次に、今冬における除排雪体制についてお伺い

いたします。交差点の事故が多発しております。

交差点における安全対策についてお伺いいたしま

す。

昨年１２月には大雪が降り、除雪も間に合わな

い状況で大変御苦労なさったことと思いますが、

その後ざくざく道路で人も車も大変な思いをいた

しました。年が明けてからは、穏やかな天気が続

いて日中は雪が解け、夜には車道も歩道もアイス

バーンで、寒い日には日中もアイスバーンのまま
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でどこを歩いてもつるつる路面に悩まされました。

路面状況の原因と対策についてお伺いいたします。

次に、屋根の雪おろしにおける事故についてお

伺いいたします。これまでにも広報など市民に対

しまして情報提供をなさっているのだと思います

が、屋根の雪おろし作業の事故がなくなりません。

このことについてどのように考えているのかお伺

いいたします。

先日小学校１年生と一緒の教室で給食をいただ

く機会がありました。献立の中にお餅が入ってい

まして、そのお子様はお餅が大好きなのだそうな

のです。名寄のお餅は日本一なのだよねとお話し

しながら、楽しい時間を過ごしました。２番目は、

安全でおいしい農産物に恵まれたこの地域の農業

と食育について、現在の学校を初めとする市内の

食育の状況と農業における重点施策についてお伺

いいたします。

また、今後の食育の方向性について、大人や高

齢者への対応についても含めてお伺いいたします。

先日名寄産業高校のみずならショップで農産加

工品を購入する機会に恵まれました。生徒や先生

の努力でとてもいい製品ができ上がっています。

ぜひ今後名寄市立大学、産業高校、農業改良普及

所など市内の関係機関との連携を緊密にし、全市

的に食育に取り組むべきだと考えますが、いかが

でしょうか。

３番目に、図書館の将来展望についてお伺いい

たします。大学図書館が平成２９年度に新図書館

として生まれ変わることになっていますが、市立

図書館も市内にはあります。市民の中には、この

図書館がなくなってしまうのではないかと危惧す

る方もいらっしゃいます。子供の読書活動を中心

とした取り組みや読み聞かせ、イベントの企画等

々、市民の図書館として定着しているところでご

ざいますが、この２つの図書館をどう活用してい

くのか、現状と今後の方向性についてお伺いいた

します。

４番目に、男女共同参画についてお尋ねいたし

ます。昨年６月の第２回定例会でも質問させてい

ただきましたが、その後のセミナーの開催状況等

市民への周知について、また２８年度条例制定に

向けた現在の状況についてお伺いいたします。

以上、この場での質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま高野議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１のうち小項目の１及び大項目４につ

きましては私のほうから、同じく大項目１のうち

小項目２につきましては建設水道部長から、同じ

く大項目の１、小項目３につきましては市民部長

から、大項目２につきましては経済部長から、大

項目３のうち小項目の１につきましては大学事務

局長から、同じく大項目３のうち小項目２につき

ましては教育部長からそれぞれ答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、冬の市民の安全対策につい

て、小項目の１、防災訓練の検証について申し上

げます。防災訓練は、訓練の種類ごとに避難訓練、

機関の訓練、避難所運営訓練、図上訓練、これら

全てを行う総合訓練などがございます。名寄市で

は、これまで水害を想定した防災訓練を実施して

まいりましたが、各地の暴風雪による災害発生か

ら冬期の暴風雪を想定した訓練が必要であるとい

う認識に立ち、本市としては初の試みとして冬期

の防災訓練を実施したところであります。訓練は、

名寄警察署、北海道建設管理部、北海道開発局士

別道路事務所、陸上自衛隊第３普通科連隊、東地

区連絡協議会との共催で民間団体の協力も得て午

前、午後の部として１日日程で行いました。訓練

は、北海道で実際に起きた暴風雪と大規模停電を

想定したものでありまして、午前の部では昨年１

１月の改正災害対策基本法によるスタック車両の

除去訓練について取り入れ、北海道開発局士別道

路事務所の担当として実施をしたところでありま

す。また、暴風雪対応訓練では、暴風雪時の対応

は各関係機関の連携が大変重要になるため、これ
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らの連携をとれるよう訓練に取り入れて実施をし

たところであります。午後の部の訓練では、町内

会等の避難所設営能力の習得にあわせて、大規模

停電を意識してもらうことなどを目的として実施

をしたものであります。今回の防災訓練では、関

係機関との打ち合わせ会議を８月から２回ほど進

めていたこともありまして、昨年１２月１６日か

ら１７日の暴風雪時には関係機関同士の連絡、情

報交換が円滑に実施をされておりまして、今回の

訓練の成果の一つと捉えているところであります。

また、防災訓練は、完璧に行うという視点ではな

く、課題を見つけて発災に備えていくというのが

目的でありまして、救助に要する時間の確認及び

救助に当たる任務の困難さについてもあわせて確

認ができましたので、次に生かしていくために課

題を検証し、災害対応に備えていきたいと考えて

おります。

続きまして、大項目の４、男女共同参画につい

て、小項目の１、セミナーの開催状況等の市民周

知について申し上げます。男女共同参画を推進す

るため、昨年１１月にキャスターで気象予報士の

菅井貴子さんを講師に招いたセミナーを開催し、

第１部の講演会に約１００名、また第２部のグル

ープ討議には１６名の市民の方々に御参加をいた

だいたところでございます。第１部の講演会では、

男女共同参画の理念であります自分らしくをテー

マに天気の見方で男女差があることや自分の体験

をもとに今の女性に関する話題などについて御講

演いただくとともに、第２部では自分らしく生き

ることや男女の役割、男性優位、女性優位に感じ

ることなどをテーマとした意見交換を行いまして、

子育て等に関するさまざまな制度の周知が不十分

である、職場の上司などに制度を学習する機会を

設ける必要があるなど活発に意見が交わされてお

り、本市における男女共同参画の推進に有意義な

セミナーであったと考えております。本セミナー

の開催状況についてでありますが、市の広報によ

り概略を市民の方々へお知らせしているところで

はありますが、改めて市のホームページに開催状

況を掲載し、一層の市民啓発を図ってまいりたい

と考えております。

次に、小項目の２、２８年度の条例制定に向け

た現在の状況について申し上げます。本市におき

ましては、平成２８年度の条例施行を目指し、男

女共同参画の推進に関する条例の検討を進めてい

るところでありまして、現在名寄市男女共同参画

推進委員会において条例の内容について御議論を

いただいているところであります。各委員からは、

条例の目的が市民に伝わるようわかりやすい記述

について工夫すべき、条例に定義づける語句を検

討すべき、教育関係者の責務についての記述を検

討すべき、性別による権利侵害についての記述を

検討すべきなどといった御意見をいただいている

ところであり、今後委員会における議論をさらに

深めながら条例の検討を進めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目１の小項目の２、今冬の除排雪体制についてお

答えいたします。

初めに、除排雪の状況につきましては、現在シ

ーズン途中でありますが、３月８日現在の累積降

雪量は５５７センチメートルで、昨年の同日が５

９４センチメートルでありましたので、昨年と比

較しますと３７センチメートル少なく、対前年比

で約９４％であり、平年値の７４３センチメート

ルと比較しますと約７５％の降雪量となっていま

す。また、積雪深については現在７６センチメー

トルであり、昨年の同日が１２１センチメートル

でありましたので、昨年と比較いたしますと４５

センチメートル少なく、対前年比で約６３％であ

り、平年値の積雪深８７センチメートルと比較い

たしましても約８７％の積雪深となっています。

１２月の大雪では、１日での降雪量が７３センチ

メートルの日があったことにより１２月１１日か
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ら幹線道路の排雪作業を開始し、翌１２日からは

交差点の排雪作業も実施しています。年が明けて

１月７日から生活道路の排雪作業を開始し、２月

６日で名寄、風連両地区とも終了しております。

今後は、幹線道路の排雪状況をパトロール等によ

って確認し、排雪が必要と判断された場合に適時

作業を実施していくこととしております。

御質問の交差点における安全対策では、昨年の

アンケート調査で多くの要望が寄せられたことか

ら、今シーズンから交差点排雪にロータリー車を

導入し、交差点手前から広範囲に道路幅の拡幅を

含めた排雪作業を取り入れ、交差点の見通し向上

と交差点幅員の確保に努めてまいりました。また、

交差点手前にはスリップ抑制として路面の状況に

合わせてビリ砂利の散布対応を行っております。

今後も交差点の安全性向上対策を継続的に効率よ

く進めてまいりたいと考えております。

次に、路面対策についてお答えいたします。ざ

くざく道路の発生は、冬期間道路に積もった雪が

車両の走行によりかたい層が形成され、この層が

車両の進行や暖気によって壊されてしまうことが

原因です。今冬は、昨年１２月に大雪が２回あり

まして、道路がざくざくで車の走行が困難などの

通報や苦情を４０件ほどいただきました。対策と

して、除雪業者がショベルカーによりざくざく面

を削り取る路面整正作業を実施しました。このと

き市内一斉に路面整正を行うと、削った雪が住宅

間口に大量に入ることや道路幅員が一気に狭くな

るため、劣悪ポイントを優先的に対応を行いつつ、

数日かけて徐々に圧雪層を削り取る対応を行って

まいりました。今後も天候や路面状況に注意を払

いながら、適切な路面管理に努めてまいります。

次に、歩道のつるつる面に関しましては、今シ

ーズンは日中に気温が上昇し、雪が解けて気温が

下がる夜間には降雪路面が凍ってしまう状況が早

期から発生しております。また、店舗やコンビニ

などの駐車場に出入りする箇所や日陰となる箇所

では、圧雪表面が氷になり、昼夜問わず滑りやす

い状況となっています。市道の横断歩道では、歩

行者と車両の交通量が多い町中に２カ所と市立病

院の正面玄関前に散布用の砂箱を設置しています。

歩道の滑りどめ対策については、全区間の対応は

難しいことから、部分的な対応策では効果が限定

をされ、未対策の歩道部分で転倒しやすくなる可

能性もあることから、積雪寒冷地として他の市町

村からの情報を収集して研究、検証を行ってまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

１の小項目３、屋根の雪おろしにおける事故につ

いて申し上げます。

名寄市では、この冬雪おろし中の事故によりま

して２名の方が亡くなりました。また、負傷され

た方は３月３日現在８名で、名寄消防署が雪によ

る被害で救急搬送した方は今シーズン１０名で、

うち９名が５０歳以上で、亡くなった方が２名、

重傷の方が６名となっております。一方、上川管

内における雪による事故は、３月３日現在雪おろ

し中に屋根から転落するなど３名の方が死亡され、

負傷された方も４４名の方が重軽傷を負っており

ます。北海道では、融雪期を迎えて屋根からの落

雪や雪崩など雪による事故に注意を呼びかけてい

ます。屋根からの落雪や除雪作業における事故防

止策としましては、安全な服装で命綱をつけるこ

とや気温が高くなる午後は屋根の雪の緩みに注意

すること、雪おろしは１人では行わずに２人以上

もしくは家族や隣近所に声をかけるなど、命を守

るために十分な備えをすることが必要であります。

また、高いところや積雪量によっては業者に依頼

するなど安全策をとることも必要になります。今

後とも雪おろし等の作業中の安全を確保するため、

地域住民や事業者等への周知について各関係機関

と連携をし、市の広報なよろやホームページ等に

より注意喚起に努めてまいりたいと考えておりま

す。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

農業と食育について、小項目１、現在の状況につ

いて申し上げます。

市内における食育の現状について、まず学校に

おいては農村部と市街部の学校で多少の活動領域

に違いはありますが、市内全校において食に関す

る指導の計画を立て農業体験などを年間行事の一

環として実践しております。具体的には、学校園

での栽培、地域の農業者と連携した田植え、稲刈

り体験、収穫祭における調理実習などを父兄や地

域の方々、さらにはなよろ食育推進ネットワーク

や名寄産業高校などと連携しながら行っておりま

す。市内保育所においては、食育計画を策定し、

農業体験や収穫祭など年間行事に組み込み、実践

しております。行政においては、保健センターで

は妊婦や親子を対象とした食育セミナーを初め各

種料理教室の開催、公民館では地産地消の食材を

取り入れて料理の楽しさを知り、食への関心を高

め、健康で心豊かな生活を送るための料理教室を

開催し、市民相互の交流を図っております。学校

給食センターにおいては、地場産の農畜産物を積

極的に取り入れるとともに、赤飯給食など名寄市

の特色を生かしたメニューを提供するとともに、

学校栄養教諭制度を活用し、学校給食を生きた教

材として活用するなど、子供たちへの具体的な食

に関する指導を進めております。農務課では、地

産地消フェアの開催や食に関する農業セミナーの

開催など各種イベントを進めるとともに、食育の

所管課として名寄市食育推進協議会を設置し、各

種団体との情報交換を行いながら第２次名寄市食

育推進計画に基づき食育の推進を図っております。

また、なよろ食育推進ネットワーク、道北なよろ

農業協同組合、名寄市グリーンツーリズム推進協

議会を初め名寄市食育推進協議会を構成する関係

機関や各種団体においては、それぞれの団体が主

体的に取り組みを進めております。名寄の豊かな

地の利を生かした地産地消も含め、官民一体とな

って食育の推進に取り組んでおります。

続いて、名寄市の農業の重点施策でありますが、

名寄市は米、畑作、施設園芸作物、畜産物と多く

の多種多様な農畜産物を生産する地域であります。

どの生産物もすぐれた品質と高い評価をいただい

ており、作物同様に多様な経営体がおりますが、

どの生産物もどの経営体も名寄には欠かせない重

要な生産基盤であります。行政としては、引き続

き道北なよろ農業協同組合などの関係機関と連携

し、全ての経営体を後押しするとともに、農産物

のブランド化を進めるなど、より一層の産業発展

を目指すところであります。また、一方で、この

間の農家戸数の減少に伴い、強い経営体の育成や

後継者対策など多くの課題があるとも認識してお

り、国の施策などを進めるとともに、名寄市とし

ても人・農地プランにおける聞き取りや地域での

話し合いを進め、生産者の声をお聞きする中で課

題解決を図ってまいります。特に新名寄市農業・

農村振興計画が平成２９年度から第２次計画に移

行することから、平成２７年度から名寄市農業・

農村振興計画策定委員会を立ち上げ、生産者の声

に意図した計画とするべく取り組みを進めてまい

ります。

次に、小項目２、今後の食育の方向性について

申し上げます。名寄市食育推進計画は、子供だけ

ではなく成人や高齢者においても課題を取り上げ、

年齢に応じたライフステージを示しております。

成人や高齢者においては、保健センターで生活習

慣病予防を中心に健康料理教室や個別支援を実施

しております。近年の食環境の変化に伴う食の乱

れは、健康への不安にもつながっていることから、

日本型食生活をしっかりと継承していくことが重

要であります。また、子供への食に関する教育の

基本はふだんの家庭料理にあることから、各家庭

内における食育への意識が必要であり、今後とも

関係機関と連携しながら食育を地域で推し進める

とともに、平成２７年度は食育フォーラムを開催
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し、食育のさらなる取り組みを行いたいと考えて

おります。

次に、小項目３、関係機関との連携について申

し上げます。名寄市食育推進協議会は、名寄市立

大学や名寄産業高校を初め多くの関係機関、団体

で構成しております。実際の食に関する取り組み

は、それぞれの団体の中で進められ、完結してお

りますが、地産地消フェアや健康まつりなど大き

なイベントでは各団体が実行委員会に参画してＰ

Ｒ活動などを行っております。今後とも食育を全

市的に進めるため、市民、地域、行政、関係団体

が相互の連携と協力により一体的に進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 私からは、

図書館の将来展望について、小項目１の大学図書

館の現状と今後の方向性について申し上げます。

まず、市立図書館と大学図書館の相違点につい

て申し上げますと、市立図書館は図書館法を設置

根拠としております。地域住民に図書館サービス

を無料で提供する公共図書館となります。大学図

書館は、大学設置基準を設置根拠に、その大学の

学生、教職員の学習、研究に必要な図書や学術資

料を提供し、保存する基幹組織であります。名寄

市立大学図書館を初め多くの大学図書館は、地域

の公共図書館への支援や地域住民への開放を行っ

てきております。本学図書館の現状でございます

が、平成１８年の名寄市立大学の開学の際に旧市

立短期大学図書館だけでは大学設置基準や関係の

施設基準を満たすことには不十分であることなど

から、旧短期大学の図書館の部分を一部拡張しま

して本館としております。また、旧名寄恵陵高等

学校の図書室を分館として活用して開設をしてき

ているところでございます。図書館の図書の所蔵

数は、名寄市立大学の教育、研究分野でございま

す保健、医療、福祉関係の専門書を中心に約８万

０００冊、雑誌は約２００種類を所蔵しており

ます。開館は、平日の午前９時から午後９時まで

となっており、平成２５年度の図書貸し出し実績

は約１万 ０００冊で、そのうち一般の方々への

貸し出しは約６００冊となってございます。平成

２９年には約１４万冊の図書の所蔵が可能となる

新大学図書館が完成いたしますが、開館時間の延

長、開館日数をふやすことを予定しておりますの

で、現在年間約４００名にとどまっております一

般の方々の利用も大きく伸びることが期待されて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうからは、大

項目３、小項目２の市立名寄図書館の現状と今後

の方向性についてお答えをいたします。

市立名寄図書館本館は、旧名寄市の開基７０周

年記念事業として昭和４４年７月に新築工事に着

手し、翌年の昭和４５年８月に郷土資料室とプラ

ネタリウム館と併設した複合施設として開館いた

しました。本年で４５年が経過しておりますが、

その間外壁や内部の改修を行ってきております。

平成６年度には、２階にありました１階閲覧室が

蔵書冊数の増加により床が蔵書の荷重に耐えられ

なくなる状況となり、１階の展示ホールに移設す

るという大規模な改修を行ってきております。そ

の後も読書環境整備のため、平成２５年度には窓

や１階トイレの改修等を行って現在に至っており

ます。また、蔵書冊数は平成２５年度末で１２万

０１３冊となり、図書資料の保存スペースが限

界に来ている状況にもあります。このことから、

施設の老朽化と狭隘の改修のため、第２次新名寄

市総合計画策定に当たり、子供からお年寄りまで

集うことができる時代に対応した図書館施設のあ

り方について検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、子供の読書活動につきましては、平成２

４年に第２次子どもの読書活動推進計画を策定し、

子供たちが読書を楽しみ、感動する心を培うため
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の読書活動に取り組んでおります。具体的には、

親と乳幼児に対しましては読み聞かせ会ペンギン

クラブを月２回テーマを変えて開催しております。

さらに、小学校への支援といたしましては、１つ

のテーマに沿って本を紹介するブックトークや北

海道立図書館の市町村支援事業を活用したサポー

トブックス事業やブックフェスティバルを開催し、

毎年児童生徒読書感想文コンクールを実施してい

るところであります。今後も子供たちが本に親し

み、読書する習慣を身につけるために学校とも連

携して各種事業を取り組んでまいります。また、

市民が専門的な学習に取り組むためには、専門書

を所蔵する名寄市立大学図書館との連携が不可欠

であり、大学図書館の蔵書検索の利用による相互

貸借や施設利用の紹介等を行っているところであ

ります。今後も相互の図書館が特色ある図書資料

の収集、運営に努め、市民の生涯学習に必要な情

報提供を第一に考え、利用しやすく親しみのある

図書館を目指し、連携を図ってまいりたいと考え

ています。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 丁寧な御答弁ありが

とうございました。それでは、再質問させていた

だきます。

１番の冬の市民の安全対策についてでございま

すが、防災訓練の検証についてでございます。災

害のときには行政がもちろん一番先に動く、働く

わけでございますが、自主防災組織の育成も必要

であるかなというふうに思うのですけれども、そ

の点についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今自主防災組織につ

いて再質問をいただきました。災害対応について

は、議員が言われますように当然行政として果た

さなければいけない役割もありますけれども、自

助、共助の中で対応しなければいけない部分があ

ると思っています。特に災害対策基本法の中では、

自分の命は自分で守るというのがやはり一番ベー

シックな考え方だとうたっていますので、そこも

含めての対応になるかと思っていますが、自主防

災組織についてでありますけれども、組織の立ち

上げに伴ってその組織が機能しなければいけない

というのが前提にあるかと思っています。特に夏

の洪水については、情報の収集ですとか避難行動

等への対応が必要となりますし、冬期の暴風雪に

おいては基本的には外出を控えるということが基

本となってそれぞれ組織で動いていかなければい

けないだろうと思っています。これらの体制を整

えるに当たっては、やはり実際にそういう災害を

体験したかしないかがその組織率に大きく反映し

てくるというふうに考えておりますけれども、こ

れは幸と言えばいいのか不幸と言うのかわかりま

せんけれども、昨年の中で大きな災害を２度名寄

市でも体験をしましたので、そういった意味では

名寄市の中でも随分防災に対する機運が高まって

いますというか、危機感を持っているというふう

に思っていますし、この間の地域の声聞きますと、

私どもも出前トークということで防災について情

報提供する機会もありますけれども、災害以降担

当のほうに非常に多くオファーが来ているという

状況もありますので、そこを通じて自主防災組織

の育成についても地域の方が考えていただいてい

るというふうに思っています。我々もやはりこの

時期を逃すことなく、市民の皆さんに十分働きか

けをして自主防災組織の育成を図ってまいりたい

と考えておりますので、御理解をいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） そうしますと、町内

会とかということになってしまうと思うのですけ

れども、非常に進んでいるところもありますし、

前にも質問したところでございますけれども、な

かなかそこまで手が回らない事情のところもござ

いまして、一概に同じレベルに立つということは

なかなか難しいというふうに考えます。そのこと
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についてどのようにお考えかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 確かに地域によって

随分温度差があるというのは、私どもも感じてい

るところあります。これは、先ほども言いました

ように実際に避難をした地域と、あるいは災害は

あったけれども、避難をしなくてよかった地域に

よって実体験に基づいて随分意識が違うのだろう

というふうに思っています。最終的には全地域で

自主防災組織が立ち上がるというのが一番望まし

い姿だと思っておりますけれども、災害は待って

くれませんので、私どもはこの間過去のデータか

らやはり災害が起きた地域を中心に自主防災組織

の設立に向けて働きかけていく必要があるだろう

と、そういう考え方を持っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 大変だとは思うので

すけれども、やはりその地域に合ったきめの細か

い対応をしていただくことをお願いいたします。

次に、昨年の９月、第３回定例会で質問させて

いただきましたハザードマップの件についてお尋

ねいたします。その進捗状況についてと、あと配

布時期はいつごろ考えているのかお尋ねいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これにつきましては、

今見直しに向けて準備を着々と進めているところ

でありますけれども、見直しの前提として地域防

災計画、これは名寄市が策定しているのがありま

すけれども、まずその見直しをしてからハザード

マップの見直しという、そういうスケジュールに

なります。この防災計画の見直しについては、３

月３０日に開催を予定しておりますので、そこで

防災計画の見直しをすると、その後ハザードマッ

プの作成という作業になっていくかと思っており

ます。時期については、できれば洪水等の時期に

合わせての作成というふうに思っておりますけれ

ども、かなり膨大な量の作業にもなりますので、

できれば夏ぐらいまでには配布ができるような形

で努力をしたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 夏までにということ

でお聞きしましたので、どうぞよろしくお願いい

たします。

次に、交差点における事故についてお伺いいた

します。交差点については、今冬非常に配慮した

ということだということでございますけれども、

非常に事故が、先ほども質問しましたけれども、

多い状況であると考えておりまして、ことしは雪

が少なかったのでということもありますけれども、

次年度に向けて市民の方からの声などを拾ってま

た新たに考えているということもございますでし

ょうか、お伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 新たな交差点対

策ということで御質問ありましたけれども、こと

し改めて昨年のアンケートに基づいて一定程度交

差点について広目にあけながら交差点の対策をし

て視界がとれるといいますか、見えやすいように

した対策をことしとりましたので、また新たなと

いうことで言われましたけれども、事故がという

ようなこともお話ありましたけれども、少しこと

しの状況を見させていただいてまた検討させてい

ただきたいというふうに思っていますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野美枝子議員の一般

質問の途中ですが、ここで一旦一般質問を中断い

たします。高野議員におかれましては自席へお戻

りください。表示板の時計をとめてください。

〇議長（黒井 徹議員） 去る平成２３年３月１

１日１４時４６分に発生いたしました東日本大震

災から４年を迎えることになります。ここで、犠

牲になられました方々に哀悼の意を表し、本議会

として震災発生の時刻に合わせて黙祷をささげた

いというふうに思います。
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時間が来ましたら、私の発声で御起立を願い、

黙祷を始めたいと思いますので、御協力願います。

しばらくの間お待ちいただきます。

御起立願います。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 黙祷終わります。

ありがとうございました。御着席ください。

〇議長（黒井 徹議員） 高野美枝子議員の一般

質問を再開いたします。

高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 次に、路面対策につ

いてお尋ねいたします。

雪が解けてまいりまして、市内の至るところで

道路が陥没しています。溝のようなへっこみは、

車の運転に支障を来しているところですし、けさ

お会いした方は転んでけがをした、骨折をしたと

いうふうにおっしゃっていました。この原因と対

策についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今高野議員のほ

うからございました。ことしの冬は、少し雪が少

ないということもありまして、ざくざく路面です

とか、あるいは今御指摘がありましたように道路

が隆起をして、凍上して波を打ったような状態に

なるということでございます。どうしても未改良

道路といいますか、未舗装の道路については道路

下の土壌がやはり凍って凍上するという、そうい

う状況になっています。対応策として一番いいの

は、全ての道路を舗装ということで少し砂利を厚

目に道路改良をすることがいいというふうには思

ってございますけれども、残念ながら財政的にも

相当な費用がかかるということでありまして、危

険な箇所については部分的に補修対応をさせてい

ただいているところであります。この道路の波を

打つような状況については、例年およそ、その年

の気象にもよるかと思いますけれども、５月の連

休明けぐらいにはもとの状態に全て戻るというふ

うには言いませんけれども、少しずつ暖気によっ

て戻ってくるような状況になろうかというふうに

思います。先ほどけがをされたというようなお話

もありましたけれども、ぜひ大変申しわけありま

せんけれども、しばらく路面十分注意をしていた

だきながら車の運転等をしていただければという

ふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 昨年のまち懇でも除

雪とか道路管理については質問が多かった項目だ

というふうに思っております。市民生活に直結す

る課題でございます。道路整備には費用もかかり、

政治状況も変わってきていますので、なかなかハ

ードルが高いとは思いますけれども、知恵を絞り

ながら対応し、この状況を関係機関、国や道に要

望していくことも大切なことと考えますし、必要

なのだろうというふうに思いますが、どのように

お考えかお尋ねしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今特に道路にか

かわってというお話だったかというふうに思いま

すが、もちろん道路だけではなくて名寄市内の社

会インフラ全体がやはり老朽化をしているという

現状にございます。私ども市の単費だけではなく

て、どちらかというと交付金を、補助金を利用し

ながら各種施設の整備をやっているという状況に

ございます。私どももちろん市の管轄もあります

けれども、それ以外、例えば名寄市内見ましても

市道だけではなくて道道、国道もございます。そ

の意味では、市道の部分についてなかなか国のほ

うにどうこうという要望はできませんので、国道

あるいは道道の部分についての要望については今

後市民の皆さんからの危険な状態の道路等につい

ては早急に要望を上げていきたいというふうに考

えております。あわせて、国のほうに対しての交

付金等についての要望等については、逐次機会が
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あれば要望は上げさせていただきたいというふう

に思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 何とかよろしくお願

いしたいと思います。

次に、屋根の雪おろしについての事故について

でございますが、やはり高齢者が多いということ

でございます。事故防止に対しまして何かいい対

応がないかお尋ねしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど市民部長

からも答弁させていただいておりますが、事故防

止のためには高齢者に限らず２人以上での作業の

実施ですとか、命綱、ヘルメットの着用、そして

はしごはしっかりと固定するなどが挙げられてお

りますが、高齢者を対象に啓発するためにはわか

りやすい資料の提供と、そして説明の機会が重要

と考えております。このように事故が多発してい

る状況を踏まえまして、当市といたしましては除

雪助成券を交付させていただいている皆さんに助

成券とあわせてこのような啓発の資料を同封させ

ていただく、また出前トークですとか、また町内

会など訪れた際に御説明を直接させていただくな

どの対応をとらせていただきたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひよろしくお願い

いたします。あと、同封する用紙もちょっと目立

つように字も大きくしていただければと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

次、農業と食育について再質問させていただき

ます。例えば大量につくってことしタマネギが大

分余っていたような状況なのですけれども、そう

いうときにタマネギとか余った食材とかはね品と

かを大学とか専門機関と連携しまして、子供たち

や一般市民も含めながら、食育と食材を大切にす

るということで研究会とかプロジェクトをつくっ

て試食会などをするという、そういう市民参加型

の食育というふうなものも考えていただきたいと

思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今高野議員から御提

言いただきました。その年度によって、さまざま

な農産物が結果的に売れなくて残っているという

ような状態が確かにあるのかと思っております。

なかなかそれを包括的にどこでどういう状態で余

っていてどういう活用という、そこまでのお話は

今段階としてはちょっと進めていないという状況

でございます。こういった取り組みをするに当た

りましては、もちろん生産者はもとより、ＪＡさ

んともお話し合いをしていかなければいけないと

思いますけれども、そういった意味では今後の研

究課題ということで捉えさせていただきたいとい

うふうに思っていますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ命を育む食材を

この地域で大事にしていきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

先ほどの答弁の中に農産物のブランド化を進め

るということでございましたが、具体的にどのよ

うに進めているのか、また今ブランド化を進めて

いる農産物についてございましたら教えていただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ブランド化というこ

とでは、基本になるのが生産者がこの間安心、安

全な農産物を提供し続けていていただいているこ

とが、まず第一にその評価が生産団体を通じて実

需に行って、そういった今の努力の成果が名寄ブ

ランドをやっぱり築き上げてきたのではないかな

というふうに思ってございます。それが第一でご

ざいます。その中で、さらに考え方をもう少し進

めるという意味で産地のブランド確立事業という

ものを新年度から立ち上げをさせていただきまし



－157－

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

て、この間やっていましたもっともち米プロジェ

クトにおけるモチ米の事業、さらには産地表示な

どの事業、さらにはこの間グリーン・ツーリズム

でやっていましたけれども、企業研修等の事業を

一体的に一つに網羅してこの事業に踏み込むこと

によってさらに事業効果を上げるように考えてま

いりたいということで、当面そういったことを２

７年度に考えていこうというふうに思ってござい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。

名寄市農業・農村振興計画が平成２９年度から

新計画に移行するということで、平成２７年度か

ら名寄市農業・農村振興計画策定委員会を立ち上

げるとのことですが、農村振興計画策定委員会と

は何名くらいで構成され、どのような内容の委員

会となっているのかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今どの団体というこ

とは、当然生産団体も含めて、農業者も含めて、

普及センターさんなりの関係機関も含めて構成員

となっていただきまして取り進めたいというふう

に思っています。その下にさらに各職員レベルの

プロジェクト会議などを立ち上げさせてもらって、

そこで意見交換なり、考え方を少し整理させてい

ただいて、基本は生産者の皆さんを含めた御意見

をお伺いするということでございますので、そう

いった反省をまず前期というか、１期目の反省を

もとに地区での話し合いを精力的に行ってまいり

たいというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ幅広い年齢層と

できれば女性も半分入れていただければというふ

うに思っております。食べることは生きることで

す。この地域のおいしい安全な農産物で健康な精

神と体をつくっていただき、強くたくましく育っ

ていただくためにぜひ今後とも食育に力を入れて

いただくことを希望いたします。

次に、図書館の将来展望についてお尋ねいたし

ます。私たち会派は、東京の江戸川区の子ども未

来館を視察してまいりました。子供たちが自分た

ちで課題を見つけ、ゼミとして半年間かけて研究

をしていました。江戸川の特産品のコマツナのコ

マーシャルをつくって実際にＣＭを流してみたり、

模擬裁判などを行っているとのことです。最初は、

まさか子供がと思いましたが、子供たちにははか

り知れない可能性があることを改めて知りました。

名寄市においては、子供に対してどのように取り

組まれているかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員のほうから東

京の江戸川区の視察行った話をされていました。

その施設につきましては、１階には知識を得るた

めの子どもライブラリー、２階には五感を使い実

際に体験をすることができる子どもアカデミーと

いうことで機能を２つ持った施設だというふうに

私もちょっと調べさせていただきました。名寄市

におきましては、過去には先ほど市立名寄図書館

の当初プラネタリウム館であったり、郷土資料室

ということで子供たちが学習なり研究できる複合

的な施設でスタートをして、今はそれぞれの施設

に分かれているところでありますけれども、名寄

市におきましてはそれぞれ今あります北国博物館

だったり、名寄市立天文台、そういったところと

しっかり連携をしながら、子供たちに研究や観察

できる体制を社会教育施設として取り組みを進め

ていきたいというふうに考えています。東京のよ

うに１カ所にいろんなことができる施設があれば

いいのですけれども、なかなかそういった施設も

すぐ建てるというふうになりませんので、そうい

った施設を有効活用しながら子供たちの教育の充

実に努めてまいりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま
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す。ぜひ子供たちに学ぶことの楽しさ、知ること

のうれしさを小さいころから経験していただくた

めに市立図書館としてサポートしていただいてこ

れからも子供たちのためにいろいろな企画を立て

ていただくこと、また市民のためにたくさんの企

画を立てていただくことを希望いたします。

４番の男女共同参画について再質問させていた

だきます。名寄市の女性委員、女性管理職登用状

況では、管理職については成果が見られるところ

でございますが、女性委員の目標値５０％となっ

ておりますが、実際には横ばいかやや落ちている

ような状況で、２３年には４０％だったものが平

成２５年には３ ８％となっております。この原

因と対策についてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市における各種委員

会の女性の登用率といいますか、そこについてで

ございます。今議員が言いましたように、大体同

じぐらいの率がここ数年続いているというのが現

状だというふうに認識をしております。その要因

ということでありますけれども、市が意識的に女

性を指名するというのがなかなか難しい状況があ

るのが１つあります。それは、例えば各種団体等

あるいは地域等に委員さんの推薦をお願いすると

いう場合がありますけれども、これについてはこ

ちらで特段男性、女性という分けをして御依頼を

するというのはなかなか難しいことでありますの

で、そういった意味では御依頼した先の役員の方

あるいは代表する方がやはり現状の中では男性が

非常に多いというのが１つあるのかなというふう

に思っています。それと、もう一つは、市民の皆

さんに積極的に参画いただくということで、これ

は自治基本条例に基づいての取り組みであります

けれども、公募等もいろんな委員会でさせていた

だいているような状況にありますけれども、ここ

も比べると男性のほうが総体として多くはないの

かもしれませんけれども、どうしても比率でいう

とやはり男性のほうが多く手が挙がるというのも

あります。これらをあわせていくと、市から直接

お願いするいわゆる有識者については一定程度男

女の比率について配慮はしますけれども、その他

の要因による委員さんについてはなかなか行政側

の意図だけでは女性の登用ができないという部分

がありまして、結果として３割あるいは４割とい

う女性委員の率になっているというのが現状だと

思っています。これに対する対策ということであ

りますけれども、基本的に市が選ぶときについて

は女性の一定率については十分配慮をしていると

いうのがありますけれども、これはなかなか即効

性のある対応ではありませんけれども、今回男女

共同参画の条例についても策定をするということ

で進めておりますけれども、広く社会の中に女性

の地位向上あるいは参画のそういった土壌が広が

っていかなければなかなかこれ以上については上

がらないのかなと思っていますけれども、とはい

いつつも毎年委員さんをお願いするわけでありま

すので、できる範囲での努力については今後もし

ていきたいということで御理解をいただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ男女がともにそ

の個性と能力を発揮できる名寄市であるために、

引き続き制定に向けて取り組んでいただきますこ

とをお願いいたします。

本日は、以上４点につきまして質問させていた

だきました。除排雪や道路整備、路面対策につい

ては市民の安心、安全のために力強く取り組んで

いただきたいと考えています。このまちに住んで

いてよかったと思える食育や図書館の充実等、安

心が実感できるまちづくりに引き続き全力で取り

組んでいただきますことを申し上げ、質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０５分
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再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

防災行政について外２件を、佐々木寿議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名と発言の許しをいただきましたので、さき

の通告順に従いまして、質問してまいりたいと思

います。

先ほどは、さきの東日本大震災において多くの

犠牲になられた方々、そして余儀なく避難生活を

されている方々、なお仮設住宅に暮らしている方

々に思いを寄せて黙祷をさせていただきました。

本当に多くの犠牲になられた方々に心から哀悼の

意を表したいと思います。現地では、復興がいま

だにまだ進んでおりません。昨日政府としても新

たな５年間の復興支援の枠組みをことしの夏まで

に策定方針を表明したところであります。一方で、

この大震災によって本当にとうとい教訓を得まし

た。このことが災害対策基本法の一部改正へとつ

ながりました。そこで、防災行政について、災害

対策基本法の改正に伴う当市としての対応につい

て伺います。未曽有の被害をもたらした東日本大

震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法の見直しが

これまでの防災対策推進検討会議での検討を受け、

大規模、広域な災害に対する即応力の強化と住民

等の円滑かつ安全な避難の確保、あるいは被災者

保護対策の改善、そして平素からの防災への取り

組みの強化を内容とした災害対策基本法の一部を

改正する法律が２５年６月に可決成立され、公布

されました。さらに、２６年１１月には大規模災

害時において直ちに道路警戒を進め、緊急車両の

通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者に

よる放置車両対策の強化に係る所要の措置を講ず

る法律が平成２６年１１月１４日に成立し、平成

２６年１１月２１日に公布、施行されました。当

市としても、さきの定例会初日において手挙げ方

式による災害時の要援護者登録の取り扱いについ

て規定化する名寄市個人情報保護条例の一部改正

が全会一致で可決をされたところでございます。

そこで、さらに当市として災害対策基本法の改正

に伴って、１つ目は避難行動要支援者の名簿の作

成、２つ目は避難指示等の具体性の確保、３つ目

は被災者支援のための情報基盤の整備、特に安否

情報の提供、罹災証明書の交付等、被災者台帳の

作成をどのように進めていくのか、また４つ目に

平素からの取り組みの強化についてどのような考

えなのか伺いたいと思います。

大きな項目の２つ目は、教育行政について、小

学校の外国語、英語教育の導入について伺います。

文部科学省は、２０１３年１０月に小学校３年生

から英語教育を開始する方針を固めました。これ

に伴い、２０１１年度から公立小学校の５、６年

生において必須となっていた外国語活動を正式に

教科に格上げして初等教育の段階からグローバル

化に対応した教育を充実することで世界の中で闘

える人材を育成することを狙いとし、東京オリン

ピックが開催される年と同じ２０２０年までの実

施を目指すこととなっております。教育行政執行

方針においても小学校外国語活動については各種

研修会への参加や名寄市教育研究所の研究班活動

を通して教員の指導力向上と授業改善に努めると

しておりますが、具体的にどのように進めていか

れるのか、現段階での見解を伺います。

次に、スクールソーシャルワーカーについて伺

います。近年いじめ、不登校、暴力行為、児童虐

待などの背景には学校だけでは解決困難な事案も

多く発生しており、児童生徒が置かれたさまざま

な環境の問題が複雑に絡み合っております。その

ため、関係機関等と連携調整するコーディネート、

児童生徒が置かれた環境の問題、家庭、友人関係

等への働きかけなどを通して問題を抱える児童生

徒に支援を行うスクールソーシャルワーカーの役

割が一層重要となっております。スクールソーシ

ャルワーカーを活用している教育委員会において

は、不登校児童生徒の学校復帰の割合が高いなど、
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その効果が確実にあらわれてきていると言われて

おります。道内におけるスクールソーシャルワー

カーの認知度は高いとは言えないことや、人数も

十分とは言えない現状にあるという報道がありま

した。そこで、当市の現状、さらに将来を踏まえ

て導入、活動、養成、任用についての見解を伺い

ます。

大きな項目の３項め、観光行政について伺いま

す。交流人口の拡大に向けての取り組みについて

伺います。地域間の競争による個性ある地域の発

展が求められる中、交流人口を拡大するには各自

治体がそれぞれの工夫や知恵を生かした独自の取

り組みを進めることにより地域の魅力を打ち出し

ていこうということで、当市としても市長のトッ

プセールスを初め日ごろから推し進めているとこ

ろであります。地域共有の課題となっている人口

減少に誘発される経済基盤の弱体化は、今後進行

していくことが予想され、具体的推進として名寄

市観光振興計画を策定しております。都市機能を

維持し、持続的な経済活動を支える上で地域資源

を生かした観光を初めとする各種振興策による交

流人口の拡大と高付加価値ブランドの開発の確立

を求めております。交流人口の拡大を図るために

は、個性ある地域の形成と交流活動を支える交通

ネットワークの構築が重要と言われております。

成功している取り組みの大きな要因の一つには、

地域全体がもてなしの心を持って参加者を温かく

受け入れることを徹底していることが挙げられて

いるようです。当初の計画では、これからの名寄

市の観光を考えた場合、魅力ある地域資源を活用

し、地域と住民が主体となって交流人口拡大の視

点に立ったまちづくりを行い、来訪者を受け入れ

ていくことが必要であり、これが地域経済の活性

化に結びついていくと思われます。そして、住民

自身が地域資源の価値を理解し、磨き上げ、誇り

を持つことによって来訪者が何度も訪れたくなる

ような活力あるまちが実現することをうたってお

ります。執行方針でも国際交流事業で交換学生や、

あるいは教育旅行の受け入れ、そして国内交流で

は子供を含めた人的交流や特産品販売など交流の

きずなを深めるとともに、交流居住の推進、地域

おこし協力隊の促進を図るとしています。そこで、

新年度は地方創生と相まってさらに推し進めるた

めに個性ある地域の形成はどのように進めていく

のか、２つ目は交流活動を支える交通ネットワー

クの構築をどのように推進していくのか、３つ目

は市町村の連携による地域間交流の促進について

具体的な施策があるのか伺ってまいります。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま佐々木議員

からは、大項目で３点にわたり御質問いただきま

した。大項目の１につきましては私のほうから、

大項目の２につきましては教育部長から、大項目

３につきましては営業戦略室長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目の１、防災行政について、小

項目の１、災害対策基本法の改正に伴う当市とし

ての対応として、初めに避難行動要支援者名簿の

作成について申し上げます。平成２３年の東日本

大震災においては、被災地全体の死者数のうち６

５歳以上の高齢者の死者数は約６割であり、障害

者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約２倍に上

りました。他方、例えば消防職員、消防団員の死

者、行方不明者は２８１名、民生委員の死者、行

方不明者は５６名に上るなど多数の支援者も犠牲

となったところです。こうした東日本大震災の教

訓を踏まえ、避難行動要支援者名簿を活用した実

効性のある避難支援がなされるよう平成２５年の

災害対策基本法の改正が行われたところでありま

す。これに伴い本市では、３月末までに避難行動

要支援者の把握を行い、名簿を作成できるよう目

下準備を進めているところであります。また、名

簿の活用につきましては地域防災計画に定めるこ

ととされておりますので、法定化されている必要

な項目につきまして３月下旬に開催予定の名寄市
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防災会議に諮る予定であります。あわせて、避難

行動要支援者に関する全体計画についても避難行

動要支援者名簿の作成とセットで行わなければな

らないため、避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針に規定をされております地域防災

計画の策定に当たっての留意事項に基づき、関係

機関、団体のほか、日常から避難行動要支援者と

かかわる者や高齢者や障害者などの多様な主体の

参画を促すことを基本に進めてまいります。

次に、避難指示等の具体性の確保についてであ

りますが、自然災害が猛威を振るう中で平成２５

年８月には気象警報に特別警報が加わるなど、新

たな制度を用意せざるを得ない中で国の避難勧告

等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインが平

成２６年４月に大幅に改定されたところでありま

す。災害対策基本法では、一人一人の命を守る責

任は最終的に個人にあるという考え方に立ってい

ますので、行政は住民が避難行動をとる判断がで

きる知識と情報を提供する役割を担うこととなり

ます。このため行政は、災害ごとに避難勧告等の

基準をつくる必要があり、昨年から作業を進めて

いるところであります。これらを含む災害の業務

は、地域防災会議が決定する地域防災計画に定め

ることとなりますので、洪水、土砂災害に係る避

難勧告等の基準について３月に開催する名寄市防

災会議において決定していく予定であります。

次に、避難者支援のための情報基盤整備につい

てのうちの安否情報の提供についてでありますが、

東日本大震災では被災者の安否情報について個人

情報保護条例との関係から家族への回答に困難性

が生じた自治体があったことから、円滑に安否情

報の回答を行えるように法律に明記された経過が

ございます。現在国の安否情報確認システムが市

の防災情報システムに組み込まれていることから、

これらのシステムを円滑に運用していけるようス

タッフの育成と対応を進めてまいります。

次に、罹災証明の交付についてでありますが、

東日本大震災では交付まで数カ月を要したことか

ら、自治体の被害調査の体制整備に関して災害対

策基本法に規定化され、自治体は災害の程度に応

じた適切な支援の実施を図るため被災者の申請に

基づき遅滞なく罹災証明を交付することとなりま

した。また、これを実効あるものにするため、平

常時の交付に必要な事務の体制整備についても市

町村長の義務としているところであります。本市

では、罹災証明の発行事務について名寄市地域防

災計画及び市税条例の中で事務分掌化されていま

す。本市のこれまでの経過としては、平成２２年

７月２９日に発生した水害時に罹災証明の発行対

応を行っておりまして、発行日数については翌日

の被害状況の把握からおおむね４日程度で交付に

至っております。家屋の損壊が大規模に発生する

ような災害が起きますと、自治体は発災後すぐに

罹災証明の大量な申請から職員が証明発行業務に

追われるということは全国的な災害対応の例から

も明らかなことであります。家屋損壊の評価に当

たっては、家屋の損壊度合いの基準について全国

的に確立されていないことが課題としてあります

が、自治体としては不均衡な評価を避ける必要が

ございます。本市では、新潟中越大震災を経験し

た自治体スクラム支援会議の構成市である新潟県

小千谷市と詳しい情報交換ができる立場にあり、

小千谷市の体験した罹災証明の大量発行の経験及

び知見を参考に罹災証明発行事務を進めてまいり

ます。罹災証明書は、被災された市民に対し災害

救助の観点から被災者生活再建のための支援とし

て住宅被害を必須の証明事項と位置づけており、

今後も交付につきまして災害対策基本法の趣旨に

沿った制度運用と迅速な処理を実施していきたい

と考えております。

次に、被災者台帳の作成についてでありますが、

支援漏れや手続の重複をなくし、中長期的にわた

る支援を効率的にするため情報を集約した台帳を

法定化し、個人情報の有効な利用が可能になるよ

う制度化されました。災害対策基本法第９０条の

３の規定におきましては、「市町村長は、当該市
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町村の地域に係る災害が発生した場合において、

当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実

施するため必要があると認めるときは、被災者の

援護を実施するための基礎とする台帳を作成する

ことができる」とされておりますので、予算等伴

うこともございますが、台帳作成について検討を

進めてまいりたいと考えております。

次に、平素からの取り組みの強化についてであ

りますが、平成２５年の改正災害対策基本法では

減災の考え方など災害対策の基本理念の明記、災

害教訓の伝承など住民の責務への追加、災害応急

対策にかかわる事業者の災害時の事業継続と自治

体の協力など、また民間事業者の責務の明記が災

害対策基本法に規定されたところであります。こ

れらについては、名寄市におきましても防災訓練、

備蓄品の用意、自主防災組織の育成、民間事業者

との災害時の協定の推進、また自助、共助、公助

の考え方について周知、啓蒙を図ってきていると

ころでありますので、さらなる取り組みを継続し

て行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうからは、大

項目２の教育行政について、小項目１の小学校の

外国語、英語教育の導入についてお答えいたしま

す。

グローバル化の進展の中で国際共通語である英

語力の向上は、我が国の将来にとって極めて重要

であり、小学校における英語教育の拡充強化、中

高等学校における英語教育の高度化など、小中高

等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実を図る

ことが求められております。このため文部科学省

では、平成２５年１２月にグローバル化に対応し

た英語教育改革実施計画を公表し、その具現化に

向けて平成２６年２月に英語教育のあり方に関す

る有識者会議を設置いたしました。その後有識者

会議では９回の審議を重ね、平成２６年９月に審

議のまとめを報告しております。この報告では、

教育目標、内容の改善として、現在は小学校５、

６年生で行われている教科外の外国語活動を小学

校３、４年生で行うことや小学校５、６年生では

英語を教科として行うことなどを提言しておりま

す。また、入試などの改善として、現在は読む、

書くが中心の大学入試では聞く、話すも加えた４

つの能力をバランスよくはかることなどを提言し、

アジアの中でトップクラスの英語力を目指すとし

ております。今後これらの改善事項は、第８期中

央教育審議会の中でさらに検討され、学習指導要

領の改訂後平成３０年度から段階的に先行実施さ

れる予定であります。

さて、英語教育の改善事項の一つである小学校

外国語活動についてでありますが、現在は英語を

取り扱うことを原則として中高等学校等における

外国語科の学習につながるコミュニケーション能

力の素地を養うことを目標に５、６年生において

実施されております。授業につきましては、週当

たり１単位時間、年間で３５単位時間実施し、積

極的に外国語を聞いたり話したりする活動や日本

と外国の言語や文化について体験的に理解を深め

る活動などが行われております。また、指導につ

いては、学級担任の教師または外国語活動を担当

する教師が外国語指導助手等の協力を得て行って

おります。こうした小学校外国語活動について有

識者会議では、コミュニケーション能力の素地を

養うという観点で成果が出ていると報告をしてお

ります。一方、文部科学省の平成２４年度の小学

校外国語活動実施状況調査では、中学校の８割が

小学校の英語の授業で英単語を読む、書く機会が

欲しかったと回答しているなど、小学校での外国

語活動から中学校での外国語科への接続が円滑に

行われていない場合も見られると報告しておりま

す。このような成果と課題を踏まえて有識者会議

では、小学校においては５、６年生では身近なこ

とについて基本的な表現によって聞く、話すに加

え、積極的に読む、書くの態度の育成を含めたコ

ミュニケーション能力の基礎を養うことや３、４
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年生から外国語活動を開始し、音声になれ親しみ

ながらコミュニケーション能力の素地を養うこと

が適当であると提言しております。今後小学校５、

６年生における英語教育の教科化に向けては、高

度な英語指導力を備えた教師の確保や新たな指導

用教材の整備が必要となります。また、小学校３、

４年生における外国語活動の開始に向けては、学

級担任に対する研修の充実や外国語指導助手等の

外部人材のさらなる活用が求められます。このた

め現在文部科学省では、英語教育推進リーダー中

央研修や英語教育強化地域拠点事業などを実施し、

英語教育の改革に向けた条件整備を進めていると

ころであります。教育委員会といたしましては、

国の英語教育改革の動きを注視し、関連情報の収

集、整理を行うとともに、必要に応じて指導資料

や教材、教具等の整備を進めてまいります。また、

各学校には名寄市教育研究所の外国語活動英語班

の研修活動や上川研修センターの外国語科指導講

座、道教委のグローバル化に対応した英語指導力

向上研修等を通じて教員の実践的な指導力を一層

高め、外国語活動の充実を図りながら新しい英語

教育の実現に向けた校内体制を整えていくようお

願いをしてまいります。

次に、小項目２のスクールソーシャルワーカー

についてお答えいたします。議員が御指摘のよう

に、近年全国各地でいじめや不登校、暴力行為、

児童虐待など学校だけでは解決が困難な事案が発

生しております。このような喫緊の問題に対応す

るため、心理カウンセリングや精神医学的な助言

をするスクールカウンセラーのほかに、当該児童

生徒や保護者の生活状況、経済状況、社会保障の

状況等に応じ福祉等の関係機関と連携して支援を

行うスクールソーシャルワーカーの役割が一層重

要になっております。しかしながら、スクールソ

ーシャルワーカーの養成課程を持つ大学は道内に

は２校しかないことから、スクールソーシャルワ

ーカーの人材確保が難しい状況にあります。この

ため文部科学省では、スクールソーシャルワーカ

ーは社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関す

る専門的な資格を持っていることが望ましいが、

地域や学校の実情に応じて福祉や教育の分野にお

いて専門的な知識、技能や活動経験等がある者の

うち学校内におけるチーム体制の構築、支援がで

きる者や教職員等に対する支援、相談、情報提供

等が適切に遂行できる者を選考することとしてお

ります。現在道教委では、平成２０年度から文部

科学省の委託を受け、スクールソーシャルワーカ

ー活用事業を実施し、平成２６年度には道内２５

市町村と道立高校に計３４名のスクールソーシャ

ルワーカーを配置するとともに、道教委にも２名

を配置しております。さらに、必要に応じてスク

ールソーシャルワーカーの相談を受けたり、支援

を行う７名のエリアスーパーバイザーを全道に配

置し、スクールソーシャルワーカーの活用方法等

について調査研究を行っているところであります。

本市におきましては、スクールソーシャルワーカ

ーは配置はしておりませんが、いじめ、不登校等

の問題に対応するため学校への定期的訪問、ケー

ス検討会議のコーディネート、関係機関との情報

の共有化や連携等の業務を担う教育推進アドバイ

ザーや当該児童生徒やその保護者の相談等に対応

する教育専門相談員を名寄市教育相談センターに

配置をしているところであります。これまで教育

推進アドバイザーは、地域や学校の実情に精通し

ているとともに、豊富な経験と知識を有する退職

校長が職務につき、スクールソーシャルワーカー

と同様の業務を推進しております。今後教育委員

会といたしましては、教育推進アドバイザーや教

育専門相談員を中心に児童生徒が抱える問題の解

決に向けた取り組みの充実を図ってまいります。

さらに、スクールソーシャルワーカーの活用につ

いても先進事例を参考にして調査研究を進めてま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項
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目３、観光行政についてお答えいたします。

まず、小項目１、交流人口の拡大に向けての取

り組みについて、個性ある地域の形成はどのよう

に進めていくのかについてでありますが、名寄市

観光振興計画に掲げる交流人口の拡大を推進する

組織である名寄市観光交流振興協議会においては、

おもてなしの心を持って来訪者を温かく迎え入れ

ることを目的にホスピタリティー部会を設置して

おります。この部会では、名寄市観光ボランティ

アとも連携してさまざまな取り組みを進めており、

昨年の夏にはサンピラーパークひまわり畑に設置

した観光案内所で来訪者に対して市内の他のひま

わり畑を初め、見どころや食べどころなど当市の

魅力を伝えております。また、ホスピタリティー

部会では、平成２５年度に主に市内観光関係業者

等を対象にホスピタリティー研修会の台湾等中華

圏編及び英語編をそれぞれ開催し、毎年雪質日本

一フェスティバルにあわせて開催される国際雪像

コンクールの参加者や台湾からの教育旅行の受け

入れの際のおもてなしに生かしていただけるよう

取り組んでおります。台湾との中学生野球交流に

おきましては、名寄市台湾交流実行委員会が主催

して台湾や東京都杉並区に派遣される中学生を対

象に中国語の事前学習会も開催しております。新

年度は、地方創生に基づく地方版総合戦略策定に

向けて観光振興計画の検証、見直し作業を進める

中でさらなる交流人口拡大に資するハード、ソフ

ト両面の受け入れ態勢を整備してまいります。

次に、交流活動を支える交通ネットワークの構

築について申し上げます。交流人口の拡大を図る

ためには、議員御指摘のように交流活動を支える

交通ネットワークの構築が重要であると認識して

おります。昨年８月に決定された北海道縦貫自動

車道、士別市多寄町から名寄市間１２キロメート

ルの事業再開は、札幌圏や旭川空港からのアクセ

ス誘導、交通のネットワーク確保に大きく前進を

見せたものと考えており、地域にとって必要不可

欠なインフラである士別市多寄町から名寄市間の

早期着工に向け、関係期成会や各種団体と連携を

図り、国会議員や関係省庁に対して強く働きかけ

てまいります。また、公共交通機関などを利用し

たアクセスの確保や利用者の利便性の向上につい

ても交流人口の拡大を図る上で重要なことと受け

とめておりますことから、圏域自治体や関係団体

と連携を図りながら対応策について研究してまい

りたいと考えております。

続きまして、市町村の連携による地域間交流の

促進についてお答えいたします。名寄市観光振興

計画では、交流人口拡大を図る市町村連携の広域

の取り組みとして天塩川流域ＰＲ事業の推進を掲

げておりますが、道の取り組みを引き継ぐ形で平

成２４年度に天塩川周辺１３市町村によるテッシ

・オ・ペッ賑わい創出協議会を設立し、住んでよ

し訪れてよしの天塩川王国、てっしらんどを目標

にさまざまな取り組みを進めてきております。同

協議会では、平成２４年度から２５年度には移住

希望者を対象とした移住モニターツアーを冬と夏

に実施したほか、地域住民同士がお互いの魅力を

もっと知るための住民再発見ツアーを実施するな

ど、観光の空白地帯と言われる道北の各市町村に

点在する地域の魅力を線で結び、広域に面で捉え

ることでさらなる交流人口の拡大を図っています。

平成２６年度には、各市町村の住民が連携して

「ＨＡＰＰＹ天塩川」の動画を制作し、ユーチュ

ーブに公開することで天塩川周辺１１市町村の魅

力を全世界に発信しました。また、伝統的な北欧

の木製マグカップを天塩川エリアの材で天塩川エ

リアの人がつくる天塩川ククサとしてブランド化

することとし、７市町村の作家がそれぞれ独自の

ククサを製作したところです。新年度は、この新

たなブランドが道内外に定着するよう、ダウン・

ザ・テッシ―オ―ペッカヌーツーリング大会の参

加者及びスタッフに対するあっせん販売や道の駅

での展示販売など、さらなる連携した取り組みを

進める予定です。

以上、私からの答弁といたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） それでは、答弁を

いただきましたので、時間の許す限り再質問させ

ていただきます。

まず、防災計画でありますけれども、今月末に

防災計画を見直して会議をやるということで、ほ

とんどがそういう状態で、先ほどの質問項目につ

いてはそれを進めるということに伺いました。そ

の中で避難行動の要支援者名簿の作成については、

要配慮者、いわゆる高齢者、障害者、幼児、ある

いはその他配慮を要する人、これらも加わってい

るのか、これを加えて作成するのか、あるいはそ

れともう一点は発災後、発災してから避難所に行

けるまでの間に障害を受けた人、あるいは避難所

で何らかの関係で障害になった方、これらも一緒

に名簿を作成するのか、その辺を伺いたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、名簿の作成に

ついてでありますけれども、ここについては法の

改正等がありまして内部情報の活用が可能になっ

たということでありますので、関係部局、特に福

祉部局のところが中心になるかと思いますけれど

も、そこのデータも活用しながら名簿を作成させ

ていただきたいというふうに思っています。基本

的には条件については、この間作成をしてきまし

た災害時の要支援者の条件がありますけれども、

それを基本としながら条件として各種庁内にあり

ますデータを活用して名簿を作成していきたいと

思っています。これについても国のほうで３月３

０日までの状況について公表するという姿勢であ

るようでありますので、名簿の作成については年

度内の作成について目下準備を進めているという

ことで御理解をいただければというふうに思いま

す。

それと、もう一つ、発災後の移動、あるいは避

難所において要支援となった場合の対応について

ということでありますけれども、これは名簿の整

理の中ではまだそういった状況には陥っておりま

せんので、名簿の中ではその人たちが要支援だと

いう、あるいは要配慮だということについてはわ

からないと思いますが、ただ避難所においてなっ

た場合については避難所にはそれぞれ行政からも

担当が行きますし、これは保健師等も含めて対応

しておりますので、その場で例えば体調を崩され

た方については保健師等を含めての対応させてい

ただくことになると思います。あと、なかなか移

動中については行政がついてということにはなら

ないかと思います。ここについては、ある意味で

は自主防災組織ですとか、あるいは共助の中で移

動する、あるいは自分で移動されるということか

と思いますけれども、ここについてはそれぞれの

判断のところになるかと思いますし、あるいは避

難所に到着をすれば我々行政側も待機をしており

ますので、そこで適切な対応させていただくとい

うことになるかと思いますので、御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） そういう要支援者、

配慮者についてはしっかりと把握をしていないと、

やはり将来的にかなり避難所の問題とかいろんな

問題でいろんなことが起きてくるのではないかと

思いますので、できる限りやっぱりそういうよう

な名簿はしっかりと把握していただきたいなとい

うふうに求めておきたいと思います。

この避難行動要支援者名簿というのは、これは

どこが担当するのですか。総務ですか、それとも

例えば健康福祉ですか。どこが掌握、担当するの

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここは、総務だ、福

祉だということではなくて、関係する部局の中で

しっかりと管理をしていきたいというふうに思っ

ています。総体的には防災そのものは総務になり

ますし、そこの中での例えば避難所となれば健康

福祉部となりますけれども、防災本部の中でその
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辺については位置づけをしていきたいという考え

方をしていますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） わかりました。

それでは、きょうの新聞で道も防災計画におい

て災害時に住民が身を寄せる緊急避難所、これを

指定している市町村の割合を１４年度１０月の１

０％から１７年度は１００％に上げるというふう

に計画で示されております。そこで、避難所のこ

とでちょっと伺いたいと思いますが、一般の避難

所であるところはわかっているのですけれども、

指定ですね、さらに生活が困難な配慮者、あるい

はその状態に応じて特別な配慮を受けられる福祉

避難所、これはあらかじめ指定したほうがいいと

いうふうに、市町村はやってくれということが書

かれているのですが、今の段階で一般避難所、そ

れから福祉避難所、これはしっかりと指定されて

いるのでしょうか、それともこれからやる事業な

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま避難所の関

係で御質問いただきました。現状の防災計画の中

では、一時避難所と収容避難所ということで、短

期的に避難すれば一時避難所と、滞在も含めてす

るところについては収容避難所ということで指定

をしておりますけれども、ここは法が改正されて

おりまして、今議員が言われましたように従来の

一時避難所については指定緊急避難場所、従来の

収容避難所については指定避難所ということで多

少定義変わっている部分ありますけれども、大き

くはそのように移行したということで御理解いた

だきたいと思います。現行の一時避難所、収容避

難所については、ハザードマップ等でも市民の皆

さんにお示ししておりますけれども、これらの施

設がそれらの避難所になっているということであ

ります。今回３月３０日の防災会議の中で見直し

を図りたいというのは、実は今度新たに指定緊急

避難場所、指定避難所となりますけれども、ここ

の指定を新たに見直しをして改めて指定をしたい

ということであります。基本的に公共施設が中心

になりますので、大きく変わるということであり

ませんけれども、法の改正、あるいはこの間の災

害の状況など踏まえて一定の見直しを図りたいと

いう考え方でおりますので、御理解いただければ

と思います。

最後にありました福祉避難所の関係についてで

あります。これについては、現行の防災計画の中

でも総合福祉センターの指定は行っているという

のは事実としてあります。ただ、この間なかなか

運用がなかったという部分もありまして、実際に

稼働する段階でどのような形でやったらいいのか

についてはこの間なかなかマニュアル化も含めて

できていなかったというのが事実であります。た

だ、施設があるのと、そこには幸いに社協が入っ

ているのもありますので、一定程度のマンパワー

の確保はできるのではないかという見込みも含め

てしたところでありますけれども、今回の防災計

画の見直し、さらには４月以降に実際にどのよう

に運用を図っていったらいいのかについては今後

検討させていただきたいと思いますので、ぜひ御

理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 冬のさきの避難所

に関しては、ああいうことで防災訓練をやって足

りないところ、あるいは課題が見つかったのだと

思いますが、平常時の場合は今やっているのです

けれども、まだまだ備蓄については少ない環境に

あります。それは、今後予算の関係もありますけ

れども、いつ災害が来るか、なるかわかりません

ので、なるべく早い段階でそういうものを整えて

おくとか、あるいは避難所の周知、これもしっか

りとしておかなければいけないのではないのかな

と。

先ほど高野議員のほうからもハザードマップに

ついて言われましたけれども、実際に私のところ
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に来ているのはハザードマップはわかりづらいと。

地域のところでしっかりとやったハザードマップ

がないと、全部が描いてあるので、どこがどうい

うふうになっているのだか全然わからぬと。そう

いうことも含めてその会議にしっかりと盛り込ん

でいただいて、やはり市民がしっかりとわかるよ

うなハザードマップにしていただきたいと、こう

いうふうに求めたいと思います。

なお、先ほど福祉避難所については、確かに地

域福祉センターとか、あるいはそういう福祉関係

の施設に入るのはなかなか難しいのではないのか

なというふうに、今の状態でいきますと満杯なの

で、それをカバーするのはどこかほかのところに

指定しなければいかぬのか、あるいは学校の中に

そういう福祉施設を兼務したところをやるのか、

そういうような部分もしっかりと考慮していただ

きたいなというふうに思います。

それから、その関係で別に避難しなくてもいい

方も家庭の中で例えば避難をしている方、これに

ついてのこういう福祉関係の対応とかということ

は、そこまでは手伸ばせるのでしょうか、その辺

の見解を伺いたいと思いますけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今何点かいただきま

した。１つ、備品の関係については、新年度の予

算案の中でもポンプと、あるいは発電機含めて予

算案として出させていただいておりますし、また

今年度についても郵便局長協会でしたか、ちょっ

と名称が違ったら失礼でありましたけれども、発

電機を防災用にということで御寄附いただいてお

ります。あるいは、民間の市内にあります王子さ

んのグループのほうで、これは購入した分であり

ますけれども、段ボールベッド、あるいは段ボー

ルを使ったトイレなども購入をしておりますし、

そのほかにも市町村振興協会の補助金を活用しな

がら一定程度備品をそろえてきたという分があり

ますので、それと新年度については災害の食料な

ども含めて予算案に入れておりますので、今後も

計画的に進めていきたいと考えているところであ

りますので、御理解をいただきたいと思います。

それと、ハザードマップについてわかりづらい

というところでいただきました。言われるとおり、

１枚物の表裏で全市内的な分を表示をしていると

いうことでありますので、そういった意味では全

体が見えていいという意見もあるのかもしれませ

んけれども、一方でそれぞれの市民一人一人から

見ると自分の地域が小さくなるということもあり

ますので、わかりづらい部分もあるかと思います。

ここについては、まちづくり懇談会等でもさまざ

まな御意見いただいておりますし、中には地域み

ずから地域のマップをつくるのだという、そうい

った御意見いただいているところもありますので、

ここはぜひ市民との協働という形の中でわかりや

すいものを作成してまいりたいと、そのように考

えていますので、御理解いただければと思います。

それと、福祉避難所のところについてでありま

すけれども、これは言われるとおり非常に難しい

ところがあるというふうに私ども認識しています。

単純に施設があればいいということではなくて、

施設に入ってきた人たちにどのように対応するか

ということで、いわゆるマンパワーをどう確保す

るかということで、１人、２人の対象者であれば

対応はできるのかもしれませんけれども、大規模

に災害が起きたときに多数の人が入ってきたとき

にどう対応するかについてはなかなか行政だけで

は難しい分もあるかと思いますので、ここは関係

機関、団体の活用も含めてどのような運用を図っ

ていくのが望ましいのかについてもう少し時間を

かけて検討させていただきたいと思いますので、

あわせて御理解をいただければというふうに思い

ます。

最後に、家庭での例えば今回は垂直避難という

ことを随分強調させていただいておりますけれど

も、垂直避難後にどのような対応ができるかとい

うことでありますけれども、この間の災害の状況

を見ますと、幸いに水については２４時間以内に
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は引いているというのがこの間の災害だというふ

うに思いますので、基本的には健康な方について

は垂直避難をされても水が引いた後に日常生活と

言ったら申しわけありませんけれども、平地を歩

いて生活に戻れるのかなというふうに思っており

ますけれども、問題は要配慮者というのでしょう

か、この人たちに対してどう対応するかというこ

とであります。ここについても今防災計画の見直

し、さらには新年度以降の具体的な運用について

検討していく予定でありますので、その中で検討

させていただきたいと思いますので、ぜひ御理解

いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 先般は、私も冬の

避難所訓練のところを見たわけですけれども、確

かに先ほど言われる段ボールのベッドとかトイレ

とかありましたけれども、これからはそういう避

難所はやはり女性とか子供に配慮した避難所も大

切なのではないのかなというふうに思っています。

トイレとか、特に我々日本人は人の顔が見えてい

るところで用を足すというのがなかなか度胸が要

るのでないのかなというふうに思っています。こ

れは、あくまでもやっぱり女性あるいは子供の立

場から考えた、そういうようなものでないと本当

の避難所にならないのかなと。したがって、防災

マニュアルづくりのときもしっかりと女性に配慮

したつくりを、女性の意見を、どちらかというと

男性主体で避難所をつくってしまうという傾向が

ありますので、ぜひその辺は女性の視点に立った

ものにやっていただきたいなと。女性で特に着が

え場所とか、あるいは洗濯物でもそうでしょう。

いろんなものがかかわってくると思いますので、

その辺も含めて関与の中で進めていただければな

というふうに思います。

最後に、防災に関して一番懸念となっているの

がやっぱり職員の危機感がないというのが全国的

に言われていることでありますし、この名寄も合

併してから１０年になるわけですけれども、それ

ぞれ担当の人がかわって、そして例えば名寄の関

係だったらある程度名寄の地理的条件とかわかっ

ていると思いますが、名寄の人が風連のことを全

部わかっているかというと、そうでもないと思い

ます。その辺を解消するためにどういうふうなこ

とを考えていられるのか。職員の意識も先ほどの

総務部長のお話によりますと、過去２年間で大分

そういう意識は高まっているというふうに先ほど

の答弁で伺ったのですけれども、改めて伺いたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、最初にいただ

いた女性の視点でというところでありますけれど

も、ここについては国が示しております避難所に

おける生活環境に係る指針があります。この中で

もやはり女性の視点というところが必要だという

ことが言われておりますし、幸いに名寄市の場合

は先ほど言ったように短期間で避難所も閉鎖でき

るという状況にありますけれども、必ずしも短期

だけで終わるということではないというふうに考

えて、これからはそういった場合も想定されると

ころでありますので、改めて女性の視点も含めた

対応については研究をさせていただきたいなとい

うふうに考えております。

それと、職員の危機感、あるいは土地カン含め

た、そういったベテランの方が希薄になってきた

のではないかというところだと思いますけれども、

まず危機感のところについては先ほども言いまし

たけれども、これまでは災害というと、名寄市は

安全なところでしたので、どちらかというと対岸

の火事的な部分があったのかもしれませんけれど

も、これは２２年、さらには昨年は２回にわたっ

て実際に災害がありましたので、職員もかなり危

機感を持っていると私は実感しております。です

から、ただ全ての職員が携わったということでは

必ずしもないと思いますので、ここはやはり経験

することが一番の危機感を持ってもらう点では重
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要なところだと思いますので、若手、ベテランに

関係なく、災害対策については全員が携わるのだ

という、そういった体制のもとに危機意識を高め

ていきたいと思いますし、さらには土地カンのな

いところも確かに団塊の世代が卒業されて随分若

返っている分がありますし、そういう面では土地

カンが確かにない分あると思いますけれども、今

言いましたように実際に体験してみるというとこ

ろを通じながら土地カンも養っていきたいと思い

ますし、職員研修の中でも実際に防災の関係取り

上げるようにしておりますし、現地も回って実際

に見てもらうというところも含めて職員研修、防

災のほうで連携して進めているところであります

ので、こういったことを通じながら不足する分に

ついては補ってまいりたいと思っておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 避難所、やっぱり

平常時から要支援者、あるいはその支援をする関

係者、これらのマッチングが非常に大事だと思う

のです。そういう部分の研修、あるいは技能を高

めていただきたいなと思いますし、この３月末に

防災の会議があるということですけれども、じっ

くり立派なものをつくるということではなくて、

いつなるかわからない状況を考えればできるとこ

ろからやっぱりスピード感を持ってやっていただ

きたいなというふうに思っております。よろしく

お願いしたいと思います。

次に移ります。英語教育について１点だけお伺

いしたいと思いますが、全国的にこの問題が出た

ときに私は賛成をしているのですが、教師の間で

は英語よりもまず母国語を大切にしたほうがいい

のではないかという意見とか、自分の子供にそん

なことまで苦労させることないのでないかという

親御さんもいられるというような話も聞いていま

すけれども、こういうふうな方にどういうふうな

理解を求めてこれからいくのでしょうか。さらに

説得力を持ってお話をいただければなと思ってい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今の御質問、できる

だけ説得力を持ってお答えしたいと思いますが、

先ほど答弁でも申し上げましたが、社会や経済の

グローバル化が急速に進展し、異なる文化の共存

や持続可能な発達に向けて国際協力が求められて

おり、国際共通語である英語力の向上は我が国の

将来にとって大変重要な課題であるというふうに

考えております。このことから、現行の学習指導

要領では小学校５、６年生に外国語活動が受けら

れております。また、文部科学省の英語教育のあ

り方に関する有識者会議では、次の学習指導要領

の改訂で教科外の外国語活動を小学校３、４年生

に行い、小学校５、６年生では英語を教科化して

行うなどの提言がされているところであります。

御承知のように、全国の公立小中学校では学習指

導要領に基づいて教育活動を行っております。も

し我が子に英語で苦労させたくないという保護者

がいる場合においては、学習指導要領の趣旨や内

容等を丁寧に説明しながら、グローバル化の中で

英語教育が重要であることを十分に理解していた

だくよう各学校に親切な対応をお願いしてまいり

たいというふうに考えております。また、英語が

苦手な子供に対しては、その子の英語学習のつま

ずきに応じてきめの細かい個別指導を行うなど、

学校全体で指導体制、指導方法を工夫し、当該保

護者の方の理解と協力を得ながら誠意を持って対

応してまいりたいというふうに考えていますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） しっかり御説得を

いただいて進めていただきたいなと思います。

もう時間がなくなりましたので、ソーシャルワ

ーカーにつきましては今回の川崎中の子供たちの

殺害は本当にソーシャルワーカーが役立つのでは

ないかなというふうに思っています。今までのソ

ーシャルワーカーというのは、何かあったときに

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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依頼してやるということになっていますけれども、

今後はやっぱり配置をして、そのまま配置型とい

う方向でやったほうがいいのでないのかなという

ふうに思っています。それから、今回の中１の事

件は、やっぱりいろんな携帯電話とかスマホとか

ラインとかを携帯して今までにない友達の関係が

できている、そういう交友関係のところもかなり

影響してくるのだと思います。これは、やはりし

っかりと学校でも取り締まっていると思いますが、

その辺をしっかりとやっていただきたいなという

ふうに思います。

観光につきましては、代表質問等、あるいはそ

れぞれの質問の方がありましたので、今までのこ

とをしっかりと根につくようにやっていただけれ

ばと思いますが、やはりいろんなやり方があると

思いますが、それをしっかりと踏まえた、皆さん

が言っている要望したところをよく踏まえてやっ

ていただきたいなというふうに思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 塩 田 昌 彦

署名議員 佐 藤 靖

平成２７年３月１１日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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平成２７年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年３月１２日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案の撤回について（議案第７号・議

案第１２号）

日程第４ 議案第３９号 名寄市子ども・子育て

支援事業計画を定めることについて

日程第５ 議案第４０号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第９号）

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第４１号 名寄市介護保険条

例等の一部改正について

議案第４２号 名寄市高齢者保健

医療福祉計画及び介護保険事業計

画を定めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案の撤回について（議案第７号・議

案第１２号）

日程第４ 議案第３９号 名寄市子ども・子育て

支援事業計画を定めることについて

日程第５ 議案第４０号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第９号）

追加日程第１ 議案第４１号 名寄市介護保険条

例等の一部改正について

議案第４２号 名寄市高齢者保健

医療福祉計画及び介護保険事業計

画を定めることについて

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君
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平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 奥 村 英 俊 議員

２０番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２７年度施策にかかわって外２件を、佐藤

靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い質問をさせていただきます。代表質問、さらに

は昨日の一般質問後でありますので、重複する点

もあろうとは存じますが、新年度に向けての質問

と受けとめていただき、御容赦と御理解を賜りた

いと存じます。

最初に、平成２７年度施策にかかわってであり

ます。加藤市長は、２期目２年目となる平成２７

年度市政執行方針の冒頭で今後におきましても市

民の皆様の思いをしっかりと受けとめ、市と民間

との連携、市民との対話、さらには近隣市町村と

の連携により地域を挙げてのまちづくりを進めま

すと述べられました。この対話と連携については、

年明け早々の１月５日に開催されました風連新年

交礼会、名寄市民新年交礼会でもことしの市長の

姿勢として強調されておりましたが、自治体の長

としては当然求められる姿勢であり、改めてこと

し対話と連携を掲げた真意をお聞かせいただきた

いと思います。さらに、連携を民間、対話を市民

と分けられた理由についてもお考えをお伺いしま

す。

日本創成会議座長である元総務大臣の増田寛也

氏が昨年「地方消滅」と題する著作を発表し、東

京一極集中を招く人口急減で全国８９６の市町村

が消えると示したことが大きな話題となりました。

名寄市は、人口が１万人以上であり、増田氏が消

滅都市原因とした若年女性人口の減少率が４０％

以上に対し、大学、病院、自衛隊によって減少率

は３ ５％にとどまっているため、消滅都市の指

摘外となっていますが、２０４０年総人口予想は

２万 １２５人、ことし１月末人口に比べ ９３

８人減となっている厳しい状況下であります。市

は、この指摘に対抗するため２月９日に名寄市ま

ち・ひと・しごと創生本部を立ち上げ、人口の現

状や将来人口について分析し、今後目指すべき将

来の方向と人口の将来展望を提示する人口ビジョ

ンを策定する方針を示されましたが、１０年、２

０年後を見据えたまちづくりを掲げ、民間から市

長となられた加藤市長はこの消滅都市に対抗する

ため何が重要で何が必要とお考えなのかをお伺い

します。

今冬は、１２月に大雪があったものの、年明け

から降雪が少なく、名寄市の冬の姿も大きく変わ

りましたが、それでも半年間雪に覆われた地域で

あることから、名寄市では名寄の冬を楽しく暮ら

す条例を制定し、雪を克服する発想から雪に親し

み、雪を利用する発想、いわゆる利雪・親雪の取

り組みを続けてきました。また、この発想に基づ

き、市はホワイトマスターの称号を贈るとともに、

利雪親雪推進市民委員会を設置してさまざまな取

り組みをされておりますが、今回執行方針で示さ

れた雪を生かし雪に強いまちづくりの推進では除

雪、排雪対策ばかりであり、雪を生かす取り組み

の推進策が全く盛り込まれておりません。全国で

もユニークな名寄の冬を楽しく暮らす条例を持つ

市として、改めて雪を生かす取り組みについてお
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伺いします。

さらに、小野教育長は、教育行政執行方針の中

で文化財にかかわり、名寄公園が昨年北の造園遺

産に認定されたことを受け、自生するミズナラ林

は市の指定文化財であり、今後も市民の憩いの場

である名寄公園を大切に保存していくための取り

組みを掲げられておりましたが、一方の市政執行

方針では都市公園については長寿命化計画に基づ

き公園の老朽化した遊具などの改良を行い、安全、

安心な遊び場や憩いの場を確保してまいりますと

しているのみであり、名寄公園の認識の差を感じ

ますが、改めて教育委員会、市長部局の同公園に

対する認識についてお伺いをいたします。

次に、名寄市立総合病院にかかわりお伺いしま

す。今定例会初日に議決となりました平成２６年

度病院事業会計補正予算審議において、当初特別

地方交付税に盛り込まれる見込みとされていまし

た精神科病床カウントが日割り計算になり、削減

となったと報告がありましたが、同病床について

は改築後５年間カウントされると答弁があったも

のであり、改めて影響額、市からの繰入額、今後

の見通しを含め詳細なる説明を求めます。

また、これにより会計年度の改正による影響は

あるものの、２６年度において２７億 ７０４万

０００円の純損失を計上する見通しとなったこ

とで累積赤字額も４８億７７万 ０００円に達す

る見込みでありますが、改めて今後の経営見通し

についてお伺いします。

さらに、補正予算において医療費用の給与費を

１億 ６３３万 ０００円の削減は、主に予定し

た看護師が確保できなかったことによるという説

明もありましたが、看護師確保対策の現状と課題

について、さらには現在病床において導入した７

対１の看護配置基準の現状と課題についてお伺い

します。

近年医療の質の向上と医療の高度化に対応する

ため、５対１看護の導入に向けた検討が始まって

いますが、実施となれば地方の看護師不足に拍車

をかけるのは確実であり、名寄市立総合病院の経

営を大きく左右する事態となることも考えられま

すが、５対１看護、７対１看護の見通し、加えて

現行の７対１看護の見直しについて検討している

経過があればお知らせをいただきたいと思います。

最後に、名寄市立大学にかかわってお伺いしま

す。名寄市立大学では、これまで２カ所に分散し

ていた図書館を統合する新図書館の建設に向けた

作業が本格化しますが、同大学は設置者である名

寄市の財政事情もあり、旧名寄恵陵高校校舎と体

育館、看護学科設置に伴って改築された本館、４

大化移行で建築された新館の３タイプ学舎が合体

した施設であり、今後図書館建設となればさらに

新たなタイプの施設が誕生することになりますが、

保健、医療、福祉の大学、ケアの未来を開く大学

にふさわしい施設についてどうお考えなのかお伺

いします。

また、昨年１２月２６日、地方財政審議会は今

後目指すべき地方財政の姿と平成２７年度の地方

財政への対応についての意見を公表しました。こ

の中で地方大学の力を生かした地方創生として、

公立大学は地方自治体が設置する大学として率先

して地域課題の解決に取り組む使命を有しており、

積極的に産業振興、雇用創出の取り組みを行うこ

とが期待されるとしておりますが、この指摘に対

する見解をお伺いし、この場からの質問とさせて

いただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。佐

藤議員から大項目３点にわたっての質問をいただ

きました。大項目１の小項目１と２を私から、小

項目３は総務部長、小項目４は建設水道部長、大

項目２については市立総合病院事務部長、大項目

３については市立大学事務局長からそれぞれ答弁

をさせていただきます。

まず、私は、平成２７年の年頭に当たりまして

ことしのテーマとして対話と連携ということで挙

げさせていただきました。これは、市と民間との
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連携、市民との対話、さらには近隣の市町村との

連携によりまして地域を挙げてのまちづくりを今

後進めていかなくてはならないという思いからで

ございます。市民や民間団体としっかりと膝を交

えて対話をし、連携をした中での官民が一体とな

った施策の推進、こうしたことが市に求められて

いると考えているからであります。国においては、

地方創生の取り組みを本格化しておりまして、今

後は地方創生に対するそれぞれの地域の本気度が

試されるということになります。将来を見据えな

がら、地域の特性を生かして人口減少、超高齢化

社会に対峙をしていくという覚悟、さらにはそれ

が行政だけではなくて市民一つとなって総意によ

ってなされたものであると、こういうことが何よ

りも重要であると考えております。本市におきま

しても平成２７年度は地方創生の総合戦略の策定、

そして第２次総合計画の議論のスタートの年とな

ります。私といたしましては、この対話と連携を

胸に、多くの市民の方に計画づくりに参画をして

いただいて、その声を十分に聞きながら一体とな

ってすばらしいまちづくりを進めたいと考えてお

ります。また、連携と対話につきましては、まち

づくりを進めていく上で行政と民間との官民連携

の必要性、何よりも市民との対話が重要であると、

そういう考え方によるということでございます。

小項目２、地方消滅への対抗策ということでの

御質問がございました。本市におきましては、急

速に進行する少子高齢化への対応と人口減少に歯

どめをかけるため、国が進める地方創生の取り組

みを全庁的に推進をするということで名寄市まち

・ひと・しごと創生本部を設置をし、名寄版総合

戦略を本年中に策定をすることとしたところであ

ります。総合戦略の策定に当たりましては、行政

だけではなく、市民代表はもとより、産業界、教

育機関、金融機関、労働団体などにも参画をして

いただいて官民が一体となって自主性、主体性を

発揮をすることが重要であると考えております。

このため、外部策定審議会や懇談会の実施など多

様な手法により、市民の皆様の御意見も伺いなが

ら総合戦略を策定することとしておりまして、雇

用の創出や交流人口の拡大、子育て支援の充実や

市町村間連携に加え、市立大学の機能強化など本

市の実情に沿った地域性のある総合戦略とすると

ともに、策定後においても実施をした施策、事業

の効果の検証を行い、実効性を確保していくこと

が必要であるというふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、続

きまして小項目の３、雪を生かし雪に強いまちづ

くりについて申し上げます。

雪を生かし雪に強いまちづくりにつきましては、

これまでも名寄の冬を楽しく暮らす条例に基づき

まして名寄市利雪親雪推進市民委員会を設置しな

がら、官民がそれぞれの役割を果たし、取り組ん

できたところであり、民間では各地域におけるス

ノーランタン祭りを初め、ウインターパークゴル

フやなよろピヤシリスノーモービルランドなどが

取り組まれ、また行政におきましては除排雪の推

進や冬に強い住宅の普及のほか、スキー授業等の

学校教育や北国博物館等における社会教育の充実、

さらには冬季スポーツやレクリエーション、冬季

観光の振興などさまざまな取り組みを進めてきた

ところであります。しかしながら、この間各部局

においてそれぞれ事業が取り組まれ、市民に定着

するその一方で、利雪・親雪事業としての位置づ

けや認識が徐々に弱くなってきている状況もあり

ますことから、改めまして条例の理念の普及を図

るために各部局における雪を生かす取り組みの把

握と意義の再認識を促し、各部局間の連携と市民

への周知を強化するなど、引き続き市民委員会の

御意見を伺いながら条例にのっとった利雪・親雪

の取り組みを推進してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、引き
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続き小項目４、名寄公園に対する認識についてお

答えいたします。

名寄公園につきましては、明治３４年に北海道

庁が開拓のための植民地区画に公園予定地を設定

し、当時の内務省に事業申請を行ったことに始ま

り、その後この公園予定地が実際に公園化された

こと、池を中心とした主要部が当初の形で残って

いること、貴重なミズナラ原生林が残っているこ

となどが評価され、次世代に引き継ぐべき北の造

園遺産として昨年公益社団法人日本造園学会北海

道支部からの認定をいただいたところであります。

公園整備の経過については、戦前戦後から昭和の

４０年代、そして近年では平成元年より全体改修

工事を行い、平成３年からは隣接していた旧国鉄

名寄本線跡地を加え、ＳＬ（キマロキ）を旧本線

路上に移設を行い、その後も北国博物館の建設、

パークゴルフ場の整備を行っており、市街地に隣

接する総合公園として多くの市民に利用されてお

ります。また、平成１４年には名寄指定文化財と

してミズナラ林を指定してきたところです。この

歴史と伝統のある名寄公園の保全については、遊

具や遊歩道の市民の憩いの場として整備を行った

公園財産と開拓のころから自然を残したミズナラ

やキマロキなどの郷土史としての重要な文化財と

して一体となって整備、保全を行っております。

執行方針の中で公園遊具の更新について述べさせ

ていただいておりますが、このことにつきまして

も遊具更新が名寄公園の保全の全てではなく、遊

具や池を渡る人道橋の整備等を実施しているほか

にも毎年の公園維持管理として予算計上させてい

ただいております草刈りや老木の撤去など行うこ

とにより名寄の歴史的価値のある名寄公園の保全

となっていると考えております。また、教育委員

会においての名寄公園の認識としましては、自生

するミズナラ林は名寄市の指定文化財であること

から、保護及び市民が文化財に対する理解を深め

る取り組みを行うとともに、公園は市民の憩いの

場であることから、今後も保護する場所と人が集

う場所が共存する形で大切に保存すべきものとの

認識をしているとのことです。建設水道部と教育

委員会がそれぞれの所管の施策を連携しながら行

うことにより、歴史と伝統のある名寄公園の保全

を継続させていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 私か

らは、大項目２点目の名寄市立総合病院にかかわ

って、初めに小項目１の経営見通しについてから

申し上げます。

公立病院に対する地方交付税措置としては、普

通交付税のほかに民間医療機関が手を出しにくい

いわゆる不採算部門の医療を担っていることに対

して特別交付税が措置されており、市立総合病院

においても精神科病床のほか小児救急、周産期医

療などにも特別交付税が措置されております。精

神科病床に対する特別交付税は、平成２５年度ま

では許可病床数である１６５床で算定されており

ましたが、精神科病棟改築工事の完了に伴い、平

成２６年５月１日に許可病床数を５５床に変更し

たことから、平成２６年度の地方交付税は日割り

計算となり、４月１日から３０日までが１６５床、

５月１日から翌年３月３１日までが５５床で算定

され、年度当初に想定しておりました金額よりも

１億 ７７４万円が削減をされました。このこと

から、削減分の一部を補填するための臨時的な繰

り出し ０００万円の追加と病院への繰出金の調

整を含めた補正予算案を本定例会に提出し、議決

をいただいたところであります。また、普通交付

税については、平成２７年度から算定方法をこれ

までの許可病床数から稼働病床数に変更する方針

を示しておりますが、総務省が平成１９年１２月

に策定いたしました公立病院改革ガイドラインに

沿って各病院が策定した改革プランに基づき行っ

た病床の削減に対しましては削減後も５年間は削

減前の病床数で交付税措置を講じるとしているこ

とから、普通交付税については平成２６年度から
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平成３０年度までの５年間は削減前の病床数で措

置されるものと想定をしております。

次に、看護師確保対策の現状と課題について申

し上げます。看護師確保対策といたしましては、

これまでも看護師資格を目指す学生向けに大学、

高校、看護師養成校などを訪問して学資金や院内

研修制度などの説明による募集ＰＲ活動、高校生

にはセミナーや看護体験の開催、中学生には職場

体験学習の受け入れなど、将来を見据えた人材確

保活動に努めてきております。また、育児等の理

由で現場を離れてから時間が経過している方には

潜在看護師研修を実施し、復職に向けた支援を行

ってきているところであります。しかしながら、

平成２７年度の新規採用予定者数は現在のところ

９名であり、十分な人数の確保には至っていない

状況であります。今後は、平成２７年度採用者か

ら適用する医療看護職給料表導入による初任給の

引き上げや救命救急センターの取得予定、さらに

は平成２８年度から運営を予定している２４時間

保育の実施についても学校訪問などを行い、積極

的にＰＲを行い、看護師の確保につなげてまいり

たいと考えております。また、看護助手、看護補

助や事務クラークの配置など、看護職員の労働環

境の改善につながる取り組みを積極的に行うこと

で現在勤務している看護職員の離職防止にもつな

げてまいりたいと考えております。

次に、看護師配置基準の現状と課題についてお

答えをいたします。一般病棟の看護師配置につき

ましては、１日平均入院患者数の推移から算出し

た７対１看護基準に必要な看護職員数に一定のめ

どがついたことから、平成２５年８月から実施し

ておりまして、本年２月１日に施設基準を取得し

た５階西病棟の地域包括ケア病棟を除く一般病棟

については現在も７対１看護基準を維持している

ところであります。今後も７対１看護基準を維持

していくためには、看護職員全体の確保に加え、

夜勤ができる看護職員の確保が必要不可欠であり

ますが、産休、育休、病休者や育児短時間勤務者

の増加に伴い夜勤可能な看護職員が不足している

のが現状です。また、平成２６年度の診療報酬改

定において７対１看護基準の要件である医療、看

護必要度の判定基準が引き上げられたことによっ

て重症度１５％以上の要件を維持していくことが

今後の課題となっております。今後も引き続き看

護師確保にあらゆる努力をしていくとともに、地

域包括ケア病棟を有効に活用することで現行の７

対１看護基準を維持していきたいと考えておりま

す。

次に、小項目４点目の看護配置５対１と現行７

対１の見通し及び見直しについてお答えをいたし

ます。厚生労働省が行った調査によりますと、近

年の医療の高度化、在院日数の短縮や入院患者の

高齢化、重症化により入院医療に対する看護師の

業務量は増加しており、現行の看護配置基準では

患者の状況に応じた看護を提供するには十分とは

言えないのが現状であり、また医療安全の観点か

ら見た適切な人員配置とは患者数対看護師数によ

る配置基準だけではなく、インシデントの発生要

因となる入院件数、手術及び検査件数、入院対応

時間などを加味するべきであるといった報告があ

り、安全な医療を提供するためにもより手厚い人

員配置が必要になると考えられることから、５対

１の看護基準の導入に向けた検討がされているこ

とは承知をしております。仮に５対１の看護基準

が導入された場合には、大学病院は高度急性期医

療を担っている大病院の多くが５対１看護基準の

取得に向かうことが予想されるため、現在にも増

して大幅な看護師不足が起こる可能性が高く、市

立総合病院にとっても大きな影響を受けることに

なると思われます。しかしながら、５対１看護基

準の導入時期や導入対象、実際に導入されるかも

含めて、さらには７対１看護基準の見直しなどに

ついても現在のところ具体的内容が定かではあり

ませんので、次期診療報酬改定に向けた国の動き

を引き続き見守ってまいりたいと考えております。

今後も市立総合病院においては、急性期医療を担
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う地方センター病院として７対１看護基準を基本

とした看護体制を維持していくため、さまざまな

対策を実施しながら看護師確保に努めていくとと

もに、収支改善や経費削減による経営健全化に向

け、引き続き努力をしてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 私からは、

大項目３、名寄市立大学にかかわって、小項目１

の保健、福祉、医療の大学、ケアの未来を開く大

学にふさわしい施設整備について申し上げます。

大学新図書館は、平成２４年の図書館整備基本

構想、基本計画の策定から基本設計、実施設計を

経て平成２７年７月からの着工、平成２９年の供

用開始を目指しております。名寄市立大学は、平

成２４年にケアの未来を開き、小さくてもきらり

と光る大学を目指すという理念を掲げ、人を対象

とする支援サービスにすぐれた能力を備えて携わ

る人材を養成する、そういう教育を進めてまいり

ました。図書館整備の基本構想、基本計画では、

この大学の理念を踏まえ、子供、高齢者、障害の

有無にかかわらず安全で安心して利用できるユニ

バーサルデザイン、快適な環境を目指して素材等

の選定、それから環境への配慮、省エネルギーを

基本にラーニングコモンズという学生の能動的学

習に応えられる学習環境の整備を目指して策定し

てまいりました。障害のある方に対して可能な限

りバリアフリーとなるよう配慮して実施設計を終

えたところでございます。また、施工に当たって

も障害のある方が利用しやすいよう十分に配慮し

てまいりたいと考えているところでございます。

既存校舎につきましては、大学認証評価で改善の

指摘を受けておりますバリアフリー化につきまし

て計画的に進めてまいりたいと考えているところ

でございます。

次に、小項目２、地方財政審議会の意見に対す

る見解について申し上げます。地方財政審議会は、

地方大学に対して地域における高等教育及び学術

研究機会の提供と地域社会における知的、文化的

拠点としての中心的役割を担ってきたと、こう評

価しております。名寄市立大学においても設置認

可申請において大学の性格と方向性として、まず

１つ目として保健、医療、福祉の各領域を幅広く

理解し、他の職種との連携、協働ができる専門職

の養成をすること、２つ目として地域の生涯学習

の拠点となる高等教育機関を目指すこと、言いか

えれば地域で活躍する保健、医療、福祉を支える

専門職の生涯学習を保障する大学となること、３

つ目として地域貢献機能を強く持った地域社会か

ら信頼される大学を目指すといたしまして、地域

課題に積極的にかかわりを持ち、地域の保健、医

療、福祉の課題解決に寄与するという３つの柱を

掲げて開学いたしました。教育と研究、それから

大学の運営を推進してまいりました。名寄市立大

学は、人材の養成を通じた地域貢献、教育と研究

を通じた地域貢献により道北地域における知的、

文化的拠点としてまさに中心的な役割を果たして

きたものと考えます。しかしながら、地方財政審

議会の意見にあるように自治体との連携や若者定

着への取り組みなど課題も多く、今後大学は学部

再編とあわせて、地域からケアの未来を開く社会

事業体としてこれまでの取り組みの成果を踏まえ

て名寄市立総合病院を初めとする地域の医療機関

や社会福祉施設などの実習施設との連携強化、リ

ーダーとなり得る専門職の地域定着化の促進、自

治体との課題の共有化と連携などの取り組みを推

進してまいりたいと考えております。地方財政審

議会の意見を受けて国は、地方創生に係る政策の

中で地方大学の活性化に関するさまざまな財政的

支援を打ち出してきております。活用できる施策

につきましては、積極的に検討を進めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた
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だきましたので、再質問のほうしていきたいと思

いますけれども、まず連携と対話のことについて

は市長から御答弁をいただきました。基本的には

考え方わかるのですけれども、なぜこの時期に民

間とは連携、市民との対話というのが出てきたか

ということを少し正月の市長の挨拶の後自分なり

に考えてみたときに、合併から１０年を経過した

ことで今よく言われているのは公民連携、要する

にＰＰＰ方式というのが必要ではないかと。これ

は、合併した自治体は合併算定がえの終了を見据

えて財政が相当厳しくなる状況を踏まえると、今

このＰＰＰ方式、手法というのが必要ではないか

という意見が占めております。市長の頭の中にこ

のＰＰＰ手法というのはありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 対話と連携ということで

官、民と分けているというお話ありましたけれど

も、別に分けているつもりもなくて、市民みんな

が連携しなければならぬというふうにも思ってい

ますし、さまざまな場面でさまざまな団体や市民

とも対話をしていかなければならぬし、連携もし

ていかなければならないと、そんなふうに思って

います。

ＰＰＰというのは、いわゆる公民連携というこ

とで、具体的にはＰＦＩであるとか、指定管理だ

とか、民間への各種業務委託もＰＰＰの手法の一

部というふうに言われていると、こういうことだ

と思います。これまでも名寄市においては、ごみ

収集業務でありますとか除排雪業務、直営だった

のを民間に委託をしてきているという歴史があり

ますし、最近ではＰＦＩ的な手法でいうと、病院

の医師住宅に関しましては建設から運営まで民間

事業者によってやっていただいていると。さらに

は、最近ではよろーなの管理でありますとか、新

しくできる市民ホールも一部そうした民間の団体

に委託をしながら、それぞれの公共施設を民間の

皆さんのノウハウもしっかりとかりながら連携し

て前に進んでいるというふうに理解をしていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今市長のお話にもあっ

たように、ＰＰＰ手法というのは深刻化する財政

不足への対応としての手法ということで、公と民

が役割を分担しながら連携して公共施設の整備や

公共サービスの提供を行う、具体的には業務委託、

いわゆるアウトソーシング、指定管理者制度、Ｄ

ＢＯというのはＰＦＩと違って資金調達を抜く施

設の管理委託をすると、この資金管理、調達が入

るとＰＦＩと、その後コンセッション、利用料金

の徴収を行う公共施設などについて民間が公共か

ら運営権を取得して施設などの所有権を公共に残

したまま民間が経営を行う、そして民営化という、

この６つの手法があるというふうになっておりま

すけれども、市長の頭の中にはこのＰＰＰ手法に

ついて既にアウトソーシングですとか、今御説明

にあったＰＦＩや指定管理者なんかは一部入って

いますけれども、どの辺まで頭の中に今入ってい

らっしゃいますか。やろうという取り組みの姿勢

として入っていらっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当然あらゆる行政サービ

スの中で、あるいは公共投資と言われるものにつ

いても民間との連携協力がどういうふうにできる

のかというのは考えているところであります。資

金調達までいくＰＦＩというのがなかなかこの間

も進まないのでないかというような議論も一部い

ただいているところでありますけれども、医師住

宅の話をさせていただきましたけれども、最終的

な行政サービスまで含めて民間でという流れにな

ってくると、それぞれの事業主体の民間業者さん

の力量だとかノウハウも問われてくるだとか、さ

まざまな問題がありますので、ここはなかなか進

んでいないのは事実なのかもしれませんけれども、

これも重要性は認識をしているところであります。

今後出てくるであろう、例えばサンピラー温泉の

今年度にかかっては調査が入ってくるというふう
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に思いますけれども、このあたりは運営も民間の

ノウハウを使った運営ということでありましょう

から、当然そうした手法も視野に、検討の一部に

加えながら、どうそこの整備をしていくかという

ことは検討をしていかなければならないというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） なかなかこのＰＰＰ手

法というのは言うよりも行うがかたしというか、

やればやるほど市内の能力よりも市外の大きな力

を持った企業が取り組んでいくということになり

ますので、これは市内の経済の活性化も含めて熟

考いただければというふうに思います。

もう一つ、市民との対話の部分は、総合計画や

何かの策定を考えてのものだと思いますけれども、

市長は市民と市の関係というのはパートナーとい

うふうに考えていらっしゃいますが、それ対等と

いうお考え方ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民と市ですか、市職員。

（「市」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 対等という言い方なので

しょうか、市民お一人お一人が市の主体であると

いうことなのだろうというふうに思います。とい

うことで……市と市民……

（「いや、いいです」と呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 難しいですね。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 済みません。ちょっと

聞き方が悪かったというふうに思いますけれども、

要するに名寄市がいろいろな施策を進めていくと

き市民の皆さんとお話しするときに、やはり官と

民という話ではなくて、市民の皆さんと市がいろ

んなものを話していくときにはパートナーとして

一緒にまちをつくっていこうという発想で物事を

お進めになるのかという意味なのです。その辺に

ついてはどういうふうにお考えなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当然市民の皆さんが主体

的にまちづくりについても考えていただくと、参

画をしていただくと、これが協働のまちづくりで

あるという認識であります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） そのためには、原則的

にはやっぱり私はどうやって市の持っている情報

と市民の持っている情報をお互いの情報を共有し

合っていくかというのが大切だというふうに考え

ますけれども、市長はその点どういうふうにお考

えか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全くそのとおりであると

いうふうに思っています。当然しっかりと情報発

信をしないと、その中から市民の皆さんもその情

報のもとにいろんな発想やアイデアや考え方も生

まれてくるだろうというふうに思います。極めて

重要だというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） その市長の思いは、職

員の皆さん、幹部職員を含めて全員に伝わってい

るという認識でよろしいですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） はい。常にこのことは、

重要であるということであらゆる場面を捉まえて

お話をさせていただいています。市長就任以来市

長室開放事業というのを実施をしておりまして、

ここも本当にいろんな団体やいろんなサークルの

方だとかとお話をさせていただき、貴重な御提言

もいただいているところであります。また、市の

広報フェイスブックを開設をさせていただいて、

これで今情報発信を相当進めていかせていただい

ています。これについては、市民だけでなくて市

外の皆様にも相当見ていただいて、さまざまな情

報発信の強力なツールとなっていると考えており

ます。４月からは、ホームページも刷新をさせて

いただいて、今までなかなかわかりにくいと言わ

れていたものも解消しながら、よりよい情報発信

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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に努めさせていただいているということでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） そういう意味で市民と

のパートナー、あるいは情報共有という観点から

少しお聞きをしておきたいのですけれども、以前

御指摘をさせていただいた部次長会議のてんまつ

書、あるいは市長ブログも更新をされております

ので、これ以上触れませんけれども、２０年３月

に策定した男女共同参画推進計画、これは２８年

までの計画期間中、単年度ごとに事業の目的、目

標達成度などの成果指標を明確にし、男女共同参

画社会の実現に向けた進行管理を行いますという

ふうにしておりますけれども、この明確にすると

いうことが２４年度でストップしたままのホーム

ページであります。また、名寄市人事行政の運営

の状況の公表に関する条例という中では、公表に

ついては次に挙げる手法として広報紙に掲載する

方法、閲覧所を設けて閲覧に供する方法、そして

インターネットを利用して閲覧に供する方法とい

うのが、これが３つ公表の方法としてやりますと

いうふうになっていますけれども、インターネッ

トは２５年でストップ、このように各部署で意外

にストップしている状況があると。市民の皆さん

にとって今１つはやっぱり全戸に回る広報、ある

いは報道機関を含めたものがあると思いますけれ

ども、一方では行政は常に情報提供の核としてい

るのはインターネットということがありますけれ

ども、その中でやっぱり載っていない、やると言

ったことがされていないということについてはど

ういう理解をすればいいのか、お答えをいただき

たいと。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 総務を統括する副市

長として、その辺については情報の開示が十分で

なかったことについては大変申しわけないという

ふうに思っております。議員から指摘のあった時

点で早速改善できるものについては改善に取り組

んでおりまして、１つ、フェイスブック等も含め

ましてより迅速な情報の提供をする一方で、年度

まとめての報告であるとか、毎月毎月の情報の関

係については少し、職員のほうが他の急ぐべき仕

事との調整もありまして、その分が十分引き継ぎ

も含めてできていなかったのかなということにつ

いて反省をしておりまして、ここについては速や

かに改善してまいりたいと思っています。なお、

２７年度からは第２期の新名寄市の総合計画も始

まりますし、今急がれています地方創生の総合戦

略についてもできるだけ早い時点で人口推計も含

めてさまざまな情報発信をしながらということも

考えておりますので、おくれていた分につきまし

てはしっかり事務引き継ぎも含めて対応させてい

ただきたいと思っています。今後このようなこと

のないようにしっかり注意をしてまいりたいと思

っております。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） もう一点、新年度から

実施する借り上げバスの料金改定、３年間激変緩

和ということでされると思いますが、旭川までは

上げ幅 ０００円前後、札幌までは１万 ０００

円前後にアップするということでありますが、こ

れにかかわって各利用団体との話しされましたか。

前回も上げたときには急に文書が行って上げると

いう話をして、そのときも相当各団体は憤慨をし

てやったと。今回の上げるという話、各団体、利

用団体とのお話はされましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回のバス借り上げ

の料金の値上げについては、バス事業者を管轄す

る国土交通省の規定の見直しに伴って値上げとい

う部分でありまして、利用の負担率そのものを変

えるという部分ではありませんけれども、今議員

が言われたように利用者にとっては前回を超える

ような負担を伴うものと内容的にはなってござい

ます。改定に当たっては、事前に団体の事務局等

と御相談させていただいた部分もありますし、年
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が明けて内容が一定程度決まってからであります

けれども、改めて各機会を使って各団体のほうと

は意見交換をするようにということで指示をさせ

ていただきまして、４月までの間に意見を伺うと

いうことで進めさせていただいている状況であり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 総務部長、本当に指示

してちゃんと団体と話していますか。既に１月の

段階で文書がまた来て、これで決まりました、激

変緩和しますから、これでいきますということに

しているのではないですか。その話し合いの場な

んてないです。各団体は、今自分たちの高齢化し

ている団体をどうやって維持していくかのことで、

こういうことで要するに見識を高めようという取

り組みに対してさらにまたお金がかかるというこ

とに対する不安感、会費は入ってこないわ、どう

しようと言っているときにまた文書が来て、３年

間激変緩和をしますけれども、これだったら札幌

行くのも相当厳しくなりますよという状況、言っ

ていることとやっていること違うのではないです

か。改めて御答弁いただきたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市として一定の方向

については決めさせていただきましたので、その

内容について周知をさせていただいているという

状況でありますけれども、一方的な文書の通知だ

けではなくて、機会を見て各団体のほうとは丁寧

に説明をするというところについては指示をさせ

ていただいておりますので、御理解いただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 川田経済部長は、農務

課長兼務ですが、最近あぐりん館行ったことあり

ますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 最近は、あぐりん館

の状況をちょっと見ておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） ここ、ことしに入って

電気料が高いということでカントリー・ママ・ク

ラブに農務課から電話が行ったそうであります、

電気を余り使わぬでくれと。ところが、現地に行

ってみると、アイスストッカーというのがあって

ジンギスカンが２つ入っていたそうで、それが霜

だらけになっていて、多分これだねと、皆さんが、

カントリー・ママ・クラブの人たちもこれだよ、

原因と、何で私たちがそうやって言われなければ

いけないのという話をして、要するに市長がおっ

しゃっている市民がパートナーである、市民と対

等にお話をして膝詰めで理解を深めていくという

ことは原課ではされていないではないですか。だ

から、言っているのです。川田部長、どういうふ

うにお考えになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） あぐりん館の関係に

ついては、日ごろ利用を受ける段階でさまざまな

利用の中身についてお聞きして、そして申請をし

て許可をしていただいていると、利用していただ

いているということでございまして、場合によっ

てはそういったトラブルというか、そういうもの

があればすぐに現地に行ってその団体とよくお話

をするようにということではお話をさせていただ

いておりますけれども、今回の部分ちょっと私の

中で十分承知していない部分もありますけれども、

担当としてはそういった部分で団体との話し合い

にはすぐ行くようにということでこの間お話はさ

せていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 農務課に非常に多いの

です。例えばあそこのあぐりん館を使ってみそづ

くりをしていると、３日間かけてやるのですけれ

ども、各団体それぞれやるときはやります。それ

で、去年まではなかったのです。ことしから３日

間材料を置いたらほかの団体使えないのだから、

３日分使用料下さいと電話１本です。例えば文化
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センター調理実習室で冷蔵庫を使っています。ほ

かの団体使えませんから、３日間利用料下さいと

文化センターで言いますか。なぜそういうことが、

市民の皆さんにちゃんと御説明をしてこういうこ

とですので、こうなりました、例えば役所の行財

政改革の中でそういう見直しがされたのだと、だ

から申しわけないけれども、こういうふうに決ま

りましたというのなら話わかります。電話１本で

す、利用団体に対して。さっき言った借り上げバ

スは、通知１枚です、こういうふうになりました

と。それが市長がおっしゃっている対話というふ

うにつながっていくのですか。市民の皆さんとだ

んだん遊離していくのではないですか。それを懸

念しているのですけれども、その点についてお答

えをいただきたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 経済部所管の担当副市

長ということで、改めて私のほうからお答えをさ

せていただきたいと思います。

あぐりん館だけではなくて、農務課全体のそう

いう対応ということで御指摘があったものという

ふうに受けとめているのですけれども、この間そ

れぞれ私どものほうでお話をさせていただいてい

るのは、利用者も含めた農家の方も含めてしっか

りと電話等々の安易な対応はしないようにという

ことで、そういう指示をさせていただきました。

それがまた徹底されていないということで承りま

したので、この点についてはしっかりと対応させ

ていただきたいと思います。

なお、職員管理については、先ほども経済部長

からお答え申し上げましたが、ここはしっかりと

この間市民との協働のまちづくりをしていくとい

う観点からしましたら、そこが一番の問題だとい

うふうに思っていますので、今後とも市民団体あ

るいは市民との信頼関係を損なわないようにしっ

かりと職員管理に当たってまいりたいと思います

ので、御理解をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 合併から１０年という

大きな節目を迎えますし、特に第２次総合計画を

策定しなければならないという時期でありますの

で、こういう市長が掲げられた連携と対話という

のは全職員の皆さんがきちっと現場で理解をされ

て市民に対する接点、あるいは本当にパートナー

シップとして一緒にやっていくのだという理念に

基づかないと、やはりどこかにひずみが出てくる

とならないというふうに思いますので、時間の関

係もありますので、これは市長の思いは十分わか

りましたので、ぜひ内部的に周知をしていただい

て、市民とのもしあるのだったら誤解を一日も早

く取り除くことをお願いをしておきたいというふ

うに思います。

その次に、そういう意味では執行方針というの

は意外に大事でありまして、利雪・親雪概念とい

うのはこれは総務部長がおっしゃるとおりだとい

うふうに思います。ただ、執行方針の中に気にな

るのは、雪を生かし雪に強いまちづくりの推進と

いう項目を掲げておいて、中が全て除排雪のこと

ばかりと。では、雪を生かしてという雪に強いま

ちづくりとこの除排雪対応が一致するのかという

ことなのです。市政執行方針というのは、この１

年間名寄市はこうやって市長を中心にやっていき

ますとうたっている中で、雪を生かすことについ

ては除排雪対策しっかりしますよというだけでは

やっぱり理念が通じないのではないかということ

で、私はこういう機会に、合併から１０年を一つ

の機会に、教育行政執行方針もそうだし、市政執

行方針もありますけれども、いろんな意味で連携

して、特に今教育委員会の改革もあったり、やっ

ぱり市政と教育行政というのをどうやって一体化

して結びつけていくかというのを今のように原課

から上がってくるものを成文化するのではなくて、

ちゃんとして名寄市の目指す１年間の方向性が盛

り込まれた市政執行方針なり、教育行政執行方針

は、小野教育長、そんなのではないと言っている
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わけではないですので、誤解をされないように、

連携をとっていただきたいというふうに、名寄公

園もそうでありますけれども、そういう意味であ

りますけれども、ぜひそういうことで一回全てを

点検していただくことが新たなまちづくりに向か

っていけることだというふうに思いますので、御

見解をお伺いしておきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 執行方針にかかわっ

てというところでいただきましたけれども、確か

に執行方針、各部局から上がってきたものに最終

的には政策分含めてトータルでの点検というのは

やらせていただいているというところもあります

けれども、今議員が言われますように特にこの雪

を生かしての部分については、全国的に珍しい条

例を設けて名寄市として積雪寒冷の地で楽しく暮

らしていくのだというところを高らかに宣言した

わけでありますので、そういったところも踏まえ

て今後の執行方針等考えてまいりたいと思ってお

りますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 時間もなくなりました

ので、この後また予算委員会がありますので、予

算委員会で病院については詳しくお伺いをしたい

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

最後、大学関係でありますけれども、ケアの未

来を開き、小さくてもきらりと光る大学、これが

名寄市立大学の理念と。このケアというのは、広

い意味では世話や配慮、気配り、手入れ、メンテ

ナンスということでありますけれども、一方今つ

くる例えば図書館もそうでありますけれども、名

寄大学は誰を育てているかといったら、社会福祉

士を、要するに福祉のプロを育てているわけです。

例えばスロープ、法律からいえば５％以下だった

らまあまあスロープとしてはいいです。道路なら

２％以下です。ところが、障害によっては２％で

もきついという方がいらっしゃる、それはなぜか

といったら握力がない方がいらっしゃるわけです

から。では、これからつくる大学、これからどこ

までできるかわかりませんけれども、社会福祉士

を養成する名寄市立大学の図書館としてどんな障

害を持った方でも利用できるというような施設が

できないものかと、それが名寄市立大学の大きな

売り物になるのではないかという私は思いを持っ

ています。幸いにお母さんが名寄出身だという旭

川のチーム紅蓮というカムイ大雪バリアフリーツ

アーセンターのセンター長をやっている五十嵐さ

んという、名寄にもよく社協に来ているみたいで

ありますけれども、彼は骨形成不全症ということ

で子供のころから車椅子で、今でもずっと車椅子

であります。おばあちゃんが昔ラーメン屋さんを

名寄でやっていたと、その娘さんがいたのです。

やっぱりこういう方、名寄にいる方、この人はも

う一方ではバリアフリーアドバイザーということ

で活躍されているそうでありますが、こういう方

を呼んで、あるいはそこ一回見てもらうと。名寄

大学でどんな車椅子の方が来ても図書がとれる、

気楽に入れる、一番はフラット化がいいのでしょ

うけれども、そういうことを学ばせたりする、見

てもらうということも私は必要な気がします。そ

ういう意味で鹿野局長にお答えをいただきたい。

ちょっと難しいかもしれない。

それと、鹿野局長にはこの３月で退職というこ

とであります。長く秘書係長から含めて名寄市の

発展に尽くされたということ、最後は大学と、こ

れからも新たな任務があるようでありますけれど

も、ぜひ鹿野局長として、先ほど壇上でしました

名寄大学の３つのタイプ、これで４つのタイプが

合致する学舎になるということでありますけれど

も、名寄大学にさらに必要だということで、これ

は局長ではありますけれども、鹿野さん自身とし

てお答えをいただく、それをお伺いして終わりた

いと。

〇議長（黒井 徹議員） 鹿野大学事務局長。

〇市立大学事務局長（鹿野裕二君） 大学の施設
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整備、特に本学、保健、福祉、医療の人材を養成

するという大学の施設整備につきましては、議員

おっしゃるとおり大学の建物が静かではございま

せん。物は語りません。ですけれども、その環境

に身を置くことで学生が福祉や医療についてケア

の方法について日ごろの生活のレベルから学んで

いくという、施設にはそういう機能があるだろう

というふうに、私もそういう考え方に全く同じで

ございまして、今回の市立大学の図書館につきま

してはやはりユニバーサルデザインを建築計画の

基本に置くという考え方で基本構想、それから基

本設計、実施設計と進めてまいりました。ただし、

だんだん細部にわたりまして設計を進めていくと

いうことの段階でどこまでそれが実現できたかと

いうと、これは今後の評価ということになるかも

しれません。しかしながら、今佐藤議員から御指

摘受けましたように実際に障害のある方、それか

らそういうバリアフリーに対する深い見識をお持

ちの方に今後実際の施工の段階やそういうところ

からきちっとアドバイスをいただいていくという

ことは必要があるだろうし、またしていきたいと

いうふうに思っております。ぜひいろんな方々の

アドバイスをいただきまして、新しい施設のみな

らず既存施設の改修につきましてもアドバイスを

いただきながら、多くの方に利用していただいて、

いろんな意味で大学に来ていただきまして新しい

知見なり、いろんなものに触れていただくような

施設づくりを進めていただきたいと、そういうふ

うになるようにさせていただきたいというふうに

思っております。特に本館につきましては、大教

室が２階にございまして、そこでは障害のある方

を時間講師といいますか、そういうことでお招き

をいたしまして学生にいろんな講義なり体験を語

っていただくということを大学はしてきておりま

す。ですが、車椅子を御利用になっているという

ことでは大変移動がしにくいということで、教員、

学生、みんな総出でそういう方を介助しながら教

室まで来ていただくと。それも一つの教育的な方

法かもしれませんが、もう一つはやっぱり建物は

そういう環境にあるべきだと私も考えているとこ

ろでございます。今後大学の施設全体の整備の基

本的な考え方の一つに、保健、医療、福祉に携わ

る人材を養成する大学であるということで、そう

いう人材養成の施設としてふさわしい施設整備の

基本的な考え方というのをきちっと大学で検討し

ていただいて施設整備を進めていただくというこ

とが必要だろうと思います。本館のバリアフリー

計画につきましては、認証評価で御指摘を受けて

おりますので、少なからず次善策ということで改

修計画を持っておりますので、計画的に進めてま

いりたいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

名寄ピヤシリスポーツ少年団の育成について外

２件を、塩田昌彦議員。

〇３番（塩田昌彦議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い順次質問してまいります。

大項目の１、名寄ピヤシリスポーツ少年団の育

成について２点質問いたします。小項目１、スポ

ーツ少年団員が近年著しく減少している状況を踏

まえ、現状認識とその対応について及び小項目２、

スポーツ少年団指導者に関し、小学校教員のかか

わりと学校対応についての２点を一括してお聞き

をいたします。近年のスポーツ少年団員の体育協

会登録を見ると、著しく減少の傾向にあり、この

ままではスポーツ少年団が少しずつ消滅する事態

に陥ることを危惧しているところであります。こ

のような事態を踏まえ、児童がスポーツをする環

境づくりなど、現状認識と対応についてお聞きを

いたします。

また、昨年１０月、体育協会がスポーツ少年団

の代表及び指導者を集めての会議を開催し、出席

者からは多くの意見、要望をいただいたそうであ

ります。会議の中で少年団活動のこと、指導者養
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成など苦慮しており、厳しい実態の報告がされた

ようであります。現状の指導者は、中学校におい

ては部活動は中学校の教育課程に組み込まれてお

り、学校教員が指導する体制となっておりますが、

小学校においては放課後等の少年活動はクラブ活

動の位置づけにはなっておらず、小学校教員の専

門的資格の観点から指導することは難しい状況に

あるということは理解をしております。しかしな

がら、競技関係者なり保護者の指導体制にも限界

があることも事実であります。児童への指導体制

として、教員、保護者、競技関係者が一丸となっ

て指導ができる体制整備を図ることについてお考

えをお聞きをいたします。

大項目の２、名寄市中小企業振興条例の見直し

について１点質問をしてまいります。平成２８年

４月の改正に向け、抜本的な見直し作業が行われ

ている名寄市中小企業振興条例見直しの方向性に

ついてお聞きをいたします。今回の見直しに向け、

昨年から何度となく商工会議所や商工会との間で

意見交換が行われてきたこと、市政執行方針の中

で空き店舗対策や商工業後継者を育成する制度の

新設など、各商店街組合とも議論を行い、有効な

施策の構築を進めるとしており、名寄市の将来を

見据え、どのような施策を考えておられるのかお

知らせ願いたいと存じます。

また、老舗個店主や現在空き店舗を活用して営

まれている個店主のお店に出向き、生の声を反映

させるよう実態の把握を怠ることのないようお願

いするものであります。

なお、今回の見直しが中心市街地の活性にどの

ように貢献されるのか、あわせてお知らせくださ

い。

大項目の３、合宿の里づくりについて３点質問

させていただきます。小項目の１、合宿の里づく

り情報ネットワーク組織についてお聞きをいたし

ます。名寄市観光振興計画では、市内関係機関と

の連携による組織を設立することになっておりま

すが、情報ネットワークづくりについてお聞きを

いたします。

小項目の２、合宿庁内検討会議の活動状況につ

いてお聞きをいたします。平成２６年度の活動状

況と合宿受け入れ態勢、総合窓口についてお知ら

せください。合宿の推進体制は、地域が一体とな

って合宿誘致に取り組むことを基本に行政と民間

が協働で推進すべきとし、当面は行政が主導する

中で現状分析と課題を民間事業者と共有し、課題

解決に向け、役割を分担した協働体制を構築、合

宿受け入れを推進することとしておりますが、現

状についてお知らせください。

また、名寄市観光振興計画では、オール名寄体

制でさまざまな視点に基づき検討、検証する組織

として設立された名寄市観光交流振興協議会の交

流部会が検討する合宿の里づくりに関し、合宿に

係る庁内組織と民間組織が連携を図り、官民一体

となり、合宿誘致に向けた問題点を改善していく

ために分析を行う貴重な組織であります。合宿庁

内検討会議も交流部会に参加をし、交流人口の拡

大のため協働で取り組みを進めることとしており

ますが、合宿庁内検討会議、名寄市観光振興計画、

名寄市観光交流振興協議会との連携がどのように

進められるのかお知らせください。

小項目の３、平成２８年度から名寄市で開催が

予定されているジュニアオリンピックノルディッ

ク名寄大会の準備態勢についてお聞きをいたしま

す。平成２９年３月に開催予定のジュニアオリン

ピックノルディック大会は、平成２８年度以降複

数年の開催が予定されているところであります。

本年新潟県の妙高市で開催される同大会は、５０

０名規模の大会とお聞きしておりますが、名寄開

催に向けた合宿受け入れは大丈夫なのか危惧する

ところであり、名寄開催までに２年となりますが、

大会受け入れの準備態勢についてお聞きをいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１と３につきましては私のほうから、

大項目２につきましては営業戦略室長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

最初に、大項目１の名寄ピヤシリスポーツ少年

団の育成について、小項目１のスポーツ少年団が

近年著しく減少している状況を踏まえ、現状認識

と対応についてお答えをいたします。平成２６年

度の少年団登録は、名寄地区２０団体、風連地区

５団体の計２５団体が登録されており、団員が５

１１人、指導者が９１人の計６０２人が登録され

ております。平成２４年度の登録数との比較では、

団員が５８名の減、指導者が１名の増で、平成２

５年度の登録数との比較では団員が１名の増とな

っております。それぞれの登録状況を分析いたし

ますと、いわゆる学校型の少年団であります野球

やバレーボールの団員数の減少が大きく、そのほ

かの競技で各協会や連盟に加盟する少年団の団員

数及び指導者数については大きな変動はありませ

ん。学校型の少年団につきましては、各小学校と

も児童数が減少しており、団員数が減少する一因

となってきているのが現状であると認識をしてい

るところであります。対応といたしましては、名

寄地区では名寄市体育協会を通じてのジュニア強

化費の補助、風連地区では風連町スポーツ少年団

連絡協議会を通じての補助を行っておりますほか

に、体育協会や各競技団体の御協力もいただきな

がら児童や保護者に対してスポーツ少年団の活動

や募集状況などの情報提供を行ってまいりたいと

考えております。また、名寄市体育協会では、今

年度の独自の取り組みとして少年団指導者の資格

取得受講者に対し１人 ０００円の助成も行って

おります。

次に、小項目２のスポーツ少年団指導者に関し、

小学校教員のかかわりと学校対応についてですが、

各学校区を範囲とするいわゆる学校型の少年団に

つきましては平成２６年度において野球少年団で

５団体、バレーボール少年団で６団体、陸上少年

団で１団体となっております。そのうち、教職員

等の学校関係者が指導に当たっているのは９団体

となっており、そのほかは保護者や競技経験者な

どが指導を行っているところであります。また、

直接指導はしていませんが、学校と少年団、また

家庭との連絡調整員としての任務を教職員等が務

めるなど、学校型の少年団については何らかの形

で学校が関与している状況にあります。また、平

成２７年度からスポーツ少年団登録規程施行細則

の改正により各少年団においては有資格指導者２

名以上の登録が必要となるなど、今後も指導者の

育成確保の重要性がますます増していくこととな

ります。少年団活動につきましては、中学校の部

活動のように教育課程に位置づけられ、教職員が

指導に当たるシステムにはなっておりませんが、

従来より教職員が指導に当たり、そのことが地域

貢献につながっていることも十分認識しておりま

すので、特に指導者の確保につきましては教職員

の異動に伴って不安定な面もあることから、教育

委員会では学校からの要望のあった種目の教職員

の確保について上川教育局に異動等での配慮をし

ていただくようお願いをしておりますが、今後と

も確保していけるよう努力していきたいというふ

うに考えております。関係者が一丸となって指導

できる体制の整備につきましては、それぞれの少

年団や競技団体により体制が整っている団体もあ

るようでございますので、情報交換や研修の場の

設定、各地の先進事例の調査研究などについて検

討してまいりたいと考えていますので、御理解を

よろしくお願いいたします。

続きまして、大項目３の合宿の里づくりについ

て、小項目１の合宿の里づくり情報ネットワーク

組織についてお答えをいたします。名寄市観光振

興計画では、いつでも名（ひと）が寄ってみたい

まち名寄を目標の一つに掲げ、その戦略の一つと

して合宿の里づくり情報ネットワークの掌握に取

り組むことを定めております。合宿誘致を取り組
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むに当たり、大学や実業団等へのさまざまな人の

つながりを活用した営業活動を行うことで本市で

の合宿実現の可能性を高めるための取り組みであ

ります。これらについては、名寄旅館業組合など

から構成されている名寄市観光交流振興協議会の

交流事業部会の中で検討することとしております

が、合宿受け入れ庁内検討会議において本市にお

けるオール名寄体制及び庁内での受け入れ組織の

設置を検討している段階であり、具体的な情報ネ

ットワークの確立までには至っておりません。今

後合宿受け入れ庁内検討会議において庁内及びオ

ール名寄体制での合宿受け入れ組織の確立に連動

し、情報ネットワークの確立について具体的な検

討を進めてまいります。

次に、小項目の２の合宿受け入れ庁内検討会議

の活動状況についてでありますが、今年度の活動

状況につきましては一般財団法人地域活性化セン

ターの補助金を活用して取り組んできております。

７月には合宿アドバイザーを招聘し、現在のスポ

ーツ施設等の評価や今後の合宿受け入れの方向性

に関する有効なアドバイスをいただき、名寄市観

光交流振興協議会交流事業部会の皆様にも参加を

いただき、意見交換を実施してきております。８

月にはアドバイザーの助言により、２０１５世界

女子カーリング選手権札幌大会や２０１７冬季ア

ジア札幌大会に向けた海外チームへの誘致活動を

行い、１１月には北海道知事杯カーリング大会に

参加する形で韓国ジュニア女子カーリングの２チ

ーム１２名が合宿し、１月にはミニ合宿モニター

ツアーにアルペンスキー１チーム１２名を、北海

道ジュニアカーリング名寄合宿には１４チーム７

４名を招致するとともに、合宿で来ていただいた

参加者から競技施設や宿泊施設の設備等の改善点

や要望などについてのアンケート調査を行ってき

ております。また、今後名寄市で開催が見込まれ

るジュニアオリンピック大会や全国中学校体育大

会、スキー大会に向けて今年の開催地であります

新潟県、青森県や秋田県での運営体制、合宿等の

受け入れ態勢等の現地調査と合宿誘致のＰＲ活動

もあわせて行っているところであります。また、

合宿誘致活動の成果として、３月１４日から開催

されます世界ジュニアカーリング選手権札幌大会

に出場のロシア代表チームの合宿誘致が実現し、

３月５日から本日までの日程で事前合宿を受け入

れているところであります。今後は、これまで合

宿受け入れ庁内検討会議を中心に協議をしてきま

した本市が持つ競技施設や自然環境等の優位性の

検証、アンケートの調査結果やアドバイザーから

の意見等を総合的に検証し、その結果を合宿誘致

にかかわる組織づくりや具体的な取り組みに生か

してまいりたいと考えております。

次に、合宿を担当する部署につきましては、交

流人口の拡大、情報発信やＰＲ活動、スポーツ振

興などの担当が分かれており、経済部、総務部、

教育部連携により合宿受け入れ庁内検討会議を設

置して協議をしているところであります。その事

務局と合宿受け入れの窓口として教育部が担当し、

それぞれ所管する担当との連携を図りながら対応

を進めているところであります。名寄市観光交流

振興協議会の交流事業部会においては、交流人口

拡大に資するさまざまな取り組みの一つとして合

宿の宿泊等の受け入れにかかわる部分を所管して

おります。合宿庁内検討会議との連携については、

交流事業部会の構成メンバーでもあり、独自に合

宿誘致に取り組んでいる名寄振興公社にも参画を

していただいているほか、先ほど答弁もしました

が、合宿アドバイザーとの意見交換会にも交流事

業部会にも参加をいただいているところでありま

す。今後より一層合宿や大会誘致を進め、交流人

口の拡大による地域への経済効果を図るためには、

競技団体や体育協会、宿泊施設などの関連する皆

様と行政が連携して役割を明確にし、オール名寄

体制で取り組む新たな組織をつくり、合宿誘致活

動を推進することが必要と考えているところであ

ります。

次に、小項目３、平成２８年度からのジュニア
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オリンピックノルディック大会の準備についてお

答えをいたします。今年度のＪＯＣジュニアオリ

ンピックカップ２０１５全日本ジュニアスキー選

手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会（ノルデ

ィック種目）は、新潟県妙高市において３月１１

から１３の日程で開催され、７種目に実人員で５

００名ほどの選手が参加しているところでありま

す。この大会に向けては、昨年の１２月１７から

１８に職員３名を妙高市に派遣し、大会準備の概

要や事務局体制について視察をしております。ま

た、大会期日に合わせて、現在派遣をしていると

ころでありますけれども、職員１名と競技団体関

係者４名を各競技会場に派遣し、競技運営の実情

について視察しているところであります。準備態

勢につきましては、妙高市での体制を参考とさせ

ていただきながら取り組むこととなりますが、具

体的には行政や関係諸団体によります大会実行委

員会を組織し、３人程度を配置する事務局を教育

委員会内に設置することを想定しています。準備

期間は、妙高市では１１月ごろから事務を開始し、

３月末で終了していることから、初年度である平

成２８年度においては少し早目に１０月ごろから

の準備が必要になると考えております。大会運営

に係る費用につきましては、妙高市では約 ００

０万円の費用が必要となっておりますが、名寄市

においては競技施設の環境や協力団体の状況等も

違う点がありますので、今後において試算を行う

予定であります。それにあわせて負担金や補助金、

協賛金など収入面での検討も行ってまいります。

宿泊の受け入れにつきましては、選手及びコーチ、

保護者、競技役員など総体で６５０人程度になる

と見ており、市内の宿泊施設においては合宿受け

入れと同様に情報交換を行いながら協力要請を行

うとともに、状況によっては近隣自治体や旭川市

内の宿泊施設も視野に入れた調整を行う必要があ

ると想定をしています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、名寄市中小企業振興条例の見直しについて、

小項目１、平成２８年４月の改正に向け、抜本的

な見直し作業が行われている名寄市中小企業振興

条例見直しの方向性についてお答えいたします。

今回の中小企業振興条例及び同施行規則の見直

しについては、目まぐるしく経済情勢が変化する

中で将来の商工業のあり方を見据えるとともに、

地方創生総合戦略として地域外からの小規模事業

者及び人材の確保、定着を図る視点を加えること

も重要な検討課題としています。また、Ｕ、Ｉ、

Ｊターン等の相談時に一番の関心事である就業に

ついて、市内の事業所への雇用もさることながら、

本市で新たに創業するための環境づくりの施策を

整備することで本市に必要な人材の呼び戻しや集

積が図られ、元気のある地域、特に商工業の発展

につながるよう協議してまいります。さらには、

現に事業を営む皆さんからの要望でもある商工業

後継者を育成する制度として事業承継支援の新設

など、市内中小企業事業者数の減少に歯どめをか

ける対策を講じるとともに、今どのような対策を

講じることが有効であるか等について各商店街の

皆さんと積極的に議論させていただく機会を設け

てまいります。また、条例改正の中には、市、経

済団体、中小企業者の役割や経済循環の中で協力

が不可欠な市民の理解などを規定するとともに、

先進的な取り組み事例を参考として中小企業振興

審議会及び事業主などから構成される検討委員会

を組織し、検討を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁どうも

ありがとうございます。それでは、再質問させて

いただきます。

スポーツ少年団の実態の部分でありますけれど

も、実態をお知らせいただいたのですが、私が把

握といいましょうか、認識をしている部分とは若

干のずれがあるのかなというふうに実は思ってい
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ます。いろいろ各スポーツ競技団体で少年団を育

成をしているという状況でありますけれども、確

かに一部の部分では問題は生じていないというと

ころはあるわけですけれども、児童の減少に伴う

部分になるのかもしれませんけれども、実態とし

ては非常に厳しい状態にあると、そういうことで

もありますので、それとあと学校関係の部分で多

くの先生がこの活動に参画をしているという、そ

ういうふうな御答弁をいただいたわけですけれど

も、その競技により先生の指導を受けている部分

とほとんど全くかかわりがないという部分も実際

にあるのでありますけれども、それらについてこ

の育成にかかわる部分として最後のほうに言わせ

ていただいていますけれども、学校関係者と保護

者と、それから競技団体と一丸となってやはり進

めていくべきものというふうに思っておりますけ

れども、ちょっと私の認識のずれの部分と、その

部分何か、いや、そうではないですよという部分

あればお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今塩田議員のほうか

ら少年団の現状の部分での認識の違いということ

だと思います。先ほど少年団の人数でいきまして

は、総体の人数を報告させていただきました。た

だ、中には各競技団体によって増減があって、個

々に見れば減少している少年団もあるというふう

に認識をしていますが、ちょっとその辺の数字は

今持ち合わせていませんので、先ほど総体的な部

分で話をさせていただきました。ただ、学校型の

少年団につきましては、先ほども申し上げました

とおり減少してきている状況にあるというふうに

認識をしているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 少年団もやはり小学校

６年生、５年生、大体５、６年生が主体となって

各種大会に出るというふうな部分で、登録として

は今は本当に２年生くらいから登録をしないと少

年団維持活動ができないという状況にあるのも実

態でありまして、実際に４年生、３年生、２年生

の数を見ると少なくなってきているという、登録

の現状では先ほど御説明いただいたとおりだと思

いますけれども、今後におけるという部分におい

てはやはり児童数が少なくなっていることもある

のかもしれませんけれども、そういう実態もある

ということを御認識をいただいて今後対応してい

ただきたいと思います。

これまでいろんな場面で御答弁をいただいてき

ている中で、教員をこの名寄市に呼び込むといい

ましょうか、新卒者が大体主体になるのかなとい

うふうに思うのですけれども、そういう方々を実

際に積極的に名寄に来ていただくための努力はし

ておりますということですので、今後も含めてこ

の方向で進めていっていただきたいというふうに

思います。

その中で、ことしの１０月をめどにして文部科

学省内にスポーツ庁を設置をする動きもあり、こ

れは実際には２０２０年の東京オリンピックを意

識をしての部分かなというふうに思っていますけ

れども、ただこの中には地域のスポーツ振興とい

うところもしっかりうたわれているという状況で

ありまして、やはり地域におけるスポーツ振興を

しっかりしていかなければならないということを

国もしっかり認識しているというところでありま

す。それらも含めて再度教育長のほうから今後の

指導者の育成といいましょうか、に関してどうい

うふうなお考え方を持っておられるかお聞きをし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今少年団の指導者の確

保にかかわっての御質問でございますけれども、

全国的に少子高齢化が進んでいる状況の中で名寄

ではこれまでに比べて小学校の先生の指導者、こ

れが減少してきているということで、それが市内

のスポーツ少年団が減少していく一つの原因であ

るという指摘でございますけれども、先ほど部長
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の答弁にもありましたけれども、指導者の確保に

当たりましては教育委員会としては教職員の異動

の際に上川の教育局のほうに少年団を担当してい

ただけるような先生の配慮をお願いしているとこ

ろであります。このことについては、今後も学校

からの要望があれば継続してまいりたいと、そん

なふうに考えているところでございます。以前は、

少年団の活性化に先生方が果たす役割は大変大き

なものがありましたけれども、現在は協力してい

ただける先生方の確保が難しいとのことでござい

ます。やはり私としては、このような状況を乗り

切るためには青少年のスポーツに果たす役割をお

互いしっかりと踏まえていただきまして、学校関

係者はもとよりですけれども、少年団、競技団体、

体育協会などの関係者がそれぞれ互いに連携を深

めていただきまして、知恵を出し合いながら対応

していく体制づくりが大切であると、そんなふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 御答弁ありがとうござ

います。積極的に進めていっていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

続いて、中小企業の振興条例の見直しに関して

でありますけれども、この部分につきましても昨

年から、私も昨年６月に質問させていただいた中

で商工会議所、商工会とも今まではそういう連携

といいましょうか、話し合う機会を持っていなか

ったけれども、今は持つようになってきたという

ふうなことでありますし、当然このことについて

もいろんな会合の中で話し合われてきている部分

だというふうに思います。その中で、執行方針の

中にも商工業の後継者の育成というのは大事なの

だというふうなことで先ほども御答弁いただきま

したけれども、その中でことしの１月の新聞に名

寄産業高校の、建築甲子園というのですか、これ

に建築システム科の５人の生徒が共同で提案をし

ていったという部分が出ております。これは、名

寄市が一致団結したまちづくり計画をテーマにし

て今回提案をしたということで、この建築甲子園

に入賞を果たして、そして審査員の特別賞も、３

位に当たるような賞だというふうに新聞では書か

れておりましたけれども、そんな子供たちがこう

いう名寄のことをいろいろ考えてくれているとい

うことは記憶に新しいのかなというふうに思いま

す。その中で、生まれ育った名寄市を田舎で終わ

らせたくないという思い、高校生の視点からまち

を再生する発想で提案をしたという、まちづくり

の発想ということであります。子供たちがまちを

何回か歩いて感じたこと、その中で問題点として

名寄市に元気がないなと、それから中心市街地の

中でシャッター街になっていると、そして地域の

交流がない、空き地や駐車場などのすき間が多い、

こんなことが実際に魅力を失っているのでないか

なというふうな、そんなことがあったのかなとい

うふうに思います。高校生たちは、名寄市の魅力

を取り戻すために実際に何度も歩いて、そして思

いを形にしたいというふうなことだったと思いま

す。私も質問の中に、佐藤靖議員も前回の質問の

中にも個店主としっかり向き合って話をしていろ

んな意見を聞いてというふうなことを言われてお

りますし、私も本当にそのとおりだなというふう

に思っています。結構会合の中で話をしていろん

な意見を聞かせてくださいというふうなことでお

話ししても、なかなか積極的な意見は出てきてい

ない、出てこないというのが実態なのかなと思う

のです。それで、実際に１軒１軒歩けるかは別に

しても、歩いていっていろんな思いを聞かせても

らうときにぽつりといろんな本当の本音といいま

しょうか、出てくることも多々あるのです。です

から、そんなことをしっかり受けとめていってい

ただきたいというふうに思いますし、今回一人で

も多くの若者に仕事の場を提供できるようなまち

づくりということで、まち・ひと・しごと名寄型

の地方創生総合戦略を視野に入れて経済人とも話

を積み重ねてしっかりしたものにつくり上げてい

っていただきたいというふうに思いますけれども、
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再度何かあれば御答弁いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今名寄産業高校

の生徒さんの活動といいますか、そういった部分

御紹介いただきまして、我々としても基本に戻っ

て本当に議員言われるとおりそれぞれの個店主さ

んとの意見交換も含めてやらなければいけないと

いうふうに考えております。昨年の９月の定例会

におきましても議員のほうから商業者の皆さんへ

の情報提供を含めて連携不足ではないかといった

御指摘もいただいておりまして、その部分につい

ては商工会議所、商工会の事務担当とこれまた定

期懇談させていただいておりますので、そういっ

た場でその部分については是正することも含めて

改めて確認をさせていただいたところであります。

今御意見いただきましたように、実際に事業者の

皆さんと意見交換をして見直しを進めていくとい

うことは当然のことだというふうに思っておりま

すので、関係機関、商店街などの団体も含めて御

意見を聞かせていただくことは不可欠であるとい

うふうに考えておりますので、今後も連携の上、

そういった部分十分配意して対応してまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） しっかりよろしくお願

いします。

それで、合宿の関係について質問をさせていた

だきますけれども、先ほども合宿の受け入れ態勢、

総合窓口なのですけれども、私の答弁の理解では

教育委員会ということでよろしいのかどうなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿に係りましては、

答弁でも述べましたけれども、現在庁内の合宿受

け入れの検討会議で３部にわたって連携をとりな

がら進めているところであります。多分議員おっ

しゃるのは、総合窓口ということでスタッフも配

置して機構的にも位置づけられたことだというふ

うに認識をしておりますので、先ほどの答弁の中

では現在のところ受け入れの窓口ということで話

をさせてもらいました。行財政推進計画も含めて

そういった位置づけ等はまだされていませんので、

受け入れ窓口ということで使わせてもらいました

ので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 深読みしていただいて、

人的配置もしてもらう総合窓口というふうに御認

識をされているようですけれども、なかなかそこ

までいくのは難しいというか、なのかなというふ

うに実は思っていまして、ただ名寄は夏も冬もそ

うですけれども、ここ合宿できる環境があるので

す。そんなことも含めて、いろんなつてをたどっ

て照会があったりというふうなことで、そういう

状況にはあるのですけれども、ではどこに、例え

ば合宿したいのだけれども、こういうことでとい

う話をするところがどこなのかなと。私が思って

いるのは、それこそ名寄市の観光交流振興協議会

で、中に合宿部会というのもあって、そこで協議

しているというところもあって、これは観光まち

づくり協会、そこなのかなという認識実はあるの

です。ただ、その辺が官にあるのか民にあるのか、

先ほどからもずっと官民一体となって云々と言う

けれども、一本化されているような感じがしなく

て、その辺がどうなのかということを再度もう一

度お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿の受け入れにつ

きましては、過去から議員も担当している部分の

中で長い歴史があるかというふうに思いますけれ

ども、ここにきてなかなかそういった連携のとれ

た対応というのはとれてきていないのかなという

ふうに私も認識しております。そういった面では、

今年度におきましては地域活性化センターの補助

金を活用して各種事業を取り組む中でどういった

組織体制が必要なのか、どういった受け入れが必

要なのか、体制はどうなのか、民間といいますか、
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官という言い方はちょっとよろしいかどうかわか

りませんが、それぞれがどういった役割を果たし

ていくと連携をとれた合宿の受け入れができるか

どうかというのは今まさに庁内の中で検討をして

いるというところであります。それにつきまして

は、今回ロシアも受け、トップアスリートも受け

入れましたので、そういった実績もありますし、

妙高等も今行っていますので、ちょっと新年度に

なるかと思いますけれども、その中で庁内できち

んと議論をした中で民間の関係する団体とも協議

をしていきたいというふうに考えています。ただ、

合宿をやるというだけで投げかけてもなかなか議

論が進んでいかないというふうに思いますので、

そういった面では庁内である程度の整理をしなが

ら、それを持って関係団体の皆さんと協議をして

いくべきというふうに考えていますので、よろし

くお願いします。

総合窓口につきましては、先ほど議員のほうか

らあった意見も貴重な御意見だというふうに思っ

ていますので、そういった意見も参考にしながら

今後どういったところを位置づければいいのかと

いうことで検討してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 私なぜこういうふうな

質問をするのかというのは、実際に町中の合宿で

いうと当然宿泊伴うわけです。そうすると、当然

先ほども話した中で旅館業組合さんがあります。

そこと連携をとって情報共有してという言葉尻は

非常にわかるのですけれども、現実そのようにな

っていないのかなというのが実感です。というの

は、ちょっと前後して申しわけないですけれども、

私も１月に友人がちょっと名寄で泊まりたいとい

うふうなこともあってホテルを探したら、なかな

かとれないのです。そんなこともあって、最終的

にはとれたのです。キャンセルがあって、そして

そこで泊まってもらうことができたわけですけれ

ども、ただ、今本当にそういうことないし、それ

でちょっと今後のジュニアオリンピックの関係も

あって実態はどうなのかなというのを把握をする

べく実際に回ってみたのです。お話を聞いたら、

実際にそういう認識ないのです。まず、庁内合宿

検討会議、そういうものが存在していることも知

りません。それから、ジュニアオリンピックが２

９年３月から複数年で開催される予定にあると、

大体５００人以上の規模で開催される予定なので、

そういう部分でいうと宿泊の関係御苦労かけます

よねというお話をしながら話したら、えっ、ジュ

ニアオリンピックって何ですか、こんな話なので

す。これではいかぬなというのは実は思っていま

して、だけれどもいろんな新聞報道とかも、それ

から市長が発信している部分について実際発信し

ているのです。だけれども、なかなか通じていな

いです。これは、進めようとするところがしっか

りと情報を発信をしていく、そういう形がとれて

いないがゆえの結果なのかなというふうに思って

いて、そんなことで先ほど連携して進めていく云

々というのがあるのですけれども、この中でいう

と、庁内合宿の検討会議のことでいえば、昨年ち

ょっと私６月に質問させてもらったときに立ち上

げはその前年の８月に立ち上げていると、ところ

が余り実際に動いていなくて、それからちゃんと

こういうふうな形で進めていきますということで、

その中の活動として先ほど活性化センターの補助

金をもらいながら進めてきたということは、これ

は実際にすばらしいことだと思うのです。どうい

う名寄を理解してもらうのかということも含めて

必要だと思うのですけれども、ただこれは行政だ

けで進めるものではないと思うのです。民間とし

っかり情報流してどうしていったらいいのだろう、

例えばこの補助金をもらうときの事業を取り組ん

でいくときにも民間のほうとも事前に連絡をして、

そしてどんなふうにしていったらいいのか、どう

いうふうなことで取り進めていったらいいのかと

いうようなことも協議することも必要だったので

はないかなというふうに、もう過ぎてしまったこ
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とだから、今こんなこと言うのも変な話かもしれ

ませんけれども、そういういろんな意見を聞きな

がら、このせっかくもらった補助金を生かしてい

くために、ではどういうことをやるのだというこ

とにつなげていくことだと思うのです。中身が悪

いと言っているわけではないです。実際にアドバ

イザーを招聘して、そしていろんな意見を伺って

名寄の体制どうしていったらいいのかというふう

なこともありますし、だけれども実際に今カーリ

ングの関係の受け入れのことばかり結構あります

けれども、多くはウインタースポーツの部分につ

いてと、ほかにもたくさんあるのです。そっちの

ほうの関係については、一部スキーの関係があっ

たというふうな報告を今いただきましたけれども、

合宿というふうなことに特化して考えるならば、

合宿って難しいのです。合宿の里づくりというふ

うなことで、私もこの質問させてもらっています

けれども、実際に合宿自体難しいと思うのです、

受け入れるというのは。いろんな部分で他の市町

村でも受け入れやっていますけれども、相当紆余

曲折があって、そして現在に至っているという部

分で大変なことだと思っているのですけれども、

だがゆえにやっぱりそこのところの情報もしっか

り受けながら名寄として何をするのか、どういう

体制で官民一体となってやっていくのかというこ

とが大事なのではないかなというふうに実は思っ

ていまして、そういうことで余りにも民のほうの

部分との話し合いが薄いのではないかなというふ

うに考えているのですけれども、これについては

どうお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、当然実際に進めるに当たりましては関

係する団体であったり、民間事業者だったり、い

ろんな方との連携が大切、重要であるというのは

認識しております。先ほどちょっとお話もさせて

もらいましたけれども、今年度につきましては補

助金がついたこともありまして、いろんな事業を

展開をさせてもらう中で本当に名寄市にとって合

宿を誘致するのに何がいいのか、それはスポーツ

に限定すればスポーツの中でも夏季、冬季、どの

スポーツがいいのか、冬季とした場合でもスキー

とかカーリング、いろいろあろうかと思いますけ

れども、その中でもどういったレベルの選手を呼

ぶのがいいのかということがあると思います。一

流選手を呼ぶとなると、栄養管理を含めて必要に

なってきますし、今回でいけば例えば個室にシャ

ワールームが必要だとかといろんな条件等も出て

くるかというふうに思っております。そういった

ものを名寄市の旅館がどういったことを受け入れ

るかというところが必要だと思いますけれども、

その前にどういった選手層を受け入れるとどうい

ったことが問題があるのか、どういったことがあ

るのか、そういったものを整理して今いる段階で

あって、それを持って旅館業組合の方に、宿泊施

設の皆さんなりいろんなところの方とこういった

選手層だったらどうだとかと話をして協議をして

いくべきだというふうに考えていますので、そう

いった今準備段階というふうに説明をさせていた

だきますが、当然言われるようにいろんな方との

協力連携がなければなし得ていかないものだとい

うふうに認識は持っていますので、よろしくお願

いします。その点につきましては、議員も経験豊

富でありますので、今後もいろんな御意見をいた

だきながら、オール名寄ということで言わせても

らっていますので、御協力をお願い申し上げたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。質問で

いきますと、庁内の検討会議の関係も含めて町中

の人といいましょうか、にこの存在とか、こうい

う意味合いを持ってこういう組織して、今こうい

う活動しているとかいうふうなことをお伝えをす

るといいましょうか、情報を共有するための部分

として情報発信していくとかいうふうなお考え方

というのはありますか。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 情報という部分でい

くと、どういった情報をどういうふうに流すかと

いうふうにあるかと思います。当然必要な情報に

ついて、確定した情報についてはきちんと流すべ

きだと思いますし、ある面途中段階の考え方等含

めて流すと、それが逆に違うほうに捉えられてし

まったり、情報ばかり流れてなかなか体制がとれ

ないという状況もなっていくかなと思いますので、

情報についてはきちんと流したいと思いますし、

今回のことにつきましては先ほど言いました交流

事業部会の中でも合宿という位置づけもされてい

ますので、アドバイザーの招聘の部分等々報告し

ていることもありますし、そこには議員も参画を

していたと思いますけれども、生涯学習課だった

り、なよろ天文台、経済部の職員も入りながら、

ある面ではもう連携はとれている、ちょっと開催

の状況等々はあるかもしれませんけれども、改め

て庁内検討会議がそこと連携という話もしていま

すけれども、実際上は職員も入ってやっていると

いう状況もありますので、その中で議論をもっと

していかなければならぬという状況あるかと思い

ますけれども、そういったことも含めて情報を流

していける部分については今後も積極的に流して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いしたい

と思います。まちの中を歩いていて、役所でもそ

ういうふうなことを協議して、３部が合同で会議

を構成をして、そして今話し合ってこういうふう

に進めていくというものがあるのだということを

やはり知ってもらわなければいけないです。です

から、そういうことは情報として流しておくべき

だ。中身を細かくどうのというのは、やはりいろ

んな考え方を持ってするべきだというふうに思い

ますけれども、そこのところの存在自体知らない

というのはちょっとがっかりするところだと思う

ので、そこら辺丁寧に進めていっていただきたい

なというふうに思います。

それと、ジュニアオリンピックの関係で先ほど

もちょっとお話を触れさせていただきましたけれ

ども、先ほど６５０人規模で進めていくのだとい

う話ですから、実際に名寄市の宿泊キャパのこと

を考えると、当然名寄だけでは対応できない、だ

から近隣のほうにもお願いをするということはよ

く理解できます。ただ、実際に名寄のホテル、旅

館の人たちにやはり協力をしてもらうということ

は大事だと思うのです。私も２月に歩いて状況を

把握させてもらったのだけれども、やっぱり１月、

２月というのは寒冷地地区だということもあって

車関係だとかタイヤ関係の人たちが結構入ってき

ているのです。そんなこともあって結構いっぱい

です。ビジネス型の宿泊の方が多いのです。多い

というよりも、大体それで本当に埋まっている、

１００近いです。ですから、３月はその方たちが

一部いなくなっていくし、また公共事業の関係な

んかもあって結構今のところは宿泊の部分につい

てはなかなか余裕がないというようなお話も聞き

ました。したがって、２年後に、まだ２年あると

いうのは確かに２年あるのですけれども、準備と

してはしっかりお伝えをして、そして協力をして

もらうということも含めて、やはり何らかの対応

をすべきだというふうに思います。この体制につ

いては、実行委員会組織をつくることも検討しと

いうことですから、実行委員会が組織されてから

そういうふうな形になっていくのかどうなのかわ

からないのですけれども、ただそれとはまた別に

実際にお願いをしていくものは一日でも早くお願

いをし、協力をしてもらうという姿勢は大事だと

思うのです。それについてどのようにお考えです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） まさに議員御指摘の

とおり、宿泊施設でいけば圧倒的に足りない状況

もありますし、特に公共事業含めて、名寄市の大

型事業も含めて２年後においてもいろいろ予定が
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されている部分もありますので、そういう面では

宿泊はかなり厳しい状況にあろうかというふうに

考えています。先ほど６５０名という想定の数字

で話をさせていただきましたが、まさに今開催中

で視察も行っている状況にあります。これまでも

大きな大会やったときに例えば市内にどういう人

たちを泊めて、近隣は誰で、旭川は誰、それぞれ

選手だったり役員だったりいろんな人のパターン

があるかというふうに思いますけれども、そうい

った状況も整理をしていく必要もあるかと思いま

す。

実行委員会、ちょっと時期についてはまだ明確

には言えませんけれども、言われるように実行委

員会できてからそういった部分で動き出すのは私

も遅いというふうに考えておりますので、今回視

察に行った部分の中身検証してすぐ宿泊施設、関

連する部分についてはやっぱり情報提供できる部

分はしていって、その後随時具体的になった部分

についてはしていくような、そういった体制づく

りは進めていきたいというふうに考えていますの

で、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私のほうから、

観光交流振興協議会の中で今現在の取り組みとし

てこういった大会が今後控えているということで

ありますので、受け入れ態勢を把握するという意

味で市内の宿泊施設に対して部屋数ですとか、合

宿に対応できる設備ですとか、料金、その他の合

宿団体のリクエストに対する受け入れ態勢のホテ

ルとして、施設として対応できるのかどうなのか

といったことも含めて今アンケート調査を実施を

しているところでありますので、十分そこら辺も

合宿の庁内検討委員会のほうと連携をとりながら、

そういった情報も提供しながら我々としても対応

していきたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それぞれありがとうご

ざいます。このジュニアオリンピックの関係につ

いては、先ほども体制を昨年運営で視察をした、

今現在競技のほうの視察をしているという状況で

すから、それが取りまとまった段階でいろんなこ

とを協議をし、どんな形にしていくかというのが

具体的に見えてくるのかなと思いますけれども、

しっかりとした対応していただきたいというふう

に思います。

それで、やはりこういう立派なそれこそアルペ

ン、ノルディック、ノルディックの部分について

はジャンプ、クロスカントリー、そしてカーリン

グがあって、きょうも新聞に出ていましたけれど

も、名寄の３普連のバイアスロンチームが宮様で

優勝したと、３月２日には全日本で優勝したと、

これは今までない快挙であるというふうなことで

もあって、そういうスポーツがここは雪が早く降

るということも含めてできる施設でありますので、

こういうことをしっかり活用した中でこれを生か

した何か策といいましょうか、合宿とはちょっと

別に考えて、そんなことのお考えがあるかどうか、

もし市長よろしければお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来対話と連携の不

足を指摘されておりまして、反省をしております

が、ジュニアオリンピックに関しては３月の中旬

開催ということで、なかなか本州地区では雪が温

暖化によって開催できないところもある中で名寄

の優位性を訴えていける大きなチャンスなのかな

というふうに思っていますし、通常であれば宿泊

閑散期だというふうに我々認識していましたけれ

ども、最近は公共事業もあるということでなかな

かそうもなっていないのかもしれませんけれども、

改めてよくここは宿泊に関係する皆さんと膝を交

えてしっかりと協議をしてまいりたいというふう

に思います。

これだけ冬季のスポーツ施設が１カ所というか、

狭い範囲の中で集約されている地域は、全国的に

見ても私は珍しいというふうに思っていまして、
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冬のスポーツの拠点化ということでこれまでもず

っと進めてこられた政策でありましたけれども、

改めてここにきてさまざまな世界大会がアジア、

あるいは日本、北海道で開催をされる機会が多く

なってきていることを鑑みて、東京オリンピック

でのスポーツ庁の設置等も含めて名寄の冬季スポ

ーツ拠点化の可能性をぜひとも模索していきたい

というふうに思っておりますので、今後とも御指

導いただければと思います。よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０６分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市立総合病院内外の動線について外２件を、竹

中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） 御苦労さまです。議長

より指名をいただきましたので、さきの通告に従

って大項目で３点について質問をいたしたいとい

うふうに思います。

大項目の１点目は、市立総合病院内外の動線に

ついてであります。そこで、１点目の院外動線に

ついてでありますが、新たな駐車場が昨年から供

用開始をされておりますが、私の見るところでは

駐車場が満車になっていることはそう多くありま

せんが、現在花園公園の一部を駐車場として利用

していることもありますが、花園公園は新年度に

原状回復をすることとなっているようであります

が、花園で駐車をしていた車が今後は新駐車場に

移ることになりますが、現在の駐車場から中央玄

関への動線表示がありません。駐車場からの院内

入り口までの動線についてどのような認識をされ

ているかお聞かせを願いたいというふうに思いま

す。

２点目の院内整備後の院内動線についてであり

ますが、外来診療科は一定程度固定化されたと思

います。各診療科への動線は、以前よりもわかり

やすくなっておりますが、特に内科における診療

室への動線がわかりづらいのでないかと思います

が、どのような認識をされているかお知らせをく

ださい。

大項目の２点目は、教育行政についてでありま

す。教育行政執行方針では、１つとして確かな学

力を育てる教育の推進、２つとして豊かな心と健

やかな体を育てる教育の推進、３つとして特別教

育の推進、４つとして安全、安心な教育環境の整

備、５つとして信頼される学校づくりの推進を重

点的な取り組みとしています。この５項目に新年

度新たな名寄市としての教育施策、あるいは施策

の拡大についてどのようなものがあるのかについ

てお聞かせを願いたいというふうに思います。

小項目の２点目の少人数学級についてでありま

すが、名寄市だけではありませんが、少子化によ

り１学級の児童生徒数は３５人未満の学級がふえ

てきています。名寄における３５人をオーバーし

ている学級は、何学級あるかお聞かせを願いたい

というふうに思います。

大項目の３点目は、空き家対策についてであり

ますが、２年前の平成２５年９月の定例会で同様

の質問をいたしました。名寄市だけではありませ

んが、少子高齢化、人口の流出など人口の減少に

よる放置無管理家屋がふえております。防犯、防

火上の問題や環境衛生の悪化、安全を確保するた

め一定の措置が必要と考えます。私の居住してい

る町内会にも持ち主が明らかになっている家屋で

も管理がされていない家も見受けられますし、特

に積雪における雪による倒壊で隣接家屋に被害が

及ぶことも見受けられます。安全上の問題もある

わけであります。一昨年の質問から１年半が経過

をしておりますので、現在の空き家についての状

況について把握をされている状況についてお知ら

せを願いたいというふうに思います。
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２点目は、空き家条例についてでありますが、

空き家条例にかかわる進捗状況についてお聞きを

いたします。一昨年の答弁では、国の法案の情報

を見ながらできる限り２５年度末には策定をする

方向と市長の答弁がありました。１年半どのよう

な庁内議論がされたのか、特措法の関係もありま

すが、内容についてお聞かせを願いたいというふ

うに思います。

以上、この場からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 竹中

議員からは、大きな項目で３点の御質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目は教育部長か

ら、３点目は市民部長からそれぞれ答弁をいたし

ますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、市立総合病院の院内、院外の動線につ

いてお答えをいたします。駐車場につきましては、

新館完成後２５５台分の駐車場整備を行い、１２

月１９日から供用開始したことによりまして懸案

事項でもありました駐車場不足が緩和されており

ます。また、院内の入り口につきましては、新館

東側の正面入り口と西側の中央玄関を利用してい

ただいております。議員御指摘の新駐車場からの

動線では、新館西側の中央玄関を御利用いただく

ことになりますが、入り口までの距離が以前の駐

車場より遠くなる部分もあり、初めて利用される

来院者につきましては入り口がどこか迷うことも

想定されたため、２月２８日より中央玄関上部に

入り口表示を設置しております。また、駐車場内

への案内板の設置につきましてもあわせて検討を

行っているところですが、除雪作業の支障となる

ことへの懸念や駐車場完成後３カ月程度しか経過

していないことなどから、今後の来院者の動線を

見きわめながら対応してまいりますので、御理解

をお願いいたします。

次に、院内外来改装整備後の動線についてお答

えをいたします。内科における診察室への動線が

わかりづらいとの御質問についてでありますが、

今回の改修では内科の各診療科へのそれぞれの動

線を確保するため循環器内科、呼吸器内科と消化

器内科、糖尿病・代謝内科の間に間仕切りを設け

ており、また診察室が２室ふえ、血圧、体重測定

の場所を変更したことから、内科受診の動線がわ

かりづらく感じられるものと考えております。患

者さんにとってわかりやすい動線の対応につきま

しては、外来整備の直後ということもあり、迷う

部分も一部見受けられることから、血圧、体重測

定の場所については掲示物による案内の取り組み

と外来スタッフの丁寧な案内に取り組んでおりま

す。今後におきましても患者さんの受診状況を把

握した中でどのような対応が必要なのかも含め、

動線案内について検討していきたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうからは、大

項目２の教育行政について、小項目１の新たな学

校教育施策についてお答えいたします。

新年度に新たに取り組む教育施策として、まず

１つ目は児童生徒の豊かな情操を養うため学校や

市の文化的行事等で市民文化センター大ホールＥ

Ｎ―ＲＡＹの積極的な活用を促してまいります。

例えば各学校では音楽、演劇鑑賞会、合唱コンク

ール、吹奏楽部定期演奏会などや名寄市の行事と

しては小中学校音楽発表会、雨天時の音楽大行進

などで活用できるよう実施の方法、内容等を工夫

してまいります。２つ目は、全国体力・運動能力、

運動習慣等調査における本市の児童生徒の傾向を

踏まえ、体育の授業の工夫改善を図るなど体力向

上の取り組みを推進してまいります。具体的には、

名寄市教育研究所内に設置した名寄市教育改善プ

ロジェクト委員会を中心に体力の向上を図る効果

的な取り組みや家庭、地域と連携した運動習慣等

の改善を図る取り組みをさらに推進してまいりま

す。３つ目は、学校間の連携について、児童生徒

の交流はもとより、指導内容や指導方法等につい



－199－

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

ても十分に連携を図るよう進めてまいります。具

体的には、学校統合による児童生徒についての環

境変化への対応として、例えば学習規律や生活規

律等に関するルール、生徒指導の方針、基準等に

ついて統合対象校間での調整を図ることなどであ

ります。このほか智恵文小学校、智恵文中学校に

おける一貫教育の実現に向けては、小中一貫教育

に関する研修や教育課程の編成等の取り組みを支

援してまいります。４つ目は、読書活動の推進に

ついて、学習指導要領においても言語活動の充実、

探求的な学習など学校図書館が果たす役割が大き

くなっていることから、小学校数校に学校図書館

担当職員、学校司書を先行的に配置し、その効果

を検証しながら配置学校の拡大に努めてまいりま

す。５つ目は、特別支援教育の充実について、教

師のマンパワーだけでは十分な支援が困難な場合

があるため、児童一人一人のニーズに応じた学習

支援の充実を図るため小学校において特別支援教

育学習支援員の増員を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に、少人数学級についてお答えいたします。

文部科学省においては、理解度や興味、関心に応

じたきめ細やかな指導が可能になることから、少

人数学級の導入を進めてきました。平成２３年度

に小学校１年生の３５人学級が法制化され、平成

２４年度には小学校２年生で教職員の加配という

形で３５人学級が導入されることになりましたが、

小学校３年生以上から中学校までは４０人学級が

学級編制の基準となっているのが現状であります。

御質問のありました１学級で児童生徒数が３５人

を超えている学級につきましては、名寄市街地区

小学校４校で１１学級、同じく名寄市街地区中学

校の２校で４学級となっております。なお、その

うち３５人で編制されている学級が８学級、３６

人編制が２学級、３８人編制が２学級、３９人編

制が３学級となっております。また、本市の特別

支援学級を除く１学級当たりの平均児童生徒数は、

小学校で２３人、中学校で２９人となっており、

全国平均の小学校２８人、中学校３３人を下回っ

ている現状にあります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、空き家対策について、小項目１の空き家の現

状について申し上げます。

近年は、人口減少や既存住宅の老朽化、産業構

造の変化に伴い空き家の増加に歯どめがかからな

い現状にあります。総務省が昨年公表した住宅・

土地統計調査の結果では、全国の住宅総数が ０

６３万戸と５年前に比べ３０５万戸、 ３％増加

しております。このうち、空き家戸数は８２０万

戸と５年前よりも６３万戸ふえており、空き家率

が１ ５％と ４ポイント上昇し、過去最高に達

している状況です。また、賃貸用または売却用の

住宅や別荘などを除いたいわば放置された空き家

は３１８万戸に上り、過去２０年間で約２倍に増

加している現状にあります。本市の空き家の状況

については、昨年度町内会長に空き家のアンケー

トを実施しており、住宅総数１万７９０戸のうち

共同住宅、寄宿舎等の６５１戸を除いた専用住宅

１万１３９戸に対し空き家戸数が３５７戸、空き

家率 ５％で、そのうち管理不全と思われる家屋

が８６戸で ８％であります。そこで、現状の取

り組みとして、まず放置され、管理不全になって

いる空き家について個々の家屋の管理実態を把握

する必要からデータベースを設け、現在の家屋状

況を登録する作業に着手をしております。家屋が

適切に管理されているか否かを判断するため、こ

の冬に入ってから対象家屋の家の周辺や屋根の積

雪状態など管理状況を調査し、写真を撮るなどを

含め記録をしております。まだ対象家屋の全ての

掌握には至っておりませんが、随時作業を進めて

いる最中です。今後は、所有者等を特定する作業

など、庁内関係部局との連携も図り、効率的な空

き家対策を進められるようデータベースの整備に

取り組んでまいります。
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次に、空き家条例の進捗状況についてでありま

す。空き家条例につきましては、これまで制定に

向けた作業に取り組んできており、関係者による

勉強会も開き、検討を重ねた経過もありますが、

国が空き家対策にかかわる対策法案を国会に提出

する動きがあったことから、これら動向を注視し

てきたところであります。昨年１１月の臨時国会

において空き家等対策の推進に関する特別措置法

が成立し、この２月２６日には同法の一部が施行

され、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するための基本的な指針が決定されたとこ

ろです。このたび決定された基本指針の主な内容

は、基本的な考え方において所有者等の第一義的

な責任を前提にしながらも、市町村が空き家等対

策を実施することが重要とし、国、道と連携して

推進することとされております。ほかに市町村の

役割として、関係内部部局間の連携と必要に応じ

た協議会組織の整備に着手するなど、まずは特別

措置法第９条第１項で定める調査を通じて空き家

等の所在及び状態を実態把握し、その所有者等の

特定を行うことが重要であるとしています。さら

に、空き家等対策計画の作成を進め、空き家等に

対する行政としての基本姿勢を住民に示し、あわ

せて跡地活用についても検討することなどが必要

とされております。空き家等のうち、放置すれば

倒壊の危険や周辺の生活環境に有害で著しく影響

を及ぼす特定空き家等の該当基準について、所有

者に対して必要な措置を助言指導する段階から最

終的には代執行を行うに至るまでの基本的な手続

に係るガイドラインについては別途５月ごろに定

めるとされております。なお、税制上の措置とし

て、特定空き家等に係る土地については固定資産

税課税標準の特例措置の対象から除外する措置を

講ずる旨が示されております。いずれにしまして

も、空き家等対策に関する施策については、基本

指針で示されているとおり現段階においては空き

家等に関するデータベースの整備等について充実

を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） それぞれ答弁いただき

ましたから、再質問させていただきたいというふ

うに思います。

先ほど松島事務部長のほうから駐車場にかかわ

る動線の扱いについて答弁いただきましたけれど

も、実は２回ほどこういう事例が見受けられたの

です。新駐車場の西側のほうから車道を歩いてく

る婦人がおられました、６条側に向かって。どこ

へ行くのかなというふうに見ていましたら、中央

玄関に入っていったのです、東側の正面玄関に。

ということは、中央西側の玄関がわからないとい

うことだと思うのです。あそこは、人通るような

状況になっていませんから、非常に危険だという

ふうに思うし、特に冬は滑る状況もあって、私は

先ほど答弁ありましたように冬期間の除雪の問題

で駐車場内に標識設けるというのは大変な問題が

生じるかなというふうには思っていますが、私の

考えとしてというか、これは提案でありますけれ

ども、駐車場の南側、病院側の柵付近に北に向け

て標識をつけるということだったら、これはでき

るのかなというふうに私思っているのです。そう

いうことがなぜもう少し早くできなかったのかな

というふうに私は思っていまして、駐車場内確か

に歩道つけることによって駐車場台数も減るわけ

ですから、それはする必要もないかもしれません

が、そういう取り扱いの方法もあるというふうに

思うのですが、その辺の扱いについてどのような

考え方お持ちか、ちょっとお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 今御

指摘の件も含めまして、最初の今指摘されたケー

スというのは恐らく、２月２８日に玄関の正面に

西側にもつけましたので、もしかしたらその前だ

ったのかもしれませんけれども、いずれにしまし

てもわかりやすい部分についてはこれからも工夫

いたしますとともに、御提言のありました件につ
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きましてはちょうど駐車場完成が冬場だったとい

うことでまだ雪が少し残っております。雪、降雪

が完全になくなってから少し様子を見まして議員

からのいわゆる南側の部分の案内標識、それと動

線を踏まえて少し調査をさせていただきまして、

雪解けの４月ないしは５月に再度提案も含めて検

討させていただきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 調査も含めてというこ

とでありますが、中身的には標識を立てたほうが

非常に親切な中身になるだろうと思いますから、

そういう方向で進めていただきたいというふうに

思います。

もう一点、先ほど花園公園の話もしましたが、

新年度で原状回復をするということになっていま

す。先ほど２５５台でしたか、の駐車スペースが

あるというふうに答弁ありましたけれども、花園

が閉鎖をすることによって新駐車場に回っていく

ことになると思うのですが、現状花園公園の駐車

場封鎖することによって周辺の道路に影響がない

のかどうなのか、満車になってしまって周辺道路

に影響ないのかどうなのか、その辺の考え方とい

うか、今後の流れについてどのように思っている

か、ちょっとお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 今御

指摘ありましたように、花園公園につきましては

工事中ということだったものですから、春先まで

ということで今想定をしております。主に今ここ

の利用者は、比較的職員が多くなっておりまして、

来院者、外来の患者さん等につきましては新しい

駐車場の部分と、それから正面の東側の調剤薬局

の前ですか、あそこが主な利用になっているのか

なと思っております。これから融雪期を迎えまし

て、職員には今でも２キロ以内の方は徒歩等でと

いうことでお願いをしておりまして、引き続きそ

のお願いを徹底するとともに、夏場は自転車等を

利用いただくとともに、また冬期間については以

前からも一部活用をお願いしておりましたので、

そこのところも含めて全体的な台数は調整してい

きたいなと。あと一部路上駐車、路駐、そこの部

分も含めて完全な対策というのはなかなか難しい

のですけれども、周知徹底を含めてできるだけの

対応はしてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今路駐の話もありまし

た。これは、私の思っている中身になってくるの

かと思うのですが、花園の駐車場が閉鎖をするこ

とによって恐らく状況的には路駐がふえるのかな

というふうに思っています。昨日ちょっと定期健

診に行きましたら、８時半で実は新しい駐車場満

杯になっていました。花園も満杯でした。とめる

場所が新精神科の北側に若干ありましたから、と

めましたけれども、その前に今病院事務部長言い

ましたように病院の南側の８丁目と言ったらいい

のでしょうか、あそこに何台か車がとまっている

のです。これが患者さんのものなのか職員のもの

なのかわかりませんけれども、あそこの住民から

いろんな指摘が恐らく冬期間特にされていると思

うのです。あそこは交差できません、置かれると。

そういう意味からすると、非常に危険度も高くな

るということも含めて今後そのような、あそこに

カラーコーン置いてあるのです、駐車禁止の。そ

れでもとめるのです。もしこれが職員だとしたら、

大きな問題だというふうに思いますが、その辺の

職員への確認、周知についてどのように考えられ

ていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 南８

丁目の御指摘の件につきましては、定期的に巡回

の見回りですとか、朝の会議等を通して職場周知

はしているところなのですけれども、完全になく

ならないというのは大変申しわけないといいます

か、引き続き周知徹底を図っていかなければなら

ないのかなと思っております。また、冬期間は通
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常の年であればあそこはとめないのですけれども、

ことしは雪が少なかったということもありまして、

例年より早くとめているのが一部にあるというの

は御指摘のとおりかなと思っております。全体の

駐車場整備が終わった段階で周辺も含めて駐車禁

止区域の見直し等につきまして、周辺の町内会か

らも要請されておりますので、それとあわせまし

て所管の市民部とも協議をしながら周辺の駐車場

対策、あるいは駐車禁止も含めて対応を検討して

まいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 理解をしませんが、考

え方わかりました。

それともう一つ、実は新駐車場から救急西口入

り口というのですか、のところに向かう通路が１

カ所広くあるのですけれども、ちょっと西にずれ

ていてカラーコーンを置いていますが、ことしの

場合ですと雪が少ないから柵を渡っていけるとい

う状況なのですが、ただ救急入り口の標識はある

のですが、西に向いているのです。駐車場側に向

いていないのです。夜は電気がつくからわかるの

ですが、昼間、土日、祭日の救急に自家用で行か

れる方の動線がどうも見当たらないというか、あ

そこの標識も私向きを変えるべきではないかとい

うふうに思っているのですが、その辺の考え方あ

ればお聞かせ願いたい。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 今御

指摘の件は、柵を取り外している部分についても

冬期間の除雪ということでまず御理解をいただき

まして、救急に入る動線の入り口につきましては

障害者駐車場のところに斜めの部分はつくっては

あるのですけれども、冬期間ということで少し見

づらいといいますか、見えなくなっている部分も

ございます。また、救急の入り口の表示につきま

しては、雪が解けて４月から５月にかけて全体的

な案内配置の見直しをする中で提案のありました

件につきましても一緒に検討してまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） そのように進めていた

だきたいというふうに思います。

今ちょっと気になった身体障害者の駐車の件で

ありますけれども、実はいつ行ってもあそこ、そ

ういう方がたくさんいるのかどうかはわかりませ

んが、健常者も含めてとめているような気もしな

いわけではないです。常に満杯という状況です。

中央玄関入り口に近いということもあってとめや

すいのかもしれませんが、障害者のための駐車場

ですから、標識だとかなんとか、下にはあります

けれども、それは冬期間わかりませんから、そう

いう取り扱いができるかどうかも含めてちょっと

考えたほうがいいのかなというふうに思いますが、

このことについてどうお考えでしょう。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 現在

新しい駐車場の中には、院舎側の南側に７台障害

者の駐車場を確保しておりまして、御指摘のよう

に結構混んでいるといいますか、満杯のことがた

びたびございます。春先の調査にあわせまして利

用者の声を聞くなり、あるいはこの７台で十分な

のかどうかも含めまして、さらに拡充するスペー

スがあるのかも含めまして御理解をいただきたい

なと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 駐車場の扱いはそのぐ

らいにさせていただいて、院内の動線の扱いであ

ります。先ほど答弁いただきまして、もとの循環

器、呼吸器の受付のそばに血圧測定、体重測定あ

ったのですが、今度は消化器側から回らないと、

受付のところから回らないと入れないという状況

です。きのう行ったら、図面ありました。張って

ありましたが、ほとんど患者さん見ないです。本

当に見ないです。きのうも実は見ていましたら、

体重と血圧はかってください、場所わかりますか、

いつも来ているような方に見受けたのですが、わ
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かりますと言ってそのまま入る気したのです。そ

したら、受付の方が違いますと、回って入ってく

ださいという、そういう指示がございました。受

付の中に壁つくって直接入れないようになってい

ますから、もう少しあそこに行くわかりやすい方

法、私、おまえどういうふうに考えていると言わ

れたら、ちょっと答えが出てきませんけれども、

もう少し表示の仕方も含めて私は考えたらいいの

かなというふうに思っていますし、患者さん混雑

するとますますわかりづらいというか、行きづら

いというか、そういう状況のつくりに結果的にな

ったのだろうと思いますが、そういうこともあり

ますから、循環器、呼吸器科と消化器、糖尿、そ

して代謝内科の動線の扱いについてももう少し研

究していただいて考えていただければというふう

に思いますので、その辺についてはできる限り早

い時期に改良改善を求めておきたいというふうに

思います。

次に、大項目の教育行政についてでありますけ

れども、先ほど小川部長のほうから答弁がござい

ました。１つは、少人数学級、３５人学級の取り

扱い、ことしが３年目になるのですが、中身的に

そう多く４０人超えているクラスはないというこ

とですが、順次持ち上げていってということにな

っても数年かかるわけです、結果としては。それ

で、特に昨年の９月の中身で近年困り感のある児

童生徒がふえてきたという、そういう答弁もあり

ました。そういう意味からすると、少人数学級を

つくって目配りができる、そういう学級にするこ

とが私は一番いいのではないかというふうに思っ

ていますが、これは単費での取り扱いもしなけれ

ばなりませんから、早急にはならぬかもしれませ

んが、３５人学級の扱いについて今後の考え方等

あればお聞かせを願いたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ３５人学級の今後の

考え方ということでありますけれども、今議員か

らもありましたように近年学校においてはいじめ

や不登校問題など生活指導面での課題が複雑化、

多様化していたり、特別な支援を必要とする児童

生徒が増加している状況であることは認識をして

おります。また、教職員についても業務量の増加

に伴い子供たちと向き合う時間を確保することが

困難な状況になってきていることも考えられてお

ります。このように学校が抱える課題に適切に対

応していくためにも、少人数学級の導入などは効

果的なものであるというふうに考えておりますが、

本市においてはさきにお答えしたとおり１学級当

たりの児童生徒数も全国平均を下回っている状況

にあり、また指導工夫改善、加配教員を活用した

少人数指導授業にも取り組んでおりますので、３

５人学級の拡大に向けた特別な対応については現

在のところ大変難しい状況にあるし、行うという

ふうな考えではないというふうに御理解をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 全国平均の話しされま

すと、何もできません。中身的には、単独でどれ

だけ子供の教育の環境をよくするかということが

一番重要だというふうに私は思っていますので、

そういった意味では今後少人数学級にかかわる新

たな施策について庁内での議論を進めていただき

たいというふうに求めておきたいというふうに思

いますが、１つ気になるのが豊西小学校廃止にな

って統廃合、南小学校と一部西小学校に入って新

年度西小学校に教室をふやすという状況に実はな

っています。結果的に、そのことによって３５人

学級が４０人学級超えてクラスがふえるというこ

とになるのだろうというふうに思うのです。そう

いう意味からすると、これは今後どのような流れ

になっていくかは別にしても、少人数学級にする

ことによっての校舎の拡大ということもあるかも

しれませんが、先ほど言いましたようにもう少し

少人数学級のことについて考えていただくという

ことが重要だと私は思っていますので、そのこと

について求めておきたいというふうに思っていま
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す。

次に、特別支援にかかわって実は昨年の３定で

話をしましたが、ちょっと聞くところによります

と、特認校であります智恵文中学校に要支援とい

うか、必要な生徒が入るという話を聞きましたが、

特認校だけに教員が多くいません。そういった意

味からすると、教職員の負担がかなり多くなるの

かなというふうに思っていますが、この支援を必

要な生徒がどのぐらいふえるのか、何人ぐらいに

なるのかについてわかればお知らせを願いたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員のお話があり

ましたとおり、新年度特別支援学級に入る子供が

増加するという話は聞いております。ちょっと今

手元に正確な人数を持っていませんので、後ほど

お示しをさせていただきたいというふうに思いま

すけれども、特別支援学級に子供がふえますと学

級数だったり、障害なり人数に応じて先生が配置

される状況がありますので、そういったものの推

移を見ていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） ということは、４月以

降、３月の末で一定程度わかるのだろうと思いま

すが、先生の配置だけでは私はとどまらないのか

なというふうに思っていまして、特別支援員の配

置も私は考えるべきかなというふうに思いますが、

その辺の考え方あればお聞かせ願いたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 学習支援員の配置の

関係でありますけれども、名寄市におきましては

小中学校に在籍をする児童生徒が学習面や生活行

動面で特別な配慮を必要とする児童生徒の学校生

活を支援するため特別支援学習支援員を配置をし

ているところであります。主な業務としては、１

つには通常の学級での学習活動における指導、支

援の補助、２つ目には児童生徒が不適応状況を示

した場合の安全確保、３つ目は特別支援教育コー

ディネーターの補助などとなっております。平成

２０年度から本市において実施をしているところ

でありますけれども、今年度２６年度においては

現在１７名ということで、この間毎年増員をして

いるところであります。中学校における学習支援

員の配置でございますけれども、近年特別支援学

級による指導の対象者が増加していることと通常

の学級に在籍する困り感のある児童生徒の教育的

対応をますます求められている状況があることか

ら、本市においてもこの制度が導入されて７年が

経過しているということであります。先ほどちょ

っと言いませんでしたが、今小学校だけにしか配

置をしていませんので、７年が経過しているとい

う状況がありますので、子供たちも成長に伴って

中学生になっている状況となっています。中学校

への導入につきましても、その必要性を検討しな

がら、小学校へ配置している仕方と同様な配置の

あり方でよいのかどうかも含めて、各学校からも

要望も来ておりますので、状況を把握いたしまし

て学校との協議をして今後検討してまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 特別支援にかかわって

７年と言いましたけれども、名寄はその３年前か

ら実は指定を受けてやってきてもう１０年になる

のです。結果的に小学校で支援を受けていた子供

たちが中学校に上がって、上がったからといって

支援が必要ないとは私は思えないのです。中学校

に上がっても私は必要だというふうに思っている

から、この間支援員どうなのですかというふうに

私は言っているのです。そういうことも含めて人

数が少ないからということではなくて、どうその

子を育てるために支援をするかというのが私は重

要だと思っていますから、そういうことも考えて

今後中学校への支援員の配置について議論を進め

ていただきたいというふうに思います。

教育の扱いについては、若干新たな施策につい

ても何点か述べられました。文化教育、あるいは

体育推進等々含めて今以上に大きな施設もできま
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すし、音楽発表会あたりはスポーツセンターでも

やられたりということで余り環境はよくなかった

のですけれども、今後は環境よくなるだろうとい

うふうに思いますから、そういった意味では大い

に進めていただくのと学校間交流もより一層いろ

んな面で進めていただければというふうに思いま

すので、より一層の強化を求めておきたいという

ふうに思います。

３つ目に、空き家対策の扱いでありますけれど

も、特措法の関係でというふうに言われて、一昨

年から１年もしないで条例の中身は恐らく庁舎内

では議論はしていなかったのかなというふうに思

っていますが、私の解釈が間違っているとしたら

訂正をいたしますが、特措法ができたからといっ

て条例がつくれないというわけではないと思うの

です。それは、特措法の枠を超えなければいいと

いうことだけの話で、そこの中身については私は

議論を今までしておくべきだったというふうに思

っています、できるかできないか別にして。途中

でやめたということは、非常に私はいかがなもの

かなというふうに思っています。先ほど空き家の

戸数も話されました。３５７戸と言いましたか。

危険家屋が８６戸。一昨年の答弁では、空き家が

４９戸ふえていて危険家屋が２戸ふえているので

す。この間この１年半の中で空き家が解体された

数というのを押さえられているとしたら、ちょっ

と教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 一昨年からこの間に

解体処理された家屋の数ということなのですけれ

ども、町内会のアンケートが終わってからのトー

タルということなのですけれども、倒壊した家屋

は７軒ございました。これは、全て処理がされて

おりまして、１軒を除いて親族など関係者によっ

て処分をされて現状は更地となってございます。

ただ、２５年９月に質問をいただいたときにはこ

の７軒ではなくて、当時３軒ということで申し上

げておりましたので、この７軒とこの３軒は重複

しておりますので、その後の倒壊の家屋について

は４軒ということになっておりますので、それと

危険家屋がその当時８４軒ということで申し上げ

たのですけれども、内容を精査した結果８６軒に

変わったと、こういうことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） どうも数字が行ったり

来たりで見えないところもあるのですが、解体数

非常に少ない状況ですが、通常の危険家屋以外の

解体もかなり行われているというふうに思います

が、前回の質問した中で答弁として実は空き家の

調査や、あるいはリスト作成、あるいは空き家マ

ップ等々含めて進めるというふうに、そういう答

弁がされました。先ほどの答弁ですと、今データ

ベースつくっている最中ですと。非常に遅いです、

動きが。一昨年の答弁ですと、データベースと言

われないまでも一定の数字が調査をされてデータ

ベースにすぐ載せられるような、そういう状況に

私はあのときの答弁を聞いているとなっていても

不思議ではないというふうに思っていますが、確

かに職員もそう多くはないですから、１戸１戸調

べるの大変でしょうけれども、その辺の流れとい

うのはどういうふうになっているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 現在雪のある時期に

ということで職員が１軒１軒回って写真を撮影し

たり、現地の調査を外観からですけれども、やっ

ている最中になっております。空き家等対策の推

進に関する特別措置法、これが昨年の１１月に公

布をされまして、ことしの５月以降完全施行され

るという流れになっております。この法律の施行

によりまして、基本的には市町村における空き家

対策の条例の制定の必要性はなくなったというふ

うに認識をしております。したがいまして、今後

は法令による空き家の対策を推進することになり

ますけれども、例えば固定資産税の軽減措置の対

象外家屋、いわゆる特定空き家を認定する協議会

組織や何かの立ち上げが必要であることから、こ
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れは協議会設置のための条例等が必要になってく

るのではないかということになります。いずれに

しましても、５月にガイドラインが国のほうから

示されないとちょっと身動きがとりづらい状況だ

ということでございまして、確かに御指摘のよう

に動きが遅いのかもしれませんけれども、鋭意、

担当がいるわけではないですけれども、みんなで

協力しながら対応してまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） これ以上話してもどう

も進まない、質問しても進まないようであります

が、私はまたガイドラインの話があってどうも国

の動きだけで、国の動きがないと動けないという

ような状況に今なっているのかなというふうに思

っています。ですから、条例をつくって一定のデ

ータベースつくっておけば、そのほうが早く私は

動けたのではないかというふうに思っていまして、

こういう質問させていただきました。現状は、今

回の特措法は国交省ですか、それで総務省や何か

の扱い、金の手当ても含めて一切まだ見えていな

いのだろうと思うのです。そういう意味からする

と、危険家屋を代執行してもにっちもさっちもい

かないというか、そういう状況に私はなるのかな

というふうに思っていまして、こんなところの流

れについては今後の法律の上がりによって変わっ

てくるのだろうと思いますが、ただ特措法の網か

ら外れたものについてどういう扱いにするのかと

いうのがちょっと気になるところでありまして、

その辺の考え方もしあればお聞かせを願って私の

質問終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 財政的な措置、これ

は国交省、さらには総務省のほうからそれぞれ通

知が来ているところであります。このたび２月２

６日に基本指針が示されておりますけれども、特

別交付税で措置をするというような表現も一部あ

るのですけれども、具体的には決まっていない状

況です。いずれにしましても、名寄市としては地

域の安全、安心を守るという立場で管理不全の空

き家につきましてはこれから雪の解ける時期を迎

えて雪の害のおそれもあることから、放置するこ

となく、所有者等に連絡をとるなどしてしっかり

とした対応が必要だと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 特措法の関係で総務

省のほうからの財政支援については、先ほど三島

部長が言いましたデータベース化については一部

特別交付税で財源措置をしたいと。それで、問題

は、今議員がおっしゃったように解体したときに、

代執行したときにその費用はどうなるのだと、こ

ういう話です。これについては、国の考え方につ

いては個人財産についての危険家屋になったとき

の解体費用については基本的にはその所有者もし

くはその親族の方々に負担させるべきということ

であります。問題は、特定空き家かどうかについ

ての該当判断基準については国のほうから示して

きますので、それに基づいて立入調査を拒んだり

妨害したときについてはいわゆる過料を徴収する

と、そういう力の行政も含めて危険空き家をこれ

以上ふやさないという観点であります。問題は、

先ほど条例の制定が必要かどうかについては全国

一律に網をかけた法律が施行されましたので、そ

れを緩和する場合であるとか、それらについては

一定の裁量があるものと理解していますけれども、

緩和してしまうと逆に国の求めている危険空き家

をなくすという部分から見ると状況が変わります

ので、名寄市としては現時点ではガイドラインを

確認したいと思っていますけれども、その後につ

いてはできるだけ国の法律にのっとってやりたい

と。課題になると思うのは、地方であればあるだ

けお子さんたちが都市部のほうに移転されて空き

家になったものが出てくることと、もう一つは高

齢者の皆さん方が一定の年齢になったときに老人

福祉施設のほうに行った場合にまだ使えるうちか

もしれないけれども、それが空き家になって残っ



－207－

ていると、それが年数経過すると危険家屋に変貌

すると。そういう面では写真を撮ったり、それも

できれば冬の状態と夏は草ぼうぼうになっている

状況の写真も撮ってデータベース化をするという

ことを今一生懸命やっておりまして、その後につ

きましては案内であるとか周知であるとかも含め

て、個人通知も含めてしっかり現場のほうでは対

応させるようにしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で竹中憲之議員の

質問を終わります。

名寄市農業の発展のために外１件を、山田典幸

議員。

〇４番（山田典幸議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、これよりさきの通告に従いまし

て、順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、名寄市農業の発展のた

めに、小項目１、国の農政改革に対する当市とし

ての考え方について伺います。現在国内全体の農

業情勢は、農業生産額、農業所得の減少、農業従

事者の高齢化、耕作放棄地の増加などさまざまな

問題を抱えています。これらの現状と農業の持つ

潜在力を踏まえ、政府では農業の成長産業化を実

現させるべく農林水産業・地域の活力創造プラン

に基づく農政改革が行われているところでありま

す。この改革プランでは、産業政策と地域政策を

車の両輪として輸出促進を初めとする国内外の需

要拡大、６次産業化の推進による付加価値の向上、

生産現場の強化、農業の持つ多面的機能の維持、

発揮、以上４つの大きな柱で取り組みを進め、１

０年間で農業、農村全体の所得を倍増させ、農産

物の輸出額を１兆円とすることを目指した強い農

業、攻めの農業を展開することとしています。農

業の活性化、成長産業化に向けて期待のできる政

策も打ち出されておりますが、その一方で現場の

実態と乖離した政策に対し危惧する声が上がって

いるのも現実です。既に経営所得安定対策を含め

た米政策の見直し等実行に移されている政策もあ

りますが、現在国の進める農政改革に対する評価

とあわせ、地域農業の発展に向けての当市として

の今後の取り組みについて考え方を伺います。

次に、将来の地域農業のあるべき姿について伺

います。前段申し上げた国内農業全体の状況はも

とより、地域農業においても農家戸数の減少、高

齢化、また近年では異常気象に伴う農作物被害な

どさまざまな問題が山積しています。これらの問

題の解決に向けてはもちろんですが、これからの

若い担い手が将来に希望を持って取り組むことが

できる、そして次の時代を担う子供たちにとって

魅力のある地域農業にしていくためには、将来の

地域農業のあるべき姿、方向性、ビジョンを明確

に定め、行政と関係団体、そして農業者が共通認

識を持って進んでいくことが今何よりも求められ

ているのではないでしょうか。このことについて

行政としてどう考え、今後どのように取り組んで

いくのかお伺いしたいと思います。

大項目２点目、子供たちの未来のために、小項

目１、地域資源を生かした教育の推進についてお

伺いいたします。地域の宝である未来を担う子供

たちが夢と希望を持ち、心身ともに健やかに成長

していくことは、我々大人にとって共通にして最

大の願いであります。名寄市においては、子供た

ちの学力向上、豊かな心と健やかな体の育成に向

けて地域の恵まれた自然環境、充実した施設設備、

多様な人材などを活用し、地域の特色を生かした

さまざまな教育活動が学校、地域、家庭の連携の

もとで行われていると認識をしていますが、現在

までの取り組みの成果と課題について、あわせて

今後より一層の推進に向けての考え方についてお

知らせを願います。

次に、教育都市名寄として目指すべき姿につい

てお伺いいたします。当市は、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校、そして名寄市立大学を抱える

教育都市であり、将来の地域を支える人材を育て

る大きな役割と責務を担っています。まさにまち

づくりは、人づくりそのものであると言えます。

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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教育都市宣言を掲げている名寄市として目指すべ

き教育の姿、理想とする教育のあり方について、

ここでは学校教育という視点においての御見解を

お伺いいたしまして、壇上からの質問とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で２点について御質問をいただいております。

大項目の１は私から、大項目の２は教育長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、名寄市農業の発展のために、

小項目の１点目、国の農政改革に対する当市とし

ての考え方について申し上げます。国におきまし

ては、食料・農業・農村基本計画に基づき５年に

１度農政を総合的かつ計画的に講ずべき施策を定

める基本計画を定めることとしており、平成２６

年度が現計画の最終年に当たることから、新しい

計画を平成２７年３月までに策定するとしており

ます。この間平成２５年５月に内閣総理大臣を本

部長とする農林水産業・地域の活力創造本部を設

置し、農林水産大臣を本部長とする攻めの農林水

産業推進本部での検討や産業競争力会議、規制改

革会議の議論を踏まえ、平成２５年１２月に農林

水産業・地域の活力創造プランが取りまとめられ

ました。同プランにおいては、国内外の需要の拡

大、農林水産物の付加価値の向上、多面的機能の

維持、発揮、生産現場強化の４本の方針が示され、

その方針のもと農地の中間管理機構の創設、経営

所得安定対策の見直しなどが進められたところで

あります。国の主な主要施策に基づき具体的な取

り組みといたしましては、１つ目に輸出促進、地

産地消、食育の推進では、昨年１１月に沖縄県で

開催された大交易会に名寄の生産団体や加工業者

が参加して東アジアや国内のバイヤーとの商談を

通じて海外輸出への足がかりが図られており、本

年４月からは香港そごうで開催される日本食品フ

ーズに名寄産アスパラやスイートコーンの出展に

向けて準備が進められ、新たな可能性が広がって

おります。今後は、名寄産農産物のブランド化も

重要な課題となります。６次産業化の推進では、

名寄市内では農産物の付加価値化として加工、販

売まで手がけている生産者が創意工夫した取り組

みが行われております。地元農産物を生産者みず

から６次産業に向けた取り組みを推進するために

は、生産、加工、技術、経営、マーケティング等

多様な技術と知識が必要になります。これらを支

援する多様な支援措置が講ぜられており、生産者

への情報提供を含めて推進してまいります。農地

中間管理機構の活用等による農業構造改革と生産

コストの削減では、名寄市では昨年８月に募集区

域の設定に関する意見書を提出し、９月に公募を

行いましたが、当市への公募はありませんでした。

本年２月に開催しました地区別懇談会では、１０

年間の賃貸借やその後の対応において名寄市での

農地集積の現状としては売買が基本になっており、

使いづらい制度となっているなどの御意見をいた

だいているところであります。今後より有効な制

度となるよう、改正要望などを含めて検討してま

いります。経営所得安定対策の見直し及び日本型

直接支払制度の創設では、経営所得安定対策では

基本的な枠組みは維持されておりますが、米の直

接支払交付金の将来的な廃止や飼料米においても

販売先の確保、品種の選定、新たな機械設備の必

要性など課題も多い制度となっております。多面

的機能支払交付金事業は、昨年１０月に農地・水

保全管理支払交付金から制度移行され、農地維持

及び資源向上取り組み支援により施設の長寿命化

への効果が期待されております。名寄市としては、

国の施策で有効活用できるものは積極的に取り組

んでまいりますが、地域実情を考慮して制度改正

について要望等も含め、関係機関、団体と連携し

ながら取り組んでまいります。

次に、小項目２の将来の地域農業のあるべき姿

について申し上げます。農業者の高齢化、担い手

不足の中で耕作放棄地や遊休農地の発生が懸念さ

れており、今後においても優良農地の確保と耕作
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放棄地の解消や農地の流動化施策、担い手対策で

は新規就農者への対策、後継者対策、花嫁、花婿

対策などを一体的に検討する必要があると考えて

おります。この間名寄市農業の推進に当たっては、

新名寄市農業・農村振興計画の確実な推進が重要

であり、その方向性で各種取り組みを行ってきた

ところです。国の食料・農業・農村振興計画の見

直しが行われる中で今後５年間の基本方針が打ち

出されることとなります。新名寄市農業・農村振

興計画の後期実施計画は４年目を迎えており、農

業、農村を取り巻く環境も変化しており、地域の

特性と財産を生かした持続可能な農業を目指して

平成２７年度においては第２次新名寄市農業・農

村振興計画の策定に向けて生産者、関係機関の意

見集約や調査を行っていくこととしており、さま

ざまな御意見をいただきながら今後の名寄市農業

の推進施策に向けて検討してまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 大項目２の子供たちの

未来のためについて、小項目１の教育資源を生か

した教育の推進について最初にお答えいたします。

地域の教育資源とは、例えば名寄市では変化に

富んだ四季を持つ自然環境や健康の森、道立公園

等の野外施設、スキー場、カーリング場等のスポ

ーツ施設、市立天文台、北国博物館、市民文化セ

ンター大ホールＥＮ―ＲＡＹ等の文教施設、さら

には地域の多彩な人材などであると認識しており

ます。また、地域の教育資源を活用する目的は、

学校教育や社会教育においてこれらを生かして体

験的な学習を行うことによって学ぶことの楽しさ

や成就感を体得させること、子供たちに主体的に

学習に取り組む態度を身につけさせること、自然

を大切にする心や郷土を愛する心を育てることな

どであります。これまでも本市では、地域の教育

資源が持つ意義を踏まえ、名寄市教育改善プロジ

ェクト委員会の教育資源等の活用に関する研究グ

ループにおいて地域の教育資源を効果的に活用し

た取り組みを推進し、活用事例集等を作成してま

いりました。今年度は、地域の人材や移動式天文

台車を活用した取り組みなど地域の教育資源を活

用した新しい取り組みが１７事例、地域の公園や

廃棄物処理施設を活用した取り組みなど昨年度作

成された実践例を参考にした取り組みが１１事例

報告されております。例えば自然を活用した取り

組みとして、理科では土地を砂や泥からできてい

て層をつくって広がっていることを理解させるた

め、地域の土取り場を活用して地層を観察してお

ります。生活科では、身近な自然に関心を持たせ、

探求心を高めるため、身近な公園などを利用して

植物や昆虫の生態に触れる学習を行っております。

人材を活用した取り組みとして、道徳では奉仕の

心を育てるために東日本大震災の復興支援ボラン

ティア活動を行った方から体験談を聞いておりま

す。音楽では、我が国の伝統や文化についての理

解を深めるため、地域の方の琴の演奏を鑑賞して

おります。施設を活用した取り組みとして、理科

では星には色の違いがあることについて理解させ

るため、移動式天文台車ポラリスⅡ号を活用して

星を観測しております。社会科では、廃棄物の処

理について調べるため炭化センター等を訪問し、

施設見学や聞き取り調査をしております。このよ

うな取り組みを通して子供たち一人一人に進んで

学習しようとする態度や郷土を愛する心を育むこ

とができたなど、成果が上げられているところで

ございます。一方、課題としては、子供たちは体

験したことを適切にまとめたり、わかりやすく説

明するといった言語に関する能力の定着がまだ十

分と言えない状況でございます。したがって、学

校はこのような子供たちの実態に応じて書くこと

や話すことなどの言語活動の一層の工夫改善を図

ることが重要と考えております。教育委員会とい

たしましては、これらの成果と課題を踏まえて子

供たちが主体的に学習に取り組む態度を身につけ

させるため、各学校が教育活動の全体を通して地
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域の教育資源の活用の工夫改善に努めるよう促し

てまいります。さらに、新年度は名寄市教育改善

プロジェクト委員会の取り組みを中心に、市民文

化センター大ホールＥＮ―ＲＡＹの効果的な活用

の促進に努めてまいります。

大項目２の子供たちの未来のためについて、小

項目２の教育都市名寄として目指すべき姿につい

てお答えいたします。学校教育関係にかかわって

お話を申し上げたいと思います。現在我が国にお

いては、学習指導要領に基づき学校や児童生徒等

の実態を踏まえ、知、徳、体の調和のとれた生き

る力を育むという理念のもと社会全体で子供を育

てる教育が求められております。このような中、

本市においても名寄市民憲章、教育都市宣言、新

名寄市総合計画の中で生きる力を育むという理念

を反映させており、これらの憲章や宣言、計画等

で示されている目標や内容、事業等そのものが教

育都市名寄として目指すべき姿であり、理想とす

る教育のあり方であると捉えております。このよ

うなことから、教育委員会においては名寄市民憲

章、教育都市宣言、新名寄市総合計画等、子供た

ちの学力や体力等の状況を踏まえ、名寄市学校教

育推進計画及び名寄市教育行政執行方針を策定し、

学校経営の方針や学校教育活動の重点など本市の

学校として進めていただきたい取り組み等を示し

ております。とりわけ教育行政執行方針では、名

寄市の子供たちの実態を踏まえ、生きる力を育て

るために学校と家庭、地域が一体となった教育活

動の推進を目指し、確かな学力を育てる教育の推

進、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進、

特別支援教育の推進、安全、安心な教育環境の整

備、信頼される学校づくりの推進の５つの今日的

な教育課題を踏まえた重点的な取り組みを示して

各学校での教育活動の充実を図るようお願いして

いるところでございます。これまでの名寄市の子

供たちの教育の主な成果と課題につきましては、

確かな学力の育成にかかわっては全国学力・学習

状況調査の結果から基礎的、基本的な知識や技能

の定着が図られている状況が見られましたが、考

えたことをまとめ、あらわす力などを身につけさ

せることや家庭での学習習慣の確立を図ることな

どが継続的な課題となっているところでございま

す。今後も授業改善と望ましい生活のリズムの定

着を車の両輪と位置づけて、学力向上の取り組み

をさらに推進してまいりたいと思っております。

また、豊かな心の育成にかかわっては、いじめ問

題の実態把握及びその対応等状況調査から、いじ

めはいけないことであると思うと回答する児童生

徒が徐々にふえてきておりますが、まだ１００％

ではありません。いじめの根絶に向けては、教育

委員会及び全小中学校において定めているいじめ

防止基本方針並びにいじめ防止等対策組織に基づ

いて取り組みを強化してまいります。また、健や

かな体の育成にかかわっては、全国体力・運動能

力、運動習慣等調査の結果から投力にすぐれてい

る子供たちが多い反面、その他の体力、運動能力

では課題も多く見られております。今後は、体育

の授業改善を図る取り組みや家庭と連携して運動

習慣等の改善を図る取り組み等をさらに推進して

まいります。全ての子供たちに確かな学力、豊か

な心、健やかな体などの生きる力を確実に育むこ

とが家庭や地域の願いであり、教育の使命であり

ます。このような市民の皆様の期待と信頼に応え

るため、今後とも名寄市教育改善プロジェクト構

想をさらに充実発展させ、教育委員会、学校と家

庭、地域が一体となった教育の推進に努めてまい

ります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきまして、ありがとうございます。それでは、

順次再質問のほうをさせていただきたいと思いま

す。

まず、農政改革、農業の関係を先にさせていた

だきたいと思います。このことに関しては、一議

員というよりも今回一農業者として発言をさせて
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いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。今大きく農政改革進んでいる最中でご

ざいますけれども、それぞれ御答弁いただいた中

身で、市としてもその施策に乗って例えば輸出の

部分ですとか、あと６次産業化、これは既にもう

取り組まれていることと思います。そのあたりは、

随時国の施策注視しながら、また昨年、今年度も

含めていろいろな動きの中で農協との連携の中で

の動き、特に農産物の輸出等はこの先どんどん広

がっていく可能性があるかと思いますので、推進

のほうより強力によろしくお願いしたいと思いま

す。

そういった部分では、国の農政改革、輸出の促

進という部分、また６次産業化という部分では評

価できるものではないかなというふうに思います

けれども、例えばここ１０年間で所得を倍増、そ

して輸出額を１兆円にするということなのですけ

れども、依然先行きが見えないＴＰＰの参加の問

題も含めて、輸出が今の倍で約１兆円だというこ

とでありますから、仮に倍の１兆円になったとし

ましても、ＴＰＰに参加をすると、そして政府の

試算どおり国内農業生産が３兆円減少したとすれ

ば、当然輸出だけでは埋め合わせはできないとい

う単純計算になりますし、また所得倍増というこ

とでいきますと、名寄市の場合農業産出額という

ことでは今約９０億円程度と、これも単純計算で

ありますけれども、１８０億円要ると、どうもや

はりこれは現実的ではないなと。府県等では、あ

る程度近づく部分もあるのかもしれませんけれど

も、これは本当に農業者サイドとしても正直倍増

まで要らないと、今の５割増しでも御の字だとい

う、そういった声もやはりこれは現実としてある

わけで、そういう意味では現場の声がなかなか、

これは私ども地方議員にもそういった役目課せら

れていますので、なかなか国に地域の現状が届い

ていないのだなというところを実感しているとこ

ろであります。そういった部分では、現場の実情

と国の政策の実態との乖離というのが今回の農政

改革非常に大きい部分あるなというふうに思いま

す。特に今回大きく４つの柱ということで、輸出

の拡大、６次産業化、生産現場の強化、多面的機

能の維持、発揮と４つの柱がある中で今回特に生

産現場の強化ということについてちょっと議論さ

せていただきたいと思いますが、この生産現場の

強化という内容で大きく３つに分かれるのかなと

いうふうに思います。もう既に始まっております

米の生産調整の見直し、２つ目に農地中間管理機

構と、これは２７年度から本格稼働するという、

新年度の予算づけもされておりますけれども、そ

して３つ目が規制改革、農協改革、農業委員会改

革含めて、また農業生産法人の要件緩和というこ

とで大きく３つに分かれるということなのですけ

れども、まず初めに特に先ほど御答弁の中でもあ

りました農地中間管理機構についてということで

実際の現場の御意見が出たということで、売買が

やはり主体であるので、なかなか使いづらいと、

地域の実態にはやはりなかなかそぐわないという

ものなのだなというふうに思いますし、今年度公

募したけれども、公募はなかったということであ

ります。このことに関しては、現場では農地中間

管理機構、この機構を使って農地を集約していく

のはやはり名寄市の現状には合わないと、そうい

う評価でよろしいのでしょうか、改めてお答えい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農地の中間管理機構

につきましては、その前段人・農地プランでのあ

る意味でのそこから農地の集約化に向けたそうい

う機構がないかということで平成２６年度におい

て創設されたというふうになってございますけれ

ども、正直申し上げまして名寄市の状況の中で農

地の集積率が８８％を超えてきている状況の中で

さらに農地の集積をこの機構を使ってやるという

ことがなかなか進んでいかないという状況であり

ます。先ほどお話ししましたとおり、北海道全体

もそうなのですけれども、基本的に農地を譲り渡
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すということで賃貸借ということよりも売買とい

うことでございます。ここ数年農業委員会の売買

も好調に推移してございますけれども、そういっ

た部分でリタイアする方は農地を売買してリタイ

アしていくということが基本的な考え方なのだろ

うなというふうに思ってございます。そういった

中で懇談会の中でも御意見ありましたとおり、こ

の制度の中では入り口と出口の関係で、入り口も

ある程度めど的に相手がいないとなかなかこの制

度に乗っていけないと。仮に数年間なければ、機

構としてはもう面倒見ないというような話だった

り、その後リタイアを予定して賃貸借で１０年間

を過ごした後のそこの土地をどうしていくかと、

その時点でまた戻されても非常にもうどうしよう

もないというような状況になってくるものですか

ら、そういったところの整備、制度の中が名寄市

の状況とは正直言ってなかなか乖離があるのかな

というふうな認識は持ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そういう部分で国の施

策で打ち出している農地中間管理機構、北海道全

体にもこれは言えるのかなと思いますけれども、

なかなかマッチしない政策、これはそれぞれ北海

道という大きな単位ばかりでなく、地域ででは農

地の集約も含めてどうこれから先の農地を守って

いくのかということ、これは行政含めて関係団体、

そして農業者、地域でしっかりとやっていかなけ

ればならないということにつながってくるのかな

というふうに思いますけれども、農地の集積とい

うことで人・農地プランのお話が今経済部長のほ

うから出ました。以前このことに関しては、国の

政策にただ乗ると、補助金がつくから乗っていく

のだという考えではなく、地域の農地をどうして

いくのだというようなことを将来の設計図をつく

るべくしっかりと話し合いをする場を多く持って

ほしいということを私も再三申し上げてきたとこ

ろですけれども、今の現状の進捗状況、現在の状

況等についてお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 人・農地プランの今

の状況ということで、平成２４年度から３年を経

過いたしました。平成２４年度につきましては、

制度が当初ということで内容もちょっと駆け足に

進んでいた部分があって、生産者の皆さんの状況

を把握していたかというと、そういった部分もち

ょっと薄かったのかなという気はしておりました

けれども、その中でも市内の農政部長さんや農事

組合さんに足を運ばせていただいてそれぞれの御

意見をいただく取り組みをさせていただきました。

平成２５年、２６年についても懇談会の中で議論

をさせていただいていますけれども、特にことし

は農業推進アドバイザーということで専門の方を

お願いをして取り組みを進めさせていただきまし

た。その中では、特に今年度の関係につきまして

はこのプラン、農地を集積する方を中心的な経営

体ということで位置づけをさせていただきまして、

いわゆる将来的に農地を出すという方は協力者と

いうような形の位置づけ、さらには現状維持とい

う方も３つのパターンでこのプランの中に位置づ

けさせていただくということになってございます。

特に今回推進アドバイザーに個別面談をさせてい

ただきまして、その数字の中、特に将来的にリタ

イアするという方が昨年は３０戸ということで整

理をさせていただいていましたけれども、本年度

につきましては１６７戸の方がいらっしゃるとい

うことで、相当予想に反してそういった考えを実

際にお持ちになっているという方の実態が把握で

きました。その懇談会の中でも出し手だけではな

く、今度受ける方はどういう考えなのだろうねと

いうことが１つ２７年度の課題に残っていますけ

れども、そこはひとつ考えていかなければいけな

いのかなというふうに思ってございます。いずれ

にしても、こういった状況の中で将来的にもここ

数年なのかわかりませんけれども、リタイアされ

るという方がこれだけ多くいらっしゃるというこ
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とがあるのですけれども、地域の懇談会をしたら、

その中で農地をこのプランの中で担い手にどうい

うふうに集約していくかという協議の話の中が工

夫が相当要るのかなというふうに思ってございま

す。それは、同じ土俵の中に出し手と受け手の方

がいらっしゃってなかなか話しづらい、当然若い

人もいらっしゃれば、ベテランの方もいらっしゃ

るということになれば、同じ土俵でくくるのは非

常に難しいのかなと。そこら辺の工夫を少し入れ

ていかないと、本当の意味での人・農地プランの

地域の将来像を探るという意味ではちょっと課題

があるのかなというふうに思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 経済部長今大分正直と

いうか、率直な御意見というか、お答えいただい

たのだと思います。私もそういうお答え逆にいた

だきたかったのです。私本当に人・農地プランに

関してしっかりやってください、やってください

と今まで言っておきながらなんなのですけれども、

ちょっとやっぱりここにきて手詰まり感も実際あ

るのかなというふうに、そういうお話も実際に聞

くところでありますし、ではこの先どうしていっ

たらいいのだということで多分経済部農務課のほ

うでも大分迷われているのではないかなというふ

うに思います。担い手の方の話、また地域のそう

いった話し合いに参加した方のお話聞きますと、

例えば今部長からもお話ありましたけれども、い

ろんな世代の方がいる中で特に若い方やっぱり声

出せない状況だと。年が上というか、私たちから

見たら先輩方という言い方させてもらいますけれ

ども、先輩方に関してはここ正直な話ぴんとこな

いのだと、自分があと５年、１０年もてば、将来

の設計図とかいったってこの先もある意味国の農

政もどう進むか、２５年度ですけれども、地区別

の懇談会の意見の抜粋ということで私もいただい

て意見として出ていますけれども、やっぱりそう

いった意見があったり、例えば担い手のほうの意

見としては本当に今経済部長おっしゃったように

３０戸から１６７戸に出し手がふえた中で受け手

も限界ではないかと。受ける側もこれは限界だろ

うと。本当にいろんな話を聞いている中で、また

経済部長正直に今の現状お答えいただきましたけ

れども、ちょっと手詰まり感があるのかなと。こ

れは、今農務課のほうが中心になって進めていら

れる部分だと思いますけれども、そんな先行き、

またこのプランに関しても地域の話し合いもなか

なか進まない、そして農地の集積ということでい

いますと、特にここ近年地区によっては大雨災害

で毎年毎年繰り返し冠水を受けている、それは土

地の立地条件も含めてなのですけれども、生産性

が高くない農地、若い方からはそういった条件不

利、また生産性の低い農地を将来的に無理して保

全、また耕作していくことが本当にこれはいいこ

となのかというような率直な今意見も出ているの

が現実です。そういった部分でこれは農業者サイ

ド、また地域、現場サイドだけではなくて、本当

にある意味本音で行政、また地域、農業者、そし

て関係団体も巻き込んでこの先の農地をどうする

かという部分も含めて真剣に考えていかなければ

ならないのかなというふうに私今感じているので

すけれども、経済部所轄する副市長であります久

保副市長、どのようにお考え持っていらっしゃる

かお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 山田議員からは、山田

議員というよりも一農業者としてというお話での

質問だったというふうに思っていますが、まさに

核心をついてのお考えだというふうに思っており

まして、地域の課題については将来を見据えてど

うするかということについては本当に本気で考え

なければいけないというふうに、私自身も経済部

所管する副市長としても考えていかなければいけ

ないというふうに共感しているところであります。

さらに、先ほどからお話ありますとおり、地域の

問題として押さえていかなければいけないという

御指摘ございましたし、そういう面では地域の方
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々としっかりと膝を交えて将来をどうするかとい

うことを考えていく必要があるだろうというふう

に思っています。それぞれの地域の課題について

は、日ごろから山田議員からいただいております

ので、今後の対応としてどうしたらいいかという

ことについて十分な答えになるかどうかわかりま

せんが、お答えをさせていただきたいと思います。

まずは、今回農地の今後のあり方についてどう

するかということで地元にそれぞれ入らせていた

だいて、先ほど経済部長からもお話しさせていた

だきましたが、やはりそれぞれの考え方というの

が明らかになったということとアドバイザーがそ

れぞれ意見を聞く中で一定の考え方もお示しする

ことができたのではないかというふうに、こうい

うことも考えておりまして、できればアドバイザ

ーの利活用しっかり進めていきたいなと思ってい

るところであります。そしてまた、地域の課題と

しては、特に大雨被害で生産性が上がらないとい

うことであります。これは、現実的に私どもも要

望いただいて心傷めているのでありますけれども、

具体的にどういうふうな対応していったらいいの

か、あるいは国の施策を待っていては遅いという

ことも一部考えていかなければいけないと思って

いますし、昨日も田んぼダムの話がございました

が、もともと田んぼダムというのは遊水地的な要

素を持っているということであります。畑作地帯

においての遊水地がどうなのかということ、これ

らも含めて具体的に考えていく必要があるのでは

ないかというふうに思っておりまして、これらの

考え方を進めていただく上で必要なのは、やっぱ

り地域の中での推進をしていただけるリーダー的

な方もその中で必要としていかなければいけない

のかなというふうに思っています。さらに、私ど

も職員も異動等ありまして専門的ではありません

けれども、それぞれ地域の悩みを一緒に考えると

いうことはできるのではないかと思っていますの

で、この辺は膝を突き合わせてしっかりと将来の

懸案事項について協議をさせていただくというふ

うに考えておりますので、この点については２７

年度経済部長ともども私も進めさせていただきた

いと思っていますので、決意を述べさせていただ

いて私からの答弁にかえさせていただきます。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ありがとうございます。

そういった形で若い方々本当に切実に先が見えな

いという状況なのだと思います。膝を交えていろ

んな話をしていく中で解決策を探っていただきた

いなというふうに思いますし、またさっきの話に

ちょっと戻りますけれども、人・農地プラン、そ

の話し合いに関しても、これはまず農地をどうす

るかということが入り口にあるから話し合いがう

まくいかないのではないのかなというふうに思い

ます。基本的には将来の農地ということではなく

て、地域をどうするかということがまず最初にな

いと、その重要な地域の構成要素の中の一つとし

て農地をではどうするという話し合いにならない

とやっぱり進んでいかないのではないでしょうか。

そういった部分では、これから個々の農業経営と

いうことだけではなくて、地域経営というのでし

ょうか、農村経営というのでしょうか、そういっ

た部分も地域として考えていかなければならない、

それは大規模というか、法人化なのか共同でいろ

んなことをやっていくというのか、そういったこ

とも含めて考えていかなければならないのかなと

いうふうに思います。

ちょっとしたことを御紹介しておきたいのです

けれども、そういった部分で若い担い手の方が今

そんな気持ちの中からまずきっかけはちょっとし

たことなのです。今までそれぞれ地域の中で４つ、

５つに分かれて今時期ちょうど、きょうはひどい

雪が降ってあれですけれども、融雪剤の散布をそ

れぞれの地区ごとに分けて、智恵文という小さな

地域でも４つ、５つに分かれてやっていたのです

けれども、非常に戸数も減ってきているというの

とオペレーター、機械作業する人間も人数が限ら
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れてくる中で今までどおりの面積をやっていかな

ければならないという中で、そのそれぞれあった

作業の組合を一つにしてオペレーター組合という

のを立ち上げました。きっかけは、ちょっとした

スノーモービルの融雪剤散布のものを地域で一つ

にしてしまおうという動きなのですけれども、も

しかしたらこの先そのオペレーター組合が例えば

地域の、今小麦の刈り取りもそれぞれの地区別に

やっているのもちらっと聞いたのです、実は、そ

ういうことも考えていると言いました、若い方々。

人・農地プランの話し合いの中でも、自分たち言

葉にしたい部分も先輩方がいる中でなかなかどう

していくのがいいのか言葉にできないという中で、

担い手の方みずからがそういう形で先を見て個々

が残るというよりもみんなで生き残ろうではない

かという思いだそうです。そういった動き逐次捉

えていただいて、行政として、また支援があれば

どんどん、どんどん大きなこともできるのでしょ

うし、そういった部分で午前中の先輩議員それぞ

れの対話と連携ではないですけれども、ぜひしっ

かりと担い手の皆さんと膝を交えて話し合ってい

ただく中で農業の先行きしっかりと道筋をつけて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

それでは次に、教育のほうの関係に参りたいと

思います。まず、地域資源を生かした教育の推進

ということで、それぞれ施設設備、教育に関して

いろんな活用されて取り組んでいられるというこ

とでありました。人材等の活用もいろいろとされ

ているということでお答えをいただきましたが、

地域資源ということで申し上げますと自然環境、

名寄は、この地域は本当に恵まれた自然環境があ

るなというふうに私も当然感じているのですけれ

ども、その中でもきのうからきょうにかけて２月

降らなかった分一気に降りましたけれども、やは

り雪、先ほど質問の通告書見たら、この後の大石

議員が雪育という内容で御質問されるということ

でありますけれども、私も雪を生かした取り組み

という、雪育という言葉は大石議員に任せたいと

思いますけれども、やはり名寄、いずれにしても

半年は雪に埋もれているわけでありますので、教

育に関してももっと雪を生かした教育をさらに充

実させるべきではないかなというふうに考えると

ころですけれども、冬、雪を生かした何かそうい

った教育、どのような取り組み今まであったか、

今後どのような形でさらに充実させていくか、お

答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員のほうから御

質問がありました雪に親しむ取り組みということ

でありますけれども、北海道におきましては雪は

身近な環境であるとともに、冬のスポーツを行う

上では大切な資源でもあります。冬の季節を厳し

い自然の中で生活するための知恵や自然の美しさ、

スポーツの楽しさなどを雪から学ぶ絶好の機会と

捉え、雪を有効に活用した取り組みを工夫するこ

とが大切であるというふうに考えております。例

えば小学校では、生活科において寒い冬に雪や氷

を使った遊びを工夫して遊ぶ学習のほかに、冬の

自然に親しむ態度や健やかな体を育てるため児童

会活動によるかまくらづくりやＰＴＡ活動におけ

る雪像、綱引きを行うなど親子ミニ運動会等を実

施しております。中学校では、思いやりの心や豊

かな情操を育てるため、高齢者住宅の除雪ボラン

ティアや美術部による雪像作製等を行っておりま

す。各学校におきましては、今後とも児童生徒や

家庭、地域の実態に応じ創意工夫をして雪に親し

む取り組みを今後も進めてまいりたいというふう

に考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） まず、雪を少しでも好

きになってもらうというか、そういった中で学校

教育においても進めていただきたいと思うのです

が、やっぱりどうしても雪ということでは私スキ

ーのことを出さざるを得ないのですけれども、学

校教育という観点からいうとスキー授業なのです

けれども、回数、時間ということだけではなくて、
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回数も多くやっていただければよりいいのですけ

れども、そう簡単にはいかないのでしょうけれど

も、やはり中身の充実、前も申し上げたことあっ

たかもしれませんけれども、教えられる先生と教

えられない先生、先生によっても好き嫌いありま

すので、スキーが嫌いな先生に教わった子供って

やっぱりスキー好きになれないのです。ですから、

やっぱり中身の充実というのを何か工夫していた

だきたいなというふうに思います。これは、先生

方に対しての何か講習会だとか、指導に関しての、

子供たちを教える前に先生方に講習会か何かでき

ないかという、そういった可能性あるのかないの

かお伺いしたいのと、あと１点、技術を教える教

えないの前に、これちょっと済みません、実例と

して、私もこの冬もスキー授業にかかわらせてい

ただいてスキー場に行かせていただく機会があっ

て、たくさんの学校が来ていますけれども、見て

いますとやっぱりスキーを実際に教えられない先

生の班の授業って非常に危険なのです、実は。自

由にフリー滑走とかもあるのですけれども、まず

子供たちに最低限スキー場でのマナーを教えてい

ないので、子供たちがほかの学校が授業やってい

る横を猛スピードですり抜けていったりですとか、

例えば午前中は授業やって午後からフリー滑走す

るよといったときに子供たちだけゲレンデに放っ

てしまって先生方がゲレンデにいないでロッジで

休んでいるといった状況もあって、非常にこれ一

般のお客様にも危険ですし、ほかの学校の先生か

らも危険ではないかというお話二、三をいただき

ました。幸いスキー場で今シーズンは学校の授業

ということでは事故はなかったそうですけれども、

万一そういう事故が起こってからでは本当に遅い

ですので、そういった対応もできればしていただ

きたいと思いますが、御見解を伺いたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 学校でのスキー授業

に関して議員のほうからお話がありました。１つ

目の指導者の関係でありますけれども、先生方も

スキーを子供のころからやっていた先生が減って

いる状況とか実際にあります。そういった面では、

言われるようになかなか滑れない先生から教えて

もらうとおもしろくないというのもあるかという

ふうに思いますけれども、そういった面では学校

の教職員だけではなく、地域の方、保護者、ボラ

ンティアの方、場合によってはスキー連盟の方等

々技術、技能を持っている方の協力を得ながらス

キー授業を取り組んでまいりますので、そういっ

た方も今後活用しながら充実したスキー授業に取

り組んでまいりたいというふうに考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

２点目にありましたスキー授業の安全対策、確

保の部分でありますけれども、議員からありまし

たようにスキー授業において自由滑走の時間に教

員が滑走コースにいない状況については、事故の

未然防止や事故発生時の適切な対応等の観点から

望ましいことではないというふうに考えていると

ころであります。そのような指導の状況があれば、

学校には事故防止を最優先し、すぐに指導方法、

指導体制を改善するようお願いしてまいりたいと

いうふうに考えています。改善事項の１点目は、

事前に生徒に対し技能に合った斜面やスピードで

滑る、安全に十分留意し、他人に迷惑をかけない、

無理な追い越しはしないなど具体的な指示指導を

するようお願いをしています。また、自由滑走の

範囲を限定したり、児童生徒に事故の発生が予測

される場所や状況等を具体的に説明するようお願

いをしています。２点目は、自由滑走の時間にも

教員は児童生徒が個々の能力に応じた斜面と滑り

方を選択しているかを常に把握しながら、安全を

優先したルールの徹底などについて児童生徒に指

導をお願いをしています。３点目には、学校のス

キー授業の単元計画を安全に関する内容と評価の

観点から見直し、改善を図るよう促しているとこ

ろであります。なお、中学校におきましては、教

科担任制を原則としていますので、体育、健康に
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関する指導が保健体育担当の教員に任されている

場合もあります。しかし、体育、保健に関する指

導は学校の教育活動全体を通して適切に行われる

べきでありますので、その効果を上げるためには

保健体育科担当教員だけではなく、全職員の理解

と協力を得られるよう学校の実態に応じた指導体

制の工夫に努めていただき、スキーなど体育の指

導に関する実技研修を行うなど、組織的に進めて

いくよう学校にお願いをして安全対策に努めてい

ただくよう指導をしているところであります。ま

た、そういった事例等があれば、教育委員会のほ

うに御連絡いただければ早急に対応してまいりた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） よろしくお願いいたし

ます。

時間もなくなりました。最後になります。教育

都市名寄として目指すべき姿、教育長から直接御

答弁をいただきました。ありがとうございます。

本当に済みません。ざっくりとした質問内容で大

変申しわけなかったのですが、実はこれ私も最近

地域の人間の一人として、また保護者の一人とし

てどういう姿が理想なのだろうと多々考えること

がこういう立場をいただいてからも含めて本当に

多くあります。教育長なりのこの名寄において目

指すべき理想の教育の姿というのを教育長の本音

をお伺いしたかったというのが本心なのですが、

改めてお伺いしたいと思うのですが、私は今地域

がそういった方向に進もうとしているという部分

もあってということもあるのですが、やはり地域

コミュニティーというものが教育の基礎ではない

かというふうに最近考えることが多くあります。

地域がもっと学校教育にどんどん入っていくべき

ではないかというふうに思っているのですが、最

後教育長なりのお考え、名寄の教育に対してのお

考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今山田議員のほうから

お話にありました学校、家庭、地域社会の連携の

あり方というのでしょうか、これについてのお話

でございましたけれども、私もよく一般的に学校

と家庭、地域社会が連携してだとか、もっと進ん

だ表現としては学校と地域社会が一体となってと

いう、そういう言葉気軽に使うのですけれども、

非常に子供たちを育てるに大事な方法論なのです、

連携というのは。だと思いまして、常日ごろから

このことについては考えております。基本的には、

やはり子供たちの生きる力を育てるために連携が

あるのだということと、それとそのために学校と

家庭と地域がそれぞれ役割を持っているわけです

から、その役割は十分に果たしていかなければな

らない、それぞれの役割を果たしながら子供たち

を育てていくということが非常に大事なことだと

思っております。そして、現在コミュニティーが

希薄になっているだとかと指摘されておりますけ

れども、子供たちが抱える課題を地域ぐるみで解

決して質の高いよりよい教育を提供すると、その

ために学校、家庭、地域社会が協力し合うのだと、

これをやはり根本的な考え方としておくべきであ

ろうと思います。

今そういう状況の中、もう御承知のことと思い

ますけれども、文部科学省では学校、家庭、地域

社会の連携に関する制度の一つとしてコミュニテ

ィースクール、これを積極的に導入しようとして

おります。前もお話ししたのですけれども、本道

におけるコミュニティースクールについては三笠

市でやっておりまして、ここでは小規模校の統合

によって従来の地域に密着した学校運営というの

でしょうか、それを行うことが困難になったとい

うことと中１ギャップ、これを解消するために小

中一貫制度とコミュニティースクール、これを同

時に取り入れて小中一貫教育、小中一貫コミュニ

ティースクールということで導入したわけであり

ます。また、現在全国の各地で家庭や地域におけ

る子供の社会性を育てる機能が弱っているという
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ことと、それと小規模校では十分な集団を確保で

きない地域、これも確かに多くなっております。

そんなことから、小中一貫教育を導入して、そし

てより多くの多様な教師が子供たちにかかわると

いう、そういう体制をつくったり、地域の教育力

を積極的に学校に取り入れるのだということによ

って地域コミュニティーの核としての学校、これ

を実現するという動きが各地域で今出ているとい

うことでございます。本市におきましても例えば

学校や地域が一体となって、いわゆる山田議員の

ところの智恵文小学校、智恵文中学校において今

小中一貫教育のモデル的な取り組みをスタートさ

せようとしているところでございますし、名寄東

小学校、これは平成２年から行っていますけれど

も、コミュニティースクールと類似した、こうい

う取り組みを行っているところでございます。し

たがいまして、こういう状況を踏まえまして、現

在文部科学省がコミュニティースクールの導入を

積極的に推し進めようとしている状況を踏まえま

して、今後教育委員会といたしましても三笠市に

おける地域の特色や小規模校の特性を生かした取

り組みなど全国のコミュニティースクールの取り

組みについて情報の収集に当たろうと思っており

ます。そして、智恵文地区における学校と地域が

一体となった小中一貫の取り組みでありますとか、

東小のコミュニティセンターの取り組み等の成果

を踏まえて学校と地域が一体となった望ましい学

校教育のあり方について今後調査研究をしてまい

りたいと考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１２分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

加藤市長の市政執行に関して外２件を、大石健

二議員。

〇９番（大石健二議員） 新緑風会の大石健二で

ございます。議長より御指名をいただきましたの

で、これより通告に従い３件７項目について質問

を行います。

最初に、加藤市長の市政執行についてお尋ねを

いたします。今定例会初日に行われた平成２７年

度市政執行方針の中で、国のまち・ひと・しごと

創生法施行を受けて名寄市においても（仮称）名

寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを策定

し、人口減少の抑制や都市への人口流出の是正な

どの課題解決に向けた取り組みを本格化させると

しています。この人口ビジョンと歩調を合わせて

策定される総合戦略の基本的な方針や策定工程、

策定の手法と運用、戦略の期待値と効果測定など

について御答弁願います。

また、人口減少の根本原因でもある少子化対策

の基本姿勢について御答弁願います。

あわせて、本年２月末で３ ７％の高齢化率と

なり、文字どおり超高齢社会となった名寄市にお

いて６５歳以上の市民が５０％を超える限界地区、

限界町内会の現状とそれによってもたらされる買

い物や通院などの複合的な不都合をこうむる限界

難民の対策についても御答弁願います。

次に、名寄市の行財政運営から、交流居住等の

積極的な推進策についてお聞きをいたします。本

市の魅力や生活環境のよさを知っていただくため

に風連地区に設けられたお試し移住住宅２棟の利

用が好調とのことです。新年度は、さらに外溝整

備を行うことでより住環境が向上し、道内外から

より多くの方々に快適な移住体験をしていただく

との計画でございますが、この移住促進施策の効

果測定について御答弁をお願いいたします。

同じく名寄市の行財政運営から、商工業振興策

についてお聞きをしてまいります。名寄市は、新

年度に本市の将来の商工業のあり方を見据え、現

行の中小企業振興条例及び同施行規則の見直しで

空き店舗対策と企業支援、後継者育成などの制度
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や施策の拡充を図るとしていますが、具体的には

どのような改正で制度や施策拡充をしているのか、

御答弁をお願いをいたします。

最後に、市民の声から２項目、最初に風連地区

の温浴施設の誘致及び建設についてお聞きをいた

します。平成２４年に望湖台センターハウスが閉

館して以来、風連地区には地域の皆さんが気軽に

利用できる温浴施設がございません。このため同

地区の関係団体では、地区住民の憩いの場、地域

活性化などの観点から地域住民を対象に意識調査

を行い、その結果半数以上の方が施設の必要性を

訴えています。こうした地域住民の強い要望や意

向に市としてどのような対応を検討しているのか、

御答弁をお願いをいたします。

同じく市民の声から２点目、雪育の取り組みに

ついてお聞きをいたします。名寄市は、かつて国

体開催にちなんでスキー市技のまちを標榜し、雪

質日本一を掲げていました。また、平成元年度に

北海道の戦略プロジェクト、利雪・親雪プログラ

ムのモデル都市に指定され、それを契機に市は冬

を楽しく暮らす条例を制定し、さまざまな分野で

雪や氷、寒さに対する取り組みを行ってきました。

しかしながら、昨今のレジャーの多様化や教育カ

リキュラムの教育時数の減少などにより、児童生

徒を対象とした名寄市の冬季の地域資源を最大限

に活用した取り組みがいささか変容しつつあると

いう指摘もあり、児童生徒を初め市民を対象とし

た雪育についての考え方及び取り組みについて御

答弁をお願いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目で３

点にわたっての御質問いただきました。大項目１

を私から、大項目２及び大項目３の小項目１は営

業戦略室長、小項目２については総務部長からの

答弁となります。よろしくお願いいたします。

大項目１、加藤市長の市政執行に関して、小項

目１、平成２７年度市政執行方針から、名寄市の

地方創生総合戦略について申し上げます。本市に

おける地方創生の取り組みを全庁的に推進をする

ため、先月名寄市まち・ひと・しごと創生本部を

設置をし、平成２７年中に今後５カ年の施策の方

向性を示す名寄版総合戦略を策定をすることとし

たところであります。総合戦略の策定に当たって

は、人口の現状や将来人口について分析を行った

上で２０６０年までを対象期間として目指すべき

将来の方向、人口の将来展望を示すこととしてお

りまして、この将来展望を踏まえるとともに、外

部策定審議会や懇談会などの実施により市民の御

意見もお伺いし、官民が一体となって雇用の創出

や交流人口の拡大、子育て支援の充実、あるいは

市町村間連携に加えて市立大学の機能強化など、

本市の実情に沿った地域性のある総合戦略となる

ように努めてまいります。また、この総合戦略に

盛り込む政策分野ごとの基本目標には数値目標を

設定することとされておりますことから、今後適

正な数値目標について検討するとともに、総合戦

略の策定後においてはこの数値目標の検証を行う

ことにより総合戦略の実効性を確保してまいりた

いと考えております。

少子化対策につきまして、国はまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の基本目標に若い世代の結婚、

出産、子育ての希望をかなえると掲げております。

当市の子育て環境の充実といたしましては、妊娠

が判明してから出産、子育てまで切れ目のない支

援が行き届くよう関係部署が連携をし、体制を整

えてございます。支援内容といたしましては、保

健センターが実施をしている妊婦一般健康診査、

生後４カ月までに全戸を訪問し、健診や予防接種

の案内や相談を行うこんにちは赤ちゃん訪問など

を実施をしており、こども未来課では親子の居場

所づくりとして子育て支援センターを運営をし、

多世代交流の場の提供といたしまして平成２４年

度から親子お出かけバスツアーなどを実施をして

きてございます。出産後の育児の悩みについては、

保健センターとこども未来課が連携をし、個別支
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援が必要な場合には保健センターや子育て支援セ

ンターの職員がお宅を訪問し、お母さんへ寄り添

った支援も行ってきております。また、子育て環

境では、名寄市立総合病院の小児科医２４時間配

置、平成２６年８月診療分から乳幼児等医療費助

成の独自拡大を行ってまいりました。今後の支援

といたしましては、子ども・子育て支援法第５９

条でうたわれている地域子ども・子育て支援事業

を計画的に実施をし、子育て世代の支援を継続を

していくことにより安心して子供を産み育てるこ

とができる環境づくりに取り組んでまいります。

小項目３の長寿化等による限界地区対策につい

てでございます。限界集落につきましては、６５

歳以上の高齢者が集落における人口の半数を超え

ており、冠婚葬祭を初めとした社会的共同生活の

維持が困難な状況に置かれているものと言われて

ございます。町内会単位でその一つの目安である

高齢化率５０％以上で見てみますと、平成２７年

１月末現在で名寄地区で３町内会、風連及び智恵

文地区でそれぞれ１町内会ずつ計５つの町内会が

該当しておりまして、今後におきましても多くの

町内会において高齢化が進むことが想定をされま

す。北海道が策定をしている北海道における集落

対策の方向性において、必要とされる対策の視点

として生活交通や高齢者支援、移住、定住などが

示されており、本市におきましても配食及び除雪

のサービス事業や地域見守りネットワーク事業、

保健推進委員による地域との連携事業や地域協議

に基づくデマンド型交通の実施に加え、地域おこ

し協力隊にも取り組んできておりますが、改めて

平成２７年度から着手をいたします第２次総合計

画の検討の中で高齢者に対する多様な支援につい

ての検討も行ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 大項目２、名寄

市の行財政運営からについて、小項目１、交流居

住等の積極的な推進策に関して、お試し移住住宅

の現状課題とその対策についてお答えいたします。

当市の移住体験住宅、名寄市お試し移住住宅は、

平成２５年７月から１棟目の運用を開始し、９月

までの２カ月の間に利用希望者が重なるなど好調

で、そのうち１件は正式な移住に結びついたこと

などから、平成２６年度には隣接するもう一棟を

整備し、同年７月から２棟体制となりました。そ

の結果、平成２５年度に夏期のみ３件だった利用

が平成２６年度には夏期６件となり、課題であっ

た冬期間も３件の利用がございました。さらに、

新年度の利用希望も本年１１月まで既に９件の問

い合わせを受けている状況であります。当市のお

試し移住住宅は、旧風連高校の空き教員住宅を改

修整備し、利用者がすぐに生活できるように家財

道具等を用意しております。その際予算も限られ

ていることから、新品を購入するのではなく、市

の遊休物品等を活用しているためふぞろいな調度

品などもございます。お試し移住住宅の利用者に

は退去時にアンケートをとっておりますが、利用

料が夏期は１棟１日５００円、冬期が ０００円

と低料金であることもあり、この値段で名寄市で

の生活を体験できるのはありがたいといった好意

的な御意見が多く、御要望としてはウォシュレッ

トの設置やインターネット環境の整備が挙げられ

ます。これらの御要望に応えるため、ウォシュレ

ットについては今年度において設置し、インター

ネット環境については平成２７年度当初予算でワ

イファイ環境整備に関する予算を要求していると

ころであります。お試し移住住宅は、移住希望者

に当市での生活を体験していただくことを目的と

しているため、利用開始時にこの住宅の利用上の

注意点やごみの出し方、当市の概要や各種施設等

の説明をした後は自由に行動していただいていま

す。住宅内に各種施設に関する資料を設置し、転

入者向け公共施設無料お試しチケットをお渡しし

ており、アンケートの回答によると市内の多くの

施設を利用いただいております。移住は、観光の

ように一度訪れてみるといったものではなく、人



－221－

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号

生における大きな決断を伴うことから、お試し移

住住宅の利用者が移住するような成果がすぐにあ

らわれるものではありませんが、毎年首都圏で開

催される移住フェアでは相談に来るほとんどの方

が移住体験住宅の有無を重視しており、お試し移

住住宅を整備したことは移住希望者に対して当市

での移住を検討いただくための大きなインセンテ

ィブになっております。今後は、地方創生に基づ

く地方版総合戦略における協議なども踏まえ、市

街地における移住体験住宅の可能性や空き家の移

住者向け活用などについて検討するなど、地道に

取り組みを継続してまいります。

続きまして、小項目２、商工業振興等に関して、

名寄市中小企業振興条例等の見直しの現状と課題

についてお答えいたします。今回の名寄市中小企

業振興条例の見直しにつきましては、本市の商工

業の振興を図る上での基本理念、さらには市、経

済団体、中小企業者の役割や商業活動の中で協力

が不可欠な市民の理解などを規定し、本市の商工

業をどのような考え方で進めていくべきかを明確

化することが必要と考えており、これらを踏まえ

た上で具体的な施策について検討してまいります。

次に、施行規則に係る支援制度改正の主なものに

つきましては、本市の将来の商店街等の状況を見

据え、現に経営している事業者が今後も継続して

いくためには担い手を奨励する支援策として事業

継承に係る制度の創設も必要となっています。具

体的には、今後御意見をいただきながら中小企業

者減少に歯どめをかける有効な対策となるよう協

議してまいります。また、空き地、空き店舗対策

を行う上で市外からの新たに本市で創業する方を

支援する制度も検討しなければ、人口減が続く中

で空き地、空き店舗の減少を食いとめ、店舗数を

維持、増加するためには必要不可欠な取り組みで

あると考えております。さらには、人材不足を改

善するためには市外からの人材確保も必要となっ

ており、そのために名寄での就職へのきっかけづ

くりに視点を当てた施策も検討する必要がありま

す。ほかにも検討すべき課題も数多くございます

ので、先進的な取り組みや各事業主などからの御

意見を参考として中小企業振興審議会及び事業主

から構成される検討委員会で検討してまいります。

続きまして、大項目３、市民の声から、小項目

１、風連地区の温浴施設の誘致及び建設等に関し

て、その可能性と実現に向けた取り組みについて

お答えいたします。温浴施設につきましては、市

として財政的に１自治体で２つの公共温泉の運営

は難しいとして、平成２４年３月をもって望湖台

自然公園のセンターハウスを閉鎖し、市民の皆様

にはなよろ温泉サンピラーを御利用いただいてお

ります。昨年風連商工会が実施した風連地区住民

を対象とした温浴施設に関するアンケートでは、

約６６％が温浴施設の整備を望んでいるとの結果

が出されたところでありますが、先ほども申し上

げましたとおり公共温泉に関する市の考え方は一

定の結論づけをいたしましたので、民間投資によ

る建設の可能性などを含めて関係機関と情報交換

を行ってまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、小項目２

の名寄市の雪育への取り組みなどに関して、現状

の課題と実現に向けた取り組みはについて申し上

げます。

本市では、現総合計画における雪を生かし雪に

強いまちづくりの推進として、名寄の冬を楽しく

暮らす条例に基づき名寄市利雪親雪推進市民委員

会を設置しまして、官民がそれぞれの役割を果た

しながらこれまでもさまざまな取り組みを進めて

まいりました。雪育との表現につきましては、ま

だ一般的には定義がされていないものと思います

が、民間の事業の中では雪育と称してスキーやス

ノーボード体験を通じて雪と親しみながら子供の

心と体の成長を促すことを趣旨とした取り組みな

どが紹介されてございます。このような観点から、

該当すると思われます本市の事業について申し上
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げますと、杉並区小学生体験交流事業、学校教育

の中でのアルペンスキーや歩くスキーの事業、社

会教育では北国博物館の小さな自然観察クラブ、

市民文化センターの市民講座や子ども会の事業、

市民スキーの日、歩くスキー大会、ほかには児童

センターや各公民館での事業などが挙げられます。

雪は、時には事故や災害をもたらす要因でもござ

いますが、私たち市民にとっては良質な雪がとて

も身近にあることを再認識をし、冬に強いまちづ

くりを進めるとともに、雪や寒さを生かし、冬の

生活を楽しいものとするため今後も各種の事業を

推進してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問を行ってまいりた

いと思います。順序に入り繰りがあろうかと思い

ますが、あらかじめ御承知おき願います。

最初に、人口ビジョン、総合戦略についてお聞

きをしてまいります。工程表では、人口ビジョン

が７月末まで、総合戦略はこの人口ビジョンを受

けて１２月中ぐらいまでに策定するという、その

ような予定になってございます。私もこの人口ビ

ジョン、総合戦略について手引書なりガイドライ

ンなり入手しながら理解に努めましたけれども、

なかなか公文書の難解な構成に大変骨が折れまし

た。これから人口ビジョンあるいは総合戦略を策

定されていく御担当の方は、その御苦労も十分認

識をしながらお聞きをしてまいりたいなと思いま

すが、まだ漠としてその内容がつかめていないと

ころがございますので、お教えをいただきながら

御答弁をいただきたいと思います。この人口ビジ

ョンあるいは総合戦略を策定することによって一

体何がどうなるのか、策定することによって何が

もたらされるのか、簡単にわかりやすく御説明を

いただければ大変助かりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） なかなか簡単に一言

で言いあらわせるかどうかについては、ちょっと

自信のないところもありますけれども、いずれに

いたしましても今回のまち・ひと・しごと創生に

ついては人口減少に対して日本全国でどう取り組

んでいくかというのが主眼となっています。特に

今回の特徴については、これまでは例えば過疎地

域での対策については過疎地域だけの取り組みと

いうことでありましたけれども、今回は東京一極

集中というのに歯どめをかけて、そこに行く人口

に歯どめをかけて地域のほうにも人を移入させる

ということで、都市も過疎地域も含めて全国的に

取り組むというのが一つの大きな特徴なのかなと

いうふうに思っております。さらに、今回の特徴

は、これまではそういう人口ビジョンというよう

な一定程度数字に基づいた分析のもとに、細かい

分析のもとになかなかビジョンをつくるというふ

うにはなっておりませんでしたので、今回は人口

ビジョンという一つの数字的なものの上にまちの

将来ビジョンをつくるということと、そのビジョ

ンを実現するための戦略について地方版の総合戦

略をつくるということで２つに分かれているとい

う意味ではこれまでにも増して細かいといいます

か、丁寧な計画づくりになるのかなというふうに

思っております。特に戦略につきましては、これ

は国のほうでも出しているように仕事と人を好循

環のもとにどう地域をつくっていくのかというこ

とになっていますので、どういうふうに地域で雇

用を生んでいくのか、あるいはどのように人を呼

んでくるのか、さらにはそこで暮らす人たち、こ

れは移住をしてきた人も含めてですけれども、そ

こに住む人たちが安心して結婚し、子供を産み、

子供を育てていく、そういう環境をどうつくれる

のかということを具体的に総合戦略の中で示して

いくという、そういった中身になるというふうに

理解しております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。
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〇９番（大石健二議員） 大変わかりやすい説明

で理解も容易になってくるのだろうと思いますけ

れども、答弁の中でお話がございました基本目標

に数値目標を設定して、策定後はこの目標設定に

対して数値目標の検証を行うのだと、そしてその

戦略の実効性を測定するというふうにお答えがあ

ったかなと思うのですけれども、これまでいろん

な推計値や推定値が発表されているのですけれど

も、意外と大きく外れるケースがあったなという

過去の歴史もございますので、目標値の設定につ

いては安直な期待値だとか、漠然とした希望値を

書き連ねることなく、現実の姿を提示して住民と

一緒に対策を考えていく、そういう姿勢が必要な

のだろうなと思いますけれども、この数値目標の

精度というのでしょうか、どこまで高めるような

手法があるのか、あれば教えていただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 目標をどこまで正確

に出せるかということで、これはある意味では私

たちが予測する以上に社会というのは短期間の間

に目まぐるしく動いているというのもありますの

で、目標にどこまで近づけるかについては結果と

してわからない部分ありますけれども、今回の人

口ビジョンあるいは総合戦略をつくるに当たって

は国のほうでさきの質問にもありましたけれども、

ビッグデータを提供するというふうになっていま

す。これは、日本全国のデータを取りまとめたも

のを一つのシステムとしてまとめてそれぞれ地域

のほうで活用できるというものを国が提供すると

言っておりますので、それはビッグデータという

ぐらいですから、かなり全国津々浦々のデータを

もとに分析ができるというふうになりますので、

そういった意味ではこれまでよりもより精度の高

い目標設定ができるものというふうに認識をして

おります。さらには、人的支援の部分でもこの間

支援がありましたけれども、シティーマネジャー

についてはちょっと難しいという話しさせていた

だきましたけれども、コンシェルジュの関係につ

いては希望する市町村はそれぞれ使えるというこ

とでありますし、このコンシェルジュになってい

る方たちについてはそれぞれの地域に対して何ら

かのかかわりのある人というふうになっています。

特に北海道では、北海道にゆかりのある方、ある

いは北海道に関心のある方がこのコンシェルジュ

をやるということでありますので、そういった意

味ではこういった方たちの助言も北海道、さらに

名寄になじんだ助言もいただけると思っています

ので、これらを活用してできる限り精度の高い推

計をしていきたい、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それでは、質問が多い

ので、次に移ってまいりたいと思います。これに

関しては、少子化対策についてお聞きをしてまい

ります。

昨年の１２月の末だったかなと思うのですが、

京都府の笠置町という町で昨年出生ゼロというよ

うな新聞記事の見出しが躍りました。出生率の向

上の対策に悩む自治体においては、かなり大きな

関心を呼んだというふうに記事に書いてございま

したけれども、こうした状況をもとに人口ビジョ

ンあるいは総合戦略の中で特殊出生率も多分数値

目標が上がってくるのだろうと思うのですけれど

も、名寄市は ５９というような数字が出ていま

すけれども、どの程度の目標数値の設定になるか、

今のところまだ漠としてわからないというところ

があるかもしれません。ただ、どのような数値に

なるのか、今の段階でわかればお教えいただきた

いと。ただ、現状を考えていきますと、核家族化

によって子育て機能の低下だとか、あるいは民間

の育児休業の取得が名寄市ではちょっとつかめな

いというお話ですから、こういう民間における育

休の取得の状態だとか、あるいは最近は妊娠され

た女性に対する職場での環境がよくないというマ

タニティーハラスメントというような言葉も出て

きているようですけれども、こうした支援体制も
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十分でないままに果たしてどのような数値が設定

できるのか、もし今の段階でわかるのであれば、

どういった数値を目標に設定していきたいという

希望があるのかお教えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 名寄市の場合は、

合計特殊出生率が ５２ということで、これは平

成２２年から２４年の間の数字なのですが、全国

平均よりも高いということで、出生者数も住基の

月報で見ていくとゼロ歳児は２３年度は２４５人、

２４年度は２７０人、２５年は２２２人、そして

２６年はまた２４０人ということで、大体２３０

から２４０ぐらい平均して生まれているという状

況でありまして、昨日の高橋議員からの御質問に

もお答えしたところですけれども、母子健康手帳

を交付する場合、大体半分の方が転入者というこ

とでありまして、名寄は比較的公務員が多い地域

でもありますので、若い世代の方がこちらに転入

されて、そして出産されると。ただ、１４歳未満

の年少人口については年々減少しております。で

すので、小学生に上がるぐらいにまた子供を連れ

られて転出されるというような状況もあるのかと

いうこともありますので、この ５２というのが

そのまま子供の数に反映していくかというと、な

かなかそういう状況でもありませんが、少なくと

もこの ５２という線は確保したいと思いますが、

実際人口がふえていくというのは今言われている

のは合計特殊出生率で ０７から ０８の間、１

人の方が２人以上産んでいただかないと人口は維

持できないというような状況もありますので、国

においては２０６０年でしたか、１億人切らない

ということで出生率 ８を目標に掲げているとい

うような状況も伺っておりますので、そこら辺を

勘案しながら戦略会議の中で検討してまいりたい

と考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。私もち

ょっと名寄の統計だとか住民基本台帳から数字を

拾ってみました。２０代から３０代の女性人口ち

ょっと拾ってみたのですが、平成２２年２月で

４７２人、昨年末で ０５９人と２０代から３０

代の女性がこの５年間ほどで４１３人ぐらい着実

に減少しているというような数字が出ていました。

また、結婚し、子供を産み育てたいというその思

いを広げるには、雇用の安定、これは後ほど中小

企業振興条例のところでもちょっと触れたいと思

いますが、雇用の安定や賃金引き上げ、あるいは

先ほど申し上げた子育て機能が核家族化によって

減退していると、そういった中で子育てに対する

裾野の広い環境整備が必要だなというふうに感じ

ます。ただ、出生率が ９０で道内で最高の日高

管内のえりも町だと思うのですけれども、ここの

特徴を見ますと失業者が少ない、３世代同居とい

う極めて特色が出ているのですけれども、特殊出

生率の算定に当たってはこうした先進地と呼べる

かどうかわかりませんけれども、極めて異色の特

筆すべき地域についても現地に足を運んで市民が

実感として幸福が感じられる名寄市のまちづくり

に生かす考えがあるかどうかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先般も道内の中でも出生

率の高い市町村のデータ出ておりまして、その中

でも名寄市もちょっと特殊な自治体立地の中で出

生率が高いということで北海道の中でも取り上げ

ていただいている一市であります。大体この状況

は共通点がありまして、まずはやはり若い方たち

の雇用の場がしっかりあるかどうかということと

今議員がお話しされていたように子育て環境、つ

まりは３世代同居も含めた子供をしっかりと預か

っていただけるような場所があるのかとか、さら

には衛星都市といいますか、中核都市に近いいわ

ゆるベッドタウン型の市町村でそうした傾向が見

られているのですが、一定のもう既に大体統計と

してその要因がわかっている状況だというふうに

認識をしています。名寄市においては、今特筆す

べきは公務員が非常に多いということで、このこ
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とで非常に出生率が高いということがあろうと思

います。そこをしっかりとキープをしていくとい

うことをこれから戦略として考えていかなければ

ならぬでしょうけれども、一方で公務員の方は当

然親御さんがそこにいらっしゃらないで異動され

る方が多いということでしょうから、そうした部

分で子育て支援に関してもほかの自治体とはまた

違った取り組み、工夫を求められるのかなという

ふうにも思っているところであります。いずれに

いたしましても、先ほどビッグデータという話も

ありましたけれども、多様な事例情報はあります

ので、当然先進的なそうした自治体の事例も踏ま

えながら名寄市ならではの強み、弱みをしっかり

と把握をしていく中での戦略をつくっていきたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ありがとうございます。

それでは、続いて長寿化による限界地区、町内

会についてお聞きをしてまいります。名寄市の高

齢化率は、先月末で３ ７％台と大台の３０％台

に乗っていよいよもって３人に１人が６５歳以上

の高齢者という超高齢社会というふうになりまし

た、名寄も。高齢化率は、１年で１ポイント加算

されるということですから、このまま現状で推移

すると、あと十八、九年で名寄市は、収束しない

状態で十八、九年で５０％台となって名寄市自体

が限界自治体となる可能性も見えてきたと。数字

上のことですけれども、限界自治体という可能性

も見えてきたなというふうに感じます。

ところで、答弁でございました名寄地区で３町

内会、風連、智恵文でそれぞれ１町内会の５町内

会でいわば６５歳以上、人口比で５０％以上とい

う限界町内会ということでしたけれども、これは

町内会名というのは明らかにはできないものなの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これは、あくまでも

私どもが単純に高齢化率５０％以上ということで

調べただけでありますので、正確な意味での限界

集落に当たるかどうかについては少し疑義のある

ところというものをお含みいただいてお聞きをい

ただければと思いますが、名寄地区３カ所につき

ましては共和、さらには弥生、内渕、この３町内

会が５０％を超えるという状況になります。また、

智恵文地区では、智西が５０％を超える状況にな

っています。さらに、風連地区でいきますと、西

風連が５０％を超えるという状況になっておりま

すので、お知らせをさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。限界集

落には５つの区分、５段階あるというふうに言わ

れていますけれども、存続、準限界、限界、超限

界、消滅集落というふうに５つあるのですけれど

も、限界集落の前段である５５歳以上の高齢者が

人口比５０％という、この準限界集落というのは

押さえておられるのでしょうか。予備軍なのです

けれども。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おおむね３０町内会

程度ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。先ほど

も申し上げたように名寄市自体が十八、九年ぐら

いには人口比で５０％を超える限界自治体が見え

てきたというのは、意外と真実味を帯びてくるの

だなというふうに今感じているところですけれど

も、ところでこの限界町内会、地区、あるいはこ

ういうところにお住まいの皆さんの日常生活ある

いは社会生活を送る上でいろんな複合的な支障や

不都合が生じているのではないかと思うのですが、

その不都合や支障について住民の方から意見を吸

い上げているというようなことはあるのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） このたび高齢者

保健医療福祉計画を作成するに当たりまして、ア
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ンケート調査を実施をさせていただいておりまし

て、その中でさまざまな生活支援に対する御意見

等も頂戴しております。長寿社会というか、長寿

はよいことだと私は思っておりまして、高齢にな

っても住みなれた地域で過ごしていただくと、そ

のためには生活支援をさせていただくことが必要

であるというふうに考えておりまして、今後独居

の方ですとか、また夫婦のみの高齢者世帯の方で

すとか、認知症を発症された方などさまざまな方

が町内会にもいらっしゃるというふうに考えてお

りますので、その方たちを支援していくような施

策を今回出させていただいている事業計画の中で

もうたっておりますので、そのような取り組みを

させていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。よく少

子高齢化というような言葉使われるのですけれど

も、私も長生きはいいことだなと思っているもの

ですから、あえて少子高齢化という言葉ではなし

に少子長寿化というような言葉を使ってはいるの

です。そういったところで田邊部長のおっしゃる

ことはよく理解しているつもりなのですが、ただ

限界町内会の中で先ほど民生委員児童委員の方、

あるいは保健推進委員の方だとか、あるいはいろ

んな方がサポーターに回られているというお話で

したけれども、ただいずれもその町内会から選任

されている方で、その方たち自身が御長寿な方な

のだろうと、長寿な上にそういった負担増もある

のだろうなというようなことも十分考慮できるの

ですけれども、こうした方々に対する、無償、ボ

ランティアに近いのでしょうから、十分な配慮が

行われているのだろうか、あるいは後任について

どのような考えを持って今後進められていくのか

なという不安、懸念があるのですけれども、わか

る範囲で結構ですから、お教えください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおり、町内会の役員の方を初め、民生児童委員

の方、保健推進委員の方などなり手不足と言われ

ているとおり皆さん高齢になられて後任がなかな

か見つからないというような状況が起こっており

ます。民生児童委員については、ずっと改選から

３名なかなか決まらないという状況が続いており

ましたが、やっと２名決まってあと１名、それで

もまだ１名決まっていない地区があるというよう

な状況でありまして、なかなか本当に難しい状況

であります。ただ、民生委員さんですとか町内会

の役員さん等にはこちらから訪問させていただき

ながら、寄り添った御相談を受けながら、何とか

仕事ができる間ボランティアの精神をもって続け

ていただければありがたいと思いますが、その間

にでも何とか後継者を探していくということの努

力も続けてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ぜひとも限界町内会の

皆様には十分なケアを、そして支援に回る方につ

いては十分なサポート体制をしいていただきたい

というふうに考えております。

続いて、風連地区の温浴施設の誘致及び建設に

関してお聞きをしてまいります。結論としては、

１自治体で２つの公共温泉は難しいというような

結論に達しているのだというようなお答えであっ

たかなと思うのですけれども、実は私も平成２３

年の第１回定例会で当時開館、オープンして間も

ない道の駅、特産館、３周年に向けてリニューア

ルオープンについてどのような考えを持っていま

すかというようにお聞きをいたしました。当時は、

道の駅がブームで、また団塊の世代の方がリタイ

アをしてキャンピングカーで全国各地を行脚する

という、そんなような余暇の過ごし方が人気を呼

んでいました。そういったところで雑誌社とレス

キュー専門のメーカーがタイアップをして全国各

地の道の駅の利用者のアンケートを実施して、そ

の中で北海道エリア、特に名寄というわけではな

いのですけれども、北海道エリアの道の駅の中で

欲しい施設、あるいは充実してほしい施設のナン
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バーワンに入浴施設あるいは温浴施設というのが

ございましたので、当時の経済部長に質問した経

緯がございます。そのときは、先日会議録から答

弁を拾ってみますと、レストランなどで実施して

いるアンケートも含めて利用者の声を集約するま

でには至っていないが、今後利用者の聞き取りを

してこれからの道の駅の利用に反映できるように

していきたいというふうに述べておられました。

その後４年が経過して、これまでに道の駅、特産

館を利用されている利用者の声を集約あるいは集

計をされた経緯があるのかどうかお聞きをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今言われました

温浴施設についての声ということでありますけれ

ども、私もここに来まして２年たつのですけれど

も、この間には行っていないというふうに考えて

おりまして、道の駅の指定管理者のほうからも特

に声を聞き取るだとか、アンケートをとるだとか、

そういった部分はないというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） やっていないというこ

とでございました。その結果は結果として、地区

商工会で住民を対象にアンケートを実施をして、

その回答の６６％の方が温浴施設があったらいい

なというふうにお答えをしているということでご

ざいましたけれども、その集約結果を持って昨年

の１２月２４日に名寄の商議所と風連の地区商工

会がともに要望書を上げているやに仄聞している

ところなのですけれども、この上げられた要望項

目に対して名寄市は回答をされているのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 確かに去年の１

２月に風連商工会のほうからそういった要望が出

されております。それで、予算の関係もございま

すので、予算が２７年度予算にかかわる部分も含

めて要望いただいておりましたので、そういった

内容も含めて今後回答するような段取りになって

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今後というと、いつぐ

らいの時期になりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今月中には文書

をもって回答するようになっています。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。寄せら

れた要望書にはできるものからお答えをして、全

く回答の意思があるのかないのかもわからないと

いうようなことのないようにひとつ住民の声に寄

り添っていただく、そういう姿勢が必要だろうと

思いますので、ぜひ市長もおっしゃっている対話

と連携ということもございますから、膝を突き詰

めてお話をしていただきたい。今後名寄市自体が

温浴施設の建設は難しいということになれば、い

ろんなスパというのが今ブームのようですから、

チェーン展開をしている業者様もいらっしゃるで

しょうし、いろんな業界の方とコンタクトをとり

ながらぜひとも可能性について探っていただきた

いというふうに思います。

次に、雪育についてお尋ねをしていきたいと思

います。雪育については、午前中の塩田議員、あ

るいは午後から山田議員が十分に質問をされてか

なり熟議が高まったなと思いますけれども、１つ

私のほうから御提案申し上げたいなと思うのは雪

しぐさというのを１つ御提案申し上げたいなと思

います。その昔、人口密度の高い江戸時代に相手

の気持ちを思いやる粋という部分で江戸しぐさと

いう言葉があるのです。ちょっと雪しぐさという

のは造語に近いのですけれども、大変申しわけな

い。例えば雪道で雪見傘ですれ違うときにお互い

に傘をかしげる、傘かしげという言葉らしいので

すけれども、あるいはすれ違うときに肩を引くと

いう肩引きという、そういう雪道の中ですれ違う
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ときの極めて皆さんの中では自然にやっている、

そういうケースもあるのだろうと思いますけれど

も、最近年少の子供たちを見ていると、雪道で狭

くなったところをつぼ足で歩くような状態のとき

に向こうから来る高齢者の方に向かってチキンレ

ースのようにどっちがよけるかみたいなことでや

っているような光景も見るものですから、ぜひと

もこうしたそこはかとない雪道の中でどのように

すれ違うというか、体を引くというか、無言で道

をあけるようなえも言われぬそういう粋なしぐさ

を雪しぐさという言葉で私まとめてみましたけれ

ども、ぜひ雪育の中で取り上げていただきたいと。

先ほど御答弁の中にありました、雪育というの

はまだポピュラーではありません。私は、先日食

育ということでプロジェクトの中で発表会に接し

たときに、半年間にわたって稲だ、野菜だ、畑作、

稲作取り組んでいる児童生徒の様子を見ていて非

常に実に生き生きしているなという感じがいたし

ました。半年間ということであれば、名寄市にと

って同じように雪で半年間生活が閉ざされる、そ

うした中で先ほど来スポーツ少年団の取り組み、

あるいはスキー授業の取り組み、そういう雪や氷

を通して雪に親しむ、あるいは氷に親しむ生活を

幼少のころから系統立てて養育、あるいは教育、

育成をしていただきたいという切なる願いで今回

質問に掲げた次第でございます。

あと、中小企業振興条例についてお聞きをして

まいります。今回ちょっと全てメモを筆記できな

かったのですけれども、答弁の中で本市の商工業

振興をどのような考えで進めていくべきか明確に

することが必要、ちょっと全部書き取れていない

のですが、具体的な施策について検討していくと

いう、これだけ聞いていますと、何か人ごとに聞

こえました、私。では、今までどのような考えの

もとで振興策を進めてきたのという、あえて再確

認をしたくなったのですけれども、あえてお聞き

しますが、この振興条例は名寄市が主体となって

振興することを目的としているのですよね。

〇議長（黒井 徹議員） ちょっと先ほどの答弁

で修正と追加がありますので、先に答弁させてい

ただきます。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私先ほどの答弁

の中で、名寄市の合計特殊出生率 ５２なのです

が、平成２２年から２４年と申したような記憶が

ございます。平成２０年から２４年の５年間とい

うことでございますので、訂正させていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 先ほどのお風呂

の関係でありますけれども、以前にも商工会から

要望いただいておりまして、同様な回答をさせて

いただいているという経過もございます。それで、

昨年の９月の定例会におきましても日根野議員の

ほうから同様の質問がございまして、今回大石議

員のほうに答弁したような内容でお答えしている

のですけれども、その後に今回アンケートをとら

れたということで事務レベル段階ではそのような

内容はお答えさせていただいておりますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 先ほどの質問の中小企

業振興条例。

常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 大石議員言われ

るような考え方で私ども中小企業振興条例につき

ましては進めさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。私も商

工概況というのでしょうか、とりわけ小売業、卸

売業、そして年間販売額、従業者数を平成１４年

からちょっと拾ってみました。そうすると、細か

い数字はちょっと多いので、あれですけれども、

平成１６年から平成２４年までの数値を見ると、

小売業で８６店、年間販売額で９７億円、従業者

数で６１８人、それぞれ減少しています。これ目

を覆うばかりの惨状だなというふうに思います、
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卸、小売業では。なおかつ、先ほどの子育ての環

境で多分雇用の受け皿になる部分だろうと思うの

ですけれども、ここが非常に縮小均衡状態になっ

てきているというところで、このまま等差数列で

出していくと四、五年で名寄市から卸、小売業が

姿を消すということになって、そんなことにはな

らないのですが、数列的に出していくとそういう

計算になってしまうのです。この点についてどの

ようにお考えなのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今の数字を聞か

せていただいて、本当に非常に深刻な状況だとい

うのを改めて感じておりますし、この間いろんな

方から見直しについて御意見をいただいておりま

すけれども、７月以降、新年度においてきちっと

それぞれの個店主の皆さんの御意見などをお聞き

しながら、市としてもきっちりと対応していきた

いというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） きっちりやっていきた

いということですから、ぜひ期待をしていきたい

と思うのですけれども、私も今回質問に当たって

中小企業振興条例を読んでいきました。その中で

新たな商工業の担い手となるべき方々への手だて

が極めて薄いなという感じがいたしましたけれど

も、農業には担い手対策というのが手厚いところ

まではいかないのでしょうけれども、重層構造的

に設けられているのですけれども、商工業に対し

てはいささか手だてが薄いかなという感じがしま

すけれども、今回の見直しの中で手厚いものとな

っていく予定がございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 担い手の関係に

ついては、農業も当然そうですけれども、商業に

ついても重要な部分でありますし、この中身につ

いては手厚いものになるように４月以降皆さんの

御意見をいただいて考えていきたいというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 時間がなくなってまい

りましたけれども、１つ、せんだって市民ホール

のほうで什器や備品、そういったものが大量に発

注されて受注されているという、市外の業者なの

でしょうけれども、これを例えば名寄市のような

中小企業、小規模企業がある程度まとまって、そ

うした専門的な舞台装置以外の什器関係、備品等

は名寄市の小規模、中小企業者がグループになっ

て受注できるような仕組みというのは、今後振興

条例の中で中小企業あるいは小規模企業をまとめ

ていくような、そういうコーディネーター的な役

割も名寄市が果たしていくというようなことが果

たして設けられるかどうか、ちょっとここの確認

について、可能性についてお聞きをしたいと思い

ますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 中小企業からの購入

につきましては、国のほうからできるだけ調達可

能なものについては調達すべしということで出て

いますので、そのラインに沿って取り進めてまい

りたいと思っています。片一方で、公共工事やら

公共の物品購入につきましても公正な入札につい

ての執行を求められますし、一定の金額以上のも

のについては見積もり合わせではなくて入札とい

う概念もありますので、この辺については大石議

員の趣旨についてはしっかり内部検討させていた

だきますけれども、まず優先すべきは公平公正な

入札に基づいた購入ということが一番なのかなと

思っておりますので、御理解賜りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 廃業、閉業が先ほどこ

んなに多いのだよという数字を挙げましたけれど

も、逆に創業、起業考えている方とのうまいコー

ディネートを名寄市は果たしているのかどうか、

最後に聞いて終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 先ほどもお答え
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しましたけれども、市外からの新たな創業される

方に対してもそういう制度を何とか考えていきた

いというふうに考えておりますので、コーディネ

ートも含めて今後の中で検討してまいりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案の撤回

についてを議題といたします。

撤回理由の説明を求めます。

加藤市長。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時１３分

再開 午後 ４時１３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大変失礼いたしました。

本市議会定例会に提出をいたしました議案第７号

及び議案第１２号につきまして、撤回の理由を申

し上げます。

議案第１２号別紙の名寄市第６期高齢者保健医

療福祉計画及び介護保険事業計画において、国立

社会保障・人口問題研究所が平成２５年３月２７

日に公表をいたしました数字を用いて厚生労働省

のワークシートにより人口や高齢者数を推計すべ

きところ、誤って同研究所が平成２０年１２月に

公表した数値を用いて推計したことが判明をいた

しました。人口推計を平成２５年３月公表のもの

で再入力をしたところ、本計画中、第３章の人口

の将来推計、高齢者数の見込み、高齢化率、要介

護認定者数の見込みと第８章、介護保険事業の推

進、２、介護保険サービスの現状と見込み中の介

護サービスの利用人員、回数の推計と介護給付事

業費、予防給付事業費、標準給付費についてそれ

ぞれ訂正する必要が生じました。

また、本計画に基づき議案第７号において平成

２７年度以降の介護保険料を改正し、及び介護予

防・日常生活支援総合事業の実施日を平成２９年

４月１日に延期する旨の条例の一部改正案を提案

しておりますが、本計画と密接な関連があること

から、名寄市議会会議規則第１９条の規定により、

議案第１２号とともに議案第７号の撤回について

議会の承認をお願いをするものでございます。

既に議会におかれましては、３月２０日の審議

に向けて準備をいただいているところでありまし

て、議員各位並びに市民の皆様に対しまして多大

な御迷惑をおかけをしましたことを重ねておわび

を申し上げます。何とぞよろしく御承認をくださ

いますようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま市長より議案

第７号外１件の撤回について説明がありました。

議案第７号は本定例会初日に市民福祉常任委員会

に付託しており、議案第１２号は本定例会初日に

質疑、採決を３月２０日まで延期することとして

おりましたが、市長提案のとおり議案第７号外１

件の撤回について承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案の撤回については承認することに

決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３９

号 名寄市子ども・子育て支援事業計画を定める

ことについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） どうもありがとうござい

ました。

それでは、議案第３９号 名寄市子ども・子育

て支援事業計画を定めることについて、提案の理

由を申し上げます。

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条第１
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項の規定に基づき、平成２７年度から平成３１年

度までの５年間を計画期間として策定をしようと

するものでございます。

計画の策定に当たりましては、名寄市子ども・

子育て会議に諮問をし、計画策定の基礎資料とす

るため、就学前児童の保護者 １４６名、小学生

の保護者 １１９名を対象に行ったニーズ調査の

結果をもとに名寄市子ども・子育て会議で協議を

重ね、平成２６年１２月２９日に答申をいただい

たところでございます。当該答申をもとにパブリ

ックコメント手続を経まして本計画の最終案が整

いましたので、名寄市議会基本条例第１０条の規

定に基づき議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第３９号については、質疑から採決までの

議事を３月２０日に延期したいと思いますが、御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３９号については質疑から採決

までの議事を３月２０日に延期することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第４０

号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４０号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、平成２６年１２月２７日に閣議

決定をされました地方への好循環拡大に向けた緊

急経済対策を踏まえ、国の平成２６年度第１号補

正予算による地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金に係る事業計上が主なものでございまし

て、歳入歳出それぞれ２億７６２万 ０００円を

追加をして、予算総額を２２７億 １７３万 ０

００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして名寄市総合戦略策定事業費で

０００万円及び交流人口拡大事業費で ０５７

万 ０００円の追加は、地域活性化・地域住民生

活等緊急支援交付金の地方創生先行型として事業

費を計上するものでございます。地方版総合戦略

の策定及び観光事業、移住、定住促進事業等に係

る経費を予算化しようとするものでございます。

３款民生費におきまして青空子育て支援事業費

３２４万 ０００円の追加は、同じく地方創生先

行型の事業費を計上しようとするもので、風連日

進地区への親子バスツアー事業や誕生餅贈呈に係

る経費を予算化しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして農産物ブランド確立

事業７００万円の追加は、同じく地方創生先行型

の事業を計上しようとするもので、モチ米を中心

とした特産物のブランド化や実需者との連携強化

に係る経費を予算化しようとするものでございま

す。

７款商工費におきまして企業活動活性化事業費

３７６万 ０００円の追加は、同じく地方創生先

行型の事業を計上するもので、店舗支援、販路拡

大に対する支援などに係る経費を予算化しようと

するものでございます。

同じく７款商工費におきましてプレミアム商品

券発行事業費で ６６０万円、商品券発行事業費

低所得者向け支援事業で ７８０万円、商品券発

行事業費多子世帯向け支援事業で５３０万円の追

加は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金事業費の地域消費喚起・生活支援型に係る事業

費を計上しようとするものでございます。商品券

の発行に際し、名寄市では２０％のプレミアム率

を、北海道の補助金を活用し、上乗せで５％のプ

レミアム率を設定し、合計で２５％のプレミアム

つき商品券を発行するとともに、低所得者、多子
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世帯に対しては生活支援として商品券を配付する

経費等を予算化しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして名寄市立大学保健福

祉学部再編事業費で ９５３万 ０００円の追加

は、地方創生先行型の事業を計上しようとするも

のでありまして、学部再編に伴い教員確保や校舎

の改修、また学生確保のための広報活動などの経

費を予算化しようとするものでございます。

同じく１０款教育費におきまして合宿推進事業

費で１４８万 ０００円の追加は、このほど名寄

市において合宿することになりましたカーリング

女子ロシアナショナルチームの受け入れに係る経

費を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加に伴う国庫支出金、道支出金などの特定財源

の調整を行ったほか、地方交付税で最終的な交付

額を計上し、財政調整基金繰入金で財源の調整を

行いました。

１５款国庫支出金でがんばる地域交付金の最終

決定額を計上し、平成２６年度国の第１号補正に

よる地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

を計上しようとするものでございます。

１６款道支出金では、プレミアムつき商品券の

５％プレミアム相当分の特定財源を計上しようと

するものでございます。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金事業について名寄市総合戦略策定事

業費ほか８件を繰り越しをしようとするものでご

ざいます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） まず、商工費、１項

１目の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金事業費、地域消費喚起・生活支援型、プレミア

ム商品券のことでお伺いをいたします。

昨年消費税が上がりまして駆け込み需要等々、

またいろんな部分がありまして大企業または大都

市は景気は上がっているのですけれども、なかな

かこの北海道、地方には景気が来ていないという

のが現状であります。昨年北海道の稲津がこの地

域商品券を提案いたしまして、採用され、進めら

れております。今回北星信金の景況レポートを見

てもわかるように、旭川地方個人消費等の回復に

おくれが見られるが、また売り上げ低調の減少、

また小売サービス業でもやっぱり売り上げがだん

だん減っているということで、このプレミアム商

品券は本当に名寄の商店街または景気には大変な

力になるなというふうに私も感じております。そ

の中で、まずプレミアム商品券２億 ０００万円

プラス低所得者向け支援事業の ７５０万円、そ

して子育て、多子世帯向け５００万円ですか、こ

れ足すと２億 ２５０万円になります。この部分

で札幌でも１０％のプレミアム商品券をことしの

８月から１６年の１月まで実施するように決まり

ました。そして、相模原でもこのプレミアム商品

券１０％のものをやって２年で ７倍の消費喚起

があったと。そして、大阪でもぎょうさん買うた

ろう商品券を１５％でやってプレミアムの約 ４

倍の消費喚起があった。そして鳥取のスーパープ

レミアム２０％はプレミアム分の ６倍新たな消

費喚起があったというのですけれども、今回２億

２５０万円がありますけれども、どれぐらいの

経済効果、消費喚起を狙った部分で行うのかなと

いうのをお聞かせいただきたいと思います。

それと、まずこれの導入時期と販売体制、今回

市長も言われたように低所得者の方々を対象に

５００円の商品券を ０００名に渡すというふう

に書かれております。また、３名以上の多子世帯

に１万円の商品券を５００名分としております。

この低所得者の部分でどのような対象者、人選基

準にしたのか、年収が何百万円の方を中心にだと

かあると思うのですけれども、意外と低所得者で
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も障害を持った方々、または高齢者で年金生活者

という方もおられますので、その辺の部分の人選

の基準をちょっと教えていただきたいというふう

に思います。

あと、今回の販売方法、今回は１世帯当たり３

セットというふうに想定されているみたいですけ

れども、前回も１世帯でもない、１人当たりなの

ですか、５セットまでということで販売いたしま

した。そのときは、世帯に交換券や何かも出さな

いで手挙げ方式みたいな形で、お金のある方は１

世帯で２名、３名行かれたところもあるみたいな

のですけれども、今回やはり１世帯ですから、販

売の部分で世帯に交換券を渡すなりなんなりして

販売をするのか、その部分をちょっと教えていた

だきたいというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） まず、経済効果

の部分でありますけれども、今回プレミアムつき

商品券発行事業ということで営業戦略室のほうで

担当いたします２５％のプレミアムの商品券、そ

れと低所得者向け、さらには多子世帯向けという

ことで合わせて３億 ２５０万円になりましょう

か、たしか、ぐらいの商品券が市内に出回るとい

うような形になります。ということで、これ商品

券発行ということでふだん生活をしている中でそ

ういったものに充てられますとそういう効果がな

かなか出ないわけでありますけれども、この商品

券の販売を契機にぜひそういった部分の効果とい

うものを今後商工会議所、商工会とともに経済効

果がさらに広がるように検討してまいるという予

定にしております。

そして、導入時期でありますけれども、今のと

ころ６月から７月を最初といたしまして、最終的

には１２月の半年間を利用できる期間とさせてい

ただきたいというふうに考えております。

そして、販売体制についてでありますけれども、

これもまだ商工会議所、商工会との検討が今後、

商工会議所、商工会において実行委員会体制で今

回この事業を取り組んでいただけるという話でご

ざいますので、その中で具体的な中身については

決められるというふうに考えております。それと、

１世帯当たり３セットということで今回販売をさ

れるということであります。昨年につきましては、

１世帯５セットまでということで実行委員会のほ

うで設定をして市内のフリーペーパーにチラシを

折り込んで、そのチラシを持って買いに来てくだ

さいということでやったようでありますけれども、

今回につきましてはそこも少し私どももお話をさ

せていただいておりまして、公平に市民の皆さん

に行き渡るような形でやりたいということで、こ

こについても今後実行委員会とともに検討してま

いる予定をしております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） このたびのプレ

ミアムの商品券の低所得者の方の部分については、

国がことしも行っていただきます臨時給付金の申

請とあわせて行うということで、臨時給付金と同

じ対象の方を想定しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。低所

得者の部分は、臨時給付ということで、税金のか

からない方だとか、障害者等々の方だと思うので

すけれども、前も言ったと思うのですけれども、

障害者の方で２人世帯だとか、障害者が世帯の中

におられる家庭もあるのです。その部分で私は、

その対応的な部分ができないのかなと前もちょっ

と質問させていただいたのですけれども、その部

分の対応というのは今回もなされない、臨時給付

金の部分の対応になってしまうのか、もう一度ち

ょっとお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

プレミアム商品券数回やられているのですけれ

ども、やはり経済効果というのはしっかりとった

ほうが私はいいと思うのです。それとらないと、
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何千万円も何億円も使って経済効果とらないとい

うのは、市民がこの事業やって名寄の消費どれぐ

らいあったのですかと言ったら、私たちが３億円

使って９億円ありましたと言ったら、それはよか

ったですねと言いますけれども、３億円使って経

済効果わからないですよなんて言ったら、ちょっ

と私たちも恥ずかしいですし、行政も恥ずかしい

部分が出ると思いますので、しっかりこれは対応

していただきたいなというふうに思いますけれど

も、御見解お願いします。

それと、導入時期６月から７月、１２月、半年

間ということで言われております。できれば私は

３月の卒入含めた時期まで延ばしていただきたい

なと。今回もこのプレミアム商品券つくるときに

名寄の市民の方から言われました。できれば入学、

卒業の部分も、やっぱり一番消費するのですよね、

こういう時期を当ててほしいのですよねというふ

うに言われたものですから、実行委員会でそうい

う対応はできるのか、ちょっとお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

あと、先ほど言った低所得者の中にはなかなか

３セット買えない方もおられると思います。それ

で、先ほど言った引きかえ券の対応を間違いなく

やれるように、全市民が本当に、前回１０％でし

たけれども、今回２５％です。きっと低所得者の

方々も何とか１万円でもつくって買いたいなとい

う人がすごくいると思うのです。そういう方々に

手が届く、目が届く、気配りできる行政でないと

困るなという部分があるものですから、ぜひその

対応をお願いしておきたいというふうに思います。

そしたら、先ほどのこと。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） １点目の経済効果の考

え方についてもぜひということですので、そこに

ついては全く異論はございませんので、対応させ

ていただきたいと思います。

なお、今年度で取り組みました検証も含めた上

での経済効果がどの程度あったかということと、

さらにそれを踏まえてこのプレミアムが今度２５

％のプレミアムだということも含めて考えさせて

いただきたいというふうに思います。

それとまた、経済効果という分でいうと、単な

るプレミアムの率だけではなくて、市内の商店街

にどう行き渡ったかということも大きな狙いとし

て定めなければいけないかなと思っていますので、

この辺につきましては商工会議所、商工会としっ

かりと詰めてまいりたいというふうに思っていま

すので、御理解をいただきたいと思います。

私から以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 利用期間の関係

ですけれども、３月までできればという話だった

のですが、今回の補助事業で１月までの利用にし

て最終的には３月までに報告といったことになっ

てございますので、そういったこともございまし

て、今回そういった設定にさせていただいており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 対象者の方は、

やはりといいますか、臨時給付金の対象の方とい

うことにさせていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今回の補正のメーン

は、今高橋議員からもありましたけれども、今の

政府の経済政策や金融政策が十二分過ぎるぐらい

行き渡っていないと、地方に。これは、全国の都

道府県の知事さんやら、それぞれの公共団体も含

めての悲鳴に近い状況を補うための補正だという

ふうに認識はしているのですが、それなりに効果

が出ればいいなという期待感を私も否定をしませ

ん。ただ、市長にお聞きしたいのは、昨年消費税

５％から８％になって、その前後も含めてなぜそ

んなに消費の、経済の景気の６割を占めるという

国民の懐の状態についての認識が余りにも浅はか

だったという状況で、３％の消費税が打撃的な追

い打ちをかけたということの認識について、こう
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いう政策をやっていただくのなら、本当は先にこ

れをやってもらわなければならぬと。増税がどう

しても必要であれば、その後についてくるという、

やっぱり政策的な判断、過ちがここにあるのでは

ないかというふうに私の認識としてはあるもので

すから、地域を預かる首長としての御見解をまず

１点お聞きしておきたいと思います。

それで、具体的な内容について高橋議員とも少

しかぶるかもしれませんが、何回かこれまでプレ

ミアムつきの商品券の経験を名寄でも持っておら

れますけれども、どうしても郊外の大型店、ある

いはいわゆる地元の大型店も含めて消費の大半は

そこに流れるということが今までもあったと思い

ますので、もし具体的な数字について押さえてい

れば、まずお聞きをしたいのですが、それにあわ

せて何回かの経験で地元の個店で非常に苦労して

頑張っておられるところにプレミアムのハンディ

が商品券にあってもいいのかなと。片方が２割だ

ったら、片方が３割という、煩雑さも出てくるか

もしれませんけれども、そういう知恵もあっても

いいかなという感じがするのですが、この補正を

組むに当たっても法的な制約も一部あるのかもし

れませんが、検証経過について少しお答えをいた

だきたいなというふうに思います。

いわゆる商業団体が軸になって具体的な対応、

夏から始めて年末ぐらいまで半年ぐらいというこ

となのですが、商業団体ばかりではないのでしょ

うけれども、商工業団体、いわゆる実行団体の負

担についての検討経過についてあったかどうか、

あわせてお願いをしたいなというふうに思います。

それとあと、これはあくまでもカンフル的な印

象がないわけでは、一時的に効果が出て、それが

持続するということを一番期待はするのですけれ

ども、どうしてもそれぞれの懐のあんばいが年金

は下がる一方、賃金は上がらない、そして若い人

たちの半分は非正規だということで十二、三万円

ぐらいの手取りで夫婦２人してやっと生活してい

るという状況を見ると、それが持続的に続くとい

う効果について非常に疑問視もされるわけなので

すが、名寄のそういう状況、収入構造なんかを見

た場合に継続的にまた新たな政策を打っていくこ

とにつながっていくのかどうか、３点目にお知ら

せをいただきたいと思います。

もう一つ、ちょっと聞きづらいのですけれども、

この中に青空子育て支援事業、モチ米をつくって

いる農家の方がこの中にも何人かいますけれども、

誕生餅の関係、もちろんもらって喜ぶ、あるいは

記念になったという、私なんかも地元には孫いま

せんけれども、５人の孫に大体誕生には堀江さん

ところから買って送るのですけれども、固有名詞

が出ましたけれども、済みません。幾つかの声の

中では、食べて消費をして消えてしまうというこ

とで、それが一つの記念の形としてどうなのかと

いう声も一部聞くものですから、誕生餅を名寄市

民がたくさんあちこちに使うことでもっともっと

促進をすることの可能性はあるというふうに考え

ているのですけれども、それらについての今まで

もらった方、あるいはこれからもらえそうな可能

性のある方なんかのニーズの検証について少しお

聞かせをいただきたいなというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １点目、この間の国の施

策と今回のこの消費喚起の国の政策の考え方等々

の首長としてのお考えということでしょうか。昨

年４月に消費税が８％に増税をされて、年内に来

年、もうことしに入りましたけれども、以降の消

費増税の次の段階の判断をするということになっ

ていましたけれども、なかなか思うように景気が

上向いていないと、そんなようなこともございま

して、今回衆議院の解散等もありましたけれども、

改めて地域の消費喚起も含めてこうした政策がな

されたのだろうと。一方で、地域にもっと光が当

たるべく地方創生ということでの議論がけたたま

しく出てきたと、こんなことだと思います。経済

政策というのは、経済そのものが生き物でありま
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すから、なかなか思うように誘導はできないもの

なのだろうというふうに思います。なかなか地方

にアベノミクスが行き届いていないということは、

これは実感でしょうし、実際そのとおりなのだろ

うというふうに思いますけれども、その中でも株

価でありますとか、ある程度の経済指標で一定の

数字は出ているのだろうというふうに思っており

ます。一方で、地域にこれからもそうした光が当

たるのかどうかというのは、しっかりと見きわめ

させていただきたいというふうに思いますし、我

々としては今与えられた条件の中でいかに地域で

知恵を絞って明るい未来を見据えていかなければ

ならないのかということなのだろうというふうに

思います。このことをプラスに捉まえて、今回の

補正がしっかりと２７年度以降の名寄市の経済の

活性化、地域振興につながっていくべく関係団体

の皆さんともよく協議をしながら前に進めていき

たいというふうに考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） まず、１点目の

大型店との関係ですけれども、平成２０年以降昨

年まで７回実施をされておりまして、数字的にい

いますと最初の２０年３月ですけれども、このと

きが５８％程度でございました。その後６回やっ

ているのですが、２３年３月に実施をした商品券

事業では６ １％、それ以外については７０％を

超える状況に大型店での利用がなってございます。

それと、実施団体のほうの負担の関係ですけれ

ども、プレミアム分については負担はございませ

ん。事務費のほうで今回４１０万円ということで

つけさせていただいているのですが、ここで今回

の商品券の印刷代等も含めて、さらには実施期間

が６カ月程度になりますので、その前後１カ月、

前後で２カ月、そういった部分の人件費です。さ

らには、一般職員の時間外手当等もございますの

で、そういったところを含めて４１０万円という

ことで私どものほうとしては今回補助をするとい

うことなのですけれども、そこの部分で実施団体

としての負担は出てくるというふうに考えており

ます。

それと、３点目の継続的な施策となるのかとい

うことでございますが、私どもとしては今回の商

品券事業を契機として、当然これだけの金額の商

品券の扱いになりますので、ぜひ関係団体、商店

街も含めて活発な取り組みを行っていただいて今

後につながるような取り組みにさせていただきた

いというふうに今回の申し入れの中でもさせてい

ただいておりますし、今後の実行委員会の中での

議論の中でもそういった部分については十分申し

入れていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 誕生餅事業につ

いてお答えしたいと思います。

この事業は、１歳の誕生日に名寄特産のお餅を

贈らせていただいて、御家族みんなでお祝いして

いただきたいという趣旨で贈らせていただいてい

るものでありまして、古くから日本の習慣となっ

ております一升餅を誕生日にしょって歩くという

ことが伝統行事ともなっているような状況でもあ

ります。また、そのしょった姿を写真に撮って送

っていただいておりまして、それらパネル化しま

して市役所ですとか、あとよろーなですとかで展

示をして、私としては大変喜んでいただいている

事業だと考えております。今後とも続けてまいり

たいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほど大型店の関係で

常本室長のほうからお答えをさせていただきまし

たが、まさに大型店の割合が高まっているという

のが現状というふうに捉まえていますので、ぜひ

個店での消費、個店利用に向けてのインセンティ

ブをどう働かせていくかということについては、

これは商工会議所とも、あるいは商工会ともしっ

かりと詰めていこうということで、今その方策に

ついては協議中であります。ということで御理解
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をいただきたいというふうに思います。

さらに、先ほどこの消費喚起が一過性のものに

終わるのではないかという、そういう懸念がある

のではないかという御指摘でありましたが、まさ

に私どももそれがまた続いて次年度もプレミアム

でやるかどうかは別として、消費喚起あるいは商

工振興をどう進めていくかということについては

大きな課題だというふうに思っていますので、こ

の点については引き続きこれを契機に考えさせて

いただきたいということを申し上げてお答えにか

えさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議

時間を延長いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ２億円なり３億円の

緊急的な消費を刺激をするということの効果は当

然あるでしょうし、それが２倍になるか３倍にな

るかというところについては懐ぐあいの改善が、

雇用だとか労働条件だとか、あるいは経済の循環

のサイクルが回らない限りはどうしても一過的に

ならざるを得ない側面もあるので、これをきっか

けに今久保副市長言ったように本来の景気を支え

る今の中小企業や業界も含めて若者が定着をしづ

らいという大変厳しい状態、あるいは若者の非正

規の状態等に本当に光を当てていかないと、景気

を支えるのは昔も今も６割はいわゆる国民の消費

だというふうに、これは変わっていないわけです、

インフレ時代もデフレ時代も。そういう面では、

自治体でやることの限界はもちろんありますけれ

ども、こういう機会を捉えてある面では継続的な

抜本的な対策、政策が打たれることが一番継続的

な安定的な一定の商工業対策になるのでないかと

いうふうに思っていますから、そこを改めて市長、

商業者出身でもありますし、経済にももちろんた

けておられますから、法的な制約が多分あるから、

どうしてもプレミアムつきの商品券ということの

選択しかなかったのでしょうけれども、もう少し

工夫を凝らすような自由度の高い金の使い方みた

いのについてもう一度検討経過についてお知らせ

をいただきたいなというふうに思います。

それと、餅の話は本当に言いづらいのですけれ

ども、地元でつくって地元で消費して喜ばれてい

るということについては私も否定しませんが、ど

うしてもおなかに入ってその日一晩でなくなるわ

けではなくて写真は残りますけれども、やっぱり

食べるものということで冷凍しながら残したりと

いう、当然消費をされていくのですけれども、い

ま一度固定的な観念を持たないで率直に既に行き

渡っている人、あるいはこれからもらう対象の方

には少しニーズ、ニーズが合致すれば私も全く異

論はないですけれども、二、三声聞くところによ

ると、毎年二百二、三十人ぐらいの皆さんがいた

だくわけですけれども、そういう側面の検証もし

たほうがいいのかなというふうに思っていますの

で、これがほとんどの人が本当に餅でよかったと

いうことであれば万々歳ですし、またそれとあわ

せて違うことを事業として打たなければならない

とすれば、もちろん地産地消、道内、道外にそう

いう誕生餅を広げていくということについては怠

りなくやらなければならぬというふうに思います

けれども、改めてお答えをいただきたいと思いま

す。

それと、今回の補正のプレミアム、国が２０、

道が５％上乗せをしてということですが、大型店

と地元の比率は言ったように７・３ぐらいの状況

というのは大体最近の傾向ですので、そうすると

なかなかメリットがないなという、率直に商店街

など行って、私も時々買い物に行きますけれども、

声は聞くのです。そういう面では、可能なのであ

ればやっぱりいい意味でのハンディをプレミアム

率を補正をしながら取り組むことについての知恵

もあってもいいのではないかというふうに思って

いるのですけれども、改めて今回技術的にそれが
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可能であるかどうか、これから準備されるのでし

ょうけれども、法的な規制でどうしてもそれがで

きないのだということであれば別ですけれども、

改めてお聞きをしたいと思います。

市長にもう一点大事なことは、これは国の緊急

的な消費を刺激する経済政策というのか、緊急的

な事業というぐらいだと思うのですが、いわゆる

トリクルダウンでお金をたくさん持った人がよけ

れば下にこぼれてくると、あるいは大都市部がよ

かったら小都市にもということなのでしょうけれ

ども、既にこれはイギリスのサッチャリズム、あ

るいはレーガノミクスの中で結果は格差拡大が残

っただけという歴史的なそういう結果が出ている

のですけれども、非常にそのことを私も心配をし

ているのですけれども、いま一度そういうトリク

ルダウンについての御認識についてお聞かせをい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たくさん御質問ありまし

たので、まとめてお話ししまして、足りないとこ

ろあったら補足なり、また御指摘いただきたいと

思います。

まず、今回のプレミアム商品券の背景というこ

とで、実際問題やはり法的な規制、あるいは時間

がなかったというのも現実でありまして、その中

で今回の政策が最善の政策だろうということで商

工会議所、商工会ともよく相談をさせていただき

ながら今回の決断をさせていただいたということ

であります。

大型店と商店街との区分けをすべきでないかと、

その仕切りも非常に難しいと思います。なので、

今回に関してはちょっとこうした手法はとらない

ということでお話をさせていただきますが、今後

またこういうことがあるということであれば、こ

れは今後の研究課題というふうにさせてください。

お願いいたします。

トリクルダウンと、下から上がってくるのは何

というのですか、ボトムアップというのですか、

当然今回の経済政策によって地方の税収、あるい

は国の税収も大幅に増額をしている、あるいは株

価の上昇によって年金制度そのものの運用も好転

しているということではトリクルダウンというこ

とも一方の考え方としてはあるのでないかと。し

かし、それだけではなかなか地域が活性化しない

と、こういうことでありましょうから、今回地方

創生ということで地域独自の戦略、あるいは企画、

地域振興策について国がバックアップをしていく

と、こういう両面立ての政策になっているのだろ

うというふうに思います。ぜひとも新年度は、総

合戦略もそうですけれども、先ほどからもお話あ

る中小企業振興施策等々、短期あるいは中長期に

わたって地域振興をどう考えるかという政策をし

っかりと組み立てていく時期にも当たると、こう

いうことでありまして、この補正予算を、あるい

はこの２６年度の景気対策を一つの契機としてさ

らにいい方向に押し上げていきたいということで

ございます。

餅の話ありましたけれども、これは日本一のモ

チ米産地をこれからしっかりとブランド化してい

くということがこの名寄市の基幹産業の浮沈がか

かっているぐらい私は大事な問題だというふうに

思っていまして、この日本の象徴的な文化を地域

から発信していくのだということでは、恐らく全

国見てもこうした政策を掲げているところは名寄

市以外ないのでないかなというふうに思っていま

して、特色ある政策としていろんなブックスター

ト事業だとか椅子の話だとかありますけれども、

全部が全部皆さん全員が満足する事業というのは

なかなか難しいのかもしれませんが、名寄市の特

色ある取り組みとしてその意義もしっかりと子供

たち、親御さんたちに伝えていく中で名寄市の餅

文化、１次産業のさらなる振興発展に努めていき

たいという願いもあっての事業だというふうに思

っていますので、当面この事業は続けさせていた

だきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。
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〇副市長（久保和幸君） 特に個店対策のことに

ついて、先ほど私が答弁したことと今市長がお答

えになったことと誤解ないように一度整理をさせ

ていただきたいと思いますが、というのは今回の

交付金事業での補正というのは今回この部分でい

うと個店対策という部分では難しいと。ただ、２

７年度の予算の中で例えば商工振興対策費の中で

対応できるのか、あるいはそれ以上の対策を講じ

なければいけないという部分が出てくるのかとい

うことについては、今商工会議所と協議中という

こともありまして、ここは含みのあるお答えをさ

せていただきたいというふうに思いますので、誤

解のないように私のほうから説明をさせていただ

きました。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 個店対策については、

先ほどの一般質問等でも出ておりましたが、中小

企業振興条例の見直しなども含めてやりとりもあ

りましたし、その推移を見守りながら、やっぱり

一番苦悩しているところにしっかり日を当ててい

くというところについて具体的なまた違う場で議

論もさせていただければと思っております。

餅の話、本当に今晩誰かに狙われるのでないか

と思いますけれども、要するにニーズとマッチン

グして地場の産業を育てるということについては

全く異論ないのですけれども、ある面では冷静に

しっかりニーズの把握をすることもまた一つの手

法ではないかと考えていますから、その結果に基

づいてこれはやっぱり間違いなかったのだという

ことであれば、私も全く異論もないし、できるだ

けたくさん餅が売れて消費されることを私自身も

進めている一人ですから、ぜひそういう謙虚な立

場も、田邊部長、必要ですから、ボールをこっち

へ返さなくて結構ですから、しっかりやってくだ

さい。

今回の補正、先ほど高橋議員も言っておりまし

たけれども、２億円なり３億円持ち出して、それ

が６億円なり９億円なりという効果の判定はしっ

かりしなければならぬでしょうし、一過的に終わ

るようなことになれば新たな政策をどうせ打って

いただけるならしっかり継続的、持続的につなが

るような政策に切りかえるという、どちらかとい

えば一過的な感じが、今まで７回やられていてそ

の時々はぽんと伸びるけれども、トータルとして

やっぱり市民の懐ぐあいが基本的に変わっていな

いし、高齢化率３割超えて、誰に聞いても市内を

調査活動しても高齢者の皆さんは年金の話しかし

ません。雪の時期が終わったから、しばらく忘れ

るでしょうけれども、若者に聞いても夫婦２人で

若い人が働いても合計しないと生活できない、子

供を産んだらどっちかがやめなければならぬとい

う状態で、そこは本当につらい現実があるのです。

ここをやっぱり根本的に解決していかないと、地

場の企業に対する支援、若者の定着問題について

深刻だというふうに思っていますので、そこはぜ

ひこの補正を機会に、個別のものについて反対は

しませんけれども、しっかりこの機会に改めて政

策の検証する機会を持っていただければと思いま

すので、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇２０番（東 千春議員） 同様の質問になるか

もしれませんけれども、お許しをいただきたいと

思います。

先ほど来２人からも発言が出ておりますけれど

も、売り上げのパーセンテージの傾向を見てもや

はり大型店の売り上げのほうが伸びているという

現状があるというふうにお伺いをいたしました。

せっかく今回はプレミアムのパーセンテージも多

いわけでありますので、ここで商店街なり中小企

業の皆さんの売り上げ目標だとか、パーセンテー

ジを何％を目標にするのだとか、そういう目標を

持ってではどういうふうな販売の仕方をしようだ

とか、そういう考え方があってもいいのかなとい

うふうに思うのですけれども、そこら辺まず基本

的な考え方としてございましたらお伺いしたいと
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思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） まさしく東議員

の言われるとおりでございまして、我々としても

いろんな提案をさせていただいてこの間議論をさ

せていただいておりますので、実施団体がまだ実

行委員会として組織されていませんけれども、そ

の中で意見反映されるように担当者とも話をして

いきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） こんなにパーセンテ

ージの多いプレミアムは、今後あるかないかわか

りませんけれども、これやっぱり一つの大きな商

店街の皆さんのチャンスだろうというふうに思い

ますので、ぜひそこら辺を適切に捉えて政策を打

っていただきたいというふうに求めて終わりたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 緊急交付金に関連して

御質問をさせていただきたいと思います。

地域消費喚起についてのプレミアム商品券、低

所得者向け、多子世帯に向けという支援があるこ

とには私は賛成をしたいというふうに思っていま

す。低所得者向けのところに交付時期を灯油など

の需要期を含むというふうにされているのですが、

福祉灯油と一緒に配付といいますか、交付をする

ようになるのかどうか、その辺ちょっと確認を１

つしたいと思います。

もう一点、地方創生先行型ということで何件か

の事業が出されていました。商工会議所等と今議

論を重ねているということでしたが、企業活動活

性化事業費の中で店舗支援、販路拡大事業、そし

て新たな支援策の策定というふうなことがうたわ

れていますけれども、そういった中身少し具体的

になっているのであればお知らせをいただきたい

と思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） この間福祉灯油の関

係についてもさまざまな対象者の範囲の拡充につ

いても御意見ありました。片一方で、臨時給付金

の対象の方の中には御商売をやっていて見た目の

感じでいうと相当商売を熱心にやっている方もい

らっしゃれば、年金生活で税制上の優遇措置を受

けて住民税非課税になっている方もいらっしゃい

ますので、名寄市としては歳末の義援金の対象者

ということで限定してやっておりましたので、今

回の低所得者向けの商品券の配付につきましては

買わなくても配付をさせていただいてそれにも使

えるような仕組みを何とか構築したいと。できれ

ばスタンドさんについても仲間に入っていただい

て、大型店ではなくて小売店さんのほうに数多く

流れる仕組みとしてこういうことにも使えると、

その一方で期間的にも、扱うところ大変なのです

けれども、長い期間使ってできるだけ１１月、１

２月の灯油のところまで引っ張れるような仕組み

を今回つくらせてもらいましたので、そういうこ

とであるということの御理解をお願いしたいと思

っています。

なお、福祉灯油の関係につきましては当初予算

で組んでおりますので、従前どおり限定的にはな

るのですけれども、本当に困っている方に対する

支援については常設で設けておりますので、それ

とこれは別なものでありますので、御理解をお願

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 企業活動活性化

事業費の中の新たな支援策の策定ということでご

ざいますよね。その部分でありますか。

（「事業が具体的になって……」と呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（常本史之君） はい。新たな支

援策の策定ということで、これはこの間いろいろ

御質問をいただいておりますけれども、中小企業

振興条例の中で今後見直しが７月以降されますけ

れども、その部分の関係する中小企業振興審議会

委員がいて、その下に策定委員会が今回できるの

ですけれども、そういった方々の報酬になります。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほどの低所得者向け

の支援の事業と福祉灯油の件は、よくわかりまし

た。広く皆さんのところに渡るようにお願いをし

たいというふうに思います。

それから、企業活動活性化事業費に対する地方

創生先行型なのですけれども、今回の交付金が先

ほど皆さんがおっしゃっているように起爆剤にな

って地域経済が活性化していくというふうになっ

ていただきたいと、これは皆さん思っていること

だというふうに思っています。ある方から今回の

交付金で住宅リフォーム助成制度が復活すればと

いうような声も出ていたところであります。そう

いった声もこの策定する中で出たかどうか、ちょ

っとお聞きをしたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回のこの地方創生先行

型の補正の中身も相当時間も限られている中で、

しかもそれもそれぞれ新しい、なおかつ数値目標

を求められるという非常にタイトなスケジュール

の中でしたので、限られたメニューの中で今地方

創生としてもう既に走り出している、あるいは２

７年度当初で考えていたもので拾えるものを中心

にさせていただいたと。意外と政府の審査も相当

厳しいようで、自治体によってははねられている

ような自治体もあるようでありまして、ここは慎

重に対応させていただいたと、こういうことであ

ります。その中で中小企業振興条例は、今後２７

年度かけて見直していくということでありましょ

うし、地方創生戦略を策定していく中でどう移住、

定住促進をさせていくかということだとか、空き

家の問題だとか、そうした問題がその中でも盛り

込まれる可能性はあるのだというふうに思います。

いずれにしても、今どういう政策だということを

具体的にちょっと言うことはできませんけれども、

あらゆる角度から、何回もお話ししていますけれ

ども、名寄市ならではの強み、弱みを生かした短

期、中期、長期にわたる振興策をぜひとも考えて

いきたいというふうに思っていますので、今後と

も御指導お願いを申し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 難しい対国との交渉が

ありますから、いろいろあるかとは思うのですけ

れども、やはり先ほどからお話が出ていたように

たくさんのお金を使う中でこれをやって本当によ

かったという政策、皆さんの知恵を出していただ

いてやっていただくことを強く求めて終わりたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件は、委員会付託を省略し、直ちに採決する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ５時１３分

再開 午後 ５時２６分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

休憩中に市長から議案第４１号 名寄市介護保

険条例等の一部改正について、議案第４２号 名

寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計

画を定めることについて、以上２件が提出されま

した。お手元に配付の議事日程のとおり日程に追

加し、議題とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４１号外１件を日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 追加日程第１ 議案第

４１号 名寄市介護保険条例等の一部改正につい

て、議案第４２号 名寄市高齢者保健医療福祉計

画及び介護保険事業計画を定めることについて、

以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４１号 名寄市介

護保険条例等の一部改正について及び議案第４２

号 名寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保険

事業計画を定めることについて、一括して提案の

理由を申し上げます。

両議案につきましては、先ほど内容不備により

議案第７号及び議案第１２号の撤回の御承認をい

ただいたところでありますが、修正案が整いまし

たので、再提案させていただくものでございます。

まず、議案第４１号 名寄市介護保険条例等の

一部改正についてにつきましては、介護保険法第

１１７条第１項の規定に基づき名寄市第６期介護

保険事業計画を定め、平成２７年度から平成２９

年度までにおける介護保険料を定めるため、また

平成２６年６月２５日法律第８３号の改正介護保

険法附則第１４条に規定をする介護予防・日常生

活支援総合事業等に関する経過措置について定め

るため、名寄市介護保険条例等の一部を改正しよ

うとするものでございます。

第１号被保険者の保険料につきましては、高齢

者人口及び要介護、要支援認定者の増加に伴う介

護サービス給付費の増加が見込まれるため、保険

料額の上昇は避けられない状況でありますが、国

の基準の９段階の所得による負担段階を細分化を

し、所得に応じた保険料負担をいただくことによ

り基準額の上昇を抑え、低所得者層への負担軽減

を図ることとしております。

介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経

過措置につきましては、介護予防及び生活支援の

体制整備の必要性などから、同事業の開始を平成

２９年４月１日に延期しようとするものでありま

す。

次に、議案第４２号 名寄市高齢者保健医療福

祉計画及び介護保険事業計画を定めることについ

てにつきましては、老人福祉法第２０条の８及び

介護保険法第１１７条第１項の規定に基づき、平

成２７年度から平成２９年度までの３年間を計画

期間とする第６期の当該計画を策定しようとする

ものであります。

本計画の策定に当たりましては、名寄市保健医

療福祉推進協議会に諮問をし、２０歳以上の市民

６００人を対象に行った計画策定の基礎資料と

なるアンケート調査の結果をもとに、同協議会の

専門部会であります保健医療・高齢者合同部会で

協議を重ね、平成２６年１２月１５日に答申をい

ただいたところであります。当該答申をもとに、

パブリックコメント手続を経て総人口、高齢者人

口及び要介護認定者数の推計並びに各介護保険サ

ービスの給付見込みの一部を修正し、本計画の最

終案が整いましたので、名寄市議会基本条例第１

０条の規定に基づき議会の議決を求めるものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第４１号外１件については、質疑から採決

までの議事を３月２０日に延期したいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４１号外１件については質疑か

ら採決までの議事を３月２０日に延期することに

決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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議事の都合により、明日３月１３日から３月１

９日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１３日から３月１９日までの

７日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時３１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 東 千 春

平成２７年３月１２日（木曜日）第１回３月定例会・第４号
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平成２７年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２７年３月２０日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市保育所に関する利

用者負担額を定める条例の制定につい

て（市民福祉常任委員長報告）

日程第３ 議案第２４号 平成２７年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２６号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２７号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２８号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３０号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３１号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３２号 平成２７年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３３号 平成２７年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第３９号 名寄市子ども・子育て

支援事業計画を定めることについて

日程第５ 議案第４１号 名寄市介護保険条例等

の一部改正について

議案第４２号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び介護保険事業計画を定め

ることについて

日程第６ 議案第４３号 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について

日程第７ 議案第４４号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第８ 議案第４５号 名寄市みんなを結ぶ手

話条例の制定について

日程第９ 議案第４６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第４７号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第４８号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第10 意見書案第１号 農協関係法制度の見

直しに関する意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿

易交渉に係る意見書

日程第11 報告第２号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告について

日程第12 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１号 名寄市保育所に関する利

用者負担額を定める条例の制定につい

て（市民福祉常任委員長報告）

日程第３ 議案第２４号 平成２７年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 平成２７年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２６号 平成２７年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２７号 平成２７年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２８号 平成２７年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３０号 平成２７年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３１号 平成２７年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３２号 平成２７年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３３号 平成２７年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第３９号 名寄市子ども・子育て

支援事業計画を定めることについて

日程第５ 議案第４１号 名寄市介護保険条例等

の一部改正について

議案第４２号 名寄市高齢者保健医療

福祉計画及び介護保険事業計画を定め

ることについて

日程第６ 議案第４３号 地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について

日程第７ 議案第４４号 名寄市副市長の選任に

ついて

日程第８ 議案第４５号 名寄市みんなを結ぶ手

話条例の制定について

日程第９ 議案第４６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第４７号 名寄市議会議員の議員

報酬等の特例に関する条例の一部改正

について

議案第４８号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第10 意見書案第１号 農協関係法制度の見

直しに関する意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿

易交渉に係る意見書

日程第11 報告第２号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告について

日程第12 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員
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８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

健康福祉部次長 江 尻 輝 章 君

高齢介護課長 馬 場 義 人 君

保健センター
廣 嶋 淳 一 君

所 長

国 保 診 療 所
荒 井 洋 光 君

事 務 課 長

学校教育課長 河 合 信 二 君

児童センター
毛 利 公 子 君

館 長

こども未来課長 石 橋 毅 君

地域包括支援
橋 本 い づ み 君

センター主幹

保健センター
渡 辺 里 佳 君

主 幹

こども未来課
土 屋 由 美 子 君

主 幹

介護保険係長 後 藤 裕 子 君

高齢福祉係主査 東 則 良 君

地域包括支援
山 崎 大 樹 君

センター主査

こども未来係長 小 林 訓 伯 君

障がい福祉係
柴 野 武 志 君

主 査
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 山 田 典 幸 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 議案第１号

名寄市保育所に関する利用者負担額を定める条

例の制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員） 議長

より御指名をいただきましたので、平成２７年第

１回定例会におきまして当委員会に付託されまし

た議案第１号 名寄市保育所に関する利用者負担

額を定める条例の制定について、委員会における

審査経過並びに結果について御報告申し上げます。

委員会は、平成２７年３月４日、１３日の２回

にわたり、田邊健康福祉部長を初め担当職員の出

席を求め、本条例の内容について詳細な説明を受

けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第１号の内容は、提案理由の説

明にありましたように平成２７年４月１日から子

ども・子育て支援法の施行に伴い児童福祉法第５

６条第３項が改正され、公立保育所における利用

者負担額、保育料の徴収根拠がなくなるため、条

例により名寄市保育所の利用負担額及び徴収根拠

を定めるものです。また、名寄市保育の実施に関

する条例は、児童福祉法第２４条第１項が改正さ

れ、条例で規定していた保育に欠ける要件は子ど

も・子育て支援法施行規則で規定されており、当

該条例を廃止することとするものです。

第１回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、短時間保育に関して国の基準より低

く設定されているが、その理由と標準 ７％引き

が全てに計算されているが、国の基準はどのよう

になっているのかの質疑では、短時間の保育につ

いては公立保育所においては９時から１７時まで

の８時間保育が短時間保育となる。短時間保育の

利用者負担額については、国の基準で短時間と標

準時間と変わらないところがあるが、基本的に国

の階層においても標準の保育単価に比べ ７％引

きという原則をもって計算されている。名寄市に

おける利用者負担額については、全ての階層にお

いて ７％を引き、金額の端数については切り捨

てをした設定としているとの答弁がありました。

保護者が負担する保育料は、国でも上限を定め

ているが、今までの条例による保育料の算出と今

回提案の財源の内訳についてどのような変化があ

るのか、また所得税から住民税の所得割を根拠に

算定されることになるが、利用者に対する保育料

の変化はないのか、あるのであれば個別の階層で

説明をの質疑では、財源の変化については公立の

保育所については従来どおり基本的に施設型給付

費相当額の予算の範囲内で支給するという形で財

源は交付税で今までと大きく変化はない。子供２

人の世帯が基本ベースとなった階層表になってお

り、第１子しかいない世帯についてはこの階層表

は第２子分を想定してつくり込まれているので、

階層が低くなる傾向が出てくる。第３子以上は、

年少扶養控除が税制改正で廃止されているので、

その分で若干不利な傾向があるが、国は保育料の

階層が利用者側に負担が生じる場合は影響が出な

いように各市町村で配慮するよううたっているの

で、現行の階層を既存入園児に対しては保障し、

下がったほうについては下がった状態で負担して

いただく。階層の細分化では、名寄市において特
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に集中する階層のところを国の基準より多い階層

を設け、バランスをとった。保育要件の関係では、

新たに追加された就職活動、上限９０日が国のほ

うで明示されている。就職活動による保育の申し

込みということが非常に多くなっていて、３歳以

上のお子さんをお持ちの方だと幼稚園の選択肢も

あり、有効な情報を提供しながらあっせんをして

いくとの答弁がありました。

最近の収納状況についての傾向はの質疑では、

平成２６年度２月末現在の状況は調定額が ６４

２万 ６００円、収入済額が ５５２万 ２６９

円、収納未済額は ０９０万 ３１１円、未収率

としては２ ７％となっている。平成２４年度と

２５年度の確定の未収納率は、平成２４年度１

２％、平成２５年度 ９％となっているとの答弁

がありました。

第２回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、通常保育は条例で、延長保育は規則

だが、内容の質問に対し、国の基準では通常保育

の上限は条例で制定することになっているが、名

寄市の条例では上限設定だけでなく、わかりやす

いように全ての階層を条例で定めた。延長保育は、

特別保育になり、今回の条例制定とは別になり、

規則で定めるとの答弁がありました。

保育料に関し、収納率からもうかがえるように

負担が重いとも思われるが、利用者の声はの質疑

では、年２回ほど利用者との面談を１件１件行っ

ている経過があるが、直接には負担が重いとの声

はないが、アンケート結果では安くしてほしいと

の声も一部あった。風連地区についても平成２６

年度で経過措置が終了し、平成２７年度から名寄

地区と同額になるが、経過措置当初は負担が重い

との意見があったが、現状直接の声としてはなか

ったとの答弁がありました。

以上、付託議案第１号 名寄市保育所に関する

利用者負担額を定める条例の制定についてにつき

ましては、全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定をいたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第１号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決

されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 議案第２４

号 平成２７年度名寄市一般会計予算、議案第２

５号 平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２６号 平成２７年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２７号 平成２７年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２８号 平

成２７年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第２９号 平成２７年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算、議案第３０号 平成２

７年度名寄市食肉センター事業特別会計予算、議

案第３１号 平成２７年度名寄市後期高齢者医療

特別会計予算、議案第３２号 平成２７年度名寄

市病院事業会計予算、議案第３３号 平成２７年

度名寄市水道事業会計予算、以上１０件を一括議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、日根野正敏委員長。

〇予算審査特別委員長（日根野正敏議員） 議長

より御指名をいただきましたので、今定例会にお

いて予算審査特別委員会に付託されました議案第

２４号 平成２７年度名寄市一般会計予算及び議

案第２５号から議案第３３号までの各特別会計予

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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算並びに各企業会計予算の１０件につきまして、

委員会における審査の経過と結果について御報告

申し上げます。

第１回委員会は、２月２５日に開会し、直ちに

正副委員長互選を行い、委員長には私日根野が、

副委員長に塩田昌彦委員がそれぞれ選任されまし

た。

第２回委員会は、３月１６日に開会し、審査日

程を３月１６日、１８日、１９日、２０日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、それぞれ説明並びに答弁をいただき、慎

重に審査を行いました。

その経過につきましては、詳細に報告を申し上

げるところではございますけれども、当委員会は

全議員をもって構成された委員会でございますの

で、これを省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げるところでございます。

議案第２４号 平成２７年度名寄市一般会計予

算及び議案第２５号 平成２７年度名寄市国民健

康保険特別会計予算、議案第２６号 平成２７年

度名寄市介護保険特別会計予算につきましては、

採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

また、議案第２７号から議案第３３号までの平

成２７年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

７件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

以上を申し上げまして、簡単ではございますが、

委員会の審査結果の御報告とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま予算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２４号

外９件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会でありますので、この際質疑を省略

し、直ちに採決を行います。

議案第２４号 平成２７年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２４号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２５号 平成２７年

度名寄市国民健康保険特別会計予算について委員

長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２５号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りいたします。議案第２６号 平成２７年

度名寄市介護保険特別会計予算について委員会長

報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２６号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２７号 平成２７年度名寄市下水

道事業特別会計予算から議案第３３号 平成２７

年度名寄市水道事業会計予算までの７件について

委員長報告のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号から議案第３３号までの

７件は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１４分

再開 午後 １時１８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第３９号 名寄市子ども・子育

て支援事業計画を定めることについて、３月１２

日の議事を継続します。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ
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んか。

山田典幸議員。

〇４番（山田典幸議員） それでは、子ども・子

育て支援事業計画について何点かお伺いをしたい

と思います。

新年度から子ども・子育て支援新制度というこ

とで開始されるということなのですが、今回の関

連３法も含めて新制度どんな内容なのかというこ

とで私自身もいろいろと資料等で勉強させていた

だいたのですけれども、非常に制度的には本当に

複雑だなという部分もありまして、完全に今理解

できているかどうかというのはちょっとまだ完全

ではない部分もあるのですけれども、大くくりで

この制度の内容を見てみますと、やはり今待機児

童が全国的な、特に都市部で待機児童解消という

のが大きな問題、課題になっていまして、その都

市部の待機児童解消というのが目的、至上命題な

のかなというふうに捉えています。例えば小規模

保育の認可ですとか、またその中でも特に正式な

保育士の資格を簡単な研修を受けて２分の１です

とか、家庭的保育に関してはそういう方も認める

というようなことからいうと、保育の量というの

でしょうか、量的拡大が優先されて保育の今度は

質がどうなるのかなというちょっと懸念もあるの

も事実なのかなというふうに思います。特にこう

いった名寄市も含めて地方都市に関しては、待機

児童というのはある意味名寄市の状況も現状では

心配のない状況ではあるかと思いますけれども、

いずれにしてもこの新制度施行されるに当たりま

してやはり保育の質の向上を目指していくという

のは、これは地方においては重要なことなのかな

というふうに思いますけれども、この新制度の中

で保育の質の向上を目指すとうたっていながらも、

例えば今の施設面積の基準ですとか、保育環境の

整備、また保育者の処遇等の改善について具体的

な部分では触れられている文言がなかなか見当た

らないというのが現状なのかなというふうに思い

ます。今回の支援事業計画の名寄市の新たに計画

案としてお示しいただいた中身には、やはり保育

内容の向上、保育士の資質の向上含めて質の向上

を図っていくという部分がしっかりと盛り込まれ

ているのかなというふうに思います。まず１点目、

そういった部分で名寄市として保育の質を高める

具体的な取り組みについて、現場の保育士さんの

処遇の改善も含めてどのように具体的にされてい

くのか、１点お伺いしたいと思います。

もう一点は、この新制度に当たって現在の市内

各施設の新制度への移行の状況、また今後の予測、

それぞれ事業所単位である程度施設の運営、経営

も含めて検討していかれるのかなというふうに思

いますけれども、原課で把握されている、またい

ろいろかかわりある中で今後どのような状況にな

っていくことが推測されるのか、このまず２点に

ついてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 土屋こども未来課主幹。

〇こども未来課主幹（土屋由美子君） 質の向上

についての取り組みについてお答えしたいと思い

ます。

北海道社会福祉協議会が実施しております保育

士の研修を積極的に活用し、毎年多くの職員が受

講しております。新任保育士等研修、保育士等専

門研修、主任保育士等研修、それから障害児保育

担当保育士等研修、乳児保育担当保育士等研修、

施設長専門研修など、幅広くメニューが用意され

ております。民間施設におきましても同じ状況に

なっております。また、上川振興局が実施してお

りますスキルアップ講座の活用や保育士が自主的

に研修を行うなど研さんに努め、今後も継続して

まいります。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） それでは、私

のほうから、処遇改善についてのお問い合わせと

施設の移行についてということでお問い合わせが

ありました。処遇改善につきましては、市内の認

可保育所では施設型給付費が給付されることにな

ります。こちらは、私立ということでございます
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けれども、処遇改善経費につきましてもあわせて

給付される仕組みになっておりますので、今後に

おきましても制度上で保障されていくことになり

ます。公設の臨時職員のほうにつきましては、平

成２７年度から経験年数に応じて処遇改善を実施

してまいりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

それから、施設の移行の推測といいましょうか、

予想ということでのお問い合わせですけれども、

新年度の予算に計上させていただいております新

制度移行施設につきましては制度上選択権がない

といいましょうか、現行の幼保連携の認定こども

園というのは新制度へ移行していくと、それから

認可の保育所というのも必ず制度へ移行していく

と。今回の選択肢と言われる部分というのが幼稚

園の部分になってくるのですけれども、現在幼稚

園では市内で１園が新制度へ移行ということでの

報告をいただいております。認定こども園の幼稚

園部分を抜きますと、残り３園幼稚園がございま

すけれども、その３園につきましても１園から幼

稚園型の認定こども園になるのかどうかという部

分でのまだ青写真もでき上がっていない状況なの

ですけれども、実際に相談をいただいているとこ

ろが１件ございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 今お答えをいただきま

して、保育の質ということで現場の保育士の方も

含めての処遇改善ということで、課長のほうから

お答えあったように公設の臨時職員さん、新年度

からそういった処遇改善の部分もあるということ

でお答えをいただきました。ぜひそういう形で国

の新制度とまた別の部分、自治体として手当てを

していかなければならない部分が新年度からそう

いう形で行われるということなのだと思います。

ぜひ保育の現場の質の向上に向けて取り組みを強

化していっていただければというふうに思います

が、質を高めるという部分で今この計画が策定さ

れる、計画案として示していただく中で子ども・

子育て会議等の議論を経て今回こういった提案に

なってきたかと思いますが、ニーズ調査等もされ

て今本当に多様なニーズがあるのだなというふう

に数字上もしっかりとここに示されていますけれ

ども、質の向上という観点からいってもあくまで

子育てという部分で施設、保育の量的拡大だけが

どんどん先行して子育てが子守みたいな形になっ

てしまっては、教育都市宣言を掲げている名寄市

としてもそういった部分に進まないように保育の

質を高めていただくという部分がやっぱり非常に

重要になってくるのかなというふうに思いますけ

れども、ニーズ調査の中でいろいろとこれから必

要なニーズのある子育ての環境のあり方というの

も幾つか示されてありますけれども、そういった

部分でニーズが今多様化している中で数字にあら

われてこないニーズというのも私反面あるのでは

ないかなというふうに思っていまして、特にどう

しても保護者の方々、今女性の、主婦の方も含め

て社会進出の部分が、それは社会進出という面か

らもそうですし、経済的な理由からいっても夫婦

共働きをしなければならないという現状もあるの

でしょうけれども、ニーズに応えていくというの

は大事なことなのですけれども、そのニーズを満

たすだけではなくて子供にとって最善の環境、利

益というのがもたらされなければならないのだと

思っていまして、やっぱり家庭の役割というのも

非常に重要になってくると私は考えているところ

であります。計画案のほうでも新制度、関連３法

も含めて触れられていないそういった家庭の役割、

重要性というのが各主体の役割ということで１番

目に家庭の役割としっかりと示されていただいて

いますので、最後に家庭機能の充実に努めますと

しっかりとうたっていただいておりますので、あ

る意味名寄はそういう方向に進まないで家庭で育

てるということをこれから進めていく姿勢がここ

に見えるのですけれども、ニーズ調査、また子ど

も・子育て会議の中で、そういった家庭でしっか
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り育てたいというようなニーズは数字にはあらわ

れてこないのかもしれませんけれども、子ども・

子育て会議の中で何かそういった議論があったの

かなかったのか、またそういった部分では現場を

扱ういわゆる窓口でもあるこども未来課のほうで

いろんな保護者の方、また市内各施設の方々とい

ろいろ接する機会も多いのだと思いますけれども、

今後の名寄市の家庭を重視、家庭での役割の重要

性、それを原課ではどのように認識されているか、

こども未来課長自身の思いも含めてお答えをいた

だければと思います。

もう一点、移行の状況、今後の予測については

わかりました。今市内に公設の保育所もあるわけ

ですけれども、施設の老朽化等も以前からいろい

ろと総合計画の中でも議論もされているところで

ありますけれども、公設の保育所をどういう形に

していくのか、そのあたりの今後の進め方につい

てもお答えをいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） 今山田議員の

ほうからいろいろと本当に子育ての根本的な質問

をいただきました。その中で担当の課長である私

の思いというか、考えもお尋ねいただいたのかな

というふうに感じております。まず初めに、家庭

の役割ということでの認識、計画の中でもそのよ

うな重要性をうたっておりますけれども、そのこ

とにつきましてちょっと回答になるかどうかわか

りませんけれども、私の思いも含めまして述べさ

せていただきたいと思います。

実は、きのう教育費の予算の審査に私も最後列

に説明員として出席しておりまして、佐藤議員の

ほうから名前を呼ばれただけの出番になってしま

ったのですけれども、実はその中で熊谷議員のほ

うから質疑で出ておりました学校の責任、それか

ら家庭、地域の役割といった部分の質疑であった

り、高野議員のほうから出していただきました適

応指導教室についてのお問い合わせ、それから山

田議員のほうからありました言語活動の課題、道

徳の教本の活用、それから読書の重要性、それか

ら川村議員のほうから質問のありました所在の連

絡のとれないお子さんの数はどうなっているのだ

と、あわせて不登校のことについてもお問い合わ

せ、高橋議員のほうからも埼玉の痛ましい事件に

かかわって携帯電話の状況のお問い合わせがあり

ました。この部分について、若干脱線するかもし

れませんけれども、全てが子供の権利、生きるた

め、愛情を持って育まれるための権利に全てつな

がってくる項目がこの委員会の中で質疑で出てき

たのだなというふうに私は説明員として聞きなが

ら感じておりました。その答弁の中で教育委員会

の参事のほうから先生の黒板の板書について多分

答弁があったかなと思いますけれども、そこで美

しい字を書きなさいという答弁があったかと思い

ますが、私はこの計画をつくって担当した担当課

長としての思いとしては美しい字を書くというこ

とはもちろんで、やはり大人が美しい大人でなけ

ればならないというふうにこの計画をつくりなが

ら切に感じてきたところです。私幼少期のころか

ら大したいい子ではなかったものですから、佐藤

議員うなずいていますけれども、親に怒られると

同じぐらい近所のおばちゃんにたくさん怒られな

がら育ってきました。そのおかげでどうにかこの

程度で済んだのかなというふうに感謝しているの

ですけれども、よく考えればやはり周りの美しい

大人たちに育ててきていただいたなというふうに

感じております。この計画の中でも書いてありま

すけれども、ここ最近いわゆる時代と言われるく

くりでくくってはいけないとは思うのですけれど

も、世間の希薄化という部分が非常に重要という

か、重大なことになってきておりまして、その希

薄化によって美しい大人たちが大人という単体に

なってきて、そこが進んできて今度は大人ではな

くて子と親の関係とどんどん、どんどん子供が接

する大人社会との接点が小さくなってきていると

いうのが今現在なのかなというふうに感じており
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ます。その中で保護者が狭くなった世間の中で子

育てに対して悩んでいるという現状が今の課題で

あり、そこを行政として支援していくために事業

として実施しているのが子育て支援センターとい

うものがあります。そこは、親同士が集う環境を

提供する場で、そこでは親同士が相談したり情報

交換をしたり、親が育ち合うための場になってい

るのかなというふうに感じておりますし、また幼

稚園、保育所、学校についても今度は子供たちが

集団の中で育ち合うという場になって重要な役割

を果たしているのだと思います。その中でかかわ

ってくる先生であったり、担当の職員であったり

というのがやはり美しい大人でなければならない

というふうに感じておりますし、そこの美しさに

磨きをかけるために先ほど土屋主幹が言いました

ように研修、研さんを重ねてより美しい大人とし

て指導、支援をしていくということが最終的には

やはり質の向上につながっていくのではないかと。

いわゆる質といいますけれども、そういうところ

が本当に大切な質なのではないかというふうに私

自身この立場に立って本当にそこはそういうふう

に感じているところです。私の思いといたしまし

ては、そこに立ち返ってこの計画にもいろいろ示

させていただきましたけれども、根本的な思いは

そこからスタート、そしていろいろな事業に着手

して努力していきたいというふうに考えておりま

す。

それから、子ども・子育て会議の中で子供を働

かないで育てていくという思いとかというお問い

合わせありましたけれども、残念ながら子ども・

子育て会議の中ではそういった意見の交換はあり

ませんでした。しかしながら、議員おっしゃられ

たとおり我々日ごろ窓口で市民の方々と接させて

いただいている中で、私平成２３年から今の係に

いるのですけれども、赤ちゃんが生まれて子供を

育てていく自信がないといいますか、ということ

での保育に欠けたいという保護者の方やそのため

に一部ですけれども、仕事を探すというような方

も中にはおられます。逆に言うと、その方たちは

育児を放棄しているのではなくて、育児に対して

やはり相談相手がいなく不安に思っている方がふ

えてきているという証拠なのだろうというふうに

常日ごろ感じているところです。そのためにもこ

の計画に沿ってできるだけ寄り添った支援をして

いかなければならないというふうに考えておりま

す。

それから、施設の老朽化につきましてですけれ

ども、ここの老朽化について必ずついて回るのが

施設の今後のあり方になってくるかなと思います。

それが次期の総合計画の中で市民の皆さんの意見

を頂戴しながら、一定程度の方向性は出していか

なければならないというふうに考えておりますけ

れども、この公設の施設のあり方は根本的に民間

がなし得ない部分、できない部分をやっぱり公設

として責任を持ってやっていかなければならない

という部分が根本的にあると思いますので、そこ

につきましてはこの新制度施行に伴いまして今後、

先ほど言いましたけれども、幼稚園が例えば新制

度に乗って認定こども園になっていくよとなった

場合には民間が一定程度保育の枠を拡大してくる

ということになりますので、そこについては今後

の移行の状態を十分確認して検討しながら、市民

の皆さんと公設のあり方について、統廃合含めて

十分議論して総合計画のほうにのせさせていただ

きたいなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 課長の熱い思い聞かせ

ていただきまして、ありがとうございます。私も

美しい大人目指して頑張りたいと思います。本当

にそういった形で今課長おっしゃったとおりだと

思います。単純にこの計画に沿ってということで

はなくて、またこういうニーズが出てきたからそ

れに沿ってということだけではなくて、やっぱり

今の実情、いろんな部分で窓口になるのはこども

未来課でしょうから、さまざまなニーズに柔軟に
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対応していけるように、また寄り添った支援とい

うお言葉もありましたけれども、ぜひそういった

形で本当の意味での保育の質の向上に向けて取り

組んでいただきたいなというふうに思います。

また、公設のあり方ということを今後議論して

いかれるということでありますけれども、この新

制度で民間がどういう状況に今後なっていくのか

というところも見きわめながら、民間のできない

部分を補完するという意味合いが強くなってくる

のかなというふうに思いますけれども、いずれに

しましても名寄というまちがやはり子育てしやす

いまちであるために、また本当に子供たちのため

に子供の最善の利益が確保できるすばらしい名寄

であるためにこの支援事業計画進めていっていた

だきたいなということを申し上げたいと思います。

あと、最後に１点だけ、そういった部分でこの

事業計画の中にもありますけれども、先ほどいろ

いろ課長熱い思いで御答弁をいただいた内容にも

つながるのかなというふうに思いますけれども、

ファミリーサポートセンターの事業が今後事業の

開始に向けた準備を進めていくということであり

ますけれども、具体的に今度この事業の開始に向

けてどのような取り組みを新年度以降されていく

のか、最後そこをお伺いして終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） それでは、フ

ァミサポについてのお問い合わせがありました。

ここは、我々も今非常に力を入れながら進めよう

と考えているところでございまして、実は事業内

容というか、確定していないものですから、当初

予算のほうには今回計上は見送らせていただいた

状況でございますけれども、委託含めて今社会福

祉協議会とお話のほうは、打ち合わせのほうは進

めさせていただいておりまして、提供できる場で

あったりとかという詳細の部分を今後詰めていき

ながら、時期が来ましたら事業費等補正予算のほ

うでお諮りしたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） この名寄子ども・子

育て支援事業計画も読ませていただきました。あ

る程度の父母、子供の部分のニーズをしっかりと

吸い上げてこれから本当に子供、子育てがしやす

い名寄になるのではないかなという事業計画では

ないかなというふうに感じております。その中で

今回まち・ひと・しごと創生法での部分も入って

きて、この子育てという部分がこの地域に、５０

年後、６０年後人口減少にならないためにも子供、

子育てというのは非常に重要な位置を占める部分

だというふうに感じております。その中で今回幼

児の父母、また小学生に約二千何百人分のアンケ

ートをとられたというふうにお聞きしました。返

答としては６割だとか、その部分だと思うのです

けれども、その中で父母からの要望でここの事業

に取り入れた、名寄が父母から吸い上げた部分を

入れさせていただいたという、その大きい枠でも

よろしいですから、どういう意見が父兄から上が

ってきたのか、ちょっとお知らせをいただきたい

というふうに思います。とりあえずそれをお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小林こども未来係長。

〇こども未来係長（小林訓伯君） ニーズ調査の

結果における傾向についてお答えいたします。

ニーズ調査は、就学前児童用と小学校就学児用

の２種類で調査いたしました。若干調査項目も違

うことから、まず共通項目について紹介いたしま

す。子育てについて気軽に相談できる人がいます

かの問いに、就学前児童では９ ２％がいると回

答し、小学校就学児では９ ９％の世帯がいると

回答しております。相談先では、両方に同じ傾向

が出ておりまして、最も多い相談先としましては

配偶者、次に父母、知友人と続いております。し

かしながら、両方で４番目に多くなっているのが

保育所、幼稚園、学校の教諭となっており、相談

先としてこのような機関が重要な役割を果たして
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いることがわかりました。保護者の就労状況で母

親についての調査は、フルタイム、パートタイム

を合わせた就労している母親は就学前児童で４

５％、小学校就学児で６ ６％となっております。

以前は就労していたが、現在は就労していないと

回答した方は、就学前児童で４ ２％、小学校就

学児で２ １％となっております。就労していな

い方への就労希望の調査では、就学前児童で回答

が一番多かったのが一番下の子供が一定年齢にな

ったころに就労したいとなっており、５ ７％、

小学校就学児では一番下の子供が一定年齢になっ

たときに就労したいが３ ６％、すぐにでももし

くは１年以内に就労したいが３ ８％となってお

り、就労意欲がお子さんの成長によって高まる傾

向となっております。次に、就学前児童では、子

育て支援センターの利用について利用日数をふや

したいのかという問いに、ゼロ歳から２歳までの

お子さんの保護者からの要望が多く寄せられてお

ります。子育てに関する相談の場、憩いの場にな

っていることがうかがえます。計画の反映につき

ましては、地域子育て支援センターへの要望に応

えるため、平成２７年度中に施設改修を進め、利

用時間の拡大を図り、ニーズに応えていくよう計

画しております。また、転入者から要望の強かっ

たファミリーサポートセンターの開設につきまし

ても現在調整中であり、準備を進めております。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 今父母からのある程

度の調査が出たみたいです。その中で、まず１点

目がファミリーサポートセンター、先ほど山田議

員からも言われておりましたけれども、まず未設

定であると、そして社協のほうに今申請を出して

いるということで、このサポートセンター事業な

のですけれども、ここの１９番目に書いてあると

おり子育てを依頼した人と子育てをサポートする

人が会員を募りというふうに書いてあります。こ

の会員を募りということは、今子供を持っている

人がそこに会員に行き、そしてそういう子供を見

てあげたい人が行くという形で、きっと歌登で今

事業をやられている、町でやられているお年寄り

が、町内の子供、お母さんたちが何か急に用事が

あったら役場に連絡をして、そこのところに１時

間、２時間預けて５００円を払うという制度だと

思うのですけれども、私は何回か質問をさせても

らいましたから、このニーズというのはすごく重

要だなと思っていましたので、具体的にこれ今社

協に預けていつぐらいから名寄としては進めよう

かなと、この事業をやろうとしているのか、ちょ

っとお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

そして、一番多いのがやっぱり今子育てで困っ

ているので、相談をしたいという部分があると思

うのです。この部分で子育て支援センターが重要

な部分だと思うのですけれども、そういった意味

で前言った子育ての全体を見ていく場というのも

必要ではないかな、子供が生まれて、それからず

っと見ていくという体制も重要ではないかなと思

うのですけれども、もう一度その体制の部分で御

意見があればお伺いいたします。

それと、子供が生まれてある程度大きくなって

から仕事に戻りたいという方々がこれぐらいいる

というのが私はすごいなと思うのです。すぐにで

もというのは３ ８％、そして子供がある程度大

きくなってからというのが小学校で３ ６、幼児

で５ ７ということで、私はこれだけあるという

ことはやはりそれを見ていく子供の保育所の場で

あったり、認定こども園であったりという部分の

需要が相当必要ではないかなと思うのですけれど

も、今現状名寄市は毎回質問したら１００％全員

が何不自由なく幼稚園と保育所に通われていると

いう状況ですというふうに言われたのですけれど

も、去年はそうだったのですけれども、今はどの

ような状況になっているのか、ちょっと教えてい

ただきたいというふうに思います。

以上、お願いいたします。済みません。打ち合
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わせしたことよりもちょっと広がってしまって、

広げてしまって済みません。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） それでは、私

のほうからファミリーサポートセンターのお話と

子育ての相談体制についてお答えをさせていただ

きます。

ファミリーサポートセンター、実際名寄市でい

つぐらいからやる予定なのだというお問い合わせ

だったかなというふうに思いますけれども、今の

ところ明言はできないというか、実際に一緒に研

修等も社協の職員と去年私実は行かせていただい

て先進地のお話等聞かせていただきながら、議員

おっしゃるように会員の募集をしなければならな

いということと、あとファミリーサポートセンタ

ーで一番重要なのがコーディネーターといいまし

ょうか、必ず１人介在するというか、マッチング

をする人が必要になるのですけれども、その非常

に重要な役割を果たす方を１人用意しなければな

らないという部分で、そこの人選であったり、そ

れとサービスを提供する側の会員も実はすぐ手挙

げたらできますよということではなくて、一定程

度研修を受けていただいたりというような準備期

間もかなり要しますので、もちろん先ほど申し上

げたとおり準備は順次進めていくのですけれども、

その部分の過程がどの程度の期間要するのかとい

うところまではちょっと推察できておりませんの

で、間違いなく検討しながら前に進めていこうと

いうふうには考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

それから、子育て相談の体制についてのお話で

すけれども、生まれてから子育てをしてという、

その包括的な支援という部分での体制についての

考えはというようなお問い合わせだったかなと思

います。今回新年度の予算の中でも織り込ませて

いただきましたけれども、子育て支援センターの

中に今回地域子ども・子育て支援事業、いわゆる

１３事業の中の一つの相談専門員という形で１人、

力を発揮していただこうという準備を進めており

ます。その部分につきまして、４月から行政的な

手続等研修をしっかり積んでいただきながら、子

育て支援センターが一定程度改修が終わってオー

プンですよといったときにはそこに配置をさせて

いただいて幅広く相談の受け皿として活躍してい

ただこうというふうに考えております。議員がお

っしゃいました地域包括子育てのくくりというか、

まさにイメージ的には保健センターであるとかと

いう部分が一括的になってそういう支援体制を構

築していくというような構想ですけれども、その

部分につきましては現状、後ろに保健センターの

所長もおられますけれども、そこの連絡、関係等

は十分密にできているというふうに我々は考えて

おりますので、建物こそ一つにはなっておりませ

んけれども、支援体制としては十分御期待に沿え

るような形で支援していけるものと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小林こども未来係長。

〇こども未来係長（小林訓伯君） 今後の名寄市

におきます保育と教育におきます保育の確保体制

について御説明させていただきたいと思います。

計画の５６ページのほうにも載せさせていただ

いておりますが、平成２７年度におきましては幼

稚園につきましては約４００名程度の人数が見込

まれております。２号認定につきましては、保育

所という形になりますので、２４１名程度、名寄

市の１号につきましては認定こども園や幼稚園を

活用させていただきまして、その中で拡充できる

見込みとなっております。２号認定につきまして

も保育所、認定こども園、あとは認可外施設等も

御利用させていただきながら拡充、計画最終年で

あります３１年には全て確保できるような計画を

立てさせていただいております。３歳未満児の３

号認定の部分につきましては、ゼロ歳児につきま

しては３５名程度、１歳児、２歳児については１

８０名程度ということで量の確保の見込みを立て

させていただきまして、その部分につきましても
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保育所、認定こども園等を利用させていただきな

がら確保できるというふうに見込みを立てさせて

いただいております。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。ちょっと広げて済みませんでした。これか

らの部分では、この子供、子育てが本当に重要な

施策になると思います。しっかりと行政マンとし

て名寄市民がここで育って、ここで育ててよかっ

たと言えるまちづくりをお願い申し上げ、私の質

問終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） ４章の６、子供の権利

が尊重される名寄、ここにかかわって質問させて

いただきます。

この間一般質問等でも子供の権利条例の制定を

求めてきたところですけれども、今回の子ども・

子育て支援事業計画の中に織り込ませていただく

というような御答弁がありました。見せていただ

くと、当然子育て支援事業ですので、大人側から

の中身というふうになっています。あらゆる媒体、

機会を捉えて広報と啓発活動を図りますというふ

うにありますが、子どもの権利条約というと、や

はり子供たちに、あなたたちに子供の権利がある、

こういう権利があるのですよというふうなことで

すので、そういった子供たちに対してはこのこと

をどのようにお知らせし、広めていくのか、この

点についてちょっとお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合学校教育課長。

〇学校教育課長（河合信二君） 今御質問いただ

きました。子どもの権利条約が十分生かされてい

るかという御質問でございますけれども、子ども

の権利条約につきましては４つの柱から成ってい

ると考えております。生きる権利、育つ権利、守

られる権利、参加する権利の４つでございますけ

れども、教育委員会、特に学校教育ということで

考えさせていただいたときには育つ権利と参加す

る権利というのが重要なポイントなのかなという

ふうに考えております。特に近年、子供たちが自

由に参加しながらいろんな活動をしていくという

ことが重要になってきているのだろうと考えてお

ります。昨年も一つの例といたしまして、いじめ

防止サミットということで市内の小中学校児童生

徒が集まっていじめに対する意識の高揚を図って

いくというような形で集会等を開かせていただい

て、自分たちの考えをきちっと述べ合うというよ

うな形で取り組みを進めているというような状況

もございますし、中学校におきましては弁論大会

というような形でそれぞれの学年の代表が自分の

意見を述べるというような状況の中でそれぞれ参

加しながら、お互いの意見を尊重しながらという

ような形で学校教育を進めているという状況もあ

りまして、その点から鑑みても子どもの権利条約

を十分意識しながら教育活動が進んでいるのでは

ないかというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 学校現場のところでは、

そういった形で進められているのだというふうに

思うのですが、条例を制定した市町村でいいます

と、やはり低学年の子供たちにもわかりやすく、

あなたたちにはこんな権利があるのだよと、今お

っしゃった４つの権利、これをきちっと伝えてい

く、そういった取り組みをしているところであり

ます。当然大人はこれを守っていくという役割が

あるので、それが今回のこの計画の中に入ってい

るのかなというふうに思うのですけれども、やは

り子供たちにもこういう権利があるのだといった

とこら辺を伝えていくことも重要だというふうに

思うのです。ここのところがいじめサミット等あ

る中でも子供の権利の重要さ等々お話が出ている

のだとは思うのですけれども、守られる権利があ

るのだということで自分だけでなくて、だから相

手も守らなければならないというようなことも含

めてやっぱり重要だなというふうに思うのですが、
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そこのところをどのように進めていくのか、再度

お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 河合学校教育課長。

〇学校教育課長（河合信二君） 今御意見がござ

いました。また、４つの権利の中に守られる権利

というのもございまして、いじめや虐待から守ら

れてくると、当然のことだと思っていますけれど

も、このような考え方をどのような形で学校現場

に反映できるのかというのも今後ちょっと検討を

加えながら、特に今御意見のございました低学年

にきちっとこの権利の意味というのをわかるよう

な形で取り組みを進めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ぜひとも子供たちがわ

かりやすい、そして自分たちにこういう権利があ

るのだというとこら辺が自覚できる、そしてそれ

を守る親たちも大人たちも、先ほど課長のお話が

あったようにやっぱり大人たちがしっかり子供た

ちを守っていくといった、そういう子ども・子育

て支援事業というふうになっていくことを強く望

んでいるところです。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東千春議員。

〇２０番（東 千春議員） 若干お伺いしたいと

思います。

まず、１８ページ、放課後児童クラブの掲載が

ございます。名寄市内には南児童クラブ、あるい

は民間の放課後児童クラブがありますけれども、

それぞれの料金の違いもあり、またそれぞれの運

営の考え方の中でサービスの内容の違いもあろう

かというふうに思いますけれども、そこら辺の状

況についてまず１点お伺いをしたいなというふう

に思います。

それと、３７ページには障害児について掲載が

ございますけれども、こういった中で自宅で過ご

す障害児の方もいらっしゃるかなというふうに思

います。そういった数とかもわかればちょっとお

知らせをいただきたいのですけれども、そういっ

た子供に対するケア、あるいはそういった子供に

対しても教育をしていかなくてはいけないという

ふうに思っておりますけれども、そういった状況、

取り組みについてもお伺いをしたいなというふう

に思います。

最後になりますけれども、６ページには今回の

改正にも関係しますように市内にはさまざまな施

設がございます。幼稚園や保育所や子育て支援の

施設がたくさんございますけれども、１点目とし

ては風連地区では風連地区なりの悩みがあるとい

うふうにお伺いをしております。それは、子供の

減少による悩みだというふうにお伺いをしており

ますけれども、その傾向と対策についてお伺いを

したいなというふうに思います。

制度の改正もありますけれども、幼稚園の今後

の預かり保育に対する行政としての考え方、ある

いはそれを進めていこうとされているのかどうな

のか、そういったことについてもお伺いをしたい

なというふうに思います。

その項目の３点目ですけれども、名寄市内には

無認可の保育の施設があります。これは、企業内

とかではなくて民間の方をターゲットにされてい

る無認可保育施設がありますけれども、こういっ

た民間保育施設を育てていくということがこれか

らは必要であり、そういった中で公共の保育所の

役割が決まっていくのかなというふうな、先ほど

課長からの御答弁にもありましたけれども、その

とおりかなというふうに思いますけれども、こう

いった施設に対する支援の考え方についてお伺い

をしたいなというふうに思います。

それと、来年度から親林館で子育て支援という

ことが始まり、まちの中にこういう施設ができて

本当によかったなというふうに思っております。

こういったことに行政としてしっかりと力を入れ

ていく、先ほどの答弁にもありましたけれども、

特に名寄は転勤をされるような転勤族が多いまち

だというふうに言われておりまして、そういった
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家庭を、あるいは保護者をケアをしていくという

ことはよそのまちよりひょっとしたら必要度が高

いのかなというふうにも思っておりまして、そこ

ら辺についての考え方についてもお伺いをしてお

きたいなというふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 毛利児童センター館長。

〇児童センター館長（毛利公子君） 私のほうか

らは、放課後児童クラブのそれぞれの施設のサー

ビスの状況についてお知らせしたいと思います。

放課後児童クラブは、皆さん御承知かと思いま

すけれども、公設２カ所と民営２カ所の４カ所が

ございます。サービスということでございますけ

れども、開設時間についてそれぞれ違いがござい

ます。公設の南児童クラブ、風連児童クラブにつ

きましては、開設時間が小学校の下校時から午後

６時３０分まで、そして夏休みなど学校の長期休

業日につきましては午前８時３０分から午後６時

３０分までとしております。休館日につきまして

は、日曜、祝日、年末年始は１２月３１日から１

月５日までを休みとしております。公設の南児童

クラブにつきましては、児童数が多いことから低

学年と高学年２クラスに分けておりまして、学年

に応じた援助を行っておりますとともに、合同行

事等の遊び、それから体験活動を実施しまして学

年を超えた交流を図っております。風連児童クラ

ブにつきましては、隣接します風連児童会館に来

館する児童との合同行事等の実施、また併設され

ます図書館の分館を活用した行事ですとか企画行

事を行っております。民営の学童保育所コロポッ

クルにつきましては、開設時間が小学校の下校時

から午後７時まで、土曜日は午前８時から午後６

時まで、夏休みなど学校の長期休業日につきまし

ては午前８時から午後７時までとなっておりまし

て、土曜日につきましては午後６時３０分まで、

そのほかの日につきましては午後７時３０分まで

延長可能となっております。休みにつきましては、

日曜、祝日、年末年始は１２月３１日から１月４

日まで、お盆は２日間の休みとなっております。

市内で最初に開設されました放課後児童クラブで

ございまして、これまで障害のある児童の受け入

れを積極的に行ってきていただいております。共

同保育園どろんこはうす学童すまいるにつきまし

ては、開設時間が小学校の下校時から午後７時ま

で、夏休みなど学校の長期休業日、臨時休校、代

休日につきましては午前７時から午後７時までと

なっております。そして、平日、学校休業日とも

に時間の延長２４時間、泊まりが可能となってい

ます。休みは、日曜、祝日、お盆は２日間、年末

年始の休みは１２月３１日から１月３日までとな

っています。共同保育園どろんこはうす学童すま

いるは、西小学校区にございますけれども、南小

学校から通所している児童に対しましては車の迎

えを行っております。民営の児童クラブにつきま

しては、開設時間について利用者の利用される保

護者の方に対応したきめ細かい対応をしていると

いうことでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） それでは、私

のほうから残り全て一括して御答弁させていただ

きます。

まず最初に、障害児の状況、自宅で過ごす子供

のことについてのお問い合わせがありました。こ

のことにつきましては、その保護者等への支援状

況につきましては就学の前の児童の発達に心配の

あるお子さんの支援といたしまして名寄市こども

発達支援センターを運営しており、療育を行って

きております。保健センターで行っている各年齢

ごとの健診や市内保育所、幼稚園と連携し、早期

に療育につながるよう連携を強化してきておりま

す。こども発達支援センターでは、毎年約６０組

程度の親子が在籍しておりまして、療育の研修を

積み重ねた指導員により療育を受け、また定期的

に外部より専門支援も活用し、療育の質を確保し

ながら運営してきております。保健センターでは、
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発達障害児継続支援といたしまして訪問等を行っ

ており、平成２６年３月の時点の数字なのですけ

れども、７１人の方の支援を行ってきております。

今後もニーズに応えていけるよう、質の向上に努

めて実施してまいりたいというふうに考えており

ます。

続きまして、６ページに書かれております各施

設サービスいろいろありますけれども、この中で

風連地区の子供の減少等課題になっていて傾向と

対策についてというお問い合わせがございました。

この部分につきましては、風連地区には現在認可

基準を満たす保育所と幼稚園が隣接されており、

質が確保されたサービスを提供しております。両

施設とも各法人が運営しており、地区的な少子化

も想定し、今後の経営を考えていただいておりま

す。地区の子供の受け入れとしても必要な施設と

認識しておりますし、現在も施設のあり方につい

て打ち合わせを行っておりますので、今後も地区

の子供の最善の利益が供与されるよう努力してま

いりたいというふうに考えております。

それから、新制度に移行して幼稚園の今後の預

かり保育の進めについて考えについてお問い合わ

せがありました。このことにつきましては、新年

度からは今までどおりの幼稚園と新制度へ移行す

る幼稚園の２種類の施設が存在するようになりま

す。預かり保育サービスにつきましては、文部科

学省管轄の幼稚園は私学助成を受けながらのサー

ビス提供を行い、新制度移行幼稚園は市と業務委

託契約を行い、地域子ども・子育て支援事業、い

わゆる１３事業の一事業として実施することにな

ります。サービス内容は変わりませんので、今後

新制度へ移行する幼稚園がありましたら、地域子

ども・子育て支援事業としての予算を計上してま

いりたいというふうに考えております。

それから、無認可施設の支援の考え方について

のお問い合わせがありました。現在無認可施設に

は、夜間保育に対する補助金として支出して支援

を行っております。新制度では、施設型給付費の

対象施設が小規模保育等市町村認可型施設も認め

られており、新制度移行希望がありましたらしっ

かりと対応していく考えでおります。また、施設

整備等の支援につきましては、毎年国のメニュー

が変更等ありますので、確定したお話はできませ

んけれども、情報収集をしっかり行い、該当する

事業がありましたら早期から相談をさせていただ

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

それから、最後でしょうか、親林館の改修を含

めた子育て支援センターの整備含めて子育てのあ

り方というか、についてのお問い合わせがあった

かなというふうに思います。名寄市として望まし

い子育て支援のあり方についてですが、基本的に

は安心して子育てをしていただける環境提供が一

番であるというふうに考えております。まずは、

妊娠期からの支援が十分なのか、出産してからの

支援が十分か、子育て中の支援は十分かを考え、

現在の名寄市の支援体制ができ上がってきている

と考えております。地元の病院の充実を図り、乳

幼児医療費助成の独自拡大を図り、こんにちは赤

ちゃん訪問事業を対象者全員へ実施し、困り感の

ある家庭には養育支援も実施してきており、今後

は悩み等の相談体制の充実を図るため、先ほども

若干御説明させていただきましたけれども、地域

子ども・子育て支援事業の一つである利用者支援

事業を実施して移設する子育て支援センターへ利

用者支援専門員、子育てコンシェルジュを配置し

て行政サービスから各支援機関の紹介、接続、総

合的な相談窓口としてさらなる質の向上に努めて

支援をしてまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇２０番（東 千春議員） それぞれ答弁をいた

だきました。放課後児童クラブにつきましては、

それぞれ開設時間も違えば保育の中身も違ってい

るのかなというふうに思っておりますけれども、

これは今後それぞれをしっかりと民間は民間とし
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て尊重しながら現状の中で進めていこうというお

考えなのかどうなのか、まずこの点についてお伺

いをしたいなというふうに思います。

それと、待機児童が最近少し出てきているとい

うふうに伺っているのですけれども、ちょっと現

状についてもお知らせをいただきたいのですけれ

ども、風連の幼稚園や保育所、風連の保育所です

けれども、これは地区の保育所ということなのだ

ろうなというふうに思いますけれども、例えば名

寄でしばらくお待ちいただくことになったような

場合そちらのほうで当面預かっていただくとか、

そういうような弾力的な運用というのはできるの

かできないのか、そこら辺について少しお伺いで

きればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 放課後児童クラブの

民間、公設それぞれの施設があってサービス内容

だったり、開所時間等違いがあります。それにつ

きましては、それぞれできた経緯等々違いがあっ

て、それぞれの運営委員会等でサービス内容も協

議しながら進められている状況であります。先生

の配置にも違いがあったりして、基本的にはそれ

ぞれの民間の運営主体の運営方法に委ねていきた

いと思いますけれども、先日条例ができています

ので、最低基準はクリアをしながらそれぞれの特

性を生かした運営方針を尊重しつつ、ただ今回の

調査でも利用者ニーズが出てきていますので、そ

ういったものについては民間と公設も含めて協議

をしながら利用者ニーズに応えていくような、そ

ういったことも進めていきたいというふうに考え

ていますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 石橋こども未来課長。

〇こども未来課長（石橋 毅君） 風連地区の保

育所の子供の扱いというか、のお話ですけれども、

先ほど名寄市の保育料を定める条例の日根野委員

長の報告のほうでもありましたように２７年度か

らは料金が平たん化されるということで、地区に

よらず料金が平たん化していますので、そこにつ

いては地区的な区切りというものは全く考えてお

りませんので、そこについては保護者のニーズが

ありましたら保護者に選択していただいて行って

いただくような形になるかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２２分

再開 午後 ２時２４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第５ 議案第４１号 名寄市介護保険条例

等の一部改正について、議案第４２号 名寄市高

齢者保健医療福祉計画及び介護保険事業計画を定

めることについて、以上２件を一括議題といたし

ます。３月１２日の議事を継続いたします。

これより、議案第４１号外１件について一括質

疑に入ります。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 介護保険の一部改正、

そして介護保険計画全般にわたって質疑をさせて

いただきます。

最初に、総括的な課題ということで、２０１５
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年、ことし新年度から介護保険の改正がありまし

て、特徴的には予防給付のサービスの市町村事業

への移行、所得階層によって変わりますけれども、

高齢者の自己負担の引き上げ、介護保険料の多段

階の設定、地域包括ケアシステムの整備など多岐

にわたっているわけでありますけれども、この制

度当初の理念でもあった安心の介護、介護の社会

化という形で比較をすると、新年度以降名寄市の

展望についてまずお聞かせをいただきたいと思い

ます。

２つ目には、今後の高齢化率が既に数字、デー

タで明らかになっているわけでありますが、要介

護認定数のこれからの推移、それから負担の限界

とサービスの提供がリンク、担保されていくのか

どうかお聞かせをいただきたいと思います。

３点目には、制度の継続運営に最も重要な医療、

介護、予防体制の人材確保の展望と待遇改善が話

題になっておりますけれども、具体的な実行の検

証をどう行っていくのかお聞かせをいただきたい

と思います。

４つ目には、このまま６期の計画、あるいは７

期の計画という過程においてどうしても保険料の

大幅な引き上げは避けられない見通しにあるので

はないかと思いますが、今後の公費の負担の拡大

についての市の見解についてお聞かせをいただき

たいというふうに思います。

特に消費税アップ以降の、消費税アップの大義

名分は全額社会保障の財源にするというふうに言

っておられましたけれども、今回の改正の目玉で

もある地域包括システム整備には幾ら国全体の予

算が財源として使われているのか、あるいはその

分の名寄市分について幾らなのかお聞かせをいた

だきたいというふうに考えております。

保険料の高負担化、あるいは利用率のアップな

んかも含めて介護サービスを利用することを控え

るような動きも懸念をされるかと思いますが、あ

わせてお聞かせをいただきたいと思います。

計画の具体的な事項について８点お伺いいたし

ます。特に実践的な課題でもあります２６ページ、

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事

業の見直しの中で在宅医療、介護の連携の問題、

認知症対策、あるいは地域ケア会議の充実などに

ついて少し具体的にお聞かせをいただきたいと思

います。

３３ページの介護サービスの効率化、重点化で

は、総合事業実施に向けた準備が始まろうかと思

いますが、その道のり、日程的なことについてお

聞かせをいただきたいと思います。

特にこれから特養の入所、新規は介護認定３以

上ということで介護体制の大きな変化や、あるい

は事業施設としても経営上の影響などについても

いろいろ考えられるかと思いますので、介護の質、

経営、監督の指導のあり方についてもあわせてお

聞かせをいただきたいと思います。

聞く予定でありましたけれども、時間も多分お

くれていくので、将来ビジョンについては割愛を

させていただきます。

６９ページの介護保険事業量等の見込みであり

ますが、必要定員の総数の設定の具体的な根拠と

いわゆるニーズの変動要素への対応についてお聞

かせをいただきたいと思います。

７０ページについては、介護保険料は国基準９

段階で、名寄市の提案は１０段階ということなの

ですが、これに対する検証経過について、他の代

案などについての検討経過もあろうかと思います

ので、お聞かせをいただきたいと思います。

介護給付の見直し等に伴う試算について、これ

については割愛させていただきます。

７４ページ、地域密着型サービスの利用状況と

介護予防サービスの２６年度の状況、見込み数字

から、特にデータが出ておりますけれども、２６

年だけちょっと突出しているような数字になって

いますが、その原因についてお聞かせをいただき

たいと思います。

最後になりますが、８０ページ、第１号保険料

基準額が名寄市の場合は ７２７円ということで、
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保険料総額からいっても２ ３％ほど大幅に引き

上がるわけでありますけれども、これも先ほども

階層別の１０段階、９段階の話もしましたが、階

層別の被保険者数についてお聞かせをいただきた

いと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場高齢介護課長。

〇高齢介護課長（馬場義人君） 熊谷議員からい

ただきました総括的課題の１番目と２番目、３番

目につきまして私のほうから御答弁させていただ

きます。

介護保険制度創設時の議論や介護保険法の目的

規定等を踏まえますと、介護保険制度の創設の目

的につきましては議員御指摘のとおり、誰にとっ

ても高齢期における最大の不安要因の一つでござ

います介護問題について社会全体で支える仕組み

を構築することにより介護不安を解消して安心し

て生活できる社会をつくるとともに、家族等の介

護者の負担軽減を図る介護の社会化と介護を必要

とする状態になってもその有する能力に応じて自

立した質の高い日常生活を要介護者の自立支援や

介護支援サービスの手法を導入し、ケアマネージ

ャーによるケアマネジメントにより利用者の選択

に基づきまして利用者の希望を尊重して多様な事

業主体から利用者本位の総合的介護サービスが利

用契約制度に基づき提供され、それまでの老人福

祉分野の措置制度だったものが社会保険方式を導

入し、給付と負担の関係を明確にし、被保険者が

共同連帯の理念に基づき実施されているのは御承

知のとおりです。

介護保険創設後介護状態になっても居宅で生活

できる状況は、介護サービスの提供によりその期

間が延長され、家族負担の一定の軽減が図られて

いると考えておりますが、今後高齢者人口の増加

によりマンパワーの確保につきましても現状にも

増して課題になってくると考えております。介護

の人材確保につきましては、市町村独自の取り組

みでは人材の移動や地域間競争が起きてしまうな

ど十分な効果が発揮できないことから、国や道に

おいて広域的な取り組みが必要であると考えてお

ります。国の予算案では、地域医療介護総合確保

基金により介護基盤整備と介護人材確保に国費で

４８３億円を投入し、必要な事業を支援するとし

ています。それを受けて都道府県においては、２

０２５年までのサービス量を踏まえて必要となる

介護人材を推計し、介護人材の確保、育成策を介

護保険事業支援計画に登載し、保険者の取り組む

医療、介護の連携に向けた取り組みを広域な立場

から支援するとしています。具体的には、参入促

進のための各種周知、ＰＲ活動や研修支援、資質

向上のためのキャリアアップ研修や人材育成事業、

労働環境、処遇改善のための各種支援事業などが

計画されており、名寄市としても国や道に対しま

して人材確保のための事業を促進するように要望

してまいります。介護職員の処遇改善につきまし

ては、介護報酬に介護職員処遇改善加算が設けら

れており、本制度開始前と比較した平成２６年度

の賃金改善見込み額は市内居宅サービス１３事業

所で約 ８００万円になります。平成２７年度か

らは、介護報酬の改定により介護職員処遇改善加

算が増額になる予定となっております。

なお、検証につきましては、営業戦略室が所管

しております名寄市介護・福祉人材確保推進懇談

会に高齢介護課としても出席しており、各事業所

の意見をお聞きしていくとともに、介護職員処遇

改善加算につきましては市が所管する居宅サービ

ス、地域密着型サービスについて実績報告等によ

り実態を把握していくことが可能ですので、必要

に応じて市長会を通じて意見反映してまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 後藤介護保険係長。

〇介護保険係長（後藤裕子君） 私のほうからは、

総括的課題の４番目、消費税アップに伴う地域包

括システム整備に係る財源確保状況ということで

御説明させていただきます。

平成２７年度の国の予算資料によりますと、社
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会保障・税一体改革による社会保障の充実との名

目で地域医療介護総合確保基金の介護分として４

８３億円、平成２７年度報酬改定における介護職

員の処遇改善等に５３１億円、認知症施策の推進

などの地域支援事業の充実のために１１８億円を

措置しております。また、第１号被保険者の低所

得者軽減強化として平成２７年４月からは１１０

億円を措置、当初予定していた新第３段階までの

軽減は消費税１０％引き上げ時、平成２９年４月

に完全実施の予定と把握しているところです。名

寄市としましては、第６期期間中で計画しており

ますケアハウスや認知症グループホームにつきま

して地域医療介護総合確保基金の介護基盤整備分

の活用を予定し、新設する施設のサービス提供事

業者への施設整備経費への助成を考えております。

保険料の高負担化、利用料アップによる利用控

えへの懸念でございますが、保険料につきまして

は基準額の新第５段階の方につきましては月額で

６９１円の上昇でございます。また、利用料アッ

プにつきましては、利用者負担が２割負担となる

方々、単身で年金収入年２８０万円以上が対象と

なるところですが、利用料が一定の額を超えた場

合の払い戻しの制度、高額介護サービス費の制度

もございますので、利用料が全て２倍になるとい

うことではございません。議員御指摘のとおり、

サービス利用を控えることで要介護度が上がるこ

とがないように介護保険制度の周知を初め、サー

ビス内容の説明などを徹底し、利用者にとって不

利益にならないよう努めてまいります。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本地域包括支援セン

ター主幹。

〇地域包括支援センター主幹（橋本いづみ君）

私のほうからは、議員御質問の具体的事項の１番

について、地域包括ケアシステムの構築に向けた

地域支援事業の見直しについて御説明させていた

だきたいと思います。

まず、在宅医療、介護の連携についてでござい

ますが、これは在宅医療・介護連携推進事業で行

うこととなります。これまでも地域包括支援セン

ターは、総合相談支援業務や権利擁護業務など包

括的支援事業を実施してまいりました。在宅医療

・介護連携推進事業は、このたびの介護保険法の

改正による地域支援事業の見直しに伴う包括的支

援事業での新規事業でございます。②の認知症対

策、③、地域ケア会議の充実においても同じです

が、新しい要綱が国からまだ示されておりません。

具体的な内容については、現在のところまだ案で

すので、今後変更もあり得るものでございますの

で、御了承をください。厚生労働省老健局老人保

健課から地域支援事業における在宅医療・介護連

携推進事業の手引案が通知されており、この手引

によるとこの事業は８個の取り組みから成り立っ

ております。１つ目は、地域の医療、介護の資源

の把握、２つ目は在宅医療、介護連携の課題の抽

出と対応策を検討する会議の開催、３つ目は切れ

目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、

４つ目は医療、介護関係者の情報共有の支援、５

つ目は在宅医療、介護連携に関する相談支援、６

つ目は医療、介護関係者の研修、７つ目は地域住

民への普及啓発、８つ目は在宅医療、介護連携に

関する関係市町村の連携となっております。名寄

市においては、順次１つ目から８つ目までを実施

し、平成３０年度には全ての事項を実施する計画

で、平成２７年度から１つ目の地域の医療、介護

の資源の把握の事業を行うこととし、在宅医療・

介護連携推進事業を開始することとしました。地

域の医療、介護の資源の把握の事業は、地域の医

療機関、薬局、介護事業所等の所在地、連絡先、

機能などの情報収集を行うものですが、既存の公

表情報などで把握できない事項については必要に

応じて調査を行い、また専門的な事項が必要な場

合は必要に応じて地域の医療、介護関係者の意見

を参考にして調査することとなっております。こ

れらの把握した情報は、情報を活用する関係者向

けや地域住民向けなど情報を活用する対象者の類

型ごとに提供する内容を検討し、リストやマップ
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を作成するといった内容が主な事業となっており

ます。

次に、②、認知症対策について御説明いたしま

す。具体的な事業についてですが、既存の事業で

は徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業、これには

模擬捜索訓練事業や認知症に関する講演会を含ん

でおります。そのほか、認知症サポーター養成講

座、認知症地域支援推進事業、総合相談支援業務

での個別の相談支援、成年後見制度利用支援事業

などを実施しており、今後も継続してまいります。

第６期計画では、平成３０年から開始することに

なりますが、認知症初期集中支援チームを設置す

る認知症初期集中支援推進事業の準備や平成２７

年度から開始のグループホーム居住費助成事業、

地域ケア会議の開催、平成２９年度中までにグル

ープホームの増床などの事業を計画してまいりま

す。

続いて、③、地域ケア会議の充実です。地域に

おける個別の事例について本人や家族、関係者や

専門職種、地域での支援者たちで事例検討を行い、

その高齢者への支援を考えるとともに、地域の課

題、真に必要なサービスは何かを抽出する会議と

して開催していきます。個別の地域ケア会議の開

催を積み重ね、地域ケア推進会議を開催して地域

包括ケアシステムの構築を目指していくものです。

地域ケア会議を効果的に開催、運営していくため

に年に１回専門的見地からの評価やフォローアッ

プを受けられるよう講師を招聘して研修会を開催

していく予定です。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎地域包括支援セン

ター主査。

〇地域包括支援センター主査（山崎大樹君） そ

れでは、私のほうからは具体的事項の２番目にあ

ります介護サービスの効率化、重点化の総合事業

実施に向けた準備について御説明をさせていただ

きます。

総合事業実施に向けた準備につきまして、平成

２７年度に生活支援のあり方について検討を行う

協議体を設置し、さまざまな事業主体間による情

報共有と連携を強め、地域ニーズの把握、生活支

援サービスの発掘などから生活支援サービスの検

討を進めてまいります。平成２８年度は、協議体

で把握、検討したことを整理して制度設計を行い

たいと考えております。また、介護予防通所介護

と介護予防訪問介護は、平成２９年度から総合事

業に移行する計画としております。国は、移行後

の支援方法を１つ目に現行の介護保険サービス相

当のサービス、２つ目として緩和した基準による

サービス、３つ目に住民主体による支援と大きく

３パターンを想定しておりますが、平成２７年度

から進める協議体による検討と並行して事業所の

指定や利用料金、実施主体への補助制度等につい

て検討し、平成２８年度に条例を提案したいと考

えております。総合事業は、平成２９年度から開

始いたしますが、平成２９年度開始後からも引き

続き協議体との連携により支援サービスの発掘と

検討を進め、後期高齢者数が最大値となります平

成３７年度に向けまして時間をかけてじっくりと

地域づくりに取り組んでいかなければならないと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 江尻健康福祉部次長。

〇健康福祉部次長（江尻輝章君） それでは、私

のほうからは具体的事項②の特養入所者を要介護

３にすることによって介護体制の変化や経営上の

影響について御答弁を申し上げます。

現在の市内の特養利用者の平均介護度は、清峰

園が ２１、それからしらかばハイツが ９で、

平均年齢は清峰園が８ ３６歳、しらかばハイツ

が８ ７歳となってございます。介護職員の配置

につきましては、国の基準では利用者３名に対し

職員１名の配置基準でございますけれども、短期

入所と合わせて定員１１５名の清峰園におきまし

てはユニット型対応のため短期入所を含めて介護

士が６０名の配置となってございます。また、短
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期入所と合わせて定員９０名のしらかばハイツに

おきましては、３７名の介護職員を配置してござ

います。さらに、介護士の配置基準でございます

けれども、それぞれ３名の基準に対しましてみと

り介護を行っているということもございまして、

清峰園では８名、しらかばハイツでは６名を配置

しており、既に平均的介護度もかなり高い状態に

なっていることから、入所基準の変更に伴う経営

上の介護、それから介護体制には大きな影響はな

いものと考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 後藤介護保険係長。

〇介護保険係長（後藤裕子君） 私のほうからは、

具体的事項の４番以降説明させていただきます。

まず、計画書の６９ページにございます介護保

険事業量の見込みの必要定員総数の設定の具体的

根拠とニーズの変動要素への対応ということでお

答えします。第６期計画において必要定員総数を

新たに見込んだ地域密着型サービスは、認知症対

応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護、看

護小規模多機能型居宅介護の３つですが、小規模

多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護

につきましては国の基準どおりの定員２９名とし

ました。認知症対応型共同生活介護は、既に市内

にある事業所と同様９人を１つのユニットとし、

２つのユニットの定員１８人で見込んでおります。

介護保険の事業計画は３年間でございますので、

ニーズの変動等はすぐ対応できると思いますので、

もしこの３年間で大幅にまた増加が見込まれるよ

うでしたら、次期の計画で対応させていただくこ

ととなります。

続きまして、計画書の７０ページ、介護保険料

の多段階、１０段階にした経過とほかの案との検

証結果ということで御説明いたします。計画書の

７０ページに現行の介護保険料の段階の図と第６

期の段階の図を載せてございます。当初国から出

された標準９段階の案では、公費を投入し、新第

３段階の方まで現行の乗率と同じか、それに近い

ところまで保険料の軽減がされる予定でした。消

費税増税が延期され、公費による保険料軽減が新

第１段階のみと決定されたことにより、名寄市で

は新第２段階及び新第４段階に該当する方の保険

料乗率が上がり過ぎることになるため、今回提案

の１０段階にしたところです。標準９段階のまま

では、乗率を下げると保険料基準額が全体的に上

がるため被保険者全体に影響が出ることになるた

め、基準額を上げずに第２、第４段階の乗率を下

げるため、所得の多い方、今回は７００万円とい

うことで決めさせていただきましたが、に相応の

御負担をいただくことで非課税世帯に該当する新

第２段階の乗率 ７５が現行と同じ乗率 ６５に、

新第４段階の方については現行の ７５と同じと

はなりませんでしたが、 ９から ８５に軽減す

ることができました。段階をさらにふやすことも

検討しましたが、課税者層と非課税者層の構成割

合から所得の高い方の段階をふやしても低所得者

層への軽減される割合が少なくなってしまい、段

階をふやす効果があらわれづらいこととなるため、

今計画では１０段階の設定としたところです。

続きまして、具体的事項の７番、計画書７４ペ

ージの地域密着型サービスの利用状況と介護予防

サービスの平成２６年度の見込みが突出している

原因なのですけれども、厚生労働省のワークシー

トに基づいて算出される値なのですけれども、平

成２６年の見込みにつきましては平成２１年から

の実績の上昇率が勘案されて計算されるものにな

っております。御指摘の地域密着型サービスにお

きましては、認知症対応型通所介護につきまして

は平成２２年度から、介護予防小規模多機能型居

宅介護におきましては平成２４年度からの事業開

始で、どちらも新しく開始されたサービスである

ため前年からの伸び率がかなり大きくなってござ

いますので、その分が加味されたことにより平成

２６年の見込み率が突出した値となっております。

第６期計画、今回の保険料等の算出に必要な平成

２７年度からは直近の実績をもとに推計した値と
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なっておりますので、御了承いただきたいと思い

ます。

続きまして、具体的事項の８番目、第１号保険

料基準額及び保険料総額がアップすることに対す

る見解と各階層の被保険者数ということでお問い

合わせありましたので、お答えします。要介護認

定者の増加に伴い、介護サービスの受給者も増加

しております。介護に係る給付費も年々増加して

いる状況の中、第１号被保険者の負担率が２１％

から２２％に上がったことが今回の保険料増額の

要因となっております。また、この３年間の計画

期間中に新しいサービス、ケアハウス、グループ

ホーム、小規模多機能型居宅介護等を計画してお

り、その分についても保険料が上昇する原因とな

っておりますが、低所得者の住まいの確保、ふえ

続けるであろう認知症高齢者への対応といった点

から考えると、名寄市には必要なサービスであり、

整備が不可欠と考えております。保険料の月額

７２７円につきましては、現行 ０３６円と比較

し、約１７％の上昇となります。市民の皆様には

御負担をお願いすることになりますが、道北７市

の保険料と比べましてもちょうど中間の値であり

まして、介護サービスの充実はもとより、地域支

援事業についても第６期期間中さらに充実させて

まいりますので、御理解をいただきたいと考えて

おります。各階層別の被保険者数につきましては、

平成２７年度の推計なのですが、第１段階が ９

６８人、第２段階が １７９人、第３段階が９８

４人、第４段階が９８４人、第５段階が９３１人、

第６段階が ０８２人、第７段階が ０８２人、

第８段階が３８１人、第９段階が２１３人、第１

０段階が６２人と推計しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） たくさんの答弁準備

いただきましたけれども、ありがとうございます。

時間がないようで、簡単に二、三絞って再質問申

し上げたいと思います。

いわゆる介護保険のことしから始まる６期、７

期を展望するとき、いつまでちゃんと、高齢化が

進む中において非常に不安は尽きないことは私ど

もも皆さんも担当の立場からも同じかなというふ

うに思っていますが、今回の改正の重要なポイン

トと言われています地域包括ケアのシステムの整

備、答弁の中にも入っていたのだけれども、どち

らかといえば北海道は在宅か施設かというと、介

護力の問題も含めて、あるいは日本の家族的な文

化の本州などとの違いなんかもあったりして施設

介護に偏ってきているということ、傾向としては

あるのでないかと思います。私自身も在宅介護あ

るいは施設介護でお世話になった一人なのですけ

れども、このシステムの見方としては国の動きと

してはどんどん、どんどんこれから負担が多くな

る、あるいはサービスを減らさなければならぬと

いうことで３以上しか施設に入れないと、特別な

事情でということで執行側もその事情に応じて３

未満の認定の方も入れないことはないけれども、

ほぼ新規は３以上ということになると、本当にそ

れが在宅の中で、あるいは全てのサービスの選択

ができる状態になるのかどうかというところがか

なり尽きない課題であるし、不安もありますので、

改めて地域包括ケアのシステム整備についての課

題について少しお知らせをいただきたいというふ

うに思っております。

２つ目には、医療、あるいは介護、それから予

防のこの３ポイントのところでそれぞれ全国的、

北海道内的にもその配置状況がばらばらというか、

サービスの力、地域力があるところ、ないところ

という感じがあるのですけれども、名寄の場合本

当にこの６期あるいは７期を展望するとき十分利

用者や、あるいは被保険者が多岐にわたったサー

ビスが選択していけるのかという、前段の質問と

のかかわり合いありますけれども、そこをもっと

見えるような形でお答えをいただきたいと思いま

す。

それから、３つ目には、６期はニーズを一定の



－269－

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号

固定化して３年間やりますけれども、それに新た

なニーズが発生をするとすれば７期ということの

お答えをいただいたのですが、介護保険料そのも

のがひどいということはないですけれども、全国

的には、今名寄は上限２にして１０段階というこ

とですが、これがあと７期、あるいは８期という

状況の中では世田谷だとか目黒とか中野なんかで

は基準額の３倍から ２倍ということで、名寄の

６期の ７００円ぐらいの数を想定をするとどえ

らい数字になってくるということで、相当厳しい

被保険者の批判もあるのですが、それぞれが国か

ら与えられた一つの限界、枠の中でやろうとする

から、どうしてもひずみが出てくるのですけれど

も、まさにそういう面では市長会の役割、あるい

は知事会の役割というのは公費の負担をより高め

ていく以外に負担や利用料を抑えるということに

はまずならないだろうというふうに思います。選

択肢としては、２０歳以上の人にも保険料払って

もらうなんていうことについての案も出ておられ

ますけれども、そこら辺についてしっかり首長と

しても非常に意を配した取り組みが、市長会も周

りの様子を見るということではなくて、まさに加

藤市長みずから全道に情報発信をするという、そ

ういう積極的な能動的な姿勢が強く求められるの

でないかと思います。

ほかにまだたくさん課題は残しておりますけれ

ども、他の質疑についてはまた違う機会に、ある

いはほかの議員の皆さんにお譲りをして終わりた

いと思います。お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場高齢介護課長。

〇高齢介護課長（馬場義人君） 私のほうから、

地域包括ケアシステムの関係につきまして２点御

質問いただいたかと思います。サービス関係につ

いてやっていけるのかといった御質問だったと思

います。確かに議員御指摘のとおり、北海道はい

っときは施設の整備率が全国で一二を争うほどの

施設の偏重というか、施設希望者が多いというよ

うな状況だったというふうに私も把握していると

ころでございます。ただ、議員御承知のとおり平

成３７年に団塊の世代の方々が後期高齢、７５歳

を迎えられるということで、地域で支え合えるシ

ステムづくりをこれからつくっていかないと間に

合わないというのが国の考え方でございまして、

昨年度の２５年８月でしたか、社会保障制度改革

の国民会議の報告書で一定の報告がなされた後、

２６年６月に地域医療介護総合確保法案にて介護

保険の法の改正がなされたというふうに承知して

いるところでございます。私どもといたしまして

も地域で進める限界点は一定高めつつもしながら

も、やはり先ほども御答弁申し上げたように施設

の必要な方についてはそれの確保といいますか、

一定数の確保はしていかなければならないという

ことで、今回につきましても小規模のケアハウス

だとか、認知症の対応型のグループホームなどは

６期におきましても一定整備をさせていただきな

がら、２０２５年を見据えてまいりたいなという

ふうに考えているところでございます。

また、６期から７期について今後地域包括ケア

システムの展望していけるのかということにつき

ましては、計画書の中にも記載をさせていただき

ました地域ケア会議というのが今回の介護保険法

の改正で今まで局長通知で載っておりましたが、

法に明らかにされましたので、今年度も国の補助

金をいただきながら講師を招いたり、あと実際町

内会の方々にも御参加いただきながら地域ケア会

議を開催をさせていただきまして、市長の市政執

行方針にもございましたが、地域包括ケアシステ

ム、地域ぐるみで支え合う助け合いのシステムづ

くりを着実に進めてまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） それでは、私の

ほうから今後の保険料の上昇についてというお尋

ねがありましたので、お答えしたいと思います。

この間も何回か申し上げておりますが、今の団

塊の世代の方が平成３７年には全て７５歳以上と
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なるということで介護保険を含め医療費の増大が

心配されているところであります。それに伴いま

して保険料も上昇するということは、必然だとは

考えております。それで、今回消費税を引き上げ

るに当たって国は、低所得者の１段階から３段階

の方たちのために公費を投入するということで、

当初 ３００億円を投入するということを申して

おりましたけれども、消費税の引き上げが延期さ

れたということで１１０億円の投入というところ

にとどまってしまったものですから、第１段階の

低所得の方々に対する軽減がこのような形になっ

たということで、当市としては第２、第４段階を

独自に段階をふやすことにより軽減をさせていた

だいているということであります。今回も国は、

２００億円ぐらいのお金を投入すれば公約して

おりました年金の福祉的給付、また年金の受給の

年数が２５年から１０年という、この部分を含め

て介護保険の３つの段階の軽減もできたような、

予算措置ができればそのようなことでありました

ので、担当といたしましては平成２９年４月から

消費税上がるということが担保されているような

状況でありますので、つなぎ資金的な形でそこを

何とか低所得者の方のために善処していただけれ

ばありがたかったなという気は持っております。

それで、今後におきましては全道、全国の市長会

を通じながら来年度からでもその部分の充実につ

いて国には要請をしてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今熊谷議員のほうから

事細かな御質問がありましたけれども、私のほう

からも１点お伺いをしたいと思います。

介護の社会化ということで始まった介護保険制

度でした。今お話がありましたように地域で、そ

して自己責任でというとこら辺に、介護保険料が

どんどん上がる、負担もふえていくというところ

では自己責任に追い込んでいく、そういった流れ

かなというふうに思っています。今回の新しい総

合事業の中でも自治体のほうに移行しているので

すが、ことしの４月から実施というふうに、施行

ということになっていますけれども、報道で見ま

すと実施する自治体数％というようなふうに上が

っているということは、やはり地域の皆さん方が

非常に困惑しているということだというふうに思

っています。その点についてのお考えをいただけ

ればと思いますし、また先ほど来からありました

保険料の基準額なのですけれども、これが１７％

の増になっていると、そういった中身、先ほども

多少触れていただいていましたけれども、もう一

度前回の ０３６円から ７２７円に値上げした

経緯をお知らせをいただきたいと思います。

今いろんな方々と、特に高齢の方々、また介護

されている家族の方から、お話しするとやっぱり

施設の入所、先ほども北海道は入所率が高いとい

うことでしたけれども、施設入所を非常に希望す

る方が多いです。その一番は特養です。特養に入

りたい、名寄には２カ所あるのだけれども、それ

でも１５０人も２００人近くも待っていらっしゃ

る方がいるといったことで本当に頭を抱えている

家族の方がたくさんいらっしゃるわけです。先ほ

どケアハウスやグループホームの新設もというふ

うなお話がありましたけれども、その点について

こういった方々、待っていらっしゃる方々に対し

ての対応等々お知らせをいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場高齢介護課長。

〇高齢介護課長（馬場義人君） 今回の改正によ

って地域の方が困惑しているというか、のことに

対しての市の見解という御質問だったと思います。

議員御承知のとおり、今回国会の解散というよ

うなことも相まったかと思いますが、実は介護報

酬の改正も４月になっておりまして、官報告示が

されたのが３月１９日ということで、私どもとい

たしましても事業者の皆さんにつきましても利用

者の皆様にお伝えするのが官報の案が出たとはい

いながら、なかなか正式なものをお伝えするのが

本当にぎりぎりのところになって大変な事務作業
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をまずはしていただいているところでございます。

事業者にもいろんな加算の説明等々もしていかな

ければならないのですが、道におきましても来週

行うということになっておりますし、私どもにつ

きましても最後のぎりぎりの段階に事業者さんに

お知らせするということで、ＱアンドＡも詳しい

ことにつきましても実はまだ出ていないというよ

うな状況でございまして、今回進める上ではかな

り大変な部分はあるかと思いますが、説明を懇切

丁寧に進めながら御理解いただくような形を担当

としては進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

また、保険料の見解につきましては、先ほども

御答弁申し上げたかと思いますが、高齢者人口の

増加や要介護認定者の増加、また第２号被保険者

の保険料の部分が１％下がったというふうなこと

でございまして、第１号被保険者の保険料が２１

％から２２％になったというのが相当大きかった

のがあるというふうに思っております。プラス、

それと今回第６期につきましては基盤整備も一部

していくというようなことで、そのためには若干

の保険料もいただかなければならないのですが、

一度に一遍の基盤整備というふうにしていきます

とやはり御負担の部分につきましても、足りない

から慌てて基盤整備というふうにしていきますと

利用者の皆さんの御負担が相当数大きくなるかな

と。今回の計画につきましては、国の要請に基づ

きまして１０年先を見据えながら今回の３年間を

つくっていくということを担当や、あと計画を御

審議いただきました部会の皆様ともそういうスタ

ンスで審議をさせていただきまして、一定この程

度の基盤は必要だろうと。その流れからいきます

と、どうしてもこの程度の保険料はいただかない

とやっていけないかなと。ただ、低所得者の方々

につきましては、先ほど部長からも御答弁申し上

げたとおり一定の軽減を国よりも超えてといいま

すか、法の形の中でできる中で最大限活用させて

いただきながら実施させていただいておりますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今介護報酬のことも出

されたのですけれども、近隣の施設の関係者の方

々からお話を聞くと、本当に大変だと、本当に困

惑している状況が伝わってきます。働いている方

々も困惑し、また利用する方々も思い悩んでいる

というような状況にあります。先ほど部長のほう

から消費税の１０％の値上げの話も出されていま

したけれども、介護制度を利用する方々、年金は

下げられて、そして消費税は上げられてというよ

うなことの中にまた介護保険料が上げられるとい

うことでは、本当にいろんな御苦労をしていただ

いて試算もしていただいてここにとどめていただ

いたということは認めながらも、負担が重くのし

かかってきているといったところの皆さんの声を

聞くと、やっぱり賛成しかねるといったところを

申し上げさせていただいて終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。議案第４１号外１件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第４１号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。
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よって、議案第４１号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議案第４２号は原案のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第４２号を原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第４２号は原案のとおり可決され

ました。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１１分

再開 午後 ３時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第６ 議案第４３号 地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４３号 地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について、提案の理由を申し上げます。

本件につきましては、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律が昨年６

月２０日に公布をされて本年４月１日から施行を

されることに伴い、本市においても関係条例の整

理を行うものでございます。

なお、詳細につきましては教育部長より説明を

させますので、よろしく御審議くださいますよう

お願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を小川教育部

長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回の関係条例の整

理に関する条例の制定について御説明申し上げま

す。

教育委員会は、教育の政治的中立性、継続性、

安定性の確保に寄与してきた反面、昨今のいじめ

問題など児童生徒等の生命、身体や教育を受ける

権利を脅かすような重大な事案が生じている中で

事案への迅速な対応ができていない、教育行政に

関する権限と責任の所在が不明確である、首長と

の連携が不十分であるといった課題が指摘をされ

てきております。今回の法律の改正では、教育の

政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地

方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危

機管理体制の構築、首長との連携の強化を図ると

ともに、地方に対する国の関与の見直しを図るこ

とを趣旨として現行の教育委員長と教育長を一本

化した新たな責任者である新教育長を設置する、

総合教育会議の設置と大綱の策定、国の地方公共

団体への関与の見直しなどを行うとし、本年４月

１日から施行されることになりました。この改正

に関連し、本市においても非常勤の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例中、教育委員長の項を削

除するとともに、教育長の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例において職務に専念する

義務の免除の項目を追加するものであります。

なお、施行は４月１日からとなっておりますが、

経過措置を設け、現教育長がこの期限を超えて在

職する場合は退任日の翌日から施行することとし

ております。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４４

号 名寄市副市長の選任についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４４号 名寄市副

市長の選任について、提案の理由を申し上げます。

名寄市副市長につきましては、名寄及び風連両

庁舎に配置をしておりますが、本件は名寄庁舎担

当の佐々木雅之副市長が平成２７年３月３１日を

もって退任をすることに伴い、新たに橋本正道氏

を名寄市副市長に選任をいたしたく、地方自治法

第１６２条の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４４号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４４号は同意することに決定を

いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第４５

号 名寄市みんなを結ぶ手話条例の制定について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 皆さん、こんにちは。

私の名前は熊谷です。どうぞよろしくお願いしま

す。議長の御指名がありましたので、私は名寄市

議会議員全議員を代表してただいま上程をされま

した議員提出第４５号議案 名寄市みんなを結ぶ

手話条例の制定につきまして提案理由の説明をさ

せていただきます。

まず、本条例案を提出に至った経過から申し上

げます。手話は、聾者にとって言語です。聾者の

方々の間で母語として大切に受け継がれ、発展し

てきました。しかし、歴史的には手話の使用が事

実上禁止された時代もありました。聾者団体や関

係者のたゆまぬ努力により、この幾多の困難な道

を乗り越えてきました。２００６年１２月の国際

連合総会において採択された障害者の権利に関す

る条約で手話が言語であることが世界的に認めら

れたのであります。我が国においては、翌２００

７年９月、この条約に署名し、その後国内法の整

備を進め、昨年１月、同条約を批准をしたところ

であります。この経過の中で２０１１年８月、障

害者基本法が改正をされ、言語には手話を含むと

明記をされましたが、残念ながら現在に至っても

聾者が生きやすく暮らしやすいとは言えない環境

もあります。名寄市議会は、昨年３月１７日、国

による手話言語法制定を求める意見書を全会一致

で採択をしました。その後議員有志で条例を制定

をするため、上川北部聴覚障害者協会、名寄手話

の会、名寄市登録聴覚障害者協力員連絡協議会と

の４回の懇談会を重ね、手話の歴史、手話の暮ら

し、思い、市の施策、そして鳥取県や石狩市など
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の全国の先進事例からたくさんのことを学び、不

十分ながらも条例素案を練り上げました。その後

２回の市民説明会の開催、民生委員協議会の各地

区会議での説明会、市議会議員や市議会の皆さん、

執行者、行政担当者との意見交換等を踏まえて上

程された原案となりました。

それでは、提案をされました条例案の内容につ

いて御説明いたしますが、全議員の理解と協力に

よる提案となりましたので、簡潔になることをお

許しいただきたいと思います。

最初に、前文でございます。名寄市みんなを結

ぶ手話条例がなぜ必要かについて、障害者基本法

及び名寄市民憲章に照らし合わせながら、名寄市

が障害者から健常者まで誰もが暮らしやすいまち

となることを規定をいたしました。特に聾者にと

っても手話は意思を伝え、知識を蓄え、文化を創

造するための大切な言語であることを強調しまし

た。手話が言語であることは、条約や法律により

定めはありますが、いまだに手話に対する理解が

浸透しているとは言えない現状を踏まえると、手

話に対する市民理解を深め、広く普及していく必

要があると認識しております。全ての市民がお互

いを理解をし合い、安心して暮らすためにこの条

例を制定するものであることを明らかにしました。

続きまして、第１条、目的であります。前文と

同様に手話への市民理解を広げ、手話を必要とす

る市民が安心して暮らし、社会参加が保障される

ことを目的としました。

第２条、基本理念では、障害者基本法に基づき

手話を必要とする市民の権利の保障、市民による

権利の尊重を規定し、この条例の解釈指針である

基本理念を定めています。

第３条、市の責務では、前条に定める基本理念

にのっとり市民の手話に対する理解を広げる施策、

手話を使いやすい環境とする施策の推進の努力義

務を規定をしております。

第４条、市民の役割では、市民の役割を規定を

いたしました。

第５条、施策の推進では、制定する条例の効果

を高めるために具体的取り組みについて努力義務

を規定をいたしました。

第５条２項では、掲げる施策を推進し、取り組

むため、障害者や関係者の意見を尊重することを

規定をいたしました。

最後に、附則ですが、公布の日からと定めまし

た。

以上が全議員による提出をもって提案をさせて

いただきました条例の提案説明と内容でございま

す。

最後になりましたが、本条例の提案に至る過程

の中で御指導、御意見、アドバイス等をいただい

た聾者団体及びそれを支える関係者の皆様、名寄

市議会議員各位及び執行者や行政担当者、有識者

としての名寄大学の先生、民生委員協議会初め多

くの市民の皆さんに心より感謝と御礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第４６

号 名寄市議会委員会条例の一部改正について、

議案第４７号 名寄市議会議員の議員報酬等の特

例に関する条例の一部改正について、議案第４８

号 名寄市議会会議規則の一部改正について、以

上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 議案第４６号 名寄市

議会委員会条例の一部改正について外２件につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

名寄市議会は、平成２６年６月２０日、名寄市

議会議員定数条例の一部改正を行い、今春の統一

地方選挙にあわせて執行される名寄市議会議員選

挙から定数を２名削減し、１８名とすることを議

決したことに伴い、関係条例等の一部改正を行う

ものです。

改正の主な点を御説明いたします。議案第４６

号 名寄市議会委員会条例の一部改正については、

議員定数が１８名となったことに伴い、設置する

常任委員会、議会運営委員会、資格審査特別委員

会、懲罰特別委員会の定数を改めるとともに、議

長は議会の同意を得て当該常任委員会の委員を辞

退することができるものとするのただし書きを加

えたほか、教育委員会制度の改正などによる文言

を整理し、一部改正を行うものです。

議案第４７号 名寄市議会議員の議員報酬等の

特例に関する条例の一部改正について及び議案第

４８号 名寄市議会会議規則の一部改正について

は、これまで公式会議とされていなかった議員協

議会、各会派代表者会議、各会派幹事長会議につ

いて会議規則に定めることにより正規の議会活動

として明確に位置づけられ、公務災害補償の対象

となるよう関係条例及び規則の一部改正を行うも

のです。

以上、３件について提案理由の説明とさせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４６号外２件について原案のとおり決定

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号外２件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 意見書案

第１号 農協関係法制度の見直しに関する意見書、

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係

る意見書、以上２件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 報告第２

号 例月現金出納検査報告、定期監査報告につい

てを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。
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暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時４２分

再開 午後 ３時４３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

以上で今期定例会に付議されました案件は全て

議了いたしました。

ここで、佐々木副市長より発言を求められてお

りますので、これを許します。

佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ただいま議長のお許

しをいただきました。退任に当たり、一言御挨拶

を申し上げます。

私は、平成２４年１月に副市長に就任してから

３年３カ月勤務をしてまいりましたが、体調不良

のため市長のお許しをいただき、任期途中ではあ

りますが、退任させていただくことにしました。

在任中は、市長の掲げる１０年、２０年先を見据

え、適切な受益と負担に基づき、真に支援の必要

な方に安定的かつ持続的に公的サービスで支え、

合併算定がえ終了に伴う基金等に一定の蓄えも行

い、将来の世代に過大な負の遺産を残さないよう

心がけて行財政運営を進めてまいりました。副市

長として少しでも役割を果たせたのは、多くの皆

さんの御指導、御鞭撻のたまものと心からお礼を

申し上げます。

４月から新名寄市２次総合計画、地方創生の総

合戦略の策定が始まります。人口減少、過疎化の

急速な進展、自治体消滅、国、地方の長期債務残

高が ０００兆円を超え、都市と地方の格差が拡

大し続ける中、小規模自治体の行財政運営は今後

も一層厳しい状況が続くものと考えています。市

長を先頭に市民の皆さん、議員の皆さん、職員の

力で、言いかえますと地域の底力を結集して近隣

自治体ともしっかり連携をして名寄市が明るく元

気なまちとしてさらに発展していくことを願い、

皆さんの御健勝と御活躍を御祈念申し上げ、退任

に当たっての御挨拶とさせていただきます。長い

ことお世話になりました。本当にありがとうござ

いました。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長におかれ

ましては、大変長い間お勤めと最後の３年３カ月

の副市長としての御苦労、心から感謝申し上げま

す。どうぞこれからも御健勝で、市民のためにお

働きをいただきますことを御祈念申し上げます。

ここで、副市長に選任されました橋本正道氏よ

り発言を求められておりますので、これを許しま

す。

橋本正道氏。

〇総務部次長（橋本正道君） ただいまは、勇退

されます佐々木副市長の後任として議員の皆様か

ら選任に同意をいただきまして、まことにありが

とうございます。厚くお礼を申し上げます。

市長より御推挙をいただきまして、議員の皆様

の御理解を賜り、重責を担うこととなりました。

大変光栄に思うと同時に、新しい任務の大きさと

その役割の重大さに身の震える思いがいたします。

私自身の器を超える役割ではございますけれども、

一生懸命職務を全うしたいと考えております。

近年は、地方の抱えるいろいろな課題が大きく

浮上してきたところであります。名寄市におきま

しても合併市であるがゆえの課題も含め、将来に

向けた取り組みが必要と考えております。名寄市

のしっかりとしたまちづくりのため、加藤市長の

公約であります輝く元気なまちづくりを目標に、

そして１０年先、２０年先を見据えた持続可能な

安定した行財政運営が必要不可欠と考えておりま

す。先輩副市長であります久保副市長のお力添え

をいただきながら、こうした課題に職員とともに

全力で取り組んでいきたいと考えております。議

員の皆様におかれましては、これまで以上に御指

導、御鞭撻をいただきますよう心からお願い申し

上げまして、御挨拶とかえさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本正道氏におかれま

しては、今後の市政運営に御尽力いただきますよ
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うよろしくお願い申し上げます。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時４９分

再開 午後 ３時５０分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

ここで、今期限りをもって勇退を予定されてお

ります議員から発言を求められておりますので、

これを許します。

竹中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） 議長からお許しをいた

だきましたので、一言御挨拶を申し上げたいとい

うふうに思います。

今議長から勇退という話がございました。私は、

勇退というよりおのれをみずから解雇という、そ

ういう中身で議員の最後を締めくくりたいという

ふうに思っているところでございます。１２年前

議会に送っていただいて、私のキャッチフレーズ

は市政の宅急便でありました。市民と市政のきず

な、市民の意見をどう市政に反映させるかという

ことが私の中身でありましたけれども、それが今

考えるとできたかどうかというのが非常に私の頭

の中に、心の中に重くのしかかっています。今思

えば、１２年前今議長をしております黒井徹議員

と当時７人で平成１５年でありましたから、一五

会という会を結成をして勉強会やら懇談会やら多

くのことを学んでまいりました。この１２年間同

僚議員や多くの先輩議員の皆さんの御指導を得な

がらどうにか務めてまいりましたし、島市長を初

め加藤市長２代にわたって行政を主導していただ

いた市長に、そして多くの理事者の皆さんにお世

話になったことについてこの場をおかりし、本当

に１２年間とんでもないやつが議会に入ったなと

いう、そういう１２年前の中身でありました。６

月の議会では大物が入ったというふうに言われま

したけれども、ただ単に声がでかいだけでありま

して、何も大物ではなかったなというふうに思っ

ています。３期１２年間議会事務局の皆さんにも、

確か５代にわたってだと思いますが、事務局長に

はお世話になりました。議会事務局の皆さんには

大変お世話になったことを最後に申し上げまして、

４月の選挙で立起する方にはまたこの議場に帰っ

てくることを御祈念申し上げまして、最後の御挨

拶とさせていただきます。まことにありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） 大変御苦労さまでした。

まちづくりへの御尽力、心から感謝を申し上げた

いというふうに思います。

続きまして、佐藤勝議員。

〇１４番（佐藤 勝議員） 黒井議長から発言の

お許しをいただきました。ありがとうございます。

せわしいほど……済みません。本当に冒頭からみ

ったくないところをお見せしておりますが、申し

わけありません。せわしいほど足早に迫りくる春

の訪れを感じながら、全ての皆様に感謝の思いを

込めて今期の任期満了をもって議員を退くことの

御挨拶を申し上げます。

平成９年夏、震える思いで当時の風連町議会議

員選挙に立候補の決意を述べてからはや１７年８

カ月の歳月が流れ、今こうして何とか無事今日に

至った次第であります。無事とはいっても平成１

９年３月、不覚にも２メートルほどの高さからコ

ンクリート床に落下し、６８日間の入院を余儀な

くされ、市立病院のベッドの上で合併後初の選挙

戦を戦う羽目となったこともありましたので、決

して無事とは言い切れないところではありますが、

とにもかくにも多くの皆様に支えていただきなが

ら何とかここまでたどり着くことができました。

振り返ってみますと、数限りない出来事が走馬灯

のごとくよみがえってまいりますが、中でもやは

り合併というその歴史的な経過にかかわったこと

が私の議員活動のほぼ全てと言っても過言ではあ

りません。新しい自治の形を求めての合併がどこ

まで実を結んだのかは、まだ生育のさなかであり、

水をやり、日を当てての作業をみずからの立場で

行うことをみずからに言い聞かせているところで



－278－

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号

あります。旧風連町で８年８カ月、新しい名寄市

で９年と新しい名寄市での議員活動が長くなった

ことも改めて感慨深いものがあります。誕生１０

年の若々しい私たちの名寄、私の愛する名寄市、

その健やかで限りない発展を願ってやみません。

加藤市長様初め、理事者の皆様、職員の皆様、事

務局の皆様、そして黒井議長様、同僚議員の皆様

には大変お世話になったことを心からの感謝とお

礼を申し上げ、みずからには夢を耕し、ふるさと

をつくるを終生求め続けることを言い聞かせつつ、

お別れの御挨拶といたします。ありがとうござい

ました。

〇議長（黒井 徹議員） １７年と８カ月、長い

間本当に御苦労さまでございました。佐藤勝副議

長におかれましては、私の貴重なパートナーとし

て４年間務めていただきました。私からも感謝を

申し上げたいと思います。ありがとうございまし

た。

次に、日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 議長から指名があ

りましたので、一言お礼の御挨拶をしたいと思い

ます。

若干この場が湿っぽくなっていますので、なる

べく明るく話したいなと思いますけれども、平成

１３年に風連町議会で初当選をさせていただいて

以来１４年間になろうかと思いますけれども、ち

ょうど１４年間といいますと平成１３年に小学校

１年生に入った子供が短大を卒業する年月かなと

いうふうに思います。私も、議会は学校ではあり

ませんけれども、議員を卒業するような気持ちで、

私は高校までしか行っていませんけれども、高校

を卒業するときのような何かちょっと寂しいよう

な、うれしいような、そんな気持ちであります。

今後については、家業が農業でありますので、楽

しく農業に一意専心で臨んでいきたいなというふ

うに思っています。これまで黒井議長初め同僚議

員の皆さんには本当にお世話になりました。あり

がとうございます。それから、加藤市長初めそれ

ぞれ職員の皆さん方にも本当にお世話になりまし

た。過去には島市長もおりましたし、柿川町長に

もお世話になりました。そしてまた、これまで支

えてくれた多くの市民の方にも心からお礼を申し

上げて、これから北の大地で輝き続ける名寄市で

あることを御祈念申し上げまして、一言お礼の御

挨拶とさせていただきます。本当にありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） １４年間大変御苦労さ

までした。委員長として、幹事長として本当に御

尽力いただきました。感謝申し上げたいと思いま

す。農業を一生懸命頑張ってください。

続きまして、山口祐司議員。

〇１７番（山口祐司議員） 議長から御指名をい

ただきました。余り湿っぽくはなりたくないので

すけれども、佐藤勝副議長の挨拶の後からちょっ

と自分もぐっときております。副市長の挨拶もぐ

っときております。簡単に御挨拶させていただき

たいと思いますけれども、私も平成１３年９月に

旧風連町の町議会議員として初当選をさせていた

だきました。以来１４年ですか、今まで議員とし

てやらせていただきましたけれども、先ほど佐藤

議員も言われておりましたようにその間私の中で

残っていますのはやはり旧風連町、旧名寄市との

合併ということが一番心の中に刻まれております。

その合併のときの議員としての責任の重さといい

ますか、議員個人としての重さというのを痛感し

た部分でありますし、そのことがずっと今までも

議員としての重要な部分というか、自分の中で議

員というものは大切なものといいますか、大変な

ものなのだ、大変な職業なのだという部分を思い

ながら１４年間やってきたように思っております。

今後は、一市民として今後の名寄市を見守ってい

きたいというふうに思っております。今まで同僚

議員の方々に本当にいろいろと御指導いただきま

したことを心から厚くお礼を申し上げますととも

に、それから加藤市長を初め職員の皆様方にも本

当にいろいろとお世話になりましたことをお礼を
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申し上げたいというふうに思います。私人前で話

すのが本当に苦手な議員でありまして、今も汗か

いて大変なのですけれども、やっとこれから解き

放たれるのかなという一つの安心感もどこかに持

っているような気がいたします。本当に１４年間

皆様にはお世話になりましたこと、改めてお礼を

申し上げて終わりたいと思います。本当にありが

とうございました。

〇議長（黒井 徹議員） １４年間大変御苦労さ

までした。会派の会長として大変御苦労さまでし

た。また、これで風連の現職議員３人勇退という

ことになりますけれども、どうか合併した風連町

もさらに守り立てていただくように３人にはまた

頑張っていただきたいというふうに思います。大

変御苦労さまでした。

御勇退されます議員の皆さん、大変長い間御苦

労さまでした。これからも御健康で、ぜひ市民の

一員として議会、そしてまた市政を見ていただき

ますことを御祈念を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） ここで、加藤市長より

発言を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議長からお許しをいただ

きましたので、一言御挨拶を申し上げます。

２月２５日に開会をされました平成２７年第１

回定例会、２４日間の日程で本会議並びに予算審

査特別委員会におきまして多くの貴重な御意見、

御示唆をいただきまして心からお礼を申し上げま

す。おかげさまをもちまして、平成２７年度の予

算並びに関係議案を決定いただくこととなりまし

た。平成２７年度は、旧風連町、旧名寄市の合併

から１０年を迎える節目の年であります。加えて

地方創生総合戦略の策定、現在推進中であります

新名寄市の第１次総合計画の最終年度を翌年度に

控え、第２次総合計画の策定作業にも着手をする

重要な年度でございます。これまでの１０年間、

あるいは第１次総合計画の検証をしっかりと行い、

市民の皆さんとの協働により次期総合計画の策定

を進めてまいります。議員各位のさらなる御指導、

御協力をお願いを申し上げます。

さて、議員各位におかれましては、今期４年の

任期を迎えようとしてございます。この間市民待

望の（仮称）市民ホールを初め、駅前交流プラザ

よろーな、名寄南小学校など多くの大型施設が整

備をされるとともに、市立総合病院の充実強化、

さらには市立大学の児童学科、４大化等々さまざ

まな施策に取り組んでまいりました。これらの施

策推進に当たりまして、議会の御審議はもとより、

さまざまな場面で適切な御指導あるいは御助言を

いただきましたことに重ねてお礼を申し上げるも

のでございます。

今任期をもって御勇退をされます佐藤勝副議長、

植松正一議員、竹中憲之議員、駒津喜一議員、山

口祐司議員、日根野正敏議員、そして上松直美議

員におかれましては、この場をおかりし、長年の

議員活動の御労苦に敬意を表し、これまでの御指

導に心から感謝を申し上げます。今後も御健勝で、

名寄市発展のためにさらなる御指導と御鞭撻を賜

りますようお願いを申し上げます。

また、改選に当たられます議員各位におかれま

しては、今日までの議員活動や政策を市民、有権

者に御訴えをいただいて、再びこの議場で御活躍、

御指導を賜りたく、必勝を御祈念を申し上げたい

と思います。

なお、本年３月３１日をもって退任をされます

佐々木副市長、定年退職をされます鹿野大学事務

局長、高橋監査委員事務局長に対しましても、長

年にわたり名寄市の発展に御尽力をいただきまし

たその御労苦に感謝を申し上げます。今後ともま

すます御健勝で、地域で、あるいは後輩職員に対

しましても変わらぬ御指導いただきますようお願

いを申し上げます。

大変厳しい地方自治体を取り巻く環境でござい

ますが、議員の皆様、退任される皆様には今後と

も市政の推進に御指導、御鞭撻をお願いを申し上

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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げて、一言お礼の御挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） これをもちまして、平

成２７年第１回定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ４時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 山 田 典 幸

署名議員 高 橋 伸 典

平成２７年３月２０日（金曜日）第１回３月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２７年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 奥 村 英 俊 １．２０１５年度市政執行方針とまちづくりについて

（Ｐ ５２） (1) 新年度執行方針と基本姿勢について

(2) 予算編成と今後の財政展望について

２．市民と行政の協働について

(1) 第２次総合計画の策定について

(2) コミュニティ活動の推進について

(3) 防災対策の充実について

(4) 都市宣言について

３．保健医療福祉行政について

(1) 健康の保持増進について

(2) 病院経営の安定と今後の課題について

(3) 救命救急センターについて

(4) 地域福祉の推進について

４．経済建設行政について

(1) 基幹産業の農業と「ＴＰＰ」について

(2) 中心市街地の賑わい創出について

(3) 観光の振興について

５．教育行政について

(1) 小中一貫教育について

(2) 名寄市立大学の今後の課題と展望について

(3) 地域文化の創造について

(4) 生涯スポーツの振興について

２ 東 千 春 １．市政推進の基本的な考え方について

（Ｐ ７４） (1) 民間会社的発想とホスピタリティー

(2) 総合計画と共に将来ビジョンの市民議論を

(3) 名寄市が持つ財産が連携するまちづくりについて

２．主な事業と協働のまちづくり

(1) 地方創生への対応について

平 成 ２ ７ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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(2) 合併の評価と１０周年記念について

(3) 防災対策の充実について

３．安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

(1) 市民の健康管理と健康寿命の長寿化について

(2) 保健師の地区担当について

(3) 市立病院の給与表整備による影響は

(4) 看護師の勤務状況と体制について

４．商工建設業の振興について

(1) 物品発注の考え方と状況について

(2) 市内事業所等の人材確保と産業高校について

(3) 技能者の公共工事参加について

(4) 工事発注の将来展望について

５．環境と街並みについて

(1) ごみ処理の今後と対応について

(2) 街並み形成と公共施設の色彩について

６．教育行政について

(1) 名寄市立大学社会保育学科教員の確保と充実について

(2) 道徳教育と近現代史の教育について

(3) 文化センター大ホールの管理・事業運営体制と近隣ホールとの連

携は

(4) 芸術文化のアウトリーチについて

３ 山 口 祐 司 １．新名寄市の１０年をふりかえって

（Ｐ ９５） (1) 現在までの評価と未来について

２．市民直結の施設維持管理について

(1) 長寿命化修繕計画についての現状は

(2) 維持管理に係る課題は

(3) 安全な冬を過ごすための除排雪対策について

(4) 田んぼダムでの水位調整について

３．市民経済の安定と産業振興について

(1) 道の駅からまち中への誘導策について

(2) 名寄の移住定住対策の状況について

(3) 若者の雇用安定と都市流出を防ぐために

(4) 増える空き家対応について

(5) 名寄市の未利用財産について

４．農業振興について
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(1) ６次産業化の取り組みと現状

(2) 農地集積の現状と担い手対策

(3) 食品加工の企業誘致の考えは

(4) ファーム・コントラクターの取り組みについて

５．薬物乱用防止教育の考え方

６．市内防犯カメラの現状と対策は
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２７年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 川 村 幸 栄 １．教育委員会改変について

（Ｐ１１８） (1) よりよい教育委員会を築くために

２．道徳教育のあり方について

(1) 道徳の教科化について

(2) 学校・家庭・地域社会との連携を深めた教育の振興について

３．地域福祉の推進強化を

(1) 生活困窮者等の実態調査と把握を

４．高齢者無料バス券を

(1) 高齢者の移動手段への支援を

(2) バス路線について

２ 上 松 直 美 １．社会的企業（ソーシャル・ファーム）と障がい者雇用

（Ｐ１２７） (1) 地域における障がい者雇用の現状について

(2) ソーシャル・ファームによる社会貢献について

(3) 地域資源の活用と可能性について

(4) ワークライフ・バランスによる障がい者就労とは

３ 高 橋 伸 典 １．地方創生戦略の推進について

（Ｐ１３６） (1) 「まち・ひと・しごと」を創生する戦略を立てるための人材確保

についてどのように考えているか

(2) 周辺市町村との連携のあり方について

(3) 地方移住の推進についての現状と今後について

(4) 結婚・出産・子育て・教育の環境整備の現状と今後について

(5) 地域産業の競争力強化や企業誘致への取り組みについて

２．なよろコミュニティバスの運行について

(1) 実証運行検証と今後の対応策

(2) 交通弱者と買物弱者の利便性について

３．冬の道路の安全対策について

(1) 鋳 鉄製マンホール蓋の安全対策について
ちゅうてつ
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４ 高 野 美枝子 １．冬の市民の安全対策について

（Ｐ１４７） (1) 防災訓練の検証

(2) 今冬の除排雪体制について

① 交差点における事故について

② 路面対策について

(3) 屋根の雪下ろしにおける事故について

２．農業と食育について

(1) 現在の状況について

(2) 今後の食育の方向性について

(3) 関係機関との連携について

３．図書館の将来展望について

(1) 大学図書館の現状と今後の方向性

(2) 市立図書館の現状と今後の方向性

４．男女共同参画について

(1) セミナーの開催状況等市民への周知について

(2) ２８年度条例制定に向けた現在の状況について

５ 佐々木 寿 １．防災行政について

（Ｐ１５９） (1) 災害対策基本法の改正に伴う当市としての対応

① 避難行動要支援者名簿の作成について

② 避難指示等の具体性の確保について

③ 避難者支援のための情報基盤の整備について

ア 安否情報の提供について

イ 罹災証明書の交付等について

ウ 被災者台帳の作成について

④ 平素からの取り組みの強化について

２．教育行政について

(1) 小学校の外国語（英語教育）の導入について

(2）スクールソーシャルワーカーについて

３．観光行政について

(1）交流人口の拡大に向けての取り組みについて

① 個性ある地域の形成はどのように進めていくのか

② 交流活動を支える交通ネットワークの構築をどのように推進し

ていくのか

③ 市町村の連携による地域間交流の促進について
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６ 佐 藤 靖 １．平成２７年度施策にかかわって

（Ｐ１７３） (1) 市長の目指す対話と連携とは

(2）「地方消滅」への対抗策

(3) 「雪を活かし雪に強いまちづくり」とは

(4) 名寄公園に対する認識について

２．名寄市立総合病院にかかわって

(1) 経営見通し

(2) 看護師確保対策の現状と課題

(3) 看護配置基準の現状と課題

(4) 配置基準５対１と現行７対１の見通し及び見直しについて

３．名寄市立大学にかかわって

(1) 保健・福祉・医療の大学、ケアの未来を開く大学にふさわしい施

設整備について

(2) 地方財政審議会の意見に対する見解について

７ 塩 田 昌 彦 １．名寄ピヤシリスポーツ少年団の育成について

（Ｐ１８５） (1) スポーツ少年団員が、近年、著しく減少している状況を踏まえ、

現状認識とその対応について

(2) スポーツ少年団指導者に関し、小学校教員の関わりと学校対応に

ついて

２．名寄市中小企業振興条例の見直しについて

(1) 平成２８年４月の改正に向け、抜本的な見直し作業が行われてい

る名寄市中小企業振興条例見直しの方向性について

３．合宿の里づくりについて

(1) 合宿の里づくり情報ネットワーク組織について

(2) 合宿受入庁内検討会議の活動状況について

(3) 平成２８年度から名寄市で開かれるジュニアオリンピック・ノル

ディック名寄大会の準備体制について

８ 竹 中 憲 之 １．市立総合病院内外の動線について

（Ｐ１９７） (1) 駐車場からの動線について

(2）院内改装整備後の動線について

２．教育行政について

(1) 新たな学校教育施策は

(2) 少人数学級について

３．空き家対策について
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(1) 空き家の現状について

(2）空き家条例の進捗状況について

９ 山 田 典 幸 １．名寄市農業の発展のために

（Ｐ２０７） (1) 国の農政改革に対する当市としての考え方について

(2）将来の地域農業のあるべき姿について

２．子ども達の未来のために

(1) 地域資源を活かした教育の推進について

(2) 教育都市名寄として目指すべき姿について

１０ 大 石 健 二 １．加藤市長の市政執行に関して

（Ｐ２１８） (1) 平成２７年度市政執行方針から

① 名寄市の地方創生総合戦略について

② 名寄市の少子化対策等について

③ 長寿化等による限界地区（集落と町内会）対策について

２．名寄市の行財政運営から

(1) 交流居住等の積極的な推進策に関して

① 「お試し移住住宅」の現状課題とその対策について

(2）商工業振興策等に関して

① 名寄市中小企業振興条例等の見直しの現状と課題について

３．市民の声から

(1）風連地区の温浴施設の誘致及び建設等に関して

① その可能性と実現に向けた取り組みは

(2）名寄市の“雪育”への取り組み等に関して

① 現状の課題と実現に向けた取り組みは
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平成２７年２月２５日～平成２７年３月２０日 ２４日間

本会議時間数 ２３時間２０分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平 成 2 6 年 第 4 回 26.11.28 27. 1.26 27. 2.25
名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運

定例会 総 務 文 教 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
営に関する基準を定める条例の制定について

付 託 議 案 第 1 号

平 成 2 6 年 第 4 回 名寄市地域包括支援センターが包括的支援事 26.11.28 27. 1.15 27. 2.25

定例会 業を実施するために必要なものに関する基準 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

付 託 議 案 第 3 号 を定める条例の制定について

名寄市指定介護予防支援等の事業の人員及び 26.11.28 27. 1.15 27. 2.25
平 成 2 6 年 第 4 回

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
定例会

防のための効果的な支援の方法に関する基準
付 託 議 案 第 4 号

等を定める条例の制定について

平 成 2 6 年 第 4 回 26.11.28 27. 1.26 27. 2.25
名寄市民文化センター条例の一部改正につい

定例会 総 務 文 教 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
て

付 託 議 案 第 8 号

平 成 2 6 年 第 4 回 26.11.28 27. 1.26 27. 2.25
名寄市多目的研修センター条例の一部改正に

定例会 総 務 文 教 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
ついて

付 託 議 案 第 9 号

名寄市保育所に関する利用者負担額を定める 27. 2.25 27. 3.13 27. 3.20
第 １ 号

条例の制定について 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ２ 号 名寄市行政手続条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ３ 号 名寄市個人情報保護条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ４ 号 名寄市職員定数条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ５ 号 名寄市基金条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市高齢者自立支援事業条例等の一部改正 ― ― 27. 2.25
第 ６ 号

について ― ― 原 案 可 決

27. 2.25 ― 27. 3.12
第 ７ 号 名寄市介護保険条例等の一部改正について

市 民 福 祉 常 任 委 ― 議 案 撤 回

平 成 ２ ７ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市ふうれん望湖台自然公園条例の一部改 ― ― 27. 2.25
第 ８ 号

正について ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ９ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 １ ０ 号 名寄市立学校設置条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市木材需要拡大センター条例の廃止につ ― ― 27. 2.25
第 １ １ 号

いて ― ― 原 案 可 決

名寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保険 ― ― 27. 3.12
第 １ ２ 号

事業計画を定めることについて ― ― 議 案 撤 回

上川教育研修センター組合規約の変更につい ― ― 27. 2.25
第 １ ３ 号

て ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 27. 2.25
第 １ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 27. 2.25
第 １ ５ 号

正予算（第４号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 27. 2.25
第 １ ６ 号

算（第５号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 27. 2.25
第 １ ７ 号

予算（第４号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 27. 2.25
第 １ ８ 号

業特別会計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市簡易水道事業特別会計補 ― ― 27. 2.25
第 １ ９ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市公設地方卸売市場特別会 ― ― 27. 2.25
第 ２ ０ 号

計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 27. 2.25
第 ２ １ 号

補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 27. 2.25
第 ２ ２ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 27. 2.25
第 ２ ３ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ４ 号 平成２７年度名寄市一般会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２７年度名寄市国民健康保険特別会計予 27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ５ 号

算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ６ 号 平成２７年度名寄市介護保険特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ７ 号 平成２７年度名寄市下水道事業特別会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２７年度名寄市個別排水処理施設整備事 27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ８ 号

業特別会計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２７年度名寄市簡易水道事業特別会計予 27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ２ ９ 号

算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２７年度名寄市食肉センター事業特別会 27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ３ ０ 号

計予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

平成２７年度名寄市後期高齢者医療特別会計 27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ３ １ 号

予算 予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

27. 2.25 27. 3.20 27. 3.20
第 ３ ２ 号 平成２７年度名寄市病院事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

27. 2.25 27. 3.19 27. 3.20
第 ３ ３ 号 平成２７年度名寄市水道事業会計予算

予 算 審 査 特別 付託 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ３ ４ 号 名寄市教育委員会委員の任命について

― ― 原 案 同 意

名寄市職員の給与に関する条例等の一部改正 ― ― 27. 2.25
第 ３ ５ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ３ ６ 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

特別職の職員の給与の支給特例に関する条例 ― ― 27. 2.25
第 ３ ７ 号

の制定について ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 2.25
第 ３ ８ 号 名寄市議会基本条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市子ども・子育て支援事業計画を定める ― ― 27. 3.20
第 ３ ９ 号

ことについて ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第９ ― ― 27. 3.12
第 ４ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 3.20
第 ４ １ 号 名寄市介護保険条例等の一部改正について

― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市高齢者保健医療福祉計画及び介護保険 ― ― 27. 3.20
第 ４ ２ 号

事業計画を定めることについて ― ― 原 案 可 決

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の ― ― 27. 3.20

第 ４ ３ 号 一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の ― ― 原 案 可 決

整理に関する条例の制定について

― ― 27. 3.20
第 ４ ４ 号 名寄市副市長の選任について

― ― 原 案 同 意

― ― 27. 3.20
第 ４ ５ 号 名寄市みんなを結ぶ手話条例の制定について

― ― 原 案 可 決

― ― 27. 3.20
第 ４ ６ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬等の特例に関する ― ― 27. 3.20
第 ４ ７ 号

条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 3.20
第 ４ ８ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

報 告 名寄市土地開発公社の解散及び精算結了につ ― ― 27. 2.25

第 １ 号 いて ― ― 報 告 済

報 告 例月現金出納検査報告、定期監査報告につい ― ― 27. 3.20

第 ２ 号 て ― ― 報 告 済

意 見 書 案 ― ― 27. 3.20
農協関係法制度の見直しに関する意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 27. 3.20
ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 27. 3.20
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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